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柏崎市地域防災計画（地震・津波災害対策編）目次 

第１編 地震災害対策編  

第第１１章章    総総        則則  
第 １ 節 計画作成の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 
第 ２ 節 防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱・・・・・・・・・・  ３ 
第 ３ 節 柏崎市の特質と過去の地震災害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 
第 ４ 節 複合災害時の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 
第 ５ 節 地震被害の想定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 
第 ６ 節 緊急地震速報と地震情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 
 

第第２２章章    災災害害予予防防計計画画  
第 １ 節 防災教育計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 
第 ２ 節 防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 
第 ３ 節 自主防災組織育成計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 
第 ４ 節 災害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 
第 ５ 節 集落孤立対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 
第 ６ 節 地盤災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２ 
第 ７ 節 建築物等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５ 
第 ８ 節 公共土木施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８ 
第 ９ 節 防災通信施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６７ 
第１０節 電気通信施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１ 
第１１節 電力施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 
第１２節 ガス施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 
第１３節 上水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７９ 
第１４節 公共下水道・農業集落排水施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 
第１５節 危険物等施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８６ 
第１６節 火災予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５ 
第１７節 廃棄物処理体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 
第１８節 鉄道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 
第１９節 救急・救助活動体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 
第２０節 医療救護体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 
第２１節 避難体制整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 
第２２節 文教施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９ 
第２３節 文化財災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３ 
第２４節 要配慮者の安全確保計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５ 
第２５節 ボランティア活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３１ 
第２６節 積雪期の地震災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３４ 
第２７節 食料品・生活必需品等の確保計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３７ 

 



第２８節 事業所等の事業継続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４２ 
第２９節 行政機関等の業務継続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５ 

  
第第３３章章    災災害害応応急急対対策策  

第 １ 節 災害対策本部の組織・運営対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９ 
第 ２ 節 職員の配備・招集対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５５ 
第 ３ 節 防災関係機関の相互協力体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０ 
第 ４ 節 防災通信施設応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６ 
第 ５ 節 被災状況等収集伝達対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６９ 
第 ６ 節 広報対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９ 
第 ７ 節 避難及び避難所対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８５ 
第 ８ 節 避難所外避難者の支援対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６ 
第 ９ 節 救急・救助活動対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８ 
第１０節 自衛隊の災害派遣対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００ 
第１１節 輸送対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７ 
第１２節 交通規制及び警備・保安対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４ 
第１３節 火災対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２４ 
第１４節 医療救護活動対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８ 
第１５節 防疫保健衛生対策及びこころのケア対策・・・・・・・・・・・・・・・・・２３３ 
第１６節 廃棄物の処理対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４０ 
第１７節 トイレ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４３ 
第１８節 入浴対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４５ 
第１９節 食料供給対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４６ 
第２０節 生活必需品等供給対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０ 
第２１節 要配慮者の応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５４ 
第２２節 建物の応急危険度判定対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５８ 
第２３節 宅地等の応急危険度判定対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 
第２４節  文教施設等災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６８ 
第２５節 文化財施設災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６ 
第２６節 障害物の処理対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７８ 
第２７節 行方不明者及び遺体等の捜索・処理・埋葬対策・・・・・・・・・・・・・・２８２ 
第２８節 愛玩動物の保護対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８６ 
第２９節 放送施設応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９０ 
第３０節 電気通信施設応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９２ 
第３１節 電力施設等応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９５ 
第３２節 ガス施設応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９８ 
第３３節 給水・水道施設応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０３ 
第３４節 公共下水道・農業集落排水施設等応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・３１２ 
第３５節 危険物等施設応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１６ 
第３６節 鉄道施設応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２２ 



第３７節 公共土木施設等災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２６ 
第３８節 農林水産業等応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３３ 
第３９節 商工業応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３７ 
第４０節 住宅等応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３８ 
第４１節 海上における応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４２ 
第４２節 ボランティア等受入れ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４７ 
第４３節 労務供給対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４９ 
第４４節 義援金品の受入れ・配分対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５１ 
第４５節 災害救助法による救助対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５４ 
 

第第４４章章    復復旧旧・・復復興興計計画画  
第 １ 節 民生安定化計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７８ 
第 ２ 節 貸付・融資その他資金等による支援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・３８５ 
第 ３ 節 公共施設等災害復旧計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８８ 
第 ４ 節 災害復興計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０１ 
 

第２編 津波災害対策編  

第第１１章章    総総  則則  
第 １ 節 計画の趣旨等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０５ 
第 ２ 節 市民及び防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱・・・・・・４０７ 
第 ３ 節 津波防災地域づくりの推進に関する対応方針・・・・・・・・・・・・・・・４１４ 
第 ４ 節 津波浸水想定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１７ 
第 ５ 節 地形特性に応じた対策の方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２２ 
第 ６ 節 複合災害時の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２７ 
第 ７ 節 地震被害の想定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２７ 
第 ８ 節  緊急地震速報と地震情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２７ 
 

第第２２章章    災災害害予予防防計計画画  
第 １ 節 防災教育計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２８ 
第 ２ 節 防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２８ 
第 ３ 節 自主防災組織育成計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２９ 
第 ４ 節 防災都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３１ 
第 ５ 節 集落孤立対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３５ 
第 ６ 節 建築物等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３５ 
第 ７ 節 公共土木施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３６ 
第 ８ 節 鉄道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３６ 
第 ９ 節 防災通信施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３６ 
第１０節 電気通信施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３６ 
第１１節 電力施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３６ 

第２８節 事業所等の事業継続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４２ 
第２９節 行政機関等の業務継続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５ 

  
第第３３章章    災災害害応応急急対対策策  

第 １ 節 災害対策本部の組織・運営対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９ 
第 ２ 節 職員の配備・招集対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５５ 
第 ３ 節 防災関係機関の相互協力体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０ 
第 ４ 節 防災通信施設応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６ 
第 ５ 節 被災状況等収集伝達対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６９ 
第 ６ 節 広報対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９ 
第 ７ 節 避難及び避難所対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８５ 
第 ８ 節 避難所外避難者の支援対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６ 
第 ９ 節 救急・救助活動対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８ 
第１０節 自衛隊の災害派遣対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００ 
第１１節 輸送対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７ 
第１２節 交通規制及び警備・保安対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４ 
第１３節 火災対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２４ 
第１４節 医療救護活動対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２８ 
第１５節 防疫保健衛生対策及びこころのケア対策・・・・・・・・・・・・・・・・・２３３ 
第１６節 廃棄物の処理対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４０ 
第１７節 トイレ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４３ 
第１８節 入浴対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４５ 
第１９節 食料供給対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４６ 
第２０節 生活必需品等供給対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０ 
第２１節 要配慮者の応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５４ 
第２２節 建物の応急危険度判定対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５８ 
第２３節 宅地等の応急危険度判定対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６３ 
第２４節  文教施設等災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６８ 
第２５節 文化財施設災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６ 
第２６節 障害物の処理対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７８ 
第２７節 行方不明者及び遺体等の捜索・処理・埋葬対策・・・・・・・・・・・・・・２８２ 
第２８節 愛玩動物の保護対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８６ 
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第第１１編編（（地地震震災災害害対対策策編編））第第１１章章    総総        則則  
第第１１節節  計計画画作作成成のの趣趣旨旨                                                  

  

１１  計計画画のの目目的的  

この計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある地震災害に対処す

るため、市、県、指定行政機関、指定公共機関、指定地方行政機関、指定地方公共機関等の防

災関係機関がその有する機能を有効に発揮して、市の地域における地震災害の予防、応急対策

及び災害復旧・復興を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を地震災害から保護す

ることを目的とする。 
 
２２  計計画画のの性性格格  

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき柏崎市

防災会議が作成する「柏崎市地域防災計画」のうち地震災害に関する計画であり、市域におけ

る震災対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有するものである。 
なお、柏崎市地域防災計画は本編の「地震災害対策編」及び「第2編津波災害対策編」並びに

別冊の「風水害等対策編」、「原子力災害対策編」及び「資料編」で構成し、この計画に定めの

ない事項は、新潟県地域防災計画に準ずる。 
 
３３  計計画画策策定定のの前前提提  

この計画は、過去における大規模な地震等による災害の経験を礎に、市の自然条件、社会条

件等を踏まえ、市における防災に関する計画を定めるものである。 
また、策定に当たっては、国土強靭化基本法（平成２５年法律第９５号）など他の法律に基

づく防災に関する計画と十分な調整を図るものとする。 
  
４４  計計画画のの修修正正  

この計画は、各防災関係機関が作成する実施計画等により具体化を図るものとするが、災害

対策基本法第４２条の規定に基づき毎年検討を加えるとともに進捗状況、実効性等の確認を行

い、必要があると認めるときは、これを修正するものとする。 
したがって、各防災関係機関は原則毎年、防災会議が指定する期日（緊急を要するものにつ

いてはその都度）までに、計画の修正案を防災会議に提出するものとする。 
 
５５  計計画画のの習習熟熟等等  

防災関係機関は、平素から訓練、研究その他の方法により、この計画の習熟及び周知に努め

るとともに、この計画に基づき、より具体的な災害の予防対策、応急対策及び復旧・復興対策

の推進対策を整えるものとする。 
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６６  複複合合災災害害へへのの配配慮慮 
（１）複合災害への備えの充実 

市、県及び防災関係機関等は、複合災害の発生の可能性を認識し、防災計画等を見直し、

備えを充実する。 
（２）要員・資機材投入の対応計画の整備 

市、県及び防災関係機関等は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発

生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい

配分ができない可能性があることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計

画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支援を早期に要請することも定めておく。 
（３）複合災害を想定した訓練 

市、県及び防災関係機関等は、様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえ

て災害ごとの対応計画の見直しに努める。更に、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災

害を想定し、要員の参集、合同で災害対策本部の立ち上げ等の実働訓練など実施に努める。 
（４）その他 

本編に定めのない複合災害時の対策は、「風水害等対策編」に定めるところによる。
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第第２２節節  防防災災関関係係機機関関等等のの責責務務とと処処理理すすべべきき事事務務又又はは業業務務のの大大綱綱          
  

１１  基基本本理理念念  

自然条件、社会条件の変化により、災害発生要因は複雑・多様化する傾向を見せており、災

害の根絶には限界があることから、災害による人的被害等を軽減する減災のための備えを一層

充実する必要がある。 
したがって、「減災のための自助・共助・公助の総合的推進」を基本理念とし、たとえ被災し

たとしても人命が失われないことを最重視し、災害時の社会的経済活動への影響を最小限にと

どめる。 
災害対策の実施に当たって市民、地域、行政（防災関係機関）は、それぞれの機関の果たす

べき役割を的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図る。併せて、市及び県を中心

に、市民一人一人が自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事

業者等が連携して行う防災活動を促進することで、市民、地域、行政（防災関係機関）等が一

体となって最善の対策をとる。 
本計画においては、自然災害に対する施設能力や 行政主導の避難対策等には限界があるこ

とを理解した上で、市民、地域、行政（防災関係機関）の各主体がそれぞれ責任を果たすこと

を前提に、各主体の能力の不足を外部からの支援と相互の協力により補完し、もって災害の予

防、応急対策、復旧・復興のための活動が円滑に実施できるよう体制構築を目指す。 
たとえ、大規模な地震が発生しても、「ハード（施設・設備等）・ソフト（情報・知識、意識・

行動等）の総合力」で危機的・壊滅的な状況に陥らせない「災害に強い柏崎市」を実現してい

く。 
（１）防災意識の啓発 

災害の際、その被害を軽減するためには、市民一人ひとりが防災に対して正しい知識を持

ち、どのように対処すればよいのかを認識していることが不可欠である。 
そのため、防災に対する市民の意識の高揚及び行動力の育成を図るための防災訓練・教育・

広報が重要となってくる。 
したがって、今後、防災に関する各種の広報、啓発活動を積極的に行うとともに、防災訓

練指導体制を強化して、市民の防災対応力の修得を目標にした実践的な体験訓練の推進に努

めるとともに、市民も研修会、訓練等に積極的に参加するものとする。 
（２）訓練・教育と防災体制の整備 

災害時にあっては、市及び防災関係機関の初動体制のいずれがその後の対応を大きく左右

する。このため、関係職員の訓練、教育等を通じて防災意識の向上に努めるとともに、災害

発生時における初動体制及びこれに続く対策が適切かつ迅速に行えるよう平素からその体制

整備を図っていくものとする。 
（３）自主防災組織の育成・ボランティア活動の促進 

災害に有効に対処するためには、市をはじめとする防災関係機関の防災体制を整備するだ

けでなく、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という自助・共助の連帯の精神
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に基づく、市民の自発的な防災活動を通じて地域防災力を向上させることが重要である。 
現在、市における自主防災組織は、ほぼ全ての町内会や地域コミュニティ協議会で結成さ

れており、今後は組織の育成や防災リーダーの育成をはじめとする自主防災活動の強化・推

進に重点を置き、その活動支援については、市、消防機関等が全面的に協力するものとする。 
また、学校、病院、企業等多数の人が勤務し、出入りする施設については、防火管理者を

主体とした自衛消防組織の育成、指導を図るとともに、それら施設に対する消防機関の指導

体制の強化に努めるものとする。 

一方、災害時におけるボランティアの有効性に着目し、ボランティア活動の促進のための

組織の強化、体制の整備に一層努めるものとする。 

（４）情報の収集、伝達体制の整備 

あらゆる災害において、その災害、被害その他諸々の情報を迅速かつ的確に把握すること

が被害を最小限にくい止め、その後の応急対策並びに復旧計画を有効に進める前提となる。

よって、関係機関との情報交換を含む連携強化をはじめとし、更なる情報収集体制の強化に

ついて推進するものとする。 

一方、市民に対し適切な情報を伝達、指示することにより、その後の対応をより円滑かつ

効果あるものとし、併せて人心に安定をもたらすことが望まれることから、情報伝達手段、

方法、体制について整備、拡充に努めるものとする。 

（５）交通網の整備、確保 

災害に強いまちづくりを目指し、道路等の交通網の整備を進めるとともに、災害時におけ

る救助活動、復旧活動を円滑に進めるため、道路をはじめとした交通網を迅速に確保するよ

う努めるものとする。 

（６）相互協力体制の推進 

災害により、市単独では対応が困難となることが予想されることから、国、県及び関係機

関との協力連携体制の充実を図るとともに、近隣市町村、県外市町村と災害時相互応援協定

を締結し、広域的な対策が可能となるよう体制の整備を推進するものとする。 

（７）地震・津波災害対策の推進 

市では、昭和３９（１９６４）年の新潟地震による被害、平成２（１９９０）年の新潟県

南部地震、平成１６（２００４）年の新潟県中越地震及び平成１９（２００７）年の新潟県

中越沖地震による被害が発生している。市は、地震予知連絡会（事務局：国土地理院）によ

り特定観測地域に指定されており、長岡地震のような直下型地震が発生した場合、大きな被

害が出ると予想される。したがって、今後とも、住宅等の耐震性向上及び避難体制の整備に

ついて推進していくものとする。また、４２㎞に及ぶ長い海岸線を有する市は、地震に起因

する津波災害が危倶される。津波対策は瞬時の判断が何よりも大切であるため、情報の迅速

かつ的確な伝達と市民の津波に対する知識啓発等を推進していくものとする。 

（８）防火対策の推進 

最近の都市化の進展により、密集市街地の形成、各種危険物の混在等大火災発生の潜在的

危険度は、高まる傾向にある。 

市においては、これまでも防火対策が進められてきたが、地震時の火災にも十分対応でき
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るよう消防力を強化するとともに、火災予防運動を通じ、防火思想の普及に努めていくもの

とする。 

（９）土砂災害対策の推進 

市の山間部を中心にして、地すべり、斜面崩壊、土石流などの土砂災害の危険箇所が多く

ある。市においては、今後も、土砂災害対策施設の整備と併せて、警戒・避難態勢の整備に

ついて推進していくものとする。 

（10）感染症対策の観点を取り入れた防災対策 

避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

（11）避難行動要支援者対策の推進 

高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者（以下、「要配慮者」という。）が増加

している。このうち、特に避難行動について支援が必要とされる者については、避難行動要

支援者として、名簿作成を行っている。この避難行動要支援者については、防災知識の普及、

災害時の情報提供、避難誘導、救護・救済対策等防災の様々な場面で、きめ細かな施策を、

他の高齢者及び福祉施策等と連携しながら推進していくものとする。 

（12）非常用備蓄の促進 

災害の発生場所、規模等により被災者に一時的に、飲料水、食料及び生活必需品等の供給

が途絶えることが予想される。このため、最低限度の非常時における物資の備蓄を図るもの

とし、必要最低限の備蓄以外は、民間企業の保有する流通在庫を活用し、被災者への迅速な

物資の供給ができる体制整備に努める。また、市民は、交通状況を含む物資等流通機構の回

復が見込まれるまでの最低３日間、推奨１週間分の飲料水、食料及び生活必需品等について、

自ら備蓄することに努める。 

（13）災害からの立直りの早い体制整備 

不幸にして災害が発生した場合でも、災害応急対策や災害復旧対策を迅速かつ適切に行う

ことによって、被害の軽減、民生の安定及び社会経済活動の早期回復が可能になることから、

各機関等それぞれが災害対応を想定し、教育・研修・訓練参加等の充実による体制整備に努

め、平時から各機関等の連携を緊密にするとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援

を活用できるような仕組みの構築について、平時から努めるものとする。また、各機関等に

おける継続的に必要となる最低限の業務や、復旧時間と対応策など包括的な行動計画として

定める業務継続計画（ＢＣＰ）の策定など、危機管理体制の整備、庁舎・設備・施設・装備

等の整備に努める。 

（14）人材・財産の有効活用 

市、県及び防災関係機関は、発災後の円滑な応急対策、復旧・復興のため、退職者の活用

や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保に関する方策をあらかじめ整えるよう努める。

また、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定、備蓄倉庫など、防災に関する諸活動の推進

に際して、公有財産等の有効活用を図るものとする。 

 
２２  各各機機関関等等のの責責務務  

（１）市 
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市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、市の地域並びに市民の生

命、身体及び財産の保護及び被災者の救済・支援等の応急対策全般を迅速かつ的確に実施す

るため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体及び市民

の協力を得ながら地震防災活動を実施する。 
災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

男女共同参画の視点からも、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共

同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化して

おくよう努める。 

なお、本計画において消防本部とは消防本部及び署を表し、消防機関とは、消防本部、署

及び消防団を表す。 
（２）県 

県は、市町村を包含する広域的地方公共団体として、大規模災害から県の地域並びに地域

住民の生命、身体及び財産を保護するため、以下の対策を講じる。 

ア 政府、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体、ＮＰ

Ｏ、ボランティア、企業・団体及び住民の協力を得て防災活動を実施する。 

イ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

ウ 災害時対応における女性の視点についての理解が促進されるよう、平常時から防災担当

部局と男女共同参画担当部局が連携し、市町村へ情報提供するなど周知啓発を図る。また、

女性センター・男女共同参画センター等（以下「男女共同参画センター」という。）が、

災害対応力を強化する女性の視点に関する学びの機会の提供等の周知啓発活動ができるよ

う、男女共同参画担当部局は、支援に努める。 

エ 市町村の防災活動を支援し、かつ、その調整を行う。 

オ 平常時から自主防災組織やＮＰＯ、ボランティア団体等の活動支援やリーダーの育成を

図る。 

（３）指定地方行政機関 
指定地方行政機関は、大規模災害から市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保

護及び被災者の救済・支援等の応急対策全般を迅速かつ的確に実施するため、市、県及び他

の指定地方行政機関と相互に協力し防災活動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に

行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 
（４）自衛隊 

自衛隊は、大規模災害から市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するため、

市、県及び防災関係機関に協力し、地震防災活動を実施するものとする。 
（５）指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み自ら防災活動

を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 
（６）公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るととも

に、災害時には災害応急措置を実施する。また、市、県その他防災関係機関の防災活動に協
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力する。 
（７）市民・自主防災組織・企業等 

「自らの身の安全は自分で守る。自分たちの地域の安全は自分たちで守る。」ことが防災の

基本であり、市民はその自覚を持ち、平時から災害に備えるための手段を講じておくことが

重要である。 
市民は、発災時には自らの身の安全を守るよう行動するとともに、市、県、国その他防災

関係機関の実施する防災活動に参加・協力するという意識の下に積極的に自主防災活動を行

うものとする。 
企業等は、各事業等において継続的の必要となる最低限の業務や、復旧等を想定した対応

策をあらかじめ定める事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定に努めるなど、災害発生時に速やか

に事業等が再開できるよう努める。 
 
３３  各各機機関関のの事事務務又又はは業業務務のの内内容容  

市の区域を管轄する各機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて市の地域に係る防災に

寄与すべきものとし、それぞれが防災に関し処理すべき事務又は業務の内容は、新潟県地域防

災計画に準拠し、次のとおりとする。 

 

機   関   名 処理すべき事務又は業務の内容 

柏 崎 市 １ 柏崎市防災会議に関すること 

２ 管内における公共的団体及び市民の自主防災組織の育成指導に関

すること 

３ 災害予報警報等情報伝達に関すること 

４ 被災状況に関する情報収集に関すること 

５ 災害広報及び高齢者等避難の発令、避難指示に関すること 

６ 被災者の救助及び救護措置に関すること 

７ 知事の委任を受けて行う、災害救助法に基づく被災者の救助に関す

る 

こと 

８ 災害時の清掃・防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

９ 消防活動及び浸水対策活動に関すること 

10 被災児童生徒等に対する応急の教育に関すること 

11 要配慮者に対する相談・支援に関すること 

12 こころのケア・救護所設置に関すること 

13 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関するこ

と 

14 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること 
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機   関   名 処理すべき事務又は業務の内容 

15 消防活動、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設、設備の整備に

関すること 

16 水道等公営事業の災害対策に関すること 

17 防災のための調査研究、教育及び訓練に関すること 

18 救助物資及び災害対策用資機（器）材の備蓄・調達に関すること 

19 資材、人員、生活必需品等の緊急輸送に関すること 

20 通信施設の確保及び整備に関すること 

21 火災予防、災害防止対策及び指導に関すること 

22 災害時における消火、救助及び救急活動に関すること 

23 し尿処理施設の災害対策、被害調査及び応急復旧に関すること 

24 ごみ処理施設及び最終処分場の災害対策、被害調査及び応急復旧に

関すること 

25 火葬場の災害対策、被害調査及び応急復旧に関すること 

26 その他市の所管事務についての防災対策に関すること 

新 潟 県 １ 新潟県防災会議に関すること 

２ 市町村及び指定公共機関、指定地方公共機関の防災事務又は業務の実施について

の総合調整に関すること 

３ 災害予警報等情報伝達に関すること 

４ 被災状況に関する情報収集に関すること 

５ 災害広報に関すること 

６ 避難指示に関すること 

７ 市町村の実施する高齢者等避難の発令の情報提供・技術的支援に関すること 

８ 市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整に関すること 

９ 災害救助法に基づく被災者の救助に関すること 

10 災害時の防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

11 市の実施する消防活動及び浸水対策活動に対する指示、援助に関すること 

12 被災児童生徒等に対する応急の教育に関すること 

13 要配慮者に対する相談、支援に関すること 

14 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関すること 

15 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること 

16 緊急通行車両の確認に関すること 

17 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設、設備の整備に関すること 

18 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

19 他の都道府県に対する応援要請に関すること 

新潟県警察本部 

（柏崎警察署） 

１ 避難誘導、被災者の救出その他人命保護に関すること 

２ 交通規制、緊急通行車両の確認及び緊急交通路の確保に関すること 
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機   関   名 処理すべき事務又は業務の内容 

３ 行方不明者調査及び死体の検視に関すること 

４ 犯罪の予防・取締り、混乱の防止その他秩序の維持に必要な措置に関すること 

指 

定 

地 

方 

行 

政 

機 

関 

第九管区海上保安本部 

１ 災害予防に係わる防災訓練、海難防災講習会等啓発活動及び調査研究に関するこ

と 

２ 災害応急対策に係わる警報等の伝達、情報の収集、海難救助等に関すること 

３ 災害応急対策に係わる人員及び物資の緊急輸送並びに物資の無償貸与及び譲与

に関すること 

４  関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援に関すること 

５ 海上における流出油の防除、交通安全の確保、警戒区域の設定、治安の維持及び

危険物の保安措置に関すること 

６ 災害復旧・復興対策に係わる海洋環境の汚染防止及び海上交通安全の確保に関す

ること 

東京管区気象台 

新潟地方気象台 

１ 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）及び水象

の予報及び警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説に関すること 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

長岡労働基準監督署 災害時における産業安全の確保に関すること 

北陸地方整備局 

長岡国道事務所柏崎維持出張所 

１ 一般国道指定区間の改築、管理、維持修繕、除雪及び災害復旧工事に関すること 

２ 大規模自然災害が発生した場合における、被害の拡大を防ぐための緊急対応等の

支援に関すること。 

陸上自衛隊 

海上自衛隊 

航空自衛隊 

１ 防災関係資料の事前収集と災害派遣準備体制の確立に関すること 

２ 災害発生時の県の情報収集活動への協力に関すること 

３ 災害出動要請又は出動命令に基づく人命救助を最優先とした応急救援活動の実

施に関すること 

 

指 

定 

公 

共 

機 

関 

東日本旅客鉄道株式会社柏崎駅 

日本貨物鉄道株式会社 

災害時における鉄道による緊急輸送の確保に関すること 

東日本電信電話株式会社新潟支店 

株式会社NTTドコモ 

KDDI 株式会社 

ソフトバンク株式会社 

楽天モバイル株式会社 

１ 電気通信設備の整備及び防災管理に関すること 

２ 災害時における緊急通話の確保及び気象警報等の伝達に関すること 
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機   関   名 処理すべき事務又は業務の内容 

日本赤十字社新潟県支部柏崎市地区 

１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時における救援物資の備蓄及び配分に関すること 

３ 災害救援（義援）金の募集、受付及び配分に関すること 

４ 労働奉仕班の編成及び派遣のあっせん並びに連絡調整に関すること 

日本放送協会新潟放送局 
１ 津波予警報、気象警報等の放送に関すること 

２ 災害時における広報活動に関すること 

東日本高速道路株式会社  

１ 高速自動車国道の防災管理に関すること 

２ 災害時の高速自動車国道における交通路の確保に関すること 

３ 高速自動車国道の早期災害復旧に関すること 

東北電力ネットワーク株式会社柏崎電

力センター 

１ 電力施設等の防災管理及び災害復旧に関すること 

２ 災害時における電力の供給の確保に関すること 

日本通運株式会社柏崎支店  災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

日本郵便株式会社 
災害地における郵政業務の確保、郵便事業に関する災害対策特別事務取扱及び援

護対策に関すること 

 

指 

定 

地 

方 

公 

共 

機 

関 

柏崎土地改良区 
水門、水路、ため池、農業用ダム等の施設の防災管理並びに災害復旧に関するこ

と 

北陸瓦斯株式会社柏崎支社 
１ 都市ガス施設等の防災管理に関すること 

２ 災害時における都市ガスの安定的供給に関すること 

一般社団法人新潟県ＬＰガス協会 
１ ＬＰガス施設等の防災管理に関すること 

２ 災害時におけるＬＰガスの安定的供給に関すること 

新潟運輸株式会社柏崎支店 

中越運送株式会社柏崎営業所 

上越運送株式会社柏崎営業所 

頚城運送倉庫株式会社柏崎営業所 

越後交通株式会社柏崎営業所 

頚城自動車株式会社 

公益社団法人新潟県トラック協会柏崎

支部 

災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

株式会社新潟放送

株式会社新潟総合テレビ 
株式会社テレビ新潟放送網 
株式会社新潟テレビ２１ 
株式会社エフエムラジオ新潟 
株式会社柏崎コミュニティ放送 

１ 津波警報、気象警報等の放送に関すること 

２ 災害時における広報活動に関すること 



地震災害対策編 
第１編第１章第２節 

「防災関係機関等の責務と処理 
すべき事務又は業務の大綱」 

- 11 - 

機   関   名 処理すべき事務又は業務の内容 

株式会社新潟日報社柏崎総局 災害時における広報活動に関すること 

一般社団法人新潟県医師会 
一般社団法人新潟県歯科医師会 
公益社団法人新潟県薬剤師会 

災害時における医療救護に関すること 

 

公益社団法人新潟県看護協会 災害支援ナースの派遣に関すること 

公益社団法人新潟県助産師会 災害時における助産に関すること及び妊産婦、新生児等の保健指導に関すること 

そ
の
他
の
公
共
的
団
体 

及
び 

防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

 

朝日新聞柏崎支局 

読売新聞柏崎通信部 
柏崎日報社 

災害時における広報活動に関すること 

柏崎農業協同組合

柏崎地域森林組合 
新潟県漁業協同組合柏崎支所 
中越農業共済組合柏崎支所 
酪農にいがた農業協同組合柏崎支所 

１ 共同利用施設の災害応急対策及び復旧に関すること 

２ 被災組合員に対する融資又はそのあっせんに関すること 

３  災害時における緊急物資の調達及び陸路による緊急輸送の確保に関すること 

柏崎商工会議所 
北条商工会 
西山町商工会 
高柳町商工会 

１ 災害時における物価安定についての協力、徹底に関すること 

２ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力あっせんに関すること 

一般社団法人柏崎市刈羽郡医師会 
一般社団法人柏崎市歯科医師会 
一般社団法人柏崎薬剤師会 

１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時のこころのケアに関すること 

公益社団法人新潟県柔道整復師会上越ブ

ロック 

災害時における応急救護に関すること 

一般診療所・病院 
１ 災害時における収容患者に対する医療の確保に関すること 

２ 災害時における負傷者等の医療救護に関すること  

一般運輸事業者 災害時における緊急輸送の確保に関すること。 

社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 市災害ボランティアセンターの設置運営に関すること 

新潟県災害ボランティア調整会議 市災害ボランティアセンターの支援に関すること 

新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会 災害福祉支援チームの派遣に関すること 
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機   関   名 処理すべき事務又は業務の内容 

柏崎建設業協同組合 
柏崎管工事業協同組合 
柏崎市指定排水設備組合 

災害時における応急復旧の協力に関すること。 

川内貯水池の管理者 
谷根ダムの管理者 
赤岩ダムの管理者 

ダム操作等施設の防災管理に関すること。 

危険物関係施設の管理者 災害時における危険物の保安措置に関すること。 

 

自主防災組織（町内会） 

１ 防災活動への協力に関すること 

２ 市民に対する避難誘導への協力に関すること 

３ 避難所運営への協力に関すること 

４ 防災知識の普及に関すること 
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第第３３節節  柏柏崎崎市市のの特特質質とと過過去去のの地地震震災災害害                              

 
１１  地地理理的的概概要要  

本市は、新潟県のほぼ中央部に位置し、東部は長岡市及び十日町市と、南部は十日町市及び

上越市と、北部は出雲崎町、刈羽村及び長岡市と接している。 
本市の広ぼうは、東西に２７．４０㎞、南北に４０．２０㎞である。 
位 置 極東 北緯３７度２９分１４秒 東経１３８度４３分１８秒（西山町別山） 

極西 北緯３７度１８分２３秒 東経１３８度２５分０６秒（米山町） 
極南 北緯３７度０９分３５秒 東経１３８度３６分３０秒（高柳町田代） 
極北 北緯３７度３１分２５秒 東経１３８度４０分２７秒（西山町石地） 

面 積 ４４２．０３ｋ㎡ 
 

２２  地地形形  

（１）旧柏崎市 

市の南西から東部一帯にかけて米山（９９２．６ｍ）、黒姫山（８９１．０ｍ）、八石山（５

１８．０ｍ）の山系とその支脈によって囲まれ、北西部は延長３６㎞（旧西山町を含めると

４２㎞）に及ぶ海岸線で日本海に面している。 
市のほぼ中央部を２級河川の鯖石川及び鵜川が地域山系の小支流を合し、北流して、日本

海に注いでおり、この両河川の下流に刈羽平野が開け、水田地帯を形成している。 
南西部は、火山活動により海底から隆起した米山の山麓が急激に日本海に落ち込んで櫛歯

状屈曲を呈し、北東部はなだらかな砂丘が続いている。 
（２）旧高柳町 

新潟県の中央部より僅か南西部に位置し、北は黒姫山を分水嶺として旧柏崎市、東は八石

山系を境として旧川西町、南は鯖石川及び東頚城連山を境として旧松代町及び旧大島村にそ

れぞれ隣接している。 
町の中央部を鯖石川がほぼ南北に貫流し、これを境として左岸には黒姫山系、右岸には薬

師岳、天王山の峰々が走り、その上流には頚城連山が横たわっている。 
（３）旧西山町 

新潟県北西部の日本海側に位置し、東は薬師峠、地蔵峠、妙法寺峠を連ねる西山連峰を境

として長岡市に接し、西は柏崎市及び刈羽村の一部を隔て日本海に面し、南は刈羽村及び柏

崎市の一部に、北は出雲崎町及び日本海に面している。 
 

３３  地地質質  

（１）旧柏崎市 
地質は、米山山系を中心に安山岩を基岩とする新第三紀の西山層が広がり、東側八石山山

系は椎谷層・魚沼層となり、中央部標高１００～１５０ｍの丘陵地は約１２～１３万年前の

大規模な海面上昇の時に堆積した安田層から成っている。また、市域の中央平野部一体は沖
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積層から成っている。 
（２）旧高柳町 

地質は、鯖石川両岸の河岸段丘部に、第四紀の魚沼層郡分布し、他は新第三紀の灰爪層、

西山層、椎谷層が大部分で固結度も低く、乾湿の差により容易に風化しやすい。 

（３）旧西山町 

山間部の地質は、新第三紀の西山層、灰爪層、椎谷層が大部分で固結度が低く、多量の雨

や融雪により、土石流、地すべり、山腹崩壊等の災害発生の危険が大きい。また、別山川沿

岸には第四紀層の沖積層が広く分布し、緩傾斜で地味は肥沃で稲作に適している。 
 
４４  気気候候・・気気象象  

本市の気候は、梅雨期から夏にかけての降水量が多いだけでなく、冬も雪や雨として降水量

の多い典型的な日本海側気候に属している。 
（１）気温 

市の気温は、１２月～３月までの冬期間を除いては、比較的温暖である。記録的な高温は、

南よりの風が卓越するときに、フェーン現象によって発生することが多く、火災発生の要因

となりやすいので、十分な注意が必要である。 
（２）降水量 

市の降水量は、梅雨期の７月及び冬期の１１月～１月にかけて多くなっている。特に、梅

雨末期や梅雨明け以降の前線により時として集中的に降ることがあり、中小河川が多いこと

から、大雨については十分な警戒が必要である。 
（３）積雪量 

市は海岸平野部から山間部まで広域であるため、海岸平野部は比較的積雪量が少ないにも

かかわらず、山間部に入るに従い急速に積雪量が増加する。積雪は沿岸部１ｍ前後、内陸山

間部では２～４ｍと非常に多く、しばしば雪害をもたらす。 
（４）風 

年間を通してみると、北又は北西の風が多い。最大瞬間風速は３０ｍ/sを超えることもあ

り、時として暴風に見舞われることがある。また、春先や夏期には南風が卓越してフェーン

現象により乾燥と高温をもたらすので、火災には十分な注意が必要である。 
 
５５  産産業業  

産業別就業人口は、機械化による省力化、他産業の労働力の吸収等により農業就業人口が減

少したことによって第一次産業が次第に減少し、平成１２（２０００）年調査では第二次産業

でも減となった。平成１７（２００５）年調査では、日本標準産業分類の改訂もあり全分類に

おいて一時的に増加したが、その後は人口減少に伴い減少傾向となった。平成２２（２０１０）

年調査では、第三次産業における就業人口が全体に占める比率について、より高まる傾向とな

った。平成２７（２０１５）年、令和２（２０２０）年調査でも同様の傾向となっている。 
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単位：人 

 総   数 第１次産業 第２次産業 第３次産業 

昭和55(1980)年 

昭和60(1985)年 

平成 2(1990)年 

平成 7(1995)年 

平成12(2000)年 

平成17(2005)年 

平成22(2010)年 

平成27(2015)年 

令和 2(2022)年 

44,317 

44,248 

45,234 

47,588 

43,376 

47,014 

43,787 

41,479 

38,970 

 6,662 

 4,449 

 3,347 

 3,211 

 1,959 

 2,866 

 1,647 

 1,423 

 1,112 

18,608 

19,984 

19,908 

20,273 

17,004 

17,064 

15,587 

14,520 

13,441 

19,031 

19,811 

21,977 

24,093 

24,353 

26,941 

26,157 

25,104 

23,790 

   ※平成１７（２００５）年から日本標準産業分類に改訂 
   ※総数には分類不能を含む。 
 
６６  人人口口  

本市の人口は、令和２（２０２０）年の国勢調査で８１，５２６人であり、平成２７（２０

１５）年の国勢調査に比べ５，３０７人（６．５％）の減となっている。人口は平成１２（２

０００）年をピークに、減少が続いている。 

  

区分 
S55 

(1980) 

S60 

(1985) 

H2 

(1990) 

H7 

(1995) 

H12 

(2000) 

H17 

(2005) 

H22 

(2010) 

H27 

(2015) 

R2 

(2020) 

人口

（人） 
83,703 86,198 88,309 91,229 97,896 94,648 91,451 86,833 81,526 

増加率

（％） 
－ 2.9 2.4 3.2 6.8 △3.4 △3.5 △5.3 △6.5 

※平成１２（２０００）年度は現市域に組替えた数値。 
 
７７  道道路路  

高速交通体系が整備され、関越自動車道の開通により首都圏への日帰り圏となり、更に北陸

自動車道により関西圏とも短時間で結ばれることとなった。また、市域を縦貫する国道８号を

軸として、これに国道１１６号、２５２号、２９１号、３５２号、３５３号、４０２号、４６

０号が放射状に伸び、関東・関西・東北経済圏を結んでおり、更にその間を県道、市道が地域

内を縦横に結んでいる。国道８号については、交通量の増加や車両の大型化からバイパスの建

設が進められており、交通体系の一層の充実が期待されている。 
 
８８  交交通通  

本市は、東日本旅客鉄道㈱の信越本線と越後線の分岐点に当たり、信越本線及び越後線に１

５駅がある。 
一方、バス路線は、３２路線が運行されている。  
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９９  防防災災ををめめぐぐるる社社会会構構造造のの変変化化とと対対応応  

（１）障害者、高齢者等いわゆる要配慮者の増加が見られる。これについては、防災知識の普及、

災害時の情報提供、避難誘導、救援・救助対策等防災の様々な場面において、要配慮者に配

慮したきめ細かな対策を、他の高齢者及び福祉施策等との整合を図りながら行う必要がある。

この一貫として要配慮者利用施設の災害に対する安全性の向上を図る必要がある。また、平

時から要配慮者の所在等を把握し、発災後には迅速に避難誘導・安否確認等を行えるように

する必要がある。 
（２）ライフライン、コンピュータ、情報通信ネットワーク、交通ネットワーク等への依存度の

増加が見られるが、これらの災害発生時の被害は、日常生活、産業活動に深刻な影響をもた

らす。 
このため、これらの施設の耐震化を進めるとともに、補完的機能の充実が必要である。 

（３）市民意識及び生活環境として、近隣扶助の意識の低下が見られる。 
このため、コミュニティ、自主防災組織等の強化とともに、多く市民参加による定期的な

防災訓練、防災意識の徹底等を図る必要がある。 
（４）地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図

るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男

女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある。 
  
1100  市市内内にに被被害害をを与与ええたた地地震震ととそそのの被被害害  

市内に被害を与えた過去の地震について、その被害状況、特徴等は次表のとおりである。 

名  称 発生年月日 規模 震源地 災害の状況 

新潟地震 昭和39(1964)年 

 6月16日 
Ｍ 7.5 粟島付近 

市内では鉄道が不通になり、水道管が各

所で破裂した。 
死者 ２人  負傷者 ７人 
住家半壊 ３戸 

新潟県南部地震 平成2(1990)年 

12月 7日 
Ｍ 5.4 

刈羽郡 
高柳町付近 

鵜川・南鯖石地区を中心に道路の亀裂・

損壊が起こった。 

新潟県中越地震 

平成16(2004)年 

10月23日 

午後5時56分

ごろ 
Ｍ 6.8 

新潟県 

中越地方 

震度７を記録。柏崎市でも震度５弱を記

録し、甚大な被害が発生した。 

負傷者 ６５人 

住家被害 全壊27棟、大規模半壊55棟、 

半壊237棟、一部損壊4,587棟 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害 停電30,000戸、電話不通 

35,000回線、水道給水停止2,262戸、下

水道335,680ｍ 
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新潟県中越沖地震 

平成19(2007)年 

7月16日 

午前10時13分

ごろ 

Ｍ 6.8 

新潟県 

柏崎市沖 

震度６強を記録し、甚大な被害が発生し

た。 

死亡 １４人（刈羽村１人） 

負傷者 １，６６４人 

住家被害 全壊1,122棟、大規模半壊 

676棟、半壊3,901棟、一部損壊22,695 

棟 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ被害 ガス供給停止30,978戸、水

道給水停止40,260戸、電気停電23,300戸 
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第第４４節節  複複合合災災害害時時のの対対策策                                          

  
１１  計計画画のの方方針針  

（１）複合災害への備えの充実 
市、県及び防災関係機関等は、複合災害の発生可能性を認識し、防災計画等を見直し、備

えを充実する。 
（２）要員・資機材投入の対応計画の整備 

市、県及び防災関係機関等は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発

生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい

配分ができない可能性があることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計

画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支援を早期に要請することも定めておく。 
（３）複合災害を想定した訓練 

市、県及び防災関係機関等は、様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえ

て災害ごとの対応計画の見直しに努める。更に、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災

害を想定し、要員の参集、合同の災害対策本部の立ち上げ等の実働訓練の実施に努める。 
（４）原子力災害への対応 

原子力災害が複合的に発生した場合の対応は、「柏崎市地域防災計画（原子力災害対策編）」

の定めるところによる。 
 
２２  積積雪雪期期ににおおけけるる影影響響  

積雪期においては、他の時期と異なり気象の状況、特に降積雪の状況が地震災害に大きな影

響を及ぼすものと考えられる。 
本市は、豪雪地という条件を持っており、震災対策を検討する上では、積雪期の地震を想定

し、対策を検討しておくことが必要である。 
 

３３  積積雪雪期期のの気気象象状状況況  

シベリア地方から吹き出す寒気は、日本海を渡るとき大量の水蒸気を補給され、強い雪雲と

なって日本列島に上陸し日本海側の各地では降雪が続き、時には暴風雪を伴い大雪となる。 
海岸・平野部から山間部まで区域が広い本市は、内陸部に入るに従い急速に積雪量が増加す

る。積雪は内陸の山間部では２～４ｍと非常に多く、しばしば雪害をもたらしている。 
 
４４  積積雪雪のの地地震震被被害害にに対対すするる影影響響とと対対策策  

積雪は、地震に対し被害を拡大させ、応急対策の実施を阻害し、あるいは応急対策需要を増

加させる要因として考えられる。 
（１）被害拡大要因 

ア 家屋被害の拡大 
屋根上の積雪加重により、倒壊家屋が多く発生することが予想される。また、１階部分
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が周囲の積雪により支持され安定していることから、２階部分の被害が多発することが予

想される。 
これらの家屋は、融雪とともに全壊へ進むものと予想される。 

イ 火災の発生 
家屋倒壊の増大と暖房器具の使用により、火災発生件数が増大することが予想される。

また、各建物は大量の石油類を暖房用に備蓄しているため、これらが延焼の促進剤となり、

消防活動の困難とあいまって火災の拡大をもたらすものと予想される。 
ウ 雪崩の発生 

地震動により雪崩が同時多発することが予想される。特に、降雪が多く積雪が不安定の

場合は、表層雪崩の発生も懸念される。 
エ 人的被害の多発 

家屋倒壊、雪崩、火災による人的被害が増大するおそれがある。また、屋根雪の落下や

後述の雪壁の崩落等のため、道路通行中の歩行者、自動車に被害が及ぶおそれがある。 
（２）応急対策阻害要因 

ア 情報活動の阻害 
道路や通信施設の寸断、復旧の遅延等により、孤立集落が多発することが予想され、ま

た、積雪により被害状況の把握が困難となることが予想される。 
イ 緊急輸送活動の阻害 

積雪時の道路除雪により道路両側に積み上げられる雪壁（豪雪時には３ｍを超える壁と

なることも珍しくない）が崩落し、道路交通の全面マヒや人的被害の発生をもたらすこと

が予想され、緊急輸送活動を著しく困難にすることが予想される。 
ウ 消防活動の阻害 

消防車の通行障害や消防水利の使用障害等により、消防活動は著しく困難になることが

予想される。 
エ 救出活動の阻害 

倒壊家屋の屋根の雪で、下敷となった者の発見・救出が困難になると予想される。 
オ 重要施設応急復旧活動の阻害 

復旧は除雪しないと被害箇所に到達できないとか、地下埋設管を掘り出せないなど、無

雪時にはない困難な作業が増えるため、短時間の復旧は極めて困難となることが予想され

る。 
（３）応急対策需要増加要因 

ア 被災者、避難者の生活確保 
被災者、避難者の収容施設に対する暖房が必要となり、暖房器具、燃料、毛布、被服等

を迅速に確保する必要が生じる。 
また、応急仮設住宅は、積雪のため早期着工が困難となり、避難生活が長期化すること

が予想されることから、被災者、避難者の生活確保のための対策も長期化することが予想

される。 
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イ 除雪 
地震後も降雪が続いた場合、全ての応急対策は、毎日除雪作業から始まることとなり、

多大な労力を費やすこととなることから、多数の除雪作業員の確保が必要となる。 
（４）積雪期の地震対策の基本方針 

積雪期の地震は、通常期の地震と全く異なる様相を呈することから、より大きくより長期

に及ぶ地震被害を地域社会に与えることとなる。 
防災関係機関は、積雪期の地震という最悪の事態を想定し地震対策を講じる必要がある。

本計画では、次に掲げる基本方針を基に、関係する業務の各節において具体的な災害予防・

応急対策を記述するものとする。 
ア 救助・消火活動の迅速な実施が困難であることを前提に、各建物の被害発生防止策を推

進する（耐震化、屋根の無雪化、室内の地震対策の徹底、出火防止対策の徹底） 
イ 孤立可能性のある地区を中心に、自立的防災力の向上を図る（通信手段・電源の確保、

家庭備蓄の強化、公的備蓄資機材の事前手配、自主防災組織の強化） 
ウ 積雪・寒冷、悪天候等を想定した応急対策実施方法を工夫する（全被災者の屋内への収

容、暖房対策、早期の温食供給、ヘリコプター飛行不能に備えた対策） 
エ 雪に強い輸送経路・輸送手段の確保と早期回復力の整備に努める（スノーシェッド等の

道路雪崩対策、装軌車両の確保、緊急除雪体制の整備など） 
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第第５５節節  地地震震被被害害のの想想定定                                                                                              

 
震災対策計画策定の上で前提となる地震の想定については、従来、その規模、震源及びそれに

より引き起こされる被害の様相等を具体的に想定することが困難なため、過去に発生した地震を

下に、日本海沿岸で発生する地震と内陸で発生する地震の２つのタイプの地震を想定し、被害の

状況は過去の被災例からおおまかに類推していた。 
新潟県では、これまで地震対策の基礎資料として、平成９（１９９７）年度に地震被害想定を

策定した。 
その後、平成１６（２００４）年１０月に発生した新潟県中越地震、平成１９（２００７）年７

月に発生した新潟県中越沖地震といった県内に大きな被害を生じさせた地震を経験するとともに、

平成２３（２０１１）年３月に発生した東日本大震災をはじめ、最近では平成２８（２０１６）

年熊本地震や平成３０（２０１８）年９月の北海道胆振東部地震など県外でも大きな被害を生じ

させた地震が発生している。また、前回調査から２０年以上が経過していることから、想定技術

の進歩、社会情勢の変化や平成２９（２０１７）年度公表の津波浸水想定調査結果など、新たな

知見の蓄積が進んでいる。 
このため、本調査は前回の地震被害想定を見直し、地域防災計画をはじめ、防災に係る各種計 
画の見直しや、県民の防災意識の向上を図ることを目的に、平成９（１９９７）年度以来２回目
となる地震被 

害想定調査を令和元（２０１９）年６月１４日から令和４（２０２２）年３月２２日までの間で

実施した。 

市は、本調査の結果及び基礎データを地域における地震被害想定の参考とし、被害軽減を図るた

め、関係機関、住民等と一体となって効果的な地震防災対策の推進に努めるものとする。 
 
１１  新新潟潟県県地地震震被被害害想想定定  

（１）被害想定調査のすすめ方 

新潟県地震被害想定調査は、専門的な知見を取り入れるとともに、助言、指導を得ること

を目的として学識経験者からなる新潟県地震被害想定調査検討委員会を設置するとともに、

業務の進捗に合わせて調査結果を随時委員に諮り、各分野でそれぞれの専門的立場から指導、

助言を受けながら検討がなされた。 
また、今回調査については、国や関連機関等が行った地震被害想定調査等によって明らか

になった点及び強振動・被害予測手法等に関する最新の知見、技術を用いて行った。 
地震動、液状化及び土砂災害といった自然現象の予測の検討、建物被害、人的被害、ライ

フライン被害、交通施設被害及び生活への支障等といった被害の予測の検討といった項目の

整理を行いながら、総合的に予測、想定及び評価を行えるよう進められた。 
（２）前回調査との比較 

   前回の調査（平成１０（１９９８）年３月）からの主な見直し点は次のとおりである。 
今回調査の主な特徴を以下に示す。 
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 ア 冬季に地震が発生した場合の被害拡大を想定 
木造建物における積雪時の屋根荷重の影響による被害の増加、冬のシーンを考慮した被害

の様相（定性評価）の想定 

 イ 最新の知見を活用 

・想定地震は地震調査研究推進本部が実施する長期評価の断層等実在する断層を想定 
・最新の知見に基づく地盤情報等の資料を活用した地震動計算を実施 
・前回調査以降発生した新潟県中越地震、新潟県中越沖地震、東日本大震災等の被害実態

を反映した被害想定 

（３）想定地震 

 

 



地震災害対策編 
第１編第１章第５節 
「地震被害の想定」 

- 23 - 

 

                              



地震災害対策編 
第１編第１章第５節 
「地震被害の想定」 

- 24 - 

  

２２  新新潟潟県県中中越越沖沖地地震震のの概概要要  

（１）発 生 時 刻   平成１９（２００７）年７月１６日（月）祝日  

午前１０時１３分頃 

（２）マグニチュード   ６．８ 

（３）最 大 震 度   震度６強 

             ※各地の震度     

震度６強 柏崎市、長岡市、刈羽村、飯綱町（長野県） 

震度６弱 上越市、小千谷市、出雲崎町 

震度５強 三条市、十日町市、南魚沼市、燕市 

（４）震 源 の 深 さ   約１７km 

（５）地 震 の 種 類   直下型地震（逆断層型） 

（６）津 波   午前１０時１４分津波注意報  

柏崎（国土地理院）で３２cmの津波を観測 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

道路崩落（山本地内） 

中越沖地震の震源地と被害状況 
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３３  新新潟潟県県被被害害想想定定結結果果及及びび新新潟潟県県中中越越沖沖地地震震のの被被害害結結果果のの比比較較  

  

  

  

４４  今今後後のの対対策策及及びび想想定定見見直直ししににつついいてて  

以上を踏まえて、本計画の「災害予防」及び「災害応急対策」の立案・見直し等に当たって

は、新潟県被害想定調査結果及び新潟県中越沖地震の被害結果を十分に意識し、機会あるごと

に内容を再検討するものとする。 

地 
震 区分 

建物被害 人的被害 ライフライン 生活 

地震動・液状化 津波 地震火災 建物被害・火
災等 津波 

断水 
世帯数 
(世帯) 

ガス 
供給 

停電 
世帯数 
(世帯) 

電話 
支障 
(回線) 

最大 

全壊 
(棟) 

半壊 
(棟) 

全壊 
(棟) 

半壊 
(棟) 

出火 
件数 
(件) 

焼失 
棟数 
(棟) 

死者 
 

(人) 

重傷 
者 

(人) 

死者 
 

(人) 

重傷 
者 

(人) 

避難所
避難者
数 

(人) 
県
想
定
① 

県全体 2,113 19,360 － － 8 12 111 184 － － 67,246 159 40,099 46,688 3,995 

県
想
定
② 

県全体 59,762 114,277 － － 159 29,952 3,900 5,532 － － 70,114 99,033 342,927 527,255 105,461 

県
想
定
③ 

県全体 102,427 207,487 419 14,232 270 29,142 6,522 12,144 306 2,810 1,373,309 339,473 640,220 836,369 260,662 

県
想
定
④ 

県全体 28,401 74,443 － － 79 1,316 1,946 3,095 － － 460,706 13,485 219,973 249,972 29,960 

県
想
定
⑤ 

県全体 7,859 34,143 6 107 23 41 449 702 4 40 194,347 31,705 81,557 92,061 11,988 

県
想
定
⑥ 

県全体 13,238 50,683 － － 39 123 805 1302 － － 249,973 3,477 146,683 166,429 15,261 

県
想
定
⑦ 

県全体 17,079 99,343 1,267 19,978 59 5,265 989 1,580 765 6,262 482,041 13,802 279,561 416,068 185,675 

県
想
定
⑧ 

県全体 29,835 50,011 1,350 17,678 84 2,135 1,969 3,038 637 5,303 88,994 1,392 61,212 65,382 151,236 

県
想
定
⑨ 

県全体 37,107 83,951 1,154 2,299 109 3,481 2,314 3,685 338 1,502 415,180 4,642 199,929 218,980 52,637 

中越沖地震 

（柏崎市） 
1,797 26,629 0 0 1 0 14 217 0 0 40,260 30,978 23,300 不明 11,410 
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第第６６節節  緊緊急急地地震震速速報報とと地地震震情情報報                                      

  

１１  緊緊急急地地震震速速報報  

（１）緊急地震速報の発表等 

気象庁は、震度５弱以上の揺れ又は長周期地震動階級３以上が予想された場合に、震度４

以上の揺れ又は長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地震速報で用いる区域）に

対し、緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通

じて市民にその情報を提供する。 

なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置付

けられる。 

新潟地方気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

地震及び津波警報等発表の流れは、第２編津波災害対策編第３章第７節「津波避難対策」

による。 

 

緊急地震速報で用いる区域の名称 

県名 区域の名称 郡市区町村名 

新潟県 

新潟県上越 糸魚川市、妙高市、上越市 

新潟県中越 長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、

見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡［田上町］、三島郡

［出雲崎町］、南魚沼郡［湯沢町］、中魚沼郡［津南町］、

刈羽郡［刈羽村］ 

新潟県下越 新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎

内市、北蒲原郡［聖籠町］、西蒲原郡［弥彦村］、東蒲原

郡［阿賀町］、岩船郡［関川村、粟島浦村］ 

新潟県佐渡 佐渡市 

   注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解

析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを

知らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わないことに

留意する。 

（２）緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。また、緊急地震

速報は、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能）、全国瞬時警報システム（Ｊ－

ＡＬＥＲＴ）経由による市の防災行政無線等を通じて市民に伝達される。 

（３）緊急地震速報を見聞きした場合にとるべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地

震速報を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

入手場所 とるべき行動の具体例 
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自宅内など屋内 

頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れ

る。 

《注意》 

・あわてて外へ飛び出ださない。 

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合

は、無理して消火しない。 

・扉を開けて避難路を確保する。 

駅やデパートなどの 

集合施設 

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従

い行動する。 

《注意》 

・あわてて出口・階段などに殺到しない。 

・吊り下がっている照明などの下からは退避する。 

街など屋外 

ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそば

から離れる。 

ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそば

から離れる。 

丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 

車の運転中 

後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あ

わててスピードを落とすことはしない。 

ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促し

たのち、急ブレーキは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。大

きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、で

きるだけ安全な方法により道路の左側に停止させる。 

（４）普及啓発の促進 

新潟地方気象台は、県や市町村、その他防災関係機関と連携し、緊急地震速報の特性（地

震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報であること。震源付

近では、強い揺れの到達に間に合わないこと。）や、市民の施設管理者等が緊急地震速報を

受信したときの適切な対応行動など、緊急地震速報についての普及・啓発に努める。  

 

２２  地地震震情情報報のの種種類類とと内内容容  

新潟地方気象台は、地震に関する情報を市民が容易に理解できるよう、県や市町村、その他

防災関係機関と連携し、地震情報（震度、震源、マグニチュード、余震の状況等）等の解説に

努めるとともに、報道機関等の協力を得て、国民に迅速かつ正確な情報を伝達するものとする。  

情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 

・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観

測した地域名（全国を１８８地域に区

分。新潟県は、新潟県上越、新潟県中越、

新潟県下越、新潟県佐渡の４区分）と地
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震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する

情報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波警報または

津波注意報を発表した場合は

発表しない） 

「津波の心配がない」または「若干の海

面変動があるかもしれないが被害の心

配はない」旨を付加して、地震の発生場

所（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表。 

震源・震度に

関する情報 

以下のいずれかを満たした場

合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報または

津波注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される

場合 

・緊急地震速報（警報）を発表

した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と

市町村名を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の市町村名を発表。 

各地の震度に

関する情報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の地点名を発表。 

その他の情報 

・顕著な地震の震源要素を更新

した場合や地震が多発した

場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表 

推計震度 

分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データを下に、１㎞

四方ごとに推計した震度（震度４以上）

を図情報として発表。 

そのほか、「遠地地震に関する情報」として国外でマグニチュード７．０以上の地震が発生

した場合等に、地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規模（マグニチュード）を概ね３

０分以内に、日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表する。 

   

３３  地地震震活活動動にに関関すするる解解説説情情報報等等  

  地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台

等が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページなどでも発表している資料。 

  ・地震解説資料 

    担当区域の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時や震度４以上

の揺れを観測した時などに防災等に関する活動の利用に資するよう緊急地震速報、大津波

警報・津波警報・津波注意報並びに地震及び津波に関する情報や関連資料を編集した資料。 
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  ・管内地震活動図及び週間地震概況 

    地震及び津波に関する災害予想図の作成その他防災に関する関係者の活動を支援するた

めに管区・地方気象台等で月毎又は週毎に作成する地震活動状況等に関する資料。気象庁

本庁、管区気象台は週毎の資料を作成し（週間地震概況）、毎週金曜日に発表している。 
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第第１１編編（（地地震震災災害害対対策策編編））第第２２章章    災災害害予予防防計計画画  
第第１１節節  防防災災教教育育計計画画                                                

 
１１  計計画画のの方方針針  

学校教育、社会教育及び職場教育の場を通じて、地震・津波に関する基礎的な知識の普及と

防災意識の高揚を図り、地域防災力の基盤となる市民・企業による、自らの安全を確保するた

めの取組及び安全を確保するための地域における取組を推進する。 

また、市、県及び防災関係機関において、防災に関する専門的知識・ノウハウを備えた人材

の計画的かつ継続的な育成を図る。 

（１）基本方針 

ア 各主体の責務 

(ア) 市民、自主防災組織、企業、事業所等は、自らの安全確保や業務の継続に必要な知

識の習得に努める。 

(イ) 市は、市民の防災教育、職員の一般的な防災教育及び専門的な職員育成を行うとと

もに、市立学校における児童生徒等の防災教育を行う。 

(ウ)  県は、市民の防災教育に必要な学習材料の提供及び学習環境の整備、市の防災教育

及び専門的な職員育成の支援並びに県職員の防災研修を行うとともに、県立学校等に

おける児童生徒等の防災教育を行う。 

(エ)  防災教育の実施に当たっては、各主体とも男女共同参画、要配慮者への対応その他

社会の多様性の尊重等に十分に配慮しなければならない。 

イ 達成目標 

(ア)  児童生徒等が、発達段階に応じて、災害発生時に起こる危険性を理解し、自ら安全

な行動をとることができるとともに、地域社会の一員としての役割を果たすことがで

きる。 

(イ)  市民が、地震・津波に関する一般的な知識及び居住地等で地震時に発生する可能性

の高い被害の様相についての知識を取得し、自ら置かれる状況についてイメージでき

る。 

(ウ)  市民及び企業等が、自らの安全確保や業務の継続に必要な知識を取得するとともに、

社会の一員としてとるべき行動を心得ている。 

(エ)  市、県及び防災関係機関において、全ての職員が地震・津波に関する基礎知識を持

ち、かつ、市民が行うべき事前の地震・津波対策を自ら率先して実行できる。 

(オ)  市及び県において、防災に関する専門研修を受けた職員が防災担当部門に配置され

ている。 

（２）要配慮者に対する配慮    

ア 要配慮者、保護責任者、施設管理者等の防災教育を推進する。 

  イ 市民が、要配慮者の置かれる状況を普段から理解し、地域、職場などにおいて必要な支
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援行動ができるようにする。 

（３）積雪地域での対応 

冬期間の積雪・寒冷・悪天候により、直接・間接被害が拡大すること、またその対応も積

雪期では異なることを具体的にイメージできるよう、教育・研修において配慮する。 

  
２２  市市民民・・事事業業者者等等のの役役割割  
（１）市民の役割 

   市民は、普段から震災や津波災害に対する備えを心がけるとともに、地震・津波発生時に

は、被害を最小限に留めるよう次の項目について取り組むものとする。 

  ア 市の地震及び津波に関する広報、ハザードマップ等事前防災情報の熟読 
イ 防災に関する講演会、学習会等への積極的参加 

  ウ 次世代への災害被災経験の伝承 
エ 各家庭でのいざというときの連絡先や避難場所等に関する話合い 
オ 緊急地震速報を受けたときや地震発生時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識 

の学習 
カ 大津波警報、津波警報又は津波注意報が発表されたときの適切な行動 
キ 強い揺れ（震度４以上）又は弱くても長い時間ゆっくりした揺れを感じたときの適切な

行動 
ク 呼びかけ避難及び率先避難 
ケ 原則として、徒歩による避難をすること。 
コ 最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水の備蓄 
サ 非常持出品の準備（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等） 
シ 家庭での予防、安全対策（家具の固定、住宅の耐震化、ガラスの飛散防止等） 

（２）地域の役割 
  大規模災害発生時においては防災機関のみで対処することは困難になることが予想される。 
このような事態において、災害による被害の防止又は軽減を図るためには、自主防災組織等

を主体とした地域住民の「共助」による自主的な防災活動や消防団活動が重要であり、地域

の防災力を高めるため、次の項目について取り組むものとする。 
ア 自主防災組織等による地域の防災に関する学習の推進 
イ 地域住民による地元の地震被害危険箇所及び浸水被害が想定される区域の把握・点検・

確認 
ウ 次世代への災害被災経験の伝承 
エ 呼びかけ避難及び率先避難 
オ 津波浸水想定区域内にある消防団の津波警報等の情報入手までの適切な行動及び消防団 
員の活動における安全確保の取組 

（３）事業者の役割 
企業・事業所等は、初期の震災対応において応急対策を進める上で重要な役割（従業員及

び顧客の生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献、地域との共生）を果た
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す組織であることを認識し、組織内の自衛防災組織の育成に努めるとともに、次の項目につ

いて取り組むものとする。 
ア 市の地震及び津波に関する広報、ハザードマップ等事前防災情報の熟読 
イ 災害時に果たす役割を十分に認識し、災害時にも事業が継続できるよう、事前対策及び 

災害発生時の行動に関する検討 
  ウ 災害時行動マニュアルの作成や業務継続計画の整備 

 
３３  市市のの役役割割  

市は、国、県、消防関係者、学校、福祉関係者、事業者、ＮＰＯ、自主防災組織等と情報を 
共有し、防災教育を推進する。 

（１）市立学校における防災教育の推進 
県教育委員会が提供する防災教育プログラムを活用して、児童生徒等の発達段階及び当該

学校の教育目標等に応じ、学校教育全体を通じて体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防

災教育を行う。また、消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努める。 
ア 児童生徒等に対する防災教育 

学校教育においては、児童生徒等の発達段階に応じ災害発生時に起こる危険について理

解させ、安全な行動をとれるようにすることが重要である。このため、市及び県は、保育

園、認定こども園、幼稚園、小学校（低学年、中学年、高学年）、中学校及び高等学校など

児童生徒等の発達段階及び当該学校の教育目標等に応じ、学校教育全体を通じて体系的か

つ地域の災害リスクに基づいた防災教育を行う。 
イ 教職員に対する防災教育 

学校管理者は、教職員に対し、防災に対する心構えや災害時に適切に措置がされるよう

情報伝達、児童生徒の避難・誘導など災害時の対応要領等を作成し、周知、徹底するとと

もに、防災対策の基礎知識、児童生徒等の発達段階や地域特性に応じた避難行動等に関す

る研修会に参加するものとする。 
（注）学校教育における具体的な防災教育は、第２章第２２節「文教施設等災害予防計画」

による。 
（２）社会教育における防災学習の推進 

市民向けに、専門家の知見も活用しながら、防災ガイドブックの作成・配布や有識者によ

る研修会・講演会の開催等により、防災知識の普及と防災意識の高揚を図る。 
（３）ハザードマップ等による地域の危険情報の周知 

市は、県が示す津波浸水想定図等を踏まえ、津波ハザードマップを作成し、公開するとと 
もに、市民に配布し、津波ハザードマップの正しい理解と津波災害に対する避難行動等の普

及啓発に努める。 
（４）市民に対する防災知識の普及 

地震・津波発生時には、救出、救助をはじめとして、応急救護、避難誘導等広範囲な対応

が必要となるが、これらの全ての面において行政が対応することは極めて困難であり、市民

自らの「自分の身は自分で守る」という意識と行動が重要である。このため、まず市民が災



地震災害対策編 
第１編第２章第１節 
「防災教育計画」 

- 33 - 

害に対する知識を持つことが災害対策上の前提であり、市は、防災知識の普及、社会教育に

おける防災学習を推進し、災害教訓の伝承の重要性についての普及啓発などを行うものとす

る。 
ア 普及の内容 

防災知識について、周知徹底を図る必要のある事項を重点的に普及するものとする。 
（ア）地震に関する一般的知識 

a  大きな地震が発生した後、一般的には１週間程度、中でも最初の２～３日程度は規模

の大きな地震が発生することが特に多いため注意が必要であること。 

b 大きな地震が発生すると建物が傾いたり、土砂災害が起きやすくなったりしているた

め、その後に発生する地震でも普段以上に被害が生じやすくなっており、より小さな震 

度の揺れでも注意が必要であること。 

ｃ 震源の位置によっては、最初に発生した地震と同程度かそれよりも揺れが大きくなる

場所もあること。 
（イ）津波に関する一般的知識 

a  津波の特性に関する情報 

津波は、第一波より第二波、第三波など後続の波が大きくなる可能性があることや、 
第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、津波が発生後、数時間か 
ら場合によっては１日以上にわたって継続する可能性があることを理解するとともに強

い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地津波の

発生の可能性などにも留意し、津波警報、津波注意報が解除されるまでは避難を継続す

ること。 
b  津波に関する想定・予測の不確実性 

地震及び津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、特に、地震発生直 
後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があることや、避難場所・避難所の孤

立や避難場所・避難所自体の被災もあり得ることから、津波に関する想定及び予測には

不確実性があること。 
（ウ）住宅の耐震診断、家具の固定の重要性 
（エ）市地域防災計画の概要 
（オ）自主防災組織の意義 
（カ）平時の心得 

a   「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレ 

ットペーパー等の備蓄 

b   非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

c   負傷の防止や避難経路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

d   避難経路及び指定緊急避難場所の把握 

e   災害時における家庭内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）の確認 

f   要配慮者の所在の把握 

g   飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備等 
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（キ）災害時の心得 

a   強い揺れやゆっくりとした揺れを感じたときにとるべき行動 

強い揺れ（震度４以上）を感じたとき、又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたときは、地震の揺れから身を守る３つの安全確保行動（①まず姿勢を低く、

②頭を守り、③揺れがおさまるまで動かない）をとり、地震の揺れがおさまったら、

迷うことなく迅速かつ自主的に、直ちに海岸及び河川から離れ、急いで高台等のでき

るだけ高い安全な場所に避難すること。 
b  津波警報等の発表時や避難指示等発令時にとるべき行動 

津波警報が発表されたとき、又は市が避難指示を発令したときは、急いで高台等の

できるだけ高い安全な場所に避難すること。 
c  災害情報、避難情報等の入手方法 

d  早期避難、率先避難の重要性 

自ら率先した避難行動をとることが、他の地域住民の避難を促すことを理解し、迅速

に避難することが重要であること。また、その際、声がけをするなどして、避難を促す

よう努めること。 
e  負傷者や要配慮者の避難支援等 

f  初期消火活動等 

g  避難場所や避難所での行動 

（ク）地震発生時の危険箇所や津波浸水想定区域の周知 
（ケ）避難場所・避難経路の周知 
イ 普及の方法 

報道機関等の協力を求めるほか、次に掲げる方法により、普及促進を図るものとする。 
（ア）テレビ、ラジオ及び新聞等の利用 
（イ）ホームページ、広報誌の利用 
（ウ）防災ガイドブックやその他の啓発用パンフレット及びリーフレットの利用 
（エ）講習会、講演会等の開催及び訓練の実施 
（オ）起震車の利用 
（カ）津波ハザードマップの作成及び公表 
ウ 相談窓口等 

市はそれぞれの機関において、所管する事項について、市民の災害対策の相談に積極的

に応ずるものとする。 

なお、総合的な事項及び建築に関する事項の相談窓口は次のとおりとする。 
総合的な事項 ·································· 危機管理部防災・原子力課 
建築に関する事項 ···························· 都市整備部建築住宅課 

（５）自主防災組織の防災学習の推進 
地域の防災活動を担う自主防災組織等に対し、災害への備えや災害発生時の対応など防

災・減災に関する学習講座を実施する。 
また、地域の防災リーダーとなる人材を育成するため防災士を養成するとともに、防災士
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としての知識・意識の向上を図る研修等を継続的に実施する。 
（６）災害教訓伝承の取組支援 

災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、調査分析結果や映像を含めた各種資料 
の収集・保存・公開等により、市民が災害教訓を伝承する取組を支援する。 

（７）要配慮者及び保護責任者等の防災学習の推進 
ア 要配慮者及び家族の防災学習 
イ 民生委員・児童委員等地域の福祉関係者の防災学習  
ウ ケアマネージャー、介護事業者等の防災学習 
エ 外国人受入先（事業者、学校、観光・宿泊施設等）の防災学習 

（８）市職員の防災教育、防災部門の人材育成 
 地震・津波発生時に応急対策実行の主体となる市職員には、地震や津波に関する豊富な知

識とこれらの知識に基づく適切な判断力が要求される。 
このため、市は職員に対し、震災対応マニュアル等を作成し地震・津波発生時に備えると

ともに災害時における適切な判断力を養い、防災活動の円滑な実施を期するため、次により

徹底を図るものとする。 
ア 教育内容 
（ア）地震や津波に関する基礎知識 
（イ）地域防災計画の内容と災害対応における課題 
（ウ）市の実施すべき地震・津波発生時の応急対策等 
（エ）地震・津波発生時における個人の具体的役割と行動 
（オ）過去の主な被害実例 
（カ）防災関係法令の運用 
（キ）応急手当の知識・技術 
イ 教育の方法 
（ア）講習会、研修会の実施 
（イ）防災活動の手引等印刷物の配布 
（ウ）現地調査、視察等の実施 
（エ）震災対応マニュアルの作成 

（９）消防職・団員の防災教育・研修 
 
４４  県県のの役役割割  

（１）市町村に対する防災に関する基礎情報の提供 

ア 市町村が実施する防災教育に関し、国及び関係機関の協力を得て必要な情報の提供を行

う。 

イ 公共土木施設に関するデータの提供、土木関連防災用語の解説、ハザードマップの基礎

となる防災情報等の提供、その他市町村の要請に応じ可能な範囲での情報の提供を行う。 

ウ 災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、必要に応じ、調査分析結果や映像を

含めた各種資料等の情報提供とその解説のために研修会を開催する。 
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エ 平時から新潟県総合防災情報システム及びホームページ等により防災情報を発信し、防

災教育基礎情報を提供する。 

オ 市民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含め、緊急地震速報に関する情報

の提供を行う。 

（２） 市町村職員の防災教育の支援 

ア 市町村職員の専門的な防災教育機会の創出 

イ 市町村の防災教育に必要な情報の提供 

ウ 消防学校における消防職・団員の防災教育・研修 

(6)    

５５  防防災災関関係係機機関関ににおおけけるる防防災災教教育育  

防災関係機関は、それぞれが定める防災に関する計画等に基づき、職員及び市民に対し地震・

津波発生時の対応の基礎知識、応急対策や各機関特有な防災対応などの教育に努めるものとす

る。 
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第第２２節節  防防災災訓訓練練計計画画                                                

 
総合的な災害対策を推進していく上で、地震・津波発生時等における応急対策を迅速かつ円滑

に実施するためには、平時における訓練の積み重ねが重要である。 
このため、防災関係機関及び地域住民が主体となって活動する自主防災組織との連携が重要とな

るため、連絡協力体制を確立するとともに、防災体制の強化と市民の防災意識の高揚を図ること

を目的として、計画的かつ継続的な防災訓練を実施し、災害対応力の強化に努めるものとする。 
 
１１  計計画画のの方方針針  

（１）基本方針  

災害発生時において、市、県、防災関係機関、市民等が防災活動を的確に実施できるよう

平時から防災訓練を実施する。 

訓練実施については、各防災関係機関及び市民との協力体制の確立などに重点をおいた実

践的な訓練 を実施するとともに、課題を発見するための訓練の実施にも努める。 

また、地域、市民等による、自らの安全を確保するための取組及び安全を確保するための

地域における取組を支援する。 

更に、災害情報の収集・伝達・共有は、災害対応の要であることから、市、県及び関係機

関において、新潟県総合防災情報システム、地理空間情報（ＧＩＳ・ＧＰＳ）など各種手段

を使った「情報の共有化」が図れるよう、平時からデータの整備、人材の育成に努める。 

（２）要配慮者に対する配慮 

要配慮者の安全を図るため、要配慮者及び保護責任者に対する防災知識の普及、啓発に努

めるとともに、要配慮者の安全確保計画に基づく避難誘導計画などにより、実践的な避難誘

導訓練を行う。 

（３）積雪地域での対応 

災害の発生時期において、それぞれ被害の程度が異なることから、特に積雪地域において

は、積雪期を想定した訓練を検討する。 

（４）複合災害を想定した訓練 

市、県及び防災関係機関等は、様々な複合災害を想定した図上訓練を行い、結果を踏まえ

て災害ごとの対応計画の見直しに努める。更に、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災

害を想定し、要員の参集、合同災害対策本部の立ち上げ等、実動訓練の実施に努める。 

 

２２  市市民民・・企企業業等等のの役役割割  

（１）市民の役割 

災害時においてまず必要とされる、自らの安全を確保するための取組を、市民一人一人が、 

冷静な判断の下に実践していくことが重要となる。そのため、市や地域、自主防災組織、企

業などが行う防災訓練に積極的に参加するとともに、災害時における避難所、避難経路、緊

急時の連絡網をあらかじめ把握しておく。 
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（２）地域の役割 

災害時において、その規模によっては瞬時に環境が一変することから、特に地域コミュニ

ティの役割は重要であり、人命救助や避難誘導、その後の救援活動に対する協力など、安全

を確保するための地域における取組が地域の明暗を分ける結果となる。 

このため、自主防災組織（町内会・地区コミュニティ協議会）等による地域での防災訓練

の実施や避難行動要支援者の所在や避難所の運営、情報伝達体制、避難誘導体制などの確認

に努める。 

（３）企業・事業所、学校等の役割 

企業・事業所、学校などは初期の災害対応において応急対策を進める上で重要な役割を果

たす組織であることを認識し、組織内の自衛防災組織の育成に努める。また、大規模災害時

には指定避難所とは別に避難場所のような機能が求められる場合や、一時的な地域活動の拠

点となることも想定されることから、非常時の連絡体制など緊急時の機能を確保できるよう

な体制の整備に努める。 

また、病院・福祉施設等の利用者は、自力で避難することが通常の人に比べ困難な人が多

いことから、施設の管理者は、施設入所者の状況を常に把握しておくとともに、職員及び関

係者に対し、避難誘導訓練を行い、避難行動要支援者の支援体制を整備する。 

 

３３  市市ににおおけけるる防防災災訓訓練練 
市は、災害発生前後の防災活動を的確に実施するため、県及び各防災関係機関、自主防災組

織、地域団体、市民との協力体制の確立などに重点をおき、市民の避難行動等、災害発生時に

市民がとるべき措置について配慮した実践的な防災訓練を実施するとともに、市民等による、

自らの安全を確保するための取組及び安全を確保するための地域における取組を促進する。 
また、災害発生時に応急対策実行の主体となる市職員には、災害に関する豊富な知識とこれ

らの知識に基づく適切な判断力が要求される。このため、市は災害が発生し、又は発生するお

それのある場合、災害応急対策を早期に実施することや必要な人員を早期に動員し防災体制を

確立するため、市職員等の訓練を実施する。 
（１）訓練の種類 

ア 総合防災訓練 
（ア）実施時期 

原則として、年１回実施するものとする。 
  （イ）実施場所 
     市庁舎及び市内各所 
  （ウ）訓練方法 
     実動訓練とし、原則として、市防災会議が主催して実施するものとする。 

（エ）災害想定 
   地震及び津波、洪水、土砂災害のいずれか又はこれらが複合的に発生した場合を想定 
（オ）訓練参加機関 
   市、県、防災関係機関、自主防災組織及び地域住民等 
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（カ）訓練項目 
  次の項目から適宜実施する。 

・災害対策本部設置運営訓練    ・職員参集訓練 
・市民への情報伝達訓練       ・県及び防災関係機関への情報伝達訓練    
・消火訓練             ・避難誘導訓練    
・救出救護訓練           ・被害状況調査訓練 
・避難所開設運営訓練     ・物資調達、搬出輸送訓練 
・応急復旧訓練     ・要配慮者支援訓練  

  ・道路啓開訓練           ・給水訓練 
・災害派遣要請訓練         ・その他の訓練 

イ 図上訓練 
  災害対策本部対応職員の判断能力向上や関係機関との協力体制強化のための図上訓練を

適宜実施する。 
ウ 担当別災害対応訓練 
  職員の災害対応に必要な知識や技能の向上を図るとともに、災害発生時における役割の

確認とその実効性を検証するため、災害対策本部各部班別に災害対応訓練を計画し、原則

として年１回以上実施する。 
エ 県との情報伝達訓練 
  新潟県総合防災情報システムを使った情報伝達訓練を原則として年１回以上実施する。 
オ 非常無線通信訓練 

 災害時に有線通信が不通若しくは困難な状況になった場合において、防災関係機関相互

の無線による通信連絡を迅速かつ確実に行うために、原則として年１回以上交信訓練を実

施する。 
（２）学校等における防災訓練 

防災訓練に当たっては、学校生活の様々な場面（授業中、昼休み、遠足・修学旅行時など）

を想定し、児童生徒及び教職員等の避難誘導訓練を実施するとともに、連絡通報体制の確認

及び放送設備等の点検も含め実施するものとする。 

（注）学校教育における具体的な防災訓練は、第２２節「文教施設等災害予防計画」による。 
（３）公共施設等における防災訓練 

市管理施設をはじめとする公共施設等においては、各施設管理者（指定管理者を含む）が

避難計画等を作成するとともに、職員及び施設利用者の避難誘導訓練を原則として年１回以

上実施するものとする。  
（４）安全確保行動訓練（シェイクアウト訓練） 

全市民を対象とした、地震の揺れから身を守るための３つの安全確保行動（①まず姿勢を

低く②頭を守り③動かない）を訓練開始の合図で一斉に行う訓練を、原則として年１回実施

するものとする。 
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４４  防防災災関関係係機機関関ににおおけけるる防防災災訓訓練練 
防災関係機関は、市が実施する総合防災訓練等に積極的に参加するとともに、それぞれが定

めた計画に基づいて、防災体制の確立、被害情報の収集伝達及び応急措置等に関する訓練を実

施するものとする。 
なお、訓練実施については、各関係機関及び市民との協力体制の確立などに重点をおいた実

践的な内容とし、課題を発見するための訓練の実施にも努めるものとする。 
 

５５  自自主主防防災災組組織織ににおおけけるる防防災災訓訓練練 

大規模災害発生時には、市をはじめとする防災関係機関だけで対処することは困難であるた

め、自主防災組織を中心とした地域住民による自主的な防災活動や災害対応が必要である。そ

のため、災害に備え自主防災組織が地域の特性や実情に応じて自ら防災訓練を計画し、実施す

ることを原則とし、より実効性のある訓練となるよう市及び消防団、防災関係機関が人的・物

的支援を可能な範囲で行うものとする。 

訓練の実施に当たっては、幅広い層の地域住民が連携・参加できるよう努める。その際、男

女共同参画の視点を取入れ、女性の積極的な参加が得られるよう努めるとともに、要配慮者（高

齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等）の視点に立ち、要配慮者本人参加を得

て訓練を行うことに努めるものとする。 

また、地域内の事業所や学校、要配慮者利用施設等の多様な主体の訓練への参加・協力を求

め、災害時の地域における連携協力体制の構築に努めるものとする。 

（１）自主防災訓練 
ア 実施時期 

原則として、年１回実施するものとする。 
イ 実施場所 

各地区又は各町内会 
ウ 訓練方法 

実動訓練とする。 
エ 災害想定 

地震及び津波、洪水、土砂災害のいずれか又はこれらが複合的に発生した場合を想定 
オ 訓練参加機関 
  自主防災組織及び地域住民、地域内の事業所、学校、要配慮者利用施設等、市及び防災 
関係機関 

カ 訓練項目 

次の項目から適宜実施する。 

・災害情報の収集、伝達訓練      ・住民の安否確認訓練  

・負傷者等の救出、応急救護訓練    ・初期消火訓練  

・避難行動要支援者の名簿等を活用した住民避難誘導訓練  

・給水給食訓練            ・避難所開設運営訓練  

・防災資機材の操作確認、点検     ・危険箇所の点検、確認 
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６６  防防災災訓訓練練のの評評価価・・検検証証  

市及び防災関係機関並びに自主防災組織等は、訓練終了後には、参加者の意見交換、訓練見

学者及び外部有識者からの意見聴取等を通じ、訓練の客観的な分析・評価を行い、問題点や課

題等を明らかにした上で、必要に応じて、訓練のあり方、対応マニュアル、協定等の見直し等

を行い、実効性のある防災組織体制等の維持、整備、相互の連携強化を図る。 
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第第３３節節  自自主主防防災災組組織織育育成成計計画画                                      

 
大規模災害発生時においては、通信、交通の途絶等により、行政、警察、消防等関係機関の防

災活動（公助）だけでは限界があり、市民自らが自分の命を自分の努力によって守るという意識

を持ち自らの判断で避難行動をとる（自助）とともに、地域や近隣の人々が集まって、互いに協

力し合いながら、防災活動に組織的に取り組むこと（共助）が必要であり、「自助」「共助」「公助」

が有機的につながることにより効果的に災害被害の軽減を図ることができる一方で、地域の自然

的、社会的条件や住民の意識等は、地域によって様々であり、活動の具体的範囲及びその内容を

画一化することは困難である。 
そこで、地域の実情に応じた自主防災組織の結成が進められることが必要であり、市民の連帯

意識に基づく自主防災組織及び企業、工場、小売店舗等における自衛消防組織（以下「自主防災

組織等」という。）の整備育成に努めるものとする。 
 なお、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を

図るため、防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制

を確立する必要がある。 
 
１１  地地域域住住民民にによよるる自自主主防防災災組組織織  

（１）現状 
令和５（２０２３）年４月１日現在、自主防災組織率は９９．２％（組織数３０８組織）

である。災害時の共助の重要性から、市民に対し、自主防災組織の組織づくりを積極的に働

きかけてきた結果、２度の震災を契機として、自主防災組織の育成と防災活動の中心的な役

割を担う人材育成を行い、地域の防災に対する機運が高まり、自主防災組織の結成が大幅に

進んだ。今後は、実効性の充実を図る必要がある。また、地区コミュニティ協議会は災害時

には町内会単位の自主防災組織の情報収集を行うなど包括的な役割を担い、円滑な連携体制

がとれるよう防災体制の充実を図っている。こうした地区コミュニティ協議会の取組が、町

内会による自主防災組織及び市民の防災に対する意識向上に結びついている。 
（２）育成の主体 

市は、災害対策基本法第５条第２項の規定により自主防災組織の育成主体として位置付け

られている。 
このことから、市が、地域の自主的な防災活動を推進するため、町内会及び地区コミュニ

ティを中心とした自主防災組織の結成を図り、地域での活動が継続的でより充実したものに

なるよう、自主防災組織を育成・支援する。 
（３）育成の方針 

自主防災組織の育成に当たっては、自主防災組織育成事業等の実施を図り、町内会活動や

コミュニティ活動に防災活動を組み入れるなど、より実効性のある組織づくりに努めるもの

とする。 
 ア 意識啓発及び防災資機材との整備支援 
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  市は、地域住民に対し、自主防災組織の意義等を啓発し、地域の実情に応じた組織づく

りを積極的に働きかけるとともに、一般財団法人自治総合センターの助成事業、県の助成

事業等を活用しながら、自主防災組織における防災資機材等の整備を促進する。 
 イ 訓練活動等の支援 
  市は、自主防災組織の参加に配慮し、住民全体の避難につながる意識改革を促す総合防

災訓練を実施するとともに、自主防災組織が行う防災訓練に対し、訓練内容に関する助言

及び訓練時における技術指導等を行い、防災活動に必要な知識・技術の習得を支援する。 
  また、地域特性に応じた身近な災害リスクの危険性を周知する教材の作成や専門家の派

遣、自主防災組織がハザードマップを活用し、住民自らが「マイタイムライン」などの避

難計画を立て、自主防災組織単位の防災マップを作成する取組、地域の災害を伝承するよ

うな取組など、住民参加型の取組に対する支援を強化する。 
 ウ 防災リーダーの養成 
  地域住民の自発的な活動である自主防災組織の取組の推進は、その中核となるべきリー

ダーの見解や熱意に依存するところが大きいことから、防災に関する専門知識を有する「防

災士」の資格取得等を通じ、防災情報を正しく理解し、説明できる防災リーダーを育成す

る。その際、女性の参画の促進に努める。 
（４）自主防災組織の活動内容 

自主防災組織は、おおむね次の活動を行う。 
ア 平時の活動 
（ア）情報の収集伝達体制の確立 
（イ）防災知識の普及及び防災訓練の実施 
（ウ）避難所運営訓練等の実施 
（エ）火気使用設備器具の点検 
（オ）防災用資機材等の整備及び管理 
（カ）避難行動要支援者に関する情報収集・共有 
イ  災害時の活動 
（ア）初期消火の実施 
（イ）地域内の被害状況等の情報収集、地区災害対策本部及び市への情報伝達 
（ウ）要配慮者等の安否確認及び避難誘導 
（エ）救出救護の実施及び協力 
（オ）地域住民に対する避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）等、そ

の他防災関係機関からの情報伝達 
（カ）地域住民に対する呼びかけ避難、率先避難及び避難誘導 
（キ）給食給水及び救援物資等の配分 
（ク）避難所運営への協力 

（５）地区コミュニティ協議会の活動内容 
地区コミュニティ協議会は、おおむね次の活動を行うものである。 

  ア 平時の活動 
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  （ア）情報の収集伝達体制の確立 
  （イ）防災知識の普及及び防災訓練の実施 
  （ウ）火気使用器具の点検 
  （エ）防災用資機材等の備蓄及び管理 
  （オ）避難行動要支援者に関する情報収集・共有 
 イ 災害時の活動 

  （ア）地域内避難所の開設・運営 
  （イ）地区災害対策本部の運営 
  （ウ）地区内避難所の連携 
  （エ）地区内町内会の状況把握と支援 
  （オ）情報収集と伝達 
  （カ）消防団・ボランティア・企業・行政・その他の機関・団体との連携 
《編成例１》      町内会を単位とした一般的組織の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《編成例２》      コミュニティを単位とした一般的組織の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２２    事事業業所所等等のの自自衛衛消消防防組組織織  

（１）現状 
消防法では、多数の者が勤務し、又は出入りする施設については、防火管理者を定め消防

計画を作成し、届出が義務付けられている。この中で、自衛消防組織の編成や災害時の行動

（
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基準等の自衛消防に関する事項が規定されている。 
（２）育成の方針 

これら施設に対し、消防本部では法令に基づき適正な指導を行うものとする。 
また、消防計画で自衛消防組織の編成が義務付けられていない施設についても、できるだ

け自衛消防組織の設置を推進するものとし、関係機関は指導に努めるものとする。 
（３）自衛消防組織の活動内容 

自衛消防組織の主な活動内容は次のとおりである。 
ア 平時の活動 
（ア）防災要員の確保 
（イ）消防用設備等の維持管理 
（ウ）防災訓練 
イ 災害時の活動 
（ア）被害状況等の伝達 
（イ）消火活動 
（ウ）避難誘導 

 

３３  自自主主防防災災組組織織とと消消防防団団及及びび自自衛衛消消防防組組織織等等のの連連携携  

消防団及び事業所の自衛消防組織等は、地域コミュニティの防災体制の充実を図るため、市

や地元の自主防災組織の実施する防災訓練への参加・協力に努める。その際、女性の参画の促

進にも努める。 
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第第４４節節  災災害害にに強強いいままちちづづくくりり                                              

 
地震に強いまちづくりを推進するためには、市、県、国等の都市整備に関係する各種機関が協

力して、幹線道路、都市公園、河川、港湾など骨格的な都市基盤としての公共施設整備のほか計

画的な土地利用の規制、誘導、積極的な緑化の推進と緑地の保全、木造密集市街地等防災上危険

な市街地の解消などの総合的な施策を展開することが必要である。 
 
１１  地地震震にに強強いいままちちづづくくりりのの計計画画的的なな推推進進  

地震に強いまちづくりを進めるに当たっては、防災安全空間づくりのための総合的な計画づ

くりを実施することが重要である。 
そのため、都市計画において防災に配慮した市のマスタープランを推進するものとする。 
都市計画マスタープランは、土地利用に関する計画、都市施設に関する計画などを含む将来

の望ましい都市像を明確にするものであり、都市計画策定上の指針となるべきものである。こ

のため、防災まちづくりの方針を都市計画マスタープランに位置付けることにより、災害に強

い、安全性の高いまちづくりに努めるものとする。 
また、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたって

は、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソ

フト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付けるものとする。 
 
２２  地地震震にに強強いい都都市市構構造造のの形形成成  

地震発生時に市街地の同時多発的な災害に対処するため、木造密集市街地等、延焼により他

に大きな被害を及ぼす危険性の高い地域について、幹線道路の整備や、公共施設等による延焼

遮断空間の整備を進め、災害に強い都市構造の形成を図ることが重要である。 
（１）幹線道路の整備による災害危険市街地の防災性の向上 

防災上危険な木造密集市街地の防災性の向上のためには、幹線道路などの主要な公共施設

の整備だけでなく、区画道路や公園、水路などを総合的、一体的に整備することが重要であ

る。 
（２）都市計画の区域指定による災害に強いまちづくり 

道路用地・公共空き地の確保と、下記の地域地区指定等の組合せによる合理的な土地利用

の誘導及び根幹的な都市施設の整備により望ましいまちづくりを実現することで、防災効果

を高める。 

ア 既存の密集市街地や高度な土地利用を図る地域について、準防火地域や防火地域の指定

により、耐火性の高い建築物を誘導し、火災に強い市街地の整備を図るものとする。 
イ 工場、住宅等の混在する地域において、用途地域の指定により建築物の用途純化を誘導

し、災害時の火災発生及び拡大要因の除去を図るものとする。 
ウ 無秩序な市街化による防災上危険な市街地の形成を防止するため、災害のおそれのある

区域での開発を抑制するなど、防災面に配慮した計画的な土地利用に努める。 
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（都市計画区域等の指定等） 

区     分 面積（ｈａ） 構成比（％） 

都市計画区域 
都市計画区域外 

８，８１６ 
３５，４５４ 

１９．９ 
７２．４ 

用途地域 
第一種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

１，１２３ 
１１８ 
２０６ 
３６３ 
２９ 
１９ 
１９ 

１２７ 
５６ 

１８６ 

１００．０ 
１０．５ 
１８．３ 
３２．３ 
２．６ 
１．７ 
１．７ 

１１．３ 
５．０ 

１６．６ 

防火地域 
準防火地域 

    － 
２４５．０ 

－ 
－ 

（３）防災上危険な市街地の解消 
市は県とともに、土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業等により防災

上危険な木造密集市街地等の計画的な改善に努める。 

（４）延焼防止機能を有する緑化の計画的な推進 
緑化協定などにより、延焼防止機能を持つ民有緑地の保全、整備や公共施設の緑化を推進

するものとする。 
（５）要配慮者対策の推進 

ア 市及び県は、災害関係情報の迅速でわかりやすい方法による伝達や警戒避難体制の整

備・強化等により、要配慮者の安全確保に努めるものとする。 
イ 市及び県等の公共施設管理者は、避難場所、避難経路となる道路、都市公園及び避難施

設等において、段差を解消するなど、要配慮者に配慮した施設のバリアフリー化を推進す

るものとする。 
ウ 市は、災害時における要配慮者等の安全確保と災害後の地域サービス充実のため、地域

の防災拠点において高齢者福祉施設等の要配慮者利用施設の配置を推進するものとする。 
 

３３  防防災災性性向向上上ののたためめのの根根幹幹的的なな公公共共施施設設のの整整備備  
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地震発生時においても安全な避難、円滑な消防・救急活動など最低限必要な機能が確保でき

るような避難経路や、防災活動の拠点等の整備が重要である。 
（１）災害時の緊急活動を支える幹線道路の整備 

ア 緊急輸送ネットワークの整備 
市は、国及び県と協力をし、災害時の応急対策活動を円滑に行うため、市内の防災活動

拠点（国・県・市庁舎、警察署、消防署等の庁舎）、輸送施設（道路、港湾、漁港、鉄道駅、

臨時ヘリポート）、輸送拠点（卸売市場等）、緊急物資集積拠点（柏崎市総合体育館）、防災

備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体とした安全性、信頼性の高い緊急輸送ネットワーク

の整備を推進するものとする。 
イ 避難路ネットワークの整備 

市は、災害時の地域住民の安全で円滑な避難を確保するための避難路ネットワークの計

画的な整備を推進する。 
ウ ライフラインの耐震性の確保 

市は県とともに、災害時の電気・電話・ガス・上水道・下水道及び情報通信施設や発電

施設等のライフラインの安全性・信頼性の向上を図るため、施設の耐震性の確保に努める。

また、避難経路・緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交

通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うと

ともに、国が促進する一般配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携し

つつ、無電柱化の促進を図る。 
エ 避難場所の整備 

市は、県の協力を得て、公園緑地、広場等のオープンスペースを活用した震災等から身

を守る避難場所の整備や災害時の避難所となる学校や体育館等の公共施設の耐震性を確保

する。また、災害時の地域住民の安全で円滑な避難を確保するため、公共施設の整備に当

たっては、災害の拡大防止や安全な避難場所、避難経路等のオープンスペースとしての機

能に配慮した計画とする。 
（２）防災公園の整備 

市及び県は、食料等の備蓄倉庫、耐震性貯水槽、ヘリポート、放送施設等の災害応急対策

施設を備え、一時避難場所や広域避難場所となる公園（防災公園）の整備を、借地方式や面

的整備事業の活用により、関係機関と連携を図りながら検討するものとする。 
なお、市街地については、都市計画公園の建設・再整備により防災機能を付加することと

する。 
・松波フレンドパークの再整備に当たり､耐震防火水槽１００㎥クラス１基及び備蓄倉庫を

整備 
・駅前公園の再整備に当たり、防災シェルター３坪クラス５基、かまどテーブル６基、災

害用トイレ２０基、備蓄倉庫１棟を整備 
・えんま通り「なないろ公園」（東本町二丁目）の整備に当たり、耐震性防火水槽４０㎥ク

ラス１基、災害時用手押し井戸（生活用水用）、かまどベンチ２基、簡易テント機能付き

あずまや、ソーラー照明灯、備蓄倉庫を整備 
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（３）都市のオープンスペースの確保に配慮した公共施設の整備 
道路、公園、河川、砂防、港湾、漁港等の公共施設管理者は、その施設整備に当たり、災

害の拡大防止や安全な避難場所・避難経路確保等のオープンスペースとしての機能に配慮し

た整備に努めるものとする。 
（４）防災拠点施設の整備 

被災時の消防救急活動や避難住民支援活動を円滑、効率的に進めるため、防災拠点となる

地区を計画的に位置付け、その地区内の複数の公共公益施設を災害時に拠点施設となる機能

を持たせて整備する。非常時には、避難幹線道路・防災公園・避難所・福祉避難所・支援活

動拠点の機能を有する施設が、有効で多面的活用ができるよう配慮した施設整備に努める。 
・福祉避難所機能を有し、かつ駅前公園との一体的利用が可能な柏崎市文化会館アルフォ

ーレを整備。 
 
４４  復復興興ままちちづづくくりり事事前前準準備備のの取取組組のの推推進進  

    市は、被災後に早期かつ的確に市街地復興計画を策定できるよう、復興に関する体制や手順

の検討、災害が発生した際の復興課題を事前に把握するなどの復興事前準備の取組を推進する。 
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第第５５節節  集集落落孤孤立立対対策策計計画画                                          
 
１１  計計画画のの方方針針  

中山間地域など、地震の際、土砂崩れや津波による交通遮断で孤立状態となることが予想さ

れる地域においては、救援が届くまでの間、自立的に持ちこたえることを前提に、必要な装備、

物資の事前配置や防災拠点の整備など環境整備を行う。 
（１）基本方針 
  ア 各主体の責務 
  （ア）孤立予想集落等の市民は、自ら孤立に備えて、食料・物資等の備蓄に努めるとともに、

自主防災活動に積極的に参加する。 
（イ）市は、孤立予想集落の通信手段の確保、施設・資機材（電源、熱源等）の整備及び物

資（食料、飲料水及び生活必需品）の備蓄等を行う。 
（ウ）消防本部は、孤立予想集落の消防団と直接会話できる通信手段を確保する。 
（エ）県は、市の施設整備等を支援するとともに、関係機関とともに市民の救出・救助体制

を整備する。 
イ 達成目標 
（ア）集落が孤立状態でも通信が確保されている。 
（イ）市民が、安全を確保しながら、最低７日間は外部からの補給なしで自活できる。 
（ウ）消防団及び自主防災組織等により最低限の初動対応と避難生活ができる。 
（エ）危険が迫った場合は、速やかに市民が安全な場所に避難できる。 

（２）要配慮者に対する配慮 
   要配慮者が速やかに地区外へ避難できるよう、連絡体制、移動手段及び受入先を確保する。 
（３）積雪期における対応 
   雪崩による孤立の長期化、屋外避難の困難等を考慮し、指定避難所の収容人員及び暖房・ 

調理用熱源・燃料等の確保に特に配慮する。 
 
２２  市市民民等等のの役役割割  

（１）市民の役割 

孤立予想集落の市民は、最低１週間分の食料、飲料水、生活必需品及び燃料を各家庭で備

蓄する。 

（２）地域の役割 

地震又は津波等発生時に、市民の安否の確認、救出、初期消火、炊き出し等の実施、市へ

の初期被害の報告、救援の要請等を、市民又は自主防災組織が自ら行うため、自主防災組織

等による防災訓練等を実施する。 

（３）企業・事業所等の役割 

孤立予想集落の企業・事業所は、災害時の施設や資機材提供等の協力について、あらかじ

め自主防災組織等と協議する。 
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３３  県県のの役役割割  

（１）孤立可能性の把握と防止対策の実施 

  ア 迂回路のない集落と周辺の集落・避難所等と接続する道路について、道路構造や、その

距離、地形条件を整理し、被災に伴う交通遮断の可能性の有無を事前に把握する。 

  イ 被災によって交通遮断となる可能性のある道路を、市との役割分担を考慮し、災害に強

い道路整備を行う。 

（２）孤立予想集落の資機材整備等に対する支援 

   国の補助制度の活用や県単独の市事業補助により、自主防災組織及び消防団等の資機材等

の整備を支援する。 

（３）積雪期等のヘリコプター運用 

   積雪期等のヘリコプターによる市民の救出、医療救護班等の派遣、物資の補給方法等につ

いて、市及び消防本部等と協議し、必要に応じて訓練を行う。 

 

４４  市市のの役役割割  

（１）幹線道路や集落へのアクセス道路網の整備  
被災によって集落が孤立しないように、各種事業の活用等により災害に強い道路を整備す

る。 

（２）孤立予想集落の把握及び市民への周知 

被災に伴う交通遮断によって孤立する可能性のある集落を事前に把握し、市民へ周知する。 
（３）多様な通信手段の確保 
   避難所等への携帯型無線通信機等の配備、集落への通信設備の整備等を行い、市や防災関

係機関との多様な通信手段を確保する。 
（４）安心な避難所施設の確保、整備 

集会所など地域における防災活動の拠点となる施設を確保するとともに、小学校、コミュ

ニティセンター等の耐震化を推進し、安心して避難できる避難所の整備を行う。 
（５）集落内のヘリポート適地の確保 

   県及び消防本部が実施する積雪期等のヘリコプターによる市民の救出・物資の補給方法に

ついて協議し、ヘリポート適地を確保する（冬季積雪の多い地域は、グラウンド等の地面の

状況にこだわることなく、河川敷、田畑等付近に障害物のない場所を圧雪する。）。 

（６）積雪期に備えた装軌（キャタピラ）車両の確保 

積雪期において、豪雪により道路網が寸断されても、避難の実施、物資の供給等ができる

よう、国・県と協力し、装軌車両を確保する。 
（７）集落による訓練実施の支援 

集落の自主防災組織等に対し、孤立を想定した防災訓練の実施を支援する。 
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第第６６節節  地地盤盤災災害害予予防防計計画画                                          

 
地盤災害は、地震が直接の原因となって発生するものと、地震により地盤が脆弱となったため

に、その後の地震活動・降雨・融雪などの自然現象により発生又は拡大する二次的災害に大別さ

れる。 
このため、予防計画は、 

（１）地震が発生する前に行うもの 
（２）地震の発生直後から危険箇所の調査点検を行い、その後の自然現象により地盤災害が発生

又は拡大することを防止するもの 
からなる。 

地震による被害の程度は、地盤の状況により大きく左右される。地震による被害を未然に予防

又は軽減するためには、その土地の地形地質を十分に理解し、自然条件に適合した土地の利用形

態となっているかどうかを確認し、適合していない場合には事前に諸対策を実施する必要がある。 
 
１１  土土砂砂災災害害警警戒戒区区域域等等のの調調査査・・周周知知  

（１）土砂災害警戒区域等の調査 
市は、県が定期的に調査実施する土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険

箇所、崩壊土砂流出危険地区、山腹崩壊危険地区について協力し、地理的・社会的変化に対

応できるように、危険度を把握する。 
（２）土砂災害警戒区域等の周知 

市は、これら土砂災害警戒区域等の周知のために、情報の提供があった場合、土砂災害警

戒区域等について、本計画に明記するとともに、市民への周知に努めるものとする。 
（３）市民の役割 

市民は、平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認したときは、遅滞な

く市、県、消防機関及び警察機関へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険

箇所、避難経路・避難場所について位置を把握しておくなど、日ごろから土砂災害関連情報

を収集し、自主防災組織の一員として、災害対応ができる間柄の形成に努める。 
（４）地域の役割 

地域ぐるみの災害対応が適切に行えるように、自主防災組織をつくり、避難訓練等の活動

に努める。 
 
２２  総総合合的的なな土土砂砂災災害害予予防防対対策策のの推推進進  

（１）土砂災害危険箇所の法指定 
市は、土砂災害危険箇所について、対策工事の施工、一定行為の禁止・制限を可能にする

ため、積極的に砂防法等関係法の指定箇所の指定を受けるよう県に要請をする。 
ア 砂防法 ···························································································· 砂防指定地 
イ 地すべり等防止法 ···································································· 地すべり防止区域 
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ウ 急傾斜地崩壊による災害の防止に関する法律 ···················· 急傾斜地崩壊防止措置区域 
（２）警戒体制の確立 

県が実施する危険区域に対する、現状観測、防止施設の管理、パトロールの実施などにつ

いて積極的に協力する。 
（３）応急対策用資機材の備蓄 

市及び県は、地震により発生した亀裂の拡大や雨水の浸透を防止するために必要な資機材

の備蓄に努めるものとする。 
（４）情報交換・連絡体制の確立 

市は、地震の発生に備え、関係機関と常に密接な情報交換を行い、相互の連絡系統を確立

しておくとともに、柏崎建設業協同組合等民間団体と事前協議を行い、情報交換や協力体制

について取り決めておくものとする。 
（５）土砂災害警戒区域等における警戒態勢の整備 
  ア 当該警戒区域ごとに以下の事項を地域防災計画に記載する。 

（ア）土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項 
（イ）警戒区域内にある要配慮者利用施設で、土砂災害のおそれがあるときに利用者の円滑

かつ迅速な避難の確保が必要な施設の名称及び所在地。 
（ウ）上記当該施設の所有者又は管理者に対する土砂災害に関する情報等の伝達に関する事

項。 
（エ）土砂災害に関する避難訓練の実施に関する事項 
イ 避難指示等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の市民の避難誘導

等警戒避難体制をあらかじめ計画する。その際、水害と土砂災害の同時発生等、複合的な

災害が発生することを考慮するよう努める。 
ウ 土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項その他土砂災害

警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を記載した土砂災害ハザード

マップ等を作成し、配布することなどにより、市民の円滑な警戒避難に必要な措置を講じ

る。 
エ 市は、平時から避難行動要支援者の居住実態を把握しておく。また、避難時の移動の困

難を考慮し、地域の自主防災組織に、土砂災害ハザードマップ等により避難情報等を周知

し、警戒避難体制を構築する。 
なお、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定

期的に確認するよう努める。 
  

３３  軟軟弱弱地地盤盤等等液液状状化化対対策策のの推推進進  

（１）地盤の液状化現象の調査研究 
市及び県は、地盤の液状化現象に関する調査研究に努めるとともに、大学や各種研究機関

における調査研究の成果を参考にし、液状化が予想される地域の分布状況等の資料やマップ

等の整備に努めるものとする。 
（２）地盤改良・液状化対策工法について 
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市及び県は、地盤液状化の発生が予想される地域に対して、耐震基準の適用及び各種対策

工法の普及に努めるものとする。 
（３）液状化対策工事の維持管理について 

新潟県中越沖地震で山本団地は、液状化により宅地地盤に大きな被害を受けたため暗渠管

による液状化対策工事を施工したが、継続した維持管理により地下水位の低下に努めるもの

とする。 
 
４４  住住宅宅等等のの安安全全立立地地  

（１）安全立地のための指導 
市は、住宅等に関する確認申請があった際に、当該建築物が災害危険区域等における建築

物に該当するかを確認し、該当するときは申請者に知らせる。建築主事は、必要な対策を講

じるよう申請者及び設計者を指導する。 
宅地開発を行う者は、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域等の開発

行為に適当でない区域は開発計画には含めないようにする。 
（２）危険集落の移転 

市及び県は、危険箇所における災害予防及び集落移転の必要性について普及啓発に努める

とともに、防災対策事業又は危険集落の移転事業を推進するものとする。 
 
５５  二二次次災災害害のの予予防防  

（１）迅速な応急対策への備え 
   県及び市は、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等と  

の災害協定の締結を推進する。 
（２）危険箇所の調査点検 

震度４以上の地震が観測された場合は、国、県及び地元住民等の協力を得て、危険箇所及

び対策施設の調査点検を速やかに行うとともに、技術者の養成並びに事前登録等の施策を推

進する。異常が発見された場合は、直ちに避難を含めた対策を講ずるものとする。 
（３）避難勧告・指示等の実施及び危険箇所の応急対策 

地すべりの兆候や斜面に亀裂が確認された場合などの危険性が高いと判断された箇所につ

いて、関係機関や市民に周知を図り、必要な警戒避難体制の構築又は避難勧告・指示等を実

施するとともに、不安定土砂の除去、仮設防護柵、感知器・警報器等の設置等必要な応急対

策工事を実施する。 
（４）二次的な土砂災害への対策 

危険箇所は、植生等で覆われていて崩壊や亀裂などが発見されない場合や、地盤内部で亀

裂が発生したり脆弱化している場合があり、必ずしも地表面の点検調査だけでは十分とは言

えない。地震発生後、土砂災害が頻発した事例もあるため、関係機関と連携して地震発生後

の監視を強めるものとする。 
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第第７７節節  建建築築物物等等災災害害予予防防計計画画                                      

 
大規模な地震によって、建築物等に甚大な被害が発生した場合、市民の生活基盤や社会経済活

動に与える影響は非常に大きい。特に、根幹的な公共施設などは、災害時の復旧活動において重

要な拠点施設となるため、公共機関等においては所管施設等の予防対策を行うなど、耐震基準等

の検討を踏まえて耐震性及び耐火性の向上を図り、適切な維持管理に努めなければならない。 
民間の住宅・建築物等については、所有者に対して防災対策の総点検及び災害予防の重要性に

ついての啓発に努め、耐震性の向上を促進するものとする。また、地震発生後の建築物等による

二次災害を防止するために体制の確立を図っていくものとする。 
 
１１  防防災災上上重重要要なな建建築築物物のの災災害害予予防防  

（１）防災上重要な建築物として位置付ける公共建築物 
ア 災害対策本部が設置される施設（市役所庁舎等） 
イ 医療救護活動の施設（元気館、健康管理センター、病院等） 
ウ 応急対策活動の施設（消防本部） 
エ 避難所となる施設（学校、体育館、コミュニティセンター等） 
オ 要配慮者利用施設（高齢者福祉施設、障害者福祉施設等） 

（２）防災対策の実施 
（１）に掲げた建築物は、震災時の避難所として重要であるばかりでなく、復旧・救援活

動における拠点施設としての機能を確保する必要があるため、次に示す震災対策を推進する

ものとする。 
ア 建築物の耐震診断・改修の推進 

建築物の所有者等は、建築基準法による新耐震基準施行（昭和５６年）以前の建築物に

ついては、耐震診断の必要性の高い建築物から診断を実施し、必要と認めたものから、非

構造部材を含む耐震対策等、順次改修などの推進に努めるものとする。 
イ 防災設備等の整備 

施設管理者は、次に示すような防災措置を実施し、防災機能の強化に努めるものとする。 
（ア）飲料水の基本水量の確保 
（イ）非常用電源の基本能力の確保 
（ウ）配管設備類の耐震性強化 
（エ）段差部のスロープ化や身障者用トイレの設置等、要配慮者に配慮した施設、設備の整    
  備 
（オ）防災設備の充実、他 
ウ 耐震性の高い施設整備 

市は、上記（１）に掲げる施設を建築する場合、国が定めた「官庁施設の総合耐震・対

津波計画標準（平成２５年）」を参考に耐震性等に配慮した施設づくりに努めるものとする。 
エ 維持管理の重要性 
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施設管理者は、法令点検等の台帳整備を図り、防災関係図及び維持管理の手引等を整備

し、日常点検を励行し、建設当時の設計図面等の整理保管を行うものとする。 
 
２２  高高層層建建築築物物等等及及びび駅駅舎舎等等のの災災害害予予防防  

高層建築物等及び駅舎等などは、不特定多数の人が出入りする多様な施設であることから、

組織的な防災管理体制の確立を図るとともに、地震被害の防止、軽減を図るため、３の一般建

築物の災害予防に加え、消防機関及び電気・ガス等保安団体は、次の対策等を指導するものと

する。 
（１）震災時の混乱防止のための、各種通信手段の活用等による迅速かつ正確な情報収集伝達体

制整備 
（２）不特定多数の人を避難誘導するための体制の整備 
（３）避難誘導に当たる施設従業員等の教育訓練及び商業ビルにおける各テナントによる避難等

の連携の徹底 
（４）震災時に利用者等の心理的不安を除去・軽減するため、効果的な広報の徹底 
（５）当該施設の管理実態を把握するため、防災設備等の日常点検の励行 
（６）個々のテナントに対する災害発生時の通報連絡・避難誘導体制等の一層の徹底 
 
３３    一一般般建建築築物物のの災災害害予予防防  

（１）現状 
建築物全般並びに特定の工作物（一定高さ以上の擁壁、広告塔及び遊戯施設）については、

建築基準法などの技術基準により安全の確保が図られてきたところであるが、過去の地震や

大火などの経験から防災規定の改正が行われる等、更にその安全の実効性が図られてきた。 
しかしながら、新耐震設計基準施行（昭和５６年）以前の既存住宅・建築物については、

現行法の耐震性が満たされていないものが数多く存在している。このことから市では、建築

物の耐震化を効果的かつ効率的に促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基

づき「柏崎市耐震改修促進計画」を策定するとともに、「木造住宅耐震診断費補助金交付要綱」

及び「木造住宅耐震改修費補助金交付要綱」を策定し、新耐震設計基準施行以前の旧基準木

造住宅の耐震診断補助制度の創設等により、耐震化を促進することとしている。 
また、新耐震基準施行以後の建築物についてもガラスや天井等、非構造部材の破損による

内部被害を防止する措置や、エレベーターの閉じ込め防止措置を講じるものとする。 
（２）計画 

市は、地震に対する建築物等の安全性を向上させるため、建築関係団体との連携を図りな

がら次の対策を計画的に講じるものとする。 
ア 一定規模以上の特殊建築物及びエレベ－タ－、エスカレ－タ－等の建築設備について、

定期的に当該施設の管理者に調査させ、その結果に基づき防災上必要な指導、助言を行う

とともに、エレベーターの閉じ込め防止の措置がとられるよう啓発、指導する。 
イ 特殊建築物のうち、不特定多数が使用するものについては、査察を行い、結果に応じて

耐震診断、改修、大規模空間における天井の落下防止等の必要な指導、助言を行う。 
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ウ 新耐震設計基準施行（昭和５６年）以前に建築された特殊建築物については、査察、巡

回指導等の機会を利用して耐震診断の実施について啓発・指導するものとする。 
エ 地震時に建築物の窓ガラスや看板等落下物による災害を防止するため、市街地及び避難

経路に面する建築物の所有者等に、安全確保について啓発・指導するものとする。 
オ 地震によるブロック塀（石塀を含む）の倒壊等を防止するため、避難経路、避難場所並

びに通学路を中心に市街地内のブロック塀の所有者等に対し、安全確保について啓発・指

導するものとする。 
カ がけ地等における安全立地について 

建築基準法及び条例の規定に基づき、危険区域内に建築又は宅地開発を行う者に対して

建築制限等の指導及び区域内の既存不適格建築物の移転を促進する。 
キ 工事中の建築物において、地震時の倒壊や落下物等による災害を防止するとともに、工

事関係者が安全に避難するため、工事管理者に対し適正な工事管理を指導する。 
ク 市町村は、平常時より、災害による被害が予想される空家等の状況の確認に努めるもの

とする。 
 
４４  体体制制のの整整備備  

（１）耐震診断・改修技術講習会への参加 
市は、建築関係団体と連携し、公共建築物の耐震性や既存住宅・建築物の耐震診断等を推

進していくため、耐震診断、改修に関する専門技術講習会には積極的に参加する。 
（２）被災建築物の応急危険度判定体制の整備 

大規模な地震により被災した建築物の余震等による倒壊、部材落下等から生じる二次災害

を防止し、市民の安全確保、注意を喚起するため、市は建物の応急危険度判定を目的とした

制度の活用について県、国との連携について充実を図る。 
（３）被災宅地危険度判定体制の整備 

ア 被災宅地危険度判定体制の整備 
大地震又は豪雨等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活

用して迅速かつ的確に危険度判定が実施できるよう、事前に新潟県被災宅地危険度判定連絡協議会

（事務局：県都市政策課）で十分な調整を行い、県内市町村間の相互支援体制の整備に努めるもの

とする。 

イ 被災宅地危険度判定士の養成 
協議会は、当県における判定士の目標数（２００人以上[平成１３年度に達成済み。]）

を維持し、ノウハウを持続できるよう、更新講習を行うものとする。 
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第第８８節節  公公共共土土木木施施設設等等災災害害予予防防計計画画                                

 
道路、港湾等の公共土木施設は、地震発生等の非常時には応急復旧対策活動において重要な役

割を果たすものである。 
したがって、これらの公共施設について、被災後、直ちに機能回復を図ることはもちろんであ

るが、事前の予防措置を講じておくことが重要である。 
国、県は、洪水、津波、高潮又は高波等による浸水や湛水の被害発生を防止するため、河川法、

海岸法、その他関係法令の定めるところにより、河川改修、洪水予防施設の整備、海岸保全施設

の整備等を計画的に行うとともに、老朽化した施設等に対する長寿命化計画の作成及び実施を含

め、その効果が十分発揮されるよう適切な維持管理を行うものとする。更に計画を上回る災害が

発生しても、その効果が粘り強く発揮できるようにするとともに、環境や景観へも配慮するもの

とする。併せて、市への防災情報の提供及びハザードマップ作成支援等、ソフト対策の実施に努

める。 
各施設を管理する関係機関や施設占用者は、震災時において応急復旧対策活動の円滑な実施を

図るため、相互に協力体制・情報・連絡系統を確立するとともに、周辺の状況を含む所管施設等

の概況、緊急用資機材の備蓄場所及び災害危険度等を把握し、緊急輸送ネットワークの形成を図

るものとする。 
また、各施設に耐震性を備えるように設計基準を検討するとともに、耐震性の強化及び被害軽

減のための諸施策を実施し、被害を最小限にとどめ、応急復旧対策活動の円滑な実施が行えるよ

う予防措置を講じる。 
 
１１  緊緊急急輸輸送送ネネッットトワワーーククのの確確立立  

（１）緊急輸送ネットワークの整備方針 
市は、国及び県と協力し震災時の緊急輸送活動を円滑に行うため、輸送経路の多重化、輸

送手段の代替性を考慮し、防災活動拠点（市庁舎、警察署、消防本部等）、輸送施設（道路、

港湾、漁港、鉄道駅及び臨時ヘリポート）、輸送拠点（卸売市場等）、緊急物資集積拠点（柏

崎市総合体育館等）などを結ぶ道路網を主体とした緊急輸送ネットワークの形成を図るもの

とする。 
このため、それぞれの関係機関は、緊急輸送が円滑に実施されるよう密接な情報交換を行

うとともに、相互の連絡体制を確立しておくものとする。 
（２）緊急輸送道路の指定 

被災地域以外及び被災地内における防災活動拠点施設、輸送施設、輸送拠点施設、緊急物

資集積拠点を有機的に結ぶ次の道路をもってネットワークとして構成するものとする。 
ア 高速自動車国道を基幹に、これとアクセスする主要国道を主体とし、防災活動拠点、輸

送施設、輸送拠点、緊急物資集積拠点を縦横に結ぶ国道・県道・市道で構成される道路網 
イ 隣接市町村との接続道路 
ウ 病院、避難場所等公共施設とアの道路を結ぶ道路 
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（３）臨時ヘリポートの整備 
市は、緊急輸送ネットワークを形成する施設として、小・中学校のグラウンド、陸上競技

場、佐藤池第４駐車場を臨時ヘリポートとして指定するものとする。 

なお、指定した施設には、災害時のヘリポート機能として通信機器等の資機材を必要に応

じ整備するように努めるものとする。 
※ヘリポート適地については、資料編５－７「ヘリポート適地」参照。 

 
２２  公公共共土土木木施施設設等等のの共共通通的的なな災災害害予予防防  

公共土木施設等の管理者は、災害予防対策に当たり、次の事項に十分留意するものとする。 
（１）耐震性の強化 

各施設管理者は、建築物、土木構造物、防災関係施設などの耐震性を確保する必要があり、

国が示す施設等設計指針（耐震基準）に基づき、公共施設の整備を進めるものとする。 
各施設管理者は、緊急輸送ネットワークとして指定された輸送施設及び輸送拠点について、

特に耐震性の強化に努めるものとする。 
（２）情報管理手法の確立 

道路、港湾、河川、治山、砂防、海岸保全施設等の防災情報を一元的に迅速かつ的確に集

約する手法の導入や、災害時の交通網の被害を把握する手段として、即時性のある通信等を

使った交通管理システムの整備を検討する。 
（３）長寿命化計画の作成・実施等による適切な維持管理 

各施設管理者は、老朽化した施設について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適

切な維持管理に努める。 
（４）緊急用の資機材の確保 

緊急時の応急復旧用資機材の確保について、関係機関及び柏崎建設業協同組合等の民間団

体と協力し、資機材の備蓄に努める。 
 

３３  道道路路施施設設等等災災害害予予防防計計画画  

各道路管理者は、地震発生時において、安全性、信頼性の高い道路ネットワークを確保する

ため、各管理施設等の防災対策を講じる。 
また、被災時の道路機能を維持するため、代替性が高い道路整備に努めるとともに、緊急輸

送道路等防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に

応じて区域を指定し、道路の占用の禁止又は制限等を行う。 
（１）高速道路 

ア 東日本高速道路㈱は、施設の日常点検、臨時点検を実施し、必要な改修、補修等の災害

予防措置を講じる。 
道路防災総点検等により安全点検を行い、災害に対する安全性を確保する。 

イ 利用者に対する広報活動 
地震発生時における道路利用者の安全及び高速道路の適正な利用を確保するため、道路

利用者に対して、道路情報の提供あるいはパンフレットの配布等により、地震発生時の心
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構え、とるべき行動等についての広報活動を行う。 
ウ 東日本高速道路㈱が管理する道路の柏崎市内の延長は、３０．２㎞である。 

高速道路の現況（柏崎市内供用路線） 

道路名 区 間 延長(㎞) ＩＣ名 

北陸自動車道 米山町～西山町坂田 ３０．２ 米山、柏崎、西山 

（２）一般国道及び県・市道 

幹線市道、特に、緊急輸送ネットワークに指定された路線を最優先として、国・県に準じ

た必要な対策を実施する。 
市内の道路現況(令和４（２０２２）年４月１日現在)  

 本 数 延  長（㎞） 

国 道 ６ １１８．０５ 

県 道 ３７ ２２２．０８  

市 道 ３，６３５  １，１６５．６５  

計 ３，６７８  １，５０５．７８  

 
ア 道路の整備 

市道は、地域の生活道路であると同時に、国・県道等の幹線道路を補完するものである

が、施設としては地形条件や老朽化により脆弱な区間が多く、地震による被害は多岐にわ

たることが予想される。 
このため、震災時における道路機能の確保のため、所管する道路について落石等危険箇

所調査を実施し、補修等対策工事の必要箇所を指定して道路の整備を推進する。 
（ア）落石等危険箇所調査 

道路隣接法面の路面への崩落が予想される箇所及び路体の崩落が予想される箇所を把

握するため、「落石等危険箇所調査」を実施する。 
（イ）道路の防災補修工事 

（ア）の調査に基づき道路の防災補修工事が必要な箇所について、工法決定のための

測量、地質調査、設計等を行い、その対策工事を実施する。 
イ 橋りょう（高架を含む）の整備 

震災時における橋りょう機能の確保のため、所管する橋りょうについて耐震点検調査を

実施し、補修等対策工事の必要箇所を指定して整備を推進する。 
（ア）橋りょう耐震点検調査 

平成８（１９９６）年８月建設省道路局長から通知の「道路防災総点検」に基づき耐

震点検調査を実施し、補修等対策の必要な橋りょうについて指定する。 
（イ）橋りょうの耐震補強の実施 

（ア）の調査・点検に基づき補修等対策工事が必要であると指定された橋りょうにつ

いて、老朽橋の架換、補強、橋座の拡幅、落橋防止装置の整備等耐震補強を実施する。 
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（ウ）耐震橋りょうの建設 
新設橋りょうは、「橋、高架の道路等の技術基準について」（平成２４年２月１６日付

け国土交通省都市局長・道路局長通知）に基づき建設する。 
ａ 供用期間中に発生する確率が高い地震動に際しては、橋の健全性を損なわない性能

を有すること 
ｂ 供用期間中に発生する確率は低いが、プレート境界型の大きな地震（タイプⅠ）及

び内陸直下型地震（タイプⅡ）による地震動に際しては、地震による損傷が橋として

致命的とならない性能を有すること 
ｃ 橋の複雑な地震応答や地盤の流動化に伴う地盤変位等が原因による支承部の破壊が

生じた場合においても、上部構造が落下することを防止できるように配慮しなければ

ならない。 
ウ 横断歩道橋の整備 

震災時における歩道橋が、落下等により交通障害物となることを防止するため所管歩道

橋について耐震点検調査を実施し、補修等対策が必要なものについて整備を推進する。 
エ トンネル及びスノー（ロック）シェッドの整備 

震災時における交通機能の確保のため所管トンネル及びスノー（ロック）シェッドの安

全点検調査を実施し、補修等対策工事の必要箇所を指定して整備を推進する。 
オ 道路復旧用資機材の把握 

事故車両、倒壊物、落下物等を排除して、震災時の緊急交通路としての機能を確保でき

るよう道路復旧用資機材を柏崎建設業協同組合等と連携し、配置場所を常に把握しておく

よう努める。 
また、道路啓開等を迅速に行うため、道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開

等の計画を立案する。 
（３）基幹農道及び主要林道 

基幹的な農道、林道については、農業、林業用ばかりでなく、地域の生活道路として使用

されているが、その多くは軟弱地盤地帯や地すべり地帯に多いため、震災時には道路施設の

破壊が予想される。 
ア 基幹農道 

広域農道を震災時において避難経路及び災害応急・復旧対策上重要な道路施設と位置付

けるとともに、広域農道及び重要度の高い農道については、「土地改良事業設計指針（耐震

設計）」により耐震設計を行い、橋りょうについては落橋防止装置を設ける等整備に努める。 
また、地震による被害が予想される法面崩壊、土砂崩落、落石等について防止工を設置

する。 
イ 主要林道 

林道は、中山間地域における地震発生時の緊急避難及び応急対策活動において、国道、

県道及び市道を補完する施設であり、このような路線を重点的に公共改良事業等により、

補強・改良等を実施し施設の安全性を高める。 
（４）道路付帯施設 
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地震により交通安全施設の倒壊、損傷等が予想される。 
このため、老朽施設については、更新・補強等を推進する。 
また、主要交差点については、非常用電源付加装置（発動発電機等）の設置を県に要請す

る。 
ア 老朽信号機等の更新整備 

老朽信号機、道路標識等の交通安全施設については、計画的に更新・整備を行うよう県

に要請する。 
イ トンネル防災信号システム装置等の運用 

市内の主要トンネルについて道路管理者と県に、トンネル防災信号システム装置の設置

促進とこれの適切な管理・運用を要請する。 
ウ 非常用電源付加装置等の整備 

市内の主要交差点に非常用電源付加装置の設置を県に要請する。 
 
４４  港港湾湾及及びび漁漁港港施施設設等等災災害害予予防防計計画画  

（１）港湾 
柏崎港は、地域経済にとって重要な物流機能を担うばかりでなく、震災時における海上交

通の安定性を生かした緊急物資輸送、被災者の移動及び市民への避難場所の提供等を行う重

要な防災拠点である。 
このため、港湾施設の整備において耐震検討を行うとともに、耐震バースに位置付けられ

た耐震強化岸壁の整備を図る必要がある。 
ア 柏崎港は、海上交通の安定性を生かし、震災時においても一定の物流機能を維持するこ

とが可能であることから、柏崎港を重要な防災拠点として港湾整備計画等で位置付け、そ

の施設整備を計画的に推進する。 
イ 避難緑地等から構成される多目的利用可能なオープンスペース、とこれらに隣接若しく

は近接する耐震強化岸壁及び背後地域との輸送ルートを基本とし、緊急物資の保管施設、

通信情報施設、がれき仕分施設等を必要に応じ備えた拠点として整備する。 
（２）漁港 

漁港施設は、水産業の生産活動及び生活環境の基盤となっており、漁港設計基準等によっ

て設計されている。 
また、地震による地盤の液状化・亀裂・陥没・沈下等の被害が予想される。 
このため、災害に強い漁港・漁村づくり事業の推進と、震災時における被災者の迅速かつ

安全な避難、救援活動、緊急物資の輸送、復旧活動等が速やかにできるよう各漁港の位置付

けをするとともに、基幹漁港については耐震基準の検討結果に基づいて施設の整備を進める。 
 

市内の漁港 

管理者別 漁    港    の    種    別 漁港数 
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柏 崎 市 第１種 その利用範囲が地元の漁船を主とするもの ５ 

 
（３）防災空き地等の整備 

地震発生時においては応急復旧活動の拠点として、被災者避難、救援活動、緊急物資の搬

入等が迅速かつ安全に実施できるよう、防災空き地等の整備に努める。また、漁港施設は緊

急物資の輸送の拠点としての役割を有する他、地域住民の避難場所としての役割も有するこ

とから、避難緑地、避難広場の整備に努める。 
（４）応急復旧体制の整備 

地震発生時を想定した応急復旧体制の整備に努める。 
 
５５  河河川川管管理理施施設設等等災災害害予予防防計計画画  

河川管理者等は、次により河川施設等の災害予防対策を講じる。 
（１）河川及び河川関連施設 

ア 河川 
河川堤防は、大部分が土構造であり、かつ、自然的、地形的な制約の下で歴史的、段階

的に築造されたものである。一方近年では、従来氾濫原であった地域においても人口、資

産の増大が著しく、河川堤防に対して高い安全性が求められるようになってきている。 
地震による河川の被害は、河川堤防の亀裂・沈下・法面のはらみ・崩れ等があり、更に

これらに伴う護岸・水門・樋門・橋りょう等のコンクリート構造物の亀裂及び沈下が予想

される。 
このため、河川管理施設等について、国が示す耐震点検要領等に基づき耐震点検を実施

し、被害の程度及び市街地の浸水による二次災害の危険度を考慮して耐震補強に努めると

ともに、内水排除用ポンプ車等の確保についても検討する。また、橋りょう・排水機場・

水門等の河川構造物についても検討を行い、耐震補強に努める。 
なお、河川・ダム情報等のテレメーターシステムを整備し、的確な情報の収集を行い、

出水時に迅速な対応ができるような体制整備を行うとともに、地震発生後は、河川敷道路、

避難場所、ライフライン等の河川区域使用の要請が予測されるため、基本的な対応方針を

定めておく。また、避難経路、避難所を市民に周知するとともに市民避難のための連絡体

制の確立をはじめ、必要な警戒避難体制を確保する。 

市内の河川数及び指定延長  （令和４（２０２２）年４月１日現在） 

 

 
イ 河川関連施設 

河川関連施設には、取・排水施設の樋門・樋管・頭首工などのほか、大規模な排水機場

 一級河川 二級河川 準用河川 普通河川 

河川敷  (本) 2 55 5 459 

延 長  (km) 8.65 223.14 8.06 551.03 
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も設置されており、各施設の管理者がそれぞれ管理をしている。 
これらの施設では、農業用水の取水から下水道や生活排水まで行われており、地震被害

による取・排水の不能は、直接市民生活に重大な影響を与えることとなる。 
また、柳橋雨水ポンプ場は、洪水時におけるポンプ場の地震被害により、広範囲の二次

災害を起こすことが予想される。 
このため、新潟地震以後の主要な樋門・樋管・頭首工・揚排水機場等は、耐震性を考慮

して設計・施工されているが、耐震性が不十分な施設については、改修時に河川砂防技術

基準（案）等に基づき、その向上を図る。また、出水時における的確な情報収集と迅速な

対応ができるような体制の整備を行うとともに、地震発生後は、緊急車両用道路、避難場

所、ライフライン等、河川区域内における使用の要請が予測されるため、基本的な対応方

針を定めることとする。 
（２）ダム施設 

市においては、上水道事業として川内貯水池（有効貯水量２６万５千㎥）、谷根ダム（有効

貯水量１３０万㎥）及び赤岩ダム（有効貯水量３５５万㎥）を有している。また、鯖石川上

流には、洪水調整及び不特定潅漑用水ダム鯖石川ダムを有している。 
ア 水道局所管ダム 

ダム本体及び周辺関連施設について、新潟地震後のダム臨時点検要領・点検基準に定め

られた点検要領により安全点検を行うものとする。 
イ 新潟県所管ダム（鯖石川ダム） 

ダム本体及び貯水池周辺道路、法面等の関連施設について、河川法施行令第２９条に基

づきダムで定められた点検要領により点検を行うものとする。 
（３）農業用施設 

農業用ため池は、市内に約３００箇所あり、ため池の大多数は築造後かなりの年数を経過

し、堤体や取水施設の老朽化が著しく、また、洪水吐機能が不十分なものもある。 
このため、農業用ため池の老朽化の甚だしいもの、耐震構造に不安のあるものについては、

計画的に順次現地調査を行い、施設の改善について検討するものとする。また、震度４以上

の地震が発生した場合は、臨時点検基準により土地改良等と連携し直ちにパトロールを実施

し、ため池等の緊急点検を行う体制を整備する。危険と認められる箇所については関係機関

等へ連絡、市民に対する避難のための勧告・指示等を行うとともに、適切な避難誘導等を実

施する体制を整備する。 
なお、災害状況の調査等は災害時応援協定締結業者へ要請し、緊急時の資機材等について

は民間業者との災害協定による在庫備蓄により行うものとする。 
 
６６  治治山山施施設設等等災災害害予予防防計計画画  

山地災害危険地区における工事の進捗状況は下記のとおりであり、危険度の高いところから

集中投資を行っている。しかし、地震をきっかけとして山腹の崩壊、土砂の流出、地すべりが

発生する場合があり、更に積雪期には雪崩の発生も考えられる。また、過去に工事が完了した

ところでも施設の老朽化が進んでいるものもあり、災害の拡大が予想される。 
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このため、治山施設に関する「山腹崩壊危険地区」、「崩壊土砂流出危険地区」、「地すべり危

険地区」、「なだれ危険地区」のうち、活断層の存在で地震の影響を受けるおそれのある地区・

箇所を見直し、特に重要な構造物については、次により強化を図る。 
（１）通常の治山・地すべり事業による補強・修繕とともに、計画的に構造物を設置し、全体と

して安全性を高める。 
（２）公共改良事業等を重点的に実施し、重要な構造物の安全性を高める。 

 市内の山地災害危険地区及び治山施設（令和４（２０２２）年４月１日現在） 

施 設 区 分 地 区 数 面 積（ha） 

山腹崩壊危険地区 335 646.00 

 崩壊土砂流出危険地区 85 371.45 

 地すべり防止区域（林野庁所管）は、次項に記載 

計 420 1,017.45 

 
７７  砂砂防防施施設設等等災災害害予予防防計計画画  

国及び県は、次により砂防施設等の災害予防対策を講じる。 
（１）砂防施設 

ア 砂防ダムは市内に数箇所あり、昭和５１（１９７６）年以降施行の高さ１５メートル以

上のダムについては、河川管理施設等構造令及び河川砂防技術基準（案）により地震時慣

性力が考慮されている。 
イ 老朽化し、現行の設計基準を満たしていない砂防ダムについて、堤体腹付補強、グラウ

ト補強等を県に要請する。 
（２）地すべり防止施設 

ア 地すべり危険箇所における工事の進捗状況は下表のとおりであり、概成箇所を増やすた

めに集中投資を行っている。しかしながら、地震をきっかけとして地すべりが発生したり

再滑動する場合がある。また、施設の老朽化に伴う機能低下が見られる。 
イ 地すべり防止工事については、緊急度の高い危険箇所から順次整備することとし、当面

は表面水・浸透水・地下水の排除や抑止杭等により防止工事を進めること及び地すべり防

止区域内の禁止及び制限行為の監視を強化するとともに、防止施設の点検を定期的に実施

することを関係機関に対し要請する。 

地すべり防止施設の整備状況    （令和４（２０２２）年４月１日現在） 

種  別 
法指定 
箇所数 

危 険 
箇所数 

工事の状況 
（概成） 

地 
す 
べ 
り 

 

国土交通省 20 52 19 

農村振興局 27 69 19 

林野庁 17 24 0 

計 63 145 37 
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（３）急傾斜地崩壊防止施設 
ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、集中豪雨等に起因するがけ地

の崩壊による災害を未然に防止するために、危険度の高い箇所等について急傾斜地崩壊危

険区域に指定する。 
イ 市における要対策箇所の多くは整備率が低いことから、重点的な施設整備を促進する。 
急傾斜地崩壊防止施設の整備状況       （令和４（２０２２）年４月１日現在） 

危 険 

箇所数 

要対策 

箇所数 

法指定 

箇所数 
工事の状況 

未着手 
未指定

箇所数 
概成 中断 工事中 計 

 237  237 
 29 28 0 1 29 

176 
 33 33 0 0 33 

※未指定箇所は災害関連地域防災がけ崩れ対策事業のうち法指定箇所内で施工したものを

除いた箇所数である。危険箇所３３箇所 
 
８８  海海岸岸保保全全施施設設災災害害予予防防計計画画 

市は約４２㎞の海岸線を有し、そのうち海岸保全区域の指定を受けている。その所管は、農

林水産省、国土交通省に別れ、海岸保全施設整備事業をそれぞれ実施する。 
このため、海岸整備基本計画に基づき、危険度の高い箇所から護岸等の整備をするとともに、

港湾背後の低地帯等であって背後に人口や施設が集中している海岸においては、海岸保全施設

の耐震化を図ることについて関係機関に対し要請する。 
柏崎市の海岸延長 （単位：ｍ） 

 海岸保全区域延長 要保全延長 保全施設のある延長 

農林水産省所管海岸 4,839 4,839 2,347 

国土交通省（旧運輸省）所管海岸 2,036 2,036 1,462 

国土交通省（旧建設省）所管海岸 17,629 17,629 11,147 

合  計 24,504 24,504 14,956 

※海岸線延長は基点間延長である。
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第第９９節節  防防災災通通信信施施設設災災害害予予防防計計画画                                      

 
災害時において、迅速かつ的確に、気象予警報、被害状況を収集するとともに、応急対策の実

施状況や市民のとるべき行動を伝達することは、パニックなどの社会的混乱を最小限にくい止め

るなど、応急対策上極めて重要な役割である。 
そのため防災関係機関は、災害発生時における通信手段確保のため情報通信施設の災害に対す

る安全性確保及び停電対策、情報通信施設被災の危険分散等の防災対策推進に努める。 
また、自主防災組織を含む防災関係機関は、相互の情報伝達を常に行うことができるよう、そ

の体制及び施設・設備の整備を図るものとする。 
  

１１  情情報報収収集集体体制制のの整整備備  

（１）市及び関係機関による情報の収集 
ア  市及び関係機関は、相互に連携し勤務時間内はもとより勤務時間外においても、迅速か

つ的確に災害の状況が把握できる情報収集体制を確立するものとする。 
イ  市は、情報収集体制を確立するため、避難所等に公衆電話、公衆無線ＬＡＮ及びＦＡＸ

等の通信機器を計画的に整備するものとする。 
（２）自主防災組織及び市民は、「自らの地域は自らで守る」との意識の下で、災害時における緊

急連絡体制を整備するものとする。 
 
２２  情情報報のの伝伝達達体体制制等等のの整整備備  

（１）市防災行政無線等の整備 
ア 現状 

災害時に被害の軽減を図るためには、正確な情報の早期収集、市民に対して迅速かつ的

確な情報の伝達が必要であり、そのための通信施設の整備を行ってきたところである。 

防災行政無線受信機 ＩＰ無線機 

屋外拡声子局 緊急告知ラジオ 配置場所 可搬型 車載型 携帯型 

273か所 
 

（うち津波警報装置
29か所） 

約37,000台 

コミュニティ

センター等 
  36 

市役所関係 1 1 125 

※令和４（２０２２）年４月１日現在 

  （ア）防災情報通信システム（コミュニティ放送） 
     固定系防災行政無線（同報通信用）に代わる防災情報通信システム（コミュニティ放

送）の運用を令和２（２０２０）年３月２５日から開始し、戸別受信機に代わる設備と

して、緊急告知ラジオを各世帯、事業所、公共施設等を対象に平成３１（２０１９）年

度から設置を開始した。 
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（イ）ＩＰ無線機（双方向通信用） 
従来整備していた移動系防災行政無線は、機器の老朽化等に伴い、平成２８（２０１

６）年５月３１日をもって廃局とした。なお、全てのコミュニティセンター及び職員用

として全７８台を既に配備しているＩＰ無線機を、代替の通信手段として災害時の情報

収集や情報伝達に活用する。 
イ 実施計画 
（ア）緊急告知ラジオについて、全世帯、全事業所、全公共施設等へ設置し、避難施設、聴

覚障がい者宅へはフラッシュライト付き戸別受信機とＦＡＸを設置するものとする。 
（イ）停電時の電源を確保するため、無停電電源装置、直流電源装置、非常用発電設備等の

非常用電源設備の整備を促進するものとする。 
（ウ）通信設備は揺れにより転倒したり、移動したりしないよう、堅牢に固定するなど、耐

震対策を図る。 
（エ）実践的な非常通信訓練を定期的に実施し、無線運用の習熟を図る。この場合、非

常通信協議会との連携にも十分配慮する。 

（オ）平時より災害対策を重視した無線設備の総点検を実施する。 
（２）多様な情報伝達手段の整備及び利用周知 

ア テレフォンサービスによる情報伝達 
防災行政無線の内容が聞き取れない場合等を想定し、防災行政無線の広報内容を確認で

きるテレフォンサービス（０１２０－４９９－３９９）の番号の周知を行うものとする。 
イ 防災サーバ（ＣＭＳ）による情報伝達 

防災行政無線による伝達情報を補完する観点から、その情報を市ホームページや防災ホ

ームページに掲載し、併せて防災情報メール（登録制メール）により配信するなど、多様

な情報伝達手段の整備及びその利用方法等について周知を図るものとする。 
ウ ＩＣＴを活用した新たな情報伝達 

既存の情報伝達手段のほか、防災アプリ等のＩＣＴを活用した新たな情報伝達手段を整

備し、その利用方法等について周知を図るものとする。 
（３）消防機関における通信施設 

ア 現状 
災害に強い消防通信基盤の確保を目的とした、消防・救急デジタル無線整備が平成２８

（２０１６）年３月で完了した。その設置状況は、次表のとおりである。 

消防・救急デジタル無線             （令和５（２０２３）年４月１日現在） 

  基地局 

陸  上  移  動  局 

車載 

（5w） 
卓上（5w） 

可搬 

（5w） 

携帯 

（1w） 

消防本部・消防署 5 27 1 6 61 

消 防 団  86   
45 

（副分団長以上） 
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イ 実施計画 
災害時に安定した消防通信基盤を保つため、機器等の維持管理を図るとともに、大地震

が発生した場合予想される各種災害に対し、通信の途絶を防止するため衛星電話等の整備

を図る。 
（４）柏崎コミュニティ放送施設の整備 

ア 現状 
㈱柏崎コミュニティ放送（以下「ＦＭピッカラ」という。）が平成７（１９９５）年６月

２０日に開局し、ラジオを通して地域に密着したきめ細かな情報を市民に提供している。 
また、大きな災害等の発生が予知されるとき、又は発生したときに、市又は災害対策本

部からの緊急を要する災害予報、災害情報等を迅速、正確に放送できるように市役所３階

に緊急放送割込装置を設置している。 
令和３（２０２１）年には耐災害性に優れた市役所新庁舎１階に演奏所を移転し、市と

連携して防災情報通信システムの運用を行う。 
イ 実施計画 

災害時における放送の確保は、気象予報の伝達、被害情報、応急対策の実施状況及び市

民のとるべき行動などを迅速に広範囲に伝達することができ、パニックの防止、社会的混

乱を最小限にくい止めることにより秩序ある避難活動など応急対策上極めて重要となる。 
災害時におけるコミュニティ放送の積極的な活用を図るため、災害発生時の情報連絡体

制、速報体制、放送エリア拡大（難聴地区の解消）等について検討整備する。 
また、ＦＭピッカラは、放送の確保のため放送機器の落下、転倒、移動防止等施設の耐

震対策等を下記により積極的に推進する。 
（ア）放送設備の耐震対策 
（イ）消耗品、機材等の常備 
（ウ）無線中継状態の把握 
（エ）各防災機関が設備している通信網の把握 
（オ）その他 

ａ 震災による具体的被害（例. 機器が倒壊した場合、プログラム回線が不通の場合、等々）

を予想し、予備機器の整備を検討する。 
ｂ 上記具体的被害想定に基づき、迅速な放送体制の復旧を図るため、近隣のＦＭ放送

業者との相互に機材援助をする等、その対策を早急に検討具体化する。 
（５）全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の活用 

緊急地震速報や津波情報、弾道ミサイル情報など対処に時間的に余裕のない緊急情報を、

総務省消防庁から人工衛星を経由して直接受信し、その後、直ちに防災行政無線で自動放送

するシステムで、国が全国一斉に整備を行った。平成２３（２０１１）年４月１日から運用

を開始している。 
防災行政無線で自動放送を行う内容は、有事に関する情報、津波及び平成２５（２０１３）

年８月３０日に運用が開始された特別警報に関する気象情報、緊急地震速報が放送される。 
（６）携帯電話向け緊急速報メール（エリアメール等）による情報発信 
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地震、大雨並びに国民保護事案などの災害時に、避難情報など人命に関わる重要な情報を

伝達するため、ＮＴＴドコモ、ソフトバンク、ＫＤＤＩ（ａｕ）、楽天モバイルと連携し、携

帯電話向け緊急速報メール（エリアメール等）による情報配信を行う。 
（７）新潟県防災行政無線施設の整備 
   災害に伴う公衆回線の途絶、ふくそう時における県との相互の通信を確保するため、地上

系、衛星系による新潟県防災行政無線施設の整備を図る。 
（８）防災相互通信用無線機の整備 

災害発生時における防災関係機関相互の防災活動を円滑に進めるため、市、県及び消防、

警察等防災関係機関相互の通信が可能な無線局を整備し、運用する。 
 

県防災相互通信用無線             （令和５（２０２３）年４月１日現在） 

 陸  上   移  動   局 

車載(10W) 卓上（10W） 可搬（10W） 携帯(5W) 

市役所 1  6 1 

西山町事務所 2  1 1 

消防本部 113 1 6 1 

 
（９）新潟県総合防災情報システムの整備 

災害時に被害の軽減を図るため、市と県との間において、迅速かつ的確な情報の伝達、収

集、共有を行うための新潟県総合防災情報システムを整備し、運用する。 
（10）非常用通信手段の確保 

常用の通信手段が利用できない場合の対応を想定した「非常通信対応マニュアル」を作成

し、平時より非常通信ルートの確認を行うとともに、非常用通信手段の確保に努める。
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第第１１００節節  電電気気通通信信施施設設災災害害予予防防計計画画                                  

 
電気通信事業の公共性を考慮し、災害時においても通信網の確保ができるよう、設備の耐震対

策及びふくそう対策等の推進と防災体制の確立を図る。 
 
１１  設設備備面面のの災災害害予予防防  

電気通信設備の公共性を考慮し、災害時においても重要通信を確保できるよう平素から設備

自体を物理的に強固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備の設計並びに基幹的設備の地理的

分散及び安全な設置場所の確保を図るとともに、直接被害を受けなかった都市相互間の通信が

途絶したりマヒしたりしないよう、通信網についてシステムとしての信頼性の向上に努める。 
（１）電気通信施設の耐震対策及び耐火対策 

ア 通信建物及び電気通信設備等の補強 
通信建物、鉄塔設備、電気通信設備、電力設備（エンジン、バッテリ－）等について耐

震対策を施してきたが、今後も設備の劣化に併せて修理、点検等の改善を実施する。 
イ 防火構造 

火災に備えて電気通信設備等については耐火構造化を図っているが、必要に応じて機能

改善等を実施する。 
（２）バックアップ対策 

地震災害等における通信の疎通を維持、確保するため、通信網についてシステムの信頼性

向上を更に促進する。 
ア 主要伝送路のル－プ構成、多ルート構成あるいは２ルート構成による通信網の整備はお

おむね完了しているが、今後も計画的に整備促進を図る。 
イ 電気通信設備監視制御システムの分散設置による代替監視系統の整備を図る。 
ウ 非常用電源の整備等による通信設備の被災対策を図る。 

（３）災害対策用機器及び移動無線車等の配備 
主要拠点ビル等に災害対策用機器等を配備し、必要により増設及び新装置導入を図る。 

ア 衛星携帯電話 
イ 可搬型移動無線機 
ウ 移動電源車及び可搬電源装置 
エ 応急復旧光ケーブル 
オ ポータブル衛星車 
カ その他応急復旧用諸装置  

 
２２  体体制制面面のの整整備備  

日常における防災準備体制の整備を図るとともに、地震災害時の防災活動を安全かつ迅速に

遂行するため、社員の安全確保を図り、関係社員が迅速かつ防災業務を遂行できるよう、地震

災害に関する教育及び災害復旧に必要な防災訓練に積極的に参加し、又はこれに協力するもの
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とする。 
（１）災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準に従い規模に応じた体制をとり、設置場所の明確化及びあらか

じめ定められた震度以上の災害発生時における出社体制と、本部長不在時の代行順位により

責任体制を明確にしておく。 
ア 情報連絡室の設置 
イ 支援本部の設置 
ウ 災害対策本部の設置 

（２）復旧要員の確保及び応援協力体制 
ア 全社体制による応急復旧部隊、本格復旧部隊等の非常招集 
イ グループ会社等関連会社による応援 
ウ 工事請負会社の応援 

（３）防災教育及び防災訓練の実施 
ア 災害対策マニュアルによる各社員の行動及び連絡方法を明確にし、情報伝達訓練及び緊

急呼出し訓練、安否確認訓練の実施により、防災業務の浸透を図る。 
イ 中央防災会議、市及び県が実施する防災訓練に積極的に参加し、又はこれに協力する。 
ウ 防災関係者等を講師とする講習及び研修の実施並びに各種講習会へ参加する。 

  
３３  災災害害対対策策用用資資材材等等のの確確保保  

災害発生時の通信を確保し電気通信設備を迅速に復旧するため、災害復旧資材等を主要拠点

へ配備充実を図る。 
（１）復旧資材等の調達 

復旧に必要な資材は、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモの当該支店が保有する資材及び全国

から資材等の調達を行う。 
ア 各種ケーブル類、電柱等の復旧資材及び工事用機材 
イ 電気通信設備の予備パッケージ等 

（２）復旧資材等の運搬方法 
状況に応じた運搬方法を確保し、必要によりヘリコプターや船舶等を使用した輸送を行う。 

（３）災害対策用資材置場等の確保 
災害時において必要により、災害対策用資材置場、臨時ヘリポート及び仮設用用地等を確

保する、この確保が困難と思われる場合は、市に依頼して迅速な確保を図る。 
 
４４  防防災災広広報報活活動動  

電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努める

とともに、通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図る。また、災害

時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急な通信は控えるよう周知に努める。 
地震災害によって電気通信サービスに支障を来した場合又は利用の制限を行った場合、正確

かつ速やかに広報活動を行うため関係部門との連絡体制や連絡ルートの整備を図り、基礎デー



地震災害対策編 
第１編第２章第１０節 

「電気通信施設災害予防計画」 

- 73 - 

タ等を事前に準備しておく。 
（１）防災広報活動 

ア 広報車での呼びかけ 
イ テレビ、ラジオ及び新聞掲載等を通じての広報 
ウ インターネットを通じての周知 

（２）広報項目 
ア 被害状況 
イ 復旧見込み 
ウ 災害時用公衆電話（特設公衆電話）設置場所の周知 
エ 災害用伝言サービス提供に関する事項 
オ 災害時の不要不急な通信は控えることの周知 

 
５５  広広域域応応援援体体制制のの整整備備  

大規模災害が発生した場合は、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモの防災体制を確立するととも

に、全国からの応援を要請し、迅速な災害復旧を可能とするよう平時からあらかじめ措置方法

を定めておく。 
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第第１１１１節節  電電力力施施設設等等災災害害予予防防計計画画                                        

 
電力供給機関は、災害時における電力供給ラインを確保し、人心の安全を図るため、電力施設

の防護対策に努める。 
 
１１  設設備備面面のの災災害害予予防防  

（１）電力設備の安全化対策 
電力設備は、下記の耐震設計基準に基づき設置されており、各設備に十分な分析を行うと

ともに、従来の経験を生かして万全の予防措置を講じる。 

施設名 耐  震  設  計  基  準 

原子力設備 ・原子力発電所は、安全上の重要度に応じて耐震設計を行う。 

送電設備 ・電気設備に関する技術基準に基づき耐震設計を行う。 

変電設備 ・変電所等における電気設備の耐震対策指針に基づき耐震設計を行う。 

配電設備 
・電気設備に関する技術基準に基づき耐震設計を行うとともに、電柱には高強度

コンクリート柱の使用や、軟弱地盤箇所については支持物の補強を行う。 

通信設備 ・電気設備に関する技術基準及び電力保安通信規程に基づき耐震設計を行う。 

なお、各設備の建物については、建築基準法に基づき耐震設計を行う。 
（２）電力の安定供給 

電力系統は、発電所、変電所、送電線及び配電線が一体となり運用している。 
また、電力各社間も送電線で接続されており、緊急時には各社が供給力の応援を行うこと

になっている。 
東北電力系統は、常時隣接する北海道電力、東京電力の系統と連係して運用しており、新

潟系統も基幹送電線により東北全系統と連係し、県内の水力、火力発電所と電力消費地を結

んでいる。 
このため、重要な送・配電線は２回線化やループ化とするなど信頼度の高い構成とすると

ともに、これらを制御する通信系統も二重化を行う。 
さらに、倒木等により電力供給網に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつ

つ、事前伐採等による予防保全を図る。なお、事前伐採等の実施に当たっては、市との協力

に努める。 
 
２２  体体制制面面のの災災害害予予防防  

（１）電力の安定供給の体制 
系統給電指令所、東北電力ネットワーク㈱柏崎電力センター及び長岡電力センターにおい

て２４時間の監視体制を行っており、震災時などの非常時においては、できるだけ停電を防

ぐよう送・配電設備の切替操作を行う。 
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（２）防災訓練の実施 
震災等を意識し、従業員に対して防災意識の高揚を図るとともに、災害対策を円滑に推進

するため年１回以上防災訓練を実施する。 
また、市が実施する防災訓練には積極的に参加する。 

（３）電気事故の防止 
電気工作物を常に法令で定める「技術基準」及び社内の「保安規程」に適合するよう確保

するとともに、震災を意識し定期的に巡視点検を行う。 
 
３３  災災害害対対策策用用資資機機材材等等のの確確保保  

（１）災害対策用資機材等の確保及び整備 
震災時に備え、平時から災害対策用資機材等の確保及び整備点検を行う。また、車両、船

艇、ヘリコプター等による輸送計画を樹立しておくとともに、輸送力確保に努める。 
大規模な災害発生のおそれがある場合、所有する電源車、発電機等の現在時点の配備状況

等を確認の上、リスト化するよう努める。 
なお、停電発生時において復旧までの間にポータブル蓄電池・発電機等の住民の生活に必

要となる応急的な発電用資機材については、行政機関等とも協議し、支援を仰ぐ。 
 

（２）災害復旧用施設及び設備の整備 
災害復旧を円滑に行うため、必要な移動用設備等を整備しておくとともに、応援体制の受

入れ及び資材集荷、受渡し等の復旧活動に備えた前進基地を選定しておく。 
 
４４  防防災災広広報報活活動動  

常日ごろから、停電による社会不安の除去、公衆感電事故、電気火災等の二次災害防止に向

けた広報活動に努める。 
停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体制の整

備に努める。 
 
５５  応応援援協協力力体体制制のの整整備備  

各電力会社との電力融通、災害対策用資機材及び復旧応援体制を整備しておく。 
また、関連工事会社については「非常災害復旧に関する協定」に基づき応援協力体制を整備

しておく。 
さらに、行政機関等との情報共有、資機材の応援要請等を円滑に図るため、役割分担等もあ

らかじめ協議しておく。 
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第第１１２２節節  ガガスス施施設設災災害害予予防防計計画画                                      

 
ガス事業における地震防災対策は、地震による都市ガス施設の被害を最小限にとどめ、ガスに

よる二次災害を防止し、ガスの安全かつ速やかな復旧を行うことを目的として、ガスの施設に応

じた適切な対策を講じる。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民・企業の役割 

ア 所有するガスの設備について、ガス事業者の助言を得て、地震対策を行う。 
イ 地震発生時にとるべき安全措置の重要性、及びマイコンメーター、感震装置等の災害時

に作動する安全機器について理解しておく。 
ウ ガス供給停止に備え、カセットコンロ等の簡易調理器具を家庭・事業所で準備する。 
エ 積雪期における地震発生時の事故発生防止と緊急点検・安全確認点検のため、ＬＰガス

容器やガスメーター周辺の除雪を行う。 
（２）ガス事業者の役割 

ア 地震による被害を最小限にとどめるとともに、ガスによる二次災害を防止するために万

全の措置を講じる。 

（ア）ガス供給設備及び消費先ガス設備の被害を最小限にとどめる措置 

ａ ガス供給設備の耐震性向上を計画的に進める。 

ｂ 消費者に対して消費先ガス設備の耐震性強化について周知等により助言を行う。 

（イ）二次災害防止のための措置 

ａ 消費者に対して地震発生時にとるべき安全措置をあらかじめ周知する。 

ｂ 緊急措置及び点検を速やかに実施できる体制を整備する。 

ｃ ＬＰガス事業者は、地震による土砂崩れ等により流出・埋没した容器の回収に必要

な体制を整備する。 

d 地震時に速やかに緊急措置を行う遮断装置等を整備する。 

イ 複数の通信手段の確保に努める等、被害状況を市へ連絡する体制を整備する。 

ウ 速やかにガス供給設備及び消費先ガス設備を復旧するため、平時から災害対策用資機材

を備え、停電対策の整備に努めるとともに、応援協力体制を整備する。 

エ 積雪期における地震発生時の事故発生防止と緊急点検・安全確認点検のため、ガスメー

ター及びＬＰガスの容器の設置場所に配慮するとともに、消費者に対してガスメーター及

びＬＰガス容器周辺の除雪について協力を求める。 

オ ＬＰガス事業者は、都市ガス供給停止区域にある指定避難所、公共施設などへのＬＰガ

ス緊急供給のための応援協力体制を整備する。 

カ 動員の基準を定める。 

（ア）地震発生直後に必要な要員を確保するため、地震発生時の動員基準について定めると

ともに、あらかじめ関係者に周知しておく。 
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（イ）地震発生直後の緊急措置を迅速かつ円滑に行うために、あらかじめ各要員に対し出動

する方法・場所を定めておく。 

キ 災害対策本部の設置について、あらかじめ震度、周辺被害状況等からその設置基準及び

規模を定めておき、地震発生後速やかな対応ができるよう体制を整備しておく。 

ク 災害の発生が予想され又は発生した場合に、市の災害対策本部、経済産業省、日本ガス

協会、新潟県ガス協会、新潟県ＬＰガス協会、消防、警察等各防災関係機関との相互の情

報連絡が円滑に行えるよう、あらかじめ情報連絡の方法を確認しておく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）県の役割 

ＬＰガス事業者に対して次の事項について指導する。 
ア ＬＰガス充てん所の法定耐震基準の維持・向上。 

イ 被害の生じたＬＰガス充てん所及び消費先ガス設備の早急な復旧に必要な体制の設備。 

ウ 都市ガス供給停止区域の指定避難所、公共施設等への緊急供給のための体制の整備。 

エ 一般家庭・事業所における地震発生時にとるべき安全措置の重要性、及びマイコンメー

ター、感震装置等の災害時に作動する安全機器についての普及・啓発。 

（４）市の役割 

ガス事業者の協力を得て次の項目について実施する。 
ア 公共施設等でガスが使用できなくなった場合のＬＰガス等による代替措置を検討し、調

達できる体制を整備する。 

イ 一般家庭・事業所に対して、地震発生時にとるべき安全措置の重要性や、マイコンメー

ター・感震装置など災害時に作動する安全機器等について普及・啓発を図る。また、要配

慮者と接する機会の多い、ホームヘルパー、民生委員・児童委員等の福祉関係者に対して、

地震時の安全措置について普及・啓発を図る。 

ウ 防災訓練に際して、地域住民とともに避難所におけるガス器具等の使用の訓練を行う。 

 
２２  防防災災広広報報活活動動  

市及びガス事業者は、地震発生時の二次災害防止と効果的な震災対策活動を行うため、平時、

地震発生時、供給停止時等の広報の時期に応じた具体的手段をフロー図、チェックリスト、広

報例文等で準備しておく。 
（１）平時の広報 

柏 崎 警 察 署 柏 崎 市 
災害対策本部 

経済産業省 
関東東北産業保安監査部 
保安課 

柏崎市消防本部 ガ ス 事 業 者 新 潟 県 ガ ス 協 会 

新潟県ＬＰガス協会 

日本ガス協会関東中央部会 
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ガス事業者は、平時から地震時の二次災害防止のためのＰＲを実施するとともに、広報活

動を円滑に実施するため、需要家をはじめ報道機関等関係各所との広報ルートを整備してお

く。 
（２）地震発生直後の広報 

市及びガス事業者は、大規模地震が発生した直後は、需要家はもちろん関係機関の協力の

下二次災害の防止を図るため、報道機関、広報車等を通じて、需要家に対してガスについて

の注意事項及び協力のお願いの広報を行う。 
（３）ガス供給停止時の広報 

大規模地震により供給が停止した場合、二次災害の発生防止とともに需要家に対する不安

の解消を目的とした広報活動が必要である。そのため、供給停止地区への広報活動だけでな

く、供給継続地区へのガスの安全使用に関する事項についても、市及びガス事業者は引き続

き適切な広報を協力して行う。 
 

３３  災災害害対対策策用用資資材材等等のの整整備備  

（１）ガス事業者は、地震発生時の被害を最小限にするため、応急措置に必要な器材及び早期復

旧に必要な器材を備えておく。 
（２）復旧が長期化した場合に備えて、需要家への生活支援のため、代替熱源等を確保する手段

についてあらかじめ調査し、体制を整備する。 
 
４４  応応援援協協力力体体制制のの整整備備  

（１）救援措置要領の整備 
地震により広範囲にわたり供給が停止し、大規模な応援が必要となる場合は、日本ガス協

会関東中央部会で定めている「地震・洪水等非常事態における救援措置要領」に基づき、日

本ガス協会関東中央部会へ救援要請する。 
（２）工事会社への協力要請 

震災時の緊急措置、復旧作業に必要な人員、機材等を確保するため、工事会社などの関連

協力会社と非常時の連絡、動員体制についてあらかじめ協議しておく。 
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第第１１３３節節  上上水水道道施施設設災災害害予予防防計計画画                                  

 
大規模な地震の発生に伴う断減水を最小限にとどめるため、上下水道局は、施設面及び体制面

の災害予防対策を実施するとともに、応急対策を円滑に実施するため、平時において災害時連絡

体制の確立、災害対策用資機材の確保、防災広報活動等を実施する。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）県の役割 

   ア 緊急時における支援体制の充実及び強化 

水道事業者及び市町村による緊急時における飲料水等の確保対策が促進されるよう支援

体制の充実及び強化を図る。 

イ 水道事業者及び市町村からの情報収集や助言等 

水道施設の災害予防対策に関する国の施策及び他の自治体等が取り組んでいる有用な情

報の収集に努め、水道事業者及び市町村に対し助言等を行う。 

ウ 災害対策用資機材の備蓄状況の把握 

水道事業者における応急給水用、応急復旧用資機材の備蓄状況を把握し、関係機関にお

いて情報を共有する。 

エ 関係機関との防災体制の構築 

市町村からの応援要請に対応できるよう平時から（公社）日本水道協会新潟県支部等の

関係機関と災害予防対策に関する情報等について共有化を図り、災害時における応援活動

が円滑に進む体制づくりに努める。 

オ 連絡体制の確立 

関係機関との緊急時連絡マニュアル、緊急時連絡先一覧表、連絡様式等を作成し、緊急

時連絡体制を確立する。また、震災時に通信不能とならないように通信手段の多様化を図

る。 

（２）防災関係機関の役割 

ア （公社）日本水道協会新潟県支部 

災害時における県及び水道事業者からの応援要請に対する積極的な協力・応援体制を整

備、強化することに努める。 

イ 新潟県水道協会 

主に簡易水道事業者間の応援活動等に対する支援体制を整備することに努める。 

（３）水道事業者・市町村の役割 

ア 飲料水等の確保 

飲料水等の確保対策として、緊急用井戸等の把握に努める。 

イ 連絡体制の確立 

関係機関との緊急時連絡マニュアル、緊急時連絡先一覧表、連絡様式等を作成し、緊急

時連絡体制を確立する。また、震災時に通信不能とならないように、通信手段の多様化を
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図る。 

ウ 防災広報活動 

災害時の活動を円滑にするため、市民、町内会等に対し、平時から防災体制、飲料水等

の確保などについて広報し、防災意識の啓発に努める。 

（４）市民の役割 

   おおむね３日間に必要な飲料水は、自ら備蓄することに努める。 

 
２２  施施設設面面のの災災害害予予防防  

上下水道局は、水道施設ごとに優先度を検討し、目標年度を定め、施設の新設・改良計画に

合わせ、計画的に水道施設の災害予防対策を推進する。 
（１）重要施設の耐震化・近代化の推進 

災害予防計画の策定に当たっては老朽施設の補強、老朽管の更新等を優先し、水道システ

ム全体としてのバランスを考慮した上で、次の事項の耐震化、近代化事業を推進する。 
ア 貯水施設、浄水施設、配水施設等の構造物の耐震化 
イ 軟弱地盤や液状化地盤における地盤改良 
ウ 避難場所、給水拠点を中心とした耐震貯水槽、大口径配水管を利用した貯水施設等の整

備及び配水池での緊急遮断弁の設置 
エ 管路には強度の高い材質、伸縮可とう継ぎ手等の耐震継ぎ手及び耐震工法の採用並びに

給水装置の耐震化 
オ 老朽管路の計画的な更新及び基幹配水管、病院、避難所等への配水管の優先的な耐震化 
カ 浄水場等での供給予備力、配水池容量の増加（１２時間貯水容量確保）等によるゆとり

の確保 
キ 各施設の運転状況、被害状況を迅速に把握できるテレメ－タ－システムの整備 

（２）バックアップシステムの構築、危険分散による被害の軽減化 
重要施設の複数配置やバイパスル－トの確保によりバックアップシステムの構築に努め、

補完機能の強化、危険分散を図るとともに、配水区域のブロック化により被害区域の限定化、

被害の軽減化を図る。 
ア 複数の水源の確保及び浄水場、配水池等の重要施設の複数配置による危険分散の強化 
イ 非常用電源の整備（２回線受電、自家発電設備）、電気計装設備等の二重化及び１日以上

（孤立が予想される集落は３日以上）の連続稼働が可能となる燃料の備蓄 
ウ 緊急時代替水源（農業用水等の他利水水源、緊急用井戸の利用）の確保 
エ 他水道事業体との連結管によるバイパスル－トの確保 
オ 配水区域のブロック化、配水本管のル－プ化による被害区域の限定化 

（３）その他機械設備や薬品管理における予防対策 
ア 機械・電気及び計装設備の震動による滑動、転倒の防止 
イ 次亜塩素酸ナトリウム漏出時の中和剤の常備 
ウ 水質試験用薬品類の震動による破損防止対策、混薬を防止するための分離保管 
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３３  体体制制面面のの災災害害予予防防  

上下水道局は平時から施設の耐震性調査、被害想定等を行い、これに基づき緊急時の応急対

策マニュアルの策定、応急復旧用の水道施設図面等の整備を図るとともに、職員に対する教育・

訓練の実施に努める。 
（１）水道施設の耐震性総合調査及び定期点検 

現状の水道施設及び地盤等の耐震性の総合調査を行い、必要に応じ補強を行うとともに、

定期的な点検により機能維持を図る。 
（２）地震による水道施設及び需要家の被害想定 

ア 震災直後の被害状況を見積もるため、地震計を活用したきめ細かな地震情報を収集する

体制を確立する。 
イ 地震の規模、地盤の状況、施設整備状況等からパソコン等を利用した水道施設の地震被

害の発生予測手法を開発し、被害を予測し、給水目標及び応急対策計画の策定を検討する。 
（３）応急対策マニュアルの策定 

応急給水、応急復旧等のマニュアル、手順書を策定するとともに、従事者の動員表、役割

分担表を作成し、迅速かつ適切な応急対策に努める。 
（４）職員に対する教育及び訓練 

ア 計画的な研修会、講習会を開催することにより、震災時における判断力の養成、防災上

必要な知識及び耐震性継ぎ手を有する管の施工等の技術向上、人材の育成に努める。 
イ 緊急時に迅速かつ的確な対応が図られるよう、平時において総合訓練、各種訓練（参集

訓練、情報伝達訓練、施設点検訓練、応急給水訓練、応急復旧訓練等）を行う。 
（５）図面・災害予防情報の整備及びＯＡ機器のバックアップ 

ア 拠点給水地、避難所、想定避難住民数、貯水設備等の情報を盛り込んだ応急復旧用地図

（住宅地図、配管図、構造図等）を作成するとともに、コピ－機械を配備し、迅速に必要

な図面を現場で使用できる体制の整備に努める。 
イ 水道事業者相互間で、水道システムの基本情報（水道システム図、施設図、管路図等）

を共有化できるよう検討する。 
ウ パソコン等のＯＡ機器のバックアップシステムを構築し、補完機能を強化するよう努め

る。 
（６）関係行政機関との連携及び連絡調整 

ア  耐震貯水槽の整備に当たっては、消防、学校、公園等の関係部局との役割分担、連絡調

整を図る。 
イ  応急給水、応急対策用車両の緊急通行車両への指定、確認について警察との連絡調整を

図る。 
（７）水道用機材の規格の統一 

バルブキャップ等の特殊型式水道用機材を全国統一規格である日本水道協会規格に統一す

るよう検討するとともに、応急復旧時に支障が生じないよう予備資材を備蓄しておく必要が

ある。 
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４４  災災害害時時連連絡絡体体制制のの確確立立  

上下水道局は電話、無線通信等による通信連絡網の整備に努めるとともに、緊急時連絡マニ

ュアル、緊急時連絡先一覧表、連絡様式等を作成し、緊急時連絡体制の確立に努める。 
 
５５  災災害害対対策策用用資資材材等等のの整整備備  

（１）応急給水用資機材の整備 
上下水道局は計画的に給水車（加圧式給水車を含む。）、給水タンク、浄水機及びペットボ

トル等の応急給水用資機材の整備に努める。 
（２）応急復旧用資機材の整備 

上下水道局は、計画的に次の事項に配慮し、応急復旧用資機材の整備に努める。 
ア 削岩機、掘削機、排水ポンプ、発電機、漏水発見器等の応急復旧用機械器具の整備 
イ 配水管、ジョイント等の応急復旧用資材の備蓄 
ウ 資機材の製造及び取扱業者等との事前協定による復旧用資機材等の緊急調達計画の策定 
エ 作業員の安全装備等の常備 

 
６６  防防災災広広報報活活動動  

上下水道局は災害時の活動を円滑に進めるため、市民、町内会等に対し、平時から防災体制、

飲料水の確保等について広報し、防災意識の啓発に努める。 
（１）市民に対する広報、啓発活動 

市民に対し、防災体制、飲料水の確保（最低限度３日分、１人１日３ℓ程度を目安）、衛生

対策等の留意事項について広報誌等により広報し、防災意識の啓発に努める。 
（２）町内会等への防災活動の研修 

町内会や自主防災組織に対し、応急給水計画を周知し、共同訓練等により防災活動の研修

を充実させ、緊急時における支援体制の確立に努める。 
（３）医療施設等への周知 

医療施設、要配慮者利用施設等に対し、震災直後における飲料水の備蓄（受水槽での必要

容量の確保）及び受水槽等の耐震性の向上について広報、指導に努める。
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第第１１４４節節  公公共共下下水水道道・・農農業業集集落落排排水水施施設設等等災災害害予予防防計計画画                                

 
公共下水道・農業集落排水施設は、ライフライン施設として市民の生活基盤の一翼を担うもの

であるが、被災時には多くの場合に補修・復旧が困難であり、市民へ与える影響が大きい。 
したがって、地震時の被害を最小限にとどめ、下水の排除と安定した処理を速やかに確保する

ため、平時において災害予防の向上のために施設などの耐震強化等による被災予防の推進と、災

害対策資材の確保や他機関との連絡協議等の応急活動の推進を図るものとする。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民及び地域の役割 

ア 各家庭において、地震発生から３日間（推奨１週間）程度に必要な携帯トイレ・簡易ト

イレの備蓄に努める。 

イ 災害時には、下水道等施設に流入させる水の量を少なくするように努める。 

ウ 市民は、地域の指定避難所における携帯トイレ・簡易トイレ、トイレ施設等の管理・配

布等を共同で行うなど、日ごろから共同で災害対応ができる間柄の形成に努める。 

エ 下水道等施設の復旧に協力するように努める。 

（２）企業・事業所、学校等の役割 

ア 企業・事業所、学校等において、地震発生から３日間（推奨１週間）程度に必要な携帯

トイレの備蓄に努める。 

イ 災害時には、下水道等施設に流入させる水の量を少なくするように努める。 

ウ 下水道等施設の復旧に協力するように努める。 

（３）県の役割 

ア 緊急体制の整備 

a 関係事業者団体等との応援協定等による緊急体制の整備 

b 関係市町村との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

c 他県等との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

d 管理する処理場、ポンプ場等施設の災害時マニュアル作成 

イ 市町村に対する支援体制の整備 

a 大災害を想定した県内市町村の支援体制を整備するように努める。 

b 災害査定における、技術的・知識的アドバイス等支援を行う体制を整備するように努

める。 

ウ 災害時における下水道等の使用に関する県民への普及啓発 

a 一般家庭、事業所等における携帯トイレ等備蓄の重要性及び災害時の下水道等の使用

について、普及啓発を図るように努める。 

エ 流域下水道施設の管理 

a 流域下水道等施設を早期に点検し、被災箇所の特定及び必要な応急処置を実施する。 

b 流域関連公共下水道管理者である市町村の協力を得ながら、早期に機能回復できるよ
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うに努める。 

c 流域下水道に関する情報を関係市町村、関係機関、県民等に周知するように努める。 

d 仮設用資材等災害時に必要な資材の備蓄又は調達ができるように努める。 

（４）市の役割 
ア 緊急体制の整備 

a 関係事業者団体等との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

b 関係市町村との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

c 県との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

d 他県等との災害時の応援協定等による緊急体制の整備 

イ 災害時における下水道等の使用に関する市民への普及啓発 

一般家庭・事業所等における携帯トイレ等備蓄の重要性及び災害時の下水道等の使用に

ついて、普及啓発を図るように努める。 

ウ 下水道等施設の管理 

a 下水道等施設を早期に点検し、被災箇所の特定及び必要な応急処置を実施する。 

b 県と協力し、早期に機能回復できるように努める。 

c 下水道等施設の被災に関する情報を関係市町村、関係機関、市民等に周知するように

努める。 

d 仮設用資材等災害時に必要な資材の備蓄又は調達ができるように努める。 

 
２２  耐耐震震強強化化対対策策  

（１）耐震診断及び耐震補強工事 
地震発生による公共下水道・農業集落排水施設の被害を防止あるいは軽減するため、施設

の耐震性を把握するとともに、弱点箇所については耐震化計画を立て、必要に応じて耐震補

強工事を行うものとする。 
（２）耐震計画、調査 

重要幹線及び処理施設内の水路等の複数系列化、下水管施設のネットワーク化について検

討する。 
（３）地震災害予防対策（液状化対策） 

地震による施設の被害の要因として、新潟地震以来各地に見られるように、地盤の液状化

による被害が大きいものと予想される。 
したがって、液状化対策（地盤改良による地盤の強固化等）を重点的に講じることが必要

である。 
 
３３  安安全全確確保保対対策策  

（１）台帳の整備 
施設台帳は、被災時の調査及び復旧作業を円滑に行う上で重要な資料である。そのため、

資料の収納及びデータ管理を行う施設の耐震化を進めるとともに、遠隔地に複数管理して、

資料の安全性の向上を図るものとする。また、マッピングシステムの導入による迅速かつ正
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確な管理を推進するものとする。 
（２）施設の点検パトロ－ル 

施設の点検パトロ－ルにおいて、地震災害に対して敏速かつ適切な措置が行えるように、

その施設の機能状況の把握に努めるものとする。 
（３）災害対策用資材等の確保 

災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、柏崎建設業協同組合と協力し、災害

対策用資材等の整備を図るものとする。 
災害対策用資材等は、想定される被害の内容を考慮して、平時から計画的に確保しておく

ことが重要である。特に、独自に確保できない資材等については、建設業協同組合、排水設

備組合、県環境整備事業協同組合、日本下水道管路管理業協会(中部支部)、下水道資材の販

売店等との協力協定を締結するとともに、近隣の市町村、下水道事業団等の協力を得ておく

ものとする。 
（４）防災関係機関等との協議及び連絡 

地下埋設物には、ガス管、水道管、電気、電話線等いわゆる「ライフライン」施設がある。 
調査、復旧を円滑に実施するため、これらの施設管理機関及び施設管理委託会社と協議及

び情報交換を行い、連絡、協力体制について取決めを行うものとする。 
また、調査、復旧を円滑に実施するためには、地域住民や処理施設組合、企業からの情報、

協力が必要となるので、市民への広報等を検討するものとする。 
 
４４  二二次次災災害害のの防防止止  

地震による被災時において、各施設は損傷の拡大及び機能の低下を最小限にくい止めるもの

とする。 
また、これらの被害に伴う災害、例えばポンプ場及び各処理場内での各種薬品類、重油及び

ガス等の燃料の漏えい、その他の二次災害が生じないように整備を図るものとする。 
 
５５  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

（１）市は、指定避難所に要配慮者用のトイレが設置されていない又は使用できない場合は、仮

設トイレ等の提供について配慮するように努める。 
（２）市及び県は、被災箇所にバリケード等を設置し、要配慮者が進入し、被災を受けないよう

に配慮するように努める。 
 
６６  積積雪雪地地域域ででのの対対応応  

市及び県は、積雪地域における下水道等施設の設置状況を把握し、積雪期における道路除雪

対応の把握など必要な対応がとれるように準備しておく。
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第第１１５５節節  危危険険物物等等施施設設災災害害予予防防計計画画                                

 
危険物、火薬類、高圧ガス、毒物劇物、有害物質（石綿含む）等の危険物品及び放射性物質（放

射線発生装置を含む。以下同じ。）（以下「危険物等」という。）は、その貯蔵又は取扱上の不備が

直ちに災害発生の原因となり得るとともに、他の原因に基づく災害発生時においては、被害を拡

大する要因ともなり得る。これらを取り扱う施設及び輸送する車両及び船舶（以下「船舶等」と

いう。）の関係者は自主保安対策を講ずることとし、監督機関（国、県、消防本部等）は施設及び

船舶等の関係者と協力しながら、災害予防の指導に当たるものとする。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）事業者の役割 

ア 共通事項 

（ア）災害発生時の消防、県警察等の関係機関及び関係事業所との連絡体制の確保を図る。 

（イ）従業者等に対し保安教育を実施して、保安意識の高揚と保安技術の向上を図る。 

（ウ）初期消火訓練等を定期的に実施するとともに、初動におけるヒューマンエラー防止の

ための訓練の徹底を図る。 

イ 危険物施設  

（ア） 消防法の規定に基づく耐震性の確保に努めるとともに、石油貯蔵タンク等については、

同法の規定に基づき、早期の耐震改修に努める。 

（イ）危険物保安監督者や危険物施設保安員の選任、危険物の取扱いについての技術上の基

準の遵守、予防規程の作成等安全管理体制を確立する。 

（ウ）自衛消防組織等の活動要領を定める等自主的な災害防止体制を確立するとともに、化

学消火薬剤等の必要な防護資機材の備蓄に努める。 

（エ）危険物取扱者等の人材及び防護資機材等について、近隣及び関連事業所等と相互に応

援が図られるよう、対応要領を定める等体制整備に努める。 

ウ 火薬類製造施設等 

（ア）火薬類取締法の基準を遵守することにより災害を未然に防止し、公共の安全を確保す

る。 

（イ） 火薬類製造事業者は、製造実態を考慮し危害予防規程の制定及び改定を行うとともに、

製造施設の適正な安全対策を実施する。 

（ウ）火薬類取扱事業者は、保安教育計画に災害対応についても定めるとともに、火薬類の

適正な管理を実施する。 

エ 高圧ガス製造施設等 

（ア）高圧ガス保安法の耐震設計基準に基づき適正に維持するとともに、耐震設計基準適用

前の設備についても、必要に応じて補強等を行う。 

（イ）高圧ガス保安法の規定に適合した状態に維持するとともに、保安係員や業務主任者等

の選任、高圧ガスの取扱い等の適正化や危害予防規程の作成等安全管理体制を確立する。 
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（ウ）災害発生時の自主防災活動組織の体制整備を行う。 

オ 毒物劇物保管貯蔵施設 

（ア）毒物及び劇物取締法の基準を遵守し、保健衛生上の危害を防止するために必要な措置

を講ずる。 

（イ）毒物又は劇物の取扱実態を考慮し、危害防止規定の制定及び改正を行うとともに、適

正な危害防止対策を実施する。 

カ 有害物質取扱施設等 

（ア）大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び特定工場にお

ける公害防止組織の整備に関する法律の基準を遵守し、人の健康を保護するとともに、

生活環境を保全する。 

（イ）災害発生時に、石綿飛散・ばく露防止に関する応急対応を迅速に実施するため、建築

物等における石綿使用状況を把握しておく。 

キ 放射性物質使用施設等 

（ア）保安体制を強化し、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等に定

める適正な障害防止のための予防措置の徹底により災害の未然防止を図る。 

（イ）放射性同位元素汚染の拡大防止のため、開口部や配管、配線の被害防止対策を講じる

とともに、線源収納部等の耐震性の確保並びに転倒、移動及び落下の防止措置を講じる。 

（ウ）放射線測定機器等の非常用資機材を整備するとともに、立入禁止区域、使用禁止、停

電時の対応措置等の行動マニュアル類を整備する。 

（エ）放射線施設の建物の耐震診断を実施するとともに、非常用資機材の作動点検を確実に

実施する。 

ク 危険物等積載船舶等 

（ア）危険物、高圧ガス等の臨海施設及びパイプライン等の保守、点検等を行うとともに、

専用岸壁における保安体制及びオイルフェンス、油処理剤等を整備する。 

（イ）海難事故、危険物等の海上への流出防止のための従業者等の教育訓練を徹底する。 

（２）県の役割 

ア 危険物施設安全対策 

（ア）市、消防機関に対し、危険物施設の耐震性の強化を図るよう事業者へ指導するととも

に、効果的で重点的な立入検査を実施して危険物施設の安全確保を図るよう要請する。 

（イ）危険物取扱者等に対し、保安に関する講習会等を通じて危険物施設の自主保安体制の

確立に関する指導及び啓発に努める。 

イ 火薬類製造施設等安全対策 

（ア）火薬類製造施設等に対し、保安検査及び立入検査を実施して火薬類取締法の基準に適

合するよう指導するとともに、災害の未然防止と公共の安全確保を図る。 

（イ）消防機関と情報の共有を図るとともに、事業者等に対し災害時の連絡体制整備の指導

に当たる。 

（ウ）（一社）新潟県火薬類保安協会の協力を得て火薬類保安責任者講習会等を通じて保安意

識の高揚と保安技術の向上を図る。 
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ウ 高圧ガス製造施設等安全対策 

（ア）高圧ガス製造施設等に対し、高圧ガス保安法の耐震設計基準に基づき適正に維持する

よう指導するとともに、高圧ガス保安法の耐震設計基準適用前の設備についても状況把

握を行い、必要に応じ補強等を行うよう指導する。 

（イ）高圧ガス製造施設等に対し、保安検査及び立入検査を実施して高圧ガス保安法の規定

に適合するよう指導するとともに、保安体制の確立を指導する。 

（ウ）高圧ガス容器の転倒防止措置の徹底及びガス放出防止弁の設置を指導する。 

（エ）（一社）新潟県高圧ガス保安協会、（一社）新潟県ＬＰガス協会及び新潟県冷凍空調設

備保安協会（以下「高圧ガス関係協会」という。）の協力の下に、高圧ガス取扱事業所の

保安係員、業務主任者等に対し、保安に関する講習会等を随時開催し、高圧ガスの自主

保安体制の確立を指導する。 

（オ）高圧ガス関係協会に対し、災害発生時に高圧ガス取扱事業所の要請により応援及び協

力できる体制を整備するよう指導する。 

エ 毒物劇物貯蔵施設安全対策 

（ア）毒物劇物営業者及び届出を要する業務上取扱者に対しては、毒物及び劇物取締法に基

づく立入検査等を実施し、適正な取扱いについて指導するとともに、毒物劇物の貯蔵状

況、危害防止規程等を確認し、対策又は改善が必要な場合には整備、補強等を指示する。 

（イ）届出を要しない毒物劇物を大量に取扱う業務上取扱者に対しては、実態把握に努め、

適正な取扱いについて指導するとともに、立入検査の実施、研修会の開催など指導の強

化を図る。 

オ 有害物質取扱施設等安全対策 

（ア）有害物質取扱施設等に対し、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策

特別措置法及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく立入検査を

実施し、有害物質の大気への排出防止、公共用水域への流出防止及び地下への浸透の未

然防止対策を指導する。 

（イ）届出を要しない事業場等の実態把握に努め、これらの事業場に対し、有害物質の大気

への排出防止、公共用水域への流出防止及び地下への浸透等の未然防止対策並びに事故

時及び緊急時の措置に関する体制整備を指導する。 

（３）市の役割 

ア 危険物等施設の設置状況を把握し、施設及び学校や研究施設等における危険物等の安全

対策に努める。 
イ 火薬類製造施設等に対し、保安検査及び立入検査を実施して火薬類取締法の基準に適合

するよう指導するとともに、災害の未然防止と公共の安全確保を図る。 
 
２２  危危険険物物施施設設安安全全対対策策  

危険物による災害は、震災等による発災はもとより、二次災害による被害も大きなウエイト

を占めることが予想されることから、災害の初期対応が特に重要と考えられる。 
このため、危険物取扱事業所は関係機関と連携した保安体制の強化、法令に定める適正な保
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安措置を講じるとともに、施設の耐震性の強化、自衛消防組織の育成、事業所間相互の応援協

力体制の確立、保安教育及び訓練の徹底によるヒューマンエラーの防止等、災害の未然防止を

図る。 
（１）施設の現況 

危険物は、重要なエネルギー源であり、各種産業における原材料をはじめ一般家庭での文

化的な生活を支える原動力として活用されていることから、近年各種産業の発展及び生活様

式の高度化に伴い年々増加している。 
（２）災害予防対策 

危険物施設の立地状況等の現状を勘案し、以下のとおり整備改善を図る。 
ア 耐震性の強化 

監督機関は、危険物施設の耐震性に関し、消防法の規定による基準に適合した状態を維

持するよう指導するとともに、旧消防法の規制に関する危険物施設についても、見直しを

図る等現行基準に適合できるよう指導する。 
イ 指導の強化 
（ア）監督機関は、危険物施設の位置、構造及び設備が消防法の規定による技術上の基準に

適合した状態を維持させるため、立入検査を励行する等指導を強化する。 
（イ）監督機関は、危険物保安監督者や危険物施設保安員等の選任、危険物の取扱いに関す

る技術上の基準の遵守、予防規程の作成、安全管理体制の確立を指導する等、危険物取

扱者制度に関する適正な運用を図る。 
ウ 保安教育 

監督機関は、（公財）新潟県危険物安全協会の協力の下に、危険物取扱事業所の管理責任

者、危険物保安監督者、危険物取扱者、危険物施設保安員等に対し、保安に関する講習会

等を随時開催し、危険物の自主保安体制の確立に関する指導、啓発に努める。 
エ 自衛消防組織の強化促進 
（ア）監督機関は、危険物取扱事業所が自衛消防組織等の活動要領を定める等、自主的な災

害予防体制の確立を図るよう指導を徹底し、自衛消防隊の組織化を図る。 
（イ）監督機関は、危険物取扱事業所に対し、他の危険物取扱事業所との相互応援に関する

協定の締結を促進し、災害時における具体的な応援措置を盛り込んだ「実施要領」を定

める等、効率の高い自衛消防力の確立を図るよう指導する。 
オ 防災訓練の強化 

監督機関は、危険物取扱事業所等に対し、具体的な災害想定の下に隣接事業所との連携

をも考慮した、より実践的な防災訓練等の実施について指導する。 
カ 化学消防資機材の整備 
（ア）消防機関は、化学消防車等の整備を図り、化学消防力の強化を促進する。 
（イ）監督機関は、危険物取扱事業所に対し化学消火薬剤及び必要機材の備蓄を促進するよ

う指導する。 
キ 関係機関との連絡体制の確保 

危険物取扱事業所は、防災無線等の通信手段の整備充実を図るとともに、被災した場合
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に備え、消防、警察等関係機関及び関係事業所と連絡体制の確保を図る。 
ク 災害発生時の自衛消防組織等の整備 

危険物取扱事業所は、災害発生時の自衛消防組織等の体制づくりや活動要領を定め、災

害時に迅速な対応が図れるよう努めるものとする。 
ケ 近隣事業所等との連携 

危険物取扱事業所は、危険物取扱従事者等の人材及び防護資機材等について近隣及び関

連事業所等と相互に応援が図られるよう、対応要領を定める等体制整備に努めるものとす

る。 
コ 初動体制の強化 

危険物取扱事業所は初期消火訓練を定期的に実施するとともに、初動におけるヒューマ

ンエラーの防止のための訓練の徹底を図るものとする。 
  

３３  火火薬薬類類製製造造施施設設等等安安全全対対策策  

火薬類取扱事業所は、地震により発災した場合被害の拡大が予想されることから、関係機関

と連携して保安体制の強化、法令に定める適正な保安措置を講じるとともに、保安教育及び訓

練の徹底によるヒューマンエラーの防止等、災害の未然防止を図るものとする。 

（１）災害予防対策 

ア 指導の強化 

（ア）監督機関は、火薬類の製造、販売、貯蔵、消費その他の取扱施設及び場所について火

薬類取締法の基準に適合するよう指導し、災害の未然防止と公共の安全確保を図る。 

（イ）監督機関は、経済産業省、警察及び消防機関との連携強化を図るとともに、必要に応

じ各機関の協力の下に防災上の指導に当たる。 

イ 保安教育 

監督機関は、（一社）新潟県火薬類保安協会が開催する、火薬類保安責任者講習会等に

協力し、保安意識の高揚と保安技術の向上に努める。 

ウ 自主保安体制の確立 

（ア）監督機関は、（一社）新潟県火薬類保安協会の協力の下に、火薬類の自主保安体制の

充実、強化を推進するなど防災上の指導に当たる。 

（イ）製造事業所（県内は煙火製造事業所のみ）は、製造実態を考慮し危害予防規程の制定

及び改定を行うこととし、監督機関は認可に際し、製造事業所の安全対策の実施につい

て指導の強化を行う。 

（ウ）火薬類取扱事業所が定める保安教育計画には、災害対応についても定めるよう努める

こととし、監督機関は認可に際し、災害の防止の観点から適正な管理について十分な指

導を行う。 

 

４４  高高圧圧ガガスス製製造造施施設設等等安安全全対対策策  

高圧ガスは、その物性、化学的特性により漏えいすると、爆発性や毒性から大災害につなが

るおそれがある。このため、高圧ガス取扱事業所は関係機関と連携した保安体制の強化、法令
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に定める適正な保安措置を講じるとともに、施設の耐震性の強化、保安教育及び訓練の徹底に

よるヒューマンエラーの防止等により災害の未然防止を図るものとする。 
（１）施設の現況 

「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に

関する市内の高圧ガス製造所等は増加傾向にある。 
（２）災害予防対策 

ア 耐震性の強化 
（ア）高圧ガス製造施設、貯蔵所 

ａ 監督機関は、高圧ガス保安法の耐震設計基準に基づき適正に維持するよう指導する

とともに、高圧ガス保安法の耐震設計基準適用前の設備について状況把握を行い、必

要に応じ補強等を行うよう指導する。 
ｂ 監督機関は、容器の転倒防止措置の徹底を指導するとともに、ガス放出防止弁の設

置を指導する。 
（イ）高圧ガス販売事業所、一般消費者消費設備 

監督機関は、容器の転倒防止措置の徹底を指導するとともに、ガス放出防止弁の設置

を指導する。 
イ 指導の強化 
（ア）監督機関は、高圧ガス取扱事業所の位置、構造及び設備を高圧ガス保安法の規定に適

合した状態に維持させるため、保安検査及び立入検査を強化する。 
（イ）監督機関は、保安係員や業務主任者等の選任、高圧ガスの取扱等の適正化や危害予防

規程の作成等安全管理体制の確立を指導する。 
ウ 保安教育 

監督機関は、（一社）新潟県高圧ガス保安協会、（一社）新潟県ＬＰガス保安協会及び新

潟県冷凍空調設備保安協会（以下「高圧ガス関係協会」という。）の協力の下に、高圧ガス

取扱事業所の保安係員、業務主任者に対し、保安に関する講習会を随時開催し、高圧ガス

の自主保安体制の確立に関する指導、啓発に努める。 
エ 防災訓練の強化 

監督機関は高圧ガス取扱事業所等に対し、具体的な災害想定の下に隣接事業所との連携

をも考慮した、より実践的な防災訓練等の実施について指導する。 
オ 関係機関及び高圧ガス取扱事業所間の連絡体制の確保 
（ア）高圧ガス取扱事業所は、災害発生時に、関係機関及び他の高圧ガス取扱事業所と連絡

体制の確保を図るものとする。 
（イ）高圧ガス関係協会は、災害発生時に、高圧ガス取扱事業所の要請により応援、協力で

きる体制を整備するものとする。 
カ 自主防災活動組織の整備 

高圧ガス取扱事業所は、災害発生時の自主防災活動組織の体制整備を行う等、災害時に

迅速な対応がとれるよう努めるものとする。 
キ 初動体制の強化 
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高圧ガス取扱事業所は、初期消火訓練を定期的に実施するとともに、初動におけるヒュ

－マンエラ－の防止のための訓練の徹底を図るものとする。 
 
５５  毒毒物物劇劇物物貯貯蔵蔵施施設設安安全全対対策策  

毒物劇物はその物性、化学的特性のため、漏えいするとその毒性により大きな被害が想定さ

れる。このため、監督機関は、毒物劇物営業者及び届出を要する毒物劇物業務上取扱者に対し

て、次の事項を指導するとともに、届出を要しない毒物劇物業務上取扱者のうち、毒物劇物を

大量に取り扱う者の把握に努め、適正な取扱いについて指導するものとする。 
（１）施設の現況 

監督機関は、毒物劇物営業者及び届出を要する毒物劇物業務上取扱者に対し、毒物及び劇

物取締法に基づく監視指導を実施している。 
（２）災害予防対策 

ア 毒物劇物営業者及び届出を要する毒物劇物業務上取扱者に対する指導 
監督機関は毒物及び劇物取締法に基づく監視指導の際、毒物劇物の貯蔵状況、事故発生

時の毒物劇物等による危害防止規定等を調査し、対策、改善が必要な場合は、整備、補強

等を指示する。 
イ 届出を要しない毒物劇物業務上取扱者に対する指導 

届出を要しない毒物劇物業務上取扱者の実態把握に努めることにより、毒物劇物を大量

に取り扱う者を把握し、研修会、立入検査を実施する等指導の強化を図る。 
 
６６  有有害害物物質質取取扱扱施施設設等等安安全全対対策策  

有害物質はその物性、化学的特性から、流出又は漏えいするとその有害性により人の健康及

び生活環境に大きな被害が生じることが想定される。このため、市は水質汚濁防止法の特定事

業場等に対して、法に基づき監視・指導を行うとともに、届出を要しない有害物質取扱事業場

等の把握に努め、有害物質の流出・漏えい防止について指導するものとする。 

（１）取扱施設等の現況 

市は、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び特定工場に

おける公害防止組織の整備に関する法律に基づく監視指導を実施している。 

（２）災害予防対策 

ア 水質汚濁防止法の特定事業場等に対する指導 

市は、水質汚濁防止法に基づく監視指導の際、法に基づく有害物質の流出及び地下への

浸透の防止等について指導するとともに、水質汚濁防止法第１４条の２第１項に基づく事

故時の措置及び報告の遵守を徹底させる。また、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特

別措置法及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律においても必要な指導を

行う。 
イ 届出を要しない工場又は事業場等に対する指導 

市は、届出を要しない工場又は事業場等の実態調査を実施し、有害物質を取り扱う工場

又は事業場等を把握し、有害物質の公共用水域への流出、地下への浸透等の防止対策や事



地震災害対策編 
第１編第２章第１５節 

「危険物等施設災害予防計画」 

- 93 - 

故時の関係機関への連絡等を指導する。 
 

７７  放放射射性性物物質質使使用用施施設設等等安安全全対対策策  

放射性物質使用施設等はその特性から、漏えいすることにより環境を汚染する等の被害が発

生するおそれがある。このため、放射性物質使用施設等は、関係機関と連携して保安体制を強

化し、法令に定める適正な障害防止のための予防措置、保安教育及び訓練の徹底による災害の

未然防止を図る。 

（１）施設の現況 
放射線使用事業所は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等により規

制されている。 
（２）災害予防対策 

国は、放射線使用事業所に対し、地震等の災害時における措置を放射線障害予防規程に定

める等、法令に基づき適正に維持管理するよう指導の徹底を図る。県は、医療法第２５条第

１項に基づく医療監視を行い、放射線使用施設（医療機関）に対し医療法施行規則「第４章

診療用放射線の防護」の章の規定を順守するよう、監視結果に基づき指導するとともに、施

設管理者が空間放射線量の増加と空気中あるいは水中での放射能、化学薬品等による人的災

害の防止のため次の措置を講じるよう指導する。 
ア 事前に実施すべき具体的措置 
（ア）放射線施設 

ａ 放射性同位元素汚染の拡大防止のための開口部や配管、配線の被害防止対策等 
ｂ 放射性同位元素の室外漏出防止のための措置 

（イ）放射線施設内設備 
ａ 線源収納部の耐震性の確保並びに転倒、移動、落下の防止措置 
ｂ 治療用線源、ＣＴ（コンピューター断層撮影法）などによる治療中、診断中の場合

の過度の照射対策等 
（ウ）放射性同位元素保管容器類 

ａ 放射性同位元素収納容器、廃棄物収納容器類の接触、転倒、落下防止対策 
ｂ 放射性同位元素廃液容器の破損防止措置 

イ 非常用機器材の整備 
（ア）放射線測定機器、放射線被ばく防護機材、汚染防止用具類、消火器類等の整備等 
（イ）非常用電源類の整備 
ウ 放射性同位元素等の管理 

緊急収納用の運搬可能な鉛容器等の準備等 
エ 通報連絡、情報収集体制の整備 

消防本部等関係機関との協議、連絡体制の確立等 
オ 行動マニュアル類の整備 
（ア）立入禁止区域、使用禁止、停電時の対応措置等のマニュアル化 
（イ）消火方法の要点明示と汚染拡大しない消火方法の表示 
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カ 防災教育 
（ア）防災計画概要及び基本姿勢の周知 
（イ）非常用機材の種類、作動原理、使用目的と効果の周知 
キ 防災訓練 

避難訓練、通報訓練、点検訓練、措置訓練を規模、形態に応じて定期的に行い徹底を図

る。 
ク 定期点検 
（ア）放射線施設の建物についての耐震診断の実施 
（イ）非常用機材の作動点検、有効期間を配慮した措置 
（ウ）廃液貯留槽内での量、濃度点検、漏水検査等 

  

８８  学学校校、、研研究究施施設設等等安安全全対対策策  

市は、県、消防本部、関係機関と連携し、学校や研究施設等における少量危険物・薬局等に

ついて管理者に法令安全規則の遵守等、適正な管理について指導･助言するものとする。また、

施設・設備の耐震化及び免震化による危険物の落下による被害の未然防止について、指導・助

言するものとする。 
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第第１１６６節節  火火災災予予防防計計画画                                            

 
地震発生時における同時多発火災に備えるため、市及び消防機関等は、火災予防体制等の充実

を図るものとする。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民・企業等の役割 

ア 市民の役割 

（ア）安全自動消火装置付火気器具の使用に努める。 

（イ）柏崎市火災予防条例で義務付けられた住宅用火災警報器の設置及び維持管理を行う。 

（ウ）消火器、消火バケツ等の消火器具の設置に努める。  

（エ）台所など火を使う場所の不燃化に努める。 

（オ）カーテン、じゅうたん等は、防炎製品の使用に努める。 

（カ）灯油ホームタンク等の転倒及び漏えい防止等の安全管理に努める。 

（キ）家具類の転倒・落下防止措置に努める。 

（ク）町内会や市等が実施する消防訓練等へ積極的に参加する。 

イ 地域の役割 

地域の自主防災組織等は、消防訓練等を積極的に実施するなど、日ごろから火災防止意

識の醸成に努める。 

ウ 企業、事業所等の役割 

（ア）防火管理者及び防災管理者の選任義務のある事業所等は、自衛消防の組織を設置する

とともに、消防計画の整備及び従業員に対する消防計画の周知を徹底し、実務講習等の

教育及び実践的かつ定期的な訓練を実施する。 

（イ）救出・救護知識の普及及び必要な資機材の整備を行う。 

（ウ）厨房設備等の適切な使用、維持管理を徹底するとともに、火気使用場所の環境整備及

び可燃性物品の転倒防止措置を講じる。 

（エ）病院、社会福祉施設等要配慮者が多数所在・利用する施設及び物品販売店舗等不特定

多数の者が利用する施設においては、その規模等により自動火災報知設備、屋内消火栓

設備等の適正な設置及び維持管理を行う。 

（２）県の役割 

  ア 防火思想の普及促進 
県民に対して、市町村・消防機関の協力を得ながら、広報活動により出火防止や消火・

避難対策の普及促進を図るとともに、住宅用火災警報器等の設置を促進する。 
イ 自主防災組織の育成強化の支援 

市町村と十分協議の上、地域の自主防災組織の育成強化や防火防災教育を支援すること

により、火災の未然防止及び火災発生時の被害の軽減を図る。 
ウ 消防設備士等の活用 
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消防設備士、防火管理者、防災管理者等の資質の向上を図り、事業所等における防火管

理及び防災管理体制の整備を図る。 
（３）市の役割 

ア 消防力の整備充実 

消防職員及び消防車両等について、消防力の整備指針に対する充足率を満たすよう各種

助成制度を活用し、その整備充実に努める。 

イ 消防水利の確保 

同時多発火災及び大規模火災への対応力強化と初期消火活動の充実を図るため、耐震性

貯水槽の整備など地域の実情に即した多元的な水利の確保を図る。  
ウ 消防団の充実強化 
（ア）地域住民、事業所の消防団活動への理解を深め、協力を得るため、広報活動の更なる

充実や消防団協力事業所表示制度の活用及び自主防災組織との連携を促進する。 
（イ）迅速、効率的な消防活動の実施のため、通信設備及び小型動力ポンプ積載車等を整備

するなど機動力の強化を図る。 
エ 自主防災組織の育成強化 

県と連携して、地域の自主防災組織の育成強化と防火防災教育を実施・支援することに

より、火災の未然防止及び火災発生時の被害の軽減を図る。また、消防団との連携を促進

する。 
オ 臨時へリポートの整備 

災害時には専用場外離着陸場以外のヘリポート適地が必要となることから、小・中学校

のグラウンド、陸上競技場、野球場、駐車場等のうち、避難場所と重ならない場所を臨時

離着陸場としてあらかじめ指定する。 
  

２２  出出火火防防止止  

地震発生時には、火気使用設備・器具等から出火する危険性が極めて高い。このため、市及

び消防機関は市民等（各家庭、地域、学校、事業所等）に対し火災予防運動等をはじめとした

あらゆる機会を通じ、防災意識や出火防止に関する知識の普及・啓発に努めるものとする。 
また、市及び県は、木造建築物密集地域等において、災害により大規模な火災が発生する可

能性に備え、関係機関との連携による迅速な延焼防止、避難誘導体制の整備に努めるものとす

る。 
（１）査察及び防火診断の実施 

消防機関は、物品販売店舗、旅館、ホテル等不特定多数の者が出入りする防火対象物、要

配慮者利用施設、病院等自力避難が困難な者が多数入所している施設の防火対象物に対し、

重点的に査察を実施する。 
また、一般住宅等についても、防火診断等を通じて出火防止の指導を行うとともに、防火

対象物の管理者等についても地震時の出火防止対策を徹底する。 
（２）防火管理者等に対する指導 

消防機関は、事業所の防火管理者及び施設管理者等に対し、次の火災予防対策を講じるよ
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う指導する。 
ア  防火管理者を置く事業所における消防計画の整備及び従業員に対する消防計画の周知徹

底 
イ  一つの建物で管理権原者が複数となる場合の管理責任区分及び統括防火管理に関する協

議事項の明確化 
ウ 救出、救護知識の普及及び必要な資機材の整備 
エ 実践的かつ定期的な消火訓練及び避難訓練の実施 
オ 火気使用場所の環境整備及び可燃性物品の転倒落下防止措置 
カ 要配慮者や不特定多数の人を収容する病院、要配慮者利用施設及び物品販売店店舗等に

おいて、消防用設備等の適正な設置及び維持管理 
（３）市民に対する普及、啓発 

市及び消防機関は、市民の防災意識や地震時における出火防止に関する知識の向上を図る

ため、次の項目について普及・啓発に努める。 
ア 消火器、消火バケツ等の消火器具の普及 
イ 家具類の転倒、日用品等の落下防止措置の徹底 
ウ 安全自動消火装置付火気器具の普及及び点検整備の指導 
エ 火気使用場所の不燃化の推進 
オ カーテン、じゅうたん及び寝具類等防炎製品の普及促進 
カ 灯油等危険物の安全管理の徹底 
キ 地震時の火気取扱制限 

  

３３  消消防防用用設設備備等等のの整整備備、、耐耐震震化化  

消防機関は、市民に対し住宅用火災警報器等の設置促進及び設置後の維持管理を指導すると

ともに、防火管理者及び施設管理者等に対し、地震時において発生した火災を初期のうちに消

火する等消防用設備の機能が十分に発揮されるよう、耐震措置の実施について指導するものと

する。 
 
４４  初初期期消消火火体体制制のの強強化化  

消防機関は初期消火体制の確立を図るため、自衛消防隊、市民等及び自主防災組織に対し、

次の対策を指導するものとする。 
（１）防火管理者の選任義務がある事業所に対し、消防計画に基づき組織される自衛消防隊に各

種訓練等を通して指導する。 
（２）防火管理者の選任義務のない事業所に対しても、市民により組織される自主防災組織に対

する啓発と同様に、消防訓練や防火講習会等への参加の呼びかけ、防火パンフレット等の配

布によって防災意識と災害時行動力の向上を図る。 
 
５５  火火災災のの拡拡大大防防止止体体制制のの強強化化  

地震時には、同時多発火災の発生と延焼による火災の拡大が予想されることから、消防力の
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充実強化を図り、その被害の軽減に努めるものとする。 
（１）消防体制の強化 

ア 消防本部の現状 
消防本部の令和５（２０２３）年４月１日現在での状況は次のとおりである。 

（単位：人・台） 
 本部（署） 西分署 高柳分遣所 西山分遣所 出雲崎分遣所 計 

職員数 ９３ ２３ １２ １６ １２ １５６ 

消防ポンプ自動車 ３ ２ １ １ １ ８ 

はしご自動車 １ １ ― ― ― ２ 

化学消防車 １ ― ― １ ― ２ 

救急自動車 ２ １ １ １ １ ６ 

救助工作車 １ ― ― ― ― １ 

指揮車 １ ― ― ― ― １ 

特
殊
車
等 

小型動力ポン

プ付水槽車 
１ ― ― ― ― １ 

資機材搬送車 ２ ― ― ― ― ２ 

人員搬送車 １ ― ― ― ― １ 

広報車 １ ― ― ― ― １ 

火災原因調査

車 
１ ― ― ― ― １ 

指揮支援車 １ ― ― ― ― １ 

その他の車両 ３ ― ― ― ― ３ 

イ 消防組織の強化 
大規模災害等への対応力を強化するため、新潟県広域消防相互応援協定等の消防相互応

援協定に基づく協力体制の整備を図るものとする。 
ウ 災害時における体制 

消防機関は、非常招集に関する規定に基づき、災害時における要員の迅速な確保を図る

ため、あらかじめ参集基準及び参集方法等を定めておくものとする。 
エ 消防力の整備充実 

消防機関は、消防職員及び消防車両等の消防力の基準に対する充足率を満たすよう、そ

の整備充実に努めるものとする。 
（２）重要防火対象物等の把握 

市及び消防機関は、危険物施設、消火優先地域、重要消火対象物、災害救護用物資の貯蔵

施設等の重要防火対象物について、優先的に火災防御活動を行うため、それらの施設に対す

る重要防火対象物警防計画を整備保管し、迅速な火災防御活動に努めるものとする。 
（３）消防水利の確保 

ア 市及び消防機関は、同時多発火災への対応力強化と初期消火活動の充実を図るため、多

元的な消防水利の確保が重要となることから、消火栓のみに頼ることなく地域の実情に即

した次のような水利の確保を図り、災害に備えるものとする。 
（ア）河川、池、海水、農業用水、流雪溝、プールの利用 
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（イ）消火栓、防火水槽、耐震性貯水槽の設置 
上記の消防水利の位置について明記した水利台帳を整備保管し、迅速な消防活動に努

めるものとする。 
イ 市及び消防機関は、地震時における市街地の消防水利として防火水槽、耐震性貯水槽が

有効であることから、その整備促進を図るものとする。 
市内防火水槽の令和５（２０２３）年４月１日現在での状況は次のとおりである。 

防火水槽の規模 設  置  数 

１００㎥以上 
６０㎥以上  １００㎥未満 
４０㎥以上    ６０㎥未満 
２０㎥以上    ４０㎥未満 

１３基 
８基 

１３０基 
２２１基 

合            計 ３７２基 

 

（４）消防団の体制強化 
ア 消防団の現状 

消防団の令和４（２０２２）年４月１日現在での状況は次のとおりである。 

消 防 団 数 ・ 分 団 数 

団 員 数 

小型動力ポンプ積載車 

指 揮 広 報 車 

１団６方面隊１９分団 

１，２８４人 

８５台 

１台 

イ 消防団の充実強化 

（ア）消防団員の確保 
ａ 消防団活動のＰＲ 
ｂ 女性消防団員の確保 
ｃ 消防団協力事業所の認定 
ｄ 次世代の消防団員の育成 

（イ）消防団の活性化 
ａ 消防団員の処遇の改善 
ｂ 消防団員の能力向上のための支援 
ｃ 自主防災組織等との連携 
ｄ 事業主等へのＰＲ活動 

（ウ）消防団員の教育訓練 
ａ 消防団員の教育の充実 
ｂ 消防団員の訓練の充実 
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ｃ 常備消防との連携強化 
ｄ 消防団員による救命講習の推進 
ｅ 救助資機材取扱講習の実施 

（エ）消防団施設・装備の整備 
ａ 消防団施設の維持補修・更新 
ｂ 消防団装備の充実 
ｃ 消防団員の安全装備充実等 

 
６６  新新潟潟県県消消防防防防災災ヘヘリリココププタターー  

（１）緊急運航要請手続 
ア 火災等が発生し、消防防災ヘリコプターの緊急運航要請をしようとする消防本部は、航
空隊へ緊急運航の要請を連絡する。（航空隊勤務時間外については、航空隊長又は副隊長に
転送される） 

 
新潟県消防防災航空隊 電話（０２５）２７０－０２６３ 

イ 連絡後、航空隊に対して「消防防災航空隊出動要請書」により、ＦＡＸで要請する。 
（注）消防防災航空隊出動要請書（資料編 ６－４「新潟県消防防災ヘリコプター緊急運

航要領」参照） 
ウ 県危機対策課は、航空隊からの連絡を受け、航空隊の出動の可否を決定し、その旨航空

隊に指示する。 
エ 航空隊は出動の可否等を要請消防本部に対して回答する。 

（２）ヘリポートの整備 
災害時には、ヘリコプターによる迅速かつ適切な活動が求められることから、市はヘリポ

ート適地として、小・中学校のグラウンド、陸上競技場、野球場、駐車場等を臨時離着陸場

として指定しておくものとする。 
（注）資料編 ５－７「ヘリポート適地」参照 

 
７７  消消防防本本部部間間のの広広域域応応援援体体制制  

消防本部は、単独では対処不可能な災害の発生に備え、以下の協定等を締結している。 

協定等の名称 締結年月日 業務内容 協定先等の名称 

緊急消防援助隊運用要綱 平成16(2004)年 4月 1日 災害 全国都道府県 

新潟県広域消防相互応援協

定 

平成17(2005)年 9月 1日 

（平成29(2017)年9月1日

改正） 

災害 上越地域、中越地域、下越地域、佐渡地域 

新潟県消防防災ヘリコプタ

ー応援協定 
平成 7(1995)年 4月 1日 災害 新潟県下の市町村及び消防事務に関する

一部事務組合 

中部消防応援協定 平成19(2007)年10月12日 

（平成29(2017)年1月1日
災害 長岡市 

三条市 
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改正） 燕・弥彦総合事務組合 
見附市 
加茂地域 
小千谷市 
十日町地域 
魚沼市 
南魚沼市 

消防相互応援協定 平成17(2005)年 5月 1日 災害 上越地域消防事務組合 

高速自動車国道北陸自動車

道長岡西山間消防相互応援

協定 
平成17(2005)年 4月 1日 災害 長岡市 

高速自動車国道北陸自動車

道米山柿崎間消防相互応援

協定 

平成17(2005)年 5月 1日 

（平成22(2010)年4月1日

改正） 

災害 上越地域消防事務組合 

  
８８  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

（１）市は、要配慮者等と接する機会の多い、ホームヘルパー、民生委員・児童委員等の福祉関

係者や防火クラブ員等に対し、火災予防に関する知識の普及を図り、積極的な協力を働きか

ける。 
（２）市は、避難行動要支援者が居住する住宅について、防火診断を重点的に実施し、住宅用火

災警報器等の設置普及を図る。 
  
９９  積積雪雪地地域域ででのの対対応応  

市は、積雪期においては除雪等を的確に行い、必要な消防水利を確保するとともに、雪崩危

険箇所や道路状況を把握するよう努める。 
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第第１１７７節節  廃廃棄棄物物処処理理体体制制整整備備計計画画                                  

 
大規模地震や津波発生後、大量に発生する廃棄物(燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、し

尿など)や倒壊物・落下物等を適切、かつ迅速に処理することは、市民生活の早期安定や再建、公

衆衛生の確保等に欠かせない。 

このため、廃棄物処理施設の耐震化等を図るとともに、廃棄物処理活動が迅速に行われるよう

処理体制の整備を推進するものとする。 

 

１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民の役割 

ア 各家庭において、住宅の耐震化、タンスの固定化など、地震による家屋の損壊及び家具・

家財等の破損の防止に努める。 

イ 市が周知する災害時の廃棄物の排出方法等を理解し、災害時での廃棄物処理に協力でき

るよう努める。 

（２）県の役割 

   広域処理体制の整備 

  ア 県内市町村間の広域処理体制を整備する。 

県内市町村の収集・処理能力を把握し、災害時の廃棄物処理の広域応援体制を整備する。 

  イ 関係団体との協力体制 

災害時の応援協定等による広域処理体制を整備する。 

  ウ 近隣他県との協力体制 

災害廃棄物処理に関し、地域ブロック協議会の活用等により近隣他県、国との協力体制

を整備する。 

（３）市の役割 

   災害廃棄物処理計画の策定や一般廃棄物処理施設の耐震化、協力体制の整備等に努める。 

  
２２  災災害害廃廃棄棄物物処処理理体体制制のの整整備備  

（１） 災害時の廃棄物処理についての組織体制、関係機関等との連絡体制、市民への広報の方法、

仮置場の配置計画、ごみ、し尿の収集、処理方法等の体制について具体的に示した災害廃棄

物処理計画を策定する。  

（２）市民に協力を求める事項（ごみの排出方法等）について周知を図るとともに、防災訓練等

を通じて啓発を行う。 

  

３３  廃廃棄棄物物処処理理施施設設のの耐耐震震化化等等  

（１）施設の更新時等に耐震化を図るとともに、災害時の廃棄物の大量処理を想定し、一定程度

能力に余裕をもった施設の整備に努める。併せて、災害時での稼働、電力供給や熱供給等の

拠点としての活用も想定し、始動用緊急電源のほか、電気･水･熱の供給設備を設置するよう
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努める。 
（２）応急復旧のための資機材の備蓄に努めるとともに、被害状況の把握、点検マニュアル、施

工業者等の連絡協力体制を整備する。 
  

４４  協協力力体体制制のの整整備備  

近隣市町村、関係機関等の災害時協定等により、災害廃棄物処理の協力体制を整備するとと

もに、地域の住民組織やボランティア組織等との協力体制を整備する。
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第第１１８８節節  鉄鉄道道施施設設災災害害予予防防計計画画                                    
 

鉄道施設は、輸送機関として重要な施設であり、新設や更新、補強の際には、災害の発生に対

処するため、鉄道施設等の機能が外力及び環境の変化に耐える防災強度を確保するよう、綿密な

整備計画に基づき予防措置を講じるものとする。 

また、施設、設備の安全性を確保するため、定期的に点検、検査を実施し、保守、補強等の整

備を計画的に推進するのものとする。 
 

１１  施施設設・・設設備備のの安安全全性性のの確確保保  

鉄道施設の点検整備は、定期検査により全ての構造物の検査を実施しており、安全性のチェ

ック及び気象・環境条件等により設備の変状の有無を確認する必要が生じた場合には、不定期

により検査を実施する。検査結果に基づく保守・補強・更新など計画的に実施するものとする。 

（１）施設の保守管理  

土木建造物の被害が予想される高架橋、橋りょう、盛土、トンネル等の定期検査を行い、

その機能が低下しているものは補強、取替等の計画を定める。 

（２）近接施設からの被害予防  

線路に近接する施設等の落下、倒壊による線路への被害を防止するため、関係官公庁、施

設関係者に施設整備及びその推進を要請する。 

  

２２  防防災災体体制制のの確確立立  

防災上実施すべき対策を行うため、防災業務実施計画等を定めるとともに、災害に備えて情

報連絡の万全を期すため、情報収集体制の整備を図るものとする。 

（１）災害対策本部等の設置  

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。  

（２）情報伝達方法の確立  

ア 防災関係機関、地方自治体との緊急な連絡及び機関部内相互間の情報伝達を円滑に行う

ために、次の通信設備を整備する。  

（ア）緊急連絡用電話  

（イ）指令専用電話  

（ウ）ＦＡＸ  

（エ）列車無線   

（オ）携帯無線機等  

イ 地震計を整備するとともに、情報の伝達方法を定める。  

（３）運転基準及び運転規制区間の設定  

地震発生時の運転基準及び運転規制区間をあらかじめ定め、発生時にはその強度により運

転規制等を行うとともに、安全確認を行う。  

（４）防災教育及び防災訓練の実施  



地震災害対策編 
第１編第２章第１８節 

「鉄道施設災害予防計画」 

- 105 - 

関係者に対し次の事項について防災教育を行うとともに、必要な訓練を実施する。 

ア 地震発生時の旅客の案内 

イ 避難誘導等混乱防止対策 

ウ 緊急時の通信確保・利用方法 

エ 旅客対策等 

オ 関係者の非常招集 

 

３３  災災害害対対策策用用資資材材等等のの確確保保  

早急な運転再開を図るため、建設機材・技術者の現況把握及び活用方法、資材の供給方法を

あらかじめ定めておくものとする。 

（１）建設機材の現況把握及び運用  

復旧作業に必要な応急建設機材について関係箇所の配置状況、種類、数量及び協力が得ら

れる部外関係機関、関係協力会社等の手持ちを調査しておくとともに、借用方法及び運用方

法について定めておく。 

（２）技術者の現況把握及び活用 

復旧作業に従事する技術者等の技能程度、人員及び配置状況を把握しておくとともに、緊

急時に対応できる関係会社の状況も併せて把握しておく。 

（３）震災時における資材の供給等 

震災時における資材の供給については、災害用貯蔵品の適正な運用を図るとともに、必要

なときは関係協力会社から緊急調達する等迅速な供給体制を確立するため、あらかじめ定め

ておく。 

 

４４  防防災災広広報報活活動動  

鉄道事業者は、運転の状況、復旧見通し等について、正確かつ速やかに広報活動を行うため

の情報連絡体制を確立するものとする。 

 
５５  市市のの役役割割  

  市はあらかじめ災害時の鉄道事業者との連絡調整窓口、連絡方法等について必要な準備を整

えておく。 
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第第１１９９節節  救救急急・・救救助助活活動動体体制制整整備備計計画画                                      

    
地震及び津波等の災害が発生し、家屋の倒壊、窓ガラスの落下、火災等により同時多発する現

場での多数の被災者に対し、市、消防機関、県警察、第九管区海上保安本部、新潟ＤＭＡＴ指定

医療機関、各医師会、医療機関、消防団、自主防災組織等は連携して救急救助活動を行うととも

に、迅速かつ適切な救出措置及び救急医療活動を行うため、必要な資機材及び情報連絡手段を含

めた救急救助体制の整備を行うものとする。また、関係機関の広域的な支援及び応援を円滑に受

入れ、有機的な活動が行える体制の整備を図るものとする。 
  

１１  救救急急救救助助活活動動  

災害発生時の現場における初期活動から救急搬送までの関係機関が、有機的に連携した体制

整備を図るものとする。 
（１）消防団の対策 

ア 初動体制 
消防団は、災害発生時、一刻も早い現場到着が必要であることから、団員の連絡・参集

体制の整備、充実を図るとともに、自主防災組織及び地域住民と協力して一人でも多くの

人員で救急救助を行えるよう、日ごろから自主防災組織及び地域住民との連携による初動

体制の確保に努めるものとする。 
イ 救急救助体制の整備 

市は、消防団に対して救急救助活動についての指導訓練を積極的に行うものとする。ま

た、油圧カッター、エンジンカッター、チェーンソー、ストライカー等の救急救助資機材

を整備し、機動力の強化を図るものとする。 

（２）消防本部の対策 
ア 救急救助体制の整備 
（ア）救急隊員、救助隊員の現状 

救急隊員、救助隊員の令和５（２０２３）年４月１日の現状は次のとおりである。 

救急隊設置状況 救助隊設置状況 

専 任 兼 任 専 任 

隊 数 隊員数 隊 数 隊員数 隊 数 隊員数 

１ １４ ４ １００ １ １２ 

（イ）救急救助体制の整備 
消防本部は、救急隊員、救助隊員の専任率の向上を図るとともに、救急隊員として高

度な応急処置を行うことができる救急救命士の育成に努める。更に、高規格救急自動車、

救助工作車等の救急救助資機材の整備を図るものとする。 
イ 市民に対する防災意識の啓発 

消防本部は、救助訓練、応急手当の普及啓発活動等を実施し、市民の防災意識の高揚を
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図るものとする。 
また、要配慮者が災害発生時に犠牲になるケースが多いことから、要配慮者の避難誘導

等が円滑に行われるよう努めるものとする。 
ウ 救急救助活動における交通確保 

建物等の崩壊や道路の損壊等により通行障害が発生した場合の交通確保対策を、警察、

関係機関とあらかじめ協議しておくものとする。 
エ 民間等による救急救助支援体制の確保 

同時多発災害に備え、地元業者等から救急救助活動に必要な車両、操作要員の派遣を受

けられる体制の整備に努めるものとする。 
オ 医療機関との情報交換及び緊急患者受入れ確認体制 

同時多発する救急搬送について、迅速かつ的確な救急搬送を行うために、医療機関との

情報収集、伝達体制の確立を図るものとする。 
カ 救急隊員等の養成 

救急隊員、救急救命士及び指導救命士の養成・育成に努めるものとする。 
  キ 防災関係機関との通信連絡体制の確保 
    消防本部は、県、警察、県内各消防本部、消防団及び地元医療機関との通信手段を確保

し、連絡体制を確立して迅速かつ適切な救急・救助活動を実施する。 
  ク 広域消防相互応援の要請及び受援 
    消防本部は、新潟県広域消防相互応援協定等に基づく応援部隊の受援を円滑に行い、応

援消防部隊の的確な活動管理及び指揮が行えるよう体制を整備する。 
  ケ 緊急消防援助隊の要請及び受援 
    消防本部は、新潟県緊急消防援助隊受援計画に基づき、緊急消防援助隊応援部隊の円滑

な受入れ及び的確な活動指揮が行えるよう体制を整備する。 
（３）医療機関との連携体制 
   同時多発する救急搬送の受入体制について、事前に医療機関と協議するとともに広域的な

搬送体制の確立を図る。 
ア 柏崎市刈羽郡医師会及び医療関係機関における対策 

救急活動を円滑に行うために、柏崎市刈羽郡医師会及び医療関係機関は、医師及び看護

師等の緊急招集体制を確立し、受入体制の整備を図るものとする。 
また、市から援助の要請があったときは、医療救護班を編成して現地に派遣し医療活動

を行うとともに、急迫した事情のある場合は医療機関に収容して救護を行う。 
イ 日赤新潟県支部柏崎市地区の対策 

日赤新潟県支部柏崎市地区は、市から援助の要請があったとき又は必要と認めたときは、

医療救護活動を行う。 
災害救助法適用後は、県との協定に基づき医療救護に当たる。 

ウ 医療器材等の供給支援体制の確保 
    日赤新潟支部柏崎市地区、柏崎市刈羽郡医師会、関係業者等と連携し医療器材等の供給

支援体制を整備する。 
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（４）市職員の対策 
   市は、応急対策に当たる市職員に対し、応急手当の知識、技術の取得のため講習等を行い、

災害対応力の強化を図る。 
  

２２  ヘヘリリココププタターーにによよるる救救急急・・救救助助活活動動  

    県、県警察、第九管区海上保安本部、自衛隊、長岡赤十字病院（西部ドクターヘリ基地病院）

及び新潟大学医歯学総合病院（東部ドクターヘリ基地病院）等、航空機を保有する機関は、平

時から訓練等を通じ、安全かつ効果的な救急・救助活動が行える体制の確保に努める。また、

職員の安全確保を図りつつ、効率的な救急・救助活動を行うため、相互の連絡体制の強化を図

るとともに、職員の教育訓練を行い、救急・救助機能の強化を図るものとする。 

  県及び消防機関は、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救助隊

の整備を推進するとともに、先端技術による高度な技術の開発に努める。 

 

救急・救助活動を要請できるヘリコプター保有機関と連絡先 

機  関  名 連        絡        先 

新潟県消防防災航空隊 電話  ０２５－２７０－０２６３（航空隊事務所） 

要請は柏崎市消防本部 ２４－１５００ 

新潟県警察航空隊 電 話   ０２５－２８５－０１１０（警備第二課） 
要請は柏崎警察署 ２１－０１１０ 

第九管区海上保安本部 電 話  ０２５－２８５－０１１８ 

航空自衛隊新潟救難隊 

電 話  ０２５－２７３－９２１１（内３１  飛行班） 

(夜間） 〃  －  〃  －    〃  （内５０ 救難隊当直） 

※要請手続は第３章第１０節「自衛隊の災害派遣対策」による 

新潟県ドクターヘリ 要請は柏崎市消防本部 ２４－１５００ 

  

３３  新新潟潟ＤＤＭＭＡＡＴＴ指指定定医医療療機機関関のの対対策策  

    新潟ＤＭＡＴ指定医療機関は、県等からの要請又は自らの判断により、新潟ＤＭＡＴを派遣

し、災害現場等において救命活動を行う。また、新潟ＤＭＡＴの技術の向上等を図るため、編

成した新潟ＤＭＡＴの研修、訓練の機会の確保に努める。 

  

４４  県県のの役役割割  

  県は医療救護活動等の広域的な医療支援の円滑な受入れ及び活動が行える態勢を整備する。

また、県警察及び消防機関と連携し、緊急時の医師等の搬送や誘導等の支援体制を整備するこ

ととし、以下の役割を担う。 

（１）救急・救助連絡体制の確立 

     迅速かつ適切な救急・救助活動が行えるよう、県、警察本部、市、消防本部間の連絡

体制を確保する。 
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  （２）救急医療連絡体制の確立 

     広域災害・救急医療情報システム等の整備充実を図り、行政・消防・医療機関等の連

絡体制を確保する。 

     また、消防機関とＤＭＡＴが災害現場において安全かつ円滑な連携活動を実施できる

よう、連携体制の構築を図る。 

 （３）救急救命士の救命技術の高度化 

     県消防学校において、必要に応じて教育を行い、県内救急救命士の技術高度化を図る。 

  （４）緊急消防援助隊の受援体制の整備 

県内の消防力だけでは対応できない大規模災害発生時において、緊急消防援助隊の要

請及び受入れを円滑に行うための受援体制を整備し、訓練等を通じて習熟を図る。 

  （５）医療資機材等の供給協定 

     市における医療資機材等の不足に対応するため、新潟県医薬品卸組合、新潟県薬剤師

会、新潟県医療機器販売協会及び東北新潟歯科用品商協同組合と医療資機材等の供給に

関する協定を締結する。 

  （６）航空消防防災体制の充実 

     県は、消防防災ヘリコプターによる救急・救助要員の技術の向上及び資機材の整備充

実に努めるとともに、緊急消防援助隊航空部隊等の受援体制の整備を図る。 

     また、消防本部との訓練等を通じて、航空機による救急・救助活動について円滑な実

施を確保するよう努める。 

  （７）航空機保有機関との協力体制の確保 

     県、県警察、第九管区海上保安本部、自衛隊、長岡赤十字病院（西部ドクターヘリ基

地病院）及び新潟大学医歯学総合病院（東部ドクターヘリ基地病院）等、県内航空機保

有機関は合同訓練や隊員の交流等を通じ、相互理解と協力体制の確保に努める。 

  

５５  第第九九管管区区海海上上保保安安本本部部のの役役割割  

  海上における要救助者の効果的な救出を行うため、救助技術の向上及び資機材の整備充実に

努める。 

  また、海上のみでなく陸上における救急救助体制についても、業務に支障のない範囲で、関

係機関との協働による迅速な救急・救助体制の充実強化に努める。 

  

６６  市市民民のの役役割割  

  市民は、平時から地域・学校区・町内会等における協力体制を育むとともに、自主防災組織

の活動に参加して防災知識及び技術の習得に努め、災害時に地域の消防団員及び警察官等と協

力して、地域の被害軽減を図ることができるよう努める。 
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第第２２００節節  医医療療救救護護体体制制整整備備計計画画                                            

 
市、県、医療機関及び医療関係団体は、緊密な連携を図り、必要な資機材及び情報連絡体制の

整備を含め、災害の状況に応じた適切な医療（助産を含む。）救護を行うための体制を、あらかじ

め構築するものとする。 
 

１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）県の役割 

  ア 災害発生時に市、医療機関等からの支援要請などに迅速に対応するため、災害派遣医療

チーム（ＤＭＡＴ）及び医師等医療関係者の派遣体制の整備を行う。 

  イ 災害時に関係機関・団体が連携して迅速に対応できるよう県災害医療連絡協議会等を定

期的に開催し災害医療救護対策について意見交換を行うとともに、広域災害・救急医療情

報システムを活用するなど、行政・消防・医療機関等の連絡体制の整備を行う。 

  ウ 被災地域の医療支援を行うため、国の方針を踏まえ、後方病院として患者受入れが可能

となる災害拠点病院（基幹拠点病院及び地域災害拠点病院）を県立病院等地域の中核病院

から選定し、これら病院の災害時に対応するための施設及び設備の充実に努める。 

  エ 新潟県医師会、日本赤十字社県支部、新潟県医師会、新潟県薬剤師会、新潟県看護協会

など医療関係団体、新潟ＤＭＡＴ、、新潟ＤＰＡＴ、基幹災害拠点病院（新潟大学医歯学総

合病院、長岡赤十字病院）、消防機関、自衛隊等と情報を共有、連絡調整できるための体制

を構築する。 

  オ 被災地での医療救護の窓口となり、医療需給（医療資機材を含む。）の調整等業務を行う

ため、被災地を所管する保健所長を災害医療コーディネートとし、柏崎市刈羽郡医師会、

柏崎市歯科医師会など医療関係団体、災害拠点病院、市、保健所及び県地域医療政策課等

のあらかじめ決められている担当者が、コーディネートチームとし、コーディネーターを

支援するための体制を構築する。 

  カ 患者の動向等を踏まえ、一般医療、歯科医療又は精神科医療（被災による精神不安定乙

に対応するメンタルケア含む）を行うための救護センターを設置するとともに、当該セン

ターのスタッフ編成等を医療機関及び医療関係団体と協議しながら行う。 

  キ 災害急性期（おおむね発災後４８時間）に災害現場へできるだけ早い時期に出向いて救

命医療を行う新潟ＤＭＡＴの派遣体制の整備を行う。 

なお、新潟ＤＭＡＴは、原則として、１チームにつき医師２人、看護師２人、業務調整

員１人の計５人で構成するものとする。 

  ク 市及び医療機関等における災害時の医療資機材等の不足に対応するため、県薬事協会、

県医薬品卸組合、県医療機器販売業協会及び東北新潟歯科用品商協同組合県支部と医療資

機材等の供給に関する協定を締結するなど、医療資機材等の確保に努める。また、輸血用

血液等血液製剤の不足に対応するため、日本赤十字社新潟県支部との協力体制の整備に努

める。 
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  ケ 被災地域での対応困難な重症患者を被災地域外に搬送し、緊急の治療を行うための広域

搬送拠点として使用することが適当な場所を確保するとともに、搬送に必要なトリアージ

（緊急度判定に基づく治療順位の決定）や救急措置を行うための施設（ＳＣＵ）・設備の確

保に努める。 

（２）市民・企業等の役割 

  ア 市民の役割 

    市民は、災害時に定期的に服用している薬や常備薬を持ち出せるように平時から準備し 

ておく等、医療救護活動の負担軽減を図ることができるよう努めるものとする。 

  イ 医療機関等の役割 

    医療機関及び医療関係団体は、県職員の派遣に係る編成計画の策定に協力するとともに、 

災害時に対応するためのマニュアルを作成するものとする。また、そのマニュアルに基づ 

く実践的な訓練等を実施するものとする。 

    なお、災害拠点となる病院においては、災害時における通信手段、患者受入れ、自家発

電設備等に関する施設・設備の整備、燃料、食料、水、医療資機材等の備蓄に努める。 

（３）市の役割 

   救護所設置予定施設の指定及び点検、救護所スタッフの編成、救護所等の医療資機材等の 

確保など、次項以降に掲げる役割に基づき、医療救護体制の整備を行う。 
  

２２  救救護護所所のの設設置置  

市は、震災から地域住民の生命、健康を守るため、地域の実情に合わせた医療救護所［初期

救急医療｛トリアージ（治療の優先順位による患者の振り分け）を伴う医療救護活動｝を行う

場所］の整備を行う。また、平時から災害コーディネートチーム担当者会議や情報伝達訓練等

を通じて、情報連絡体制を整えるよう努める。 
（１）救護所設置予定施設の指定 

市は、避難所に指定した学校等の中から、保健室等、救護所として使用可能な施設の内容

を検討の上、救護所設置予定施設をあらかじめ指定し、市民に周知するものとする。 
なお、災害状況により直ちに設置する救護所は、各小・中学校とする。 

（２）救護所のスタッフの編成 
市は、柏崎市刈羽郡医師会等の医療関係団体と協議の上、救護所設置に関する医師、歯科

医師、薬剤師、保健師、看護師、歯科衛生士等の編成計画を定めるものとする。 
（３）救護所設置予定施設の点検 

市は、震災が発生した場合、直ちに救護所が設置され医療救護活動が円滑に開始できるよ

う、平時から救護所設置予定施設の設備等の点検を行うものとする。 
降雪期における雪下ろし、除雪等の雪対策にも留意するものとする。 

 
３３  医医療療資資機機材材等等のの確確保保  

市は、柏崎市刈羽郡医師会、柏崎市歯科医師会、柏崎薬剤師会等関係機関と協議し、震災時

における医薬品（歯科用医薬品を含む。）、輸血用血液等血液製剤、医療機器及び衛生材料等（以
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下「医療資機材等」という。）の確保を図る体制を整備する。 
また、震災時に備え薬品等の確保について、自己管理の重要性を市民に周知をする。 

（１）救護所等の医療資機材等の確保 
市は、救護所等の医療救護活動に必要な医療資機材等の確保のため、医療資機材取扱業者

と協議を行い、その計画を定めるものとする。 
（２）医療資機材等の供給支援 

市は、医療機関等における災害時の医療資機材等の不足が生じた場合は、県に対し、医療

資機材等の支給の要請をする。 
 
４４  災災害害医医療療救救護護対対策策のの充充実実  

病院等防災マニュアル等の策定 
（１）病院は、市及び県の作成する地域防災計画を踏まえて、病院が自ら被災することを想定し

て病院防災マニュアルを作成するとともにマニュアルに基づき防災訓練を行う。また、診療

所は、病床の有無、規模等の事情を踏まえて、病院防災マニュアルに準じて、防災マニュア

ルを作成し、防災訓練を行うものとする。 
（２）病院防災マニュアルには、次の事項を盛り込むものとする。 

ア 災害対策委員会の設置 
イ 防災体制に関する事項（ライフラインの確保・備蓄等の方策・支援協力病院の確保等） 
ウ 災害時の応急対策に関する事項（病院内の連絡、指揮命令系統の確立、情報収集等） 
エ 自病院内の既入院患者への対応策に関する事項（重症患者の把握、点滴や人工呼吸器等の医療機器

の状況把握、患者の移送方法についての検討及び訓練、ヘリポートの確認等） 

オ 病院に患者を受け入れる場合の対応策に関する事項（トリアージ、入院システム等） 
カ 人工透析実施の医療機関にあっては、医療機器及び水の確保対策 
キ その他（医療設備等の確保、自家発電装置の運用法等） 
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第第２２１１節節  避避難難体体制制整整備備計計画画                                                

 
地震による人的被害を最小限に抑えるため、適切な事前避難並び避難の途中及び避難先での安

全確保を主眼とし、市、県、防災関係機関及び市民は、各自の責任で災害に備え、市民が主体的、

かつ、適切に避難行動がとれる体制を整備する。特に、県、市町村及び防災関係機関は、災害の

危険性を「わがこと」として捉え、「自らの命は自らが守る」といった意識を持ち避難行動を起こ

せるよう支援する。また、大規模災害を想定した他県・他市町村への広域避難を考慮し、各主体

における情報伝達体制の整備や、避難施設・車両等の確保等に努めるものとする。 
県は、避難に関する知識の普及・啓発、危険度情報の提供をはじめとする避難情報の発令に必

要となる情報提供、避難所・避難場所となる県施設の提供、協定締結をはじめとする避難に要す

る施設及び関係機関との情報交換体制の整備などに努めるものとする。 
市は、危険が差し迫った状態になる前に市民等が避難できるよう、危険情報の事前周知、マニ

ュアル化を含む避難の判断・情報伝達・避難誘導体制の整備を図るとともに、安全な避難場所の

指定と周知及び即応体制の整備などを行うものとする。また、円滑な避難所運営のため、主に市

職員を対象とした「自然災害時における職員対応マニュアル」を整備するとともに、自主防災組

織を対象とした「避難所運営マニュアル」を整備し、避難所の開設及び運営を行う。 
 
１１  避避難難場場所所、、避避難難所所のの指指定定及及びび避避難難経経路路のの安安全全確確保保  

市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、学校、コミュニティセンタ

ー、グラウンド、都市公園及びその他公共的施設を対象に、その管理者（設置者）の同意を得

た上で、災害の危険が緊迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者

が避難生活を送るための指定避難所を指定しておくものとする。また、余震の継続等により予

想を超える市民が避難しなければならない場合もあることから、公共的施設以外にも避難所を

あらかじめ検討しておくものとする。 

なお、指定に当たっては、次のことに留意するものとする。 
（１）指定緊急避難場所の指定 

ア 指定緊急避難場所については、災害種別に応じて、災害及びその二次災害のおそれのな

い場所にある施設、又は構造上安全な施設を指定する。 
イ 災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定

する。 
ウ 市民を安全かつ効率的に避難場所へ避難させるため、町内会等の同一の避難行動をとる

べき避難単位ごとに設定し、高齢者・幼児・障害者等でも歩いて避難できる程度の近傍を

確保する。 
エ 避難者の誘致面積及び人口に見合った面積を確保する。（参考：消防庁震災対策指導室編

「市町村地域防災計画（震災対策編）検討委員会報告書」では、避難場所については１人

当たり１㎡を目安とする。） 
オ 都市公園等の指定に当たっては、火災の輻射熱を考慮した広さを確保する。 
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カ 危険物を取り扱う施設などが周辺にないよう配慮すること。 
キ 一旦避難した避難場所に更に危険が迫った場合に、他の避難場所への移動が容易に行え

ること。 
ク 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対

応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホ

テルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努めること。 
（２）指定避難所の指定 

ア 指定避難所については、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速や

かに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定され

る災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にある物を

指定する。なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配

慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、かつ、災害が発生した場合に

おいて要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者

を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されているもの等を指定する。また、指

定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 
イ 避難者の誘致面積及び人口に見合った面積を確保する。（参考：消防庁震災対策指導室編

「市町村地域防災計画（震災対策編）検討委員会報告書」では、避難所については３．３

㎡当たり２人を目安とする。）ただし、感染症禍において避難所を開設する場合は、避難者

１人当たり３～４㎡の避難スペースを確保するよう努める。 
ウ 危険物を取り扱う施設などが周辺にないよう配慮すること。 
エ 人員・物資の輸送用車両が直接乗り入れられるよう、広幅員の道路に面するか、十分な

幅員のアプローチを確保するよう努めるものとする。 
オ 避難所には、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、衛

星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮した避難の実

施に必要な設備を整備するよう努める。また、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の

入手に資する機器の整備を図る。 
カ 要配慮者や女性に配慮した避難所運営、要配慮者利用施設への緊急避難等について、避

難所開設運営マニュアル、要配慮者利用施設等との事前協定等の整備に努めるものとする。  
キ  避難所においては、停電・断水・ガスの供給停止・電話の不通等の事態に耐えられる施

設の整備に努めるものとする。 
ク 飼い主による愛玩動物との同行避難や避難所での飼養に配慮すること。  
ケ 学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮すること。

また、避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利

用方法等について、事前に市教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る

こと。 
コ 市は、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途

絶による孤立が続くと見込まれる場合は、あらかじめ指定避難所に指定されていたとして

も原則として開設しないものとする。 
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（３）避難経路の安全確保 
ア 避難場所、避難所へ至る主な経路となることが予想される複数の道路について、十分な

幅員を確保し、火災の延焼、津波・浸水、土砂災害等による危険が及ばないようにする。 
イ 道路に面する構造物等が避難時に支障とならないよう、沿道の土地所有者や施設管理者

に対し啓発及び指導を行う。 
  

２２  避避難難場場所所、、避避難難所所のの事事前前周周知知  

市は、避難場所、避難所を指定したときは、次の方法等により市民に周知徹底を図るものと

する。また、津波により想定される浸水状況や危険箇所を地図化した津波ハザードマップの作

成に努め、津波に対する知識の啓発を図ることとする。 
ア 標識、誘導標等の設置による周知 
イ 広報紙、チラシ配布などによる周知 
ウ  各種ハザードマップ、防災マップによる周知。また、地震による破損等で決壊した場合

の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池について、

緊急連絡体制等を整備するとともに、決壊した場合の影響度が大きいため池から、ハザー

ドマップの作成・周知を図り、耐震化や統廃合などを促進するものとする。 
エ 防災訓練等の実施による周知 
オ 指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生す

るおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきことの周知。特

に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害において

は当該施設に避難することが不適当である場合があることの周知。 
カ 指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことの周知。 

  

３３  避避難難情情報報のの発発令令又又はは解解除除のの基基準準  

市は、地震の発生、津波の来襲、火災の延焼などにより、災害時に適切な避難情報の発令又

は解除ができるようあらかじめ実施責任者等を明確に定めておき、市民等の生命及び身体を保

護するため必要があると認めるときは、当該地域の市民等に対し避難情報を発令するものとす

る。この場合において、危険の切迫度及び避難の状況等により、急を要するときは避難の指示

を行うものとする。特に、津波に対する避難については、市の発表基準に基づき、対象となる

地域に、避難指示を行うものとする。 
なお、避難情報の発令又は解除に当たっては、次のことに留意するものとする。 
ア 避難情報の発令 
（ア）災害の的確な情報収集、早期の避難の避難情報の発令及び迅速な伝達 
（イ）災害種別ごとの適切な避難場所への誘導と避難誘導員等の指定 
（ウ）障害者、幼児、高齢者、旅行者及び外国人等への配慮 
（エ）迅速な避難誘導のための自主防災組織等の指導育成 
（オ）避難経路や避難場所の安全確認のための職員の指定 
（カ）避難場所の設営及び運営のための職員の指定 



地震災害対策編 
第１編第２章第２１節 
「避難体制整備計画」 

- 116 - 

（キ）知事への報告 
イ 避難情報の発令解除 
（ア）適切な避難情報の発令解除と伝達方法 
（イ）避難情報の発令解除の公示 
（ウ）知事への報告 

 
４４  避避難難情情報報等等情情報報伝伝達達体体制制のの整整備備  
（１）気象警報等について、夜間･休日を含めた受信・対応体制を整備する。 
（２）被災により特定の情報伝達手段が使用できない場合も想定し、防災行政無線、Ｌアラート、

緊急速報メール（電子メール）、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、スマ

ートフォン用アプリや、ＩＰ通信網、ケーブルテレビ網等の活用を図る等、市民・企業等へ

避難情報を迅速・確実に伝達する複数の手段を整備する。特に、学校、要配慮者利用施設等

の管理者への確実な情報伝達が確保できるよう留意する。また、夜間や早朝に突発的局地的

豪雨が発生した場合における、エリアを限定した伝達について、地域の実情に応じて、エリ

ア限定の有効性や課題等を考慮した上で検討する。 
（３）小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における市と保育園・

認定こども園・幼稚園等の施設、及び施設間の連絡・連携体制の構築に努める。 
（４）在宅の要配慮者に対する避難情報の伝達について、福祉関係者と協議の上、適切な方法を

工夫する。 
（５）避難情報伝達に、地元のコミュニティＦＭ放送等の事業者から協力が得られるよう、事前

に手続等を定める。 
（６）避難情報、災害発生情報の意味及び市民等のとるべき行動について、正しい知識の普及を

図るとともに、発令時の伝達にあたっては、住民等が危険の切迫性を認識できるように伝え

方を工夫し、避難行動を促していく。 
（７）避難指示等及び土砂災害についてはそれらの解除を行う際に、国又は県に必要な助言を求

めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共

有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくこと。 
（８）防災情報を正しく理解し、周囲に伝播できる自主防災組織のリーダー等の育成に努める。 
 
５５  避避難難誘誘導導体体制制のの整整備備  
（１）避難情報が発令された際、市民が集団で避難できるよう、消防団、自主防災組織等による

避難誘導体制の整備促進を図る。 
（２）在宅の要配慮者の安全・確実な避難のため、福祉関係者及び自主防災組織等と協力して「避

難支援個別計画」を整備する。 
（３）一般避難スペース、福祉避難スペース、介護施設等から、避難者に応じて最も適切な避難

場所を見極め、誘導する手法を確立する。 
（４）避難情報が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所への移動を原則と

するものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行うことがかえっ
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て危険を伴う場合等やむを得ないと市民自身が判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所へ

の移動又は屋内での待避等を行うべきことについて、日ごろから市民等への周知徹底に努め

る。 
  

６６  避避難難場場所所、、避避難難所所及及びび避避難難経経路路のの整整備備  

市は、避難場所、避難所及び避難経路について、自ら、若しくはその施設管理者（設置者）

と十分調整を図り、次のとおり施設・設備の整備に努めるものとする。 
また、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空き家等の把握に努め、

災害時に迅速にあっせんできるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。 
（１）避難場所、避難所の耐震化の推進 
（２）避難場所、避難所のバリアフリー化の推進 
（３）貯水槽・井戸・仮設トイレ・マット・ハンドマイク・通信機器等避難の実施に必要な施設・ 

設備の整備 
（４）食料・水（給水用機材）・照明設備（非常用電源）・常備薬・マスク・消毒液・炊き出し用

具（燃料）・毛布・ブルーシート・土のう袋等避難生活に必要な物資のほか積雪期・寒冷期を

考慮した暖房器具の備蓄 
（５）緊急物資、救急・救助・医療・防疫用資機材等の備蓄倉庫、備蓄場所の整備、及び救援物 

資の一時集積場所 
（６）要配慮者や女性等に配慮した避難場所への誘導標識の整備、避難所の環境整備、福祉用具

等の整備、地域の実情による必要に応じた福祉避難所の指定 
（７）聴覚障害者、視覚障害者、外国人へのコミュニケーション支援として、手話奉仕員、要約

筆記奉仕員、通訳等を派遣できるような体制の整備 
  

７７  避避難難誘誘導導等等資資機機材材のの整整備備  

市は、災害時の適切な避難誘導のため、次の避難誘導、応急対策のための資機材等の整備に

努めるものとする。 
（１）災害時の的確な情報収集と適切な伝達のための無線等通信機器 
（２）応急対策のための救助工作車、救急車、照明車両等の救急救助資機材 
 
８８  防防災災上上特特にに注注意意をを要要すするる施施設設のの避避難難計計画画  

学校、保育園、認定こども園、幼稚園、病院、要配慮者利用施設、高層建築物、百貨店、大

規模小売店、興業場、ホテル、旅館、その他不特定多数のものが利用する施設の管理者は、次

の事項を考慮し避難計画を策定しておくものとする。 
（１）地域の実情に応じた避難場所（市指定の避難場所等）、経路、誘導及びその指示伝達の方法 
（２）集団的に避難する場合の避難場所、避難所の確保、保健衛生、給食の実施方法 
（３）入院患者、自力避難の困難な要配慮者等の避難誘導方法 
 
９９  広広域域避避難難をを想想定定ししたた体体制制のの整整備備  
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（１）県の役割 

   広域避難に関する市町村の調整を、次に掲げる項目により行うものとする。 

ア 他市町村への広域避難の発生に備えるための市町村の体制整備の支援 

市民が迅速に避難できるよう、情報伝達体制の整備や、避難住民の移送に必要となる車

両等の状況について、関係機関と情報交換の上、各市町村に情報提供を行う。 

イ 広域避難の受入れに備えるための市町村の体制整備の支援 

市民が避難を迅速に行えるよう、あらかじめ市町村の受入能力（施設数、施設概要等）

等を把握する。また、避難先として旅館及びホテルの借上げについては、県が県旅館ホテ

ル生活衛生同業組合と協定を締結する。 

ウ 大規模広域災害時に、県内市町村が他県への円滑な広域避難を実施できるよう、他都道

府県との広域一時滞在に関する応援協定の締結や、被災者の運送が円滑に実施されるよう

運送事業者等との協定の締結など、発災時の具体的な避難方法を含めた手順等を定めるよ

う努める。 

（２）市の役割 

   広域避難に関する体制の整備を、次に掲げる項目により行うものとする。 

ア 他市町村への広域避難の発生に備えた体制整備 

（ア）市は、避難の際に必要となる市民への情報伝達を迅速に行えるよう、体制整備に努め

る。 

（イ）市は、国・県及び他市町村と連携し、避難住民を迅速に把握し、避難者が避難先で必

要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け取ることができる体制の整備に努める。 

イ 広域避難の受入れに備えた体制整備 

（ア）市は、避難所等を指定する際に併せて広域避難の用にも供することについても定める

など、他の市町村からの避難住民を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定し

ておくよう努める。 

（イ）市は、避難住民への情報伝達や支援・サービスを行うため、自主防災組織、防災関係

機関等の協力を得るとともに、必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に行うこと

ができる体制の整備に努める。 
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第第２２２２節節  文文教教施施設設等等災災害害予予防防計計画画                                  

 
大規模な地震が発生した場合、学校をはじめとする文教施設等は甚大な被害を受けることが予

想されるが、園児、児童生徒、教職員、入館者及び施設利用者等の安全確保のほか、施設災害等

に対する迅速な対応を図るため、日ごろ、市及び市教育委員会や学校等が実施しておくべき事項

を定める。また、地域における防災機能の強化を図るため、市及び県は、本計画の定めるところ

に従い、施設・設備の整備に努めることを定める。 
 
１１  学学校校のの予予防防対対策策  

（１）施設の耐震機能強化 
校舎、体育館、学校給食、学校プール等の施設について、その安全性の向上のため必要な

耐震性を確保する必要がある。 
このため、市は、新耐震設計基準（昭和５６年６月施行）前の基準により建築された校舎

等について、耐震診断又は耐力度調査を行い、施設の状況に応じた補強・改築等に努めるも

のとする。 
（２）危機管理マニュアルの作成 

校長は、地震発生に備え、下記の予防対策及び応急対策を盛り込んだ学校の危険等発生時

対処要領(以下「危機管理マニュアル」)を作成するものとする。 

区  分 主        な        項        目 

予防対策 
①学校防災組織の編成  ②施設・設備等の点検・整備 ③防災用具等の整備  ④
防災教育の実施  ⑤教職員等の緊急出動体制の整備  ⑥家庭との連絡体制の整備  
など 

応急対策 
①発生直後の児童生徒の安全確保  ②避難誘導 ③児童生徒の安全確認 ④地震

情報の収集  ⑤被害状況等の報告  ⑥下校措置又は保護継続  ⑦避難所開設・運

営の協力  ⑧教育活動の再開  ⑨児童生徒のこころのケアなど 

（３）防災委員会の設置 
校長は、危機管理マニュアルに定められた事項等について教職員等の共通理解及び周知徹

底を図るため、防災委員会を設置するものとする。 
（４）学校防災組織の編成等 

学校防災組織の編成等に当たっての校長等の留意点は、次のとおりである。 
ア 学校防災組織の編成 

地震発生時に対応する学校防災組織を編成するとともに、教職員等の役割分担を定めて

おく。特に、担当教職員等が不在の場合の代行措置を明確にしておくこと。 
イ 施設・設備等の点検・整備 

学校の施設・設備等は定期的に安全点検を行い、危険箇所、破損箇所等の補強・補修を
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実施する。特に、児童生徒の避難経路上の施設・設備等については点検を行い、内壁・外

壁落下防止、窓ガラスの飛散防止、ロッカー・戸棚・塀の倒壊防止等必要な措置を行うと

ともに、防火扉、スプリンクラー等の設備の機能点検も日ごろから定期的に行っておくこ

と。 
また、冬囲い用の資材が倒れることのないようにしておくとともに、積雪時は、除雪を

十分に行い、避難経路を確保しておく。 
ウ 防災用具等の整備 
（ア）医薬品、携帯ラジオ、ロープ、メガホン、懐中電灯等必要な物品は、一定の場所に整

備し、教職員等に周知しておく。 
（イ）児童生徒名簿、部活動名簿、保護者との緊急連絡カード等を整備し、常に人員把握等

ができるようにしておく。 
エ 教職員等の緊急出動体制 

校長は、夜間・休日等の勤務時間外に地震が発生した場合に備え、事前に出動体制を決

め教職員等に周知しておく。 
オ 家庭との連絡体制 

あらかじめ保護者と相談の上、緊急時の連絡先等を定めた「緊急連絡カード」を作成し、

教職員、保護者双方が常備しておくとともに、家庭訪問、保護者会等で地震発生時の連絡

先、児童生徒の引渡方法について保護者と確認し、徹底しておく。 
また、携帯電話のメール機能を活用した連絡体制を整備するよう努めるとともに各学校

のホームページによる情報提供が速やかに行える準備を整えておく。なお、個人情報が漏

えいしないよう、緊急連絡カード等の管理には万全を期する。 
（５）教職員、児童生徒等に対する防災教育 

ア 教職員等に対する防災教育 
（ア）市教育委員会は、防災対策の基礎知識、地震の規模等に応じた避難行動などに関する

研修を行うものとする。 
（イ）校長は、各教職員の任務、定期点検事項、応急処置等に関する校内研修を行うものと

する。 
イ 児童生徒に対する防災教育 
（ア） 避難訓練を計画的、実践的に実施し、災害時に安全かつ迅速に避難できるようにする。

また、学校の立地条件を考慮して事前に災害に応じた避難場所を定め、児童生徒等に周

知しておく。 
ａ 形式的な指導に終わることなく、地震時に沈着、冷静かつ迅速な行動がとれるよう 
留意して実施する。 

ｂ 登下校中、授業中、校外学習活動中等、様々な場面を想定して計画的に実施する。 
ｃ 地域社会の一員として、小・中学生を地域防災訓練へ積極的に参加させる。 

（イ）各教科や学級活動、総合的な学習の時間等を通じて「災害の原因」「安全な行動の仕方」

「日常の備え」「命、家族の絆、助け合う心の大切さ」などについて計画的に指導する。 
ａ 児童生徒の発達段階や学校種別、学校の立地条件等によって指導内容や指導方法を
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具体的に考え実施する。 
ｂ 児童生徒の発達段階に沿って、副読本、映像、地域で発生した災害に関する諸資料

等を活用し指導すること。 
ｃ 自然生活体験学習、福祉体験学習、ボランティア体験学習等の実施により、「命の大

切さ」「家族の絆」「助け合う心」「生きるたくましさ、勇気」等について指導する。 
ｄ 大地震の場合は、建築物の倒壊、落下物の飛散等によって多数の負傷者を生ずるこ

とが予想されるので、小・中学生、に対して保健体育、学級活動等を活用して応急処

置に関する知識や基礎的、基本的な技能を習得させる。 
 
２２  学学校校以以外外のの文文教教施施設設ににおおけけるる予予防防対対策策  

市立文教施設の管理者は、学校の防災計画に準じて防災計画を作成するものとする。 
なお、予防対策の主な留意点は次のとおりである。 

（１）施設・設備等の安全対策は基本的に学校に準じるが、避難経路の表示を増やす等、不特定

多数の利用者の迅速・安全な避難を考慮したものとする。また、収蔵物を火災、浸水、転倒

等から守るため、消火装置や防火・防水扉の設置、展示方法の工夫、非常時の措置等の対策

を講じるよう努めるものとする。 
（２）地震発生時に、施設内の利用者等に外の状況を的確に伝達し、迅速・安全に施設外に避難

させるため、館内放送設備の充実に努めるとともに、その運用方法と避難誘導の手段・方法

を定めておく。 
（３）地震発生時に対応する自主防災組織を編成し、あらかじめ職員の役割分担を定めておく。

また、担当職員が不在の場合の代行措置を明確にしておく。 
 
３３    地地域域防防災災機機能能強強化化にに対対応応ししたた公公立立文文教教施施設設のの整整備備  

市は、市・県の各地域防災計画の定めるところに従い、防災機能強化のため必要な施設・設

備の整備に努めるものとする。 
なお、防災施設等の整備に当たっては、その施設本来の設置目的に支障のないよう十分配慮

するとともに、関係機関と事前に協議を行い、当該防災施設等について適切な管理体制を整え

るものとする。 
（１）施設・設備の整備 

ア 施設整備 
（ア）備蓄倉庫の整備 
（イ）避難場所の確保 

ａ 和室の整備 
ｂ シャワー施設の整備 
ｃ 冷暖房設備を備えた部屋等の整備 

（ウ）飲料水、生活用水等の確保 
ａ 飲料水兼用耐震性貯水槽等の整備 

ｂ 生活雑用水確保のための井戸等の整備 
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イ 設備整備 
（ア）仮設トイレ、簡易トイレの整備 
（イ）救護所設置を念頭においた学校保健室等の充実 

（２）情報連絡体制 
ア 通信機能の確保 
（ア）携帯電話、防災行政無線の設置 
（イ）インターネット回線の整備 
イ 情報収集のためのテレビ、ラジオの整備 

  

４４  保保育育園園ににおおけけるる予予防防対対策策  

（１）施設の耐震機能強化 
遊戯室等の施設について、その安全性の向上のため必要な耐震性を確保する必要がある。 
このため、市及び保育園事業者は、新耐震設計基準（昭和５６年６月施行）前の基準によ

り建築された建物等について、耐震診断又は耐力度調査を行い、施設の状況に応じた補強・

改築等に努めるものとする。 
（２）保護者との連絡方法 

あらかじめ保護者と相談の上、緊急時の連絡先等を定めた「緊急連絡カード」を作成し、

保育園、保護者双方が常備しておくとともに、家庭訪問、保護者会等で地震発生時の連絡先、

園児の引渡方法について保護者と確認し、徹底しておく。 
（３）防災教育 

避難訓練を計画的、実践的に実施し、災害時に安全かつ迅速に避難できるようにする。 
 
５５  児児童童ククララブブににおおけけるる予予防防対対策策  
（１）保護者との連絡方法 

あらかじめ保護者と相談の上、緊急時の連絡先等を定めた「緊急連絡カード」を作成し、

児童クラブ、保護者双方が常備しておくとともに、保護者会等で地震発生時の連絡先、児童

の引渡方法について保護者と確認し、徹底しておく。 
（２）防災教育 

避難訓練を計画的、実践的に実施し、災害時に安全かつ迅速に避難できるようにする。
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第第２２３３節節  文文化化財財災災害害予予防防計計画画                                      
  

１１  計計画画のの方方針針 

（１）基本方針 

  ア 文化財所有者は、文化財の実態を常に把握し、地震災害から文化財を保護するために、

文化財の修理、防災設備の設置及び保存環境の整備等に努める。 

  イ 市は、適宜文化財調査を行うなど、その実態把握に努め、県の対応を踏まえた地震災害

への予防措置を講ずるとともに、文化財所有者に対してもその指導・助言を行う。 

ウ 県は、文化財保護指導員の巡視報告や市からの情報提供などを通じて、文化財の保存管

理状況の把握に努めるととともに、市及び文化財所有者に対して、地震災害への予防措置

等の指導・助言を行う。 

（２）文化財の種別ごとの対策 

  ア 建造物 

    文化財所有者は、修理・保存により建造物としての性能を維持するとともに、防災設備

の設置や点検整備を実施する。市及び県はそれを奨励するとともに、可能な限りの支援を

行う。 
  イ 美術工芸品、有形文化財 

    文化財所有者は、市及び県の指導・支援を受けながら、収蔵庫等保存施設の修理や設置

を行うとともに、保存・展示方法等についても随時検討を加え、被害を最小限度に抑える

工夫をしていく。 
ウ 史跡、名勝及び天然記念物  

文化財所有者は定期的な巡視によって現状を把握し、地震災害による倒壊・崩壊又はそ

れによる人的災害等が生ずることのないよう、事前の措置を講じておく。市及び県はそれ

を奨励するとともに、可能な限りの支援を行う。 
  
２２  市市民民・・地地域域等等のの役役割割 

（１）市民の役割 

文化財の愛護に心がけ、文化財に異変が見られた場合には、所有者又は関係機関等へ速や

かに連絡を行う。 

（２）地域の役割 

   地域全体の共有財産として文化財を愛護・保護するとともに、緊急時における連絡・援助 

体制を事前に確認し、確立しておく。 

（３）文化財所有者及び管理責任者 

   文化財の日常管理に心がけるとともに、地震に備えた防災対策を講じ、緊急時における対

応体制を確立しておく。 
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３３  市市のの役役割割 

（１）指定文化財への対策 

   ア 国及び県指定等文化財 

    市内に所在する文化財の現状把握を行い、必要に応じて県に報告する。また、その修理・

修復に関する役割や災害時の対応等を、関係機関及び所有者・管理者と事前に調整し、確

認しておく。 

  イ 市指定等文化財 

    文化財の現状把握を行い、修理・修復に関する指導・援助とともに、防災設備設

置の推進や支援を行う。 

（２）未指定文化財への対策 

文化財の所在情報を得ながら、所有者・管理者に対して、日常の保存・管理方法や災害時

の対応についての支援や助言を行う。 

  

４４  県県のの役役割割  

（１）指定文化財等への対策 

  ア 国及び県指定等文化財 

文化財の現状把握を行い、修理・修復や災害時の対応に関する指導・援助とと

もに、防災設備設置の促進や支援を行う。 

  イ 市指定等文化財  

現状の情報収集を行いながら、市を通じて文化財の防災対策や災害時の対応に

ついての啓発・助言を行う。 

（２）未指定文化財への対策 

文化財の所在情報を得ながら、所有者・管理者に対して、日常の保存・管理方法や災害時

の対応について、市を通じて支援や助言を行う。 
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第第２２４４節節  要要配配慮慮者者のの安安全全確確保保計計画画                                  

 

災害時に必要な情報の把握が困難又は、自らの行動等制約のある高齢者、障害者、難病患者、

施設入所者、外国人、妊婦及び乳幼児等の要配慮者の安全の確保には、近隣住民をはじめとした

地域社会で要配慮者を支援する体制づくりが必要である。自主防災組織、町内会、民生委員・児

童委員及び消防団（以下「避難支援等関係者」という。）は、市、県及び要配慮者利用施設と協力

して震災時における要配慮者の安全の確保を図るものとする。 

 

１１  要要配配慮慮者者にに対対すするる対対策策  

（１）地区コミュニティの形成等 
ア 行政による支援 

迅速な避難行動等ができない要配慮者を震災から守るには、地域社会の人々が互いに助

け合う気運が醸成されていることが必要であり、地区コミュニティの形成が要配慮者の救

済の基盤となるものである。このため、市及び県は、避難支援等関係者、要配慮者利用施

設、柏崎市社会福祉協議会、老人クラブ及び民間ボランティア団体等による要配慮者に対

する声かけ運動や安否確認などの住民相互支援活動への支援に努めるものとする。 
イ 要配慮者の情報把握 

市は、要配慮者のうち災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難

することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要す

るもの（以下「避難行動要支援者」という。）の名簿等を整備するなどして、必要な情報の

把握に努めるものとする。情報の把握に当たっては、避難支援等関係者等と十分連絡をと

り、プライバシ－に配慮して行う。 
市は、消防・警察と情報交換を行い、災害発生時に備えるものとする。また、必要に応

じて要配慮者に保健師、ホームヘルパー等を派遣し日常的な安否確認に努め、避難支援等

関係者等と協力して要配慮者と近隣住民とのコミュニケーションづくりを推進するものと

する。 
（２）住宅の安全性向上 

市及び県は、要配慮者の住宅で、老朽化や構造上の強度不足により地震発生時に倒壊の危

険性のあるものや、室内の段差等により避難の際の障害が多いものについて、住宅改造の低

利融資や住宅改修費の補助等に努めるものとする。 
（３）要配慮者支援体制の整備、促進 

近年の特徴として、要配慮者の被災が多いことが課題となっていることから、市は、自主

防災組織、福祉関係者等との連携の下、要配慮者避難支援計画を整備し、要配慮者に関する

情報の共有を図り、避難支援等の促進に努める。 

ア 情報伝達体制の整備 

市は、平時から要配慮者と接している避難支援等関係者、柏崎市社会福祉協議会、要配

慮者利用施設及び柏崎地域国際化協会等との連携を深め、発災時はこれらのネットワーク
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を安否確認及び避難指示等の災害情報伝達に活用すること。 

市及び県は、要配慮者の特性に応じて、緊急通報システム、防災情報メール等の情報通

信機器等の整備・活用に努め、外出中の要配慮者の避難を容易にするため、不特定多数の

人が集まる場所に避難場所、避難所への誘導標識等の設置に努めるものとする。 
外国人は、言葉や生活習慣の違いから、災害への適切な対応ができないので、事前に、

外国人に理解可能な方法により、必要な情報をきちんと伝達しておく必要がある。 
市及び柏崎地域国際化協会は、災害時の対応方法について、外国人に対する情報提供を

推進する。 
市は、必要に応じて、避難要領の外国語リーフレットの配布や外国人参加の防災訓練等

を実施するものとする。 
イ 要配慮者避難支援計画の整備・促進 

要配慮者の支援対策として、要配慮者支援に関する「要配慮者避難支援全体計画（以下

「全体計画」という。）と、避難行動要支援者一人ひとりに対する避難支援実施者、避難

先、避難方法等を記載した個別避難計画で構成するものとし、次の点に留意し整備・促進

を図り避難支援等関係者と情報共有するものとする。 
（ア）避難行動要支援者の把握 

避難行動要支援者名簿作成に当たり、要配慮者に対し、制度周知等を行い名簿登録が

必要な者の把握に努める。また、市が把握していない情報については、関係都道府県知

事その他の者に対し、情報提供を求め情報の取得に努める。 

（イ）避難行動要支援者名簿の作成 

市は、避難支援等関係者及び要配慮者利用施設と共同し、全体計画に基づく避難行動

要支援者名簿登録を推進し、避難行動要支援者名簿を整備したのち避難支援等関係者へ

提供するものとする。 

なお、避難行動要支援者名簿に登録する対象者は、市内に居住し次に掲げるもの（施

設入所者は除く）とする。 

a 高齢者  

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第１項に規定する要介護状態区分が

要介護３以上の者  

b 障害者 

a) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身

体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規

則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める身体障害者障害程度等級表

の１級若しくは２級に該当するもの、視覚障害者３級若しくは４級、聴覚障害者３

級、上肢・下肢・体幹不自由３級又は脳原生移動機能障害３級に該当するもの 

b) 療育手帳制度について（昭和４８年厚生省発児第１５６号）に基づく都道府県要

綱によりに定める療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が重度（総合Ａ判

定）であるもの 

c) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５
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条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程 

度が同法施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項の表の１級に該 

当するもの 

c 難病患者 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第１条に基づ

き厚生労働大臣が定める特殊の疾病（平成２７年６月９日厚生労働省告示第２９２号） 

にかかっている者 

d 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第４条に規定する障害支援区分が４以上の者 

e 前各号に準ずる者で市長が認めるもの 

（ウ）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画による情報共有及び連絡体制 

a 避難支援等関係者に対する避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の平時からの提

供は、避難行動要支援者の名簿に掲載された本人及び避難支援実施者の同意により行

う。また、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の提供に際し、避難支援等関係者

が適切な情報管理が図られるよう、名簿の保管、使用方法及び守秘義務などについて

十分説明することとする。 

b 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の取扱いについては、個人情報の保護に関

する法律に留意し、避難支援等関係者及び市の防災部局、福祉部局と情報共有を図り、

連絡体制の確立に努める。 

c 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画は、最新の情報を保ち、年１回更新するこ

ととし、避難支援等関係者に提供するものとする。 

d 避難行動要支援者と近隣住民とのコミュニケーションづくりの推進に努める。 

（エ）安否確認及び避難誘導体制の整備  

a 市は、避難支援等関係者、防災・福祉関係機関、警察署、消防署及び消防団等の協

力を得て、避難行動要支援者に対し、緊急かつ着実な避難指示等がされるよう防災行

政無線、広報車による情報伝達に加え、テレビ、ラジオ及び携帯電話メールを活用す

るなど、複数の手段を有機的に組み合わせ、迅速に避難情報等を伝達する。 

b 避難支援等関係者は避難行動要支援者名簿を下に、平時から名簿の活用、避難行動

要支援者の特性に合わせた適切な避難支援方法等を協議し、安否確認及び避難誘導体

制などの避難支援等の整備を図る。 

なお、市は重度の介護の必要な者の避難受入先は、できる限り避難行動要支援者の

避難の受入れに関する協定書を締結している要配慮者利用施設とし、あらかじめこれ

らの施設と受入れに関して協議する。 

（４）避難所の設置・運営に関する体制の整備 

市は、避難支援等関係者の協力を得ながら、要配慮者へ配慮した対応を行う体制整備を図

る。 

ア 避難所の管理責任者は、避難者台帳整備の基となる避難者名簿の作成に当たり、負傷者

や衰弱など支援が必要な要配慮者の把握に努めるとともに、安否確認を行う体制整備を図
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る。 

イ 避難所において、要配慮者に対して必要なスペースの確保、障害者用仮設トイレ設置な

ど、良好な生活環境の確保に十分に配慮するとともに、障害者に対して的確に情報が伝わ

るよう、様々な障害特性に配慮した伝達手段を確保する体制整備を図る。 

ウ 避難所においては、情報入手に困難を伴う視覚障害者に対しては点字、大活字又は音声

により、聴覚障害者に対しては文字又は手話等により、知的・発達障害者に対しては、絵

や写真により情報提供が行われるように体制整備を図る。 

エ 避難所において、車椅子や粉ミルク、食事制限者向けの特殊食品等、要配慮者の特性に

応じた生活必需品・食料の確保を行うとともに、ボランティア等の協力を得ながら要配慮

者に配慮した食事の提供や介助者の確保等の支援を行う体制整備を図る。 

オ 一般避難所での生活が困難な要配慮者については、避難行動要支援者の避難の受入れに

関する協定書を締結している要配慮者利用施設への緊急入所や避難所内の福祉避難室、福

祉避難所、公的住宅等への収容、移送など必要な配慮を行う体制整備を図る。 

（５）保健・福祉対策 

災害の各段階におけるニーズに対応した保健・福祉サービス提供を行えるように体制整備

を図る。また、県や他の市町村等応援の受入れ、ボランティアセンター等との協力体制を整

備する。 

ア 保健対策  

被災者の心身の健康確保が特に重要なため、市保健師は、避難所、応急仮設住宅、自宅

等で健康相談等（巡回相談・栄養指導、こころのケア、訪問指導、訪問看護等の保健サー

ビス）を行う体制整備を図る。 

イ 福祉対策 

発災直後に、個別避難計画等に基づき、柏崎市社会福祉協議会、要配慮者利用施設及び

避難支援等関係者等の協力・連携により、要配慮者の実態把握、ニーズ把握、情報提供、

生活相談等を行う体制整備を図る。 

（６）防災教育・防災訓練 
ア 防災教育・防災訓練の実施 

市及び県は、要配慮者向けパンフレット・リーフレット等により、災害時の適切な行動

についての防災教育に努めるとともに、市民に対しても、近隣の要配慮者の支援について

パンフレット、広報誌等により啓発普及に努めるものとする。 

市及び県は、要配慮者の避難等について訓練するため、地域の自主防災組織と合同の防

災訓練や避難支援に関する説明会の実施などの体制整備に努めるものとする。 

イ 防災資機材等の整備 

市及び県は、実情に応じて、自主防災組織を対象に移動用の担架やヘルメット、常備薬・

貴重品等を入れるための緊急避難セット等の防災資機材等の整備に努めるものとする。 

（７）市の体制 
市は、地震発生後、在宅の高齢者・障害者等の安否情報の収集、避難支援等について一元

的に総合調整する組織として、福祉保健部・要配慮者支援班を設置し要配慮者対策を行う。 
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２２  要要配配慮慮者者利利用用施施設設ににおおけけるる安安全全確確保保計計画画  

（１）防災組織体制 

ア 自衛防災組織の設置 

要配慮者利用施設においては、防火管理者の下に施設の職員により構成する自衛防災組

織（防災活動隊）を設置し、必要に応じて情報班、消火班、安全指導班、救護班、及び応

急物資班等を置き業務を分担するものとする。 

イ 情報連絡・応援体制の確保 

（ア）要配慮者利用施設においては、消防本部等の防災関係機関との非常通報装置（ホット

ライン）の設置に努めるほか、必要に応じて消防・警察・近隣施設等との連絡会議を設

置し、施設の内部構造・入所者の実態を認識してもらい、応援協力体制の確保に努める

ものとする。 

（イ）市は、平時から情報交換及び連携を図り、情報の伝達体制等の整備に努める。 

ウ 夜間体制の充実 

要配慮者利用施設では、夜間における震災に対処するため、各施設の入所者の状況、建

物の構造等総合的に勘案の上夜間職員の配置に努めるとともに、夜間における勤務形態に

ついては、施設の種別に応じて交代制・宿直制の確保に努めるものとする。 

（２）要配慮者利用施設の耐震性強化 

建築基準法による新耐震基準施行（昭和５６年）以前の要配慮者利用施設においては、耐

震度調査を実施し、必要に応じ計画的な改修に努めるものとする。 

また、日ごろから備品等の落下転倒防止措置、危険物の安全点検等を行い、要配慮者利用

施設の安全性の維持・強化に努めるものとする。 

（３）物資・マンパワーの確保 

ア 食料品等の備蓄 

要配慮者利用施設においては、震災に備えて最低３日間、推奨１週間分の食料品・飲料

水、慢性疾患用医薬品、高齢者・障害者用仮設トイレ、避難用テント、福祉用具、避難生

活用具等の備蓄及び必要により井戸、耐震性貯水槽や備蓄用倉庫の整備に努めるものとす

る。 

イ 避難支援等関係者等との協力体制の確保 

要配慮者利用施設においては、職員の緊急連絡体制を整備しマンパワーの確保に努める

ものとするが、更に、避難支援等関係者、ボランティア、近隣施設等との協力を得られる

よう、普段から協力関係の形成に努めるものとする。 

（４）防災教育・防災訓練 

要配慮者利用施設においては、職員・入所者等に対し日ごろから防災意識の育成を図ると

ともに、防災訓練の実施に当たっては、地域の自主防災組織や消防機関の参加を求めたり、

自力避難困難者の避難・救出訓練、夜間における避難に重点を置いたりする訓練等の実施に

努めるものとする。 

（５）被災者の受入れ 
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被災地に隣接する地域の要配慮者利用施設においては、入所者の処遇の継続を確保した後、

余裕スペ－スなどを活用して被災者の受入れを行うものとし、受入れに当たっては要配慮者

等支援の必要の高いものを優先するものとする。 

このため、市及び県は、保健医療福祉圏域内で施設間のネットワ－クの形成に努め、要配

慮者利用施設は近隣の施設と相互協力関係を結び、施設長は日ごろから受入可能な余裕スペ

－スの確認に努めるものとする。 
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第第２２５５節節  ボボラランンテティィアア活活動動計計画画                                    

 
災害時における被災者の救援活動において、大きな役割を果たす災害ボランティアの自主性・

自立性を尊重しつつ、組織的な活動が円滑に実施されるよう、平時から地域におけるボランティ

アの育成に努めるとともに、災害等の緊急時において、これらの活動を被災者のニーズと適時適

切に結び付け、救援救護活動及び被災者の生活支援を効果的に進めるものとする。 
このため、災害ボランティア活動の必要性、重要性を考慮し、災害ボランティアの受入れ及び

救援活動の調整等その受入れ体制を確保できるよう、平時からボランティア関係団体相互の支

援・協力体制の整備を図るとともに、災害ボランティア活動に関する情報交換を行い、ボランテ

ィアの育成を推進するものとする。 

 

１１  ボボラランンテティィアア活活動動のの支支援援  

大規模災害時における災害ボランティア活動は、医療救護等の専門分野における災害応急活

動のほか、避難所等における被災者の生活支援等、災害発生直後から復旧過程に至る各段階に

おいて、大きな役割を果たし、その存在は欠かすことができない。 
このため、平時から災害ボランティアの育成に努めるとともに、災害時のボランティア活動

が円滑で効果的に実施されるよう、柏崎市社会福祉協議会及びボランティア関係団体等との支

援・協力体制を整備するものとする。 
  

２２  災災害害ボボラランンテティィアアのの活活動動内内容容  

災害ボランティアとは、災害発生時に被災地域や被災者の自立を支援することを目的とした

善意の活動を行う個人・団体をいい、その活動は、以下に例示するように、専門的な知識や技

能、特定の資格を有する専門ボランティアと、被災者の生活支援等に自主的に参加する一般ボ

ランティアがある。 
（１）専門ボランティア 

ア 医療（医師、看護師等） 
イ 高齢者、障害者等の介護（介護士等） 
ウ 土木・建築（砂防ボランティア、応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士等） 
エ 通訳（外国語・手話通訳者等） 

（２）一般ボランティア 
ア 災害情報・生活情報等の収集、伝達 
イ 避難所等における炊き出し、清掃等の生活支援 
ウ 救援物資、資機材の仕分・配給 
エ 軽易な応急復旧作業 
オ 災害ボランティアの受入業務 
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３３  平平時時ににおおけけるる災災害害ボボラランンテティィアア活活動動推推進進ののたためめのの体体制制整整備備  

ボランティアは、本来、個人の自主性に基づいて行われるものであり、安易な組織化、体系

化は慎む必要があるが、災害が生じてからの対応においては、連絡・調整作業が困難を極める

可能性が高いため、あらかじめ災害時における関係団体等との相互協力・連絡体制などを整え

ておく必要がある。 
災害ボランティア活動が円滑に行われるために、事前の登録、研修等の実施や、災害時にボ

ランティア活動の第一線の拠点として、被災者のニーズ把握や具体的な活動内容の指示等を行

う市災害ボランティアセンターが迅速に組織できる体制について、市は、柏崎市社会福祉協議

会等関係機関と連携を図りながら整備するものとする。 
（１）支援・協力体制の推進 

災害時には、ボランティア・ＮＰＯ等が連携して被災地での救援救護や生活再建等の支援

活動が円滑に行われるよう、平時から緊急時に備えて、相互の支援・協力体制の整備を図る。 
ア 防災啓発活動の積極的な実施 
イ 市、柏崎市社会福祉協議会等で協働し、緊急時にすぐに対応できる体制づくりの促進 
ウ 災害時に動けるボランティアの育成、研修等の実施 

（２）災害ボランティアの育成 
災害時におけるボランティア活動の知識や心構え等、自主防災組織等との連携を図りなが

ら、地域におけるボランティアの育成や自主防災リーダーの養成･研修の充実を図る。 
また、柏崎市社会福祉協議会、日本赤十字社及びその他のボランティア関係機関・団体等

との連絡調整会議等の設置により、ボランティアに関する情報交換を行いながら、ボランテ

ィアの人材育成を図る。 
ア 自主防災リーダー育成のための防災士養成講座等の受講の促進 
イ 自主防災組織等における自主防災リーダーの担い手確保 

 
４４  災災害害時時ににおおけけるる災災害害ボボラランンテティィアア活活動動支支援援ののたためめのの体体制制整整備備  

災害時には、市内外のボランティアから救援活動等の申出を受けた場合、柏崎市社会福祉協

議会及びボランティア関係団体等と緊密に連携しながら、円滑で効果的なボランティア活動が

実施できるよう、被災地における被災者ニーズの情報把握に努め、ボランティアの受入れ、派

遣等を行う市災害ボランティアセンターの設置を支援するとともに、必要な資機材や物資の調

達・援助等、その活動環境の整備を図る。また、ボランティアの活動を支援・調整するために、

関係団体等との連携による体制の整備を図るものとする。 
（１）市災害ボランティアセンターの設置 

避難所や在宅等の被災者への支援、災害救援活動への協力等のボランティア活動の円滑な

実施を支援するため、ボランティア活動の第一線の拠点として柏崎市社会福祉協議会は、市

災害ボランティアセンターを設置する。また、市及び柏崎市社会福祉協議会は、効果的な災

害ボランティア活動を推進するため、災害ボランティアセンター運営マニュアル等の整備や

設置・運営訓練の実施に努めるものとする。 
ア 市災害ボランティアセンターの活動 
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（ア）ボランティアの要請、受入れ、登録 
（イ）被災者のニーズの把握と分析 
（ウ）具体的救援活動の調整、指示 
（エ）救援活動に要する物資の確保と配布 
イ 市災害ボランティアセンターの体制 

県災害ボランティア支援センター及び市災害対策本部と密接な連携を図りながら、柏崎

市社会福祉協議会を中心に、災害救援活動経験者や、多数の一般ボランティアの協力によ

って運営する。 
（２）関係団体間の連携 

災害時には、県内外から複数のボランティア活動に参加する民間団体等が現地入りするこ

とが予測されるので、市災害ボランティアセンターは効果的な活動を行うために、関係団体

等と連携を図り、ボランティアの調整を行う。 

《災害発生時のボランティア情報収集・提供のフロー図》 
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第第２２６６節節  積積雪雪期期のの地地震震災災害害予予防防計計画画                                

 
積雪期の地震は、他の季節に発生する地震に比べ、より大きな被害を地域に及ぼすことが予想

される。 
このため、市、県、防災関係機関は、除排雪体制の強化、克雪施設の整備等総合的な雪対策を

推進することにより、積雪期の地震被害の軽減を図る。 
 
１１  除除排排雪雪体体制制・・施施設設整整備備等等のの推推進進  

（１）道路の除排雪体制の強化 
ア 一般国道、県道、市道及び高速自動車道の各道路管理者は、相互の緊密な連携の下に除

排雪を強力に推進するものとする。 
イ 市及び国、県は、除雪区間の伸長と除雪水準の向上を図るため、除雪機械の増強に努め

るものとする。 
（２）克雪住宅の普及等 

市及び県は、屋根雪荷重による地震時の家屋倒壊を防止するため、克雪住宅の普及を促進

するものとする。また、こまめな雪下ろしの励行等の広報活動を積極的に行うものとする。 
（３）要配慮者世帯に対する助成等 

市は、自力での屋根雪処理が不可能な要配慮者世帯の除雪負担の軽減を図るため、除雪費

に対する助成措置の活用に努めるほか、地域の助け合いによる相互扶助体制の確立を図るも

のとする。 
（４）除排雪施設等の整備 

市は、道路、家屋、家屋周辺の除排雪を推進するため、流雪溝等の除排雪施設の整備を図

るほか、地域住民による除排雪活動に必要な除雪機械等の整備に対する助成措置の活用に努

めるものとする。 
（５）積雪寒冷地に適した道路整備 

ア 市及び国、県は、冬期交通確保のため、堆雪スペースを備えた広幅員道路やバイパスの

整備に努めるものとする。 
イ 市及び国、県は、雪崩等による交通遮断を防止するため、スノー（ロック）シェッド、

雪崩防止柵等の道路防雪施設の整備に努めるものとする。 
（６）雪崩危険箇所の整備 

市及び国、県は、雪崩から市民の生命、財産を守るため、雪崩防止施設の整備に努めるも

のとする。 
（７）消防水利の整備 

積雪期には他の時期に増して消防水利の確保に困難を来すことから、地震による水道管の

破損も考慮し、防火水槽を含めた幹線道路の水利整備に努めるものとする。 
 
 



地震災害対策編 
第１編第２章第２６節 

「積雪期の地震災害予防計画」 

- 135 - 

２２  緊緊急急活活動動体体制制のの整整備備  

（１）冬期緊急道路確保路線網の図の策定 
市及び国、県の各道路管理者は相互に協議して、積雪期の地震の初動活動に必要な冬期緊

急道路確保路線網の図を策定するものとする。 
（２）雪上交通手段等の確保 

積雪期の初動活動では道路交通の確保に困難が予想されるため、市は、雪上車やスノーモ

ービル等の確保に努めるものとする。 
（３）通信手段の確保 

市は、積雪期の災害による通信途絶に備え、通信施設・設備の耐震化を推進するとともに、

山間地域集落の町内会長及び消防団との携帯無線機等による通信手段の確保に努めるものと

する。 
また、地域住民による情報収集、伝達方法等の体制の確立を図るものとする。 

（４）避難所体制の整備 
ア 各集落単位での一時避難場所の確保 

山間豪雪地においては、集落間の交通の確保が困難又は途絶する可能性があり、救助活

動の遅延も予想されることから、市は、集落単位に一時避難場所の整備に努めるものとす

る。 
〈整備内容〉 

集落センター等の一時避難場所の耐震化及び食料、救助資機材等の備蓄 
イ 避難所対策 

市は、積雪寒冷期の避難所運営に関しては、特に被災者の寒冷対策に留意するものとし、

避難所における暖房設備、燃料、携帯暖房品等の整備、備蓄に努めるものとする。 
（５）積雪期用資機材の備蓄 

積雪期においては、特に、被災者、避難者の収容施設に対する暖房等の需要の増大が予想

される。市は、電源を要しない暖房器具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防

寒具、スノーダンプ、スコップ、救出用スノーボート等）の備蓄に努めるものとする。 
 
３３  ススキキーー客客にに対対すするる対対策策  
  高柳スキー場で大規模な地震が発生した場合、リフト、ロッジ等の損傷や雪崩の発生等によ

り多数のスキー客の被災が懸念される。 
  したがって、次に掲げる事項について、スキー場施設管理者と連携して各種対策を講じてお

き、スキー場利用客の安全確保を図るものとする。 
（１）スキー場施設管理者の対策 
  ア リフト利用者に対する対策 
  イ ロッジ利用者に対する対策 
  ウ ゲレンデにおける対策 
  エ 駐車場における対策 
  オ スキー客の一時避難対策 
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（２）市の対策 
  ア スキー客を考慮した避難所の設置、運営対策 
  イ スキー場及び宿泊施設からの避難所への誘導対策 
  ウ 被災スキー客の救助対策 
 

４４    総総合合的的なな雪雪対対策策のの推推進進  

積雪期の地震の災害予防対策は、除排雪体制の整備など雪に強い町づくり等の雪対策の総合

的、長期的推進によって確立されるものである。 
このため、市は、関係機関と相互に協力し、より実効性のある雪対策の確立と雪による障害

の解消に努めるものとする。
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第第２２７７節節  食食料料品品・・生生活活必必需需品品等等のの確確保保計計画画                            

 
災害時においては、自宅が倒壊しあるいは交通網のマヒ等により、市民及び一時的滞在者が食

料品や生活必需品等を調達できなくなることが予想される。 
このため、備蓄に当たっては、自助・共助・公助の考え方に基づき、県は、全県的な備蓄の調

整を行い、中越大震災の規模に対応できる備蓄量を確保し、災害時には被災地への支援の指示を、

県内市町村へ出すものとしている。また、災害発生時に円滑な物資輸送を行うため、屋内でフォ

ークリフトの使用や大型車の乗り入れができる物資拠点を選定する。 
市は、中越沖地震での避難者数及び県が示した人口規模を基に、保健衛生班管理栄養士等と連

携して、高齢者、乳幼児、腎臓病等慢性疾患者など、特別な配慮が必要な食料品を含めて、適切

な品目及び数量の備蓄を必要最小限行い、年齢、性差、障害等に対応できる体制を整え、災害時

に速やかに食料品、生活必需品等を供給する。また、必要最小限の備蓄以外は、民間企業の保有

する流通在庫を活用する。 
県及び市は、民間事業者に委託可能な業務（物資の保管、荷捌き及び輸送）については、あら

かじめ、民間事業者との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理

する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用するもの

とする。また、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やか

に確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定しておくよう努めるものとする。 

県及び市は、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、備蓄物資や物資の輸送拠点の登録

に努めるとともに、あらかじめ、登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物

資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、

速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。また、平時から訓練等を通じて、物資の備

蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、

要請手続き等の確認を行うよう努めるものとする。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民の役割 

ア 各家庭において、平時から家族の最低３日分、推奨１週間分の食料及び物資等の備蓄に

努める。 

イ 高齢者、乳幼児、腎臓病等慢性疾患者、食物アレルギー患者等、食事に特別な配慮をす

る必要のある者は、平時から最低３日分、推奨１週間分の分量を自ら確保するよう努める。 

ウ カセットコンロ等調理用熱源及び燃料を確保するよう努める。 

エ 石油ストーブ等停電時でも使用可能な暖房器具及び燃料を確保するよう努める。 

オ 車両の燃料を常に半分以上としておくよう心がけるなど、日頃から車両の燃料を確保す

るよう努める。 

カ その他災害時に必要な物資（携帯ラジオなど）を事前に用意するよう努める。 

（２）企業・事業所及び学校等の役割 
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ア 企業・事業所及び学校等は、長距離通勤・通学者で災害時に帰宅が困難になる者の把握

に努め、これらの者が１～３日間程度泊まり込む場合に必要となる量の食料及び物資等の

備蓄に努める。 

イ 企業・事業所は、災害時においても事業継続するために必要な人員の把握及び確保に努

めるとともに、そのために必要な食料及び物資等の備蓄に努める。 

ウ 要配慮者利用施設・病院等は、入居者、入院患者及び職員等が必要とする最低３日分、

推奨１週間分の食料及び物資等の備蓄に努める。また、非常用発電等に必要な燃料の備蓄

に努める。 

（３）県の役割 

ア 物資等の備蓄 

市町村が供給又は緊急調達が困難な事態に備え、上・中・下越及び佐渡の備蓄拠点に食

料及び物資等を備蓄する。 

イ 物資拠点の選定 

県は、災害発生時に円滑な物資輸送を行うため、物資の集積・配送等ができる施設（広

域物資輸送拠点）を選定する。 

ウ 物資等の緊急供給体制の整備 

（ア）企業・事業者団体等との協定による緊急調達体制を整備する。 

（イ）他県との災害時の応援協定による緊急調達体制を整備する。 

（ウ）輸送事業者等との協定による物資等の緊急輸送・配布体制を整備する。 

（エ）陸路が寸断された場合の代替緊急調達体制の整備に努める。 

エ 燃料の緊急供給体制の整備 

石油関連団体等との協定による緊急調達体制を整備するとともに、災害時に優先的な燃

料供給が必要な重要施設に係る情報（施設に至る経路や燃料関連設備の状況等）の共有に

努める。 

オ 市町村に対する支援体制の整備 

市町村に対し、燃料や物資等の提供・代行調達、輸送・配付等の支援を行う体制を整備

する。 

カ 県民への普及啓発 

（ア）家庭、企業・事業所、学校等に対して、災害備蓄の重要性及び災害時の食料及び物資

の供給計画について、普及啓発する。 

（イ）小口・混載の支援物資を送ることは被災地方公共団体の負担になることなど、被災地

支援に関する知識の普及に努める。 

（４）防災関係機関の役割 

ア 日本赤十字社新潟県支部 

（ア）非常用食料や毛布等の物資の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発災直後の県・市町村

からの要請又は独自の判断に基づく避難所等への配送に備える。 

（イ）緊急時の連絡窓口、連絡方法等について、県・市町村と情報交換し、連絡を密にする。 

イ （公社）新潟県トラック協会 
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（ア）県からの輸送依頼に備え、夜間・休日等の対応窓口を指定するなど必要な体制を整備

する。 
（イ）会員企業への緊急連絡体制を整備する。 
ウ 新潟県石油業協同組合 
（ア）県からの供給依頼に備え、緊急時に供給を行う給油取扱所を指定するなど必要な体制

を整備する。 
（イ）会員企業への緊急連絡体制を整備する。 

（５）市の役割 
ア 物資等の備蓄 
（ア）市・県の備蓄分担割合に基づき食料及び物資等を備蓄する。 
（イ）発電機等、市民が日常生活では通常使用しないため備蓄しにくい品目は、市での公的

備蓄に努める。 
（ウ）備蓄物資は、極力避難所予定施設等にあらかじめ配備し、災害時に避難者が直ちに取

り出して使用・配布できるようにする。 
イ 物資拠点の選定 

県及び関係機関等から物資を受け入れ、集積・配送等を行う施設（地域内輸送拠点）を

選定する。 
ウ 物資等の緊急供給体制の確立 
（ア）企業・事業者団体等との協定による緊急調達体制を整備する。 
（イ）輸送事業者等との協定による緊急輸送・配布体制を整備する。 
（ウ）自主防災組織及び市災害ボランティアセンターとの協力体制を整備する。 
エ 市民への普及啓発 
（ア）市は、家庭、企業・事業所、学校等に対して、災害備蓄の重要性及び災害時の食料及

び物資の供給計画について普及啓発する。 
（イ）防災訓練に際して、地域住民とともに避難所の備蓄物資の確認及び使用・配布の訓練

を行う。 
（ウ）小口・混載の支援物資を送ることは被災地方公共団体の負担になることなど、被災地

支援に関する知識の普及に努める。 
 

２２  備備蓄蓄品品及及びび備備蓄蓄場場所所  

項 目 品名  備蓄場所 

食料品 

飲料水 
乾パン、ビスケット 
アルファ米 
副食（缶詰等） 
要配慮者を対象とした食料（お
粥、ミルク等） 数箇所の避難所に分散及び集

中保管して備蓄する。 

生活必需品 
毛布 
日用品等（タオル、ちり紙、歯
ブラシ等） 

福祉器具 ポータブルトイレ 
車椅子等 
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※備蓄品の夏季における対応 
  夏季においては避難所予定施設が高温多湿になることも予想されることから、食料の提供に

当たって、食中毒の発生を防止する等万全の体制を整備する。 

 
３３  備備蓄蓄数数量量等等  

県では、災害時に被災エリアの市町村が、２食分を被災者へ提供し、被災エリア外の市町村

は、１．５食分の備蓄物資を被災エリアの市町村へ支援することとしている。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
○新潟県計画  被災エリア人口８０万人（※）、避難者を１０万人と想定 
 主食（食） 副食（食） 飲料水(2 ㍑/本) 毛布（枚） 

 （主食×２/３） （主食×１/３）  
人口８０万人 
当たりの必要量 

２０万 １３万６，０００ ６万４，０００ ２万４，０００ 

人口１万人 
当たりの目標量 

２，５００ １，７００ ８００ ３００ 

※ 中越大震災規模の災害が発生し、県人口の３分の１が被災する状況を想定。 
※ 中越大震災時、最大３３市町村で避難者が発生し、該当市町村の人口は計７４万人。 

○柏崎市計画  人口８２,０００人（※）、避難者を１０，２５０人と想定 

 主食（食） 副食（食） 飲料水(2㍑/本) 毛布(枚) 

 （主食×２/３） （主食×１/３）  

市の目標量 ２０，５００ １３，７００ ６，９００ ２，５００ 

※ 令和２（２０２０）年の国勢調査の人口８１，５２６人を基に算出。 
※ 中越沖地震時の最大避難者数は１１，４１０人。 

  

４４  備備蓄蓄にに関関すするる市市民民へへのの普普及及啓啓発発  

（１）市民、企業・事業所等に対し、備蓄の重要性及び、災害時の食料・物資の供給計画につい

0%

20%

40%

60%

80%

100%
1食目 2食目 3食目 4食目 5食目 6食目 7食目 8食目 9食目

発災～3日目までの供給想定

個 人

他市町村

県外

県

市町村

1日目 ３日目２日目

新潟県備蓄供給想定 
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て、普及啓発する。 

（２）防災訓練時、地域住民とともに避難所の備蓄物資の確認及び使用・配付の訓練を行う。 

（３）小口・混載の支援物資を送ることは被災自治体の負担になるなど、被災地支援に関する知

識の普及に努める。 

５５  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

（１）食料の供給においては、高齢者、乳幼児、腎臓病等慢性疾患者、食物アレルギー患者等摂

食上配慮を必要とする者を特定し、必要となる食料及び数量を把握し、災害時に速やかに提

供できる体制を整備する。 

なお、食料の選定と活用については、保健衛生班管理栄養士等と連携して行う。 

（２）年齢、性差、障害等により必要となる物資及びその数量について、事前に検討し、災害時

に速やかに供給できる体制を整える。 
 
６６  女女性性にに対対すするる配配慮慮  

避難所等における女性の授乳、更衣等を想定し、パーテーション等必要な物資を備蓄すると

ともに、必要に応じて、速やかに供給するような体制をあらかじめ構築するものとする。 
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第第２２８８節節  事事業業所所等等のの事事業業継継続続                                      
  

１１  計計画画のの方方針針  

企業・事業所（以下「事業所等」という。）は、災害時の事業所等の果たす役割（生命の安

全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自

然災害リスクを把握するとともに、リスクに応じたリスクコントロールとリスクファイナンス

の組み合わせによるリスクマネジメントを実施することで、各事業所等において防災活動の推

進に努める。 

 

２２  市市のの役役割割  

  地域経済への影響を最小限にとどめるため、事業所が被災後、速やかに事業を再開できるよ

う、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進し、危機管理体制の整備が図られるよう普及啓発活

動を行う。 

  ※事業継続計画（ＢＣＰ）とは、災害時等に特定された重要業務が中断しないこと、また万

一事業活動が中断した場合に目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う顧

客取引の競合他社への流出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下などから事業所を

守るための経営戦略として、その方法、手段などをあらかじめ取り決めておく計画のこと。

バックアップシステムの整備、バックアップオフィスの確保、安否確認の迅速化、要員の

確保、生産設備の代替などの対策を実施するものである。 

（１）実態の把握 

事業所等のＢＣＰ策定状況など、危機管理体制の整備状況について実態把握に努める。 

（２）事業継続計画策定など危機管理体制の整備に向けた普及啓発 

事業所等が災害に強い企業となるよう、防災や事業継続計画の策定等に関する必要な情報

の提供など、危機管理体制の整備に向けた普及啓発に努める。 

（３）地域防災訓練等への参加の呼びかけ 

事業所等を地区コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加を呼

びかけ、自主防災組織等との連携協力体制の構築を図る。 

（４）事業継続力強化支援計画の策定 
   中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進する

ため、商工団体と連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める。 
 

３３  商商工工団団体体のの役役割割  

（１）事業継続計画の策定を促進するための情報提供や相談体制の整備などの支援等により、会

員・組合員等の防災力向上の推進に努める。 

（２）会員・組合員等に対し、企業防災の重要性や事業継続計画の必要性について啓発する。 

（３）行政等の支援策の実施や情報の会員・組合員等への周知に協力する。 

（４）中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進する
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ため、市町村と連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める。 

 

４４  事事業業所所等等のの役役割割  

    事業所等は、災害時の事業所等の果たす役割を十分に認識し、防災活動の推進に努めるもの

とし、特に、災害時にも事業が継続でき、かつ、重要業務の操業レベルを早急に災害前に近づ

けられるよう事前の備えを行い、被災地の雇用やサプライチェーン（製造業における原材料調

達・生産管理・物流・販売までの一つの連続したシステム）を確保するなど、事業継続の取組

を推進する。 

（１）災害時に事業所等が果たす役割 

  ア 生命の安全確保 

    顧客等不特定多数の者が施設に来たり、施設内にとどまったりすることが想定される

事業所等は、迅速に顧客、従業員等業務に携わる者の安全確保に努める。 

  イ 二次災害の防止 

    事業所等においては、火災の防止、建築物等の倒壊防止、薬液の漏えい防止など、周

辺地域の安全確保の観点から二次災害防止に努める。 

  ウ 事業の継続 

    被災した場合の事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるい

は早期復旧を可能とするため、事業継続マネジメントの実施に努める。 

  エ 地域貢献・地域との共生 

    災害が発生した場合には、市民、行政、取引先企業などと連携し、地域の１日も早い

復旧を目指すとともに、地域住民や自治体との協調の下、企業の特色を生かした活動に

よる地域貢献に努める。 

（２）平時の防災対策 

  ア 事業継続計画の策定 

    事業所等は、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画を策定するよう努める。 

  イ 事業継続計画の定期的な点検と見直し 

    事業継続計画を策定した事業所等は、定期的に点検を行い、必要な見直しを行う。 

  ウ 平時の危機管理体制の構築 

防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、緊急地震速報受信装置等の積極的な活

用、損害保険等への加入や融資枠の確保による資金の確保を実施するなど、平時からの

危機管理体制の構築に努める。 



地震災害対策編 

第１編第２章第２９節 

「行政機関等の業務継続」 

- 144 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【参考】 
 国において、事業継続の取組を促進するため、各種ガイドライン等を策定し公開し

ている。 
 〔内閣府〕 
  ○中央防災会議・民間と市場の力を生かした防災力向上に関する専門調査会「事業

継続ガイドライン」 
  ○「企業等の事業継続・防災評価 検討委員会」の検討の経緯と成果について 
 〔中小企業庁〕 
  ○「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」 
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第第２２９９節節  行行政政機機関関等等のの業業務務継継続続                                    

  

１１  計計画画のの方方針針  

    地震及び津波等発生時における行政機関等の業務継続は、地域の機能が停止することなく、

継続可能な社会を構築するために不可欠であることから、行政機関における業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定を推進するとともに、業務継続マネジメント（ＢＣＭ）能力の向上を図ることに

より、業務継続の確保に努める。 
 
２２  市市のの役役割割 

  地震及び津波等発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害

時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の

対応力の強化を図る必要があることから、柏崎市業務継続方針（平成２６（２０１４）年４月

策定）に基づき、柏崎市業務継続計画（平成３１（２０１９）年３月策定）を策定、令和４（２

０２２）年１月に柏崎市業務継続計画の改訂に併せて、柏崎市受援計画（令和４（２０２２）

年１月）を策定し、業務継続性の確保を図る。 

市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うことから、

業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集

体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確保、災害時

にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優 

先業務の整理について定めておくものとする。 

業務継続計画の策定に当たっては、内閣府「市町村のための業務継続計画作成ガイド」及び

「大規模災害時における地方公共団体の業務継続の手引き」等を参考とする。 
また、実効性のある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等を踏まえ

つつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験

の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂などを行う

ものとする。 

（１）非常時優先業務の整理 
地震及び津波等発生時において、応急対策業務（優先的に実施する必要のある復旧・復興

業務）と優先通常業務（普段から実施している業務のうち休止することのできない業務）を

非常時優先業務とし、社会的な影響、他の業務への影響及び法令上の処理期限等を踏まえた

影響度の観点から分析し、優先的に実施する非常時優先業務の洗い出しを行う。また、非常

時優先業務については、実施すべき目標時間を設定し、その目標時間を達成するための体制

構築に努める。 
（２）業務執行体制の確保 

   ア 市長不在時の職務代行順位 

     市長不在時の職務代行順位について、明記しておく。 

   イ 職員の参集体制 
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本計画に定める配備体制（第３章第２節）を参考に、非常時優先業務を速やかに実施

できるよう参集体制の確立に努める。 
   ウ 安否確認 

緊急時の連絡網を整備し、大規模な危機の発生時には、安否の連絡のない職員につい

て、安否確認を実施する。 

   エ 人員計画の立案 
非常時優先業務の実施に必要な人員や職種等を把握し、人員計画等に反映させるよう

努める。 
   オ 業務引継 

非常時優先業務の担当職員が業務を実施できない場合に備え、業務内容の共有化やマ

ニュアルの整備、代替要員への引継等を適宜行う。 
   カ 庁内の応援体制の確立 

所属内で必要人員が確保できないと想定される場合は、同部局内による応援体制の確

立に努める。 

また、部局内で必要人員が確保できないと想定される場合は、庁内による応援体制の

確立に努める。 

キ 庁外からの応援体制の確立 

大規模災害の発生時でも、協定先等から円滑な応援を受けることができるよう受援体

制をあらかじめ準備しておくとともに、協定内容や新たな協定先を検討する。 

   ク 外部事業者等の業務継続体制の確保 
非常時優先業務の実施又は実施に必要な資源等の確保が庁外の事業者等に委託されて

いる場合は、外部事業者等が大規模災害の発生時においても当該業務を継続することが

可能な体制を整備しているか確認し、整備していない場合は体制の整備を要請する。 
ケ その他 

上記のほか、業務執行体制において、障害となる可能性がある事項をあらかじめ整理

し、対策を検討する。 

（３）施設・設備の確保 
ア 執務スペース 
（ア）庁舎に被害が発生した場合の対応 

庁舎管理者は、庁舎の安全を確認し、安全が確保できない場合は、被害箇所及び立

入制限区域を周知するとともに、安全や業務継続への影響が大きい箇所を優先して、

応急復旧を実施する。 
（イ）代替施設の利用 

庁舎を長期的に利用できないと判断される場合、災害対策本部等において、本部長

が代替施設での非常時優先業務の実施を決定する。応急復旧を実施する。 
（ウ）代替施設の決定 

代替施設は、災害の発生箇所、規模等に応じて決定する。代替施設を決定した場合、

市民、関係機関等へ速やかに周知する。なお、代替施設としてあらかじめ検討する施
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設は次のとおり。 
      a  西山町事務所、高柳町事務所 

      b  総合体育館、市民プラザ、ソフィアセンター、文化会館アルフォーレ 
      c  他の市施設 

      d  県、国、その他防災関係機関等の施設 

      e  民間施設 
（エ）代替施設の設備状況等の把握 

庁舎管理者は、代替施設の設備状況や代替施設の利用に伴う手続、資源等について、

把握に努める。また、個別の重要業務に必要な資源は、各所属において把握に努める。 
イ 通信手段 

     電話等の通信手段が利用できない場合を想定し、通信事業者等に対して優先的な復旧

の依頼や、代替通信手段の確保等対応をあらかじめ準備しておくよう努める。また、県

等防災関係機関との通信手段については「第３章第４節 防災通信施設応急対策」によ

るものとする。 
ウ 情報システム 

     非常時優先業務の実施に際し必要となる情報システムの確保や重要な行政データのバ

ックアップについては、「柏崎市 ICT 業務継続計画書」（平成２７（２０１５）年４月作

成）によるものとする。 
エ 電源 

     停電に備え、非常用発電機とその燃料を確保する。 
オ トイレ 

下水道機能の停止や水道の供給停止等により、トイレが使用できない場合、仮設トイ

レの供給等により、３日間程度利用できるように仮設トイレの調達先や設置場所等につ

いて、あらかじめ準備する。 
カ 職員の食料等 

職員が、家庭において、最低限３日分（推奨１週間分）の食料等を備蓄するとともに、

職場において、最低限２食分の食料等を備蓄する。 
キ その他 

所属長は、上記のほか、非常時優先業務を目標時間内に実施するために、執務環境に

おいて、障害となる可能性がある事項をあらかじめ整理し、対策を検討する。 
（４）業務継続力の向上 

現在の業務執行体制及び執務環境では、目標時間までに業務を実施することが困難と想定

される非常時優先業務について、目標を達成するために必要な対策を検討する。 
（５）教育・訓練の実施 
   地震及び津波発生時における対応について、平時から職員一人ひとりが意識するとともに、

必要となる措置について準備をしておくことが重要であることから、各所属等を通じて、職

員に対する教育・普及啓発を行うとともに、訓練の実施を通じながら各種マニュアルや対応

方法の実効性を確認する。 
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（６）業務継続方針等の見直し 

対策の課題等を洗い出し、所要の見直しを行い、業務継続方針、業務継続計画及びマニュ

アル等を見直すなど、継続的な改善を行う。  
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第第１１編編（（地地震震災災害害対対策策編編））第第３３章章    災災害害応応急急対対策策  
第第１１節節  災災害害対対策策本本部部のの組組織織・・運運営営対対策策                              

 
１１  災災害害対対策策本本部部のの設設置置  

市内に大規模な地震が発生し、又は発生するおそれのある場合は、災害対策基本法第２３条

の規定により市長は災害対策本部を設置し、災害の応急対策業務の迅速かつ的確な推進を図る。 
災害に対処する当面の災害応急対策責任者又は関係機関が災害対策を総合的に実施し、併せ

て他機関との連絡調整に当たるため、それぞれの災害対策本部を設置したときは、これを柏崎

市防災会議会長に通知する。 

なお、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害対策本部を設置するまでに至

らない場合の災害応急対策の実施は、災害対策本部が設置された場合に準じて行う。 

 
２２  災災害害対対策策本本部部のの設設置置及及びび解解散散基基準準  

（１）設置基準 
市長は、次の各号の一に該当するときは、災害対策本部を設置する。 

ア 災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき。 

イ 災害が発生し、その規模及び範囲から特に対策を要するとき。 
ウ 市内で震度６弱以上を観測したとき。 
エ 市の地域において、大津波警報又は津波警報が発表されたとき。 
オ 市内で震度５弱又は震度５強を観測し、被害の状況等から災害応急対策を実施するため

に特に必要があると認められるとき。 
カ 上記に掲げるほか、市長が特に必要と認めたとき。 

（２）災害対策本部及び現地対策本部の設置場所 
災害対策本部は、市役所３階災害対策本部会議室に設置する。ただし、市役所が被災し、

機能を確保することができないときは、他の市有施設に設置する。 
   現地対策本部は町事務所庁舎に設置する。ただし、町事務所が被災し、機能が確保できな

いときは他の市有施設に設置する。 
（３）解散基準 

市長は、当該災害に関する応急対策がおおむね完了した場合又は予想された災害の危険性

が解消されたと認めた場合は、災害対策本部、現地対策本部を解散する。 

（４）設置及び解散の通知 
災害対策本部を設置し、又は解散したときは、市長（本部長）は、直ちに職員に伝達し、

次に掲げる機関にその旨報告又は通知するとともに、市民に対しても周知する。 

ア 知事（県危機対策課）※新潟県総合防災情報システムにより行う。 
イ 柏崎市防災会議委員 
ウ 市議会議員 
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 なお、市長が必要と認めた場合は、次の関係機関に通知するものとする。 
・ 隣接市町村及び応援協定市町村  
・ 陸上自衛隊第２普通科連隊 
・ 消防庁 

 
３３  災災害害対対策策本本部部のの組組織織編編成成  

災害対策本部の組織運営及び事務分掌は、柏崎市災害対策本部条例に基づき、市の行政組織

における平時の事務及び業務を基準とし、災害に即応できるように定める。 
更に、防災活動の基本方針を協議決定するため、本部会議を災害対策本部の下に設置し、迅

速かつ的確な災害応急対策を実施する。 
（１）災害対策本部組織 

災害対策本部の組織は、別図１に示すとおり編成する。 
（２）本部長及び副本部長 

ア 市長を本部長とし、副本部長は副市長をもって充てる。 
イ 本部長に事故があるときは、副本部長が本部長の職務を代理する。また、次の順位によ

り指揮命令を確立する。 

第１順位 副市長（副本部長） 

第２順位 総合企画部長 

第３順位 柏崎市部制条例（昭和５５年条例第３６号）で定める部の順序 
（３）本部員 
   災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、教育長、危機管理監、柏崎市部制条例第１

条に規定する部の部長、福祉保健部参事、上下水道局長、教育部長、消防長及び議会事務局

長をもって充てる。 
（４）本部会議 

ア 本部長は、災害対策本部を設置したときは、直ちに災害対策本部会議（以下「本部会議」

という。）を設置する。 
イ 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が指名する者をもって組織する。 
ウ 協議事項等は、次のとおりとする。 
（ア）市内の災害状況及び災害応急対策実施状況 
（イ）本部の災害応急対策等の実施に関する基本的事項及び災害対策実施に関する重要な事

項 
（ウ）本部内各部の調整に関する事項 
（エ）防災関係機関との連携推進に関する事項 
（オ）重要な災害情報の収集及び伝達に関する事項 
（カ）県、他市町村及びその他の防災関係機関に対する応援要請に関する事項 
（キ）自衛隊に対する応援要請に関する事項 
（ク）公用令書による公用負担に関する事項 
（ケ）災害救助法の適用に関する事項 
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（コ）避難の勧告、指示又は解除に関する事項 
（サ）その他災害対策上重要な事項 

（５）部及び班 
部に部長及び部長を補佐する副部長を、班に班長及び班員を置く。 

（６）本部連絡員 
   部の班に本部連絡員を置く。ただし、部のうち上下水道部、議会調整部にあっては、部に

本部連絡員を置く。 
本部連絡員は、部長に対し班又は部の所管に関する災害情報を伝達し、災害応急対策の実

施状況を報告するとともに、部長からの連絡事項を班長に伝達する。  

（７）現地対策本部 
ア 本部長は、必要があると認めるときは、災害地に現地対策本部を置く。 
イ 現地対策本部長は副本部長又は本部員のうちから、現地対策本部員は本部員のうちから、

現地対策本部職員は本部職員のうちから本部長が指名する。 
（８）災害対策本部組織相互間の職員応援 

ア 災害対応に人員が不足する班は、部内の他の班から応援を受ける。 
イ 上記の応援でなお人員が不足するときは、他の部から応援する。 
ウ 市の組織の全体をもってしてもなお不足するときは、隣接応援協定市町村及びその他の

応援協定市町村の職員の派遣を要請し、応援を受ける。 
 
４４  災災害害応応急急対対策策のの総総合合調調整整  

市が災害対策本部を設置したときは、柏崎市防災会議は必要に応じて連絡員室を設置し、関

係機関相互間における連絡調整の円滑化を図る。 
柏崎市防災会議連絡員室が設置されたときは、防災会議委員はその所属機関から、必要に応

じて職員を派遣し、災害対策本部と協働して応急対策を実施するものとする。 
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５５  災災害害対対策策本本部部組組織織のの整整備備とと職職員員のの服服務務基基準準  

（１）組織の整備 
災害対策本部長は、災害対策本部の組織機構に基づき、災害に常に対処し得る体制の整備

強化のため、各班に所属する者の職氏名と任務分担を明確にしておかなければならない。 
（２）職員の服務基準 

災害時における職員の防災服務心得を次のとおり定める。 

 

 
現地対策本部長（副本部長又は本部員） 
現地対策本部員（本部員） 
現地対策本部職員（本部職員） 

現地対策本部 

※本部長が必要と認めたときは、

町事務所に現地対策本部を設置

する。 

 
会長：市長 
委員：市 
   防災関係機関 

柏崎市防災会議 

 
本 部 長：市長 
副本部長：副市長 
本 部 員：教育長、危機管理監、柏崎市部制 

条例第 1 条に規定する部の部長、
上下水道局長、教育部長、消防長、
議会事務局長 

柏崎市災害対策本部 

連絡員室 

災害対策本部等組織系統図 

本部会議 

 
危 機 管 理 部 
総 合 企 画 部 
財  務  部 
市 民 生 活 部 
福 祉 保 健 部 
子 ど も 未 来 部 
産 業 振 興 部 
都 市 整 備 部 
上 下 水 道 部 
文  教  部 
消  防  部 
議 会 調 整 部 

 

部 
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○ 災害時における職員の自覚 
災害時においては、職員としての自覚を持ち、災害に対処し、人命を第一に、市民の信

頼を得るよう努力しなければならない。 
○ 災害時の動員及び参集の義務 

災害時に動員命令を受けた職員は、指定された場所に必ず参集しなければならない。 
○ 災害時の責任分担の的確な履行 

災害時において、各職員は、与えられた職務に責任を持ち、的確な判断の下に法令その

他定められた基準に従い、自己の分担業務を的確に履行しなければならない。 
○ 各関係機関との連絡協調 

災害時において、各関係機関と連絡を密にし、それぞれの機関における災害対策の方向

性などに相違が生ずることがないようにしなければならない。 
○ 被災者に対する応接態度 

被災者に対しては、親切、丁寧に接し、不安を抱かせるような態度をとってはならない。 
 

 
６６  災災害害対対策策本本部部のの運運営営上上必必要要なな資資機機材材等等のの確確保保  

危機管理監は、災害対策本部が設置されたときは、次の措置を講ずる。 
（１）災害対策本部開設に必要な資機材等の準備 

ア 柏崎市災害対策図（1/10,000） 
イ 被害状況図板の設置 
ウ 携帯ラジオの確保 
エ テレビの確保 
オ その他必要資機材の確保 

（２）通信手段の確保 
「第４節防災通信施設応急対策」に定める有線及び無線通信施設の被害状況を調査し、機

器の準備及び応急復旧を行い、通信手段の確保に努める。 
 
   

  

 

災害時における職員の防災服務心得 
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別図１ 

柏柏崎崎市市災災害害対対策策本本部部のの組組織織  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

現地対策本部 
【消防部】（部長：消防長 副部長：消防総務課長） 
（総務班、予防班、消防班） 
 

 
 
【文教部】（部長：教育部長 副部長：教育総務課長） 
（総務班、学校教育班、社会教育班、体育施設班） 
 

 
 

 
災害対策本部 

本部長（市長） 

副本部長（副市長） 

本部員 

教 育 長 
危 機 管 理 監  
柏崎市部制条例 
第 1 条に規定 
する部の部長 
上下水道局長 
教 育 部 長 
消 防 長 
議会事務局長 

 

部及び班 

【総合企画部】（部長：総合企画部長 副部長：総務課長） 
（総務班、人事班、情報・交通班、広報・報道班） 

【財務部】（部長：財務部長 副部長：財政管理課長） 
（本部記録班、車両・輸送班、被害調査班） 

 
 

【福祉保健部】（部長：福祉保健部長 副部長：福祉課長） 
（福祉班、要配慮者支援班、保健衛生班） 
 

 
 
【子ども未来部】（部長：子ども未来部長 副部長：保育課長）
（保育班、児童福祉班、保健衛生班） 
 
 

 
 
【都市整備部】（部長：都市整備部長 副部長：道路維持課長）
（総務班、建設班、住宅班） 
 

 
 

【危機管理部】（部長：危機管理監 副部長：防災・原子力課長） 
（総合調整班） 

【産業振興部】（部長：産業振興部長 副部長：農林水産課長）
（農林水産班、商業観光班、物資供給班） 
 
 

 
 

【市民生活部】（部長:市民生活部長 副部長：市民活動支援課長） 
（総務班、救助班、環境衛生班、出納班、地域事務所班 

【上下水道部】（部長：上下水道局長 副部長：施設維持課長、） 
（総務班、水道下水道情報計画班、水道給水班、水道復旧班、
下水道復旧班） 

【消防部】（部長：消防長 副部長：消防総務課長） 
（総務班、予防班、消防班） 
 
 【文教部】（部長：教育部長 副部長：教育総務課長） 
（総務班、学校教育班、社会教育班、体育施設班） 
 
 【議会調整部】（部長：議会事務局長 副部長：議会事務局長代
理）（渉外班） 
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第第２２節節  職職員員のの配配備備・・招招集集対対策策                                        

 
予期せず発生する地震災害では、初期段階での対応がその後の応急対策を左右することとなる。

市の災害応急対策を迅速に推進するため、情報の伝達及び職員招集体制等を次のとおり定める。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

部 班 担  当  内  容 

総合企画部 人事班 職員の動員に関すること。 

 
２２    地地震震及及びび津津波波発発生生時時ににおおけけるる配配備備体体制制  

市内に地震が発生した場合又は津波注意報・津波警報・大津波警報が発表された場合、被災

状況等の情報収集及び災害応急対策が必要となる各所属にあっては、迅速に職員を配備する。 
なお、震度３以上の地震が発生し、又は津波注意報・津波警報・大津波警報が発表されたと

きの職員の配備体制は、柏崎市災害応急対策実施要綱第７条に規定されるとおり、次の基準に

よる。 
（１）地震発生時の配備体制 

配備体制区分 配  備  基  準 目安となる

震度 

地震第１次配備 （警戒体制）被害等の情報を収集できる体制 震度３ 

地震第２次配備 （警戒本部設置体制）災害が発生し、又はその発生が予測さ

れる場合直ちに対応できる体制 震度４ 

地震第３次配備 （対策本部設置体制）全市的な被害が発生し、又はその発生

が予測される場合直ちに対応できる体制 

震度５弱 
以上 

（２）津波注意報・警報発表時の配備体制 

配備体制区分 配  備  基  準 予想される津波の高さ 

津波第２次配備 （警戒本部設置体制）気象庁が津波注意報

を発表したとき 高いところで０．５ｍ程度 

津波第３次配備 （対策本部設置体制）気象庁が津波警報又

は大津波警報を発表したとき 高いところで１ｍ程度以上 

 

３３  勤勤務務時時間間内内ににおおけけるる対対応応  

（１）地震等の情報の伝達 
市内の地域において震度３以上の地震を観測した場合又は気象庁が市内沿岸に津波注意報、
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津波警報又は大津波警報が発表された場合は、防災行政無線、防災メール及び所属長に対す

る配備指令メールにより地震情報等を伝達する。 

（２）部局等における情報の把握 

部局等の長は、上記（１）又は他の方法で地震等の情報を得たときは、直ちに平常業務を中止し、職員を配置

に付け、警戒活動又は応急対策活動を実施する。また、速やかに被害状況等の把握に努め、危機管理

監へ報告する。 

（３）緊急連絡会議の招集 
危機管理監は、必要に応じて災害対策に関係する部局等の長をメンバーとする「緊急連絡

会議」を開催し、迅速な応急対策について協議する。 

 

４４  勤勤務務時時間間外外（（夜夜間間・・休休日日等等））ににおおけけるる職職員員のの招招集集  

（１）災害時登庁職員の指定 

ア 勤務時間外に災害が発生した場合に応急対策が必要となる所属（部局等の各課・室及び

出先機関）の長は、（６）夜間・休日等の勤務時間外における職員登庁基準に基づき登庁

する職員を指定する。（以下「指定登庁職員」という。） 

イ 指定登庁職員については、大規模な地震や津波が発生した場合における交通の混乱・途

絶等においても迅速な配備体制が確立できるよう庁舎までの距離、担当業務等を勘案して

あらかじめ業務を定めておく。 
（２）勤務時間外における地震等の情報の伝達 

市内の地域において震度３以上の地震を観測した場合又は市内沿岸に津波注意報若しくは

津波警報、大津波警報が発表された場合、防災行政無線、防災メール及び所属長に対する配

備指令メールにより地震情報等を伝達するので、指定登庁職員は登庁する。 
なお、防災行政無線等が故障した場合は、電話により伝達する。 

ア 電話を使用しての伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 
  イ 防災メールによる伝達 
    防災行政無線で放送した災害情報は、防災メールにより配信することとしているので、

市外にいる場合にも地震情報等を入手する有効な手段であることから、職員は必ず防災メ

ール受信登録を行っておくものとする。 
（３）指定登庁職員の登庁 

ア 指定登庁職員は、上記（２）の勤務時間外（夜間・休日等）における伝達経路により地

震の発生又は津波注意報・警報の伝達があったとき若しくはテレビ、ラジオ等により地震、

津波の情報を知ったときは、速やかに登庁する。 

防災・原子力課 

危機管理監 

各課員 

市長、副市長、教育長 

部局等の長 各課長 当直者 
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この場合、自ら又は家族が被災した職員は、その旨を所属長に連絡するとともに、家族

の避難、病院への収容等必要な措置をとった後に登庁する。 
イ 交通の混乱・途絶等により登庁できない職員は、その旨電話等で所属長へ報告し、その

後の指示を受ける。 
ウ 職員は、登庁途上において可能な限り市域の被害状況を把握し、所属長に報告する。 

（４）放送機関に対する職員の登庁の呼びかけ要請 
通信施設の被害により職員への伝達が困難な場合、防災・原子力課長は、ラジオ及びテレ 

ビ放送各社に職員の登庁呼びかけ放送を要請する。 

（５）指定登庁職員等による応急対策の実施 
指定登庁職員等は、その職務について権限を有する者が不在の場合には、臨機の判断によ

り迅速かつ的確な応急対策を実施する。この場合、当該職員は、事後、速やかに実施業務の

内容を、権限を有する者に報告する。 
（６）夜間・休日等の勤務時間外における職員登庁基準 

ア 地震発生の場合 

規模 体  制 職  員  登  庁  基  準 

震度３ 地震第１次配備体制 
（警戒体制） 

危 機 管 理 監 
危 機 管 理 部 防災・原子力課員 
上 下 水 道 部 赤坂山浄水場職員（ダム施設災害対策要領に定めると 

ころによる） 
消 防 部 消防本部・署の非常招集計画に定める職員 
市 民 生 活 部 地域事務所長及び所長が指名する職員 
上記以外の職員は、自宅待機とする。 

震度４ 地震第２次配備体制 
（警戒本部設置体制） 

危 機 管 理 監 
危 機 管 理 部 防災・原子力課員・監査委員事務局及び選挙管理委員会 

事務局の係長以上の職員 
総 合 企 画 部 部長 総務課長及び課員の１/２の職員 元気発信課

長及び課長が指名する職員 その他の課等は係長以

上の職員 
財 務 部 部長 課等の係長以上の職員 
市 民 生 活 部 部長 課等の係長以上の職員 
福 祉 保 健 部 部長 課等の係長以上の職員 
子ども未来部 部長 課等の係長以上の職員 
産 業 振 興 部 部長 課等の係長以上の職員 

都 市 整 備 部 部長 課等の係長以上の職員 
上 下 水 道 部 上下水道局長 課等の係長以上の職員（ただし、赤坂 

山浄水場職員については、ダム施設災害対策要領に定 
めるところによる） 

消 防 部 消防本部・署の非常招集計画に定める職員 
文 教 部 教育部長 課の係長以上の職員 
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議 会 調 整 部 議会事務局長 議会事務局の係長以上の職員 
上記以外の職員は、自宅待機とする。 

震度５弱 
以上 

地震第３次配備体制 
（対策本部設置体制） 

市長以下全職員。この場合において、高柳町又は西山町に在住する職員で

あって、別に指定する者は、高柳町事務所又は西山町事務所に登庁するも

のとする。 

イ  津波注意報又は津波警報、大津波警報が発表された場合 

規 
模 

電 
文 体制 職  員  登  庁  基  準 

津 
波 
注 
意 
報 

ツナミ

チュウ

イ 

津波第２次配

備体制 
（警戒本部設

置体制） 

危 機 管 理 監 

危 機 管 理 部 防災・原子力課員・監査委員事務局及び選挙管理委員

会事務局の係長以上の職員 

総 合 企 画 部 部長 元気発信課長及び課長が指名する職員 その他の課

は係長以上の職員 
財 務 部 部長 課の係長以上の職員 
市 民 生 活 部 部長 課の係長以上の職員 

福 祉 保 健 部 部長 課の係長以上の職員 
子ども未来部 部長 課等の係長以上の職員 
産 業 振 興 部 部長 課の係長以上の職員 
都 市 整 備 部 部長 課の係長以上の職員 
上 下 水 道 部 上下水道局長 課等の係長以上の職員 

消 防 部 消防本部・署の非常招集計画に定める職員 
文 教 部 教育部長 課の係長以上の職員 
議 会 調 整 部 議会事務局長 議会事務局の係長以上の職員 
上記以外の職員は、自宅待機とする。 

津 
波 
警 
報 
又

は

大

津

波 

ツナミ 
又は 
オオツ

ナミ 

津波第３次配

備体制 
（対策本部設

置体制） 

市長以下全職員 

 
５５  配配備備状状況況等等のの報報告告  

各課長等は、配備指令に基づき、職員の配備状況を職員参集報告（柏崎市災害応急対策実施

要綱別記第１号様式）により、人事課長を経由して、防災・原子力課長に報告する。 
併せて、各所属長は、職員が参集途上において確認した市域の被害状況を、建物等被害関係

情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱別記第２号様式）、河川・斜面被害・道路・農地

関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱別記第３号様式）又は災害情報連絡・処理
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票（柏崎市災害応急対策実施要綱別記第４号様式）により、防災・原子力課長を経由して、危

機管理監に報告する。
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第第３３節節  防防災災関関係係機機関関のの相相互互協協力力体体制制                                

 
大規模な災害が発生した場合は、単一の防災関係機関のみでは十分な応急対策が困難となるこ

とから、被災していない県、他の市町村、民間等の協力を得て防災対策を行う必要がある。 
このため、防災関係機関等の相互協力について必要な事項を定める。 
 

１１  各各主主体体のの責責務務  

（１）市の責務 

ア 被災した場合にあっては、被害状況等を迅速に把握し、災害応急対策を行うため必要があると認め

た場合は、速やかに応援又は職員派遣の要請を行うとともに、受入体制を確立する。 

イ 被災した市町村から応援を求められた場合にあっては、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に

関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。 

  なお、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする。 

ウ 被災地の被害状況等に関する情報収集を積極的に行うとともに、速やかに応援体制を整備する。 

エ 災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、

人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう、相互応援協定

の締結に努める。また、市町村間の災害時相互応援協定の締結の促進等を通じて体制整備に努める。

なお、相互応援協定の締結に当たっては、大規模災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所

在する地方公共団体との間の協定締結も考慮する。 

オ 被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらかじめ相互に協定を結び、それぞれ

において、後方支援基地として位置付けるなど、連携に努める。 

カ 災害規模や被災地のニーズに応じて迅速・的確に国や県及び他の市町村等から応援を受

けることができるよう、あらかじめ庁内全体の受援担当者及び受援対象業務と当該業務の

担当部署・担当者の設定並びに受援対象業務に必要な執務スペースの確保に取り組むもの

とする。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、適切な空間の確保

に配慮する。さらに、円滑な応援受け入れのため、応援・受援に関する連絡・要請の手順、

災対本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制

や資機材等の集積・輸送体制等の必要な事項などを応援計画や受援計画で定め、関係機関

で共有する等、必要な準備を整える。 
キ 速やかなインフラ復旧のため、インフラ事業者などと情報共有するなど、必要な準備を整える。 

（２）県の責務 

ア 県は、国、公共機関、被災市町村と連絡を密にし、災害事態に対する認識を一致させて必要な災害

応急対策を迅速に実施する。 

イ 県は、災害応急対策を行うために必要な場合、区域内の市町村に対して被災市町村を応援すること

を求めるとともに、県と県内市町村のみでは十分な災害応急対策が実施できない場合には、協定や応

急対策職員派遣制度等に基づき、速やかに他の都道府県や関係機関等に応援又は職員派遣の要請等を

行う。また、必要に応じて、専門家に助言・支援の要請を行う。 
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ウ 県は、災害の規模等に照らし、地方公共団体間の応援の要求等のみによっては災害応急対策が円滑

に実施されないと認める場合、国に対して、他の都道府県が被災都道府県又は被災市町村を応援する

ことを求めるよう要求する。 

エ 災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、近隣県をはじめ、他の地方公共団体か

らの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよ

う、相互応援協定の締結に努め、相互応援体制の強化を図る。 

オ 災害規模や被災地のニーズに応じて円滑かつ迅速に国又は他の都道府県等から応援を受けること

ができるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法などの必要事項を応援計画や受援

計画で定め、関係機関で共有する等、必要な準備を整える。 

カ 県は、災害応急対策を行うために必要な場合、指定行政機関又は指定地方行政機関に対し、道路の

啓開や港湾・漁港施設の応急復旧等について、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 

キ 市町村が災害対応力を喪失等したときは、その機能を迅速かつ適切に支援する。なお、職員を派遣

する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする。また、被災により市町村

が、その全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合には、応急措置を実施するため市町

村に与えられた権限のうち、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区

域の立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を一時

使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の

実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限

により実施すべき応急措置の全部又は一部を、当該市町村に代わって行う。 

ク 市町村と調整の上、市町村の相互応援が円滑に進むよう、他の都道府県の相互応援に関する情報収

集に当たるとともに、平時から連絡体制等の構築、応援職員の活用方法の習熟及び発災時における円

滑な活用促進に努める。 

ケ 連絡不通時の市町村への県職員の派遣、大規模災害時における県による自主的応援を含めた支援を

行う。 

コ 速やかなインフラ復旧のため、インフラ事業者などと情報共有し、災害時の連携体制の

確認等を行うなど、相互協力体制を構築しておくように努める。 
サ 県は、広域行政主体として、地域社会の迅速な復旧を図るため、多様なライフライン事

業者を一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよ

う努める。 

  シ 県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支援を

受けられるよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重

要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備

蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努める。 

ス 県は、国が情報共有を目的に行う連絡会議等において、県の対応状況や被災市町村等を通じて把握

した被災地の状況等を国等と共有し、必要な調整を行うよう努める。 

（３）その他の防災関係機関の責務 

ア その他の各防災関係機関は、その所掌する災害応急措置を速やかに実施するとともに、必要がある

と認める場合は、他の防災関係機関に対し、必要な応援等の要請を行う。 
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イ 国は、被災により市町村及び県が、その全部又は大部分の事務を行うことが不可能となった場合は、

応急措置を実施するため市町村に与えられた権限のうち、他人の土地等を一時使用し、又は土石等を

使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるもの

の除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急

措置の全部又は一部を、当該市町村に代わって行う。 

ウ ライフライン事業者は、必要に応じ、災害応急対策に関し、広域的応援体制をとるよう努める。 

エ 災害規模や被災地のニーズに応じて、円滑に他の防災関係機関等から応援を受けることができるよ

う、防災業務計画に応援計画や受援計画を位置付けるよう努めるとともに、応援又は受援に必要な準

備を整える。 

オ 速やかなインフラ復旧のため、インフラ事業者間で情報共有するなど連携に努める。 

（４）積雪期の対応 
   積雪期においては、道路交通の状況や気候的問題に十分配慮した応援の受入体制を確立す

る。 

  
２２  実実施施担担当当部部及及びび班班  

担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 ・自衛隊に対する派遣要請及び受入調整に関すること。 

総合企画部 人事班 ・県、他市町村等に対する応援要請及び受入調整に関すること。 

消防部 

総務班 ・関係機関との連絡調整に関すること。 

消防班 
・緊急消防援助隊等消防関係機関の応援要請及び受入調整に

関すること。 

 

３３  市市のの応応援援要要請請  

（１）県への要請 
市長は、市域に係る災害応急対策を実施するため、必要があるときは、知事に対し次に 

  より応援又は県が実施すべき災害応急対策の実施若しくは職員の派遣及び職員派遣のあっせ

  んを要請する。 

ア 連絡先及び方法 
県危機対策課（県災害対策本部が設置された場合は連絡指令室）へ、県防災行政無線、

電話、ＦＡＸで行う。 
県防災行政無線、電話で要請した場合は、後でＦＡＸ等にて処理する。 

〈応援要請事項〉 
（ア）応援を必要とする理由 
（イ）応援を必要とする車両、資機材、物資等若しくは派遣を要請する職員の職種別人員数 
（ウ）応援を必要とする場所 
（エ）応援を必要とする期間 
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（オ）その他応援に関し必要な事項 
〈災害応急対策実施要請事項〉 
（ア）応急対策の内容 
（イ）応急対策の実施場所 
（ウ）その他応急対策の実施に関し必要な事項 

（２）他の市町村に対する要請 
ア 市長は、大規模な災害が発生した場合において、市のみでは十分な災害応急対策が実施

できないときは、相互応援協定に基づき、次の市町村長に対し応援を要請する。 
＜協定に基づく応援要請市町村等＞ 
（ア）出雲崎町、長岡市、刈羽村 

「災害時の相互応援に関する協定」 
（イ）東京都東村山市 

「災害時等の相互応援に関する協定」 
（ウ）三重県桑名市 

「災害時の相互応援に関する協定」 
（エ）北関東・新潟地域連携軸推進協議会 

「災害時における相互応援に関する要綱」 
（オ）小千谷市、十日町市、長岡市、津南町 

「災害時相互応援協定」 
（カ）神奈川県秦野市 

「災害時相互応援に関する協定」 
（キ）長野県山ノ内町 

「災害時相互応援に関する協定書」 
（ク）群馬県前橋市 

「災害時相互応援に関する協定書」 
イ 市長は、上記協定締結市町村の応援でもなお十分な応急対策が実施できないときは、協

定以外の市町村長に対し次の事項を示し、応援を要請する。 
〈応援要求事項〉 
（ア）応援を必要とする理由 
（イ）応援を必要とする場所 
（ウ）応援を必要とする期間 
（エ）その他応援に関し必要な事項 

（３）指定地方行政機関に対する要請 
市長は、市域における災害応急対策又は災害復旧のため、必要があるときは、指定地方行

政機関の長に対し、次の事項を明らかにして、当該機関の職員の派遣を要請する。 

〈職員派遣要請事項〉 
（ア）派遣を要請する理由 
（イ）派遣を要請する職員の職種別人員数 
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（ウ）派遣を必要とする期間 
（エ）その他職員の派遣について必要な事項 

（４）民間団体等に対する要請 
市長は、市域における災害応急対策又は災害復旧のため、必要があるときは、柏崎市刈羽

郡医師会、柏崎建設業協同組合、県トラック協会柏崎支部、県柔道整復師会上越ブロックそ

の他の民間団体に対し、次の事項を明らかにして協力を要請する。 

ア 応援を必要とする作業内容 

イ 応援を必要とする人員、車両、資機材、物資等 

ウ 応援を必要とする場所及び集合場所 

エ 応援を必要とする期間 

オ その他応援に関し必要な事項  

（５）自衛隊の災害派遣要請依頼（要請手続は第１０節「自衛隊の災害派遣対策」による） 
市長は、災害の発生に際し市民の生命又は財産の保護のため、必要があるときは、知事に

対し自衛隊の派遣を要請する。 

（６）第九管区海上保安本部に対する要請 
市長は、人命に危険が急迫する場合等、緊急を要する事態に対し、巡視船艇、航空機によ

る海上輸送等の救援が必要なときは、第九管区海上保安本部に対し次の事項を明らかにして

支援を要請する。 

ア 災害の概要及び救援活動を要請する理由 
イ 救援活動を必要とする期間 
ウ 救援活動を必要とする区域及び活動内容 
エ その他救援活動に必要な事項 

（７）消防機関に対する応援要請 

市の消防力で対処することが困難と予測される救助・救急事故及び火災が発生したとき、

消防組織法第３９条及び第４４条に基づく応援要請を行い、人命の救護及び火災の鎮圧に万

全を期する。応援要請の手順は次のとおりとする。 
ア 救急・救助及び火災等の応援要請 

応援協定名称等 要請先 応援消防機関 
中部消防応援協定 長岡市消防本部 中越地区消防本部 

新潟県広域消防相互応援協定 新潟市消防局 県内消防本部 
緊急消防援助隊運用要綱 新潟県 全国都道府県 

新潟県消防防災ヘリコプター応援協定 新潟県消防防災航空隊  
 
イ 消防防災ヘリコプターの応援要請 

応援協定名称等 要請種別 要請先 
新潟県消防防災ヘリコプ

ター応援協定 
災害 新潟県消防防災航空隊 

（８）応援受入体制の確立 
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市は、応援要請により災害派遣される人員、車両、物資等の受入れ及びそれらの部隊が滞

在し災害活動を実施するに必要な物資の供給体制等について事前に定めておくとともに、応

援要請を行うと同時に関連施設等の確保を行う。 

ア 情報の収集・伝達・交換 

応援要請等の必要が予測される災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、迅

速・的確にその状況を把握し、国、県及び関係市町村に通報するほか、必要な情報交換を

行う。 

イ 受入体制の確立 

国、県及び関係市町村との連絡を速やかに行うための連絡窓口を定めるとともに、物資

等の応援や人員派遣を速やかに受入れるための施設の指定など受入体制を確立する。 

ウ 宿泊場所の確保 

（ア）民間宿泊施設と連絡調整を図ることとする。 

（イ）被災状況、応援隊の規模等により市で確保することができない場合は、近隣市町村に

依頼し確保する。 

エ 車両集結場所の確保 

（ア）公共施設に隣接したグラウンド、空き地及び駐車場とする。 

（イ） 不足の場合は状況に応じ、直近の公共用地、民間の駐車場の借り上げにより確保する。 
オ 食料の供給及び炊事施設の確保 

（ア）自衛隊及び緊急消防援助隊は、災害派遣期間中の食料の確保及び炊事については、原

則として自己において完結する。 

（イ）他市町村、消防機関等（緊急消防援助隊を除く。）の災害応援隊に対する食料の供給

及び炊事施設の確保は原則として市で行うが、災害の規模及び被災の状況等により応援

隊への食料の供給及び炊事施設の確保が困難であると判断された場合は、相当日数の食

料及び炊事用具の携行を要請する。 
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第第４４節節  防防災災通通信信施施設設応応急急対対策策                                      

 
地震発生時における被災状況の把握や被災者救助活動等の応急対策を迅速かつ的確に実施する

ためには、情報収集伝達手段の確保が重要である。このため防災関係機関は、各種の有線・無線

等の通信手段を有効に活用し効果的な運用を図る。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市の担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担    当    内    容 

危機管理部 総合調整班 

・災害対策本部の運営に関すること。 

・災害情報の収集に関すること。 

・防災行政無線施設及び非常通信施設の機能確保、操作及び

広報に関すること。 

・防災情報通信システムによる広報に関すること。 

総合企画部 

総務班 ・庁舎及び庁舎内有線施設・設備の被害状況調査並びに緊急

機能確保に関すること。 

情報・交通班 
・災害時における電算処理システムの機能確保に関するこ 
と。 

・電話等の通信状況、ガス及び電力の供給状況に関すること。 

消防部  
予防班 ・災害情報の収集に関すること。 

消防班 ・防災行政無線施設及び非常通信施設の機能確保、操作及び

広報に関すること。 

 
２２  災災害害時時のの通通信信手手段段  

（１）市及び防災関係機関が行う災害に関する予報、警報及び情報の伝達若しくは被害状況の収

集報告その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として市防災行政無線又は電気通信施

設（一般加入電話）で行う。 

（２）一般加入電話は、局地的又は全面的に途絶する場合が想定されるため、あらかじめ日本電

信電話株式会社へ申し入れ、承諾を得ている非常緊急扱い電話又は災害時優先電話を利用す

るほか、携帯電話、メール（インターネット、ＬＧＷＡＮ等）を利用した通信を活用する。 

（３）震災時において、私有携帯電話は情報等の収集・伝達など、被災地、避難所等における身

近な連絡手段として有効に活用する。そのための通話料については、公用請求になる体制を

整備しておく。 

（４）災害現場に派遣された職員は、携帯電話やインターネットを介したタブレット端末を利用

し、被災状況の収集報告を行う。 

（５）一般加入電話や携帯電話が途絶や通信障害により使用できない場合や一斉に情報を伝達す

る必要がある場合に、各地区の拠点となるコミュニティセンターや災害現場で情報収集に当
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たる職員の情報等の収集・伝達手段として、ＩＰ無線機を使用する。 

（６）一般加入電話や携帯電話が途絶や通信障害により使用できない場合、県及び他の防災関係

機関との通信手段として、防災相互通信用無線を利用する。なお、運用上の細部については、

「新潟県内防災相互通信用無線局運営要領」の定めるところによる。 
 
３３  防防災災通通信信施施設設応応急急対対策策  

地震発生時は、市は直ちに通信施設の機能を確認し、被災が判明した場合は速やかに応急復

旧に当たるとともに代替通信手段を確保し、復旧までの通信需要をまかなう。 

（１）防災通信施設機能確認 

・所管する市防災行政無線設備（同報系）及び防災情報通信システム設備（コミュニティ放

送）の状況を確認する。 

・所管する県防災行政無線設備（地域衛星電話）の状況を確認する。 

・所管する防災相互通信用無線機の機能を確認し、いつでも運用できるよう準備をする。 

・新潟県総合防災情報システムの機能を確認する。 

（２）電気通信事業者の設備の利用 

・災害時優先電話に指定された回線を利用して通信を確保する。 

・災害時優先電話に指定された回線が一般からの着信により利用できなくなることのないよ

うに、電話番号の秘匿に努める。 

・携帯電話、メール（インターネット、ＬＧＷＡＮ等）を利用して通信を確保する。 

（３）緊急連絡用回線設定 

・電気通信事業者、通信機器販売者等に災害時に利用可能な通信機器の貸与を要請し、関係

機関との通信を確保する。 

（４）他機関の通信施設の支援要請 

・関係各法令の規定により、電気通信事業者及び他の機関に通信設備の優先利用、通信支援

を要請する。 

・県を通じて自衛隊に対する災害派遣要請の一環として通信支援を要請する。 

（５）応急復旧計画の策定 

・所管する防災行政無線設備等の被災状況及び代替通信手段の確保状況を基に復旧計画を策

定する。 

（６）非常通信の利用 
・非常通信協議会（信越総合通信局）に対し非常通信を要請する。 
・非常通信は地方非常通信ルートによる。 

（７）その他の手段 
・通信の確保について、必要に応じてアマチュア無線団体に協力を要請する。 

（８）応急復旧工事 
・復旧計画に基づき、支障が生じた施設の復旧を行うための要員を直ちに配置する。 

（９）緊急対策用通信手段の確保 
・所管する通信手段の稼働状況及び配備状況を勘案し、緊急対策用通信手段として利用でき
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るものを確保する。 
・必要に応じて、総務省（信越総合通信局）に災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電

源車の貸与を要請する。 
・通信事業者、防災関係機関等に利用可能な通信機器の貸与を要請する。 

（10）すべての通信が途絶した場合 
すべての有線及び無線通信が途絶した場合は、使者を派遣して行う。 

（11）私有携帯電話の活用 
   震災時において、私有携帯電話は情報等の収集・伝達など、被災地、避難所等における身

近な連絡手段として有効に活用する。そのための通話料については、公用請求になる体制を

整備しておく。 
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第第５５節節  被被災災状状況況等等収収集集伝伝達達対対策策                                    

 
被災状況の情報収集・伝達・共有は、災害対応の要である。 
市、県及び関係機関は、災害が発生した場合は、速やかにかつ自動的に情報収集活動を開始し、

相互に職位レベルに応じた情報の伝達を行うとともに、地理情報システム（ＧＩＳ）の活用など

各種手段を使って「情報の共有化」を図る。 

市は、消防団、自主防災組織、自治体等と協力し、被害情報を収集・集約する。また、要救助

者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行

う。集約した情報により被害の概要を掌握し、直ちに必要な行動を起こすとともに、被災地内外

の市民に各種の手段を使って情報を伝達する。 

 
１１  実実施施担担当当部部、、班班及及びび県県へへのの報報告告  

災害対策本部設置前においては、防災・原子力課長が各部に被害状況等の報告を求め、これ

を整理して県へ報告する。 
災害対策本部設置後においては、財務部本部記録班長が各部の報告に基づき被害状況を整理

し、危機管理部総合調整班長はこれを県へ報告する。 
また、職員は参集途上等において被害を知ったときは、直ちに上司に報告し、災害応急対策

活動が時期を失することのないように努める。 

部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 

・県に対する各種報告に関すること。 

・災害情報の収集に関すること。 

・東京電力ホールディングス(株)柏崎刈羽原子力発電所と

の連絡及び調整に関すること。 

総合企画部 

総務班 ・部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 

情報・交通班 

・災害時における電算処理システムの機能確保に関するこ

と。 

・電話等の通信状況、ガス及び電力の供給状況に関するこ

と。 

・鉄道、バス等の運行状況に関すること。 

広報・報道班 

・災害情報を電算システムにより各課に周知すること。 

・災害情報をホームページに掲載すること。 

・ソーシャルメディア、緊急速報・エリアメール等の発信

操作に関すること。 

・災害の状況及び応急対策等の推進状況に係る写真・ビデ

オ等並びにその他資料等の収集整理等に関すること。 

財務部 本部記録班 

・災害対策本部の記録に関すること。 

・部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 

・各部からの災害情報及び被害状況の整理に関すること。 
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被害調査班 
・家屋、構築物等の被害状況調査及び報告に関すること 

・被災者台帳の作成及び管理に関すること。 

部 班 担  当  内  容 

市民生活部 

総務班 ・部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。  

救助班 

・避難所の設営及び被災者の収用に関すること。 

・避難者台帳の作成及び管理並びに避難者の安否情報の問

い合わせに関すること。 

地域事務所班 ・地域事務所に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 

福祉保健部 福祉班 

・部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 

・生活保護世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等の被害調査

及び救護に関すること。 

・要配慮者利用施設の災害対策、被害調査、応急対策及び

応急復旧に関すること。 

子ども未来部 保育班 ・部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 

産業振興部 

農林水産班 
・部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 

・農林水産業関係の被害調査に関すること。 

商業観光班 ・商業・観光関係の被害調査及び応急対策に関すること。 

物資供給班 
・工業関係の被害調査及び応急対策に関すること。 

・物資供給に係る輸送機関の運行状況に関すること。 

都市整備部 

総務班 ・部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 

建設班 

・公園施設の被害調査及び報告に関すること。 

・道路、河川、橋りょう、がけ地等の災害危険箇所の被害

調査、点検、パトロール、応急対策及び応急復旧に関す

ること。 

住宅班 
・公営住宅の被害調査、応急対策及び応急復旧に関するこ

と。 

上下水道部 

水道下水道情報 

計画班 

・被害状況及び復旧作業進捗状況の調査に関すること。 

・部に係る被害状況及び復旧状況の集約及び報告に関する

こと。 

・国、県、日本水道協会等関係機関に対する被害状況及び

復旧状況の報告に関すること。 

・災害対策情報の集約及び記録の作成に関すること。 

水道復旧班 
・水道施設の被害状況の把握及び記録並びに水道施設の管

守に関すること。 

下水道復旧班 
・下水道施設の被害状況の把握及び記録並びに下水道施設

の管守に関すること。 
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部 班 担  当  内  容 

消防部 

総務班 ・関係機関等との連絡調整に関すること。 

予防班 ・火災・救急・救助事案に係る被害情報の集約に関するこ

と。 

消防班 ・災害情報の受理及び出動指令に関すること。 

文教部 

総務班 ・部に係る被害状況の集約及び報告に関すること。 
・教育施設の被害調査、応急対策及び応急復旧に関すること。 

社会教育班 ・文化・社会教育施設及び文化財の被害調査、応急対策及

び応急復旧に関すること。 

体育施設班 ・体育施設の被害調査、応急対策及び応急復旧に関するこ

と。 
  

２２  危危機機管管理理部部総総合合調調整整班班長長のの任任務務  

危機管理部総合調整班長は、財務部本部記録班長と連携して災害の状況及び応急対策活動の

実施状況を収受し、効果的な応急対策活動実施のための情報は集約の上、関係機関及び市民に

伝達する。 
（１）実施方法 

ア 関係班長による定時報告のほか、災害の状況及び応急対策活動の状況により適時報告を

求めて、情報の集約化を図る。 
イ 関係機関からの災害に関する情報の収集伝達 
ウ 災害及び応急対策活動実施状況の伝達 
エ 災害及び応急対策活動実施状況報告の作成 

（２）情報収集系統 

各班長 

 
各部庶務 
担当班長 

 
各担当部長 

各部本部連絡員 

 
災害対策本部 

危機管理部総合調整班長 

財務部本部記録班長 

   

（３）災害発生直後の被害の第一次情報の収集伝達 

  ア 危機管理部総合調整班長及び消防部総務班長は、火災・災害等を覚知したときは、被害

状況が十分把握できない場合であっても、直ちに第１報を別表１「消防庁への火災・災害

等即報基準」に準じ、県危機対策課、消防課へ報告する。 

    なお、別表２「消防庁への直接即報基準（市町村）」に該当する火災、災害等を覚知した

ときは、第１報を県危機対策課、消防課に対してだけでなく、総務省消防庁に対しても、

原則として３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告するものとする。この場合に

おいて、消防庁長官から要請があった場合には、第１報後の報告についても引き続き、総

務省消防庁に対して行うものとする。 

  イ 消防部総務班長は、消防署へ１１９番通報等が殺到した場合は、その状況を直ちに総務
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省消防庁及び県危機対策課、消防課へ報告するものとする。 

  ウ 危機管理部総合調整班長及び消防部予防班長は、人的被害の状況、建築物の被害状況及

び火災、津波、土砂災害の発生状況等の情報を収集するとともに、危機管理部総合調整班

長及び消防部総務班長は被害規模に関する概括情報を含め、把握できた範囲から直ちに県

危機対策課、消防課へ報告する。県に被害状況等を報告できない場合は、総務省消防庁へ

直接報告するものとする。 

（４）一般被害情報及び応急活動情報の収集・伝達 

  ア 各担当班長は、県の地域機関その他関係機関の協力を得て、地域内の詳細な被害状況を

調査する。 

  イ 危機管理部総合調整班長は、把握した被害状況及び応急対策活動状況、対策本部の設置

状況等を県危機対策課へ逐次報告する。 

   （注）災害報告取扱要領「平成１４年１月２３日付消第６２９号新潟県環境生活部長通知」 

  ウ 避難所を開設したとき又は避難住民により自主的に避難所が開設されたときは、通信手

段の確保又は新設に努めるとともに、職員又はボランティアの連絡員を派遣して避難者の

数、状況及び必要とされる食料、日常生活物資等の情報を効率的に収集する。 

  

３３    積積雪雪期期のの情情報報収収集集伝伝達達対対策策  

積雪期に地震が発生した場合、山間地の集落は通信・交通ともに途絶状態となる可能性が高

いので、市はこれらの地区に災害時も使用可能な通信装置を設置するよう努める。 
また、市民の中から連絡員を委託しておき、災害時の情報収集の拠点とするなど情報の収集

伝達体制の確立に努める。 
 
４４  各各部部担担当当班班長長のの任任務務  

各班長は、所管事項に関する災害の状況及び応急対策活動の実施状況等を迅速かつ的確に収

集し、各部庶務担当班長に報告する。 
各部庶務担当班長は、これを総括して担当部長に報告する。 

（１）実施方法 

ア 報告は、あらかじめ定められた様式により、その都度定める時間までに行うことを原則

とする。 
イ 各班の所管事項に関する県等への報告は、各班から行うとともに、危機管理部総合調整

班に報告内容を報告する。 
（２）報告の内容 

ア 各種報告様式による書類 
イ 災害写真、ビデオ等 
ウ 災害状況図 
エ 応急対策活動実施状況図 

（３）使用・報告する様式 
ア 各班が共通に使用・報告する様式 
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（ア）職員参集報告（柏崎市災害応急対策実施要綱第１号様式） 
（イ）建物等被害関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第２号様式） 
（ウ）河川・斜面被害・道路・農地関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第３

号様式） 
（エ）災害情報連絡・処理票（柏崎市災害応急対策実施要綱第４号様式） 
イ 関係各班が使用・報告する様式 
（ア）災害救助法様式（「災害救助の手引き」平成１９年３月新潟県県民生活・環境部防災局

に定めるもの） 
危機管理部総合調整班が各課等の対応状況を踏まえて調査・報告する。 

（イ）避難場所開設状況等の報告（柏崎市災害応急対策実施要綱第５号様式） 
市民生活部救助班が調査・報告する。 

（ウ) 避難者台帳の報告（柏崎市災害応急対策実施要綱第６号様式に基づき整備する同第８

号様式） 
市民生活部救助班が調査・報告する。 

（エ）避難所運営において必要となる情報の連絡（柏崎市災害応急対策実施要綱第７号様式） 
市民生活部救助班が調査・報告及び産業振興部物資供給班との連携の際に使用する。 

（オ）被災者の報告（柏崎市災害応急対策実施要綱第１１号様式） 
財務部被害調査班が作成・報告する。 

（４）情報収集のための措置 
危機管理監は、市民の生命、身体及び財産に被害が及ぶおそれのあるとき又は及んだとき

は、財務部被害調査班長を実施責任者とする調査班を組織し、世帯別被害状況の調査及び整

理に従事させるものとする。 

（５）被害認定基準等 

財務部被害調査班は、被害状況等の情報収集を行い、被害認定調査実施に向けた体制を整

え、総合企画部広報・報道班と連携を図りながら被災者等への被害認定調査実施の周知を図

ることとする。 

また、被害の認定調査は、次の基準に基づき迅速かつ的確に行い、被災者に対する義援金

の支給あるいは被災者生活再建支援法の適用や支援金の支給の判断材料となる重要な証明書

であるり災証明書の発行に努めるとともに、市民に対して、各種支援や減免に関する情報提

供を行うこととする。 

次の基準に基づき被害の認定を行うこととする。 

ア 柏崎市地域防災計画(資料編)－柏崎市災害応急対策実施要綱別表第４（被害種別認定基

準） 

イ 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（内閣府）」 

 

 

 

 



地震災害対策編 
第１編第３章第５節 

「被災状況等収集伝達対策」 

- 174 - 

 

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 消防庁への火災・災害等即報基準 

火災・災害等区分 即  報  基  準 

災 

害 

即 

報 

一般基準 

○災害救助法の適用基準に合致するもの 

○都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

○災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽

微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているも

の 

○気象業務法第 １３条の２ に規定する特別警報が発表されたもの 

特別警報：気象等に関する特別警報（大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、

大雪 等）、津波に関する特別警報（大津波警報）、火山に関す

る特別警報（噴火警報（居住地域））、地震（地震動）に関する

特別警報（予想される地震動の大きさが震度6 弱以上）） 

○自衛隊に災害派遣を要請したもの 

個
別
基
準
（
一
般
基
準

に
該
当
し
な
い
も
の
） 

災 

害 

地
震 

○震度５弱以上を記録したもの（震度６弱以上については、特別警報に該当） 
○人的被害又は住家被害を生じたもの 

津
波 

○津波警報又は津波注意報が発表されたもの（大津波警報については、特別 

警報に該当） 

○人的被害又は住家被害を生じたもの 

 
＜災害の被害認定基準について＞ 

・「災害の被害認定基準について」平成１３年６月２８日付府政防第５１８号内閣府政策統括官

（防災担当）通知 

＜大規模半壊について＞ 
・「被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について」平成２２年９月３日付

府政防第６０８号内閣府政策統括官（防災担当）通知 

＜中規模半壊について＞ 
・「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」令和２年１２月４日付府政防

１７４６号内閣府政策統括官（防災担当）通知 
＜災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和３年年３月改定）＞ 
・第１編 地震による被害 

・第２編 水害による被害 

・第３編 風害による被害 

・第４編 液状化等の地盤被害による被害 

＜浸水等による住宅被害の認定について＞ 

・「浸水等による住宅被害の認定について」平成１６年１０月２８日付府政防第８４２号内閣府

政策統括官（防災担当）通知 

 

参考 
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火災・災害等区分 即  報  基  準 

風
水
害 

○崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

○洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住

家被害を生じたもの 

○強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

雪
害 

○積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

○積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

火
山
災
害 

○噴火警報（火口周辺）が発表されたもの（噴火警報（居住地域）について 
は、特別警報に該当） 

○火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

社会的 

影響基準 

○上記のいずれにも該当しないものの、報道機関に大きく取り上げられる等

社会的影響度が高いもの 

火
災
等
即
報 

一般基準 

○死者が３人以上生じたもの 

○死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

○自衛隊に災害派遣を要請したもの 

個
別
基
準 

火 

災 

建
物
火
災 

○特定防火対象物で死者の発生した火災 

○高層建築物１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で

利用者等が避難したもの 

○大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災 

○建物焼損延べ３，０００㎡以上と推定される火災 

○他の建築物への延焼が１０棟以上又は気象状況等から勘案しておおむね

１０棟以上になる見込みの火災 

○損害額１億円以上と推定される火災 

林
野
火
災 

○焼損面積が１０ha以上と推定される火災 

○空中消火を要請又は実施した火災 

○住家等へ延焼するおそれがある火災 

交
通
機
関
の
火
災 

○航空機火災 

○タンカー火災 

○社会的影響度が高い船舶火災 

○トンネル内車両火災 

○列車火災 

そ
の
他 

○特殊な原因による火災 
○特殊な態様の火災 

石油コンビ

ナート等特

別防災区域

内の事故 

○危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 
○危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 
○特定事業所内の火災（①以外のもの） 
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火災・災害等区分 即  報  基  準 

危険物等（危

険物、高圧ガ

ス、可燃性ガ

ス、毒物、劇

物、火薬等） 
に係る事故 

（石油コン

ビナート等

特別防災区

域内の事故

を除く。） 

○死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

○負傷者が５人以上発生したもの 

○周辺地域の市民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の

建物等に被害を及ぼしたもの 

○５００kl以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

○海上、河川への危険物等流出事故 

○高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災又は危険物

等の漏えい事故 

 

火
災
等
即
報 

個
別
基
準 

原子力 
災害等 

○原子力施設における爆発又は火災、放射性物質又は放射線の漏えい 

○放射性物質を輸送する車両における火災、核燃料物質等の運搬中の事故 

○基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市長にあったもの 

○放射性同位元素等取扱事業所に関する火災であって、放射性同位元素又は

放射線の漏えいがあったもの 

その他
特定の
事故 

○可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故で社会的影響度が高いもの 

消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

社会的 

影響基準 

○上記のいずれにも該当しないものの、報道機関に大きく取り上げられる等

社会的影響度が高いもの 

救急・ 
救助事
故・ 
武力攻
撃災害
等即報 

救急救
助事故 

○死者５人以上の救急事故 

○死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

○要救助者が５人以上の救助事故 

○覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故 

○消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に関する重大事故 

○自衛隊に災害派遣を要請したもの 

○その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故 

武力攻
撃災害
等 

○武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放

射性物質の放出その他の人的又は物的災害（例：ミサイル攻撃等により生

じた災害） 
○武力攻撃の手段に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は

負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害（例：テ

ロ等により生じた災害） 
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別表２ 消防庁への直接即報基準（市町村） 

火災・災害等区分 直 接 即 報 基 準 

災害 
直接 
即報 

地 震 ○区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わない） 

津 波 ○死者又は行方不明者が生じたもの 

風水害 ○死者又は行方不明者が生じたもの 

火 山 
災 害 

○死者又は行方不明者が生じたもの 

火災等 
直接 
即報 

建物 
火災 

○ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

交通 
機関の
火災 

○航空機火災 
○タンカー火災 
○社会的影響度が高い船舶火災 
○トンネル内車両火災 
○列車火災 

火
災
等
直
接
即
報 

石油コンビ

ナート等特

別防災区域

内の事故 

○危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 
○危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

危険物等（危

険物、高圧ガ

ス、可燃性ガ

ス、毒物、劇

物、火薬等）

に係る事故 

○死者（交通事故によるものを除く。）又は、行方不明者が発生したもの 

○負傷者が５人以上発生したもの 

○危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の

施設内又は周辺で、５００㎡程度以上の区域に影響を与えたもの 

○危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次

に該当するもの 

・海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

・５００kl以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

○市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、

付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

○市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

原子力 
災害等 

○原子力施設における爆発又は火災、放射性物質又は放射線の漏えい 
○放射性物質を輸送する車両における火災、核燃料物質等の運搬中の事故 
○基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市長にあったもの 
○放射性同位元素等取扱事業所に関する火災であって、放射性同位元素又は

放射線の漏えいがあったもの 

爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの

（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 
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火災・災害等区分 直 接 即 報 基 準 

救急・救
助事故 
・武力攻
撃 災 害
等 直 接
即報 

救急 
救助 
事故 

○死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げる

もの 

・列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

・バスの転落等による救急・救助事故 

・ハイジャックによる救急・救助事故 

・映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・

救助事故 

・上記に該当しないものの報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響

度が高いもの 

武力攻
撃災害

等 

○武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放

射性物質の放出その他の人的又は物的災害（例：ミサイル攻撃等により生

じた災害） 
○武力攻撃の手段に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は

負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害（例：テ

ロ等により生じた災害） 
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第第６６節節  広広報報対対策策                                   

 
市・県・防災関係機関・報道機関等は、被害の拡大を防ぎ市民等の安全を確保するため、相互

に協力して、多様な広報手段を活用し、被災地へ正確な情報を迅速かつ的確に伝達し、被災者の

立場に立った効率的な広報・広聴活動等を行う。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における実施担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 

・地震情報、津波情報及び気象情報の授受、伝達に関するこ
と。 

・避難の指示、指示又は解除に関すること。 
・防災行政無線施設及び非常通信施設の機能確保、操作及 

び広報に関すること。 
・防災情報通信システムによる広報に関すること。 
・臨時災害放送局の設置及び廃止に関すること。 

総合企画部 

情報・交通班 ・災害時における電算処理システムの機能確保に関するこ 
と。 

広報・報道班 

・災害情報（応急対策の内容、民心安定のための情報、避難の勧
告等）の広報に関すること。 

・災害情報を電算システムにより各課に周知すること。 
・災害情報をホームページに掲載すること。 
・ソーシャルメディア、緊急速報・エリアメール等の発信操

作に関すること。 
・記者発表、資料提供等報道機関への対応に関すること。 
・報道要請その他報道機関との連絡に関すること。 

財務部 車両・輸送班 ・人員及び物資の輸送用車両の配置、調達及び運転に関する 
こと。 

市民生活部 
総務班 ・コミュニティ、町内会等との連絡調整に関すること。 

地域事務所班 ・町内会との連絡調整に関すること 

消防部 消防班 ・市民等に対する広報活動に関すること。 

（１）地震発生時の広報活動の目的 
ア  流言飛語等による社会的混乱を防止する。 
イ  被災者や関係者の避難・救援行動のための適切な判断を助ける。 
ウ  災害に対する社会的な関心を喚起し、救援活動や復興事業に対する社会的な協力を得や

すくする。 
（２）広報活動の対象 

ア  被災地の市民及び滞在者（＝直接的な被災者） 
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イ  被災地外の被災地関係者（＝間接的な被災者） 
ウ  直接災害とは関係のない者 

（３）広聴活動の展開 
被災者等の意見要望を積極的に取り入れ、災害応急対策や復旧活動に反映させるため、様々

な手段を使って広聴活動を展開する。 
 

２２  広広報報活活動動  

（１）広報すべき情報の整理及び検討 
総合企画部広報・報道班長は、災害及び防災対策に関する情報等を整理し、広報手段別の

広報内容を検討する。 
（２）主な広報事項 

ア 地震発生直後（地震発生後概ね３～４時間以内） 
（ア）地震の震度（震度計及び震度情報ネットワークシステムより情報取得） 
（イ）津波予警報の発令（大津波警報発令時は、避難の呼びかけ） 
（ウ）原子力発電所の状況 
（エ）避難指示 
（オ）避難所開設の呼びかけに関すること 
（カ）救助救出活動、要配慮者支援の呼びかけに関すること 
（キ）その他民心安定のための情報 
イ 災害応急対策初動期（地震発生後概ね２日以内） 
（ア）地域災害発生状況 
（イ）地震、津波に関する情報 
（ウ）災害応急対策の状況 
（エ）地域住民のとるべき措置（不安防止、パニック防止） 
（オ）災害対策本部の設置 
（カ）医療、救護、衛生、健康に関する情報 
（キ）給水、炊き出し、物資配給の実施 
（ク）水道、電気、電話、ガス等のライフライン施設の復旧状況 
（ケ）市民の安否に関する情報 
（コ）道路交通状況 
（サ）交通機関の運行状況 
（シ）医療機関の状況 
（ス）民心の安定及び社会秩序維持のため必要な事項 
（セ）その他被災市民の避難行動や生活に密接な関係がある情報 
ウ 災害応急対策本格稼働期（地震発生後概ね３日目以降） 
（ア）消毒・衛生・医療救護、健康（こころのケアを含む）に関する情報 
（イ）小・中学校の授業再開予定 
（ウ）仮設住宅への入居 
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（エ）生活再建、仮設住宅、復旧・復興計画に関する情報 
（オ）その他イに掲げる必要な情報 
エ  復旧対策期 
（ア）り災証明書の発行 
（イ）生活再建資金の貸付け 
（ウ）災害廃棄物の処理方法及び費用負担等 
（エ）その他生活再建に関する情報 

  

３３  広広報報のの手手段段  

（１）防災行政無線による広報 
災害の発生した区域の大小にかかわらず実施するものとし、あらかじめ用意した広報文例

に従い、簡潔な広報に努める。 

（２）全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による広報 

   消防庁から送信される緊急情報を、防災行政無線を通じて伝達する。 

（３）電話（フリーダイヤル）及び防災情報メールによる災害情報の提供 

（１）の防災行政無線による広報内容を補完し、又は災害情報を伝達するため、防災情報

メールによる文字情報、電話（フリーダイヤル０１２０－４９９－３９９）による音声情報

の提供を行うこととしているので、この情報提供サービスを積極的に活用し、災害情報の伝

達に努める。 

（４）市ホームページによる災害情報の提供 

   総合企画部広報・報道班長は、市ホームページ及び連動して配信される防災情報メールに

より災害情報の提供に努める。 

なお、防災情報メールについては、提供する時間帯等に配慮することとする。 

（５）エリアメール（ＮＴＴドコモ）及び緊急速報メール（ＫＤＤＩ、ソフトバンク及び楽天モ

バイル）による災害情報の提供 

（１）の防災行政無線により放送した災害情報のうち、避難指示等の情報について、携帯

通信社が提供するサービスを利用し、市域の市民が使用する携帯電話に対する文字情報とし

て伝達する。 

（６）広報車による広報 

災害が広域に及ばない場合の補助的手段として、特に災害の危険に切迫した地域に、確実

に情報を伝えるため実施する。車両の確保については、財務部車両・輸送班長の協力を得て

広報車を用いて実施するが、やむを得ない場合には一般車両を用いてハンドマイクから広報

を実施する。 

（７）ラジオ、テレビを通じた広報 
総合企画部広報・報道班長は、「災害時における緊急放送に関する協定」に基づき（株）柏

崎コミュニティ放送（以下、「ＦＭピッカラ」という。）に放送を要請し、ＦＭピッカラを通

じて災害情報等を広報する。 
ラジオを通じた広報は、同報性・耐災害性に優れ、複雑な内容の情報伝達が期待できる。
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一方、テレビを通じた広報は、耐災害性ではラジオに劣るものの、ラジオ以上に複雑な情報

の伝達が期待される。したがって、総合企画部広報・報道班長は、これらの積極的な利用の

ため、新潟県総合防災情報システム及び災害情報共有システム（Ｌアラート）による情報伝

達者（放送事業者等）への情報提供を行うほか、必要に応じてＮＨＫ新潟放送局及び民間放

送各社に報道要請する。 
なお、報道要請は、原則として知事を通じて放送申込書に必要事項を記入の上行う。ただ

し、緊急やむを得ない場合は、電話又は口頭により行う。 

＜各放送機関の連絡先＞ 

機関名 所在地 電話（代表） 電話（緊急時） ＦＡＸ 責任者 

ＮＨＫ 

ＢＳＮ 

ＮＳＴ 

ＴｅＮＹ 

ＵＸ 

ＦＭ新潟 

新潟市中央区川岸町1-49 

新潟市中央区川岸町3-18 

新潟市中央区八千代2-3-1 

新潟市中央区新光町1-11 

新潟市中央区下大川前通六ノ町 2230-19 

新潟市中央区幸西4-3-5 

025-230-1616 

025-267-4111 

025-245-8181 

025-283-1111 

025-223-0021 

025-246-2311 

025-265-1141 

025-267-3469 

025-249-8900 

025-283-8152 

025-223-7009 

025-246-2314 

025-265-1145 

025-267-4410 

025-249-8881 

025-283-8159 

025-223-8628 

025-245-3399 

放送部長 

報道担当部長 

報道制作部長 

報道部長 

報道ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 長 

放送事業本部長 

 
「災害時における緊急放送に関する協定」を締結している報道機関 

機関名 所在地 電話（代表） 電話（緊急時） ＦＡＸ 責任者 

FMピッカ

ラ（柏崎

コミュ

ニティ

放送） 

柏崎市日石町2-1 0257-21-3911 同  左 0257-21-3181 局長 

災害時のＦＭピッカラ（柏崎コミュニティ放送）の体制 

内                    容 

１ 情報収集 
（１）市に設置される「災害対策本部」からの情報収集 
（２）警察、消防その他防災関係機関からの情報収集 
２ 放送体制 

ＦＭピッカラ「災害対策時作業要領」に基づき、緊急報道体制を取って放送を行う。 
３ 番組編成 

災害発生とともに、その状況に応じて特別編成に切り替え、正確な情報伝達に努める。 

（８）その他の伝達手段 
ア 広報紙、チラシの掲示、配布 
イ 避難所への広報チームの派遣 
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ウ 総合案内所、相談所の開設 
 

４４  報報道道機機関関へへのの発発表表  

報道機関に対しては、庁舎内に設ける臨時記者会見室において、副本部長が災害に関する情

報等を発表する。 
＜市内各新聞社の連絡先＞ 

種 別 会 社 名 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

新聞社 

朝日新聞柏崎支局 
読売新聞柏崎通信部 
新潟日報社柏崎総局 

柏崎日報社 

南光町３－１０ 
半田二丁目５－１０－２０１  
四谷二丁目１－３８ 
西本町一丁目６－１ 

22-2665 
22-2644 
23-4177 
22-3121 

24-6032 
22-3424 
23-4199 
22-7150 

  

５５  要要配配慮慮者者等等にに対対すするる配配慮慮  

（１）視覚・聴覚障がい者にも情報が十分に伝わるよう掲示と音声の組み合わせ、文字放送テレ

ビの設置、手話通訳者や誘導員を配置する等の措置を講じる。 
（２）外国人の被災者のために、多言語対応による市ホームページでの情報提供のほか、通訳の

配置等を検討する。 
（３）避難所の避難者のためにチラシ等を利用して情報伝達に努める。 
（４）被災地から一時的に退去した被災者にも、生活再建、復興計画等に関する情報が十分に伝 

わるよう情報伝達経路の確保に努める。 
（５）自主防災組織や地域住民等は、地域の要配慮者に災害に関する情報を伝達する。 
（６）企業、事業所、学校等は観光客、通勤、通学者等に対し適切な対応がとれるよう災害時に

関する情報を伝達する。 
 
６６  広広聴聴活活動動  

市民生活部総務班は、地区コミュニティ、町内会等と連絡調整を図り、また、関係各班長は、

被災者からの相談・要望・苦情等を受け付け、適切な措置を行うとともに、災害応急対策や復

旧復興計画に対する提言・意見等を広く被災地内外に求め、災害対応の参考とする。 
広聴活動 
ア 地域コミュニティ、町内会、自主防災組織等からの相談・要望等の受付 
イ 被災者からの相談・要望等の受付 
ウ 被災者のための相談所の設置 

 
７７  市市民民等等かかららのの問問いい合合わわせせにに対対すするる対対応応  

市は、被災者の安否について市民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に

侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性

の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。この

場合において、市は安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、
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消防機関、県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。なお、被災者の中に、

配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそれがある者等が含まれる場

合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底する

よう努める。
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第第７７節節  避避難難及及びび避避難難所所対対策策                                        

地震災害時は、津波、建物倒壊、火災、土砂崩れ等の二次災害を及ぼすおそれがあることから、

市民等は緊急地震速報等に基づき自らの判断で地震の第一撃から身を守り、危険な建物・場所か

ら避難する。 
このため、市は防災関係機関との相互連携を強化し、迅速な住民避難及び円滑な避難所運営に

ついて次のとおり定める。なお、指定避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確

認するものとする。また、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、予め指定した施

設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。 
 
１１  実実施施担担当当機機関関  

（１）市長 
災害対策基本法第６０条に基づき、次の場合に該当するときは、必要と認める危険地域の

居住者等に対し、避難情報を発令をするとともに、その避難先の指示をする。 
ア 災害が発生している場合 
イ 避難の必要が予想される場合 
ウ 上記のほか、災害の拡大を防止するため、特に必要があると認める場合 
市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 

・避難情報の発令又は解除に関すること。 
・県に対する各種報告に関すること。 
・災害情報の収集に関すること。 
・防災行政無線施設及び非常通信施設の機能確保及び操 

作並びに広報に関すること。 
・防災情報通信システムによる広報に関すること。 
・臨時災害放送局の設置及び廃止に関すること。 

総合企画部 
情報・交通班 ・電話等の通信状況、ガス及び電力の供給状況に関すること。 

・鉄道、バス等の運行状況に関すること。 

広報・報道班 ・災害情報（応急対策の内容、民心安定のための情報、避難情
報等）の広報に関すること。 

市民生活部 

総務班 ・コミュニティ、町内会等との連絡調整に関すること。 
・避難所等支援者の調整に関すること。 

救助班 

・避難所の設営及び被災者の収容に関すること。 
・避難者台帳の作成及び管理並びに避難者の安否確認の 

問合せに関すること。 
・避難者の相談業務に関すること。 
・避難者への食料及び物資の支給に関すること。 
・避難の誘導に関すること。 
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部 班 担  当  内  容 

地域事務所班 
・避難住民における食料及び物資の受入れに関すること。 
・関係機関等との連絡調整に関すること。 
・要配慮者の避難支援等に関すること。  

福祉保健部 
福祉班 ・福祉避難室及び福祉避難所の設営並びに被災者の収用 

の協力に関すること。 

要配慮者支援班 ・要配慮者（外国人を除く。）の避難支援に関すること。 

子ども未来部 保健衛生班 ・要配慮者（主に妊産婦、乳幼児）の避難支援及び療養支
援に関すること。 

産業振興部 商業観光班 ・外国人の避難支援に関すること 

文教部 

学校教育班 ・学校に係る避難所の設営及び被災者の収容の協力に関 
すること。 

社会教育班 ・文化・社会教育施設に係る避難所の設営及び被災者の 
収容の協力に関すること。 

体育施設班 ・体育施設に係る避難所の設営及び被災者の収容の協力 
に関すること。 

消防部 
総務班 ・消防団員の出動に関すること。 

消防班 ・市民等の避難誘導に関すること。 

（２）警察官 
災害対策基本法第６１条及び警察官職務執行法第４条に基づき、市長が避難の避難情報の

発令をするいとまがないとき又は市長から要求があったとき、危険地域の居住者等に対し、

避難のための立ち退きの指示をする。 
（３）知事、知事の命を受けた県職員又は水防管理者 

地すべり等防止法第２５条及び水防法第２９条に基づき、地すべりにより著しい危険があ

ると認められるとき又は洪水により著しい危険があると認められるとき、居住者等に対し、

立ち退きの指示をする。 
（４）自衛官 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、自衛隊法第９４条に基づき、災害の状況により、

特に急を要する場合で、警察官がその現場にいないときに限り、危険を受けるおそれのある

者に避難のため、立ち退きの指示をする。 
 

２２  市市民民等等のの自自主主的的なな避避難難  

（１）自主的避難の開始 

市民等は、危険の切迫又は現実の被災により自主的に避難する場合は、近隣市民にも状況

を伝達するとともに、市へ避難先、避難人数等を連絡するものとする。また、できるだけ隣

近所でまとまって行動し、高齢者等の要配慮者の安全の確保と避難時の介助等を心がけるも

のとする。 
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避難時の周囲の状況などから、指定緊急避難場所へ移動することが危険を伴う場合等やむ

を得ないと判断した場合は、近隣の緊急的な避難場所への移動又は屋内での待避を行う。 

（２）市による支援措置 

市は、市民が自主避難を開始した場合は、必要により職員等を派遣し、避難行動の支援、

避難所予定施設の開放等の措置を行う。 

市民が、親類や知人宅等に避難した場合は、避難者の希望を調査し、必要に応じて公共施

設等の避難所を提供する等、避難者が「気兼ねなく」避難生活を送れるよう配慮するものと

する。 

 
３３  避避難難指指示示等等のの基基準準  

避難のための立ち退きの指示等の基準は、原則として次のような事態になったときに発令す

る。 
（１）大津波警報、津波警報が発令された場合、強い揺れ（震度４以上）を感じたとき、又は弱

い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき。 
（２）地震火災の拡大により、市民に生命の危険が及ぶと認められるとき。 
（３）地すべり、がけ崩れ、土石流等により著しい危険が切迫し、付近住民に危険が認められる

とき。 
（４）危険物等の施設に被害が発生し、避難を要すると判断されたとき。 
（５）有毒ガス等の危険物が流出拡大し、又はそのおそれがあり、避難を要すると判断されたと

き。 
（６）その他市民の生命又は身体を災害から保護するため必要と認められるとき。 

 
４４  避避難難情情報報のの発発令令並並びびにに警警戒戒区区域域のの設設定定・・要要件件・・設設定定方方法法  

（１）市の区域内において危険が切迫した場合、市長は、本部員会議に諮り、避難先を定めて避

難指示等を発令する。また、現地において著しい危険が切迫しており、警察官が緊急避難を

必要と認めるときは、直接市民に避難等の措置をとる。この場合、警察官は、市長に通知す

る。 
（２）災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険 

を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事 
する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から 
の退去を命ずる。 

ア 警戒区域設定の権限 

警戒区域の設定は、次の区分により市長等が行う。 

 

 

区分 実施者 基準 根拠法令 

災害時の一般的な警戒

区域設定権 

市長 市民等の生命・身体の

保護を目的 

災対法第６３条第１項 
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警察官又は海上保安官 市長若しくはその委任

を受けてその職権を行

う吏員がいないとき、

又はこれらの者から要

求があった場合 

災対法第６３条第２項 

自衛官 市長若しくはその委任

を受けてその職権を行

う吏員がいないとき 

災対法第６３条第３項 

火災の現場における警

戒区域設定権 

水災を除く他の災害の

現場における警戒区域

設定権 

消防吏員又は消防団員 消防活動関係者以外の

者を現場から排除し、

消防活動の便宜を図る 

消防法第２８条第１項 

消防法第３６条第８項 

警察官 消防吏員又は消防団員

が火災の現場にいない

とき、又はこれらの者

から要求があった場合 

消防法第２８条第２項 

消防法第３６条第８項 

イ 警戒区域設定の実施方法 

警戒区域の設定は、権限を有する者が現場において、バリケードや規制ロープの展張等の 

事実行為として行う。また、警戒区域内への立入りの制限・禁止及び区域内からの退去につ

いて、拡声器等による呼びかけや看板等の設置により周知を図り、これに従わない者には法

令の定めるところにより罰則を適用できる。 

   警察官、海上保安官又は自衛官が、市長に代わって警戒区域の設定を行った場合は、直ち 

にその旨を市長に通知しなければならない。 

ウ 避難所への受入れ 

   警戒区域の設定により一時的に居所を失った市民等がある場合は、市長は必要に応じて避 

難所を開設してこれらを受け入れ、必要なサービスを提供するものとする。 

 

５５  避避難難情情報報のの伝伝達達方方法法並並びびにに県県へへのの報報告告及及びび放放送送事事業業者者へへのの情情報報提提供供  

（１）避難情報伝達事項 
ア 発令者 
イ 避難を必要とする地区名等 
ウ 避難を必要とする危険状態 
エ 避難場所及び避難所 
オ 注意事項 
（ア）家屋の戸締まりをすること。 
（イ）火の始末をすること。 
（ウ）携帯品は、非常持ち出し程度の最小限にとどめること。 
（エ）行動しやすい服装であること。 
（オ）消防本部職員、消防団員、警察官、市職員の避難誘導がある場合は、その指示に従う
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こと。 
（カ）その他避難又は指示に関して必要な事項 

（２）伝達方法 
   危険の切迫性に応じた伝達文の工夫、対象者の明確化等により積極的な避難行動の喚起に

努める。 
ア 町内会等への伝達 

市民生活部総務班長は、当該地区の町内会長等に連絡し、町内等の組織を通じて市民に

伝達する。 
なお、電話不通時等伝達困難の場合は、消防団員、警察官等に協力を求め伝達する。 

イ 災害情報共有システム（Ｌアラート）、防災行政無線、防災メール、緊急速報メール、エ

リアメール、広報車及びＦＭピッカラ等による伝達 
避難を必要とする地域が比較的広域にわたるとき又は緊急を要するときは、危機管理部

総合調整班は防災行政無線、広報車及びＦＭピッカラの協力を得て、避難を必要とする地

域の市民に対し、避難指示等を伝達する。また、災害情報共有システム（Ｌアラート）の

活用や関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線での広報を補完する観点から、総合企画

部広報・報道班は防災メール、エリアメール、緊急速報メール等により指示等の情報につ

いて伝達する。 
ウ ラジオ・テレビ等による伝達 

市長は、広域にわたって避難指示等の伝達を必要とするときは、ラジオ、テレビ等を通

じて市民に伝達できるよう知事に要請する。 
（３）県への報告及び放送事業者への情報提供 

   危機管理部総合調整班長は、避難指示等を発令したときは、県に対し、発令時刻、対象地

区、世帯数、人数、避難先、避難が必要となった理由等を直ちに新潟県総合防災情報システ

ム等を利用して報告するとともに、新潟県緊急時情報伝達連絡会規約（平成１７年１２月８

日施行）に基づき、同連絡会の構成団体である次の放送事業者に対し、原則としてＦＡＸ（別

紙）により情報提供する。情報提供を受けた放送事業者は、自主的判断により必要に応じ速

やかに放送し、市民への情報伝達を行うように努めることとしている。 

 

構成団体の放送事業者 電  話 ＦＡＸ 

NHK 新潟放送局 025-265-1141 025-265-1145 

BSN 新潟放送 025-267-3469 025-267-4410 

NST 新潟総合テレビ 025-249-8900 025-249-8881 

ＴｅＮＹテレビ新潟放送

網 
025-283-8152 025-283-8159 

ＵＸ新潟テレビ２１ 025-223-7009 025-223-8628 

エフエムラジオ新潟 025-246-2314 025-245-3399 

※上記電話・ＦＡＸ番号は、緊急時専用の番号のため、通常の報道機関への広報、連絡等

に使用しないこと。  
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６６  避避難難誘誘導導  

市長は、消防機関、警察署、防災関係機関、地区コミュニティ、町内会、自主防災組織等の

協力を得て、避難を必要とする地域の住民が、安全かつ迅速に避難場所へ避難できるよう、組

織的な避難誘導を行う。 
（１）避難誘導者 

避難の誘導は、消防部消防班が地区コミュニティ、町内会、自主防災組織及び消防団と連

携して行う。また、必要に応じて警察の協力も得ることとする。これらの場合において、市

民生活部救助班、福祉保健部福祉班、要配慮者支援班、文教部学校教育班、社会教育班、体

育施設班、地域事務所部総務班は、協力を行う。 

（２）避難経路の表示 
避難場所を関係住民に周知させるため、広報に努めることはもちろん、避難経路の要所ご

とに表示板を掲示するよう努める。特に危険地点には、ロープを張る等により危険防止をす

るほか、必要に応じて誘導員を配置する。 
（３）誘導の順位 

誘導員は、誘導に当たって、高齢者、障がい者等の要配慮者を優先的に避難させるよう努

める。 
 
７７  避避難難経経路路  

避難をする場合は、その時点で最も安全な道路を使い、できる限り集団で避難する。 
 
８８  避避難難場場所所  

避難場所は、資料編 ４－１「避難場所及び避難所」のとおりとする。各施設の管理者は、

避難場所の早期開設に努める。 
  

９９  避避難難所所のの開開設設及及びび管管理理  

（１）避難所の開設 
避難所は、優先して開設する避難所として小・中学校、コミュニティセンター等の公共施

設を使用するが、災害及び地域の状況により集会所等を避難所に充てる。この場合において、

夜間、休日に急を要する場合、優先して開設する避難所における鍵開けは、別に定める「自

然災害発生時における職員応急対策マニュアル」によりあらかじめ指定されている鍵保管職

員又は施設管理者が行い、その他の避難所の鍵開けは開設連絡担当課が開設指示を施設管理

者へ伝え、連絡を受けた施設管理者が行う。（避難所は、資料編４－１「避難場所及び避難所 

別表１」参照）また、優先して開設する避難所の鍵保管職員及び施設管理者は、施設の被害

状況を確認し避難所機能が確保できると判断した場合は、地区コミュニティ協議会、町内会、

自主防災組織等と連携を図り避難所の運営体制を整える。 
都市整備部住宅班は、避難所の安全性を確認するため、避難所を開設する場合は、必要に

応じ応急危険度調査を実施する。 
市民生活部救助班は、福祉保健部福祉班、要配慮者支援班、文教部学校教育班、社会教育
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班、体育施設班の協力を得て地区コミュニティ協議会、町内会及び自主防災組織等と連携を

図りながら避難場所へ避難した被災者のうち、必要とする者に対して避難所を開設し、施設

管理者、地区コミュニティ協議会、町内会、自主防災組織等と連携を図り運営に当たる。 
特に、小・中学校及びコミュニティセンターが避難所となった場合、避難所運営について

は、教職員及びコミュニティ組織の協力を得るものとするが、教育活動及びコミュニティ活

動に支障とならないよう十分留意する。また、要配慮者の特性に配慮し、「柏崎市要配慮者避

難支援全体計画」を踏まえ、「福祉避難所運営マニュアル」に基づき、災害時の避難誘導に当

たることとする。 
なお、避難者の健全な住生活の確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅や空

き家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、避難所の早期解消に努めるものとする。 

（２）避難所開設の報告 
危機管理部総合調整班長は、避難所を開設した場合は、開設場所、日時及び開設期間を知

事及び防災関係機関に報告する。 
（３）避難所における主な活動 

市民生活部救助班は、福祉保健部福祉班、要配慮者支援班、文教部学校教育班、社会教育

班、体育施設班の協力を得て施設管理者、地区コミュニティ協議会、町内会、自主防災組織

等と連携を図り、別に定める「避難所開設運営マニュアル」により次の応急対策活動を行う

とともに、関係班との総合調整を行う。 
ア 避難者に対する情報伝達及び避難者からの情報収集 
イ 避難者名簿・避難者台帳の整備及び管理 
ウ 必要な食料、飲料水、日用品等の把握 
エ 避難所の管理責任者を定める 
オ 避難所の運営に必要な資機材の整備 
カ 避難所には収容者心得等を提示し、混乱の防止に努める 
キ 高齢者、障がい者等の要配慮者への配慮 

ク トイレ、ごみ処理等の衛生の保持 

ケ 避難者の人心安定を図るための相談業務 

コ 避難者の栄養、健康への配慮 

サ 避難者のプライバシー保護及び男女のニーズの違い等男女双方の視点に配慮 

シ 在宅被災者への必要な物資、情報の提供などの配慮 

ス ペット保護等の支援 

セ 巡回警備等による避難所における安全性の確保 

ソ 避難所における感染症対策 

（４）避難所における市民の心得 

避難所に避難した市民は、避難所の混乱回避、秩序維持及び生活環境悪化防止に努め、次

のような点に心掛ける。 

ア 自治組織の結成とリーダーへの協力 

イ ごみ処理、洗濯、入浴等生活上のルールの遵守 
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ウ 要配慮者への配慮 

エ その他避難所の秩序維持に必要と思われる事項 

（５）災害対策本部との連絡体制 

避難所と災害対策本部との連絡については、避難所の運営を行っている災害対策本部職員

又は自主防災組織、町内会等の代表者が行うものとする。各避難所の要望等を取りまとめ電

話等の通信手段又は物資輸送担当職員を通じて行うものとする。 

  

1100  男男女女共共同同参参画画及及びび性性的的少少数数者者のの視視点点にに立立っったた避避難難所所運運営営  

避難生活において人権を尊重することは、性別にかかわらず必要不可欠であり、どのような

状況にあっても、一人ひとりの人間の尊厳、安全を守ることが重要である。 

避難所運営において、男女のニーズの違いに配慮するとともに、その運営に際して、女性の

参画を推進するものとする。また、特に、男女別の物干し場、更衣室及び授乳室の設置や生理

用品・女性下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配付等による避難

場所における安全性の確保など、男女の人権を尊重して、男女それぞれが良好な環境で避難生

活ができるよう配慮するとともに、夜間の授乳、夜泣き対応のための部屋の確保など子育て家

庭のニーズに配慮した避難所運営に努めるものとする。 

また、避難所への職員配置は女性と男性の両方を配置するよう努めることとし、運営組織と

して多様な意見が反映できるよう配慮を求める。 

避難所における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用

のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用で

きる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを

掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性支援団体

との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

身体障害者はもとより、性的少数者が安心して利用できるよう、多目的トイレを設置や、入

浴施設への送迎、個室の浴室の設置などに努める。 

 

1111  外外来来者者、、一一時時滞滞在在者者へへのの支支援援ににつついいてて  

  外来者、一時滞在者の避難については、警察、消防、自主防災組織や施設管理者等の協力を

得て行うものとする。避難先については、最寄りの指定避難所とする。また、交通情報等の周

知に努めるものとする。 

 

1122  積積雪雪期期のの避避難難対対策策  

（１）避難経路の確保 

積雪地域では、避難経路の通行が不可能となることが想定されるため、市は防災関係機関

と連携し、避難経路の状況の的確な把握及びその確保に努める。 

（２）冬季避難場所の確保 

グラウンド等は、冬季においては、積雪により避難場所として使用できないことが想定さ

れるため、そうした事態が発生した際には、市は防災関係機関と連携し、これに代わる避難
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場所の確保に努める。 

（３）寒冷期における避難所対策 

寒冷期においては、避難所の健康管理対策として暖房設備の設置が不可欠となるので、市

は暖房器具、暖房用燃料の確保等に努める。 

1133  広広域域避避難難へへのの対対応応  

（１）被災市町村による協議等 

市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等により、市外への広域的な

避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断される場合において、県内の他の市町

村への受入れについては当該市町村に協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては

県に対し当該地の都道府県との協議を求める。 

（２）県による協議等 

県は、市からの協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行う。また、市の行政機能

が被災によって著しく低下した場合など、要求を待ついとまがないときは、市の要求を待た

ないで、広域一時滞在のための協議を市に代わって行う。 

（３）県による助言 

県は、市から求めがあった場合には、受入先の候補となる自治体及び当該市町村における

被災市民の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避難について助言する。 

（４）避難元自治体と避難先自治体間の情報共有 

県及び市は、居住地以外に避難する被災者の情報について、避難元と避難先の都道府県及

び市町村により情報共有に努める。 

  

1144  避避難難情情報報のの発発令令解解除除のの公公示示とと県県等等へへのの報報告告  

危機管理部総合調整班長は、避難情報の発令が解除された場合は、その旨を５（３）の伝達

方法に準じて市民に周知するとともに、県及び防災関係機関へ報告する。 

  

1155  整整備備書書類類  

市民生活部救助班は、次の書類帳簿等を整備する。 
（１）避難所開設状況報告書（柏崎市災害応急対策実施要綱第５号様式） 

（２）避難者名簿（柏崎市災害応急対策実施要綱第６号様式） 

（３）避難者台帳（柏崎市災害応急対策実施要綱第８号様式） 

（４）支払関係証拠書類 

    市民生活部総務班は、次の書類帳簿等を整備する。 

（１）救助実施記録日計票（災害救助法第８号様式） 

（２）避難所設置費（災害救助法第９号様式） 

 

1166  防防災災をを特特にに必必要要ととすするる施施設設のの避避難難計計画画  

次に掲げる施設の管理者等は、居住者、利用者等を安全に避難させるため、防災責任者を定

めるとともに避難計画を策定し、災害時の人命の安全確保に努めるものとする。 
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学校、保育園、認定こども園、幼稚園、病院、要配慮者利用施設、高層建築物、大規模小売

店、興行場、ホテル、旅館その他不特定多数の者が利用する施設。 
1177  避避難難所所ででのの感感染染症症予予防防対対策策  

県及び市は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大がみられ

る場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じ

るよう努める。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部

局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有する。 
市は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健

康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な

措置を講じるよう努める。 
避難者１人当たり３～４㎡のスペースを目安として、家族単位で区画を確保し、感染症対策

やプライバシー保護の観点から、パーティション、段ボールベット等の設置に努める。また、

避難所内には通路を設置し、パーティションが設置できない場合は、避難者の区画間をできる

だけ２ｍ（最低１ｍ）空けることを意識するよう努める。  

 
1188  避避難難所所ででのの熱熱中中症症対対策策  

  気温や湿度が高い日には、熱中症にかかる危険性が高まるため、扇風機やエアコン等を設置

して、避難所の気温・湿度の調整に努めるとともに、こまめな水分補給の呼びかけを行うなど、

十分な熱中症対策を実施する。 
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別紙 

 

 

避避難難指指示示等等  発発令令情情報報  

       市 

送付日時：    月   日   時   分 

 

１ 避難情報    □緊急安全確保 

    □避難指示 

   □高齢者等避難 

 

２ 発    令           月     日       時     分 

 

３ 解    除           月     日       時     分 

 

４ 対象地域等           市（町・村）        区（大字）           

 

合計対象世帯数：          世帯 

 

○合計対象世帯数内訳      

(ふ  り  が  な) 

地 区 名 
世帯数 

(ふ  り  が  な) 

地 区 名 
世帯数 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

  
 

 
     

 

５ 発令・発表の理由 

 

 

 

 

発信者 所属部署・氏名                            

電話   －   －       ＦＡＸ    －    －              
※詳細が不明な箇所については、後に報告する旨記入し、速やかに連絡願います。

至急 
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第第８８節節  避避難難所所外外避避難難者者のの支支援援対対策策                                        

 
避難者には様々な事情や目的があり、その意思に応じて避難場所を選択したり、避難場所が自

然発生したりすることから、車中泊避難者や避難所以外の避難者に対しても、食料等必要な物資

の配付、保健師等による巡回健康相談の実施等の保険医療サービスの提供、正確な情報の伝達等

により、生活環境の確保が図られるよう努める。 
また、被災者は、水分不足や運動不足等からエコノミークラス症候群を引き起こしやすくなる

ため、予防方法を周知する。 

 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 
・被害情報の収集に関すること。 
・防災行政無線の施設機能確保及び操作並びに広報に関す 

ること。 

総合企画部 
情報・交通班 ・電話等の通信状況、ガス及び電力の供給状況に関すること。 

・鉄道、バス等の運行状況に関すること。 

広報・報道班 ・災害情報をホームページに掲載すること。 

市民生活部 
総務班 ・コミュニティ、町内会等との連絡調整に関すること。 

救助班 ・避難住民の相談業務に関すること。 
・避難住民における食料及び物資の支給に関すること。 

福祉保健部 
保健衛生班 ・保健衛生及び防疫（環境衛生班に関するものを除く）に 

関すること。 

要配慮者支援班 ・要配慮者（外国人を除く。）の避難支援等に関すること。 

子ども未来部 
 

保健衛生班 

・要配慮者（主に妊産婦、乳幼児）の避難支援及び療養支援
に関すること。 

・保健衛生（環境衛生班に関するものを除く）に関すること。 

産業振興部 
商業観光班 ・外国人の避難支援に関すること 

物資供給班 ・食料品及び生活必需品の調達並びに供給に関すること。 

 
２２  車車中中泊泊避避難難者者・・指指定定外外避避難難所所のの状状況況調調査査  

避難者は、自宅近くにいたいという強いニーズや様々な事情や目的があり、その意思に応じ

て避難場所を選択することから、避難所以外の車、テント、神社、ビニールハウス、公的施設

等に避難することもある。したがって、避難所以外の避難場所が発生することは自然なことか

ら、市民生活部総務班は地区コミュニティ、町内会及び自主防災組織等の協力を得て、避難所
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以外にいる避難者（場所、人数、支援の要否・内容等）の把握に努める。 

 

３３  車車中中泊泊避避難難者者・・指指定定外外避避難難所所へへのの情情報報伝伝達達  

  市は、防災行政無線、広報車等により支援情報の伝達を行うとともに、消防、警察、消防団、

自主防災組織、町内会等と連携し避難所外避難者への情報伝達に努める。また、市ホームペー

ジ等で広報が可能な場合は、積極的に活用し情報伝達に努める。 

 

４４  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

関係班は、避難所以外に避難した要配慮者を、できるだけ早く避難所、福祉施設又は医療機

関へ移送する。  

  

５５  車車中中泊泊避避難難者者・・指指定定外外避避難難所所へへのの支支援援（（発発災災後後３３日日以以内内にに開開始始））  

関係班は、避難所以外に避難した避難者や車中泊避難者に対しても、町内会や自主防災組織

等の協力を得ながら柔軟に対応し、必要な支援に努める。 

（１）新たな避難先の提供（避難施設、テント、ユニットハウスなど） 

（２）食料・物資の供給 

（３）避難者の健康管理、健康指導 

（４）カーラジオ（ＦＭラジオ等）を利用した情報の提供 

 

６６  エエココノノミミーーククララスス症症候候群群のの予予防防  

運動不足やトイレに行く回数を減らすため水分摂取を控えることなどから、エコノミークラ

ス症候群を発症する人も出る。このため、発症を予防するため、下記を避難者に呼びかける。 

（１）時々、軽い体操やストレッチ運動を行う。 

（２）十分にこまめに水分を取る。 

（３）アルコールを控える。できれば禁煙する。 

（４）ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めない。 

（５）かかとの上げ下ろし運動やふくらはぎを軽くもむ。 

（６）眠るときは足をあげる。 

 

７７  積積雪雪地地域域ででのの対対応応  

積雪期の屋外避難は危険なため、全員ができるだけ早く避難所等の施設内に避難するよう誘

導する。 
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第第９９節節  救救急急・・救救助助活活動動対対策策                                                  

 
地震により被災した市民に対し、市、消防機関、県警察、第九管区海上保安本部、新潟ＤＭＡ

Ｔ指定医療機関、新潟県医師会・柏崎市刈羽郡医師会、医療機関、消防団、自主防災組織等は、

連携して迅速かつ適切な救急・救助を行う。また、自衛隊、第九管区海上保安本部、緊急消防援

助隊、警察災害派遣隊、県内広域消防応援部隊等は、関係機関と連携して救急・救助活動を行う。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 ・自衛隊に対する派遣要請及び受入調整に関すること。 
・防災会議、県その他防災関係機関との連絡調整に関すること。 

総合企画部 人事班 ・県、他市町村等に対する応援要請及び受入調整に関するこ

と。 

消防部 

総務班 ・関係機関等との連絡調整に関すること。 

消防班 

・住民等の避難誘導に関すること。 
・火災・救急・救助活動の実施に関すること。 
・緊急消防援助隊等消防関係機関の応援要請及び受入調整に

関すること。 

（１）対象者 
捜索又は救出・救助の対象者は、災害のため、現に生命又は身体が危険な状態にある者又

は生死不明の状態にある者であって、おおむね次に該当するものとする。 
ア 火災時に火中に取り残された者 
イ 地すべり、山くずれ、雪崩等により、生き埋めになった者 
ウ 流失家屋及び孤立したところに取り残された者 
エ 倒壊家屋の中に取り残され、又は下敷きになった者 
オ 列車、自動車の大事故によって、身体生命が危険にさらされている者 
カ ガス、放射性物質の大量放出等により、身体・生命が危険にさらされている者 
キ その他救出・救助を必要とする者 

（２）消防部消防班長は、救助隊を編成するとともに、救出作業に必要な車両、特殊機械器具等 
を調達し、迅速に救助に当たる。 

（３）市独自の能力で救出作業が困難であり、かつ、救出作業に必要な車両、舟艇、特殊機械器 
具等の調達を要するときは、第３節防災関係機関の相互協力体制」及び第１３節「火災対策」

に基づき応援を要請する。 
危機管理部総合調整班長及び消防部消防班長は、応援要請によって派遣された応援部隊が

迅速かつ的確な活動をなし得るよう部隊間の総合調整を行う。 
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２２  救救出出・・救救助助のの方方法法  

（１）負傷者の救護 
救出・救助された負傷者は、救急隊が応急処置し、負傷者の症状に適した救急病院等へ搬

送する。 
（２）救出・救助活動を完了した部隊は、各隊の指揮者の命により、速やかに別の災害現場に移 

動する。 
（３）消防団員の活動 

消防団員は、災害現場において、救出・救助活動を行うほか、消防本部職員の活動を支援

する。 
  

３３  地地域域住住民民・・自自主主防防災災組組織織にによよるる活活動動体体制制  

震災時は、公的機関の支援活動のみならず、地域住民による自発的かつ組織的な支援活動が

極めて重要であることから、地域住民、自主防災組織は公的機関が行う防災活動に積極的に努

力するものとする。 

ア 要配慮者の救護 

イ 簡易救出器具等を活用しての救出活動 

ウ 傷病者の救出及び応急手当、救護所への搬送等の実施及び協力 

エ 地域内の被害状況等の情報収集 

オ 初期消火の実施 

 

４４  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

地域住民、県警察、市及び消防本部等は、要配慮者の適切な安否確認を行い、救急・救助活

動を速やかに実施するものとする。 

  

５５  災災害害派派遣遣医医療療チチーームム（（ＤＤＭＭＡＡＴＴ））のの活活動動体体制制  

    県内の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）は、県等からの要請又は自らの判断により、災害現

場等に迅速に駆けつけ、救命処置等の活動を行う。 

  また、ドクターヘリ基地病院は、必要に応じてドクターヘリを病院所属のＤＭＡＴの移動、

患者の搬送等に活用できるものとする。 

 
６６  整整備備書書類類  

危機管理部総合調整班長は、次の書類帳簿を整備する。 
（１）救助実施記録日計票（災害救助法第８号様式） 
（２）被災者の救出費（災害救助法第１７号様式） 
（３）支払関係証拠書類
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第第１１００節節  自自衛衛隊隊のの災災害害派派遣遣対対策策                         

 
災害発生時における自衛隊の災害派遣活動を迅速・円滑に行うため、その活動内容、派遣要請

手続、受入体制等について次のとおり定める。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 ・自衛隊に対する派遣要請及び受入調整に関すること。 

 
２２    自自衛衛隊隊のの災災害害派派遣遣フフロローー図図  

 
派 
遣 
要 
請 

 
市  長  

要請依頼  知 事  情報  
県地域機関の長   

      
要請 警察署長   派 

遣 
要 
請 

   
依頼 指定地方行政機関の長   

  
 

派遣要望      ※ 事態の推移により要請しないと決定し 
  た場合、その旨連絡 

 
     
自 
衛 
隊 
の 
災 
害 
派 
遣 

 陸上自衛隊  海上自衛隊  航空自衛隊  

       
 

   
   

被害状況の把握・ 
避難の援助・ 

遭難者等の捜索救助・ 
水防活動・ 

炊飯及び給水・ 
救援物資の無償貸付又は譲与・ 

 
派 
遣 
活 
動 

・消防活動 
・道路又は水路の啓開 
・応急医療、救護、防疫 
・人員及び物資の緊急輸送 
・危険物の保安及び除去等の活動 
・その他臨機の対応  

市 
・ 
県 
の 
受 
入 
体 
制 

  
 受 入 施 設 等 の 確 保 → ← 作業計画、資機材の準備  

  
連 絡 員 等 窓 口 の 一 本 化 → ← 防災関係機関との作業分担 

 
 被災地での救援活動  

 
 市長及び関 

係機関の長 
協議 知 事 協議 自衛隊派遣部隊指

揮官及び連絡班     
撤収要請 

派
遣
部
隊
の
撤
収 

    
    
 陸上自衛隊  海上自衛隊  航空自衛隊  

 
 自 衛 隊 派 遣 部 隊 等 の 撤 収  
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３３  自自衛衛隊隊のの災災害害派派遣遣基基準準等等  

自衛隊の災害派遣は、次の３原則が満たされることが基本となっている。 
（１）公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性があ

ること。（公共性の原則） 
（２）差し迫った必要性があること。（緊急性の原則） 
（３）自衛隊が派遣される以外に他の手段がないこと。（非代替性の原則） 
 
４４  自自衛衛隊隊災災害害派派遣遣にによよるる救救援援活活動動のの区区分分及及びびそそのの概概要要  

（１）自衛隊災害派遣による救援活動の区分及びその概要 

救援活動区分 内                  容 

①被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被害状況を把握

する。 

②避難の援助 避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、

避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

③遭難者等の捜索・

救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合、通常他の救援活動に優先して捜索・救助

活動を行う。 

④水防活動 堤防、護岸等の決壊に対し、土のうの作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

⑤消防活動 
火災に対して、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航

空機）をもって、消防機関に協力し消火に当たる。（消火薬剤等は、通常関係機関

の提供するものを使用する。） 

⑥道路又は水路の啓

開 
道路若しくは水路が損壊し、又は障害物等がある場合は、それらの啓開又は除去

に当たる。 

⑦応急医療、救護及

び防疫 
被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う。（薬剤等は、通常関係機関の提供

するものを使用する。） 

⑧人員及び物資の緊

急輸送 
救急患者又は医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施す

る。（航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められる場合） 

⑨炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

⑩救援物資の無償貸

付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令」（昭和３３年総理

府令第１号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ

品を譲与する。 

⑪危険物の保安及び

除去 
自衛隊の能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除

去を行う。 

⑫その他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについて、所要の措置

をとる。 

予防派遣 水害、津波被害等を未然に防止するための措置を実施する。 
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（２）陸・海・空各自衛隊の装備区分等による活動内容 

自衛隊区分 活  動  内  容 

陸上自衛隊 車両、舟艇、航空機、地上部隊等による状況把握、人員・物資の輸送、通

信応援、その他各種災害の救援活動 

海上自衛隊 艦艇又は航空機による状況把握、人員・物資の輸送、通信応援等 

航空自衛隊 主として航空機による状況把握、人員・物資の輸送 

 
５５  自自衛衛隊隊災災害害派派遣遣要要請請のの手手続続  

（１）知事に対する派遣要請依頼 
市長は、自衛隊の災害派遣要請をしなければならない事態が生じたときは、「災害派遣要請

依頼書」を県防災局危機対策課経由で知事にＦＡＸにより提出する。ただし、事態が急を要

する場合は、次の事項を明らかにし、県（危機対策課）へ県防災行政無線、電話又は口頭に

より行う。 
ア 災害の状況及び派遣を要請する事由 
イ 派遣を必要とする期間 
ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 
エ その他参考となるべき事項 
（注）口頭、防災行政無線、電話で依頼した場合は、事後、ＦＡＸで処理する。（災害派遣要

請依頼書ＦＡＸ様式別紙） 
（２）知事が自衛隊に対して行う災害派遣要請等 

ア 知事は、市から派遣の要請依頼を受け、その派遣要請の事由が適切と認めた場合、又は

自らの判断で派遣を要請する場合は、災害派遣要請書を１１の（２）に定める要請先へ提

出する。ただし、緊急を要する場合にあっては、電話等により要請し、事後に文書を送付

する。 
イ 知事は、事態の推移に応じ、要請しないことを決定した場合は、直ちにその旨を要請先

に連絡する。 
（３）市長の自衛隊に対する緊急要請 

市長は、緊急避難、人命救助の場合、事態が急迫し知事に派遣要請依頼をするいとまがな

い場合は、直接関係する自衛隊に災害派遣の通知をすることができる。 
災害派遣の要請を行った場合、市長は、事後速やかにその旨を知事に通知する。 

 
６６  自自衛衛隊隊のの災災害害初初動動準準備備及及びび自自主主派派遣遣  

（１）各自衛隊指定部隊等の長は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事の要

請を待ついとまがないときは、要請を待つことなく、次の基準により部隊等を派遣することと

なっている。 
ア 災害に際し、関係機関に対して当該災害に関する情報を提供するため、自衛隊が情報収
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集を行う必要があると認められること。 
イ 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣の要請を行うことができないと認められる場合に、

直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 
ウ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に

関するものであると認められること。 
エ その他災害に際し、上記に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがない

と認められること。 
（２）指定部隊等の長は、知事の要請を待たずに部隊等の災害派遣を行った場合においても、で

きる限り早急に知事に連絡し、密接な連絡調整の下に効率的な救援活動を実施する。 
（３）知事の要請を待たずに部隊等を派遣した後に、知事が派遣要請をした場合は、その時点か

ら知事の派遣要請に基づく救援活動を実施する。 
 
７７  自自衛衛隊隊がが災災害害派派遣遣をを決決定定ししたた場場合合のの手手続続  

（１）各自衛隊は、知事の派遣要請又は自主決定により部隊を派遣した場合は、次の事項を速や

かに県危機対策課へ連絡する。 
ア 派遣部隊名及び人員等の派遣規模 
イ 指揮官の官職及び氏名 
ウ 部隊の受入れに必要な体制 
エ その他必要な事項 

（２）県（危機対策課）は、自衛隊から災害派遣の連絡を受けたときは、速やかに市にその内容

を連絡する。 
 
８８  自自衛衛隊隊災災害害派派遣遣部部隊隊のの受受入入体体制制  

（１）派遣部隊との連絡窓口及び責任者 
派遣部隊との連絡窓口を危機管理部総合調整班とし、責任者を危機管理部総合調整班長と

する。 
危機管理部総合調整班長は、自衛隊の活動と他の防災関係機関の活動が競合重複しないよ

う、緊密な連携を図りより効率的な作業分担を定める。 
（２）作業計画の協議、調整及び資機材の準備 

危機管理部総合調整班長は、自衛隊の作業の円滑な実施を図るため、次により可能な限り

調整のとれた作業計画を立てるとともに、資機材の準備及び関係者の協力を求めるなど、支

援活動に支障のないよう十分な措置を講じる。 
ア 作業箇所及び作業内容 
イ 作業の優先順位 
ウ 作業実施に必要な図面 
エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

（３）受入施設等の確保 
危機管理部総合調整班長は、派遣部隊に対し次の施設等を確保する。 
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ア 自衛隊事務室 
イ ヘリコプターによる派遣部隊のためのヘリポート 
ウ 駐車場（車１台の基準は３ｍ×８ｍ） 
エ 幕営地又は宿泊施設（学校、公民館等） 

（４）派遣部隊の現地誘導及び市民等への協力要請 

    災害派遣部隊の救援活動が円滑に行われるよう、市は派遣部隊の現地誘導、市民等への協

力要請を行う。 
 
９９  災災害害派派遣遣部部隊隊のの撤撤収収  

（１）撤収の協議決定 
知事は、災害派遣部隊の撤収要請に当たっては、民心の安定、民生の復興に支障がないよ

う市長、関係機関の長及び派遣部隊の指揮官等と協議し、原則、市長の撤収要請により決定

する。 
 
1100  救救援援活活動動経経費費のの負負担担  

自衛隊の救援活動に要した次の経費は、原則として派遣を受けた市が負担する。ただし、災

害救助法の適用となる大規模な災害における経費については、県が市に代わり負担する。 
（１）派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く。）等の

購入費、借上料及び修繕料 
（２）派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料、入浴料等 
（３）派遣部隊の救援活動に伴う光熱水費、電話料 
（４）派遣部隊輸送のための民間輸送機関に関する運搬費 
（５）その他救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義ある場合は、自衛隊と市長が協議

する。 
 
1111  県県及及びび自自衛衛隊隊のの派派遣遣要要請請連連絡絡窓窓口口等等  

（１）県の連絡窓口 

災害派遣担当窓口 住     所    等 

防災局 
危機対策課 
危機対策第１  

住     所   〒９５０－８５７０  新潟市中央区新光町４番地１ 
電     話  ０２５－２８５－５５１１（勤務時間内代表） 

（内線 ６４３４，６４３５、６４３６） 
０２５－２８２－１６３８（直通） 

防災無線   （発信番号）―４０１２０－６４３４，６４３５、６４３６ 
NTT  ＦＡＸ   ０２５－２８２－１６４０ 
衛星ＦＡＸ （発信番号）４０１－８８１ 
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（２）派遣要請先及び連絡窓口等 
  ア 陸上自衛隊 

災害派遣の要請先 住     所    等 
陸上自衛隊 
  第 12旅団長 
（第２普通科連隊） 

住    所   〒９４３－８５０１  上越市南城町３丁目７番１号 
連絡窓口   陸上自衛隊第２普通科連隊第３科 
電    話   ０２５－５２３－５１１７ 内線２３５、２３７ 
防災無線   ８－６７３－１０ 
NTT  ＦＡＸ  ０２５－５２３－５１１７  ＦＡＸ切替内線２３９ 

 
  イ 海上自衛隊 

災害派遣の要請先 住     所    等 
海上自衛隊舞鶴地方総監
部 

連絡窓口  海上自衛隊新潟基地分遣隊当直室 
住  所  〒９５０－００４７ 新潟市東区臨海町１番１号 
電  話  ０２５－２７３－７７７１ 内線４３１ 
NTT  ＦＡＸ ０２５－２７３－７７７１  ＦＡＸ切替 

 
  ウ 航空自衛隊 

災害派遣の要請先 住     所    等 
航空自衛隊 
航空支援集団司令官 
（輸送機の派遣） 
航空救難団司令 
（救援機の派遣） 

連絡窓口  航空自衛隊新潟救難隊飛行班 
住  所  〒９５０－００３１  新潟市東区船江町３丁目１３５番地 
電  話  ０２５－２７３－９２１１ 内線２１８、２２１ 
NTT  ＦＡＸ ０２５－２７３－９２１１ ＦＡＸ切替２２７ 
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別紙 

自衛隊災害派遣要請依頼書 

派遣要請依頼

者 

 

担当部課等名           部            課              

係 

担当者名 

電話             防災無線            その他 

派遣要請依頼

日時 

    年    月   日        時   分 

災害の状況及び派遣依頼理由 

 

 

 

 

 

派遣を希望す

る期間 

    年   月   日から    年   月   日 

    年   月   日から必要とする期間 

派遣を希望す

る区域 

     柏崎市     地内 

施設等名称 

現地連絡員        部        課       係  担当者名 

派遣を希望する活動の内容 

 

 

 

 

その他必要事項 

 

 

※ 新潟県防災局危機対策課 ＦＡＸ０２５－２８２－１６４０
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第第１１１１節節  輸輸送送対対策策                                                

 
１１  計計画画のの方方針針  

（１）基本方針 

災害時に、応急対策要員、救援物資等の緊急輸送を迅速かつ効率的に行うために、車両等

の輸送手段、緊急輸送ネットワーク（防災活動拠点（市、県、国、消防署及び警察署等の庁

舎）、輸送施設（道路、空港、港湾、漁港、鉄道駅、ヘリポート）、物資輸送拠点（広域物資

輸送拠点、地域内輸送拠点）及び備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体としたネットワーク

などの輸送体制を確保し、陸・海・空の交通手段の機能強化を図りつつ、緊急輸送を実施す

る。 

なお、緊急輸送は、人命の救助及び安全の確保を最優先とし、被害の拡大防止及び円滑な

災害応急対策の実施等を勘案しながら、実施するものとする。 

ア 各主体の責務 

（ア）市 

  a  車両、船舶等の調達先及び予定数並びに物資の集積場所を明確にするとともに地域

内輸送拠点（公共施設、体育館、倉庫等）を開設し、県等他機関の協力を得ながら輸

送体制を確保し、災害時の円滑な輸送を実施する。 

  b  車両、船舶等の輸送手段が調達不能となった場合など、円滑な輸送体制の確保が困

難である場合は、他の市町村又は県に応援要請を行う。 

（イ）県 

  a  道路等の被災情報に基づき、緊急輸送ネットワーク及び輸送手段を確保する。 

  b  被災地へのアクセス、道路の被害状況、予想される物流量、規模等を勘案し、物資

の集積・配送等の拠点となる広域物資輸送拠点（公共施設、体育館、倉庫等）を確保

する。 

  c  市からの輸送体制確保に関する応援要請に基づき、関係機関に協力を要請する。 

  d  災害発生の初期からヘリコプターを集中的に投入し、緊急輸送道路啓開までの間、

輸送を行う。 

  e  災害の規模により、市が自ら輸送体制の確保等を行うことが困難な場合は、県が輸

送体制の整備を行う等必要な措置を講じる。 

（ウ）県警察 

a  緊急輸送道路のうち、緊急交通路に指定した区間については、交通の混乱を防止し、

被災地内外の円滑な輸送体制を確保するため、交通規制を実施する。 

  b  災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが特に必要な

車両を緊急通行車両として確認を行う。 

（エ）輸送関係機関 

   自動車・海上・港湾運送事業者等の輸送関係機関は、北陸信越運輸局及び新潟運輸支

局の指導の下、市及び県災害対策本部との連絡を密にしながら、輸送体制の確保に協力
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する。 

（オ）輸送施設管理者 

道路、空港、港湾、漁港、鉄道駅、ヘリポート等の輸送施設の管理者は、市、県、県

警察、消防機関及び他の輸送施設管理者等の協力を得ながら、他の復旧作業に優先して

被災地に至る緊急輸送ネットワークの復旧・確保を行う。 

（２）輸送の緊急度に係る優先順位 

   災害時における緊急輸送の優先順位は、次のとおりとする。 

ア 総括的に優先されるもの 

  （ア）人命の救助、安全の確保 

  （イ）被害の拡大防止 

  （ウ）災害応急対策の円滑な実施 

イ 災害発生後の各段階において優先されるもの 

  （ア）第１段階(災害発生直後の初動期) 

a  救助・救急活動、医療救護活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員及び物資 

b  消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

c  被災地外の医療機関へ搬送する負傷者、重傷患者 

d  自治体等の災害対策要員、ライフライン応急復旧要員等、初動期の応急対策要員及

び物資 

e  緊急輸送に必要な輸送施設、物資輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及

び物資 

（イ）第２段階(応急対策活動期) 

a  上記アの続行 

b  食料、飲料水、燃料等生命・生活の維持に必要な物資 

c  傷病者及び被災地外へ退去する被災者 

d  輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

（ウ）第３段階(復旧活動期) 

a  上記（イ）の続行 

b  災害復旧に必要な人員及び物資 

c  生活必需品 

d  郵便物 

e  廃棄物の搬出 

（３）積雪期の対応 

  ア 各施設の管理者は、積雪期における除雪体制等を整備し、迅速かつ的確な除雪・排雪活

動を実施する。 

  イ 各施設の管理者は、降積雪による被害の防御、軽減及び交通の混乱防止のため、交通状

況及び交通確保対策の実施状況等について、適時適切な広報を行う。 
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２２  情情報報のの流流れれ  

（１）被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

輸送施設管理者 市 

県 

・輸送施設の被災状況 

・交通規制等の状況 

市 県 ・輸送施設の被災状況 

・臨時ヘリポートの確保状況 
・応援要員及び物資等の輸送需要 

県 関係機関 ・輸送施設の被災状況(収集した広域的情報) 
・輸送体制確保についての応援要請 

（２）被災地へ 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

県 市 ・輸送体制確保についての応援の内容 

・輸送施設の被災状況(収集した広域的情報) 
県警察 

道路管理者 

関係機関 

市民 

・交通の確保及び交通規制の実施状況 

・渋滞の状況 

  

３３  業業務務のの体体系系  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４４  業業務務のの内内容容  

（１）緊急輸送ネットワークの確保 

実施主体 対     策 協力依頼先 

県 ・緊急輸送ネットワークの全体の状況把    

握を行い、応急復旧等に必要な対策を実施

するとともに、必要に応じて関係機関に応

援を要請する。 

 

 

  

情 報 の 収 集 

交通規制、道路啓開 
鉄道・港湾・空港施設の応急仮復旧 

緊 急 空 輸 （ 

情 

報 

提 

供 

） 

地震発生 ★ 

連絡職員の派遣 

輸 送 手 段 の 確 保 

輸 送 拠 点 の 確 保 

ヘリコプター保有機関への出動要請 
臨時ヘリポートの確保 

交通関係情報、輸送需要情報等 

緊急輸送ネット 
ワークの確保 

陸 ・ 海 ・ 空 の 総 合 的 輸 送 

車両、船舶等の借り上げ 
第九管区海上保安本部、自衛隊等への要請 

トラックターミナル等の使用 
物 資 
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輸送施設管理

者 

・各輸送施設管理者の間で相互に協力し、他

の復旧作業に優先して道路網を主体とした

緊急輸送ネットワークの復旧・確保を行う。 

 

市 ・発災初期のヘリによる緊急空輸のための臨

時ヘリポートを確保する。 

 

 

県警察 

道路管理者 

・緊急輸送道路のうち、緊急交通路に指定し

た区間については、交通の混乱を防止し、

被災地内外の円滑な輸送体制を確保するた

め、交通規制を実施する。 

 

 

（２）輸送手段の確保 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 ・平時から車両、船舶等の調達先及び予定数

を明確にしておき、応急対策に必要な車両

を確保する。 

・災害時に必要とする車両、船舶等が調達不

能又は不足する場合、他の市町村又は県に

調達のあっせんを要請する。 

他市町村 

県（災対本部統括

調整部） 

県 ・輸送車両等が不足し、災害応急対策の実施

に支障がある場合は、関係機関と協力して

災対法及び災害救助法に基づく従事命令を

発し、緊急輸送に必要な車両等を確保する。 

北陸信越運輸局 

新潟運輸支局 

（公社）新潟県ト

ラック協会 

自衛隊 

等防災関係機関 

（３）物資輸送拠点の確保 

実施主体 対     策 協力依頼先 

県 ・被災地へのアクセス、道路の被害状況、予

想される物流量、規模等を勘案し、物資等

の集積・配送の拠点となる広域物資輸送拠

点を確保する。 

施設管理者 

県倉庫協会 

市 ・避難所へのアクセス、道路の被害状況、予

想される物流量、規模等を勘案し、物資の

集積・配送等の拠点となる地域内輸送拠点

を確保する。 

県 

施設管理者 

 〈広域物資輸送拠点の機能〉 

  ア 国、他都道府県及び関係機関等から届く救援物資の一時集積・仕分け・保管 

  イ 地域内輸送拠点等への物資の配送 
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  （注）配送にあたっては、輸送車両やヘリコプター等への積み込みを行う 

 

〈地域内輸送拠点の機能〉 

  ア 広域物資輸送拠点等から届く救援物資の一時集積・仕分け・保管 

  イ 避難所等への物資の配送 

  （注）配送にあたっては、小型車両等への積み込みを行う 

 〈物資輸送拠点の開設に係る市及び県の業務〉 

  ア 物資輸送拠点の施設管理者との調整 

  イ 物資輸送拠点への職員等の派遣 

    連絡調整、搬入、仕分け、搬出、管理作業要員や物流業者等の専門家等 

  ウ 物資輸送拠点への資機材等の配備 

  エ 県及び市町村の災害対策本部との連絡体制の確保 

（４）応援要請 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市  ・車両、船舶等の輸送手段が調達不能となった

場合など、円滑な輸送体制の確保が困難であ

る場合は、他の市町村又は県に応援要請を行

う。 

県（災対本部統括

調整部） 
他市町村 

県 ・市からの応援要請に基づき、（公社）新潟県

トラック協会、自衛隊等関係機関に対し、協

力を要請する。 

・ヘリコプターを集中的に投入し、緊急輸送道

路啓開までの間、緊急輸送を行う必要がある

場合は、航空自衛隊新潟救難隊及び陸上自衛

隊、海上自衛隊、第九管区海上保安本部等の

ヘリコプター保有機関に応援を要請する。 
・ヘリコプターを保有する災害時の相互応援協

定締結道県及びその他都府県に応援を要請

する。 

（公社）新潟県ト

ラック協会 

陸上自衛隊 
海上自衛隊 
航空自衛隊 
第九管区海上保

安本部 
他都道府県 

 

（５）輸送の実施 

実施主体 対     策 協力依頼先 

市 ・市が別に定める輸送計画に基づき、輸送を実

施する。 

・配送、保管に当たり衛生面に配慮する。  

県（災対本部食料

物資部） 

他市町村 

県 ・県有車両等については、原則として、県災害

対策本部（統括調整部総務局）が集中管理し

て運用する。 

陸上自衛隊 

海上自衛隊 

航空自衛隊 
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・緊急輸送が必要な場合又は陸路輸送が困難な

場合は、関係機関と協力してヘリコプター又

は船舶等で輸送する。 

北陸信越運輸局

新潟運輸支局 

第九管区海上保

安本部 

北陸信越運輸

局新潟運輸支

局 

・災害輸送の必要があると認めるときは、自動

車運送業者、海上運送事業者、港湾運送事業

者等の輸送関係機関に対し、輸送力の確保に

関しての措置をとるよう指導を行うととも

に、県の要請により車両等のあっせんを行

う。 

 

第九管区海上

保安本部 

・必要に応じ、又は県からの要請に基づき、巡

視船艇及び航空機による緊急輸送を行う。 

 

自衛隊 ・陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊によ

る緊急輸送が必要な場合、第３章第１０節

「自衛隊の災害派遣対策」により行う。 

 

消防庁 ・県の依頼により、大規模特殊災害時における

広域航空消防応援による輸送を行う。 

 

東京航空局 

新潟空港事務所 
・民間航空機による輸送を必要とする場合は、

県の要請により民間航空機のあっせんを行

う。 

 

（公社）新潟県

トラック協会 

・県との協定に基づき、貨物自動車等の供給に

協力する。 

 

（公社）新潟県

バス協会 

・県の要請に基づき、人員輸送用のバス等の供

給に協力する。 

 

鉄道事業者 ・県の要請に基づき、災害発生に伴う人員、救

援物資並びに復旧資機材等の輸送に協力す

る。 

 

 

５５  市市業業務務のの実実施施担担当当部部及及びび班班並並びびにに班班長長のの役役割割  

（１）実施担当部及び班 

部 班 担  当  内  容 

財務部 車両・輸送班 

・人員及び物資の輸送用車両の配車、調達及び運転に関するこ

と。 
・配車状況の掌握及び記録に関すること。 
・応援車両の要請及び配車調整に関すること。 

都市整備部 建設班 
・交通規制及び立入制限区域の安全管理に関すること。 
・道路交通情報の収集及び報告に関すること。 
・緊急輸送道路の確保及び確保要請に関すること。 
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（２）班長の役割 
  ア 財務部車両・輸送班長の役割 
    各班により直接行う輸送活動以外の輸送を行う必要性が生じた場合において、県及び関

係機関等との連絡・調整に努める。 
  イ 都市整備部建設班長の役割 
    緊急交通路確保のための交通規制、道路啓開等を行う場合において、県、県警察及び関

係機関等との連絡・調整に努める。 
 
６６  整整備備書書類類  

財務部車両・輸送班長及び都市整備部建設班長は、次の書類を整備する。 
（１）支払関係証拠書類 
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第第１１２２節節  交交通通規規制制及及びび警警備備・・保保安安対対策策                              

 
１１  交交通通規規制制  

災害により道路、橋りょう等の交通施設に被害が発生し、又は発生するおそれがあり、交通

の安全と道路の施設の保全が必要となった場合又は災害時における交通確保のため必要がある

と認めるときの通行の禁止及び制限（以下「交通規制」という。）について次のとおり定める。 
（１）実施管理者 

ア 実施責任者は、次のとおりである。 

区 分 実施責任者 対象道路 

道路管理者 

国土交通大臣 一般国道 

知事 県道 

市長 市道 

警察機関 公安委員会、警察署長 必要な全道路 

イ 市における担当部、班は、次のとおりである。 

部 班 担  当  内  容 

都市整備部 建設班 

・道路、河川、橋りょう、がけ地等の災害危険箇所の被害調

査、点検、パトロール、応急対策及び応急復旧に関するこ

と。 
・交通規制に関すること。 
・道路交通情報の収集及び報告に関すること。 

・緊急輸送道路の確保及び確保要請に関すること。 

（２）通報 
災害時に、道路、橋りょう等の交通施設の被害及び交通混乱の事実の通報を受けた場合、

都市整備部建設班長は、速やかにその路線の管理者及びその地域を所管する警察関係機関に

通報する。 
（３）実施要領 

ア 巡回調査 
道路管理者は、災害の発生が予想され、又は発生したときは、道路、橋りょう等の交通

施設の巡回調査に努める。 
イ 道路管理者の規制 

道路管理者は、巡回調査の結果又は通報等により道路、橋りょう等の危険な状況が予想

され、又は発見したとき若しくは知ったときは、速やかに必要な規制を行う。 
ウ 緊急輸送を行う車両以外の車両の通行規制 

都市整備部建設班長は、緊急輸送を行う車両以外の車両の通行を規制する必要があると

きは、その旨を制限を要する場所又は区間及び期間（期間を定めることが困難なときは、
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規制の始期）並びにその対象及び迂回路等を示して県公安委員会（柏崎警察署）に要請す

る。 
エ 規制の標識等 

イ又はウにより規制を行ったときは、次に定める規制標識を立てるものとする。ただし、

緊急のため規定の標識を設置することが困難又は不可能なときは、とりあえず通行を禁止

又は制限したことを次に定める条件を明らかにして示し、必要に応じ遮断等の措置を講ず

るとともに、警察官等が現地において指導に当たる。 
（ア）規制条件の表示 

規制標識には、次の事項を表示する。 
ａ 禁止、制限の対象 
ｂ 規制する区画 
ｃ 規制する期間 
ｄ 規制する理由 

オ 迂回路表示 
規制を行ったときは、適当な迂回路を選定し、必要な地点に図示する等の措置を行い、

一般交通にできる限り支障のないよう努める。 
カ 報告（通知） 

道路管理者は、規制を実施したときは、県公安委員会（柏崎警察署）に対し、次の事項

を報告又は通知する。 
（ア）禁止、制限の種類と対象 
（イ）規制する区間 
（ウ）規制する期間 
（エ）規制する理由 
（オ）迂回路の道路、橋りょう等の状況 
キ 広報 

交通規制を実施した場合は、避難者、運転者、地域住民等に対して適切な広報を実施し、

その周知徹底を図る。 
（４）整備書類 

都市整備部建設班長は、次の書類を整備する。 
河川・斜面被害・道路・農地関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第３号

様式）及び交通規制箇所一覧図 
 

２２  警警備備活活動動  

市内に大規模な地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における警備活動は、次

のとおりとする。 
柏崎警察署は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に次の警備活動を行

う。 
（１）警備体制の確立 
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ア 指揮体制の確立 
大規模災害が発生した場合には、柏崎警察署に署警備本部を設置して警備体制を確立す

る。 
なお、市に災害対策本部が設置された場合、柏崎警察署長は、連絡員を市災害対策本部

に派遣し、市が行う応急対策との総合調整に当たる。 
また、署警備本部は、必要に応じて県警備本部に部隊の派遣を要請する。 

（２）警備活動の重点 
ア 情報の収集及び伝達 

柏崎警察署は、大津波警報・津波警報・津波注意報、地震情報等、被害の実態及び被害

の拡大の見通しなど災害応急対策活動を実施するために必要な情報を重点的に収集すると

ともに速やかに関係機関へ伝達する。 
イ 被害実態の把握 

柏崎警察署は、パトロールカー、交番・駐在所勤務員等からの報告に基づき管轄区域の

次の被害状況の把握に当たる。 
《初期段階》 
（ア）津波・火災の発生状況 
（イ）死傷者等人的被害の発生状況 
（ウ）家屋の倒壊等建物被害の発生状況 
（エ）市民の避難状況 
（オ）主要道路・橋りょう及び鉄道の被害状況 
（カ）危険物貯蔵所及び重要防護施設の被害状況 
（キ）電気・水道・ガス及び通信施設等ライフラインの被害状況 
（ク）堤防・護岸等の損壊状況 
（ケ）災害拡大の見通し 
（コ）市・消防等の活動状況 
《初期段階以降》 
（ア）「初期段階」に掲げる事項 
（イ）被災者の動向 
（ウ）被災地・避難所等の治安状況及び流言飛語の状況 
（エ）被災道路・橋りょう及び鉄道の復旧状況及び見通し 
（オ）電気・水道・ガス及び通信施設等ライフラインの復旧状況及び見通し 
（カ）市・日赤・病院等の救護対策の状況 
（キ）火災の発生及び被害拡大の原因 
ウ 被災者の救出及び負傷者の救護 

被害の程度に応じ、救出部隊を派遣し、倒壊家屋の密集地、学校、病院など多数の人が集

合する場所を重点的に、各種救出機材を有効に活用し救出救護を実施する。 
負傷者については、応急措置を行った後、県、市、消防機関、日本赤十字社等の救護班

に引き継ぎ、又は病院に搬送する。 



地震災害対策編 
第１編第３章第１２節 

「交通規制及び警備・保安対策」 

- 217 - 

エ 迷い子及び行方不明者の捜索 
（ア）多数の迷い子、迷い人、その他要保護者（以下「迷い子等」という。）及び行方不明者

の発見・保護及び調査等を迅速に行うため、集中被災地域に所要の捜査部隊を派遣し、

早期発見に努める。 
（イ）迷い子等の保護及び行方不明者の捜索等に関する相談に応じるため、警察署・主要交

番その他適当な場所に「迷い子・行方不明者相談所」を設置する。 
（ウ）迷い子等保護者が判明しないものについては、児童相談所、社会福祉事務所又は市等

の開設する保護・収容施設に連絡する。 
（エ）迷い子等について届出を受理した場合は、速やかに事後の届出及び照会、照合に対応

するよう努める。 
オ 危険箇所の警備及び被災地域住民の避難誘導 
（ア）危険箇所の警戒 

火災、爆発、建築物の倒壊等により、危険な事態が発生し、また発生するおそれがあ

る場合は、その警戒を実施し、関係者以外の立入りを制限若しくは禁止、又は退去を命

ずる。 
（イ）被災地域住民の避難誘導 

ａ 市、消防関係者等と協力し避難誘導を実施する。 
なお、実施に当たっては、第７節「避難及び避難所対策」に基づき実施する。 

ｂ 津波の来襲や火災の延焼など的確な情勢判断を行い、速やかに避難誘導の時期、場

所、誘導経路等を決定する。 
ｃ 緊急やむを得ず警察官自らが避難の指示を行った場合は、署警備本部長を通じ市長

にその旨を通知する。 
ｄ 津波警報や火災の延焼などが予想される場合、市長と協議の上、高齢者、障がい者、

子ども、外国人等の要配慮者を事前に避難するよう指導する。また、避難に際しての

混乱による事故の防止に努めるとともに避難場所での秩序の維持と犯罪の予防に努め

る。 
ｅ 避難が広域に及ぶ場合は、県警備本部がその調整に当たる。 
ｆ 病院、学校、デパートその他多数の人が集まる場所における避難は、管理者等の誘

導による自主避難を原則とするが、病院、心身障害児者施設等に対しては、災害の規

模・態様により所要の部隊を派遣し、管理者の避難措置に積極的に協力して安全な場

所へ誘導する。 
カ 不法事案等の予防及び取締り 
（ア）不法事案等の予防及び取締りに当たっては、市民の不安を軽減し混乱の発生を防止す

るため、窃盗犯、粗暴犯、経済事犯等生活に密着した犯罪の予防及び取締りに重点をお

くほか、市民等が集まる場所における混乱の発生防止等の活動を積極的に行う。 
（イ）流言飛語の防止 

ａ 被害実態、関係機関の救援活動、復旧活動状況、警察の活動内容を現場広報し、被

災者の不安解消を図る。 
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ｂ 流言飛語発生時には、報道機関に対し正確な情報を迅速に提供し、その打ち消し報

道を要請する。 
キ 避難地域、避難場所、避難所、重要施設等の警戒 

避難地域、避難場所、避難所、重要施設等の警戒活動に当たっては、警戒要員の配置箇

所、装備資機材の活用、関係機関との密接な連携に配意して効率的な活動を行う。 
ク 地域の保安及び防犯対策 
（ア）保安対策 

ａ 危険物及び高圧ガス等の製造・貯蔵施設等の被害の有無及び実態、被害拡大のおそ

れ等を関係機関の協力を得ながら早期に把握し必要な措置をとらせるとともに、状況

により所要の部隊を派遣すること。また、漏出が発生した場合は、速やかに警戒区域

を設定して立入禁止措置、付近住民の避難措置等を講じる。 
ｂ 銃砲火薬類の製造、販売業者及び所有者に対しては盗難、紛失等の事故のないよう

厳重な保管指導に努めるとともに、家屋の倒壊等保管場所が被災した場合には、保管

委託又は警察署における一時預かりを依頼するよう指導する。 
（イ）防犯対策 

ａ 関係行政機関との情報交換を行い、避難後の住宅密集地域、避難所、食料倉庫、金

融機関、支援物資集積場所等の防犯対象における各種犯罪の発生状況及び被害予測、

不審情報を収集・分析し、各種犯罪の多発予測地域等について重点的に警ら警戒及び

広報活動等を強化し、各種犯罪の未然防止に努める。 
ｂ 被災地の混乱に乗じた集団による不法行為、生活必需物資等の欠乏に伴う悪質業者

の買占め、売り惜しみ及び暴利販売等について取締りを強化する。また、各種物資の

取扱業者、組合等に対する生活必需物資、復興資機材等の流通確保の指導を行う。 
ｃ 地域防犯団体等は、火災及び盗難予防並びに警察及び関係機関が行う諸活動に協力

し、防犯活動に当たる。 
ｄ 事業者に対して、防犯情報の提供及び活動に対する助言により防犯ＣＳＲ活動を促

進する。 
ケ 市民に対する広報及び相談活動 
（ア）広報活動 

被災者の不安を解消し、混乱を防止するため、被害の規模・区域、火災の発生・延焼

状況、避難場所、避難経路、救護所の設置場所、津波・高波等の気象情報及び交通規制

状況等について，報道機関・広報車・携帯用拡声器等の広報機器、立て看板等を活用し

て現場の状況に応じた広報を積極的に行う。また、居住・滞在外国人の実態を考慮し、

主要外国語による広報を行う。 
《重点をおくべき広報項目》 
ａ 地震の規模と市民のとるべき行動 
ｂ 津波情報の情報 
ｃ 被害発生状況と復旧見通し 
ｄ 火災の発生状況 
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ｅ 堤防・護岸の損壊状況 
ｆ 交通規制状況 
ｇ 被災者の避難状況 
ｈ 救護所・避難場所の設置状況 
ｉ 死者及び遺体安置場所 
ｊ 危険防止措置 

（イ）相談活動 
柏崎警察署に「総合相談所」を設置し、被害状況の照会、被災者の安否照会、迷子、

行方不明者の照会、外国人からの照会及び各種相談等に応じる。 
コ 遺体の検視 

遺体の見分については、検視規則等により迅速かつ適正に行う。 
なお、身元不明の遺体に対しては見分後、所持品、着衣、人相、特徴等を写真撮影する

とともに遺品を保存して、事後に身元確認ができる措置をとり、関係機関に引き継ぐ。 
サ 関係機関、団体に対する協力・支援 
（ア）県・市等防災関係機関及びボランティア団体の行う救援活動に対し、避難場所への巡

回班を確保し、市職員とともに、定期的な巡回により避難者との接触を深め、安心感を

醸成し要望事項を把握して救護対策に反映させるなど、避難場所の秩序維持に努める。 
（イ）県・市・日赤その他の機関が行う、緊急物資・救援物資の輸送、遺体の処理、医療防

疫活動等に対して、必要により所要の警備要員又は部隊を派遣し側面からの支援に当た

る。 
（ウ）町内会・商店会・消防団等の責任者に対し、被災地の自主警戒や救援活動が積極的に

行われるよう要請を行う。 
シ 他都道府県警察本部等に対する援助要請 
（ア）県公安委員会は、被害状況を考慮し必要と認める場合は、次の事項を明らかにして警

察庁又は他の都道府県警察に対し、警察法第６０条に基づく援助要請を行う。 
ａ 援助を必要とする理由及び派遣期間・場所 
ｂ 援助を必要とする人員、装備資機材、服装、携行品、車両、航空機 
ｃ 経路及び途中給油場所 
ｄ その他必要な事項 

（イ）自衛隊に対する援助要請は、知事を通して行う。また、第九管区海上保安本部及びそ

の他の機関・団体に対しては直接行う。 
なお、要請事務手続に先行して必要な情報連絡を行い、迅速な援助を確保する。 

ス 他都道府県警察本部に対する特別派遣 
他都道府県において大震災が発生し、援助要請があった場合には、広域緊急援助隊を基

本に所要の部隊及び車両・装備品を派遣する。また、警察庁から部隊の緊急派遣指示があ

った場合は、管区警察局の調整により緊急派遣する。 
セ 列車災害の救助活動 

負傷者等多数の被害を伴う列車災害が発生した場合は、現地警備指揮所を災害現場付近
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に設置し、救出・救護班を派遣し負傷者等の救出・救護に当たる。また、通信の確保、災

害現場付近の救助活動に必要な交通規制・整理を行うとともに、被災者及び付近住民の不

安感を除去するため、現場広報を行う。 
 
３３  道道路路交交通通対対策策  

大規模な地震が発生した場合は速やかに道路の被害状況及び交通状況の把握に努め、危険箇

所の標示、迂回指示、交通情報の収集及び提供、車両の使用の抑制、その他運転者の執るべき

措置についての広報等危険防止及び混雑緩和のための措置を行う。 

（１）交通規制の基本方針 

ア 被災地域での一般車両の走行は原則として禁止する。 

イ 被災地域への一般車両の流入は原則として禁止する。 

ウ 被災地域外への流出は、交通の混乱が生じない限り原則として制限しない。 

エ 避難路及び緊急交通路については、優先的にその機能の確保を図るため、原則として一

般車両の通行を禁止又は制限する。その他防災上重要な道路についても必要な交通規制を

行う。 

オ 高速道路については、被災地域を中心に広域的に通行禁止とし、緊急交通路としての活

用を図るため、一般車両の流入を禁止又は制限する。 

カ 走行中の全車両を道路の左端に寄せて停車させ、道路中央部を市民の避難路及び緊急自

動車等の通行路として確保するとともに、速やかに管内の道路被害状況等を調査する。 

（２）交通規制の実施 

大震災が発生した場合、交通の混乱を防止し、市民の避難路及び緊急交通路を確保するた

め、次の交通規制を実施する。 

ア 県内への一般車両の流入制限 

隣接県境の主要各道路においては、県内に流入する車両（軽車両を除く。）のうち、道

路交通法第３９条第１項に規定する緊急自動車及び緊急輸送等災害応急対策に従事する車

両として都道府県知事又は都道府県公安委員会の確認を受けた車両（以下「緊急通行車両」

という。）以外の車両の流入を極力抑制する。 

必要がある場合、隣接県警察本部に対して、新潟県内への一般車両の流入を抑制するよ

う協力を依頼する。 

イ 被災地に向かう車両の走行抑制 

被災地に通じる路線の主要交差点に警察官を配置して、緊急通行車両以外の車両の被災

地への流入を禁止する。また、県内における一般車両の走行は極力抑制する。 

ウ 高速道路の通行禁止と流入制限 

高速道路にあっては、被災地を中心に全面通行禁止とし、道路の損壊状況を確認すると

ともに、本線上の車両を直近のインターチェンジから流出させる。 

各インターチェンジにおいては、緊急通行車両以外の車両の流入を禁止する。 

エ 広域交通規制 

隣接県に及ぶ広域交通規制が必要な場合は、警察庁・管区警察局の調整の下で関係県警



地震災害対策編 
第１編第３章第１２節 

「交通規制及び警備・保安対策」 

- 221 - 

察本部と、規制の内容、路線名、区間及び期間等を協議・決定し、警察庁が指定する広域

交通規制対象道路において、必要な交通規制を実施するとともに、協力を要請する。 

（ア）警察庁が指定する広域交通規制対象道路は、次のとおりである。 

関越自動車道、上信越自動車道、北陸自動車道、磐越自動車道、日本海東北自動車道、

国道７号、国道８号、国道１７号、国道１８号、国道４９号、国道１１３号、国道１１６

号、国道１１７号 
（イ）必要な交通規制等を行うための検問所を次のとおり設置する。 

路線名 設 置 場 所 

国道７号 村上市猿沢 道の駅朝日 

国道８号 糸魚川市大字市振 道の駅越後市振の関前 

国道１７号 南魚沼郡湯沢町 神立除雪ステーション前 

国道１８号 上越市中郷区江口 江口道路ステーション前 

国道４９号 東蒲原郡阿賀町 津川除雪ステーション前 

北陸自動車道 
新潟市江南区亀田早通 新潟亀田インター 

糸魚川市上刈 糸魚川インター 

関越自動車道 南魚沼郡湯沢町 湯沢インター 

上信越自動車道 妙高市大字関川 妙高高原インター 

磐越自動車道 東蒲原郡阿賀町 津川インター 

日本海東北自動車道 村上市猿沢 朝日まほろばインター 

オ 緊急交通路等の指定等 

（ア）県公安委員会は、緊急通行車両の通行を確保するため、一般車両の通行禁止等を行う

必要があるときは、道路管理者に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指

定、放置車両や立ち往生車両等の移動等について要請するものとする。 

（イ）主要道路の被害調査結果に基づいて、災害対策基本法第７６条第１項の規定により、

区域又は道路の区間及び期間を定めて緊急交通路を指定する。 

緊急交通路については、各検問所及びルート内主要交差点において、緊急通行車両以

外の車両の通行を禁止する。また、交通規制資機材を活用し支線からの車両の流入を防

止する。 

（ウ）津波危険予想地域等へ通ずる道路については、その危険地域境界線上において緊急通

行車両以外の車両の区域内への流入を禁止する。 

（エ）各市町村の指定する主要な避難路については、極力車両の通行を抑制する。 

カ 緊急交通路等における車両等の措置 

（ア）緊急交通路等を走行中の一般車両については、直ちに同路線以外の道路又は路外へ誘

導退去させるとともに、その走行を極力抑制する。 

（イ）緊急交通路等に放置車両その他交通障害となる物件がある場合、法第７６条の３の規

定により、直ちに立ち退き・撤去の広報、指示を行う。著しく妨害となる物件について

は、道路管理者等の協力を得て排除するほか、状況により必要な措置を講ずる。また、

警察官がその場にいない限り、災害派遣を命ぜられた自衛隊部隊の自衛官及び消防吏員

が行うことができる。 

キ 交通規制の結果生ずる滞留車両運転者及び同乗者の措置 
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交通規制のため車両が滞留し、その場で長時間停止することとなった場合は、適切な迂

回路を指示するとともに、関係機関と協力し必要な対策を講ずる。 

ク 主要信号機の確保 

停電により作動しない主要な交差点の信号機は、発動発電機等により電源を確保する。 

（３）緊急通行車両の確認 

知事及び県公安委員会が行う緊急通行車両の確認手続等は、次のとおりである。 

ア 緊急通行車両の確認範囲 

災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが特に必要な車両

であり、主に次の業務に従事する車両を確認の対象とする。 

（ア）警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関するもの 

（イ）消防、水防、道路維持、電気・ガス・水道その他の応急措置に関するもの 

（ウ）被災者の救護、救助、その他の保護に関するもの 

（エ）災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関するもの 

（オ）被災地の施設、設備の応急の復旧に関するもの 

（カ）清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの 

（キ）犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持に関するもの 

（ク）緊急輸送の確保に関するもの 

（ケ）上記のほか、災害の発生の防止又は拡大の防止のための措置に関するもの 

イ 確認事務の実施区分等 

交通規制時において、アに掲げる緊急通行車両の確認は、車両の使用者の申出により知

事及び県公安委員会が次の区分により実施する。 

確認者 確認車両 申請受付及び確認場所 

知事 

○県有車両 

○災害応急対策を実施するため県が調

達、借上等をする車両 

○県防災局危機対策課 

○各地域振興局 

県公安委員会 

○国、市町村、公共的団体及びその他

の者が所有する車両 

※知事が確認する車両以外の車両 

○警察本部交通規制課 

○各警察署 

○交通検問所 

ウ 緊急通行車両の事前確認届出 

（ア）県公安委員会は、アに掲げる緊急通行車両のうち、市町村等公的団体が保有し、若し

くは市町村等公的団体との契約等により常時市町村等公的団体が使用する車両又は災害

時に他の関係機関・団体等から調達する車両については、あらかじめ災害応急対策用と

して届出があった場合、事前に緊急通行車両としての確認を行い、事前届済証を交付す

る。 

（イ）事前届出済証交付車両について、交通規制実施時に緊急通行車両としての確認申請が

あった場合は、他に優先して確認を行う。 

エ 緊急通行車両の標章等の交付 

（ア）緊急通行車両の確認後は、速やかに所定の標章及び証明書を交付する。 
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（イ）緊急通行車両の確認及び標章等の交付は、受理簿により処理する。 

（ウ）標章及び証明書は、車両１台についてそれぞれ１通とし、通行日時はその車両が緊急

通行車両として使用される期間とする。 

（エ）標章等の交付を受けた緊急通行車両の使用者は、当該車両の前面に見やすい箇所に標

章を掲示するとともに、証明書を当該車両に備え付けるものとする。 

（４）自動車運転者のとるべき措置 

平素から関係機関と連携して、自動車運転者に対し、大規模な災害の発生時にとるべき措

置について、次に定める事項の周知徹底を図る。 

ア 走行中のとき 

（ア）できる限り安全な方法により車両を左側に停車させること。 

（イ）停車後は、カーラジオやＳＮＳ等により災害に関する情報を収集し、その情報及び周

囲の状況に応じて行動すること。 

（ウ）車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させる。やむを得ず道路上に置

いて避難するときは、車両を道路の左端に寄せて停車させ、エンジンキーはつけたまま

とし、窓を閉め、ドアをロックしないこと。  

イ 避難するとき 

避難するときは、車両を使用しないこと。 

（５）関係機関との協力 

交通規制の実施に際しては、道路管理者及び関係機関と緊密に連絡し、状況に即した適切

な交通規制を実施する。 

（６）警備業団体に対する出動要請 

新潟県警備業協会に対し、必要に応じて、「災害時における交通及び地域安全の確保に係

る業務に関する協定」に基づき、緊急交通路の確保等の交通誘導警備業務への出動を要請す

る。 

（７）広報 
交通規制を実施した場合は、避難者、運転者、地域住民等に対してラジオ、テレビ、交通

情報板、看板等により適時、適切な広報を実施し、その周知徹底を図るものとする。 

また、被災地域以外の市町村、他の都道府県からの支援輸送の円滑化を図るため、県又は

管区警察局等を通じ他の都道府県、市町村、防災関係機関に交通規制状況の提供を求める。
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第第１１３３節節  火火災災対対策策                                    

 
地震により発生した火災に対し、市民の初期消火活動による延焼防止並びに柏崎市消防本部が

行う消防活動及び消防団との連携について、次のとおり定める。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

消防部 

総務班 
・部の庶務及び部内各班との連絡に関すること。 

・消防団の活動に関すること。 

予防班 ・市災害対策本部との連絡調整に関すること。 

消防班 

・災害情報の受理及び出動指令に関すること。 

・火災・救急・救助活動の実施に関すること。 

・緊急消防援助隊等消防関係機関の応援要請及び受入調整に関

すること。 

 
２２    地地震震火火災災対対策策  

（１）市民の対策 
地震が発生した場合、職場、家庭等においては、次により出火防止と初期消火に努める。 

ア  出火防止 
ガスコンロ、電気コンロ、暖房器具等の火気の遮断及び漏電ブレーカーの遮断 

イ  初期消火 
速やかな消防機関への通報及び消火器等による初期消火 

（２）消防団の対策 
消防部総務班長は、消防団が地域に密着した防災機関であることから、消防団が消防本部

等と次のような火災防ぎょ活動等に当たるよう消防団長経由で要請する。 
ア  消防団への連絡等 

消防部総務班は、参集の必要がある火災を覚知した場合、速やかに所属消防団への連絡

を行うこと。 
イ  市民への初期消火の広報等 

拡声器、メガホン、サイレン等による市民への出火防止、初期消火の広報 
ウ  情報の収集、伝達 

現地火災情報等の消防団本部及び消防本部への伝達 
エ  消火活動 

地域住民、自主防災組織と協力し、迅速かつ効果的な初期消火活動 
（３）消防本部の対策 

消防本部は、火災が発生した場合、消防団等と連携し、全消防力を傾注して消火活動に努
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める。 
ア 特別配備体制 

特別配備体制は、次に基づき発令する。 
（ア）災害対策本部が設置されたとき。 
（イ）その他災害の状況により消防長が必要と認めたとき。 
イ 指揮本部の設置 
（ア）消防本部内に消防災害対策本部を設ける。 
（イ）必要により災害現場に現場指揮本部を設ける。 
ウ 職員の招集及び消防力の強化 
（ア）災害発生時、消防部総務班及び予防班は、本部員として業務に当たる。 
（イ）消防力の強化のため、消防署に消防隊、救急隊等を増強する。なお、災害の規模によ

り順次職員を招集する。 
エ 火災情報の収集 

火災情報の収集は１１９番通報とし、災害により通信回線が途絶した場合は次の方法に

より速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握する。 
（ア）あらかじめ定めた経路、方法による職員の参集途上における情報収集 
（イ）職員による車両等を利用した情報収集 
（ウ）消防団、自主防災組織による無線等による情報収集 
オ 緊急交通路の確保 
（ア）消防本部は、警察及び道路管理者の情報を基に火災現場までの通行路確保を図るとと

もに、必要に応じて交通規制及び道路警戒を要請する。 
（イ）消防隊は、警察官がその場にいない場合において、災害応急対策の実施に著しい支障

が生じるおそれがあると認めるときは、消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するた

め、必要な措置命令・強制措置を行う。 
カ 火災防御活動 
（ア）火災がある程度の消防力の強化によって鎮圧可能である地域については、完全鎮圧及

び大火の発生防止のため、これに必要な対策を講ずる。 
（イ）火災の発生密度が大きく、大部分の延焼火災の鎮圧が不可能と予想される地域につい

ては、避難上の安全を確保するための消防活動を行う。 
（ウ）避難者収容施設、救助物資の集積場所、救護所、災害対策実施上の中枢機関、市民生

活に直接影響を及ぼす関係施設について優先的に火災防御活動を行う。 
キ 消防水利の確保 
（ア）消防本部は、利用可能な消防水源を明らかにした水利台帳により、火災現場の状況に

応じた迅速・的確な消防水利の特定及び確保に努めるものとする。 
（イ）消防水利として把握している箇所 

河川、池、海水、プール水、消火栓、防火水槽、耐震貯水槽 
ク 住宅用火災警報器の周知・啓発 

柏崎市火災予防条例により、平成２３（２０１１）年６月１日から既存個人住宅におい
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ても住宅用火災警報器の設置が義務化になった。今後、更なる設置率の向上及び適切な維

持管理を図ることとする。 
（４）警防活動の基本方針 

ア 大規模火災 
火災の延焼拡大は、気象条件、水利状況、建物の密集度及び危険物の有無等が著しく影

響するため、消防本部はこれらの状況を正確に把握し、消防活動を行うが、更に拡大のお

それがあるときは、次により適切な対応を図る。 
（ア）現場指揮本部の設置 
（イ）消防団との連携による防御帯の設置 
イ 豪雪 

建物の倒壊、雪崩の発生等による要救助者の救出及び火災時における水利の確保等は、

次により適切に対応する。 
（ア）災害の発生に際しては、速やかに要救助者の有無を確認し、二次災害を警戒しつつ、

人命の救出を最優先する。 
（イ）災害状況により現場本部を設置する。 
（ウ）災害が広範囲、長時間に及ぶ場合が多いことから、消防団との連携を密にするととも

に分担を明確にし、効率的に活動する。 
（エ）火災時に備え、消防本部及び消防団は、協力して常に幹線道路等の水利確保に努める。 
ウ その他の災害 

その他の災害については、本対策に準ずる。 
 
３３  広広域域応応援援  

消防本部は、火災が発生した場合、消防団等と連携し、適切な消火活動を行うとともに、自

らの消防力で対応できない場合には、必要に応じて新潟県広域消防相互応援協定等に基づく応

援要請及び緊急消防援助隊への応援要請を迅速に行う。 

（１）県内市町村相互の広域応援体制 
ア 消防本部自らの消防力では対応できない場合にあっては、新潟県広域消防相互応援協定

に基づき市町村に応援要請する。 
イ 応援要請は、新潟県広域消防相互応援協定に定める代表消防本部を通じて他市町村へ行

う。（代表消防本部に応援要請を行うことができない場合、副代表消防本部） 
（２）他都道府県に対する応援体制 

ア 新潟県広域消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できないときは、県に対

して次の事項を明らかにし、緊急消防援助隊受援計画に基づき応援要請を行う。 
（ア）火災状況、応援要請理由、応援の必要期間 
（イ）応援要請消防隊の種別と人員 
（ウ）市への進入路及び結集場所 

（３）消防相互応援協定 
消防組織法第３９条及び４４条の規定に基づく消防本部の消防相互応援協定締結状況につ

いては、次のとおりである。 
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協定等の名称 締結年月日 業務内容 協定先等の名称 

緊急消防援助隊運用要綱 平成16(2004)年4月1日 災害 全国都道府県 

新潟県広域消防相互応援協

定 
平成17(2005)年9月1日 

（平成29(2017)年9月1日改正） 
災害 

上越地域、中越地域、下越

地域、佐渡地域 

新潟県消防防災ヘリコプタ

ー応援協定 平成7(1995)年4月1日 災害 新潟県下の市町村及び消防

事務に関する一部事務組合 

中部消防応援協定 

平成19(2007)年10月12日 

（平成29(2017)年1月1日改

正） 

災害 

長岡市 
三条市 
燕・弥彦総合事務組合 
見附市 
加茂地域 
小千谷市 
十日町地域 
魚沼市 
南魚沼市 

消防相互応援協定 平成17(2005)年5月1日 災害 上越地域消防事務組合 

高速自動車国道北陸自動車

道長岡西山間消防相互応援

協定 
平成17(2005)年4月1日 災害 

長岡市 

高速自動車国道北陸自動車

道米山柿崎間消防相互応援

協定 

平成17(2005)年5月1日 

（平成22(2010)年4月1日改正） 
災害 

上越地域消防事務組合 

 
４４  整整備備書書類類  

危機管理部総合調整班長は、次の書類を整備する。 
（１）建物等被害関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第２号様式） 
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第第１１４４節節  医医療療救救護護活活動動対対策策                                          

 
市、県、医療機関及び医療関係団体は、緊密な情報共有と協力体制の下に、災害の状況に応

じた適切な医療、助産及び救護を行うものとする。 

 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）県の役割 

  ア 市と情報共有し、地域住民の生命及び健康を守るため救護活動を行う。 

  イ 県保健所は、被災の状況により必要と認められる場合は、特に、医療機関等の協力を得

て、地域における医療活動の拠点として速やかな医療救護対策に取り組むため、災害保健

対策現地本部を設置する。 

  ウ 医療関係団体（新潟県医師会、日本赤十字社新潟県支部、新潟県歯科医師会、新潟県薬

剤師会、新潟県看護協会等）、新潟ＤＭＡＴ、新潟ＤＰＡＴ、基幹災害拠点病院（新潟大学

医歯学総合病院、長岡赤十字病院）、消防機関、自衛隊等と、被災地域における医療ニーズ

などの情報を共有した上で、救護班の派遣調整等の医療救護活動の調整を行う。 

  エ 被災が著しく、県内の体制だけでは医療救護活動を確保できない場合は、国及び他の都

道府県等に対して支援を要請する。 

オ 新潟大学医歯学総合病院と協力して透析医療機関に被害状況を確認し、新潟大学医歯学

総合病院が透析医療機関の患者受入れを調整する。 

カ 県災害ボランティア支援センターと情報共有し、救護所等における医療救護活動に医療

関係ボランティアを有効活用する。 

キ 県内での相互支援だけでは医療救護活動の指揮調整が困難となることが予想される場合

には、厚生労働省に対して、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援派遣に

関する調整を依頼する。 

（２）新潟ＤＭＡＴの役割 

   災害時に、参集したＤＭＡＴに対する指揮、関係機関との調整等を行う組織としてＤＭＡ

Ｔ新潟県調整本部のほか、必要に応じてＤＭＡＴ活動拠点本部等を設置する。 

（３）災害医療コーディネートチーム 

  ア 柏崎保健所長を災害医療コーディネーターとし、被災地での医療救護の窓口となるとと

もに、医療需給（医療資機材を含む）の調整等の業務を行う。 

  イ 県職員のうち、新潟県医師会・柏崎市刈羽郡医師会、柏崎市歯科医師会などの医療関係

団体、災害拠点病院及び市に対する各担当者が、災害医療コーディネーターを支援する。 

（４）ＤＨＥＡＴの役割 

   医療救護活動に係る指揮調整業務が円滑に実施されるよう、県災害対策本部（保健医療教

育部）及び柏崎保健所を補助する。 

（５）災害拠点病院、新潟ＤＭＡＴ指定医療機関、ドクターヘリ基地病院の役割 

関係機関との情報共有を図り、患者の受入れ、救命活動等を行う。 
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（６）市の役割 

   関係機関との情報共有を図るとともに、応急的な医療、助産及び救護等を実施する。 

 
２２  医医療療のの救救護護  

（１）医療の範囲 
救急医療対象者に対する医療の範囲は、傷病発生と同時に行う救急看護及び初期診療その

他傷病者の症状に応じて行う本格的な医療とする。 
（２）業務の分担 

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

福祉保健部 
保健衛生班 

・医師会、歯科医師会及び医療機関との連絡調整並びに協力要 
請に関すること。 

・医療救護所の開設及び応急救護活動並びに健康相談の実施に

関すること。 
・救急医薬品及び医療資機材の確保に関すること。 

子ども未来部 ・医療救護所の開設及び応急救護活動並びに健康相談の実施に

関すること。 

福祉保健部保健衛生班長は、県の災害医療コーディネートチームとの連携の下、柏崎市刈

羽郡医師会等の協力を得て、医療救護班を編成し、医療救護活動を実施する。また、災害の

状況により、市民生活部救助班と連携し、避難所又は避難所付近の安全な場所に救護所を設

置し、管理運営に当たる。 
なお、災害救助法が適用された場合は、県が実施することになるが、この場合も知事の委

任に基づき協力する。 
（３）被災状況の把握と情報共有 

震災発生時に迅速かつ的確な医療を提供するためには、正確な情報の把握が最も重要であ

ることから、福祉保健部保健衛生班長は、発災直後に被災地域内の医療機関等から以下の事

項について情報収集を行う。また、収集した情報は県の災害医療コーディネートチームと共

有し、市民の生命及び健康を守るために医療救護活動を行うこととする。 
ア  医療機関の施設・設備の被害状況 
イ  傷病者等の状況 
ウ  診療（施設）機能の稼働状況 
（人工透析実施の医療機関にあっては、人工透析機器の稼働状況及び稼働見込み） 

エ  医療従事者の確保状況 
オ 救護所の設置状況 
カ  救護所及び医療機関への交通状況 
キ  医療資機材等の需給状況 

（４）医療救護施設の設置 
   福祉保健部及び子ども未来部保健衛生班長は、災害により医療機関の機能が停止し、著し
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く不足し、又は混乱したことにより、被災地の市民が医療の途を失うような状況になった場

合の応急的な医療を確保するため、被災状況に応じて救護予定施設に救護所を設置する。 
（５）救護所の医療救護活動 

 福祉保健部及び子ども未来部保健衛生班長は、設置した救護所において次の医療救護活動

を行い、支障が生じた場合は県の災害医療コーディネーターへ支援要請を行うものとする。 

  ア 救護所の医療救護活動 
（ア）初期救急医療（トリアージ（治療の優先順位による患者の振り分け）を伴う医療救護

活動） 
（イ）地域災害拠点病院及び基幹災害拠点病院への移送手配 
（ウ）医療救護活動の記録 
（エ）死亡の確認 
（オ）救護所の患者収容状況等の活動状況報告 

  イ 患者等の搬送 
（ア）福祉保健部及び子ども未来部保健衛生班長は、搬送計画に基づく患者、医療従事者及

び医療資機材の搬送体制を確保し、支障が生じた場合は県へ支援要請を行う。 
（イ）福祉保健部及び子ども未来部保健衛生班長は、消防等関係機関との連携を図り、広域

的な搬送体制を確保する。 
ウ 救護所のスタッフの編成 
  救護所設置に関する医療救護班は医師１人、看護師２人、薬剤師１人及び補助者１人と

し、歯科医療救護班は歯科医師１人、歯科衛生士２人及び補助者１人で編成する。 
エ 医療器材等の供給 
  福祉保健部保健衛生班長は、医療救護活動に必要な医療資機材等の調達を行う。 
オ 携行する資機材及び医薬品 

救護班は、おおむね次の資機材及び薬品を携行する。 

医療救護班の携行する資機材及び薬品 

 品         名 

医 
療 
器 
具 

聴診器 反射槌（ハンマー） 体温計 
駆血帯（ターニケット） 雑鋏（クーパー） ピンセット､鉗子､鉗子立 
血圧計 アンビュウーバック 懐中電灯 
注射器   

包 
帯 
材 
料 

弾力包帯 ガーゼ 脱脂綿 
三角布 シーネ（副木） 紙絆創膏 
バンドエイド 切綿花 万能ビン（大） 

アンプルカット   

消 
毒 
薬 

ヒビテン原液 イソジン液 70％アルコール 

オキシドール 逆性石けん 眼科用硼酸水 
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軟 
膏 
類 

硼酸軟膏 ドミアンソルベース アクロマイシン眼軟膏 

ボルタレン座薬   

内 
服 
薬 

バファリン セルシン２ｍｇ ダンリッチカプセル 

ＰＬ顆粒１．０ｇ マーゲン錠１．０ｇ タンナルビン１．０ｇ 

注 
射 
液 

ソルコーテフ ボスミン ネオフィリンＭ 
テラプチク エホチール 生理食塩水２０ｃｃ 
破傷風トキソイド   

携 
行 
品 

救急箱 ハンドマイク テストペーパー 

   

 
（６）整備書類 
  ア 福祉保健部保健衛生班長は、次の書類を整備する。 

（ア）支払関係証拠書類 
イ 危機管理部総合調整班長は、次の書類を整備する。 
（ア）救助実施記録日計票（災害救助法第８号様式） 
（イ）医療費（救護班分）（災害救助法第１４号様式） 
（ウ）医療費（病院診療所分）（災害救助法第１５号様式） 

 
３３  助助産産のの救救護護  

市、県、医療機関及び医療関係団体は、地域住民の生命、健康を守るため、助産救護活動を

行う。 
（１）救護所の助産救護活動 

ア 助産救護対象者は、災害発生の日前後７日以内の分娩者で、災害により助産の途（出産

のみならず死産及び流産を含み現に助産を要する状態）を失った者とする。 
イ 医療救護に準じて実施する。 

（２）患者等の搬送 
   医療救護活動に準ずる。 
（３）助産救護班の編成 
   助産救護班は、医師又は助産師１人、看護師２人、事務員１人を基準として編成する。 
（４）医療資機材等の供給 
   医療救護活動に準ずる。 
（５）携行する資機材及び医薬品 
   医療救護活動に準ずる。 
（６）整備書類 

子ども未来部保健衛生班長は、次の書類を整備する。 
ア 救助実施記録日計票（災害救助法第８号様式） 



地震災害対策編 
第１編第３章第１４節 
「医療救護活動対策」 

- 232 - 

イ 助産費（災害救助法様式第１６号） 
ウ 支払関係証拠書類 

 
４４  県県等等へへのの支支援援要要請請  

福祉保健部保健衛生班長は、被災が著しく市内の体制だけでは医療救護活動の確保ができな

いときは、県又は他市町村等へ危機管理部総合調整班長を通じて支援を要請する。 
 

５５  医医療療関関係係ボボラランンテティィアアのの活活用用  

福祉保健部保健衛生班長は、福祉保健部福祉班長の協力を得て、医療関係ボランティアの把

握を行い、救護所等における医療助産救護活動に医療関係ボランティアを有効に活用する。 
 

６６  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

    要配慮者が災害時に犠牲となるケースが多いことから、市及び消防機関は、県、医療機関及

び医療関係団体と協力し、要配慮者への医療救護活動を円滑に行う。 



地震災害対策編 
第１編第３章第１５節 

「防疫保健衛生対策及びこころのケア対策」 

- 233 - 

第第１１５５節節  防防疫疫保保健健衛衛生生対対策策及及びびこここころろののケケアア対対策策                                        

 
震災時においては、生活環境の悪化や病原体に対する抵抗力の低下等により、心身の健康に不

調を来したり、感染症を発生しやすくなったりする。 
このため市及び県は、被災地区の保健衛生対策や消毒及び感染症患者の早期発見等予防のため

の各種措置を実施するとともに、被災地区における飲食に起因する食中毒の発生防止のための食

品の衛生監視及び被災地区住民の健康保持のために、食事に関する栄養指導を実施し、地震災害

発生時における被災地区の防疫対策及び保健衛生対策等が円滑に図られるよう次のとおり定める。 
 また、避難所等における被災住民や児童生徒の精神的健康状態を迅速かつ的確に把握するとと

もに、急性ストレス障害やうつ、長引く被災生活による精神的不調等へ適切に対応して被災住民

及び児童生徒等のこころの健康の保持・増進に努める。 

  

１１  実実施施責責任任者者  

（１）市長は、被災地域の防疫及び保健衛生業務を実施するものとし、災害の業務及び状況によ 
り市で実施できないとき又は著しく困難なときは、他の市町村長又は保健所長を通じて知事

の応援を求めて実施する。 
（２）市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担    当    内    容 

福祉保健部 保健衛生班 
・保健衛生及び防疫（環境衛生班に関するものを除く。）に関すること。 
・医師会及び医療機関との連絡調整並びに協力要請に関すること。 
・救急医薬品及び医療資機材の確保に関すること。 

市民生活部 環境衛生班 ・防疫（保健衛生班に関するものを除く。）に関すること。 
・災害ごみ、し尿、死亡獣畜等の収集及び処理に関すること。 

 
２２  被被害害状状況況等等のの把把握握  

保健衛生班長及び環境衛生班長は、地震による災害等の発生時における防疫及び保健衛生対策を的確に

実施するために、次の事項について被害状況の把握に努める。 

（１）ライフラインの被害状況 

（２）避難所の設置及び収容状況 

（３）仮設トイレの設置及び浸水家屋の状況 

（４）防疫保健衛生資機材取扱店及び格納倉庫の被害状況 

（５）給食施設の被害状況 
 

３３  保保健健衛衛生生対対策策  

生活環境の激変による被災者の健康状態の悪化に対応するため、避難場所等の衛生状態を良

好に保つとともに、被災者の健康状態を把握し、被災に伴う健康障害を予防し、被災者自らが
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健康な生活を送れるよう支援する。 
（１）巡回保健班による健康相談等の実施 

ア 福祉保健部保健衛生班長は、保健師を中心として、必要に応じて医師、栄養士等による 
巡回保健班を編成し、被災地区の避難所、仮設住宅等を巡回し、健康相談、保健指導及び

生活環境の整備を行う。 
イ 巡回保健班員は、巡回健康相談が効果的、効率的に実施できるよう、保健所保健師と連

携し、巡回計画を立てる。 
（２）巡回健康相談・保健指導 

巡回健康相談に当たっては、要配慮者の健康確保を最優先とし、次により被災者の健康状

態の確認と必要な保健指導を実施する。 
また、状況への適切な処遇を行うため、医療救護、防疫対策、栄養指導、精神救護及び福

祉対策関係班等と連絡調整を図る。 
ア  高齢者、障がい者等の要配慮者の健康状態の把握と保健指導 
イ  結核患者、難病患者、人工透析患者、精神障がい者等に対する保健指導 
ウ  インフルエンザや感染症予防の保健指導 
エ  有症状者への受診勧奨、悪化予防の保健指導 
オ  不安の除去等メンタルヘルスへの対応 
カ  誤嚥性肺炎予防等のための口腔保健指導 

（３）避難場所等の生活環境の整備 
避難所、仮設住宅等において次の状況を把握し、被災者へ指導・助言するとともに生活環

境の整備に努める。 
ア  食生活の状況（食中毒の予防等への対応） 
イ  衣類、寝具の清潔の保持 
ウ  身体の清潔の保持 
エ  室温、換気等の環境 
オ  睡眠、休養の確保 
カ  居室、便所（仮設トイレを含む）等の清潔 
キ  プライバシ－の保護 

 
４４  防防疫疫対対策策  

災害発生時における防疫対策は、生活環境の悪化、被災者の病原体に対する抵抗力の低下等 

の悪条件下に行われるので、福祉保健部保健衛生班長は、防疫対策を迅速かつ強力に実施する。 

（１）防疫活動実施体制 
災害の規模に応じて、迅速に防疫活動ができるよう福祉保健部保健衛生班長及び市民生活

部環境衛生班長は、柏崎市刈羽郡医師会及び県等に協力を求め、以下のとおり検病調査班及

び防疫班を編成する。 
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（ア）福祉保健部保健衛生班に関するもの 

○検病調査班  （１班当たりの編成） 

医 師 １人 

保健師 １人 

事務員 １人 

福祉保健部検病調査班は、救護班と協力し、次の任務に当たる。 
・検病調査及び健康診断 
・避難場所、避難所における防疫指導 
・臨時予防接種 
・伝染病患者の救護及び隔離 
・伝染病予防教育及び伝染病予防のための広報活動 

○防疫班        （１班当たりの編成） 

班 長 １人 

班 員 ３人 

防疫班は、被災地、避難場所及び避難所の消毒に当たる。 
  ○伝染病予防委員 

・市長は、知事の指示に基づき、伝染病予防委員を選任する。 
・伝染病予防委員は、災害の規模及び状況により適当な人数を選任する。 

（イ）市民生活部環境衛生班に関するもの 
○防疫班        （１班当たりの編成） 

班 長 １人 

班 員 ３人 

 
防疫班は、被災地、避難場所、避難所等において次の任務に当たる。 
・ねずみ、昆虫等の駆除、廃棄物の処理及び清掃の実施、指導 
・飲料水の水質検査 

     なお、災害の規模・状況に応じ、県に防疫活動の応援を要請する。 

（２）感染症発生予防対策 

   福祉保健部保健衛生班長及び市民生活部環境衛生班長は、感染症の発生を未然に防止する

ため、避難所、浸水地区、衛生状態の悪い地区を中心に、次の感染症発生予防対策を実施す

る。 
  ア パンフレット、リーフレット等を利用して、被災者の健康管理について、飲料水、食物

の注意、手洗い、うがいの勧奨を指導するとともに、台所、便所、家の周りの清潔、消毒

方法を指導する。 
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  イ 防災行政無線、広報車及び報道機関の協力を得て防疫広報を行う。 
ウ 道路、構渠、公園等の公共の場を中心に清潔方法を実施する。 

  エ 便所、台所等を中心に消毒を実施する。 
  オ 県が定めた地域内でねずみや昆虫等の駆除を行う。 
（３）検病調査及び健康診断の実施 
   福祉保健部保健衛生班長は、感染症を早期に発見し、まん延を防止するため、検病調査及

び健康診断を実施する。 
ア 検病調査は、検病調査班をもって行い、緊急度に応じて計画的に実施する。 
  この場合、浸水地域の住民及び避難所、集団避難場所の避難者に対する調査を重点的に

実施する。 
イ 検病調査班は、必要に応じ検便等の健康診断を行う。 

（４）感染症発生時の対策 
被災地において感染症患者又は無症状病原体保有者（以下「感染症患者等」という。）が発

生したときは、県と連携し、次の対策を実施する。 
  ア 感染症患者等の入院 
    検病調査班は、感染症患者等が発生したときは、直ちに県に報告をするとともに、速や

かに入院の措置を取るものとし、交通途絶のため感染症指定医療機関に収容することが困

難な場合は、なるべく災害をまぬがれた地域内の適当な医療機関又は臨時収容施設を設け

て収容するものとする。 
  イ 濃厚接触者の検病調査・健康診断の実施 
    検病調査班は感染症患者等と飲食を共にした者、頻繁に接触した者に対し、検病調査、

検便等の健康診断を実施し、病気に対する正しい知識や消毒方法等の保健指導をおこなう。 
  ウ 家屋、台所、便所、排水口等の消毒の実施 
    防疫班は環境衛生班と連携し、台所、便所、排水口等の消毒を実施し、汚物、し尿は消

毒後に処理する。 
（５）臨時予防接種の実施 

市は疾病のまん延予防上必要があるときは、県の指示を受け、対象者及び期日を指定して

予防接種を行う。 
  
５５  栄栄養養指指導導対対策策  

福祉保健部保健衛生班長は、保健所が設置する栄養指導班、地区衛生組織その他関係機関の

協力を得て、被災者の栄養確保を図るために次の活動を行う。 
（１）炊き出しの栄養管理指導 

 関係機関が設置した炊き出し実施現場へ栄養士を巡回させ、炊き出し内容等の調整及び給 

食管理上必要な指導を行うとともに、給食業者への食事内容の指導を実施する。 

（２）巡回栄養相談の実施 
   避難所、集団避難場所及び被災家屋を巡回し、栄養相談を実施する。 
   なお、高血圧、糖尿病、高齢者等の要配慮者の在宅食事療法必要者に対しては、食事指導
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や栄養面からの健康維持指導を行う。 
（３）食生活相談者への相談・指導の実施 
   被災生活の中で、健康維持のための食品や低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、総合

栄養食品などの特別用途食品の入手や、調理方法に問題を抱える被災者からの相談に対して、

情報提供を含めた指導を実施する。 

（４）給食施設への指導 

   状況を調査し、給食設備や給食材料の確保、調理方法等、栄養管理上の問題を生じないよ

う指導する。 

（５）適切な食料供給に対する助言 
避難所等への適切な食料供給を行うため、災害対策本部（物資供給班）と連携して一般被

災住民及び要配慮者の食料供給に関する助言を行う。 

 

６６  広広域域応応援援のの要要請請  

  市は災害が著しく、保健衛生、防疫、栄養指導の各対策で、市だけでは体制の確保ができな

い場合は、県及び隣接市町村に対して応援を要請する。 

  また、県は、県内での相互支援だけでは防疫及び保健衛生活動の指揮調整が困難となること

が予想される場合には、厚生労働省に対して、ＤＨＥＡＴの応援派遣に関する調整を依頼する。 

 
７７  防防疫疫及及びび保保健健衛衛生生資資機機材材のの調調達達、、備備蓄蓄  

（１）福祉保健部保健衛生班長及び市民生活部環境衛生班長は、防疫及び保健衛生活動実施のた 
め必要な器具、機材を調達するとともに、必要量を確保する。 

（２）福祉保健部保健衛生班長及び市民生活部環境衛生班長は、区域内において必要数量を調達 
することができないとき又は困難なときは、次の事項を明示し、柏崎地域振興局長を通じて

知事にその調達あっせんを求めるものとする。 
ア  器具、機材の種別及び数量 
イ  配布先 
ウ  配達希望日時 
エ  その他参考事項 

 
８８  こここころろののケケアア対対策策  
  避難所等における被災住民の精神的健康状態を迅速かつ的確に把握するとともに、急性スト

レス障害やうつ、長引く被災生活による精神的不調等へ適切に対応して被災住民のこころの健

康の保持・増進に努める。 

また、児童生徒等が災害から受ける心の衝撃は大人より大きいと言われ、こころや身体の不

調が大人と違った形で現れる傾向がある。精神的健康状態を迅速かつ的確に把握するとともに、

精神的不調等へ適切に対応して、児童生徒等のこころの健康保持・増進に努める。 
福祉保健部保健衛生班長は、災害による被災者のこころのケアを、個別的な緊急対応のほか、

災害発生後おおむね３日間経過時に、県及び関係団体と連携し次の対策を行うこととし、関係
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機関と連携を取りながら、適切な対策を実施する。 

（１）｢こころの巡回相談（健康調査）｣の実施 

避難所や被災地を保健師等が巡回し、被災者に声をかけながら、身体面と精神面の健康状

態の確認を行い、相談に応じ不安の軽減に努める。 
（２）要配慮者等に対する配慮 

災害によるダメージを受けやすい高齢者、障がい者等の要配慮者及び災害遺族等に対して

は、特にきめ細かな支援を行うよう十分配慮する。 
ア 被災精神障がい者の継続的医療（受診や内服）の確保への支援。 
イ 避難所で精神疾患の急発、急変への救急対応を行う。 
ウ 精神医療関係者（精神医療機関、福祉相談課や医療機関､地区民生委員・児童委員、ケア

マネ等）と連携を取り援助に当たる。 
（３）こころのケア対策の要請 

必要に応じてこころのケア対策の支援を県に要請する。 

（４）被災者に向けての「啓発普及」 

ア 被災者に対して被災後の心理的反応とその対処法やこころのケア対策情報等を、パンフ

レットの配布・ホームページ、町内回覧等により伝達する。 
イ 新聞・ラジオ・テレビ等報道機関を通じて、こころのケアに関する情報を被災者に提供

する。 
（５）援助者に向けての「啓発普及」 

ボランティア、開業医、民生委員・児童委員等の支援者等に対し「支援者自身のこころの

ケアに関する情報」を提供する。 
（６）市職員等のメンタルヘルス対策 

  ア 災害復旧や被災者の対応に当たる行政職員等支援者に対し、「支援者自身のこころのケ

アに関する情報」を提供し、必要に応じて健康相談の実施や研修会の開催を県に要請する。 

  イ 消防機関においては、必要に応じて消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 

（７）被災者への長期的な支援 

避難所が閉鎖された後、応急仮設住宅等転居後も、こころのケアが必要となる。 
慣れない環境でのストレス、不眠、うつ、アルコール、ＰＴＳＤ等の問題を早期に発見し、

関係機関と連携しながら適切なケアを行う。 

ア こころのケアについての広報活動 

イ 健康調査・保健指導の実施 

ウ 健康相談・健康教育の実施 

エ 専門機関及び医療機関等との連携 
（８）児童生徒等のこころのケア 

ア カウンセラー派遣計画、該当学校教員への説明会等について迅速かつ、確実に各学校へ

通知できるよう、連絡の方法等を明確にした上、確実に通知を行う。また、「該当学校教

員への説明会」に係る会場の手配を行う。 

イ 保育園や家庭児童相談室等、児童に関する施設・相談窓口では、こころのケアに十分配
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慮した対応を行い、関係機関と連携をとりながら、適切な対策を実施する。 

（９）教職員等のこころのケア対策 

   県と協力し、児童生徒等の対応に当たる教職員に対し、「支援者自身のこころのケアに関

する情報」の提供、研修会を実施し教職員のこころの健康保持、増進に努める。 

  

９９  整整備備書書類類  

福祉保健部保健衛生班長及び市民生活部環境衛生班長は、次の書類を整備する。 
（１）消毒等実施に係る支払関係証拠書類
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第第１１６６節節  廃廃棄棄物物のの処処理理対対策策                                        

 
被災地域におけるごみ、し尿等の廃棄物の処理は、市が現有機械器具及び民間から借り上げた

機械器具を最大限に活用して迅速に実施するものとし、災害の規模が極めて大きい等のため市等

において処理することができない場合は、知事の指示により、他市町村又は県の応援を求めて実

施する。 
このため、市は、環境の保全及び市民の衛生等が図られるよう、区域内における被災状況を想

定した廃棄物処理計画及び作業計画を次のとおり定める。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民の役割 
  ア ごみ処理 

（ア）避難所での生活ごみについて、市の指示する分別等のごみの排出に協力する。 
（イ）家庭からの生活ごみ及び粗大ごみについて、市の指示する分別、指定場所へのごみの

排出等に協力する。 
（ウ）ごみの野焼き、災害ごみ排出指定場所等への便乗ごみ（災害により発生したごみ以外

のごみ）の排出、不法投棄等は行わない。 
イ し尿処理 

避難所の仮設トイレ等について、市の指示に従い、使用方法や維持管理等の公衆衛生面

での対応やし尿の収集に協力する。 
（２）県の役割 
  ア 必要に応じ災害廃棄物処理実行計画を策定する。 
  イ 市町村の要請に応じ、災害ごみ、し尿処理等の広域支援体制を整備する。 

ウ 県及び他市町村の職員の応援派遣等により市町村を支援する。 
エ 市町村が行う災害廃棄物処理対策に対する技術的な援助を行う。 

オ 市町村から災害廃棄物処理に関する事務の一部を委託された場合には、その事務を実施

する。 
（３）市の役割 

ごみ処理やし尿処理について活動体制を整備し、円滑な処理活動を行う。 
 
２２  実実施施担担当当部部及及びび班班  

（１） 市長は、被災地域のごみの予想発生量及び特性を考慮し、衛生面での二次災害を防ぐため、

収集順位、収集処理方法、関係機関への応援要請等の計画を立て、収集処理に当たるものと

する。また、災害の規模及び状況により市で実施できないとき又は著しく困難なときは、近

隣処理施設の応援を求めて実施する。 
（２）市における担当部及び班は、次のとおりとする。 
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部 班 担    当    内    容 

市民生活部 環境衛生班 

・被災地の環境対策に関すること。 
・仮設トイレの設置及び管理に関すること。 

・ごみ処理場、し尿処理場及び最終処分場の被害調査、応

急復旧及び適正管理に関すること。 
・災害ごみ、し尿、死亡獣畜等の収集及び処理に関するこ

と。 

 
３３  ごごみみ処処理理  

被災地域から発生するごみの処理は、次によるものとする。 
（１）災害ごみの収集処理 

ア 収集計画と業者依頼 
市民生活部環境衛生班長は、災害の規模により膨大な廃棄物の排出が予想されるため、

円滑な収集処理活動を実施するものとし、特に大きさ、可燃性等を考慮し、収集順位の計

画を立て、市内及び近隣市町村の廃棄物処理業者に収集処理を依頼する。また、状況に応

じて業者所有車両の応援を要請する。 
イ  損壊家屋等の処理 

損壊家屋のがれきや焼失家屋の焼け残りについては、原則として被災者自ら市等が指定

する収集場所に搬入することが望ましいが、り災者自ら搬入することが困難な場合及び道

路等に散在し緊急的に処理する必要がある場合は、市等がアに準じて収集処理を行う。 
（２）生活ごみの処理 

生活ごみの処理は、ごみ処理場での処理を原則とするが、処理能力を超える場合は、市民

生活部環境衛生班長は、近隣市町村等に処理を依頼する。 
（３）臨時収集場所の指定 

市民生活部環境衛生班長は、市民が道路上に廃棄物を出し交通の妨げとならないよう周知

するとともに道路上の障害物により通常の収集ができない地区については、臨時収集場所を

指定し搬入等の協力を求める。 
（４）収集運搬体制 

市民生活部環境衛生班長は、生ごみ等腐敗性の大きい廃棄物については、被災地における

防疫上できる限り早急に収集運搬が行われるよう、その体制の確立を図る。 
（５）ごみの一時保管場所の確保 

災害時には粗大ごみ、不燃性廃棄物等が大量に出されるが、一時期の処理場への大量搬入

は、その処理が困難となる場合や交通の確保が困難で処理場への搬入ができない場合等が考

えられるため、市民生活部環境衛生班長は、必要により生活環境や環境保全上支障のない場

所で暫定的に積み置きできる場所を確保する。 
（６）ごみ袋の配布 

市民生活部環境衛生班長は、ごみ収集、運搬が不可能な地区に対しては、適当なごみ袋等

を配布する。 
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４４  しし尿尿処処理理  

被災地域では大量の収集処理が予想されるため、し尿処理場での処理を原則とするが、処理

能力を超える場合は、市民生活部環境衛生班長は、上下水道局水道下水道情報計画班と協議の

上、近隣市町村に処理を依頼するものとし、収集についても柏崎市指定業者で対応できない場

合は、近隣市町村業者に応援を要請する。 
（１）被災し尿収集処理 

市民生活部環境衛生班長は、円滑な収集処理活動を実施するものとし、特に浸水等により

衛生面での二次災害等のおそれのあるし尿を優先的に収集処理する。 
なお、災害の状況により収集処理能力が及ばない場合は、便槽の５割汲取り等全便槽の部

分収集を実施する。 
（２）災害後のし尿収集処理等 

市民生活部環境衛生班長は、避難所等を優先的に収集処理するものとし、既存のトイレで

足らない箇所については、避難人員に応じた仮設トイレを設置する。また、水道の給水不能、

家庭し尿浄化槽の破損等を考慮し、公園、空地等を利用し、仮設トイレを設置する。 
 
５５  ががれれきき類類等等のの処処理理  

（１）道路や河川に堆積した土砂や流木等は、それぞれの公共施設管理者が処理する。 

（２）がれき類が大量に発生する場合は、集積場を設置するとともに、ごみの飛散防止対策や消

臭・防虫対策、土壌調査等集積場周辺の環境対策を適切に実施する。 

（３）損壊家屋が多数に上る場合は、市民の混乱を避けるため、必要に応じて市民相談窓口を設

け、支援体制を充実させる。 

（４）被災住宅の解体修繕に伴う廃棄物の運搬処分に関する国等の支援制度が実施された場合は

当該事務処理体制を整え、迅速、的確に運用を図る。 

（５）災害がれきの収集及び処理が困難と判断した場合は、近隣市町村及び県へ速やかに広域支

援を要請する。 

 
６６  廃廃棄棄物物処処理理施施設設のの応応急急復復旧旧  

ごみ・し尿処理施設が被害を受けた場合は、応急復旧計画を立てる。復旧が不可能な場合及

び時間がかかる場合は、市民生活部環境衛生班長は、近隣市町村の処理施設に処理を依頼する。 
 
７７  整整備備書書類類  

市民生活部環境衛生班長は、次の書類を整備する。 
（１）建物等被害関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第２号様式） 
（２）ごみ・し尿処理に係る支払関係書類
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第第１１７７節節  トトイイレレ対対策策                                                

 
自宅の被災又はライフラインの長期停止により、自宅のトイレが利用できない被災者に対し、

仮設トイレの確保、設置及び携帯トイレ・簡易トイレを提供し、被災地の衛生状態の維持を図る。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民・企業等の責務 
災害発生から最低３日間、推奨１週間分の必要な携帯トイレは、原則として家庭及び企業

等における備蓄で賄う。 
（２）県の役割 

市町村の把握したニーズや被災の状況に応じて、仮設トイレ等の資機材の調達、輸送の代

行、各種トイレの供給可能情報の提供、トイレの継続的な機能確保等について市町村を支援

する。 
（３）市の役割 

ア 避難所及びトイレの使用が困難な地域の被災者のトイレ利用を確保する。（被災者への供

給を行う。） 
イ 職員の配置･巡回により、避難所の状況及び上下水道等の利用可能状況を調査し、被災者

のトイレ利用に関する需要を把握する。 
ウ 自力で必要な仮設トイレ等を確保できない場合は、県に支援を要請する。 
エ 避難所トイレ及び公衆トイレを衛生的に使用するための管理を行う。 
 

２２  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担    当    内    容 

危機管理部 総合調整班 ・備蓄品の管理に関すること。 

市民生活部 環境衛生班 ・被災地の環境対策に関すること。 
・仮設トイレの設置及び管理に関すること。 

  

３３  備備蓄蓄携携帯帯トトイイレレ・・簡簡易易トトイイレレ、、組組立立トトイイレレにによよるる対対応応  

避難者の概数を把握し、避難者に対して、備蓄携帯トイレ・簡易トイレ、組立トイレを提供

し適切な利用方法を周知する。 

 

４４  仮仮設設トトイイレレ（（レレンンタタルル））及及びびトトイイレレ用用品品にによよるる対対応応  

市民生活部環境衛生班は、仮設トイレ等必要概数を把握し、自力で必要な仮設トイレ等を確

保できない場合は県へ要請し、被災者への供給を行う。 
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５５  救救援援物物資資のの受受入入れれ・・配配布布  

 市民生活部環境衛生班は、救援物資の受入れ及び配送担当である産業振興部物資供給班と連

携を図り簡易トイレ等を集積場所へ保管し、必要概数を把握した上で供給する。 

 

６６  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

避難所等においては、トイレの設置箇所の工夫、利用介助の実施等により、要配慮者のトイ

レ利用に配慮する。 

  

７７  快快適適なな利利用用のの確確保保  

市民生活部環境衛生班は、使用方法等の周知を図り快適な利用の確保に努める。 

（１）避難者に対して、要配慮者優先の利用区分及び災害用トイレの使用方法等の周知を行い、

トイレの円滑な利用を図る｡ 

（２）トイレの洗浄水、手洗い用水、トイレットペーパー、消毒剤、脱臭芳香剤等トイレの衛生

対策に必要な物資を供給するとともに、避難所等の状況に応じて避難者や避難所運営ボラン

ティアとの連携の下で定期的な清掃を行い、トイレの清潔を保持する。 

（３）避難所等のトイレ利用状況に応じて、定期的にし尿のくみ取りを実施する。 

（４） トイレが利用しやすい設置箇所の検討、女性や子どもに対する安全やプライバシーの確保、

脱臭、照明、採暖等トイレを快適に利用するための配慮を行い、必要な物資を供給する。 

（５）トイレは仮設も含めて男女別とし、女性用トイレを多く設置するとともに、高齢者や障が

い者等に配慮し、洋式便器の設置に努める。また、災害発生当初は避難者約５０人当たり１

基、避難が長期化する場合には約２０人当たり１基、トイレの平均的な使用回数は１日５回

を一つの目安として、備蓄や災害時用トイレの確保計画を作成することが望ましい。 
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第第１１８８節節  入入浴浴対対策策                                                

 
自宅の被災又はライフラインの長期停止により入浴できない被災者に対し、身体の清潔の保持

のため、入浴サービスを提供し、被災者の衛生状態の維持と心身の疲労回復を図る。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担    当    内    容 

産業振興部 商業観光班 ・入浴環境の確保に関すること。 

 
２２  入入浴浴施施設設のの再再開開支支援援  

業務再開可能な入浴施設等に対し、給水等の支援を行い入浴環境を確保する。また、被災者

に対する入浴施設情報の広報を行う。 

 

３３  仮仮設設入入浴浴施施設設のの設設置置  

  市は、近隣で入浴施設が十分に確保できない場合は、避難所等への仮設入浴施設設置を県に

要請する。 

  市から要請を受けた県は、自衛隊へ入浴支援要請を行う。 

 

４４  旅旅館館組組合合等等へへのの協協力力要要請請  

  市は、市内の旅館組合等への協力要請を行う。市のみの能力では入浴施設の確保が困難な場

合は県に応援要請を行う。 

  県は、市の要請又は被害が数市町村に及ぶ場合は、近隣の市町村の旅館組合等へ支援の要請

を行う。 

 

５５  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

 （１）要配慮者への入浴施設情報の広報を徹底する。 

（２）入浴施設までの交通手段の確保を検討する。 

（３）要介護者等の利用可能な入浴施設や移動入浴車等の確保を検討する。 

（４）沐浴に必要な物品の整備等、乳幼児に対する配慮を行う。 

  

６６  積積雪雪期期のの対対応応  

  冬期間は特に入浴後の保温対策に配慮し、旅館組合等への協力要請の強化を図る。 
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第第１１９９節節  食食料料供供給給対対策策                                            

 
地震発生直後は、被災地の道路・空間を人命救助に最優先で充てるため、避難所等にあらかじ

め配備されているもの及び緊急を要するものを除き、公的な物資等の輸送及び配布は、概ね地震

発生１２時間後からとする。 
また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握でき

る広域避難者に対しても物資等が提供されるよう配慮するものとする。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民の役割 

地震発生から（流通機構の復活が見込まれる）３日程度の間に必要な飲料水、食料及び生

活必需品（以下「物資等」という）は、原則として家庭及び企業等における備蓄で賄う。 

（２）県の役割 

 ア 必要に応じて、物資輸送拠点を開設する。 

イ 物資等の調達、輸送の代行、県及び他市町村職員の応援派遣等により市を支援する。 

ウ 自力で必要な物資等を確保・輸送できない場合は、指定地方行政機関・協定業者等に支   

援を要請する。 

（３）指定地方行政機関等の役割 

ア 物資輸送拠点が開設された場合、その運用に協力する。 

イ 物資等の調達、輸送について、県を支援する。 

（４）市の役割 

  ア 自ら物資等を用意できない被災者への供給を行う。 

イ 職員の配置・巡回により避難者の需要を把握する。 

ウ 自力で必要な物資等を確保・輸送できない場合は、県・協定業者等に支援を要請する。

エ 避難が長期化した場合、食事の提供から段階的に食材提供による自炊へと移行し、避難

 者の自立を促す。 

 

２２  実実施施責責任任者者  

（１）食料の供給 
市長は、地震災害のため、必要に応じ被災者、防災業務従事者等に対し主要食料及び副食

等を供給する必要が生じたときは、県及び民間業者、防災関係機関等との相互連携により流

通在庫等を確保し、速やかに供給する。ただし、災害の規模及び状況により市長が実施でき

ないときは、知事に対し応援を求め、又は他の市町村に応援を求めて供給を確保する。 
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（２）市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

市民生活部 
救助班 ・避難所の設営及び被災者の収容の協力に関すること。 

・避難住民における食料及び物資の支給に関すること。 

地域事務所班 ・避難住民における食料及び物資の受入れに関すること。 

福祉保健部 保健衛生班 ・要配慮者用の食料に関すること。 

こども未来部 保健衛生班 ・要配慮者（主に妊産婦、乳幼児）用の食料に関すること。 

産業振興部 
物資供給班 ・食料品及び生活必需品の調達並びに配給に関すること。 

・救援物資の受入れ及び配送に関すること。 

農林水産班 ・応急食料等の原材料の調達に関すること。 

文教部 
社会教育班 ・文化・社会教育施設に係る避難所の設営及び被災者の収容の 

協力に関すること。 

体育施設班 ・体育施設に係る避難所の設営及び被災者の収容の協力に関す 
ること。 

 
３３  食食料料供供給給対対象象者者  

次のいずれかに該当する者に対して、食料の供給を行う。 
（１）避難所に避難した者で、食料の持ち合わせのないもの 
（２）住家の被害が全壊（焼）、流出、半壊（焼）又は床上浸水等であって、炊事のできない者 
（３）床下浸水であっても、炊事道具が流出又は炊事施設が壊れ、あるいは土砂に埋まった場合

等で炊事ができない者 
（４）旅行者、一般家庭の来訪者、鉄道の旅客等であって、食料の持参又は調達ができないもの 
（５）被害を受け、一時縁故先等に避難するまでの間、食料の持ち合わせがない者 
（６）被災現場において、防災業務及び防災活動に従事している者で、食料の供給を必要とする

もの 
（７）その他災害により食料が必要なもの 
 
４４  調調達達体体制制  

物資の調達については、必要最低限の備蓄以外は、あらかじめ災害時支援協定を締結した民

間企業から調達するものとする。民間企業の持つ管理の十分に行き届いた流通在庫を活用し、

避難所への直接搬送も含めた災害時の迅速な対応に努める。 
  

５５  供供給給体体制制  

産業振興部物資供給班長は、被災住民に食料を供給するときは、供給数量、被災状況、緊急

性等を考慮し、流通備蓄、購入、備蓄品の取崩し等適宜の方法により県及び（公社）新潟県ト

ラック協会等と連携を図り供給するとともに、避難所等供給先の受入れ確認及び受給の適正化
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を図り、公平に配分する。 
（１）購入による供給 

産業振興部物資供給班は、あらかじめ災害時支援協定を締結した民間企業から食料を調達

するものとする。民間企業の持つ管理の十分に行き届いた流通在庫を活用し、避難所への直

接搬送も含めた災害時の迅速な供給対応に努める。また、商工会議所等の関係機関の協力を

得て、市内の業者から直接食料を購入して供給する。 
なお、米飯を専門の業者に注文することが実情に即すると認められるときは、数量基準等

を明示し、業者から購入して供給する。 
（２）備蓄品の取崩しによる供給 

産業振興部物資供給班長は、危機管理部総合調整班長の協力を得て、備蓄食料を供給する。 
（３）他市町村への要請 

市は、必要な食料の調達ができないときは、応援協定締結市町村に食料の応援要請（品目、

数量、引渡期日、引渡場所、その他必要な事項）を明示して応援を要請する。 

（４）県への要請 

市は、他市町村等の応援でも十分な食料の調達ができないときは、次の事項を明示して県

に応援を要請する。 

〈要請項目〉 

ア 品目別の調達要請量（自己の調達可能量、他市町村への調達要請の有無及び調達見込量） 

イ 引き渡しを受ける場所及び引き受け責任者 

ウ 連絡課及び連絡責任者 

エ 荷役作業員の派遣の必要の有無 

（５）産業振興部農林水産班長は、食料供給のための原材料を調達する。調達に当たっては、種

別、数量、送付期日、場所その他参考事項等を明示し、農業協同組合等に要請をして行う。 
（６）市民生活部救助班長は、「避難所開設運営マニュアル」に基づき関係各班長の協力を得て、 

避難所における被災住民に対し、食料の公平な配分を行う。特に、要配慮者に対しては、優

先的に配分を行うこととし、保健衛生班管理栄養士等と連携して高齢者、食物アレルギー患

者、腎臓病患者へのたんぱく質制限等に配慮した食事提供に努める。 

（７）日赤、ボランティア等が実施する現地炊き出し等については、市ボランティア活動現地本

部と連携を図り、需給調整を行うこととする。 

  

６６  供供給給食食料料のの種種別別等等  

（１）米穀、食パン、即席麺類、レトルト食品 

（２）乳児用ミルク、牛乳 

（３）副食品（缶詰・漬物・佃煮）調味料 

（４）仕出し弁当、おにぎり（被災地区外から調達） 

（５）あめ、チョコレートなどの嗜好品類 

（６）その他被災地域周辺で容易に調達される生鮮野菜類 
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７７  食食料料のの衛衛生生管管理理、、栄栄養養指指導導  

  食料の衛生管理及び栄養指導については、第１５節「防疫保健衛生対策及びこころのケア対

策」によるものとする。 
 

８８  整整備備書書類類  

関係各班長は、次の関係する書類を整備する。 
（１）支払関係証拠書類
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第第２２００節節  生生活活必必需需品品等等供供給給対対策策                                    

 
地震発生直時は、被災地の道路・空間を人命救助に最優先で充てるため、避難所等にあらかじ

め配備されているもの及び緊急を要するものを除き、公的な物資等の輸送及び配布は、概ね地震

発生１２時間後からとする。 
また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握でき

る広域避難者に対しても物資が提供されるよう配慮するものとする。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民の役割 

   地震発生から（流通機構の復活が見込まれる）３日程度の間に必要な飲料水、食料及び生

活必需品（以下「物資等」という）は、原則として家庭及び企業等における備蓄で賄う。 

（２）県の役割 

 ア 必要に応じて、物資輸送拠点を開設する。 

イ 物資等の調達、輸送の代行、県及び他市町村職員の応援派遣等により市町村を支援する。

ウ 自力で必要な物資等を確保・輸送できない場合は、指定地方行政機関・協定業者等に支   

援を要請する。 

（３）指定地方行政機関等の役割 

ア 物資輸送拠点が開設された場合、その運用に協力する。 

イ 物資等の調達、輸送について、県を支援する。 

（４）市の役割 

  ア 自ら物資等を用意できない被災者への供給を行う。 

イ 職員の配置・巡回により避難者の需要を把握する。 

ウ 自力で必要な物資等を確保・輸送できない場合は、県・協定業者等に支援を要請する。

エ 避難が長期化した場合、食事の提供から段階的に食材提供による自炊へと移行し、避難

 者の自立を促す。 

 
２２  実実施施責責任任者者  

（１）市長は、災害によって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない生活必需品を喪

失し、又はき損し、災害により地域における物資の販売、供給機構の混乱により、生活必需

品を直ちに入手できない者に対して、一時的に生活を維持するに必要な程度の生活必需品等

を供給して、応急的な保護の措置をとる。 
（２）市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

市民生活部 
救助班 ・避難住民における食料及び物資の支給に関すること。 

地域事務所班 ・避難住民における食料及び物資の受入れに関すること。 
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産業振興部 物資供給班 ・食料及び生活必需品の調達並びに配給に関すること。 
・救援物資の受入れ及び配送に関すること。 

 
３３  実実施施要要領領  

（１）生活必需品等供給対象者 
ア 災害により住家に被害を受け、その程度が全半壊（焼）、流出、床上浸水以上の被害を受

けた者であること。 
イ 被服、寝具等の生活必需品を災害により喪失した者であること。 
ウ 被服、寝具その他生活必需物資がないため、日常生活を営むことが困難な者であること。 

（２）被服、寝具その他生活必需品目 
支給物資は、原則として次の９種類の品目とする。 

ア 寝具（毛布、布団等） 
イ 外衣（作業衣、婦人服、子供服等） 
ウ 肌着（シャツ、ズボン下、パンツ、靴下等） 
エ 身の回り品（タオル、手ぬぐい、運動靴、サンダル等） 
オ 炊事道具（鍋、包丁、バケツ等） 
カ 食器（はし、茶わん、皿、汁わん等） 
キ 保育用品（哺乳びん、おむつ等） 

ク 日用品（石けん、ちり紙、歯ブラシ、歯みがき、生理用品等） 
ケ 光熱材料（マッチ、ロウソク等） 

（３）生活必需品等の調達 
市の生活必需品の備蓄品を使用するほか、調達物資は、災害時物資協定先又は市内の業者

から購入し、又は借り上げることとし、柏崎商工会議所と連携を図り、物資の生産、集荷又

は販売を業とする者に対しその取扱う物資を適正な価格で供給するよう要請する。 
（４）関係機関の連携による広域応援体制 

ア  市 → 他市町村 
（ア）市は、必要な生活必需品の調達・供給ができない場合は、災害時応援協定を締結して

いる市町村に応援を要請する。 
（イ）要請の際に必要な明示事項は、県への要請に準ずる。 
イ  市 → 県 

市は、他市町村の応援でも十分に生活必需品の調達・供給ができない場合は、次の事項

を示し、県に応援を要請する。 
（ア）品目別の調達要請量（自己の調達可能量と他市町村への調達要請の有無及び調達見込

量） 
（イ）引渡を受ける場所及び引受責任者 
（ウ）連絡課及び連絡責任者 
（エ）荷役作業員の派遣の必要の有無 

（５）物資の配分 
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産業振興部物資供給班長は、県及び（公社）新潟県トラック協会と連携を図り、物資を被

害状況別、地区別、避難所別、世帯別に配分計画を立て、迅速かつ正確に実施する。また、

生活必需品を供給するときは、避難所ごとにそれぞれ責任者を定めて受入れ確認及び需給の

適正を図る。 
市民生活部救助班長は、関係班長の協力を得て、避難所等における被災住民に対して、物

資の公平な配分を行う。特に、要配慮者には、優先的に配分を行うこととし、大人用オムツ

や粉ミルク、使い捨て哺乳瓶等、乳幼児や子供に対応した生活必需品の提供に努める。 

また、積雪期には現地炊飯開始の前倒し等、早期の温食提供を図り、防寒具、採暖用具（ス

トーブ、使い捨てカイロ等）、寝具、燃料等防災対策に必要な物資を他に優先して供給する。 

（６）物資の輸送 
輸送は、原則、産業振興部物資供給班が主体となり他班の協力を得て行うが、必要な場合

は災害時支援協定を締結している（公社）新潟県トラック協会へ委託をする。また、それが

困難なときは、生活必需品等の災害協定を締結している調達先の車両を充てるか運送業者の

トラックを確保するほか、第１１節「輸送対策」の定めるところにより輸送措置を講じる。

また、輸送に当たっては、次の点に留意すること。 
ア 輸送に当たっては、原則として車両輸送とすること。 
イ 車両輸送に当たっては、責任者が同乗し、輸送の安全を期すること。 
ウ 輸送物資を引き渡すときは、別紙「災害救助用物資引渡書」を作成し、授受を明確にす

ること。 
 
４４  整整備備書書類類  

産業振興部物資供給班長は、次の書類を整備する。 
（１）支払関係証拠書類 
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第第２２１１節節  要要配配慮慮者者のの応応急急対対策策                                     

 

災害時に必要な情報の把握が困難であったり、自らの行動等制約のある高齢者、障がい者、難

病患者、施設入所者、外国人、妊婦及び乳幼児等の要配慮者の安全な避難のために、自主防災組

織、町内会、民生委員・児童委員及び消防団（以下「避難支援等関係者」という。）などの地域住

民の協力による安否確認及び避難体制を確立するほか、避難生活状況の確認体制を確保して、要

配慮者に対する支援について次のとおり定める。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市長は、市の区域内において、災害が発生し、又は災害が発生するおそれのあるときは、要

配慮者に対し、必要と認める支援、救護対策を講ずる。 
市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

市民生活部 

救助班 ・避難収容状況の記録及び報告に関すること。 
・関係機関への情報提供及び連絡調整に関すること。 

地域事務所班 ・要配慮者の避難支援等に関すること。 

福祉保健部 

保健衛生班 ・保健衛生及び防疫（環境衛生班に関するものを除く。）に関 
すること。 

福祉班 

・生活保護世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯の被害調査及び 
救護に関すること。 

・社会福祉団体等との連絡調整に関すること。 
・要配慮者利用施設の被害調査、応急対策及び応急復旧に関す 

ること。 
・福祉避難室及び福祉避難所の設営並びに被災者の収容の協力 
に関すること 

・被災者に対する福祉相談に関すること。 

要配慮者支援班 
・要配慮者（外国人を除く。）の避難支援に関すること。 
・町内会、民生委員・児童委員、福祉関係者等への避難勧告

等の伝達に関すること 

子ども未来部 保健衛生班 ・要配慮者（主に妊産婦、乳幼児）の避難支援及び療養支援に

関すること。 

産業振興部 商業観光班 ・外国人の避難支援に関すること。 

 
 
２２  実実施施要要領領  

（１）避難情報の伝達 
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防災行政無線、防災ＦＡＸ、広報車、防災メール、市ホームページ、テレビデータ放送、

エリアメール・緊急速報メールなどによるほか、市職員、避難支援等関係者、柏崎市社会福

祉協議会、要配慮者利用施設及び柏崎地域国際化協会などの協力を得て、あらゆる手段を用

いて避難情報の的確な伝達に努める。 
（２）地域住民の協力 

災害発生時において、市から提供された、要配慮者のうち避難等において特に支援が必要

な者（以下「避難行動要支援者」という。）の生命又は身体を災害から保護するために必要な

措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下「避難行動要支

援者名簿」という。）等を活用し、避難支援等関係者は協力して避難行動要支援者の安全確保

及び支援に努める。 
（３）避難・救出対策 

ア 発災直後の安否確認 
避難・救出対策の関係各班長は、要配慮者の避難が必要となった場合、避難支援等関係

者、柏崎市社会福祉協議会、要配慮者利用施設及び柏崎地域国際化協会などの協力を得な

がら安否確認、情報収集及び支援等を行う。 
イ 避難誘導及び救助等 

避難・救出対策の関係各班長は、避難誘導に当たっては、別に定める「柏崎市要配慮者

避難支援全体計画」に基づき、あらかじめ作成した避難行動要支援者名簿を活用し、必要

な範囲において避難支援等関係者との情報共有、連携を図り避難行動要支援者の特性に合

わせた適切な避難誘導を行う。 
ウ 避難所等での確認、運営 

各部の関係各班長は、保健師やヘルパー等を避難所等に派遣し、避難支援等関係者、柏

崎市社会福祉協議会及び柏崎地域国際化協会等と協働し、別に定める「福祉避難所運営マ

ニュアル」により、要配慮者へ配慮した対応を行う。 
また、市民生活部救助班等においては、他の地域から避難した人の連絡調整を行う。 

（ア）避難所の管理責任者は、避難者名簿の作成に当たり、負傷者や衰弱など支援が必要な

要配慮者の把握に努めるとともに、安否確認を行う。また、介護者が災害によって介護

できなくなっている要配慮者や保護者を災害によって亡くした乳幼児、日本語が話せな

い外国人や身寄りのない外国人を確認し、支援を行う。 

（イ）避難所において、要配慮者に対して必要なスペースの確保、障がい者用仮設トイレ設

置など、良好な生活環境の確保に十分に配慮する。 

（ウ）視覚・聴覚障がい者に対して的確な情報が伝わるよう配慮し、情報入手に困難を伴う

視覚障がい者に対しては点字、大活字又は音声により、聴覚障がい者に対しては文字又

は手話等による情報提供を行う。 

（エ）避難所において、車椅子や粉ミルク、食事制限者向けの特殊食品等の要配慮者の特性

に応じた食料及び生活必需品の確保を行うとともに、保健所が設置する栄養指導班やボ

ランティア等の協力を得ながら要配慮者に配慮した食事の提供や介助者の確保等の支援

を行う。 
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（オ）要配慮者の身体状況を確認し、一般避難所の居住スペースでの生活が困難な要配慮者

は、避難行動要支援者の避難の受入れに関する協定書を締結している要配慮者利用施設

への緊急入所や福祉避難室、福祉避難所等への移動を勧めたり、使用可能な教室を開放

したりするなど配慮する。 

（４）福祉避難室の開設 

   一般避難所の居住スペースで生活することが困難な要配慮者のために、一般避難所の一般

居住エリアと区別する仕切りや和室などの個室を設け、一般居住スペースからの誘導を図る。 

（５）福祉避難所の開設 

ア 市は、施設への緊急入所を要しない程度の要介護高齢者、障がい者等のために福祉避難

所を開設し、一般の避難所からの誘導を図る。 
イ 福祉避難所には、障がい者・高齢者の介護のために必要な人員を配置し、資機材等を配

備する。 
（６）保健・福祉対策 

災害の各段階におけるニーズに対応した保健・福祉サービスの提供を県や他の市町村等と

協働し、また、ボランティア等の協力を得て行う。 

ア 保健対策 

被災者の心身の健康確保のため、市保健師等により避難所、応急仮設住宅、自宅等で健

康相談等（巡回相談・栄養指導、こころのケア、訪問指導、訪問看護等の保健サービス）

を行う。 

イ 福祉対策 

柏崎市社会福祉協議会、要配慮者利用施設及び避難支援等関係者等の協力・連携により、

要配慮者の実態把握、ニーズ把握、情報提供、生活相談等を行う。 

（７）外国人支援対策 

県及び国際交流関係団体と協働して多言語支援窓口を設置し、外国人への災害情報の提供、

安否確認、相談等の支援活動を行う。 
（８）被災した要配慮者の措置 

各部の関係各班長は、被災した要配慮者の措置について、避難所での介護、施設への緊急

入所、自宅での介護、身内による引取り等連絡調整に当たる。 
また、適切な介護ボランティアの手配を行い、継続したマンパワーの確保とボランティア

等による生活情報の提供に当たる。 
（９）避難生活状況の確認及び相談指導の実施 

福祉保健部保健衛生班長は、保健所長が編成する巡回保健班と連携し、避難生活状況につ

いて、避難所、施設等を定期的に確認し、正しい情報や適切なマンパワーの提供がなされて

いるか等、生活環境・健康の管理に当たる。 
また、関係各班長は、要配慮者の被災状況、避難等の生活上のニーズの把握のため、避難

所、自宅等の要配慮者に対する定期又は臨時の巡回相談等を実施し、必要な支援を行う。 

（10）要配慮者利用施設における対策 
ア 発災直後の安否確認と安全確認 
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要配慮者利用施設の施設長は、直ちに防災活動隊を編成し職員による入所者の安否確認

と施設の安全確認を行わせ、入所者を安心させるよう努める。また、救助が必要な人を発

見した場合は、直ちに救助活動を行い、必要に応じて救助の依頼を行う。 
イ 避難場所の確保と避難誘導 

施設長は、避難場所について施設の被災状況により、屋内外のいずれか適正な場所を判

断し、施設の防災計画に基づき避難誘導を行う。特に、夜間及び休日における避難に当た

っては、地域の住民や避難支援等関係者の協力が得られるように努める。 
ウ 被災報告等 

施設長は、入所者の安否確認状況及び施設の被災状況を市災害対策本部に報告し、関係

機関に必要な措置を依頼する。 
また、保護者とも連絡を取り、可能な人には協力を依頼する。 

エ 緊急入所の措置 
市及び県は、被災施設から緊急入所の依頼があった場合、被災を受けなかった施設との

連絡調整に努め、入所可能施設情報の提供を行う。また、受入れ施設におけるマンパワー

の確保に努める。 
オ 避難生活状況の確認 

施設長は、自宅及び緊急入所施設での避難生活状況について定期的に確認し、関係機関

に経過報告を行う。 
 
３３  整整備備書書類類  

関係各班長は、次の書類を整備する。 
（１）避難行動要支援者名簿 
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第第２２２２節節    建建物物のの応応急急危危険険度度判判定定対対策策                                
  

地震発生後、迅速に被災建築物の応急危険度判定を実施し、余震等による被災建築物等の倒壊、

部材等の落下等から生ずる二次被害を防止し、市民の安全の確保を図る。 
 全国被災建築物応急危険度判定協議会（以下「協議会」という。）が定める被災建築物応急危険

度判定要綱及び同業務マニュアルに基づき判定活動を実施する。  
  

１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

  市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

 

部 班 担    当    内    容 

都市整備部 住宅班 
・避難所の応急危険度調査に関すること。 
・家屋等の応急危険度調査に関すること。 

  

２２  基基本本方方針針  

（１）各主体の責務 
 ア 市民・企業等の責務 
   応急危険度判定の目的を理解し、被災した建築物の使用に当たっては、判定の結果に基づ

き余震等による二次被害の防止に努める。 
 イ 市の責務 

（ア）地震発生時の災害状況等の情報収集を行い、応急危険度判定実施の要否を決定する 
（イ）実施体制を構築し、判定を実施する。 
（ウ）応急危険度判定の目的の周知徹底を図る（被災宅地危険度判定調査や住家被害認定調

査など、他の調査との必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等につい

て、被災者に明確に説明する）。 

（エ）自力で応急危険度判定が実施できない場合は、県に支援を要請する。 
（オ）判定結果の集計を行い県に報告する。 
（カ）判定結果に対する相談窓口を設置する。 

ウ 県の責務 
（ア）市の支援要請により、他の市町村及び建築関係団体に協力を求め、市が実施する判定

活動を支援する。 
（イ）被害が大規模で、他の都道府県の応援が必要であると判断したときは、広域支援本部

となるブロック幹事都道府県（以下「ブロック幹事県という。」に応援を要請する。 
（ウ）判定活動に必要な情報収集を行い、市は情報提供する。 
（エ）民間判定士の災害補償制度の手続きを行う。 
（オ）判定結果の集計、整理及び記録作成を行う。 

エ 国土交通省及び北陸地方整備局の責務 
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  広域支援本部長の支援要請により、他の都道府県の支援本部及び建築関係団体に応援の協

力を求め、判定活動の支援調整を行う。 
オ 建築士会等の建築関係団体の責務 

判定士への情報連絡及び判定士の確保に協力する。 
 カ 応急危険度判定士の責務 

（ア）地震発生時の災害状況等の情報提供に協力する。 
（イ）判定士への情報連絡に協力する。 
（ウ）市又は県の要請により、応急危険度判定業務を行う。 

（２）活動調整 
市（実施主体）、県（支援本部）、ブロック幹事県（広域支援本部）、国土交通省（全国支援

本部）、（公社）新潟県建築士会、応急危険度判定士 
（３）達成目標 

応急危険度判定は、概ね次の計画を目安とする。判定活動の開始は地震発生の翌日からと

し、概ね１０日間以内を目安に判定活動を終了する。 
地震後１日 県内判定士による判定活動の開始 
〃 ３日 県外判定士による判定活動の開始 

  〃 １０日 判定活動の終了 
   〃 １０日～ 判定結果に対する相談業務への移行 

 

３３  情情報報のの流流れれ  

（１）被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

判定士 市 

（実施本部） 

建築物の被災状況 

市 

（実施本部） 

県 

（支援本部） 

判定実施の要否、実施計画、判定支援要請の

有無及び内容 

県 

（支援本部） 

ブロック幹事県 

（広域支援本部） 

広域支援要請の有無及び内容、判定拠点まで

の交通事情等 

ブロック幹事県 

（広域支援本部） 

国土交通省 

（全国支援本部） 

判定応援要請、他の都道府県との支援調整要

請の有無及び内容 

県 

（支援本部） 

建築関係団体 確保が必要な判定士の数、判定拠点までの交

通事情等 

県 

（支援本部） 

市町村（被災地以外） 判定士派遣等の要請の内容、判定拠点までの

交通事情等 

（２）被災地へ 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

市 

（実施本部） 

市民 判定実施状況等の広報 
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県 

（支援本部） 

市 

（実施本部） 

支援予定情報、被災地及び周辺の被害状況等 

  

４４  業業務務のの体体系系  

☆地震発生 
 
直  後 
 
６～12ｈ 
 
 
 
 
１日目 
 
３日目 
 
 
１０日目 
 
５５  業業務務のの内内容容  

（１）情報の収集 

実施主体 対     策 協力依頼先 

判定士 ・建築物等の被害状況を市に連絡  

市 ・建築物等の被害状況を調査、情報収集の上

把握する。 

・得られた情報から、建築物被害の予測を行

う。 

建築関係団体 

県 

県 

（支援本部） 

・被害状況及び交通状況等の情報を収集する。 

・被災市町村への情報提供を行う。 

県災害対策本部 

 

国土交通省 

（全国支援本部） 

・被害状況及び交通状況等の情報を収集する。 

・県への情報提供を行う。 

 

（２）判定体制の構築 
実施主体 対     策 協力依頼先 

市 ・判定拠点を設置する。 

・判定コーディネーターを配置する。 
・県に支援要請を行う。 

県 

県 ・支援本部を設置する。 （一社）新潟県建

被災建築物の応急危険度判定の完了 

情報の収集（建築物被災状況、交通手段等） 

判定体制の構築（実施本部･支援本部等設置､支援要請） 

判定計画の策定（判定実施計画、支援実施計画） 

県内判定士による判定活動の実施 

県外判定士を含む判定活動の実施 
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（支援本部） ・（一社）新潟県建築士会等の建築関係団体の

協力により判定士を確保する。 
・その他の市町村に協力を要請する。 
・ブロック幹事県に広域支援を要請する。 

築士会 

市町村（被災地以

外） 
国土交通省 
ブロック幹事県 

国土交通省 

（全国支援本部） 

・全国支援本部を設置する。 

・建築関係団体に協力を要請する。 

建築関係団体 

（３）判定計画の作成 
実施主体 対     策 協力依頼先 

市  ・判定実施の要否を決定する。 

・判定実施計画を作成する。 
・地元判定士を参集する。 
・市民への周知及び広報を行う。 

 

県 

（支援本部） 

・支援実施計画を作成する。 

・応援判定士の派遣の調整を行う。 
・判定資機材等を調達する。 
・輸送方法を確保する。 

 

国土交通省 

（全国支援本部） 

・他の都道府県の支援本部との応援判定士の

派遣に係る支援調整を行う。 

 

（４）判定・支援の実施 
実施主体 対     策 協力依頼先 

市 ・判定士の受入れを行う。 

・判定資機材を判定士に供給する。 
・判定士を実施地区に誘導する。 
・判定結果を県に報告する。 

 

県 

（支援本部） 

・応援判定士を実施本部に派遣する。 

・判定資機材を実施本部に提供する。 
・判定結果のとりまとめを行う。 
・民間判定士補償制度の手続を行う。 

 

国土交通省 

（全国支援本部） 

・応援判定士の派遣に係る支援調整を行う。  

判定士 ・判定拠点への移動手段、食料、宿泊先等を

確保する。 

・判定業務を行う。 
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判定実施体制 （詳細は「被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」参照） 
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第第２２３３節節    宅宅地地等等のの応応急急危危険険度度判判定定対対策策                              
 地震発生後、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被

害の発生状況を迅速かつ的確に把握し危険度判定を行うことによって、二次災害を軽減・防止し

市民の安全を図る。 

 被災宅地危険度判定連絡協議会、独立行政法人都市再生機構（以下「都市再生機構」という。）、

公益社団法人全国宅地擁壁技術協会北陸支部（以下「宅地擁壁技術協会」という。）の協力支援

体制の判定を実施する。 

  

１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

  市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

 

部 班 担    当    内    容 

都市整備部 住宅班 
・避難所の応急危険度調査に関すること。 
・家屋等の応急危険度調査に関すること。 

  
２２  基基本本方方針針  

（１）各主体の責務  

ア 被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。）の責務 

（ア）宅地判定士は、常に危険度判定に関する知識の習熟に努める。 

（イ）宅地判定士は、危険度判定の円滑な実施のため、市及び県が行う体制整備に協力

するよう努める。 

イ 市の責務 

（ア）市長は、大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定を

実施する。 

（イ）市長は、危険度判定の実施を決定した場合は、危険度判定の対象となる区域及び

宅地を定める。 

（ウ）市長は、被災の規模等により必要があると認めるときは、危険度判定の実施のた

めの支援を知事に要請する。 

（エ）市長は、宅地判定士の協力の下に、危険度判定を実施する。 

（オ）市長は、二次被害を防止し、又は軽減するために、危険度判定の結果を当該宅地

に表示する等、必要な措置を講ずる。  

ウ 県の責務 

（ア）県は、市の協力を得て宅地判定士の養成に努め、講習会等を通じながら、育成及

び啓発を行う。 

（イ）知事は、市長からの支援要請を受けた場合は、宅地判定士及び宅地擁壁技術協会

に協力を要請する等、支援措置を講じる。 

（ウ）被災の規模等により市が危険度判定の実施に関する事務を行うことができなくな
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ったときは、知事は、危険度判定の実施に関して必要な措置を講じる。 

（エ）知事は、市長からの支援要請を受けた段階で、被災の規模等により必要があると

認めるときは、国土交通省又は他の都道府県に対し、危険度判定の実施のために支

援を要請する。 

（オ）知事は、国土交通省又は他の都道府県から危険度判定の実施のための支援要請が

あった場合は、宅地判定士の派遣等、支援措置を講じる。 

エ 国土交通省の責務 

（ア）国土交通省は、県から宅地判定士の派遣等について調整要請を受けたとき、又は

災害の規模が極めて大きく、広範囲にわたり、多数の都道府県の支援を必要と認め

たときは、都道府県間の宅地判定士等を調整し、併せて都道府県及び都市再生機構

に宅地判定士の派遣を要請する。 

（イ）国土交通省は、県から危険度判定の実施について支援の要請を受けたときは、危

険度判定を支援するとともに、都市再生機構等に対して協力を要請する。 

オ 宅地擁壁技術協会の責務 

知事からの要請があった場合は、宅地判定士の派遣等に協力する。 

（２）活動調整 

  県災害対策本部、市災害対策本部、国土交通省、都市再生機構等、宅地擁壁技術協会 

（３）達成目標  

（実施の決定） 

ア 市長は、宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を概ね２４時間以内

に決定する。 

イ 知事は、被災の規模等により市が危険度判定の実施に関する事務を行うことができ

なくなったときは、概ね２４時間以内に危険度判定の実施に関して必要な措置を講じ

る。 

（対象区域及び宅地の決定） 

ア 市長は、危険度判定の実施を決定した場合は、概ね７２時間以内に危険度判定の対

象となる区域及び宅地を定める。 

(実施体制の調整） 

ア 市長は、危険度判定の実施に際し、概ね７２時間以内に宅地判定士に協力を要請す

るなどの実施体制を調整する。 

イ 知事は、市長からの支援要請を受けた場合は、宅地判定士に協力を要請する等、概

ね７２時間以内に支援措置を講ずる。 

（危険度判定の実施） 

ア 市長は、実施体制の調整後速やかに宅地判定士の協力の下に、危険度判定を実施す

る。 
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３３  情情報報のの流流れれ  

（１）被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

宅地管理者(地権者) 市 宅地の被災情報 

市 県 宅地の被災情報 

支援要請の有無 

県 国土交通省 宅地の被災情報 

支援調整要請の有無 

県 宅地擁壁技術協会 支援要請の有無 

 

（２）被災地へ 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

宅地判定士 宅地管理者(地権者) 被災宅地の危険度判定結果 

宅地判定士 第三者（通行人など） 被災宅地の危険度判定結果 

宅地判定士 市 被災宅地の危険度判定結果 

 

４４  業業務務のの体体系系  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  【県が市町村支援等を行うことが困難な場合】 

宅地判定士 

宅地擁壁技術協会 
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５５  業業務務のの内内容容  

実施主体 対     策 協力依頼先 

宅地判定士 

 

 危険度判定の円滑な実施のため、県及び市が

行う体制整備に協力するよう努める。 

 

 

被災市  大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情

報に基づき、危険度判定の実施を決定する。 

 危険度判定の実施を決定した場合は、危険度

判定の対象となる区域及び宅地を定める。 

 被災の規模等により必要があると認めると

きは、危険度判定の実施等のための支援を知

事に要請する。 

 宅地判定士の協力の下に、危険度判定を実施

する。 

 二次災害を防止し、又は軽減するために、危

険度判定の結果を当該宅地に表示する等、必

要な措置を講じる。 

 必要に応じ、判定結果に対する相談窓口を設

置する。 

 

 

 

 

県 

 

 

宅地判定士 

 

宅地判定士 

 

 

県 

県  市長から支援要請を受けた場合は、宅地判定

士及び宅地擁壁技術協会に協力を要請する

等、支援措置を講じる。 

 被災の規模等により市が危険度判定の実施

に関する事務を行うことができなくなった

ときは、知事は、危険度判定の実施に関して

必要な措置を講じる。 

 市長から支援要請を受けた場合で、被災の規

模等により必要があると認めるときは、国土

交通省又は他の都道府県に対し危険度判定

宅地判定士 

宅地擁壁技術協

会 

宅地判定士 

 

 

 

国土交通省 

他の都道府県 
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の実施のために支援を要請する。 

 国土交通省又は他の都道府県から危険度判

定の実施のための支援要請があった場合は、

宅地判定士の派遣等、支援措置を講じる。 

 

宅地判定士 

国土交通省  県から宅地判定士の派遣等について調整要請

を受けたとき、又は災害の規模が極めて大き

く、広範囲にわたり、多数の都道府県の支援を

必要とすると認めたときは、都道府県間の宅地

判定士等を調整し、併せて都道府県及び都市再

生機構に宅地判定士の派遣を要請する。 
・県から危険度判定の実施について支援の要

請を受けたときは、危険度判定を支援する

とともに、都市再生機構等に対して協力を

要請する。 

他の都道府県 
都市再生機構等 
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第第２２４４節節    文文教教施施設設等等災災害害応応急急対対策策                                  

 
大規模な地震が発生した場合の学校をはじめとする文教施設等における園児、児童生徒、教職

員、入館者及び施設利用者等の安全確保のほか、施設災害等に対する迅速な対応について次のと

おり定める。 
 
１１  実実施施責責任任者者  

（１）市長及び市教育委員会は、市立学校等の文教施設等の応急対策及び応急教育を実施する。 
（２）市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

文教部 

総務班 
・教育施設及び文化財の災害対策、被害調査及び応急復旧に関する

こと。 
・学校給食に関すること。 

社会教育班 ・文化・社会教育施設の災害対策、被害調査及び応急復旧に関する

こと。 

学校教育班 

・児童及び生徒の避難に関すること。 
・児童及び生徒の被災状況の調査に関すること。 
・応急教育に関すること。 
・学用品の給与に関すること。 

体育施設班 ・体育施設の災害対策、被害調査及び応急復旧に関すること。 

子ども未来部 
保育班 ・保育園児及び幼稚園児の安全確保に関すること。 

児童福祉班 ・市立児童クラブに関すること。 

 
２２  被被害害状状況況調調査査及及びび復復旧旧  

（１）文教部総務班長は、教育施設の被害状況を調査し、安全点検を実施する。また、ニーズ、

臨時休校の予定等の情報を速やかに集約し県へ伝達し、県からの情報を教育施設に伝達する。

更に、防災行政無線、市ホームページなどにより広報し、保護者への伝達に努める。 
（２）文教部総務班長は、応急教育を実施し得るよう被害を受けた教育施設の応急復旧を実施す

る。 
（３）整備書類 

文教部総務班長は、次の書類を整備する。 
ア 建物等被害関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第２号様式） 
イ 応急復旧のための工事関係証拠書類（契約書、仕様書等） 
ウ 支払関係証拠書類 
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３３  校校長長等等のの応応急急対対策策  

（１）発生直後の安全確保 
校長は、地震発生直後における児童生徒の行動について、日ごろ、十分に指導しておく。 

ア 在校時 
（ア）教職員の指示を良く聞き、勝手な行動をとらない。 
（イ）机等を利用して（身体を低く身をかがめ、もぐる）、落下物から身体を保護し主震動が

収まるまで行動を起こさない。深呼吸などをして気持ちを落ちつける。 
（ウ）電源を切りガスの元栓を閉める。 
（エ）ドア、窓を開け脱出口を作る。 
（オ）カバン、雨がさ等の通学用品を持たないで、上履きのまま外に出る。 
（カ）身体、特に頭を保護する。 
（キ）途中から教室、校舎内に戻らない。 

※あわてない。押さない。しゃべらない。 
イ 登下校時 
（ア）カバン、コート等を頭にのせ、落下物から身を守る。 
（イ）古い建物、建築中の建物等危険と思われる建物に近づかない。 
（ウ）ブロック塀、石塀に近づかない。 
（エ）狭い道路はできるだけ避ける。 
（オ）崖下、川岸からできるだけ早く遠ざかる。 
（カ）海岸では津波、山間部にあっては落石や土砂崩れに注意する。 
（キ）橋の上・下は危険なので、橋から速やかに遠ざかる。 
（ク）電車、バス等の乗車中は運転手、車掌、駅員等の指示に従う。 
（ケ） 物にはさまって動けないときや、すぐ近くで火の手が上がるなど窮地に陥ったときは、

大声を出して助けを呼んだり、手近に音を出せるものがあれば、それを使ったりして自

分の位置を知らせる。 
（２）避難誘導 

ア 校長は、避難経路に基づき児童生徒を安全な場所（校庭等）に避難させる。 
（ア）タオル等目立ちやすいもの等により、学級の位置を知らせながら避難する。 
（イ）避難順序や経路は、校舎の被害状況によって変更の必要が生ずるので、教職員は、状

況に応じた適切な処置をとる。 
（ウ）落下物に注意し、カバン等で頭部を保護する。 
（エ）障がい者等の優先について考慮する。 
（オ）負傷者や逃げ遅れの者の有無などについて注意する。 
（カ）誘導責任者は、次のとおりとする。 

ａ 授業中  授業実施中の教職員 
ｂ 休憩中  原則として学級担任及び最も身近にいる教職員 
ｃ 放課後          〃 

（キ）火災が発生した場合は、適切な方法により初期消火に努めるとともに、児童生徒を安
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全な場所に避難させる。 
（ク）非常持ち出し品については、あらかじめ指定された者が適切に対応する。 
イ 登下校中の地震発生に備えて、校長は、日ごろ、次のことを実施しておく。 
（ア）児童生徒に対して、基本的に学校が近い場合は学校へ、それ以外の場合は市指定の避

難場所に避難するか自宅に戻るよう指導しておく。 
（イ）ＰＴＡと連携して、児童生徒の交通手段掌握、通学路における危険箇所（ブロック塀、

狭い道路等）の事前点検及び避難場所の周知を図っておく。 
（ウ）小学校低学年等については、名札等でどこの学校の児童生徒であるか分かるようにし

ておく。 
（エ）小学生・中学生については、ＰＴＡや上級生等が避難誘導するよう、日ごろから体制

を整備しておく。 
（３）安全確認 

学級担任は、速やかに人員や負傷者を確認して、学年主任、教頭、校長の手順で報告する。

人命救助が必要な場合は全教職員等で救出に当たる。 
ア 保健主事・養護教論を中心に、教職員、児童生徒等による救護体制が編成できるよう日

ごろから訓練を実施しておく。 
イ  学校医と災害時における協力について、取決めを交わすなど連携を深めておく。 

（４）地震情報の収集 
教職員等は、ラジオ、テレビ等報道機関の地震情報を収集するとともに、関係機関（市、

警察署、消防署等）と連絡を取り、新しい情報把握に努める。 
（５）被害・被災状況等の報告 

校長は、速やかに被害・被災状況（児童生徒、教職員、施設・設備）等を調査し、その結

果を直ちに市教育委員会へ報告する。 
（６）下校措置 

校長は、帰宅経路等の安全が確認できた上で、速やかに下校させる。 
ア 通信回線が使用可能の場合 

緊急時連絡先に連絡を取り、保護者に迎えに来てもらい児童生徒を下校させる。 
イ 通信回線が使用不可能の場合 

通信回線を使用せずに連絡がとれる場合については、保護者の迎えにより下校させる。

連絡がとれない場合には、通信回線が復旧し連絡がとれるまで避難場所に待機させる。 
（７）避難所開設、運営の協力 

校長等は、市、自主防災組織と連携して避難所開設・運営に積極的に協力する。 
ア 教職員等の基本的役割 

避難所初期対応や避難所施設管理者としての基本的な指示や協力を行う。 
校   長：施設管理者として、市職員、町内会長、自主防災組織の代表者と連携して

避難所運営を支援する。 
教頭、教諭：校長の指揮の下で、避難所の救援活動を支援する。 
養 護 教 論：学校医と連絡を取り、避難所の救援活動を支援する。 
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栄養職員等： 学校の調理施設を利用した炊き出しに協力する。 
事務職員等： 市との情報連絡、学校施設のライフライン確保に当たる。 

イ 避難使用場所の優先順位の考え方 
（ア）体育館を優先的に使用し、校長室、職員室、保健室、放送室、理科室、図書室、コン

ピュータ室、給食室等の使用は、基本的に禁止する。また、特に必要があるときは普通

教室も開放する。 
（イ）要配慮者は、優先的に条件が良好な部屋（和室等）を使用させる。 

 
４４  臨臨時時休休校校等等  

（１）文教部学校教育班長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めると

きは、臨時休校、児童生徒の早退等の措置を校長へ指示する。 
（２）校長の措置 

ア 臨時休校の措置を受けた場合 
校長は、臨時休校の指示を受けた場合は、あらかじめ定められた方法により、児童生徒、

保護者、学校関係者に周知する。 
イ 校長の判断による場合 

校長は、上記に定める措置のほか、地域の災害の状況に応じて校長の判断で臨時休校、

早退等の措置を講じる。ただし、周知、保護者への引き渡しは、上記の定めによる。 
 
５５  応応急急教教育育のの実実施施  

文教部学校教育班長は、災害の規模、教育施設の被害の程度、通学路などの安全性を把握し

た上で関係機関と協議し、応急教育の実施を校長に指示する。 
（１）学校施設の確保 

ア 応急教育予定場所の設置 
学校が被害を受けた場合の応急教育予定場所は、次のとおりとする。 

（ア）応急的な修理で使用できる場合は、当該施設の応急処置を行い、使用する。 
（イ）学校の一部が使用できない程度の場合は、特別教室、屋内体育施設等を利用し、不足

する場合は、２部授業を行う。 
（ウ）校舎の全部又は大部分が使用できない程度の場合は、他の公共施設を利用する。 
（エ）特定の地域が全体的に被害を受けた場合は、市民が避難した先の最寄りの学校、被災

していない他の公共施設を利用する。 
イ 他施設の利用 

隣接学校その他公共施設を利用して授業を行う場合には、次の方法により当該施設管理

者の応援を得る。 
（ア）市内の施設利用の場合 

市において、関係者と協議の上行う。 
（イ）県教育事務所管内の他市町村施設利用の場合 

文教部総務班長は、中越教育事務所長に対して施設利用のあっ旋を求める。 
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ウ あっせんの手続 
協力、あっせんを求める場合は、次の事項を明示して行う。 

（ア）あっせんを求める学校名 
（イ）予定施設名又は施設種別 
（ウ）授業予定人数及び室教 
（エ）予定期間 
（オ）その他参考事項 

（２）応急仮設教室の建設 
文教部総務班長は、学校施設の被害の状況により、学区内にある建設可能地を選定し、速

やかに応急仮設教室の建設を実施する。 
（３）教職員の確保 

災害に伴い教職員に欠員が生じた場合は、次により措置する。 
ア 欠員が少数である場合は、学校内において調整し、授業に支障のないようにする。 
イ 学校内で解決できないときは、校長は文教部学校教育班長に教職員派遣の応援を求める。

この場合において、文教部学校教育班長は、中越教育事務所長を経由して県教育委員会に

教職員の派遣についての指示を求める。 
ウ 教職員派遣の応援要請に当たっては、次の事項を明示して行う。 
（ア）応援を求める学校名 
（イ）授業予定場所 
（ウ）教科別（中学校）派遣要請人員 
（エ）派遣要請予定期間 
（オ）派遣要請職員の宿舎等 
（カ）その他参考事項 

（４）応急教育の方法 
災害に伴う被害により授業が不可能なときは、休校とする。ただし、正規の授業が困難で

あっても、速やかに応急授業の実施に努める。 
なお、応急教育の実施は、次の事項に留意して行う。 

ア 特に精神の安定と保健及び安全に努める。 
イ 教科書、学用品等の損失状況を把握し、児童生徒の学習に支障がないよう考慮する。 
ウ 教育の場が学校施設以外のときは、教育の方法に留意する。 
エ 通学道路等の被害状況に応じ、危険防止の指導に努める。 
オ 学校が避難所に利用される場合は、避難者に対して学校運営の支障とならないよう指導

する。 
カ 授業が不可能となる事態が予想されるときは、家庭学習の方法を講じて徹底する。 
キ 授業の不可能な期間が長期にわたるときは、学校と児童生徒との連絡方法、組織（子ど

も会等）の整備を図る。 
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６６  学学用用品品のの給給与与  

（１）対象者 
学用品の給与の対象者は、災害のため、住家の全壊、全焼、半壊、半焼、流出又は床上浸

水を被り就学上欠くことのできない学用品を喪失又はき損し、直ちに入手することができな

い状態にある児童生徒とする。 
（２）実施責任者 

文教部学校教育班長は、各校長の協力を得て、小・中別及び学年別に配分計画を作成し、

学用品の給与を実施する。 
（３）整備書類 

ア 文教部学校教育班長は、次の書類を整備する。 
（ア）学用品の給与に係る支払関係証拠書類 
イ 危機管理部総合調整班長は、次の書類を整理する。 
（ア）学用品の給与費（災害救助法第２０号様式） 

  

７７  学学校校給給食食のの応応急急対対策策  

文教部総務班長は、次の点に留意して応急給食を実施する。 
（１）平常の給食が実施できない場合においても、パン、ミルク等の給食を実施するよう努める

こと。 
（２）原材料又はパン、ミルク等の補給が困難な場合は、文教部総務班長は県に連絡し、その指

示を受け、物資の調達を図り、実施すること。 
（３）文教部総務班長は、被災による経済的理由等により給食費の支払いが困難であると認めら

れる児童生徒については、調査の上、県に報告すること。 
 
８８  学学校校保保健健安安全全対対策策  

文教部学校教育班長は、災害時における児童生徒の保健及び安全の確保に当たっては、次の

事項に留意する。 
（１）欠席児童生徒の家庭訪問等を行うことにより、事故、疾病の状況を把握する。 
（２）学校内において、伝染病又は食中毒が発生した場合は、保健所に連絡し、その判断に基づ

き給食の停止、休校等の適宣な処置をとるとともに、この旨を知事に報告する。 
（３）学校内及び通学中における事故防止について万全を期する。 
 
９９  私私立立学学校校関関係係応応急急対対策策  

市長は、私立学校関係の応急対策について、その要請に応じ協力する。 
 
1100  社社会会教教育育施施設設及及びび体体育育施施設設ににおおけけるる応応急急対対策策  

（１）社会教育施設及び体育施設対策 
災害が発生し、各種事業（個人又は団体による施設利用を含む。）を継続することが困難で

あると施設の長が判断したときは、速やかに事業を休止し、利用者に対する安全な措置を講
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じる。また、文教部社会教育班長及び体育施設班長は、被災時においては社会教育施設、体

育館等の施設が災害応急対策のため（特に避難所等）に利用される場合が多いので、被害状

況の把握に努めるとともに、その応急修理等速やかに適宣の処置を行う。 
（２）文化財対策 

ア 文化財が被災した場合、所有者又は管理者は消防機関等へ通報するとともに、速やかに

文教部社会教育班長に対して被災状況を報告する。 
イ 文教部社会教育班長は、アの報告を受けたときは、被災文化財の被害拡大を防止するた

め所有者又は管理者に対し、必要な応急措置をとるよう指示を行い、必要に応じて所有者、

管理責任者からの相談や協力に応じるとともに、県教育長に被災状況を報告する。 
（３）整備書類 

文教部社会教育班長は、次の書類を整備する。 
ア 建物等被害関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第2号様式） 
イ 応急復旧のための工事関係証拠書類（契約書、仕様書等） 
ウ 支払関係証拠書類 

  

1111  市市立立保保育育園園等等ににおおけけるる応応急急対対策策  

（１）臨時休園等 
ア 子ども未来部保育班長は、臨時休園、早退等の措置を園長に指示する。 
イ 園長は、臨時休園の指示を受けた場合は、あらかじめ定められた方法により保護者に周

知する。 
ウ 園長は、早退の指示を受けた場合は、あらかじめ定められた方法により保護者に周知す

るとともに、園児を安全に保護者に引き渡す。 
（２）避難 

ア 子ども未来部保育班長は、園長に園児の避難と避難先の指示を行う。 
イ 園長は、避難の指示等を受けた場合は、あらかじめ定められた方法により園児を安全に

避難所へ避難させる。 
ウ 園長は、子ども未来部保育班長の指示による措置のほか、災害の状況により、園長の判

断で上記に準じて、園児の安全な避難を実施する。 
（３）避難終了後の措置 

園長は、避難の終了後、災害の状況により園児を保護者に安全に引き渡す。 
（４）被害状況調査及び復旧 

子ども未来部保育班長は、保育園の被害状況を調査し、安全点検を実施し、応急保育を実

施し得るよう被害を受けた施設の応急復旧を実施する。 
（５）応急保育 

子ども未来部保育班長は、災害の規模、保育園の被害の程度を把握した上で、園児の安全

を確保して応急保育を実施する。 
（６）保育園給食の応急対応 
   子ども未来部保育班長は、保育園の災害時等調理不能時の対応マニュアルに従い、応急給
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食を実施する。 
（７）整備書類 

子ども未来部保育班長は、次の書類を整備する。 
ア 建物等被害関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第２号様式） 
イ 応急復旧のための工事関係証拠書類（契約書、仕様書等） 
ウ 支払関係証拠書類 

  

1122  私私立立保保育育園園ににおおけけるる応応急急対対策策  

私立保育園における措置については、「１１市立保育園等における応急対策」に準じるものと

する。 
なお、市長は、私立保育園の応急対策について、その要請に応じ協力する。 
  

1133  私私立立幼幼稚稚園園ににおおけけるる応応急急対対策策  

市長は、私立認定こども園・幼稚園の応急対策について、その要請に応じ協力する。 

 

1144  市市立立児児童童ククララブブににおおけけるる応応急急対対策策  

（１）臨時閉所 

  ア 子ども未来部児童福祉班長は、臨時閉所を必要と判断した場合は、あらかじめ定められ

た方法により保護者に周知する。 

  イ 子ども未来部児童福祉班長は、早退が必要と判断した場合は、あらかじめ定められた方

法により保護者に周知するとともに、児童を安全に保護者に引き渡す。 

（２）避難 

   子ども未来部児童福祉班長は、避難が必要と判断した場合は、あらかじめ定められた方法

により児童を安全に避難所等へ避難させる。 

（３）避難終了後の措置 

   子ども未来部児童福祉班長は、避難終了後、災害の状況により児童を保護者に安全に引き

渡す。 

（４）被害状況調査及び復旧 

   子ども未来部児童福祉班長は、児童クラブの被害状況を調査し、安全点検を実施し、応急

保育を実施し得るよう被害を受けた施設の応急復旧を実施する。 

（５）応急保育 

   子ども未来部児童福祉班長は、災害の規模、児童クラブの被害の程度を把握した上で、児

童の安全を確保して応急保育を実施する。 

（６）整備書類 

   子ども未来部児童福祉班長は、次の書類を整備する。 

ア 建物等被害関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第２号様式） 
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第第２２５５節節    文文化化財財施施設設災災害害応応急急対対策策                                  

 
大規模な地震が発生した場合の文化財に係る施設災害等に対する迅速な対応について、次のと

おり定める。 
  

１１  計計画画のの方方針針 

（１）基本方針 

  ア 文化財所有者は、地震により被災した文化財の被害状況を把握するとともに、市にその

実態を報告し、必要に応じて支援を要請する。 

イ 文化財所有者は市町村等の協力を得て、二次的災害から文化財を保護し、その文化的価

値がより失われないような必要措置をとる。 

  ウ 市は文化財の被害状況を把握し、早急に県に報告するとともに、文化財所有者や地域住

民等と協力し、必要に応じて、応急的修理及び一時搬出等の救済措置を講ずる。 

エ 県は、市や文化財保護指導員等からの報告・連絡などを通じて、文化財の被害状況把握

に努めるととともに、必要に応じて県から文化財担当職員を現地に派遣して状況確認を行

い、応急措置等への協力及び指導・助言を行う。 

（２）文化財の種別ごとの対策 

  ア 建造物 

    文化財所有者は、余震・降雪等による被害拡大のおそれのあるものについては、可能な

限り応急的措置を施し、本格的な修理・修復まで現状維持できるような対応を行う。市及

び県はそれを指導・助言するとともに、可能な限りの支援を行う。 

  イ 美術工芸品及び有形文化財 

    文化財所有者は、文化財が展示・収蔵されている施設そのものが、倒壊又はその危険性

がある場合には、市・県及び地域住民等の協力を得て、可能な限り速やかに当該施設から

搬出し、その保護・保存を図る。併せて、被災した文化財に関しては、その現状復旧を前

提とした措置を施し、本格的な修理・修復に備える。 

  ウ 史跡、名勝及び天然記念物 

    文化財所有者は可能な限り被害状況の把握に努め、余震・降雪等による二次的

倒壊・崩落を極力防止するために、危険のない範囲で、応急的措置を講ずるよう

対応する。市及び県はそれを指導・助言するとともに、可能な限りの支援を行う。 

 

２２  市市民民・・地地域域等等のの役役割割 

（１）市民の役割 

   文化財に被害が見られた場合には、所有者又は関係機関等へ可能な限り連絡を行うととも

に、危険のない範囲で、被災文化財救出活動等への参加・協力を行う。 

（２）文化財所有者及び管理責任者 

   地域全体の共有財産である文化財を保存・継承するために、所有者又は管理責任者と確認
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を取り合いながら、可能な限り被災文化財の保護・救出活動に当たる。 

（３）文化財所有者及び管理責任者 

危険のない範囲で、被災文化財の保護・救出等に当たるとともに、市教育委員会等の関係

機関へ被害状況を報告し、応急的処置及び修理についての協力や指示を仰ぐ。 

 

３３  県県のの役役割割  

（１）指定文化財等への対策 

  ア 国及び県指定等文化財 
必要に応じて現地に担当職員を派遣するなどして文化財の被害状況を把握・確認し、国

関係機関等と連絡を取り合いながら、被災文化財の応急的措置及び修理についての協力及

び指導・助言を行う。 
  イ 市指定等文化財 

市町村を通じて文化財の被害状況を把握し、必要に応じて被災文化財に係る種々の相談

や協力要請に応じる。 
（２）未指定文化財への対策 
    被災文化財に対する保護・保全を呼びかけるとともに、所在リスト等を参考に市町村を通

じて被害状況を確認し、必要に応じて種々の相談や協力要請に応じる。 
 

４４  市市のの役役割割 

（１）指定文化財への対策 

   ア 国及び県指定等文化財 

    市内に所在する文化財の被害状況を把握し、速やかに県に報告するとともに、可能な限

り被災文化財の保護・救出活動に当たる。併せて、被災文化財に係る応急的措置及び修理

について、関係諸機関と連絡・調整を図り、所有者又は管理責任者に対する指導・助言の

仲立ちをする。 

  イ 市指定等文化財 

    文化財の被害状況把握を行うとともに、可能な限り被災文化財の保護・救出等の

活動に当たる。併せて、応急的措置及び修理についての助言・指導を行い、必要に

応じて所有者・管理責任者からの相談や協力要請に応じる。 

（２）未指定文化財への対策 

被災文化財に対する保護・保全を呼びかけるとともに、所在リスト等を参考に被害状況を

確認し、必要に応じて所有者等からの相談や協力要請に応じる。 
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第第２２６６節節  障障害害物物のの処処理理対対策策                                        

 
地震及び津波により発生した落石、倒壊家屋、沈船等の障害物を速やかに除去することにより、

防災活動拠点（市庁舎、警察署、消防本部等）、輸送施設（道路、港湾、漁港、鉄道駅、臨時ヘリ

ポート）、物資輸送拠点（トラックターミナル、卸売市場等）及び防災備蓄拠点を連絡する緊急交

通路を確保し、被災者の保護及び応急対策活動の円滑な実施を可能にするため、次のとおり定め

る。 
なお、震災時に確保すべき緊急交通路は、広域的かつ有機的に各拠点施設を接続するとともに

輸送における安全性にも配慮する。 
 

１１  各各主主体体のの責責務務  

（１）県の責務 
ア 救命・救助・緊急輸送の関連で、障害物の除去を必要とする道路・河川・港湾・漁港施

設等の公共管理施設について、各関係機関から情報を収集する。 
イ 燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動路に有用な資機材、地域内の備蓄量、供給

事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、防災関係機関や民間事業者

との連携に努める。 
ウ 被災状況が広範かつ甚大な場合は、県災害対策本部内に障害物除去を担当する専属班を

設置し、国等の関係機関の協力を得ながら緊急輸送及び交通確保のため、輸送路等の施設

管理者に対し、速やかな障害物の除去を依頼する。この場合、効率的な障害物除去作業を

実施するため国等の関係機関と協議を行い、障害物処理計画を策定する。 
（２）道路管理者等（国、県、市及び東日本高速道路）の責務 

ア 道路管理者等は、その管理区域の道路の障害物の状況を調査し、県に報告するとともに、

障害物を除去する。特に、緊急輸送道路ネットワークの指定路線については、最優先に実

施するものとする。 
イ あらかじめ締結してある建設業協会等との災害時の応援協定等により、障害物の除去に

必要な人員の、資機材等を確保する。 
ウ 緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがある

と認められる路上放置車両及びその他の物件については、県警察の協力を得て、排除する。 
エ 緊急車両の通行の妨害となり、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがある

と認められる倒壊家屋、災害を受けた工作物又は物件については、市町村の協力を得て排

除する。 
（３）河川、港湾及び漁港管理者等（国、県及び市）の責務 

ア 河川管理者、港湾管理者及び漁港管理者は、その所管する河川区域、港湾区域及び漁港

区域内の航路等について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、

県に状況を報告し、可能な限り障害物を除去する。 
イ 第九管区海上保安本部は、海難船舶又は漂流物その他の物件により、船舶交通の危険が
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生じ又は生ずるおそれのあるときは、県に通報し、速やかに必要な応急措置を講ずるとと

もに、船舶所有者等に対し、それらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を

講ずべきことを命じ、又は勧告する。 
（４）市の責務 
   災害によって、建物又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しく支障を及 
  ぼす障害物について主体となり除去する。 
   また、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するため 

の必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置 
の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行う。 

２２  実実施施責責任任者者  

（１）市長は、被災者の日常生活に直接障害となっている障害物及び緊急輸送の確保、航路の確

保並びに災害の拡大防止の障害となっている障害物の情報を収集し、県及び施設管理者に報

告するとともに、除去の要請を行う。 
（２）道路、河川、港湾の管理者（以下「道路等の管理者」という。）は、当該管理に属する施設

に対する障害物の除去を行う。 
（３）市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

市民生活部 環境衛生班 ・災害ごみ、し尿、死亡獣畜等の収集及び処理に関すること。 

総合企画部 人事班 ・県及び他市町村等に対する応援要請及び受入れ調整に関す 
ること。 

都市整備部 建設班 ・路上障害物等（降積雪を含む。）の排除に関すること。 
・緊急輸送道路の確保及び確保要請に関すること。 

消防部 総務班 ・消防団員出動に関すること。 

 
３３  障障害害物物除除去去用用施施設設、、設設備備及及びび機機材材のの確確保保  

（１）都市整備部建設班長及び道路等の管理者は、障害物除去に必要な施設、設備及び機材の確 
保に努め、災害時に迅速に活用し得るように配置し、保管する。 

（２）都市整備部建設班長及び道路等の管理者は、（１）により確保した施設等で応急対策に不足 
を来した場合、障害物除去用施設等の所有者、管理者、占有者で権限を有する者から必要な 
施設等を調達できるよう必要な措置を講じておく。 

 
４４  障障害害物物のの集集積積場場所所  

（１）障害物の集積場所は、一時的には、市管理の運動場、空き地等とする。 
（２）都市整備部建設班長は、災害発生後において集積場所が不足するときは、災害対策基本法 

第６４条第１項及び同法施行令第２４条の定めるところにより他人の土地を一時使用して措 
置する。 
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５５  実実施施方方法法  

（１）都市整備部建設班長は、消防部総務班長と密接な連携をとり、所属の職員、消防団員、地 
元住民等をもって障害物除去チームを編成し、所属の施設等を活用して障害物を除去する。 

（２）障害物の除去は、次に掲げる障害物を優先して行う。 
ア 被災地域住民の日常生活に直接の障害となっている障害物 
イ 災害応急対策の実施の障害となっている障害物 
ウ 放置することにより災害を拡大するおそれのある障害物 

（３）都市整備部建設班長は、所属の職員、消防団員、施設等をもってしては障害物の除去がで

きず、又は著しく困難なときは、あらかじめ締結してある建設業協会、建設業協同組合等と

の災害時の応援協定などにより、障害物の除去、資機材等を確保する。また、危機管理部総

合調整班を通じて知事、他の市町村長若しくは自衛隊に応援を求め、又は応急措置の実施を

要請する。 
応援を求め、又は応急措置の実施を要請するときは、次の事項を明示して行う。 

ア 応援要求 
（ア）技術者及び労務者の種別及び人員 
（イ）施設、設備、機材数 
（ウ）期間 
（エ）場所・区間 
（オ）その他参考事項 
イ 応急措置の実施要請 
（ア）技術者及び労務者の種別及び人員 
（イ）施設、設備、機材数 
（ウ）期間 
（エ）場所・区間 
（オ）その他参考事項 

 
６６  障障害害物物のの処処理理  

除去した障害物は、おおむね次の要領によって処理する。 
なお、処理に当たっては、適切な分別を行うことにより可能な限りリサイクルに努める。 

（１）土砂、がれき 
あらかじめ選定した集積場所のほか、市民の日常生活又は農耕、漁労その他の生産活動に

支障がない場合は、埋立予定地等に埋没又は投棄する。この場合において、汚水の浸透した

土砂等の消毒は十分に行う。 
（２）竹木、家具、家財等の可燃物 

漂着、流入して堆積し、又は破壊、残存している家具、家財及び竹木等の可燃物で所有者

が所有権を放棄し、又は所有者不明の障害物で加工、修理しても使用し得ないと認められる

ものは、市民生活部環境衛生班長と協議し、集積場所等に搬入する。 
（３）除去障害物の保管等 
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市長は、障害物のうち加工、修理を加えて使用可能な工作物又は物件を除去したときは、

災害対策基本法第６４条第２項から第６項まで及び同法施行令第２５条から第２７条までに

定めるところにより、保管その他の措置をとる。 
７７  整整備備書書類類  

都市整備部建設班長は、次の書類を整備する。 
（１）障害物除去のための工事関係証拠書類 
（２）支払関係証拠書類
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第第２２７７節節  行行方方不不明明者者及及びび遺遺体体等等のの捜捜索索・・処処理理・・埋埋葬葬対対策策                            

 
災害時における行方不明者及び遺体等（行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により既に死

亡していると推定されるものを含む）の捜索、処理、埋葬は、本対策の定めるところによる。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）県の役割 

   県内の被害状況の把握を行うとともに、市と関係機関との連絡・調整を行う。 

（２）警察本部、第九管区海上保安本部及び自衛隊等関係機関の役割 

   県・市等が迅速に業務が推進できるよう支援するものとする。 

（３）市の役割 

市は、行方不明者及び遺体等の捜索、処理、埋葬等一連の業務を行うに当たり、関係機関

と協力するとともに、公衆衛生上の危害を未然に防止するものとする。 
 
２２  実実施施責責任任者者  

（１）実施責任者 
ア 市長は、行方不明者、遺体等の捜索及び遺体等の処理、埋葬を行う。 
イ 行方不明者の捜索、遺体等の検分等の警察上の措置は、県警察本部が行う。 

（２）市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担    当    内    容 

市民生活部 
救助班 ・死体の埋火葬の許可に関すること。 

環境衛生班 ・遺体の収容及び埋火葬に関すること。 

消防部 

総務班 ・消防団員の出動に関すること。 

消防班 
・火災・救急・救助活動の実施に関すること。 
・行方不明者の捜索に関すること。 
・防災ヘリコプターの運航要請に関すること。 

  

３３  行行方方不不明明者者のの捜捜索索  

（１）手配 
消防部総務班長は、災害による行方不明者があるときは、その者の住所、氏名、年齢、身

体的特徴、着衣、携帯品等を明らかにし、これが明らかでないときは、行方不明者数を明ら

かにして県警察本部（柏崎警察署）、第九管区海上保安本部その他防災関係機関等に手配し、

かつ、知事に報告する。 
（２）捜索 

ア 捜索チームの編成 
消防部関係各班長は、多数の行方不明者があると認めたときは、その捜索、収容のため

所属職員、消防団員、地元住民等を主体とする捜索チームを編成する。 
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イ 捜索の実施 
（ア）死者又は行方不明者があると認める地域を中心として、遺体の埋没、漂着の疑いのあ

る場所を重点に組織的かつ綿密に捜索する。 
（イ）捜索は、警察官、捜索チーム員及び死者又は行方不明者の家族、知人、親戚の者（以

下「家族等」という。）が相互に緊密に連絡して行う。 
ウ 発見したときの措置 
（ア）発見時において生存しているときは、直ちに医療を受けさせる。 
（イ）遺体の状態が犯罪に関する疑いがあるときは、速やかに警察官又は海上保安官に通報

し、かつ、遺体及び遺体の所在場所を保存する。 
（ウ）捜索チームが遺体を発見し、又は家族等市民からの通報を受けたときは、直ちに警察

官、海上保安官及び市民生活部環境衛生班長に通知し、その後の処理について協議する。 
（３）整備書類 

消防部総務班長は、次の書類を整備する。 
ア 支払関係証拠書類 

 
４４  遺遺体体のの処処理理  

（１）遺体安置所の設置 
市民生活部環境衛生班長は、災害によって多数の死者があり、遺体の発見場所で遺体の処

理が困難であると認めるときは、遺体安置所を設ける。 
（２）遺体安置所を設けるときの留意点 

ア 病院、診療所、寺院、神社、教会その他遺体の状態を公衆の目にさらさない施設又は場

所を選ぶこと。 
イ 遺体の洗浄、縫合等の遺体処理作業に便利な場所を選ぶこと。 
ウ 遺体の一時安置、仮埋葬等の作業が容易に行いうる場所を選ぶこと。 

（３）遺体処理チームの設置 
市民生活部環境衛生班長は、災害による死者が多数あるときは、医師、看護婦及びその助

手数名をもって必要と認める数の遺体処理チームを設ける。 
（４）遺体の処理、収容 

市民生活部環境衛生班長は、遺体の処理、収容については、柏崎市刈羽郡医師会の協力を

得て次により行う。 
ア 遺体について医師による死因その他の医学的検査を実施する。 
イ 検視及び医学的検査を終了した遺体については、おおむね次により処理する。 
（ア）遺体識別のため遺体の洗浄、縫合、消毒等の措置を行う。 
（イ）遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時日に埋葬

ができない場合においては、遺体を特定の場所（寺院などの施設を利用又は寺院、学校

等の敷地に仮設）に安置し、埋葬等の処理をするまで一時保存する。 
（ウ）遺品等のある場合には、整理して納棺の上、その性別、推定年齢、遺品等を遺体処理

台帳に記録し、遺体安置所に掲示する。 
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（エ）身元が判明し、引取人があるときは、これを引き渡す。 
（５）整備書類 

市民生活部環境衛生班長は、次の書類を整備する。 
ア 支払関係証拠書類 

 
５５  遺遺体体のの埋埋葬葬  

市民生活部環境衛生班長は、災害時の混乱の際に死亡した者に対して、その遺族が混乱期の

ため、埋葬を行うことが困難な場合又は死亡した者の遺族がない場合に応急的な措置として、

埋葬を行う。 
（１）埋葬の方法 

市民生活部環境衛生班長は遺体を霊きゅう車により搬送し、遺体を火葬に付し、又は棺、

骨つぼ等を遺族に支給する等、現物支給をもって遺体の埋葬を行う。 
なお、埋葬に当たっては、埋葬台帳を作成し、次の点に留意する。 

ア 身元不明の遺体については、県警察本部（柏崎警察署）その他の関係機関に連絡し、そ

の調査に当たる。 
イ 被災地域以外に漂着した遺体のうち、身元が判明しない者の埋葬は行旅死亡人として取

り扱う。 
ウ 霊柩車、骨つぼ等が不足する場合は、新潟県葬祭業協同組合等に手配するよう県に要請

する。 
エ 死亡者が多数のため通常の手続を行っていたのでは、遺体の腐敗等により公衆衛生上の

危害が発生するおそれがある場合は、市民生活部救助班長は、火葬許可手続を簡略化でき

る方法について、県を通じて厚生労働省に協議する。 
（２）整備書類 

市民生活部環境衛生班長は、次の書類を整備する。 
ア 支払関係証拠書類 

 
６６  応応援援要要請請  

（１）市は、所属の職員及び施設、設備、物資等をもってしては、遺体の処理について必要な業 
務を行うことが困難であると認めるときは、県又は他の市町村に応援を求める。 

（２）前記（１）応援を求めるときは、次の事項を明らかにして行う。 
ア  遺体処理実施場所 
イ  対象人員概数 
ウ  設備施設の状況 
エ  応援を求める職種別人員 
オ  応援を求める物資等の種別及び数量 
カ  処理期間 
キ  その他参考事項 
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７７  関関係係者者にに対対すするる配配慮慮  

  一連の業務に当たっては、遺族の感情を十分考慮した上で遺族等へ説明を行う。
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第第２２８８節節  愛愛玩玩動動物物のの保保護護対対策策                                      
  

１１  計計画画のの方方針針  

  災害時には、飼い主不明の動物や負傷動物が多数生じると同時に、多くの市民が動物を同行

して避難所に避難してくることが予想される。被災者が安心して安全に避難できるようにする

ため、ペット同行避難を受け入れる避難所を開設し、飼い主が自らの責任の下、ペットを適切

に飼養し続けることができるよう支援する。 
県は、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正な飼育に関し、市や、環境省、県獣医

師会、県動物愛護協会、ペット災害支援協議会等関係団体と協力体制を確立するとともに、県

獣医師会、県動物愛護協会等と「動物救済本部」を設置し､飼い主の支援及び被災動物の保護を

行う。 
 

２２  飼飼いい主主のの責責務務  

（１）災害発生時に動物を同行して避難できるよう、日ごろからケージに慣れさせる等の訓練を

行っておくとともに、飼い主の連絡先を記載した名札等の装着、ワクチンの接種及び動物用

避難用品の確保に努める。 
（２）一時的に飼育困難となり、他に預ける場合にあっても、長期にわたり放置することのない

よう、適切な対応に努める。 
 

３３  県県のの責責務務  

（１）ペットフードやペット飼育用品の備蓄等、災害初動時の所要物資確保に努める。 
（２）危険動物等による市民の被害がないよう安全のための措置を講ずるとともに負傷動物や飼

い主不明動物、住民避難の際に被災地に残された動物の保護を行う。 
（３）動物の保護や適正な飼育に関し、市町村等関係機関や新潟県獣医師会、新潟県動物愛護協

会等関係団体と協力体制を確立し「動物救済本部」を設置する。 
（４）各地域の被害状況、避難所での動物飼育状況の把握及び資材の提供、獣医師の派遣等市町

村への支援を行う。 
（５）避難所において動物が適正に飼育されるよう支援を行う。 
（６）避難所から保護施設への動物の受入れ及び譲渡等の調整を行う。 
（７）必要に応じ、国、都道府県、政令市への連絡調整及び要請を行う。 
 

４４  市市のの責責務務  

（１）ペットを同行して避難できる避難所の情報をあらかじめ住民に提供するよう努めるととも

に、避難訓練時には、動物の同行避難にも配慮する。 
（２）避難所を設置するに当たり、動物を同行した避難者を受入れられる施設を設置するなど、

市民が動物と一緒に避難することができるよう配慮する。 
（３）市は、県と協働し「動物救済本部」に対し、避難所・仮設住宅における愛玩動物の状況等



地震災害対策編 
第１編第３章第２８節 
「愛玩動物の保護対策」 

- 287 - 

の情報提供及び活動支援を行う。 
（４）愛玩動物の保護に関する対応窓口は、市民生活部救助班が行う。 
 

５５  公公益益社社団団法法人人新新潟潟県県獣獣医医師師会会のの責責務務  

（１）県と協力し「動物救済本部」を設置し、動物の救済活動を実施する。 
（２）緊急動物用医薬品の備蓄及び緊急配送体制を整備し、発災直後の県・市からの要請に備え

る。 
 

６６  一一般般社社団団法法人人新新潟潟県県動動物物愛愛護護協協会会のの責責務務  

（１）県と協力し「動物救済本部」を設置し、動物の救済活動を実施する。 
（２）必要に応じ、会員の中から派遣可能なボランティア情報を集約し、動物救済本部へ提供す

ることにより被災地でのボランティアの円滑な活動を支援する。 
 

７７  動動物物救救済済本本部部のの責責務務  

県、新潟県獣医師会、新潟県動物愛護協会の三者で動物救済本部を立ち上げ、次の動物救援

活動を実施する。 
（１）ペットフード等支援物資の提供 

避難した動物に対し、ペットフードや飼育用品の提供ができるよう市町村の災害対策本部

に物資を提供する。 
（２）動物の保護 

県の活動に協力し、負傷動物や飼い主不明動物、被災地に残された動物の保護を行う。 
（３）相談窓口の開設 

被災地や避難所、仮設住宅等での適正な飼育や動物の愛護、環境衛生の維持のための相談

窓口を設置する。 
（４）動物の一時預かり 

被災のため一時的に飼えなくなった動物及び迷子動物の一時預かりを行う。  
（５）飼い主さがし 

被災のため飼えなくなった動物や飼い主が分からなくなった動物の新たな飼い主さがしの

ための情報の収集と提供を行う。 
（６）仮設住宅での動物飼育支援 

仮設住宅で適正に動物が飼育できるよう支援を行う。 
（７）被災動物の健康管理支援 

被災動物間の感染症等の発生や拡大を防止するため、健康管理活動を実施する。 
（８）ボランティア及び募金の受付・調整・運営 

募金の受付と調整、運営を行う。また、必要に応じ、ボランティア等と協働するものとす

る。 
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８８  情情報報のの流流れれ  

（１）被災地から 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

避難所、避難者 市町村災対本部 
ペット同行避難者の状況 

被災者ニーズ 

市町村災対本部 県・動物救済本部 集約された被災者ニーズ 

 

（２）被災地へ 

情報発信者 → 情報受信者 主な情報内容 

県・動物救済本部 市町村災対本部 ペット関連の支援内容 

市町村災対本部 避難所、避難者 ペット関連の支援内容 

  

  

９９  業業務務のの体体系系  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組織図 

協 
力 
要 
請 

連 
絡 
調 
整 
・ 
要 
請 

愛玩動物の 
飼い主 

被災動物 
被災市町村 

支援 

情報 

新潟市 

(一社)新潟県 
動物愛護協会 

 

(公社)新潟県 
獣医師会 

 

動物救済本部 

県 
環境省 
都道府県 
政令市 

ペット災害 
支援協議会 

☆地震発生  市町村       県・動物救済本部 
 
～１日 動物同行避難所設置  危険動物の飼育状況確認 
               負傷動物等の保護 
～３日 避難所ニーズの把握  相談窓口の開設 
               動物救済本部の設置 
～７日            避難所での動物飼育支援、物資提供 
               ペットの一時預かり 
～２月 仮設住宅の設置    仮設住宅での動物飼育支援 
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１１００  業業務務のの内内容容  
   動物同行避難者や被災したペットへの対応 
 

実施主体 対  策 協力依頼先 

被災者 

（ペットの飼い主） 

・自分の安全を確保し、ペットを同行して避難所へ避難する。 
・避難先において、ペットの安全と健康を守り、他者に迷惑をかける

ことなく、ペットを適正に飼養管理する。 
市町村 

市町村 

・動物を同行した避難者を受け入れられる避難所を設置するとともに、

動物救済本部等から必要な支援が受けられるよう連携に努める。 
・避難所でのペットの飼養状況などについて県及び動物救済本部に情

報提供する。 
・避難者に動物飼育関連物資を配布する。 
・住民へ動物救護や飼養支援に関する情報を提供する。 
・仮設住宅の設置にあたり、被災者のペット飼育について配慮する。 

県 

 

動物救済本部 

県 

・危険動物の飼育状況を確認し、安全のための措置を講ずる。 
・負傷動物や飼い主不明のペットを保護する。 
・動物の保護や適正な飼育に関し、県獣医師会や県動物愛護協会など

関係団体等と協力体制を確立し「動物救済本部」を設置する。 
・動物救済本部と協力し、被災者のペット飼育に関する相談窓口を開

設する。 
・環境省や他の自治体との連絡調整及び支援要請を行う。 

県獣医師会 

県動物愛護協会 

環境省 

新潟県獣医師会 
・県と協力し「動物救済本部」を設置し、動物の救済活動を実施する。 
・避難所等において、被災動物の健康管理支援を行う。  

新潟県動物愛護協会 
・県と協力し「動物救済本部」を設置し、動物の救済活動を実施する。 
・被災地でのボランティアの円滑な活動を支援する。  

動物救済本部 

・被災動物支援に関し、募金の受付や調整を行い、動物救済基金を運

用する。 
・被災者のニーズに応じてペット飼育関連物資を調達し、市町村の災

害対策本部に提供する。 
・県の活動に協力し、負傷動物や飼い主不明動物、被災地に残された

動物の保護を行う。 
・被災のため、一時的に飼育できなくなった動物や、迷子動物の一時

預かりを行う。 
・被災のため、飼い主を失った動物の新たな飼い主さがしを行う。 
・被災動物の健康管理支援を行う。 
・仮設住宅で適正に動物が飼育できるよう支援を行う。 
・ボランティアの受付、調整を行う。 
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第第２２９９節節  放放送送施施設設応応急急対対策策                                        

 
柏崎コミュニティ放送（以下、「ＦＭピッカラ」という。）は、平時においては地域に密着した

きめ細かな生活情報、行政情報等を放送しており、地域に住む人々が豊かに安全に暮らせるため

の情報提供を目指している。災害発生時においては、被災地及び被災住民などに対する情報の提

供等ＦＭピッカラの果たす役割は、極めて重要である。このため、ＦＭピッカラは放送実施体制

の確保及び応急復旧体制の確立などの対策を速やかに実施し放送の確保に努める。 
 
１１  放放送送のの実実施施  

（１）ＦＭピッカラは、市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、局において緊 
急に臨時の放送体制を確保する。 

（２）災害情報の伝達は、災害時の混乱を未然に防ぐための流言飛語の防止、正確かつ迅速な情 
報の提供など極めて重要なことから、報道体制の確保に努め、地域住民に対し、速やかな事 
態に即応した情報の伝達に努める。 

（３）災害情報の収集に際しては、コミュニティ放送の意義から地域に密着した情報の収集に努 
め、市及び防災関係機関と密接な連絡を取るものとする。 

（４）災害放送の主な内容は、次のとおりとする。 
ア 地震情報の詳細 
イ 津波情報 
ウ 市及び防災関係機関からの依頼事項 
エ 被害状況（家屋の倒壊、火災の発生、道路の崩壊など） 
オ 道路交通情報 
カ 交通機関の運行状況 
キ 電気、ガス、水道、電話などのライフラインの状況 
ク 学校、病院、商店などの状況 
ケ 安否情報 

（５）市はＦＭピッカラと締結した「緊急放送等に関する協定書」に基づき必要に応じて、以下

の放送を実施する。 
ア 要請による放送 

市の要請によりＦＭピッカラの放送中にＦＭピッカラのアナウンサーがスタジオから放

送する 
イ 緊急放送  

災害対策本部が設置され緊急に放送を必要とするとき、又は災害対策本部が設置されて

いないが、災害により市民の生命・財産が脅かされるおそれのあるときに行う割込み放送 
ウ 行政放送  

多くの市民に周知する必要があるときに行う割込み放送 
エ 機能確認のための放送  
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市が配布した緊急告知ラジオ及び市が設置した屋外拡声装置の機能を確認するために行

う放送とし、毎日定時（午前7時、正午及び午後6時の時報（チャイム））とする 
（６）市は、必要に応じてＦＭピッカラの協力により臨時災害放送局開局の手続きを行う。 
 
２２  施施設設のの応応急急措措置置  

災害による放送施設の損壊又は故障のため放送障害が発生し、又は発生するおそれがある場

合は、速やかに放送を維持する措置をとる。故障規模が大きく放送障害時間が長時間にわたる

ことが予想される場合は、保守業者又はメーカーの応援を求める。 
柏崎コミュニティ放送の連絡先 電話２１－３９１１ ＦＡＸ２１－３１８１ 
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第第３３００節節  電電気気通通信信施施設設応応急急対対策策                                    

 
地震災害の発生に際しては、通信設備等を災害から防護するとともに、応急復旧作業を迅速か

つ的確に実施し、通信の確保を図る。 
  
１１    電電気気通通信信施施設設（（ＮＮＴＴＴＴ東東日日本本／／ＮＮＴＴＴＴドドココモモ））応応急急対対策策フフロローー図図 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２２    応応急急対対策策  

（１）被災地通信設備の監視と通信網の遠隔措置 
市内の電気通信設備を常時監視し、被災状況の情報収集とともに通信の疎通確保のための

遠隔切替制御及びふくそうによる規制、トーキ挿入措置等を行う。 
（２）災害時の組織体制 

地震災害の発生又は発生するおそれのある場合は、ＮＴＴ東日本新潟支店及びＮＴＴドコ

モ新潟支店の設置基準に基づく次の組織体制を設置する。 
ア  情報連絡室 
イ  支援本部 
ウ  地震災害警戒本部 
エ  災害対策本部 

（３）設備復旧体制の確立 
防災業務の運営あるいは応急復旧に必要な動員を行うため、次の事項について措置方法を

定めている。 

災 害 発 生 通 信 設 備 の 監 視 通 信 網 遠 隔 措 置 

要員の確保、体制確立 災害対策本部設置 

設備被災状況の把握 

設備復旧体制の確立 

資機材の手配 

運搬体制確立 

災害対策機器の出動 

災 害 時 用 公 衆 電 話 
（特設公衆電話）の設置 
通信回線の応急復旧 

応 急 復 旧 工 事 

本 復 旧 工 事 
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ア  全社体制による応急復旧部隊、本格復旧部隊等の非常招集 
イ  ＮＴＴグループ会社等関連会社による応援 
ウ  工事請負会社の応援 

（４）被害状況の把握 
ア  被害の概況について、社内外からの被害に関する情報を迅速に収集する。 
イ  被害の詳細調査について、車両での通行が困難な場合は、バイク、自転車等も利用し全

貌を把握する。 
（５）災害対策機器等の出動 

重要回線の救済及び災害時用公衆電話（特設公衆電話）を設置するため、各種災害対策用

機器、移動無線車等の出動により対応する。 
  ア 衛星携帯電話 

イ  可搬型移動無線機 
ウ 移動基地局車 
エ 移動電源車及び可搬電源装置 
オ  応急復旧ケーブル 
カ  ポータブル衛星車 
キ  その他応急復旧用諸装置   

（６）復旧資材等の調達及び運搬体制の確立 
応急復旧に必要な資材等については、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモ保有の資材及び全国

から資材等の調達を行い、また、運搬方法については、必要に応じ、県、自衛隊等へヘリコ

プターの要請を行い空輸する。 
（７）災害用伝言ダイヤル（１７１）と災害用伝言板ｗｅｂ１７１の提供 
   災害の発生により、被災地へ向かう安否確認のための通話等が増加し、被災地へ向けての

通話がつながりにくい状況になった場合、災害用伝言ダイヤル（１７１）と災害用伝言板ｗ

ｅｂ１７１を利用可能とする。 
 

３３    復復旧旧計計画画  

（１）応急復旧工事 
災害による電気通信設備等を緊急に復旧する必要があるため、災害対策機器、応急用資機

材等の仮設備で復旧する工事により、通信の疎通を早急に確保する。 
（２）復旧の順位 

通信の途絶解消及び重要通信の確保のため、災害の状況、電気通信設備の被害状況に応じ

下表の復旧順位を参考とし、適切な措置をもって復旧に努める。 

重要通信を確保する機関 

第  １  順  位 

柏崎市災害対策本部、気象機関、消防機関、災害救助機関、警察機

関、防衛機関、輸送の確保に直接関係ある機関 
通信の確保に直接関係ある機関 
電力の供給の確保に直接関係ある機関 
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第  ２  順  位 
ガス、水道の供給の確保に直接関係ある機関 
選挙管理機関、預貯金業務を行う機関 
新聞社、通信社、放送事業者 
第１順位以外の国又は地方公共団体 

第  ３  順  位 第１順位、第２順位に該当しないもの 

（３）本復旧工事 
災害の再発を防止するため、必要な防災設計を織り込んだ復旧又は将来の設備拡張を見込

んだ復旧工事を実施する。 
 
４４    利利用用者者へへのの広広報報  

ＮＴＴ東日本新潟支店及びＮＴＴドコモは、地震災害によって電気通信サービスに支障を

来たした場合又は利用の制限を行った場合、次に掲げる事項について、広報車及びインターネ

ットにより市民に広報するとともに、更に報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新

聞掲載等により、広範囲にわたっての広報活動を行う。 
（１）災害に対して、とられている措置及び応急復旧状況 
（２）通信の途絶又は利用制限をした理由及び状況 
（３）災害時用公衆電話（特設公衆電話）設置場所の周知 
（４）市民に対して協力を要請する事項 
（５）災害用伝言サービス提供に関する事項 
（６）その他必要な事項 
 
５５    広広域域応応援援体体制制のの整整備備  

  大規模災害が発生した場合は、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴドコモの防災体制を確立するととも

に、全国からの応援を要請し、被災支店と連携して迅速な災害復旧を図る。 
（１）応援体制 
   被災した支店は電気通信設備の被害状況を把握し、自支店だけでは対処できないと判断し

た場合は、ＮＴＴ東日本本社災害対策室及びＮＴＴドコモ本社災害対策本部に対して応援要

請を行い、計画に基づいた資機材の確保と輸送体制及び作業体制を確立し運用する。 
（２）全国の応援体制 
   ＮＴＴ東日本本社災害対策室は、応援要請に基づき要請事項を取りまとめの上、持株会社

災害対策本部及び各支店災害対策室へ要請する。
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第第３３１１節節  電電力力施施設設等等応応急急対対策策                                        

 
電力供給機関は、災害時における電力ラインを確保するとともに、電気災害から地域住民の安

全を守るため被災箇所の迅速、的確な復旧を実施する。 

 

１１    電電力力供供給給施施設設応応急急対対策策フフロローー図図  

 

２２    復復旧旧活活動動体体制制のの組組織織  

（１）被災時の組織体制 
災害が発生したときは、東北電力ネットワーク㈱柏崎電力センターは、防災体制を発令し

非常対策本部（連絡室）を設置するとともに、その下に設備、業務ごとに編成された班をお

いて災害対策業務を遂行する。 

防災体制表 

区    分 非常事態の情勢 

警戒体制 ・非常災害の発生が予想され、災害に備えた体制を整えるべきと

判断した場合 

第１非常体制 ・柏崎電力センター管内において大規模な災害が発生した場合 
・中心部の停電など社会的な影響が大きい災害が発生した場合 

第２非常体制 ・被害が拡大して長期化が懸念され、他複数事業所の応援による 
復旧体制で対応する場合 

（２）動員体制 
対策本部（連絡室）及び各班の長は、防災体制発令後直ちに必要人員を動員する。 
ただし、柏崎営業所管内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、各長からの発令を待た

ず、自動的に第２非常体制に入るものとし、対策要員及び一般社員は呼集を待つことなく出

動する。 
また、被害が甚大で柏崎電力センターのみでは早期復旧が困難な場合は、他事業所や関連

初 動 

復旧計画の策定 利用者への広報 応急対策の実施 

電 力 の 供 給 再 開 

社員の動員 
通信の確保 
被害情報の収集・把握 

復旧用資材の確保 
危険予防措置の実施 
電力の融通 
応急工事の実施 
広域応援の要請 
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企業に応援を要請し要員を確保する。復旧作業隊及び復旧資材の迅速な輸送を図るため、緊

急通行車両の指定措置を関係機関に要請する。 
（３）通信の確保 

対策本部（連絡室）は、防災体制を発令した場合速やかに関係事業所間に非常災害用電話

回線を構成する。 
（４）被害情報の把握と情報連絡体制 

各班は、設備（発電所、変電所、送電線、配電線等）ごとに被害状況を迅速、的確に把握

し、通報連絡経路に従って対策本部へ報告し、本部はこれを集約し関係機関へも報告する。 
 
３３    応応急急対対策策  

（１）復旧資材の確保 
ア  対策本部（連絡室）班長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資

材は可及的速やかに確保する。 
イ  災害対策用の資機材の輸送は、自社で対応することが困難な場合は、請負会社の車両、

船艇、ヘリコプター等をはじめ、その他可能な運搬手段により行う。 
ウ  災害時において復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要な場合、並びに人員の確保及

び資材運搬が困難な場合は、市災害対策本部に要請して確保する。 
（２）災害時における危険予防措置 

災害時においても、原則として電気の供給を継続するが、二次災害の危険が予想され市災

害対策本部、警察、消防機関等から要請があった場合は送電停止等、適切な危険予防措置を

講ずる。 
（３）電力の融通 

非常災害が発生し、電力需給に著しい不均衡が生じ、それを緩和することが必要であると

認めた場合、本店・本社対策組織は、電力広域的運営推進機関の指示などに基づく電力の緊

急融通により需給状況の改善を図る。 
（４）応急工事 

災害時における応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度かつ電

気火災等の二次災害の防止を勘案して迅速、的確に実施する。緊急復旧を要する箇所は応急

用電源車等を使用して早期送電を行う。 
（５）行政との連携 

応急工事の迅速な着手・完了のため、以下の事項について行政機関等との連携を図る。ア  必
要な道路の確保（国県市道等の樹木伐採・除雪） 

イ  地域住民へのポータブル蓄電池・発電機及びそのために必要な燃料の供給 
ウ  プラグインハイブリッド車を活用した電源の供給 

４４    復復旧旧計計画画  

復旧計画の策定に当たっては病院、公共機関、広域避難場所等を優先することとし、具体的

には市、県、国の災害対策本部と連携し復旧計画を策定する。 
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５５    利利用用者者へへのの広広報報  

停電による社会不安の解消と公衆感電事故防止及び二次災害防止の周知について、広報車及

びチラシ、掲示板等の利用並びに報道機関の協力を得てラジオ・テレビ等放送媒体及び新聞等

により電力施設被害状況、復旧見通し、公衆感電防止等について周知を図る。 
また、同時通報無線設備及びコミュニティＦＭ局等に対し、積極的に情報を提供し広報活動

の協力を得るものとする。 
６６    広広域域応応援援体体制制  

復旧活動に当たり、他電力ネットワーク会社への応援要請又は派遣について、各社で締結し

ている「各社間の協定等」に基づき応援要請を行う。 
また、関係会社についても、「非常災害復旧に関する協定」に基づき復旧活動の支援を依頼す

る。 
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第第３３２２節節  ガガスス施施設設応応急急対対策策                                  

 
ガス事業者は、地震発生後速やかに、地震動の大きさ、ガス施設への影響等の調査を行い、ガ

スによる二次災害のおそれがある地域については、ガスの供給を停止する。 
供給停止した場合は、事前に定めてある復旧計画書に沿って、安全で効率的な復旧を進めるこ

とを基本とする。また、市は二次災害防止の広報を行う。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）市民の役割 

  ア 市民は、ガス栓を閉止する等の地震発生時にとるべき安全措置に従い、ガスによる出火、

爆発等の事故発生防止に努める。 

  イ 避難時に要配慮者の誘導等を行う場合は、要配慮者世帯のガス栓の閉止等の安全措置の

実施状況を確認するよう努める。 

  ウ 積雪期の地震発生時に当たっては、事故発生防止と緊急点検・安全確認点検の迅速な実

施のため、ＬＰガス容器やガスメーター周辺を除雪する。 

（２）県の役割 

  県は、ＬＰガス充てん所及びＬＰガス販売事業者（以下「ＬＰガス事業者」という。）に対

して安全確保の徹底を指導する。また、二次災害防止のための広報を行う。 

（３）ガス事業者の役割 

ア ガス供給設備の安全点検 

イ 二次災害防止のための広報 

ウ 被害状況を踏まえて復旧計画を定め、災害発生時の緊急措置マニュアルに従って安全で

効率的な復旧を進める。 

エ 都市ガス事業者は、供給再開前に消費先ガス設備の安全確認点検を行う。（要配慮者世帯

の点検に当たっては、燃焼器具の点検を合わせて行う。） 

オ ＬＰガス事業者は、地震発生後、速やかに消費先ガス設備の緊急点検を行う。また、必

要に応じて、使用再開前に安全確認点検を行う。 

カ ＬＰガス事業者は、市町村の要請により避難所、公共施設等への緊急供給を行う。 

キ ＬＰガス事業者は、流出・埋没した容器の安全な回収を行う。 

（４）市の役割 

   市は、二次災害防止のための広報等を行う。 
  

２２  達達成成目目標標  

（１）都市ガス事業者 
地震発生後 

 

ガス供給設備等の被害状況の把握 

供給停止判断・措置 

二次災害防止措置 
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市への報告 

消費先の安全確認、供給再開開始 

供給停止後 おおむね 14日後 供給再開完了（注） 

（注）大規模な被害が生じた場合を除く。 

（２）ＬＰガス事業者 

地震後１時間 充てん所及び販売施設等の被害状況の把握 

地震後３時間 二次災害防止措置 

地震後 ２日 消費先の緊急点検完了 

地震後 ３日 充てん所及び販売施設等の復旧(注１)、 

消費先安全確認完了（注２） 

注１ 大規模な被害が発生した場合を除く。       

注２ 安全確認は、消費者の利用再開の要望がある場合。 

３３  業業務務のの体体系系  

（１）都市ガス事業者  
 [設備点検、復旧作業] [二次災害防止措置] [広報] 

地震発生 
 
 
 
 
地震発生後 
おおむね 14 日 

供給設備の緊急点検 
供給停止判断 
市への報告 
消費先の安全確認、供

給再開 
供給再開完了 

導管等の漏えい修理 
   

供給停止 

二次災害防止措置 
 
供給停止状況等 

 
復旧状況等 
 
 

 
（２）ＬＰガス事業者 
 [設備点検、復旧作業] [二次災害防止措置] [広報] 
地震後１時間 

 

 

 

地震後 3時間 

 

地震後  2 日 

 

地震後  3 日 

充てん所及び販売施設

等の点検 

消費先ガス設備の点検 

市への報告 

 

 

消費先の緊急点検完了 

 

充てん所及び販売施設

等の復旧完了 

消費先の安全確認完了 

 

消費先設備の修理  

 

 

 

二次災害防止措置 
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４４  緊緊急急措措置置  

（１）災害対策本部（連絡室）の設置 

地震によりガス工作物に甚大な被害の発生又はそのおそれがある場合、被害状況の把握、

応急復旧及びその他保安措置を円滑、適切に行うため、被災地に現地対策本部を設置する。 

（２）施設の被害状況の調査 

地震並びにガスの圧力・流量等の情報を早期に収集するとともに、速やかに次の施設の巡

視点検を行い、ガス工作物の被害状況を把握する。 

ア  供給所の施設 

受入設備、機械設備、建屋、ガスホルダー、配管・計装設備、電気・水道設備等について

目視又は計測器、ガス漏えい検知器等による調査・点検を行う。 

イ  導管施設 

重要な導管・架管部、整圧器等を車両又は徒歩により巡回し、目視・臭気・ガス検知器等

による調査・点検を行う。 

（３）供給停止 

調査の結果、ガスによる二次災害のおそれがある地域についてはガスの供給を停止する。 

 

５５    復復旧旧計計画画  

（１）供給所施設の復旧 

受入設備・ガスホルダーなどを巡視点検し、設備のガス漏えい、沈下、変形等の異常の有

無を調査し、損傷部分は修理を行う。 

（２）導管施設の復旧 

都市ガス事業者は、あらかじめ定めてある復旧計画書に沿って、被害の比較的少ない地区

より次の手順で復旧を進める。 

ア  需要家を戸別に巡回し、需要家のガス栓・メーターガス栓の閉栓を行う。 

イ  高中圧導管に試験ガスを流し漏えい調査を行う。漏えいがある場合は損傷箇所の修理完

了後ガスを通し、エアパージを行い導管内の圧力を保持する。 

ウ  ブロック内の低圧導管網へ整圧器から断続的に試験ガスを流し、漏えい調査を行い、損

傷箇所の修理を行う。その際、二次災害防止のため、広報車による周知の徹底、更に安全

を確保するため作業員の巡回を実施する。漏えい箇所を発見できないときはブロックを細

分割し、調査を行う。 

エ  ブロック内低圧導管網が復旧したら、エアパージを行い、導管網を通常の供給圧力程度

に保持する。 

オ  需要家への供給を再開するに当たっては、広報車による周知を実施するとともに、戸別

に訪問し開栓を実施する。 

（３）代替燃料の確保 

ガス施設復旧までの間、必要に応じて代替燃料を供給する。 
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６６    広広域域応応援援体体制制  

災害発生に伴い、救援の必要が生じた場合は、日本ガス協会関東中央部会の定める「地震・

洪水等非常事態における救援措置要綱」によって救援要請を行う。 
 

７７    利利用用者者へへのの広広報報  

ガス事業者は、二次災害の防止と、円滑な復旧作業を行うための広報活動を実施する。また、

市は、ガス事業者が行う広報活動に対し協力するものとする。 
（１）広報の内容 

ア  ガス供給停止地区 
（ア）復旧の見通しとスケジュール 
（イ）復旧作業への協力依頼 
イ  ガス供給継続地区 
（ア）ガス臭気、漏れ等異常時におけるガス事業者への通報 
（イ）ガスの安全使用周知 

（２）広報の方法 
ア  防災行政無線による広報 
イ  報道機関への協力要請 
ウ  広報車による巡回 
エ  戸別訪問によるチラシ配布 
オ  諸官公署への協力要請 

 

８８  ＬＬＰＰガガスス供供給給施施設設応応急急対対策策  

被災したＬＰガス供給施設については、当該消費者へガスを供給する販売事業者がそれぞれ

の施設の修復を行うものとし、次の措置を取る。 

（１）被害状況の把握 

ＬＰガス取扱事業者及び関係機関は緊急連絡体制により、被害状況の把握に努めるものと

する。 

（２）被災したＬＰガス充填施設及び販売施設への対応 

ＬＰガス充填を行っている事業者は充填施設について、ＬＰガス販売事業所は販売施設（容

器置場）、を巡回してガス漏えい検知器等による調査点検を行い、火災、ガス漏えい等への

対応を図るとともに、関係機関への通報、応援依頼等の連絡を行うこととする。 

（３）被災した一般消費者の供給設備及び消費設備への対応 

ＬＰガス販売事業所は、販売先消費者の供給設備及び消費設備について速やかに被害状況

調査を実施し、火災、ガス漏洩等への対応を図るとともに、通報、応援依頼等の連絡を行う

ものとする。 

（４）高圧ガス関係協会の対応 

ア 新潟県エルピ－ガス協会 

各支会の取りまとめ、ＬＰガス販売事業者に関する被害情報収集、整理及び防災関係機
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関、各支会、ＬＰガス販売事業所からの要請に対応するものとする。 

イ 新潟県高圧ガス保安協会 

高圧ガス製造事業者（ＬＰガス充填事業者）に関する被害情報収集、整理及び防災関係

機関、高圧ガス製造事業者からの要請に対応するものとする。
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第第３３３３節節  給給水水・・水水道道施施設設応応急急対対策策                                  

 
震災時において飲料水及び生活用水（以下「飲料水等」という。）の確保は、被災者の生命維持、

人心の安定を図る上でも極めて重要なことである。 
被災地に必要な飲料水等を迅速に供給するため、緊急遮断弁を装備した配水池、耐震貯水槽及

び井戸等により飲料水等を確保し、拠点給水、運搬給水、仮設給水等を合理的に計画し、応急給

水対策を実施するとともに、二次災害の発生を未然に防止し、可能な限り速やかに水道施設を修

復し、給水機能の回復を図る。 
 
１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）上下水道局の役割 

   水道施設による給水機能が、速やかに回復するよう必要な措置を講じる。また、状況によ

り水道工事業者等と連絡を密にして緊急体制をとる。 

（２）県の役割 

県は、情報の連絡調整、総合的な指揮・指導及び関係機関への応援要請を行い、被災市町

村が実施する応急対策が円滑に進むよう支援する。 

（３）市民の役割 

      被害状況によっては、地震発生直後から応急給水活動の開始が見込まれるが、おおむね３

日間に必要な飲料水は、自ら備蓄していたもので賄うよう努める。 

（４）市の役割 

   市災害対策本部は、上下水道局と連絡をとり、市全域の被災状況を的確に把握し、総合的

な飲料水等の供給に関して必要な措置を講じる。 

 
２２  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

上下水道部 総務班 

・部の庶務に関すること。 
・部の災害対策職員の把握及び配置異動に関すること。 
・部に係る広報に関すること。 
・報道機関への情報提供及び連絡調整に関すること。 
・電話対応に関すること。 
・窓口受付に関すること。 
・関係機関への必要な事務手続に関すること。 
・災害復旧に伴う被害額及び復旧費の算定並びに費用の記録

に関すること。 
・災害復旧に伴う工事等の請負契約に関すること。 
・災害復旧に伴う物件の購入契約に関すること。 
・部の職員に対する応急物資の配給に関すること。 
・部の車両の運行管理に関すること。 
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 総務班 ・応援物資等の受入れ及び記録に関すること。 
・応援活動の記録に関すること。 

 水道下水道情

報計画班 

・水道施設及び下水道施設の復旧方針の策定に関すること。 
・被害状況及び復旧作業進捗状況の集約に関すること。 
・復旧計画の立案に関すること。 
・情報の審査に関すること。 
・故障修繕伝票の処理に関すること。 
・部内各班との災害対策状況の連絡に関すること。 
・部に係る被害状況及び復旧状況の集約及び報告に関するこ

と。 
・国、県、日本水道協会等関係機関に対する被害状況及び復

旧状況の報告に関すること。 
・災害対策情報の集約及び記録の作成に関すること。 
・協定締結先等への協力依頼に関すること。 
・無線等の通信連絡に関すること。 

 水道給水班 ・応急給水に関すること。 
・応急給水設備の管守に関すること。 

 水道復旧班 

・給水及び水道施設に係る苦情処理に関すること。 
・取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水計画の総合統制に

関すること。 
・水道施設の復旧工事の実施に関すること。 
・水道施設の被害状況の把握及び記録並びに水道施設の管守

に関すること。 
・資材、備品等の調達及び管理に関すること。 
・工事施工及び災害査定に係る関係機関等への連絡調整に関

すること。 
・応急給水用水道管及び仮設給水装置の設置並びに管守に関

すること。 
・関係業者の統括に関すること。 
・二次災害の防止に関すること。 
・その他水道施設の復旧に関すること。 

 下水道復旧班 

・排水及び下水道施設に係る苦情処理に関すること。 
・汚水及び雨水の受入れ並びに処理計画の総合統制に関する
こと。 

・下水道施設の復旧工事の実施に関すること。 
・下水道施設の被害状況の把握及び記録並びに下水道施設の

管守に関すること。 
・資材、備品等の調達及び管理に関すること。 
・工事施工及び災害査定に係る関係機関等への連絡調整に関

すること。 
・応急排水に関すること。 
・仮設排水に関すること。 
・関係業者の統括に関すること。 
・二次災害の防止に関すること。 
・その他下水道施設の復旧に関すること。 

 
３３    緊緊急急措措置置  

（１）非常事態対策本部の設置 
上下水道部長は、地震により水道施設に甚大な被害の発生又はそのおそれがある場合若し
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くは市災害対策本部が設置されたときは、水道施設等の応急措置を円滑、適切に行うととも

に早期復旧を図るため、上下水道局内に非常事態対策本部を設置する。 
（２）職員の動員 

上下水道部長は、上下水道非常事態対策計画の職員動員表に基づき、迅速に職員を動員す

る。職員自身が被災する場合もあるため、必要に応じ、他部局の職員をも動員し、必要な職

員数の確保に努める。 
（３）被害状況把握 

上下水道部長は、次の方法により迅速かつ的確に水道施設、配水管路、道路等の被害状況

を把握する。 
ア  テレメ－タ監視システム等により貯水施設、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設等の

主要施設の被害状況及び配水ポンプ等の運転状況を把握する。 
イ  職員等が主要施設、配水管路等を巡回点検し、被害状況を把握する。 
ウ  市民からの配水管、給水管等の破損、断水等の通報により被害状況を把握する。 
エ  災害対策本部から地震規模、範囲及び道路等の被害状況の情報を入手する。 

 
４４    応応急急給給水水計計画画とと応応急急復復旧旧計計画画のの相相互互関関係係及及びび目目標標水水準準  

上下水道部長は、被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急給水計画と応急復旧計画を同時に

立案、相互に関連を保ちながら応急対策を実行する。 
計画の策定に当たっては段階的に目標水準を定め、おおむね地震後３日以内は飲料水及び医

療機関等への給水を中心に行い、その後は拠点給水、配管給水等により生活用水の給水量を確

保し、２週間程度で全戸への配管給水を目途とする。 

応急対策計画 ・被害状況の見積もり・応援要請の必要性判断 
・被災地区別の応急対策計画の策定 

  
応急給水計画  応急復旧計画 

 
地区の選定、給水方法の選定  地 

震 
後  
３ 
日 
以 
内 

 地区の選定、通水作業計画策定、復旧方法の選定 
 
 

 
第１段階応急給水   第１段階応急復旧 

生命維持に必要な水量 
（３Ｌ/人日） 
拠点給水、運搬給水、保存水 

主要施設の復旧（取水～導水～浄水～配水の順） 
通水作業 
医療機関等への応急復旧（仮復旧を含む） 

   
第２段階応急給水  １ 

週 
間 
以 
内 

 第２段階応急復旧 
炊事、洗面等の最低生活水量 
（２０～３０Ｌ/人日） 
仮設給水栓の設置、拠点給水 
運搬給水 

通水作業 
仮設給水栓の設置 
主要配水管の応急復旧（仮復旧を含む） 

   
第３段階応急給水  ２  第３段階応急復旧 
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生活用水の確保 
（３０～４０Ｌ/人日程度） 
仮設給水栓の増設 
水道水以外の生活用水の給水 

週 
間 
以 
内 

通水作業 
仮設給水栓の増設 
配水管、給水管の応急復旧（仮設復旧を含む） 

  
 第４段階応急復旧 
各戸１給水栓の設置（仮設復旧を含む） 

 
恒  久  復  旧 

漏水調査、漏水防止対策 
水道施設、管路等の耐震化 
水道施設の分散、バックアップ 

 
５５    実実施施体体制制・・広広域域応応援援体体制制  

上下水道部長は、必要に応じ関係機関に応援協力を要請し、応急体制を確立する。 
（１）市の体制 

上下水道部長は、関係機関との連絡調整を図り、必要に応じ、関係機関に応援を要請し、

応急体制を組織する。 
ア  給水チームを組織し、給水車、給水タンク、仮設給水栓等により被災者に応急給水する。

また、水質検査及び消毒を行い、衛生対策を徹底する。 
イ  復旧チームを組織し、被災した水道施設の復旧対策を行う。 
ウ  市のみでは給水、復旧活動が困難な場合は、柏崎市管工事業協同組合、県、近隣市町村、

（公社）日本水道協会新潟県支部、新潟県水道協会及び新潟県水道工事業協同組合連合会

に応援を要請する。 
エ  上下水道部長は、応援部隊等を的確に指揮できる体制を確立する。 
オ  事前に他市町村と費用負担等を定めた応援協力に関する協定の締結、応援活動用マニュ

アルの作成、応援部隊用宿泊場所のあっせん等の受入体制の確立に努める。 
カ  水道工事業者、水道資機材及び保存水等の取扱業者と事前に応援協力を依頼し、円滑な

応急対策を実施できるよう努める。 
（２）水道工事業者等 

水道工事業者及び水道資機材の取扱業者等は、平時から応急復旧用資機材の在庫状況を管

理し、備蓄に努めるとともに、緊急時には市の行う応急対策活動に協力する。 
 
６６    被被害害のの拡拡大大防防止止  

上下水道部長は、二次被害の防止措置及び被害発生地区の分離に努め、被害の拡大を防止す

る。 
（１）二次被害の防止措置 

ア  火災が発生した場合、速やかに消火活動を行う。 
イ  消毒用次亜塩素酸ナトリウムや水質分析用薬品等の漏出防止措置を講じる。 
ウ  緊急遮断弁の作動状況を確認し、配水池で浄水を確保する。 
エ  消防本部に地震による水道の断減水の状況及び配水池の緊急遮断弁の作動状況等を連絡
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し、消火活動が適切に行われるよう配慮する。 
（２）被害発生地区の分離 

被害が少なく継続して給水が可能な地区と、被害が大きく継続給水が不可能な地区を選別

し、配水管のバルブ操作等により配水区域を切り離し、配水池の浄水の漏出防止を図る。 
 
７７    応応急急対対策策計計画画  

上下水道部長は、被災施設、被災住民数等を的確に見積もり、地区別を考慮した応急給水計

画及び応急復旧計画を策定するとともに、動員可能職員数及び災害対策用資機材の備蓄状況を

確認し、応援要請の必要性を判断する。 
（１）被害状況の見積もり 

主要水道施設の被災状況、配水管、給水管等の被害発生箇所、被害の程度及び被災住民数

等を迅速かつ的確に見積もり、地区別を考慮した応急給水計画及び応急復旧計画を策定する。 
（２）応援要請の必要性判断 

動員可能職員数及び災害対策用資機材等の備蓄状況を確認し、応援要請の必要性を判断す

る。 
  
８８    応応急急給給水水計計画画  

上下水道部長は、優先順位を明確にし、衛生対策、地域性や積雪期及び要配慮者等に対し、

十分に配慮し、被害状況に応じ、地区別に給水方法を選定し、生活用水にも十分に留意した上

で、被災者に飲料水等を給水する。 
 

（１）計画フロ－図 

 他水源緊急利用（農業用水、消雪井戸等） 
  
原水の確保  浄水の貯水施設 

既存取水施設 
緊急時代替水源 

配水池 
（緊急遮断弁装備） 
耐震貯水槽 
井戸 
保存水 

  
浄水施設  

既存浄水施設 
移動式浄水装置等 

   
浄水の確保  他水道事業者からの緊急受水 

水質の安全性、衛生確保  
 
応 急 給 水  自衛隊等の応援給水 

応急給水資材の提供       
拠点給水 

 運搬給水 
運送手段 

 
仮設給水 
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水源（飲用井戸等の衛生対策） 
貯水（飲料水の備蓄、受水槽の利用） 
情報（応急給水、断減水等の情報収集） 

  

住  民 
 

 

 

（２）給水方法 
被害状況に応じ、地区別に拠点給水、運搬給水、仮設給水を効率的に組み合わせ給水する。 

給水種類 内                   容 

拠点給水 ・配水池、耐震貯水槽及び避難場所等に給水施設を設けて給水する。 
・緊急浄水装置を稼働し、給水基地を設営し給水する。 

運搬給水 ・給水車、給水タンク搭載車、散水車等により飲料水を被災地に運輸し給水する。 

仮設給水 
・応急復旧した水道管に仮設給水栓を設置して給水する。 
・応急復旧及び他の給水方法の状況に応じ、給水栓数を増減できるように配慮す
る。 

（３）優先順位 
医療施設、避難場所、要配慮者利用施設等へ優先的に給水する。 

（４）飲料水及び応急給水用資機材の確保 
ア  飲料水の確保 
（ア）緊急遮断弁を装備した配水池や耐震貯水槽等で災害発生直後における当面の飲料水を

確保する。 
（イ）災害をまぬがれた水道施設及びろ水器等を稼働し、飲料水を確保する。 
イ  応急給水用資材の確保 

上下水道局が確保している応急給水用資材では不十分な場合は、速やかに他市町村及び

水道資材取扱業者の支援を受け、配給用容器、非常用水筒等の応急給水用資材を調達する。 
（５）飲用井戸及び受水槽等による給水 

ア  地震による水質悪化、汚染が懸念されるため、基本的には飲料水としての使用は好まし

くないが、やむを得ず、飲用する場合は煮沸消毒するか、消毒剤を添加した上で飲用に供

する。 
イ  水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は仮設給水栓に準じ給水する。 

（６）飲料水の衛生確保 
ア  給水する飲料水の残留塩素濃度を測定し、適切に消毒されていることを確認する。 
イ  残留塩素が確保されていない場合は簡易型消毒設備又は塩素消毒剤等により消毒を徹底

した上で応急給水する。 
（７）生活用水の確保 

ア  市及び県が所有する井戸、更に市民が所有する井戸の設置状況をあらかじめ把握し、緊

急時に生活用水の給水拠点として使用できるよう配慮する。 
イ  水道水源以外の水、雨水等に消毒剤を添加し、水洗トイレの流し水、手洗水等への利用
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を図る。 
（８）積雪期への配慮 

積雪期における給水は、給水車による運搬給水が困難となることが予想されるため、消雪

用井戸等の代替水源等による給水方法を事前に検討する。 
（９）要配慮者に対する配慮 

高齢者、障害者等の要配慮者、中高層住宅の利用者への給水に当たっては、ボランティア

活動や住民相互の協力体制を含め、きめ細かな給水ができるよう配慮を要する。 
（10）整備書類 

上下水道部長は、次の書類を整備する。 
ア 水道施設関係被害調査表（災害様式６） 
イ 飲料水供給費（災害救助法第１２号様式） 
ウ 支払関係証拠書類 

  
９９    応応急急復復旧旧計計画画  

上下水道部長は、優先順位を明確にし、衛生対策や積雪期の対応等を十分に配慮し、関係機

関との連絡調整を図りながら可能な限り速やかに応急復旧を行う。 
（１）計画フロ－図 

（２）応急復旧範囲の設定 
応急復旧は、各戸１給水栓程度の復旧までとし、以降の給水装置の復旧は、所有者に委ね

る。 
（３）復旧作業手順 

原則として取水施設、導水施設、浄水施設を最優先とし、次いで送水管、配水本管、配水

管、給水装置（各戸１栓程度）の順に作業を行う。 
（４）優先順位 

ア  医療施設、避難場所、要配慮者利用施設等の復旧作業を優先的に行う。 
イ  応急給水の拠点への復旧作業を優先的に行う。 

（５）応急復旧資機材の確保 
市が確保している応急復旧用資機材では不十分な場合は、速やかに他市町村及び水道工事

業者等の支援を受け、削岩機、掘削機等の応急復旧資機材等を調達する。 
（６）積雪期への配慮 

積雪期の応急復旧作業には施設や道路等の除雪作業が必要となるため、除雪要員を確保す

配水管図面等の準備 

復 旧 資 材 の 調 達 

復 旧 作 業 

恒 久 対 策 

製造、取扱業者等からの調達 
他市町村からの調達 
水道工事業者からの調達 



地震災害対策編 
第１編第３章第３３節 

「給水・水道施設応急対策」 

- 310 - 

るとともに、道路管理者等の関係機関と除雪作業について連絡調整する必要がある。 
（７）配管給水の衛生確保 

応急復旧後の通水に当たっては、飲料水の遊離残留塩素濃度を適宜測定し、０．２mg/Ｌ
以上（結合残留塩素の場合は１．５mg/Ｌ以上）となるよう消毒を強化する。 

（８）ライフライン関係機関相互の情報交換、復旧対策の推進 
電気、下水道等の施設間で相互に被害状況を情報交換し、災害対策初動期における被害状

況の見積もりを総合的に行い、応急復旧対策計画を的確に策定する。 
 
1100    市市民民へへのの広広報報・・情情報報連連絡絡体体制制  

上下水道部長は、市民に対し断減水の状況、応急給水計画、応急復旧の見通し、飲料水の衛

生対策等について広報し、市民の不安の解消に努める。 
（１）第１段階の広報 

ア  迅速に、局地的な断減水の状況、応急給水計画、飲料水の衛生対策等の情報を防災無線、 
チラシ、掲示板及び広報車等により広報する。 

イ  報道機関、コミュニティ放送局等の協力を得て、多元的に広報するよう努める。 
（２）第２段階の広報 

長期的、広域的な復旧計画等の情報を主に広報誌、報道機関、コミュニティ放送局、イン

ターネット等を利用し、広報する。 
（３）情報連絡体制 

市及び県は被害状況、応援要請、市民への広報等について密接な連絡調整を図るため、相

互連絡体制を確立する。 

＜市及び県の情報連絡体制の例＞ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1111    恒恒久久対対策策計計画画  

上下水道部長は、応急的な復旧作業を終了した後に、全般的な漏水調査を実施し、完全復旧

を図るとともに、将来計画及び地震後の都市計画等を配慮し、計画的に施設面及び体制面での

災害予防対策を充実させ、恒久対策を推進する。 

県災害対策本部 

県 警 察 本 部 

消 防 本 部 

自 衛 隊 

国 ・ 関 係 機 関 

保 健 所 

報 道 機 関 

市 民 

・（公社）日本水道協会

新潟県支部 
・新潟県水道協会 
・新潟県水道工事業 
協同組合連合会 

応援水道事業者 

市 災 害 対 策 本 部 

上 下 水 道 部 

水

道

供

給

班 

水

道

復

旧

班 

水
道
下
水
道
情
報
計
画
班 

総

務

班 
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（１）漏水防止調査 
地上に噴出して発見できた漏水箇所のほかに、地下の漏水箇所を詳細に調査し、修理計画

を策定し、優先順位を定め、漏水を完全に防止する。 
（２）恒久対策計画 

原形復旧だけでなく、水道システム全体の耐震化、近代化の向上を図る。特に、軟弱地盤

の改良、老朽管の更新、管路の伸縮・可撓化等の耐震性の向上を図るとともに、配水区域の

ブロック化、配水本管のル－プ化、連結管のバイパスル－トの確保等によりバックアップシ

ステムの構築を図る。
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第第３３４４節節  公公共共下下水水道道・・農農業業集集落落排排水水施施設設等等応応急急対対策策                        

 
公共下水道・農業集落排水施設は、ライフライン施設として被災市民の生活に大きな影響を与

えることから、早期の復旧が求められるものである。 
したがって、市長は速やかな応急対策実施のために災害時の組織体制の確立を図り、被災箇所

の早期把握により的確な応急復旧措置を講ずるものとし、処理場、ポンプ施設においては最小限

の機能回復を行い、管路施設においては本復旧工事までの一時的な公共下水道・農業集落排水機

能の確保を目的とする。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 
なお、震災時においては市の体制だけでは困難な場合が多いことから、下水道・農業集落排

水技術職員等の派遣、機械器具・資材の提供及び施設復旧について、県、応援協定市町村、近

隣の市町村、建設業協会、県環境整備業協同組合及び下水道・農業集落排水施設の専門メーカ

ーのほか、公共下水道については下水道事業団、排水設備組合等の民間団体に、農業集落排水

については（社）地域資源循環技術センター、メーカー等の民間団体に広域的な支援を要請す

る。 

部 班 担  当  内  容 

上下水道部 総務班 

・部の庶務に関すること。 
・部の災害対策職員の把握及び配置異動に関すること。 
・部に係る広報に関すること。 
・報道機関への情報提供及び連絡調整に関すること。 
・電話対応に関すること。 
・窓口受付に関すること。 
・関係機関への必要な事務手続に関すること。 
・災害復旧に伴う被害額及び復旧費の算定並びに費用の記

録に関すること。 
・災害復旧に伴う工事等の請負契約に関すること。 
・災害復旧に伴う物件の購入契約に関すること。 
・部の職員に対する応急物資の配給に関すること。 
・部の車両の運行管理に関すること。 
・応援物資等の受入れ及び記録に関すること。 
・応援活動の記録に関すること。 
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 水道下水道情

報計画班 

・水道施設及び下水道施設の復旧方針の策定に関するこ
と。 

・被害状況及び復旧作業進捗状況の集約に関すること。 
・復旧計画の立案に関すること。 
・情報の審査に関すること。 
・故障修繕伝票の処理に関すること。 
・部内各班との災害対策状況の連絡に関すること。 
・部に係る被害状況及び復旧状況の集約及び報告に関する

こと。 
・国、県、日本水道協会等関係機関に対する被害状況及び

復旧状況の報告に関すること。 
・災害対策情報の集約及び記録の作成に関すること。 
・協定締結先等への協力依頼に関すること。 
・無線等の通信連絡に関すること。 

 下水道復旧班 

・排水及び下水道施設に係る苦情処理に関すること。 
・汚水及び雨水の受入れ並びに処理計画の総合統制に関す

ること。 
・下水道施設の復旧工事の実施に関すること。 
・下水道施設の被害状況の把握及び記録並びに下水道施設

の管守に関すること。 
・資材、備品等の調達及び管理に関すること。 
・工事施工及び災害査定に係る関係機関等への連絡調整に

関すること。 
・応急排水に関すること。 
・仮設排水に関すること。 
・関係業者の統括に関すること。 
・二次災害の防止に関すること。 
・その他下水道施設の復旧に関すること。 

  

２２  緊緊急急措措置置  

（１）非常事態対策本部の設置 
      上下水道部長は、災害により下水道施設に甚大な被害の発生又はそのおそれがある場合若

しくは市災害対策本部が設置されたときは、下水道施設等の応急措置を円滑、適切に行うと

ともに早期復旧を図るため、上下水道局内に非常事態対策本部を設置する。 
（２）職員の動員 

上下水道部長は、上下水道非常事態対策計画の職員動員表に基づき、迅速に職員を動員する。

職員自身が被災する場合もあるため、必要に応じ他部局の職員をも動員し、必要な職員数の確保

に努める。 
（３）被害調査の方法  

上下水道部長は、被害調査について、地震後の各段階に適合し、現地の被災状況を確実に

把握できる方法により実施する。 
  ア 震災復旧の第１段階（緊急点検・緊急調査） 

 処理場、ポンプ場については、被害状況の概要把握、大きな機能障害につながる二次災 
害防止のための点検及び調査を行う。 
 管渠については、必要に応じて被害の拡大、二次災害の防止のための点検（主に地表か 
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らの点検）を実施し、点検を踏まえ公共下水道・農業集落排水本来の機能確保により道路 
等他施設に与える影響の調査、重要な区間の被害概要の把握を行う。 

  イ 震災復旧の第２段階（応急調査） 
 処理場・ポンプ場については、施設の暫定機能確保のための調査、管渠については、被

害の拡大、二次災害の防止のための調査（管内、マンホール内までに対象を広げる）、公共

下水道・農業集落排水の機能的、構造的な被害程度の調査を行う。 
  ウ 震災復旧の第３段階（本復旧のための調査） 

 管渠については、マンホール内目視、テレビカメラ調査、揚水試験を行う。 
 
３３    応応急急対対策策ののたためめのの判判定定  

上下水道部長は、調査結果を下に、特に下記の事項に注意して応急対策が必要かどうかの判

定を行い、必要があると認められた場合は、適切な対処を行う。 
（１）管渠、処理場、ポンプ場施設の構造的な被害の程度 
（２）管渠、処理場、ポンプ場施設の機能的な被害の程度 
（３）管渠、処理場、ポンプ場施設の被害が他施設に与える影響の程度 
 
４４    ポポンンププ施施設設、、処処理理場場のの応応急急対対策策  

処理場、ポンプ場の応急復旧は、処理場施設の最小限の機能を回復させるために行うもので

あり、重要度（復旧順位）の高い機械配管等を優先して行う。応急復旧工事は本復旧工事まで

の一時的な処理場機能の確保を目的として行う工事であり、他施設に与える影響の程度ととも

に、処理場本来の機能である処理、排除機能を優先的に考慮する。 
このため応急復旧は、可搬式ポンプの設置及び仮設配管の布設による揚水機能の復旧、固形

塩素剤方式による消毒機能の回復等、処理場、ポンプ場の最低限の機能保持を目的として行う

ものである。 
 
５５    管管渠渠施施設設のの応応急急対対策策  

管渠の応急復旧工事は、本復旧工事までの一時的な公共下水道・農業集落排水機能の確保を

目的として行う工事であり、他施設に与える影響の程度とともに公共下水道・農業集落排水本

来の機能である下水の排除能力をも考慮して行う必要がある。 
このため応急復旧は、強力吸引車、バキューム車による下水の排除、管内の土砂しゅんせつ、

臨時の管路施設の設置等、公共下水道・農業集落排水排除機能の最低限の機能確保を目的に行

う。 
 

６６    本本復復旧旧ののたためめのの判判定定  

上下水道部長は、応急対策を行うに当たり、下記の事項に注意して本復旧の必要性を調査し、必要と判

断した場合は、公共下水道・農業集落排水施設復旧計画により適切な対処を行う。 

（１）管渠、処理場、ポンプ場施設の被害の程度 
（２）管渠、処理場、ポンプ場施設の余命 
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（３）管渠、処理場、ポンプ場施設の今後の利用計画等長期的な計画方針 
（４）他施設に与える影響の程度 
（５）被災地の特殊性 
 
７７    公公共共下下水水道道・・農農業業集集落落排排水水施施設設のの復復旧旧計計画画  

被害が発生したとき上下水道部長は、主要施設から漸次復旧を図る。復旧順序については、

処理場、ポンプ場、幹線管渠等の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管渠、桝・取付管の復

旧を行う。 
 
８８    利利用用者者へへのの協協力力要要請請  

公共下水道・農業集落排水施設の被害が、広範囲にわたり速やかな復旧が不可能な場合、上

下水道部長は、利用者に対して広報活動等により水洗トイレ、風呂等の使用を極力控え節水す

るよう協力要請するとともに、異常を発見した場合には、上下水道局へ通報するよう呼びかけ

を行う。 
 
９９    要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

（１）市は、避難所に要配慮者用のトイレを設置する。 
（２）市及び県は、被災箇所にバリケード等を設置し、要配慮者が進入し被災を受けないように

する。 
 
1100    積積雪雪期期のの対対応応  

積雪凍結時においては、通常時の状況把握、施設点検、応急復旧等の活動と比較して多くの

困難を伴うことから、通常時以上に除雪関係機関等と密接な連絡を保つものとし、処理場・ポ

ンプ場等の重要施設においては、特に個別の場内除雪体制を整備し、速やかな施設点検と円滑

な応急対策を実施する。 
  

1111  夏夏期期等等のの対対応応  

汚水の流出等により感染症の発生等のおそれがあるため、消毒剤の散布等の応急対策を実 

施する。 

 

1122  機機能能停停止止時時ににおおけけるる措措置置  

下水道施設の使用ができない場合、上下水道部長は、市民生活部環境衛生班が行う各地域の 

要所への簡易トイレ、仮設トイレ等の設置に協力するものとする。 

 

1133  整整備備書書類類  

上下水道部長は、次の書類を整備する。 
（１）公共下水道・集落排水施設関係被害調査表（災害様式６）
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第第３３５５節節  危危険険物物等等施施設設応応急急対対策策                                      

 
危険物等は、地震時における火災、爆発、流出等により、従業員は下より周辺住民に対しても、

大きな被害を与えるおそれがある。 
危険物等を取り扱う施設の管理者は、地震による被害を最小限にくい止めるとともに、施設の

従業員並びに周辺地域住民に対する危害防止のため、関係機関及び関係事業所と協力して応急対

策を実施するものとする。 

  

１１  各各主主体体のの役役割割  

（１）事業者等の役割 

   地震による被害を最小限にくい止めるとともに、施設の従業員及び周辺住民に対する危害

防止のため、関係機関及び関係事業所の協力を得て被害の拡大防止を図る。 

（２）消防機関等の役割 

   地震による危険物等施設の被害状況を把握し、関係事業所等と協力して被害の拡大防止を

図る。 

（３）県の役割 

地震による危険物等施設の被害状況を把握するとともに、関係機関と連絡調整を行い、市

町村に対し、危険物等施設の被害状況の周知及び危険物等により市民の生命及び身体を保護

するために必要と認められる場合の的確な避難誘導を要請する。 

（４）市の役割 

      危険物等施設の被害状況について効率的な広報を実施するとともに、危険物等により市民

の生命及び身体を保護するために必要と認められる場合は、避難の指示を行う。 

 

２２  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 
部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 

・県に対する各種報告に関すること。 
・災害情報の収集に関すること。 
・各部との連絡調整に関すること。 
・防災行政無線施設及び非常通信施設の機能確保及び操 
作並びに広報に関すること。 

総合企画部 広報・報道班 
・災害情報（応急対策の内容、民心安定のための情報、避
難の指示等）の広報に関すること。 

・災害情報をホームページに掲載すること。 
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３３  危危険険物物等等施施設設等等災災害害通通報報伝伝達達フフロローー図図  

（１）事業所における応急対策フロー（※は高圧ガスのみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国・県・市における応急対策フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

災害発生 

初動体制の確立 
関係事業所との連絡体制の確保 
近隣事業所との協力体制の確保 
移動車両への連絡 
※各協会・支会との連絡体制の確保 

自主防災活動 通報 
関係機関 
※各協会・支会への通報 
近隣事業所への通報 

自衛消防隊の編成 
装置等の緊急停止 
移送の停止 
施設系統の応急点検 

・※各協会・支会の協力 
・近隣事業所の協力 

消防機関等の消火活動 

鎮静化 関係機関へ連絡 

通報受理 
・情報収集 
・現地調査 
・連絡系統の確立 
・関係機関への通報 

出  動 
（情報の収集・伝達） 

消防 市 

災害警備活動 
・避難、誘導 
・警戒区域設定 
・交通規制等 

応援対策活動 
・災害広報 
・避難指示等 
・救出救護、応急手当 
・現地本部の設置 

警察 海上保安本部 

初 

動 

措 

置 
県 国の防災機関 

消火等活動 
・負傷者救出 
・医療機関への搬送 
・災害防御、拡大防止 
・危険物等の撤去 

災害対策本部 
・防災対策の総合調整 
・助言、指導 
・災害広報 

災害対策本部 

現地調査 

・被害状況調査 
・事故原因調査 

災 

害 

応 

援 

措 

置 

事
後
措
置 

環境モニタリング 

自衛隊 

連絡調整 

出動要請 

助言指導 

漏洩・火災 
等発生無し 

漏洩・火災 
等が発生 
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４４    危危険険物物等等施施設設のの応応急急対対策策  

危険物等取扱事業所の責任者及び管理者は、地震発生時に、次に掲げる措置を各施設の実態

に応じて講ずるとともに、市、消防機関及び県と連携して、被害の拡大防止と危害防止を図る。 
なお、火災、流出等が発生した場合において、危険物等施設の責任者及び関係機関の講じる

応急措置については、県の「危険物等事故災害対策編」に準ずるものとする。 
（１）共通の応急対策 

ア  関係機関との連絡体制の確保 
危険物等取扱事業所は、災害等により被災した場合、消防、警察等関係機関及び隣接事

業所に事故状況を伝達する等速やかに連絡体制を確保し協力体制を確立する。 
イ  災害発生時の自主防災活動 

危険物等取扱事業所は、災害発生時には、あらかじめ定めた自衛消防組織等の活動要領

に基づき自主防災活動を行う。 
ウ  危険物等施設の緊急停止と応急点検 

危険物等取扱事業所は、地震発生時には作業の停止、装置等の緊急停止を行うとともに、

直ちに応急点検を実施する。 
エ  危険物等施設の応急措置 

危険物等取扱事業所は、危険物等施設の被害状況及び付近の状況等について十分に考慮

し、現況に即した適切な応急措置を講ずる。 
（ア）危険物施設等の損傷等異常が発見されたときは、補修、危険物等の除去等適切な措置 

を講じる。 
（イ）危険物等による災害が発生した場合には、消火剤、オイルフェンス、中和剤等を十分 

活用し、現状に応じた初期消火や流出防御措置を行う。 
オ  周辺地域住民に対する広報等 

危険物等取扱事業所は、地域住民の安全を図るため、速やかに発災を広報し、避難誘導

等適切な措置を講じるとともに関係機関に市民への広報や避難誘導等の協力を求める。 
カ  隣接事業所との連携による対策の実施 

危険物等取扱事業所は、対応要領に基づき隣接事業所等との連携により災害に対処し、

被害の拡大防止に努める。 
（２）個別の応急対策 

ア  危険物、毒物劇物及び有害物質 
（ア）取扱従事者の応援体制の確保 

取扱事業所は、被災状況に応じ、隣接事業所等の危険物、毒物劇物取扱従事者及び公

害防止管理者等の協力を得て、適切な対応を図る。 
（イ）取扱事業所は、移送運搬中の責任者と速やかに連絡を取る。 

そのため、内部における連絡系統を明確にしておく。 
イ 火薬類 
  取扱事業所の責任者は、現場の消防、警備責任者等と連絡を密にして速やかに次の措置

を講じる。 
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（ア）保管、貯蔵又は運搬中の火薬類を安全な場所に移す余裕のある場合は、速やかにこれ

を行い、見張り人をつけて関係者以外の者の近づくことを禁止する。 
（イ）道路が危険であるか又は搬送の余裕がない場合は、火薬類を付近の水中等に沈める等

安全な措置を行う。 
（ウ）搬出の余裕がない場合は、火薬庫にあっては、入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、

木部には防火措置を行い、かつ、必要に応じて付近の市民に避難するよう警告する。 
ウ  高圧ガス 
（ア）施設の被害状況調査及び対応 

高圧ガス取扱事業所は、高圧ガス施設、設備、販売施設（容器置場）等を巡回し、ガ

ス漏えい検知器等による調査点検を行い、火災やガス漏えい等への対応を図るとともに、

通報、応援依頼等連絡を行う。また、高圧ガス販売事業所においては、販売先の一般消

費者消費設備について速やかに被害状況調査を行い、火災やガス漏えい等への対応を図

るとともに通報、応援依頼等連絡を行う。 
（イ）高圧ガス関係協会の対応 

ａ  新潟県エルピーガス協会 
各支会の取りまとめ及びＬＰガス販売事業者に関する被害情報収集、整理及び防災

関係機関、各支会、ＬＰガス販売事業所からの要請に対する対応を図る。 
ｂ  新潟県高圧ガス保安協会 

高圧ガス取扱事業所に関する被害情報収集、整理及び防災関係機関、高圧ガス製造、

一般高圧ガス販売事業者からの要請に対する対応を図る。 
ｃ  新潟県冷凍空調設備保安協会 

高圧ガスを使用した冷凍事業者に関する被害情報収集、整理及び防災関係機関、冷

凍の高圧ガス製造事業所からの要請に対する対応を図る。 
エ  放射性物質使用施設等 

地震の発生に伴う放射線使用施設及び放射性同位元素に関する事故措置に当たっては、

人命危険の排除を図るとともに、関係機関との連携を密にし、現況に即した応急対策を講

じる。 
また、災害の拡大を防止するため、放射線施設等の管理者は次に掲げる応急対策を講じ、

迅速かつ適切にその被害の防除に努める。 
（ア） 施設の破壊による放射線源の露出、流出等が発生した場合及びその危険がある場合は、 

その被害の拡大防止に努め、また被害状況に応じ警戒区域を設定するとともに、文部科

学省、消防本部等関係機関への通報を行う。 
（イ）放射線取扱主任者は、従事者に適切な指示をし、放射線被害の拡大防止に努める。 
（ウ）放射線被害を受けた者又は受けたおそれのある者がある場合は速やかに救出し、なお

付近にいる者に対し避難するよう警告する。 
（エ）放射線あるいは放射性同位元素の漏えいの発生又はそのおそれがある場合は、放射線

発生装置の電源を遮断し、余裕のあるときは放射性同位元素及び放射性同位元素装備機

器を安全な場所に移し、その場所の周辺には、縄を張り、又は標識灯を設け、かつ、見
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張り人を置き、関係者以外の立入りを禁止する。 
 
５５    危危険険物物等等流流出出応応急急対対策策  

陸上施設及び船舶等から、河川、海域等に大量の危険物等が流出又は漏えいした場合、次に

掲げる対策を講じ、迅速かつ適切にその被害の防除に努める。 
（１）地震等により当該流出事故が発生した場合、事故関係者、事故発見者及び通報受理者は、

速やかに市又は消防本部、海上保安機関、河川管理者、港湾管理者等関係機関に通報連絡す

る。 
（２）当該関係機関、船舶関係者及び危険物等取扱者は危険物等の大量流出による災害が発生し

た場合、それぞれの業務又は作業について、相互に密接な連絡を保つとともに、人員及び設

備、資機材等に関して防除対策が迅速、的確に実施できるよう協力して実施する。 
（３）当該関係機関、船舶関係者及び危険物等取扱者は、事故が発生した場合、災害の拡大防止

と迅速かつ適切な処理を図り、総合的な防除対策を推進するために必要な組織を整備する。 
（４）危険物等が大量に流出した場合、当該関係機関及び事業所は、自主的かつ積極的に次の防

除作業を実施する。 
ア  拡散を防止するため、オイルフェンス、むしろ、柵及び木材等の応急資機材を展張する。 
イ  オイルフェンス等により、流出範囲を縮小した危険物等を吸引ポンプその他により吸い

上げ、又は汲み取るとともに、必要に応じて化学処理剤により処理する。 
ウ  流出した危険物等から発生する可燃性ガスの検知を行い、火災及び健康・環境被害の未

然防止に必要な措置を講ずる。 
（５）有害物質が河川、海域等の公共用水域に流出した場合、地下に浸透した場合又は大気中に

放出された場合は、河川管理者、港湾管理者及び保健所等は人の健康の保護及び環境保全の

観点から必要に応じて環境モニタリング調査を実施するとともに、その結果を関係機関に速

やかに通報し、防除対策の実施等に資する。 
 

６６    市市民民にに対対すするる広広報報  

危険物等による災害が発生し、又は周辺に被害が拡大するおそれがある場合においては、関

係事業所及び隣接事業所の従業員、地域住民の生命、身体の安全確保と民心の安定を図るため、

次により必要な広報活動を実施する。 
なお、この応急対策は、第７節「避難及び避難所対策」と密接な連係を持つものである。 

（１）事業者の広報 
災害の態様規模によって、広報活動は一刻を争うこともあり、危険物等取扱事業所は、広

報車、拡声器等を利用し、迅速かつ的確に広報するとともに、市の防災関係機関に必要な広

報を依頼する。 
（２）市の広報 

災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、直ちに付近住民に災害の状況や避難の必

要性などの広報を行うとともに、県及び報道機関の協力を得て周知を図る。 
（３）県の広報 
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県は、災害の状況、避難の必要性の有無及び応急対策の状況等について関係機関と連絡を

密にし、広報車及びチラシ、掲示板等により広報するとともに、ラジオ・テレビ放送及び新

聞等報道機関の協力を得て周知を図る。 
また、ＦＭピッカラ等の地域型の放送手段施設に積極的に情報を提供して、広報活動の協

力を得るものとする。 
 

７７  要要配配慮慮者者にに対対すするる配配慮慮  

危険物等施設に災害が発生し又はそのおそれがある場合には、あらかじめ避難行動要支援者

の避難等を実施する。  

 

８８    整整備備書書類類  

危機管理部総合調整班長は、次の書類を整備する。 
（１）災害情報連絡・処理票（柏崎市災害応急対策実施要綱第４号様式） 
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第第３３６６節節  鉄鉄道道施施設設応応急急対対策策                                        

 
ＪＲ東日本は、地震が発生した場合、被害を最小限にとどめ、旅客の安全を確保するとともに、

迅速な応急復旧に努めるものとする。 
  

１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 
部 班 担  当  内  容 

危機管理部 総合調整班 

・災害情報の収集に関すること。 
・各部との連絡調整に関すること。 
・防災行政無線施設及び非常通信施設の機能確保及び操 
作並びに広報に関すること。 

・防災情報通信システムによる広報に関すること。 

総合企画部 

情報・交通班 ・鉄道、バス等の運行状況に関すること。 

広報・報道班 
・災害情報（応急対策の内容、民心安定のための情報、避

難の指示等）の広報に関すること。 
・災害情報をホームページに掲載すること。 

  

２２    鉄鉄道道施施設設応応急急対対策策フフロローー  

地 震 発 生 
 
運 
転 
規 
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全 
確 
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・運転規制 

・施設設備の安全確認 

在来線 

新幹線 

3 ｶｲﾝ以上～6 ｶｲﾝ未満 →所定運転 

6 ｶｲﾝ以上～12 ｶｲﾝ未満 →注意運転 

12 ｶｲﾝ以上            →運転中止 
18 ｶｲﾝ以上で運転見合わせ 
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内
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乗客の安全確保等 

施設、設備の復旧 

・乗客の避難、代替輸送等 

・応急復旧及び本復旧 
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３３    震震災災対対策策体体制制等等のの確確立立  

ＪＲ東日本（柏崎駅）は、震災時に対応する体制、震災対策マニュアル等を作成するとともに、次のよ

うな対策をとる。 

（１）体制の確立 
災害対策本部の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。 

（２）情報の伝達 
ア  防災関係機関、地方自治体との緊急な連絡及び部内機関相互間の情報伝達を円滑に行う

ために、次の通信設備を整備し、連絡調整を行う。 
（ア）緊急連絡用電話 
（イ）指令専用電話 
（ウ）ＦＡＸ 
（エ）列車無線 
（オ）携帯無線機等 
イ  地震計を整備するとともに、地震情報の伝達方法を定める。 

（３）防災上必要な教育、訓練 
関係者に対し、次の事項について防災教育を行うとともに、必要な訓練を実施する。 

ア  災害発生時の旅客の案内 
イ  避難誘導等混乱防止対策 
ウ  緊急時の通信確保・利用方法 
エ  旅客対策等 

（４）地震時の運転基準、運転規制区間 

地震発生時の運転基準は、その強度により次のとおり運転規制等を実施し、安全確認を行

う。 

ア 地震時の運転基準、運転規制区間をあらかじめ定める。 

区  分 規制区間Ⅰ（落石区間） 規制区間Ⅱ（一般区間） 

所定運転 
― 3 カイン以上～6 カイン未満 

25 ガル未満 40 ガル未満 

注意運転 
3 カイン以上～6 カイン未満 ６カイン以上～１２カイン未満 
25 ガル以上～40 ガル未満 40 ガル以上～80 ガル未満 

運転中止 
６カイン以上 １２カイン以上 
40 ガル以上 80 ガル以上 

（上越新幹線については、18カイン以上で列車の運転を見合わせる。） 

  ※使用基準単位（カイン、ガル）は各鉄道事業者による。 
イ 津波警報等発表時の取扱い 

      
  
  
  

津波注意報発表 

津波警報発表 

大津波警報発表 

要注意区間の情報収集 

運転中止 

運転中止 
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（５）旅客等に対する広報 
ア  駅等における利用客に対する広報 

災害時の旅客の不安感を除き、動揺、混乱を防止するため、駅構内掲示、放送等により

次の事項を利用客に案内する。 
（ア）災害の規模 
（イ）被害範囲 
（ウ）被害の状況 
（エ）不通線区 
（オ）開通の見込み等 
イ  列車乗務員の広報 

輸送指令からの指示、情報及び自列車の状況等を把握した上で、車内放送等により次 

の事項を乗客に案内し、動揺及び混乱の防止に努める。 

（ア）停車地点と理由 
（イ）災害の規模 
（ウ）被害の状況 
（エ）運転再開の見込み 
（オ）避難の有無・方法等 

（６）救護、救出及び避難 
ア  駅、列車等に救護、救出に必要な器具等を整備する。 
イ  災害による火災、建物倒壊、車両事故等により負傷者が発生した場合は、消防機関に通

報するとともに、負傷者の応急手当、乗客を安全な場所に移動させて適切な処置を行う。 
ウ  災害による列車の脱線転覆、衝突等の被害により多数の死傷者が発生した場合は、乗務

員等は協力して速やかに負傷者の救出、救護処置を行い、被害の概要、死傷者数及び救護

班の派遣等の必要事項を輸送指令に速報し、連絡を受けた輸送指令は、県、市、警察、消

防等に協力を依頼する。 
（７）代替輸送計画 

災害による運転不能線区の輸送については、新潟支社と協議の上、次に掲げる代替・振替

輸送等の措置を行い、輸送の確保を図る。 

ア  折り返し運転の実施及び運転不能線区のバス代行輸送 
イ  迂回線区に対する臨時列車の増強及び他社線との振替輸送 

（８）応急復旧対策 

災害の復旧に当たっては、早急な運転再開を図るため応急工事を実施し、終了後早急に本

復旧計画を立て実施する。 

ア  建設機材の現況把握及び運用 
復旧作業に必要な応急建設機材について関係箇所の配置状況、種類、数量及び協力が得

られる部外関係機関、関係協力会社等の手持ちを調査しておくとともに、借用方法、運用

方法について定めておく。 
イ  技術者の現況把握及び活用 
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復旧作業に従事する技術者等の技能程度、人員、配置状況を把握しておくとともに、緊

急時は関係会社に対し技術者等の派遣を要請する。 
ウ  災害時における資材の供給等 

災害時における資材の供給については、災害用貯蔵品の適正な運用を図るとともに、必

要なときは関係協力会社から緊急調達する等迅速な供給体制を確立するため、あらかじめ

定めておく。 
  エ 道路や河川等の災害復旧工事との連携 
    被災鉄軌道の早期復旧のため，鉄軌道事業者が実施する災害復旧工事と関連する道路や

河川等の災害復旧工事の事業者と連携するよう努める。 
    なお、各鉄道事業者は、必要に応じ広域的な応援態勢が的確に機能するよう、北陸信越

運輸局に調整を求める。 
（９）市民に対する広報 

運転の状況、復旧見通し等について、情報連絡体制を確立するとともに、報道機関の協力

を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞等により周知を図る。 
また、市や地域メディア（防災行政無線、ＦＭピッカラ等）に、積極的に情報を提供して

広報活動の協力を得る。 
（10）市への報告 

被害（人的、施設等）の状況、復旧見込み、代替輸送の方法等は、新潟支社と打ち合わせ

た後、速やかに市へ報告する。
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第第３３７７節節  公公共共土土木木施施設設等等災災害害応応急急対対策策                                

 
地震発生時における道路機能の確保は、発生直後の救急活動や火災等の二次災害への対処、水・

食料等の緊急物資等の各種応急対策活動を支え、都市機能の回復を図るためには最も重要であり、

周辺住民の避難等の円滑化、ライフライン施設の早期復旧も勘案し、施設の被害状況の把握、道

路啓開及び応急復旧工事を迅速かつ的確に行い、道路機能を確保する。 
また、河川、海岸保全、地すべり防止等の施設は、日常生活での生命の安全と財産の保全を目

的とするとともに、地震発生時の応急対策活動では防災上の根幹施設として重要な役割を果たす

ものである。 
このため、これらの施設については、地震による施設損壊箇所の機能確保のために応急対策の

体制を整備し、関係機関が相互に連携を図り迅速な対応を図る。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

都市整備部 

総務班 ・高速道路の交通情報の収集に関すること。 

建設班 

・道路、河川、橋りょう、がけ地等の災害危険箇所の被害調
査、点検、パトロール、応急対策及び応急復旧に関するこ
と。 

・交通規制及び立入制限区域の安全管理に関すること。 
・道路交通情報の収集及び報告に関すること。 
・緊急輸送道路の確保及び確保要請に関すること。 
・路上障害物等（降積雪を含む。）の排除に関すること。 
・関係機関等との連絡調整に関すること。 

産業振興部 農林水産班 
・農林水産業関係の被害調査に関すること。 
・農林水産施設等の応急対策及び応急復旧に関すること。 
・関係機関等との連絡調整に関すること。 

上下水道部 

水道下水道情報

計画班 
・被害状況及び復旧作業進捗状況の集約に関すること。 

・復旧計画の立案に関すること。 

水道復旧班 
・取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水計画の総合統制に
関すること。 

・水道施設の被害状況の把握及び記録並びに水道施設の管守に関
すること。 

下水道復旧班 

・汚水及び雨水の受入れ並びに処理計画の総合統制に関する

こと。 
・下水道施設の被害状況の把握及び記録並びに下水道施設の管守

に関すること。 
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２２    道道路路及及びび橋橋りりょょうう施施設設等等応応急急対対策策計計画画  

（１）被災状況の把握及び施設点検 
震度４以上の地震が発生した場合は、主要な橋りょう・トンネル等の構造物、異常気象時

における事前通行規制区間、土砂崩壊・落石等の危険箇所等の緊急点検を行う。 
また、地すべり監視員等の活用により被害状況の把握の迅速化を図るとともに、協定業者

及び道路巡視員等からの道路情報を収集する。 
（２）緊急措置及び緊急通行機能の確保 

緊急点検結果に基づき、交通規制等の緊急措置を実施するとともに、緊急通行車両等の通

行のために道路啓開を実施し、２車線(被害の状況によりやむを得ない場合は１車線)を確保

する。 

ア 緊急の措置等 
道路利用者の安全確保を図るため、被害箇所・区間において関係機関と連携を図り、必

要に応じて交通規制等の緊急措置を講ずる。また、必要に応じて迂回道路の選定、その誘

導等の措置を関係機関と調整し、道路機能の確保に努めるとともに、道路情報の広報に努

める。 

イ 道路啓開 
（ア）関係機関との調整を図り、路上障害物の除去や簡易な応急復旧作業により道路啓開を

行う。また、被災状況等により自衛隊の災害派遣が必要な場合は、知事に派遣要請を依

頼する。 
（イ）放置車両や立ち往生車両等が発生した場合で、緊急通行車両の通行を確保するため緊

急の必要があるときは、道路管理者としてその区間を指定し、運転者等に対し車両の移

動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行う。 
（ウ）道路啓開は、可能な限り迅速に行い、通行を確保する。被害の状況により、危険を回

避するため、誘導員及び監視員を置き、徐行誘導等を行う。 
（エ）路上の障害物の除去について、市、警察、消防機関及び自衛隊災害派遣部隊等は、状

況に応じ協力して必要な措置をとる。 
（オ）防災活動拠点等とのアクセスの確保 

上記の緊急の措置及び道路啓開等に当たっては、防災活動拠点、輸送拠点、緊急物資

集積拠点、その他公共施設とのアクセス道路の機能確保を優先して行うとともに、各道

路管理者は連携し、協力・支援等を行う。 
ウ  応急復旧 
（ア）応急復旧工事は道路啓開の後、施設の重要度・被災状況等を検討し、迅速かつ的確に

順次実施する。 
（イ）道路管理者は柏崎建設業協同組合に協力を求め、障害物の除去、応急復旧等に必要な

人員、資機材等の確保に努める。 
エ  防災機関等への連絡 

市は、地震による道路の被害状況、措置状況の情報を、各防災関係機関へ速やかに連絡

する。 
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オ  交通規制 
震災発生と同時に警察と協力して交通規制を行い、ラジオ、標識、情報板、看板及び道

路管理者所有のパトロール車等により、通行者に対し道路情報等を提供する。 
カ  占用施設 

上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害が発生した場合は、当該施設管理者

は市及び道路管理者に通報する。緊急時には現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知等住

民の安全確保のための措置をとり、事後速やかに連絡するとともに応急復旧を実施する。 
また、道路管理者は必要に応じて協力、支援等を行う。 

 
３３    農農道道応応急急対対策策計計画画  

産業振興部農林水産班は、集落との連絡農道の交通を確保するため、被害状況、障害物の状

況等を調査し、緊急度に応じて応急復旧作業及び障害物の除去等について、迅速な措置をとる。 
また、通行が危険な道路については、県、警察機関等に通報するとともに通行禁止等の措置

を講ずる。 
 
４４    河河川川、、海海岸岸保保全全及及びび地地すすべべりり防防止止施施設設等等応応急急対対策策計計画画  

応急対策は、震災直後の対策として各所管施設の必要とする機能の確保を目的とし、二次災

害の防止等の観点からの応急対策を実施する。 
（１）被害状況の把握及び施設点検 

震度４以上の地震が発生した場合、各班は、地震による被害の実態を把握して応急活動の

円滑を期するため、関係機関や市民からの情報収集及び主要施設の点検を行い、被災状況を

迅速かつ的確に把握して関係機関との協力体制を確立する。 

（２）応急対策 
点検において異常や被災が確認された施設については、二次災害の防止等の観点からその

危険の程度を調査して、関係機関等及び柏崎建設業協同組合等と密接な連絡の下に人的な被

害を拡大させないよう、各班は次に記す施設別に適切な措置を講ずる。 
ア  河川管理施設 
（ア）堤防等河川構造物の損傷箇所の応急措置の実施 

堤防等河川構造物や頭首工、排水機場等の河川に関連する施設の損傷は、震災後の出

水で破堤等重大な災害につながるおそれがあるため、震災直後の点検や調査で異常が確

認された場所については、資材や施工規模を考えて応急措置を施す。 
（イ）低標高地域の浸水対策の実施 

低標高地域では、浸水が長期化しやすく復旧工事等災害支援の障害ともなるため、浸

水の原因となっている箇所の応急復旧と、可搬式ポンプや稼動可能な排水機場施設を利

用した浸水対策を実施する。 
（ウ）浸水被害の拡大防止と浸水を原因とする事故等の発生防止対策の実施 

民生安定の観点から、浸水被害が拡大するおそれがある地域については、その原因と

なる箇所の締切工事を行うとともに、危険な箇所は人的な事故の発生を防止するため、
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立入禁止等の必要な措置を実施する。 
（エ）危険物、油流出等事故対策の実施 

地震により発生した危険物等の流出や油流出等の事故については、二次的な被害を防

止するため下流住民への情報提供や、汚染の拡大を防止するための対策を実施する。 
イ ダム施設 
（ア）ダム施設に異常が認められた場合の関係機関及び一般住民への連絡、通報 

地震後の点検等によりダム施設に漏水や変形等、ダムの挙動で異常が認められ、かつ

急速に拡大するおそれがある場合には、各ダムの操作規則に基づいて関係機関並びに一

般住民への連絡、通報を行う。 
（イ）貯水位制限等の対策の実施 

地震後の点検等により（ア）に記した異常が認められた場合には、その程度に応じて

貯水位制限等ダムに作用する外力を低減するための対策を実施する。 
（ウ）止水処理等の応急的措置の実施 

地震後の点検等により（ア）に記した異常が認められた場合は、その程度に応じた対

策を実施するとともに臨機に止水処理等の応急的措置を講ずる。 
ウ 農業用施設 
（ア）農業用施設の主要構造物についての詳細被害調査 

地震後、土地改良区及び災害協定を締結している新潟県農業土木技術協会等と連携し

て、農業用施設等の危険箇所等の緊急点検を行い、異常が認められた場合は、農業用施

設等の急激な崩壊を防止するために施設の重要構造物についての詳細な被害調査を実施

する。 
（イ）農業用ため池施設等下流の人家集落及び関係機関への連絡、通報 

被害状況を的確に把握するとともに施設に甚大な被害が発見されて危険な状態が予想

される場合は、農業用ため池施設等の下流に位置する人家、集落及び道路等施設管理者

に連絡、通報し、適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行い、二次災害の防止に

努める。また、被災し危険な状態にある箇所については、パトロールによる巡回・監視

し危険防止の措置を行うこととする。 
（ウ）農業用ため池施設等の管理者に対する必要に応じた指導、助言 

地震により農業用ため池施設等に被害が発生した場合は、市は、農業用ため池等の管

理者である土地改良区等の施設管理者に適切な指導及び助言を行って、降雨による異常

出水等に対する対策を行う。 
エ 海岸保全施設 
（ア）被害の拡大防止及び二次災害発生防止のための対策 

海岸保全施設では地震のみでなく津波等により災害を受けやすく、気象等による波浪

で被害が拡大しやすい。そのため、地震により被害を生じた箇所では、地震直後の陸地

での被害の拡大防止措置や二次災害発生防止のための応急的措置のほか、海上が安定し

た段階で応急資材を用いた対策を行う。 
（イ）事故等人的被害の発生防止のための対策の実施 
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海岸保全施設では、地震及び津波等で施設そのものの損傷や海岸線での予想外の被害

が生じやすい。そのため、点検等で確認した被災箇所については、人的被害の発生を防

止することを目的に、人の進入を禁止するための対策を講ずる。 
（ウ）被災地の巡視等危険防止のための監視 

地震及び津波等で被災し危険な状態にある箇所については、パトロール要員等を配置

して巡回を行い、監視による危険防止の措置を講ずる。 
オ 地すべり防止施設 
（ア）危険区域に位置する人家集落及び関係機関への連絡、通報 

地震により地すべり防止施設に被害が生じ、下方の人家集落及び道路等に危険が及ぶ

と思われる場合は、関係者及び関係機関に通報し、安全の確保に努める。 
（イ）避難の勧告、指示 

地すべりが進行し、下方の人家集落に危険が及ぶと推察される場合は、避難の勧告又

は指示を行う。 
（ウ）危険物、障害物等の除去及び増破防止工事の実施 

地すべりが発生した地域に危険物や障害物が存在する場合は、地すべりが進行して危

険な状態になる前にこれらを除去し、地すべりの進行を抑えるための増破防止工事を実

施する。 
（エ）被災地の巡視等危険防止のための監視 

地震により地すべりが発生した場合やその兆候が見られるときは、巡回パトロール等

を行い、時間の経過に伴う状況の推移を監視する。 
カ 急傾斜地崩壊防止施設 
（ア）危険箇所に存在する人家、集落及び関係機関への連絡、通報 

地震により急傾斜地崩壊防止施設等に被害を生じたりそのおそれが生じた場合には、

危険な箇所に存在する人家集落並びに道路管理者等関係機関への連絡、通報を行う。 
（イ）避難の勧告、指示 

地震により急傾斜地崩壊防止施設等に被害を生じ被害が拡大するおそれがある場合は、

被害の程度及び状況の推移に応じて避難の勧告又は指示を行う。 
（ウ）被災地域の巡視等危険防止のための監視 

急傾斜地での崩壊や急傾斜地崩壊防止施設で被害を受けた場合には、被災地域での二

次的被害の発生を防止するため、巡回パトロールや要員の配置等により危険防止のため

の監視を行う。 
キ 砂防施設 
（ア）砂防施設下流の人家集落並びに関係機関への連絡、通報 

地震により砂防施設が被害を受けた場合は、地震後の降雨による出水で土砂の異常流

出等が生じやすくなるため、その被災程度を砂防施設下流の人家集落並びに県等関係機

関へ連絡、通報し注意を促す。 
（イ）被災地域の巡視等危険防止のための監視 

地震により砂防施設が被害を受けた場合は、その被害の程度に応じて巡回パトロール
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等を行うとともに地元住民を通じて河川の濁りの変化や水量の変化等に注意を払って、

二次災害等に対する危険防止のための監視を行う。 
（３）応急工事 

応急工事は、被害の拡大防止に重点を置いて、各施設管理者は被害の状況、本復旧までの

工期、施工規模、資材並びに機械の有無を考慮して、応急工事として適切な工法により実施

する。 

  

５５    交交通通安安全全施施設設応応急急対対策策計計画画  

県警察本部（柏崎警察署）は、次の措置を講ずるものとする。 
（１）信号機等の緊急措置 

地震により信号機等交通安全施設の損壊、故障が発生した場合、柏崎地域内並びに関連道

路の交通の安全と緊急通行車両等の通行の円滑化を図る。 

（２）交差点における交通の整理 
柏崎地域内及び関連道路の主要交差点には、交通整理員を配置するほか、非常用電源付加

装置を設置し、交通の安全と円滑化を図る。 
（３）交通情報提供装置による情報提供 

一般運転者に対し、交通管制センターの交通情報板、集中可変標識、路側通信装置による

情報提供を行い、柏崎地域内への一般車両の流入を防止する。 
（４）交通規制 
   大規模な地震が発生した場合、交通の混乱防止、住民避難路の確保及び災害応急対策の円

滑な実施を図るため、道路交通規制を実施する。 

 

６６  応応急急対対策策用用資資機機材材のの確確保保  

（１）応急対策用資機材は、手持ちの資機材が不足の場合、地元の業者を通じて確保する。 
（２）災害の規模及び状況により資機材を確保することが不可能又は困難なときは、他の実施責 

任者から調達、あっせんの手段を講じて確保する。 
（３）業者の請負に付して工事を行うときは、支給材料を除き、すべて請負業者に確保させるも 

のとする。 
  

７７    市市民民にに対対すするる広広報報  

広報活動の内容は、おおむね次の事項について行う。 
（１）所管施設の被害及び機能状況に関する事項 
（２）施設利用者の危険防止及び理解と協力を求めるために必要な事項 
（３）緊急交通路の状況、復旧の見通し等に関する事項 
（４）浸水及び河川水質の異常状態等に関する事項 
（５）その他本部の活動に関して広報を行う必要がある事項 

上記内容の広報活動は、防災行政無線、広報車及びチラシ、掲示板等により広報するととも

に、ラジオ、テレビ等放送媒体及び新聞等の広報機関の協力を得て周知を図る。また、ＦＭピ
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ッカラには、積極的に情報を提供して広報活動の協力を得る。 

 
８８    積積雪雪期期のの対対応応  

（１）被災状況の把握及び施設点検 
積雪期では雪が障害となり、施設の被害状況が通常の場合と比較して、雪の下や凍結等に

より、十分な点検が行えないことも想定されるので、事前に調査した危険箇所等を考慮して、

効率的に点検を行い、速やかに被災状況を報告する。 
また、積雪状況によって、陸路による施設の点検及び被害状況の把握が困難な場合も予想

されることから、ヘリコプターの活用による調査方法等も検討する。 
（２）緊急措置及び応急復旧 

積雪時においては、雪崩の発生及びそれに伴う河川の堰止めとその後の決壊による下流へ

の被害など特有の被害が想定されるため、被災状況、気象情報等を十分に勘案し、的確かつ

迅速な緊急措置及び応急復旧活動を実施する。 

  

９９  整整備備書書類類  

都市整備部建設班長、産業振興部農林水産班長、上下水道部水道復旧班長及び下水道復旧班

長は、次の書類を整備する。 
（１）河川・斜面被害・道路・農地関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第３号様

式） 
（２）支払関係証拠書類
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第第３３８８節節  農農林林水水産産業業等等応応急急対対策策                              

 
震災時においては、農業生産基盤の被災、農業用施設の損壊、家畜のへい死及び飼養施設の損

壊、林道・治山施設の被災、水産施設の被災等が予想される。 
市、県、農林水産業関係団体等は、緊密な連携の下に被害状況の把握及びその応急対策に努め

る。 
 
１１  実実施施担担当当部部及及びび班班  

市における担当部及び班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

産業振興部 農林水産班 
・農林水産業関係の被害調査に関すること。 
・農林水産施設等の応急対策及び応急復旧に関すること。  
・漁港区域内の津波対策に関すること。 

 

２２    農農業業生生産産基基盤盤施施設設（（頭頭首首工工、、排排水水機機場場、、用用水水路路、、農農地地等等））のの応応急急対対策策  

（１）被害状況の把握 
産業振興部農林水産班長は、柏崎土地改良区及び農家組合等と相互に連携し、農地及び頭

首工、排水機場、用排水路、ため池等の農業用施設の被害状況を把握し、柏崎地域振興局農

業振興部を通じ県農地部に報告する。 

（２）応急対策 
ア  土地改良区及び農家組合等は、農業生産基盤施設の被害状況に応じ、次の応急対策を実

施する。 
（ア）施設被害拡大防止のための応急措置 
（イ）出水等により、広範囲にわたる農地に湛水の危険があり、農作物被害が発生するおそ

れがある場合、揚排水ポンプによる当該地域の総合的な排水対策 
（ウ）農地等の地すべり又は亀裂が発生した場合は、シートで覆う等その拡大防止のための

措置 
（エ）農地等の地すべり、ため池堤の損壊等により、人家、道路施設等に直接被害を与え、

又は与えるおそれがある場合は、警察、消防機関等の協力を得て、迅速・的確な住民避

難及び交通規制等の措置（広報対策を含む。） 
（オ）被災し危険な状態にある箇所についてはパトロール要員等配置し、巡回・監視による

危険防止の措置を講ずる。 
イ  産業振興部農林水産班長は、農地及び農業用施設の被害の状況から、やむを得ず緊急的

に復旧が必要と認められる場合は、所要の手続をとり、災害査定前に復旧工事に着手する。 
 
３３    農農作作物物及及びび農農業業用用施施設設  

（１）被害状況の把握 
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産業振興部農林水産班長は、農業協同組合及び農業共済組合等と相互に連携し、農業用施

設の被害状況（農作物の被害を含む。）を把握するとともに、被害情報を柏崎地域振興局農業

振興部を通じ県農林水産部に報告する。 
（２）二次災害防止のための緊急対策 

産業振興部農林水産班長は、農業用施設被害の状況により必要があると認めたときは、二

次災害を防止するため、農業協同組合及び農家に対し、次の指導又は指示を行う。 
ア  余震等による農舎、カントリーエレベーター、水稲育苗用施設及び園芸ハウス等の倒壊

による人身被害の防止措置 
イ  農業用燃料の漏出防止措置 

（３）応急対策 
産業振興部農林水産班長は、農業協同組合及び農業共済組合等と相互に連携し、農作物及

び農業用施設の被害状況に応じ、次の応急措置を講じるよう関係者を指導する。 
ア 農作物の病害虫発生予防のための措置 
イ 病害虫発生予防等のための薬剤の円滑な供給 
ウ 応急対策用農業用資機材の円滑な供給 
エ 農作物の生育段階に対応する生産管理技術指導 
オ 被災し危険な状態にある箇所についてはパトロール要員等配置し、巡回・監視による危

険防止の措置 
 
４４    家家畜畜及及びび家家畜畜飼飼養養施施設設  

（１）被害状況の把握 
産業振興部農林水産班長は、酪農にいがた及び農業共済組合等と相互に連携し、家畜及び

家畜飼養施設の被害状況を把握するとともに、被害情報を柏崎地域振興局農業振興部を通じ

県農林水産部に報告する。 
（２）二次災害防止のための緊急対策 

産業振興部農林水産班長は、家畜飼養施設被害の状況により必要があると認めたときは、

二次災害を防止するため、酪農業協同組合及び農家に対し、次の指導又は指示を行う。 
ア  余震等による畜舎の二次倒壊による人身被害の防止措置及び生存家畜の速やかな救出措

置 
イ  家畜の逃亡防止及び逃亡家畜の捕獲、収容による市民への危害防止措置 

（３）応急対策 
産業振興部農林水産班長は、酪農業協同組合及び農業共済組合等との連携・協力の下に家

畜被害に対する次の応急対策を講じるよう関係機関に要請等を行う。 
ア  死亡家畜の円滑な処分及び廃用家畜の緊急と殺処分 
（ア）家畜死体の受入体制の確保 

自有処分地の確保又は新潟県化製興業㈱ 
（イ）家畜死体の埋却許可 

柏崎健康福祉事務所 →  県福祉保健部 
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（ウ）家畜廃用認定 
中越農業共済組合柏崎支所 → 県農業共済組合連合会 

（エ）家畜緊急輸送車両 
県家畜商組合 

（オ）障害による廃用家畜緊急と殺に対する検査 
食肉衛生検査センター 

イ  家畜伝染病の発生及びまん延防止のための予防接種、畜舎消毒等 
（ア）家畜飼養農家に対する指導 

中越家畜保健衛生所 
（イ）被災家畜の健康診断及び畜舎消毒 

中越農業共済組合柏崎支所 
（ウ）家畜伝染病予防接種体制の確保 

中越家畜衛生協会 
ウ  動物用医薬品（治療、消毒、予防）及び器材の円滑な供給 

中越家畜衛生協会 
エ  家畜飼料及び飼養管理用資機材の円滑な供給 

酪農にいがた農業協同組合柏崎支所、全国農業協同組合連合会新潟県本部、新潟県酪

農業協同組合連合会、県飼料卸商組合 
  
５５    林林道道・・治治山山施施設設  
（１）被害状況の把握 

産業振興部農林水産班長は、町内会長及び柏崎地域森林組合等と相互に連携し、林道・治山

施設の被害状況を把握するとともに、長岡地域振興局農林振興部を通じ被害情報を県農林水産

部に報告する。 

（２）応急対策 

ア 産業振興部農林水産班長は、林道・治山施設の被害状況に応じ、次の応急措置を講ずる。 
（ア）山腹崩壊、地すべり、治山施設等の被害により、人家、道路施設等に直接被害を与え、又

は与えるおそれがある場合は、警察、消防機関等の協力を得て、迅速・的確な住民避難及び

交通規制等の措置（広報対策を含む。） 
（イ）地すべり又は亀裂等が生じた場合は、シートで覆う等その拡大防止 
（ウ）倒木被害（人家、道路）が発生した場合は、市民の協力を得て速やかな除去 
（エ）林道の通行に危険があると認めたときは、通行止め等の措置 
イ  産業振興部農林水産班長は、県農林水産部から災害査定前着工の指示があった施設の速や

かな復旧工事を実施する。 
 
６６    水水産産施施設設  

（１）被害状況の把握 
産業振興部農林水産班長は、漁業協同組合等と相互に連携し、漁港施設及び水産施設等の

被害状況を把握するとともに、被害情報を県農林水産部に報告する。 

（２）緊急対策 
ア  産業振興部農林水産班長は、水産施設被害の状況から二次災害発生防止のため必要があ
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ると認めた場合は、船舶燃料等の漏出防止措置と流出油への引火防止措置を漁業協同組合

に指示する。 
イ  大規模な燃料流出等の場合にあっては、第九管区海上保安本部、警察署、消防署、県農

林水産部に応急対策を要請する。 
（３）応急対策 

ア  市及び漁業協同組合等は、水産施設の被害状況に応じ、次の応急措置を講じる。 
（ア）船舶活動支援施設（給油、給水）の応急修繕 
（イ）県指導漁業無線局による就航船舶、出漁漁船に対する漁港施設被害情報の提供 
（ウ）冷凍・冷蔵施設が被災した場合、他漁港への移送又は緊急出荷等に関し、その受入先

の確保及び調整等 
イ 産業振興部農林水産班長は、県農林水産部から災害査定前着工の指示があった施設の速

やかな復旧工事を実施する。 
 
７７  整整備備書書類類  

産業振興部農林水産班長は、次の書類を整備する。 
（１）河川・斜面被害・道路・農地関係情報処理連絡票（柏崎市災害応急対策実施要綱第３号様 

式） 
（２）支払関係証拠書類
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第第３３９９節節  商商工工業業応応急急対対策策                                          

 
地震などに遭遇した場合において、商工業の事業資産の損害を最小限にとどめ、事業の継続あ

るいは早期復旧を図る。また、緊急時における企業活動への支援を行う。 
 
１１  実実施施責責任任者者及及びび担担当当部部、、班班  

市における担当部、班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

産業振興部 
商業観光班 ・商業・観光関係の被害調査並びに応急対策に関すること。 

物資供給班 ・工業関係の被害調査並びに応急対策に関すること。 

 
２２  被被災災状状況況のの把把握握  

商工会議所・商工会・各種組合団体等に協力を要請し、管内の商工業の被災状況を迅速かつ

適切に把握できる体制の整備に努め、被災状況を県に報告する。  

  

３３  関関係係機機関関へへのの協協力力・・支支援援要要請請  

被災の状況に応じ、金融機関、機械メーカー、輸送業者、商工団体等、関係機関に対し必要

な支援・協力を要請する。 
  

４４  中中小小企企業業者者へへのの周周知知  

行政等の支援策について、被災中小企業者等に周知する。 

  

５５  相相談談窓窓口口のの設設置置協協力力  

県が設置する、被災中小企業者等の相談に応じるための現地相談窓口の設置に協力する。 
  

６６  企企業業・・事事業業所所のの責責務務  

  災害による事業中断を最小限にとどめるため、リスクマネジメントの実施に努め、ＢＣＰ（事

業継続計画）を策定するなど危機管理体制を構築し、災害時にはこれにより必要な初動対策を

講ずる体制づくりに努める。 

  

７７  商商工工団団体体のの責責務務  

（１）会員・組合員等の被災状況を把握する。 
（２）商工会議所・商工会は被災中小企業者等の相談に応じるための現地相談窓口の設置に協力

する。 
（３）行政等の支援策に関する情報を会員・組合員等に周知する。 
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第第４４００節節  住住宅宅等等応応急急対対策策                                                                                

 
地震災害時における応急仮設住宅の設置及び応急修理について、次のとおり定める。 
災害により住家が滅失した被災者のうち自己の資力では住宅を確保できない者について、災害

救助法に基づく応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を設置し被災者を収容する。また、

災害により住家が半壊（焼）し、自らの資力により応急修理をすることができない者等について、

住宅の応急修理を実施してその援護を推進する。 
また、住宅が滅失した被災者に公営住宅等の空家を仮住宅として提供するとともに、民間賃貸

住宅への入居を希望する場合は、物件情報を提供し、被災者の居住の安定を図る。 
避難施設、要配慮者利用施設、教育施設、市庁舎等に被害があった場合は、市民の生命、身体

の安全確保及び業務の遂行ができるよう応急措置をし、公共施設としての機能の維持を図る。 
 
１１  実実施施責責任任者者及及びび担担当当部部、、班班  

（１）知事は、災害のため住家が滅失した被災者のうち、自らの資力で住宅を確保することが 
できない者に対し、災害救助法の適用により、一時的に供与することを目的とした応急仮設 
住宅の設置を行う。 

（２）市長は、災害により住家に被害（半壊又は半焼）を受けた者で、自らの資力で応急修理の 
できない者に対して、災害救助法の適用により、居室、便所、炊事場等日常生活に欠くこと 
のできない部分について、最小限度必要な補修の措置を行う。 

（３）市長は、災害救助法が適用されない程度の災害の場合においても必要があると認めるとき 
は、応急仮設住宅の供与について、災害救助法の適用基準に準じて行う。 

（４）市における担当部、班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

都市整備部 住宅班 

・避難所の応急危険度調査に関すること。 
・家屋等の応急危険度調査に関すること。 
・公共施設の応急復旧に関すること。 
・応急仮設住宅等の建設及び入居者の選定に関すること。 
・住宅等の応急対策に関すること。 

 

２２  被被災災建建築築物物・・宅宅地地のの調調査査  
（１）被災建築物応急危険度判定士による調査 

ア 都市整備部住宅班は、災害状況等の情報収集を行い、応急危険度判定の実施を決定す

る。 
イ 決定後、判定実施計画を作成し、地元の被災建築物応急危険度判定士を参集する。 
ウ 応急危険度判定を迅速かつ的確に実施することにより、被災建築物の余震等による   
倒壊や部材落下等による二次災害の発生を防止し、市民の安全を確保するとともに、市

民への周知、注意喚起及び建築物の被災状況の把握に努める。 
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エ 相当数の建築物に被害が生じた場合は、県に支援を要請する。 
（２）被災宅地危険度判定士による調査 

ア 都市整備部住宅班は、災害状況等の情報収集を行い、宅地の被害に関する情報に基づ

き、危険度判定の実施を決定する。 
イ 決定後、危険度判定の対象となる区域及び宅地を定め、地元の被災宅地危険度判定士

を参集する。宅地の被害状況を迅速かつ的確に把握して危険度判定を実施することによ

り、二次災害を防止し、市民への周知及び注意喚起に努める。 
ウ 宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合は、県に支援を要請する。 

  

３３  応応急急仮仮設設住住宅宅のの供供与与  

（１）供与対象者 

都市整備部住宅班長は、危機管理部総合調整班長から被害状況報告及び被災者台帳の提供

を受け、関連する各部との協力により被災者の資力その他の生活条件を十分調査するととも

に被災者の希望を把握し、次に掲げる被災者のうちから選定する。 

ア 住宅が全壊、全焼又は流出した世帯であること。 
イ 仮住居がなく、又は借家等の借上げもできない世帯であること。 
ウ 自らの資力では住宅を確保することができない世帯について、民生委員・児童委員その

他福祉関係者の意見を聞き、応急仮設住宅に入居させる必要度の高いと認められる世帯で

あること。 
（２）建設場所の選定 
   市は、建設場所について以下の基準を下に、建設候補地をあらかじめ選定しておく。 

ア 敷地は、原則として被害地周辺の公園、広場等の公有地を優先して選定し、公有地に適

当な敷地がないときは、私有地の所有者と十分協議して選定する。 
イ 敷地は飲料水が得やすく、かつ、保健衛生上支障のない場所を選定する。 
ウ 被災者を集団的に収容する応急仮設住宅の敷地は、交通、教育、被災者の生業の利便等

について検討し、適地を選定する。 
（３）構造及び規模 

構造は、一戸建又はアパート式建築とし、一戸当たり２９．７㎡（９坪）を基準とする。 
ただし、世帯の構成人数により基準運用が困難な場合は、事前に知事を通じて、内閣総理

大臣に協議し、規模等の調整を行う。 
（４）整備書類 

都市整備部住宅班長は、次の書類を整備する。 
ア 救助実施記録日計票（災害救助法第８号様式） 
イ 応急仮設住宅設置費（災害救助法第１０号様式） 
ウ 建築のための工事関係書類（契約書、設計書、仕様書等） 
エ 支払関係証拠書類 
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４４  災災害害救救助助法法にに基基づづくく住住宅宅のの応応急急修修理理供供与与  

（１）修理供与対象 
都市整備部住宅班長は、危機管理部総合調整班長から被害状況報告及び被災者台帳の提供

を受け、関連する各部との協力により被災者の資力その他の生活条件を十分調査し、次に掲

げる被災者のうちから選定する。 

ア 住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理

を行うことができない世帯であること。 
イ 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世帯であ

ること。 
ウ 国及び県において個別の認定要件が定められた場合は、それに準じた要件判定を行うこ

ととする。 
（２）応急修理の方法 

ア 修理計画等 
各対象世帯個々の修理計画を作成するとともに、工事仕様書を作成する。 

イ 応急修理の対象箇所 
居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限の部分とする。 

ウ 修理の期間 
災害発生後できるだけ早い時期に着工し、１か月以内に完了させる。ただし、国及び県

において、期間延長が認められた場合は、それに準じた期間に完了させるものとする。 
（３）負担方法 

住宅の応急修理を実施するために支出する費用は、災害救助法が適用された場合は、限度

内において県が負担し、その他の場合は市が負担する。 
（４）整備書類 

都市整備部住宅班長は、次の書類を整備する。 
ア 修理のための工事関係書類（契約書、設計書、仕様書等） 
イ 支払関係証拠書類 

（５）その他 
   災害救助法に基づかない住宅の修理に関する補助制度については、危機管理部総合調整班

長から被害状況報告及び被災者台帳の提供を受け、関連する各部との協力により都市整備部

住宅班を介して被災者と調整するものとする。 
 
５５    公公営営住住宅宅、、公公的的宿宿泊泊施施設設等等のの特特例例使使用用  

（１）都市整備部住宅班長は、被災者への仮住宅として、公営住宅の空き家を提供する。（行政財 
産の目的外使用許可手続による。） 

（２）市内の公営住宅で不足する場合は、隣接市町村の公営住宅とし、なお不足する場合は、県 
に提供を要請する。 

（３）都市整備部住宅班長は、提供可能な住宅をマスコミ等で公表するとともに、状況に応じ被 
災地に相談所等を開設し、あっせんに努める。 
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６６  市市有有建建築築物物のの応応急急措措置置  
  市有建築物のうち防災活動の拠点となる重要な建物及び避難・救護に必要となる建物の応急

措置重点に実施するものとし、建物の被害状況を管理者と協力して早急に応急危険度調査を実

施する。 
（１）応急措置が可能なもの 
  ア 危険箇所があれば緊急保安措置を実施する。 
  イ 機能確保のための必要限度内の復旧措置を速やかに実施する。 
  ウ 電気、ガス、水道等の設備関係の応急措置及び補修が単独で対応可能な場合は、関係機

関と連絡を取り速やかに実施する。 
（２）応急措置の不可能なもの 
  ア 危害防止のための必要な保全措置を実施する。 
  イ 防災活動の拠点として重要な建物で必要がある場合は、仮設建築物の建設の手配を行う。
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第第４４１１節節  海海上上ににおおけけるる応応急急対対策策                                    

 
大規模地震発生時、海上においては、津波等による多数の人身事故及び船舶海難の発生、大量

の油及び有害液体物質等の流出、沿岸及び海上における火災の発生等甚大な海上災害が予想され

る。これら地震による大規模な海上災害に迅速かつ的確に対処するため、第九管区海上保安本部

は、必要に応じて対策本部を設置するとともに、関係機関と協力関係を構築し、効果的な災害応

急対策を実施する。 
 

１１    第第九九管管区区海海上上保保安安本本部部ににおおけけるる応応急急対対策策活活動動  

第九管区海上保安本部が行う応急対策活動は、次のとおりとする。 
（１）体制の確保 

ア 対策本部の設置 
管内で震度６弱以上の大規模な地震が発生したとき、又は大津波警報が発表されたとき

は、必要な職員を直ちに参集し、第九管区海上保安本部に対策本部を設置するとともに、

関係機関にその旨連絡する。 
イ 要員の派遣 

県等に対策本部等が設置されたときは、直ちに職員を派遣し、関係機関等との協力体制

を確保する。 

ウ 巡視船艇・航空機の動員 

必要に応じ巡視船艇及び航空機に所要の資機材を搭載し、被害の発生が予想される周辺

海域に出動させる。 

（２）情報の収集及び伝達・周知 

（ア）震度５以上の地震が発生したとき、津波警報が発表されたとき、その他必要と認める

ときは、関係機関等と密接な連絡を取り情報収集に努めるとともに、巡視船艇及び航空

機を活用し、積極的な情報収集活動を実施する。 

（イ）被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、巡視船艇、航

空機等を活用し、次に掲げる事項に関して情報収集するとともに、関係機関等と密接な

情報交換等を行う。 

この場合、陸上における被害状況に関する情報収集活動の実施については、海上及び

沿岸部における被害状況に関する情報収集活動の実施その他海上における災害応急活動

の実施に支障を来たさない範囲において行う。 

ａ 海上及び沿岸部における被害状況 

(a) 被災地周辺海域における船舶交通の状況 

(b) 被災地周辺海域における漂流物等の状況 

(c) 船舶、海洋施設、港湾施設等の被害状況 

(d) 石油コンビナートの被害状況 

(e) 流出油等の状況 
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(f) 水路及び航路標識の異状の有無 

(g) 港湾等における避難者の状況 

ｂ 陸上における被害状況 

ｃ 震源域付近海域における海底地形変動等の状況 

イ  情報の伝達・周知 

収集した情報は、必要に応じて関係機関等に伝達する。 
（３）警報等の伝達・周知 

ア 地震、津波等に関する情報の通知を受けたときは、航行警報、安全通報、標識の掲揚及

び巡視船艇及び航空機による巡回等により、航行船舶、被害が予想される地域の周辺海域

の在泊船舶並びに被害が予想される沿岸地域の市民、関係事業者等に対して直ちに周知す

る。 

イ 航路障害物の発生、航路標識の異常等船舶交通の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生

を知ったとき又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講じたときは、速やかに航

行警報又は安全通報を行うとともに、必要に応じて水路通報を行い、船舶等に対して周知

する。 

ウ 大量の油の流出等により、船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれの

ある事態の発生を知ったときは、航行警報、安全通報及び巡視船艇による巡回等により船

舶等に周知する。 

（４）海難救助等 
ア  船舶の海難、人身事故が発生したときは、速やかに巡視船艇及び航空機によりその捜索

救助に当たる。 
イ  船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇によりその消火活動を行うとと

もに、必要に応じて消防機関に協力を要請する。 

ウ  危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生防

止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

エ  海上における行方不明者の捜索を行う。 

オ  救助活動に関し、その規模、事態の急迫性等から必要があるときは、自衛隊に部隊等の

派遣を要請する。 
（５）流出油及び流出有害液体物質等の防除措置 

ア 船舶又は海洋施設その他の施設から海上に大量の油等が流出したときは、防除措置を講

ずべき者が行う防除措置を効果的なものとするため、巡視船艇、航空機等により流出油等

の状況、防除作業の実施状況等を総合的に把握し、作業の分担、作業方法等防除作業の実

施に必要な事項について指導を行う。 
イ 防除措置を講ずべき者が、措置を講じていないと認められるときは、これらの者に対し、

防除措置を講ずべきことを命ずる。 
ウ 緊急に防除措置を講ずる必要がある場合において、必要があると認められるときは、指

定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は巡視船艇等に応急の防除措置を

講じさせるとともに、関係機関等に必要な資機材の確保・運搬及び防除措置の実施につい
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て協力を要請する。 
エ 危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生防

止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 
（６）海上交通安全の確保 

ア  津波による危険が予想される海域に関する港及び沿岸付近にある船舶等に対し、港外、

沖合等安全な海域への避難を勧告するとともに必要に応じて入港を制限し、又は港内に停

泊中の船舶に対して移動を命ずる等所要の規制を行う。 
イ  港内等船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指

導を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 
ウ  海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがあるとき

は、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 
エ  船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁の状況、関係機関との連絡手段

等、船舶の安全な運航に必要と考えられる情報について、無線等を通じ船舶への情報提供

を行う。 
オ  水路の水深に異常を生じたと認められるときは、必要に応じて検測を行うとともに、応

急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 
カ  航路標識が損壊し、又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応

急標識の設置に努める。 
（７）危険物の保安措置 

ア  危険物積載船舶については、必要に応じて移動を命じ、又は航行の制限若しくは禁止を 
行う。 

イ  危険物荷役中の船舶については、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を行う。 
（８）海上における治安の維持 

ア  巡視船艇を災害発生地域の所要の海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 
イ  巡視船艇により警戒区域又は重要施設等の周辺海域の警戒を行う。 
ウ  治安機関との情報の交換を行う。 

（９）海上における緊急輸送 
傷病者、避難者、救急・救助要員、医師等の人員及び必要な機材並びに飲料水、食料、そ 

の他緊急に必要とする物質等の緊急輸送について要請があったとき、又は必要性を認めたと

きは、巡視船艇及び航空機により緊急輸送を行う。 

（10）警戒区域の設定 

   人命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要が認められるときは、災害対策基本 

法に定めるところにより、警戒区域を設定し、巡視船艇等により船舶等に対し、区域外への

退去及び入域の制限又は禁止の指示を行うとともに、最寄りの市町村長に対し警戒区域設定

に関する通知を行う。 

（11）物資の無償貸付け又は譲与 

   物資の無償貸付け若しくは譲与について要請があったとき又はその必要があると認めるときは、「国

土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」に基づき、被災者に対して物品を無償で



地震災害対策編 
第１編第３章第４１節 

「海上における応急対策」 

- 345 - 

貸付け又は譲与する。 

（12）関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援 

   海上における災害応急対策の実施に支障を来たさない範囲において、関係機関等からの要

請に基づき、陸上における救急・救助活動等について支援するほか、巡視船による医療活動

場所の提供並びに災害応急対策従事者に対する宿泊場所の提供等を行う。 

（13）広報 

ア  民心の安定に重点を置き、次に掲げる事項について広報を行う。 
（ア）海難救助、治安の維持、緊急輸送の実施状況 
（イ）船舶、海洋施設等の被災状況 
（ウ）海上交通規制の実施状況 
（エ）水路、航路標識の異常の有無 
（オ）その他第九管区海上保安本部の災害応急対策の実施状況 
イ  広報実施のため、県災害対策本部（災害対策本部が未設置のときは、危機対策課）及び 
報道機関へ必要な情報を提供する。 

 
２２    関関係係機機関関ととのの協協力力、、連連携携体体制制  

地震による海上災害に対処するため、第九管区海上保安本部、市・県、警察、消防機関、自

衛隊等は連携を密にし、それぞれの活動状況を互いに把握するとともに、相互に協力し災害応

急活動を効果的に行う。 
（１）市・県 

ア  被災状況、避難の必要性、避難者の動向など情報交換を密接に行う。 
イ  港湾管理者及び漁港管理者は関係機関と協力し、港湾区域内及び漁港区域内で流出油の 
防除及び航路障害物の除去等に当たる。 

ウ  第九管区海上保安本部の活動が、迅速・的確に展開できるように非常時において協力す 
るとともに、緊急輸送など支援を必要とするときは速やかに要請する。 

エ  第九管区海上保安本部の行う活動に自衛隊の有する機動力等が必要なときは、自衛隊に 
対し支援を要請する。 

（２）警察 
ア  関係機関と連携し、負傷者、被災者等の避難誘導、救助に当たる。 
イ  油及び有害液体物質等が流出したときは、事故防止のため、沿岸における現場への立入

禁止、制限及び付近の警戒に当たる。 
ウ  関係機関と協力し、沿岸住民に対する避難勧告・指示及び避難誘導に当たる。 

（３）消防機関 
ア  関係機関と連携し、負傷者、被災者等の避難誘導、救助に当たる。 
イ  初期消火、延焼の防止に当たっては、相互の情報を交換し担当区域の調整を図り、迅速 
な活動を行う。 

ウ  負傷者の収容先医療機関の選定、後方医療施設への搬送、負傷者の救急措置を行う。 
エ  流出油及び流出有害液体物質等の警戒及び拡散状況の調査並びに事故防止の支援措置 
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を行い、沿岸における現場への立入禁止、制限及び付近の警戒に当たる。 
オ  関係機関と連携し、沿岸住民及び危険物貯蔵所等に対し、火気管理等の指導を行う。 

（４）自衛隊 
ア  第九管区海上保安本部及び市・県からの要請に基づき、又は必要に応じ、救助・救援活 
動を行うための部隊を派遣し、積極的に支援する。 

イ  被災者の捜索・救助活動に当たっては、相互に情報を交換するとともに、担当区域の分 
担の調整を行い、迅速な活動を実施する。 

（５）第九管区海上保安本部 
第九管区海上保安本部警備救難部救難課の連絡先 
住所 新潟市中央区美咲町１丁目２－１ 
電話 ０２５－２８５－０１１８ 内線３２６３ 

０２５－２８５－０１１２（夜間及び休日） 
１１８（緊急特番） 

ＦＡＸ ０２５－２８８－２６１３ 
防災無線 ７５２ 
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第第４４２２節節  ボボラランンテティィアア等等受受入入れれ対対策策                                

 

災害発生時のボランティア活動が効果的かつ円滑に行われるよう、柏崎市社会福祉協議会の協

力を得て、市災害ボランティアセンターの設置及び運営を迅速かつ的確に実施する。 

 

１１  実実施施責責任任者者及及びび担担当当部部、、班班  

（１）実施責任者 

市長は、災害の状況により、災害応急対策を実施する上で、効果的なボランティア活動を

行うため、柏崎市社会福祉協議会、日本赤十字社柏崎市地区、ボランティア団体等との連携

体制を構築するとともに、ボランティアのニーズ把握や情報の提供等、ボランティア活動に

対する支援体制の構築を図る。 
（２）市における担当部、班は、次のとおりとする。 

部 班 担    当    内    容 

福祉保健部 福祉班 
・ボランティアに関すること。 

・社会福祉団体等との連絡調整に関すること。 

   なお、医師、看護師、通訳等専門的な技術や資格を要する専門ボランティアの受入れ・活

動については、各担当部が担当する。 

 

２２  市市災災害害ボボラランンテティィアアセセンンタターーのの設設置置  

災害が発生した場合は、柏崎市社会福祉協議会は、市と密接な連携の下に、必要に応じ市災

害ボランティアセンターを設置する。また、ボランティアとの連携の際には、ボランティアの

自主性を尊重し、公平・中立原則を行動原理とする行政との相違について、相互理解を深めな

がら協力関係の構築に努めるものとする。 
（１）市災害ボランティアセンターの体制 

ア 市及び柏崎市社会福祉協議会は、地域のボランティア団体や関係団体等の協力を得て、

あらかじめ市災害ボランティアセンター員を指定しておき、災害時には、市及び柏崎市社

会福祉協議会と連携して市災害ボランティアセンターを設置する。 
イ 市は、柏崎市社会福祉協議会をはじめ、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・Ｎ

ＧＯ等の様々なボランティア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニ

ーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開するよう努める。 
（２）市災害ボランティアセンターの活動 

ア ボランティアの要請、受入れ、登録 
（ア）ボランティアに対しては、次の事項を明示して協力要請を行う。 

・活動内容 
・活動期間及び活動場所 
・本部の連絡責任者名及び連絡先 
・その他必要事項 
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（イ）ニーズを把握し、必要に応じ県災害ボランティア支援センター本部にボランティアの

派遣要請を行う。 
（ウ） 駆けつけたボランティアの受入れ、登録を行うとともに、担当業務等協力要請を行う。 

ボランティアの活動に当たっては、保険に加入させるとともに、オリエンテーションな

ども適宜行う。 
イ 被災者のニーズの把握と分析 

    避難所、施設等における現地調査による、被災者のニーズの把握とその分析を行い、必

要な対策を検討する。 

ウ 具体的な救援活動の調整、協力要請等 

    上記被災者のニーズの把握と分析結果に基づき、救援活動に必要な調整、協力要請及び

情報提供を行う。 

ボランティアの活動内容は、おおむね次のとおりとする。 

（ア）避難所における被災者の世話 

（イ）炊き出し作業 

（ウ）救援物資の整理、輸送、配分等の作業 

（エ）飲料水の供給 

（オ）医療、助産、清掃、防疫等の作業 

（カ）被害調査 

（キ）外国人の支援 

（ク）その他応急対策に必要な作業 

エ 救援活動に要する物資の確保と配布 

    救援活動に要する物資の確保、救援物資の仕分け及び被災者への配布を行う。 

オ その他、被災地ニーズに基づいた活動 

（３）就労記録 

ボランティア活動を受けた各班は、次の事項について記録し、福祉保健部福祉班長に報告

する。 

ア ボランティアの名称、人数及び氏名 

イ 期間  

ウ その他必要事項 
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第第４４３３節節  労労務務供供給給対対策策                                              

 
災害応急対策を実施するには行政の力だけでは不足する場合が想定されるため、ボランティア

や一般労働者等の活用について本対策に定めるものとする。 
 
１１  実実施施責責任任者者及及びび担担当当部部、、班班  

（１）実施責任者 
市長は、災害の状況により、災害対策本部の要員が不足するときは、一般労働者等の雇用

を図る。 
（２）市における担当部、班は、次のとおりとする。 

部 班 担    当    内    容 

総合企画部 人事班 ・職員の動員に関すること。 

  
２２  労労働働者者のの雇雇用用  

総合企画部人事班長は、災害の状況により、災害対策本部の要員が不足するときは、本部長

の判断に基づき労働者を雇用する。 
（１）あっせんの要請方法 

総合企画部人事班長は、労働者の雇用に際し、柏崎公共職業安定所にあっせんを要請する。 
（２）労働者雇用の範囲 

ア 被災者の避難誘導に関する労務 
イ 医療及び助産における患者の移送に関する労務 
ウ 被災者の救出に関する労務 
エ 飲料水の供給に関する労務 
オ 救援物資の整理、輸送、配分等に関する労務 
カ 行方不明者の捜索に関する労務 
キ 遺体の処理（洗浄、消毒及び移送）に関する労務 

（３）労働者の賃金 
雇用労働者に対する賃金は、法令その他に規定されているものを除き、市域における通常

の実費額とする。 
（４）整備書類 

総合企画部人事班長は、次の書類を整備する。 
ア 雇上賃金職員等勤務状況表（災害救助法第３１号様式） 
イ 支払関係証拠書類 

 
３３  強強制制従従事事命命令令  

（１）本部長は、災害応急対策活動の実施に当たり緊急の必要があると認めるときは、市民又は
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当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。 
（２）市民は、できる限り応急措置の従事命令に従うものとする。 

強制従事命令の種類と執行者 

対 象 作 業 命令区分 根 拠 法 令 執 行 者 
災害応急対策事業 
（災害応急対策全般） 

従事命令 災害対策基本法第65条第1項 市長 

〃      第65条第2項 警察官 

警察官職務執行法第4条 警察官 

災害救助作業 
（災害救助法に基づく救助） 

従事命令 災害救助法第7条 知事 

協力命令 〃    第8条 

災害応急対策事業 
（災害救助を除く応急措置） 

従事命令 
災害対策基本法第71条第1項 

〃     第71条第2項 

知事 
（委任を受けた場
合市長） 

協力命令 

消防作業 従事命令 消防法第29条第5項 消防吏員 
消防団員 

水防作業 従事命令 水防法第24条 水防管理者 
水防団長 
消防機関の長 

 

強制従事命令の区分別対象者 

命令区分（作業対象） 対  象  者 
災害対策基本法及び災害救助法による知事の従事命
令（災害応急対策及び救助作業） 

１ 医師・歯科医師又は薬剤師 
２ 保健師、助産師又は看護師 
３ 土木技術者又は建築技術者 
４ 大工、左官、とび職 
５ 土木業者、建築業者及びこれらの者の従業者 
６ 自動車運送業者及びその従業者 

災害対策基本法及び災害救助法による知事の協力命
令（災害応急対策及び救助作業） 

救助を要する者及びその近隣の者 

災害対策基本法による市長、警察官の従事命令（災
害応急対策全般） 

市域内の市民又は当該応急措置を実施すべき現場にあ
る者 

警察官職務執行法による警察官の従事命令 
（災害緊急対策全般） 

その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係
者 

消防法による消防吏員、消防団員の従事命令 
（消防作業） 

火災の現場付近にある者 

水防法による水防管理者、水防団長、消防機関の長
の従事命令（水防作業） 

区域内に居住する者又は水防の現場にある者 
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第第４４４４節節  義義援援金金品品のの受受入入れれ・・配配分分対対策策                                

 
１１    対対策策のの方方針針  

大規模な地震災害による被災者に対し、全国から寄せられる義援金品について、その受入体

制並びに配分方法等を定め、確実、迅速に被災者に配分する。 
なお、担当部、班は、次のとおりとする。 

部 班 担  当  内  容 

市民生活部 出納班 ・義援資金及び見舞金の受入れに関すること。 

総合企画部 総務班 
・国又は地方公共団体から市長あての見舞金の受入れに関

すること。 

福祉保健部 福祉班 ・義援金の支給に関すること。 

産業振興部 物資供給班 
・食料品及び生活必需品の調達並びに配給に関すること。 
・救援物資の受入れ及び配送に関すること。 

 

２２    義義援援金金品品のの受受入入れれ、、配配分分フフロローー図図  

受 入 れ の 周 知 
・義援金    受入口座の設定・周知 
・義援物資  受付・保管場所の設定・周知 

↓ 
義 援 金 品 の 
受入れ及び保管 

・義援金    現金領収及び金融機関への口座振替 
・義援物資  集積場所への保管 

↓ 

義援金品の配分 
・義援金    日赤新潟県支部柏崎市地区へ寄託、配分委員会 
・義援物資  食料品    →市 

食料品以外→市 

 
３３    義義援援金金品品受受入入れれのの周周知知  

市、日本赤十字社新潟県支部柏崎市地区は、義援金品の受入れについて一般への周知が必要

と認められる場合は、県を通じて国の非常災害対策本部等並びに報道機関を通じ、次の事項を

公表する。 
（１）義援金 

ア  振込銀行口座（銀行名、口座番号、口座名等） 
イ  受入窓口 

（２）義援物資 
ア  受入れを希望する物資及び受入れを希望しない物資のリスト（需給状況を勘案し、必要

に応じ公表リストを改定する。） 
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イ  送り先（あらかじめ定める集積拠点とする。） 
 

４４    義義援援金金品品のの受受入入れれ及及びび保保管管  

市、日本赤十字社新潟県支部柏崎市地区は、次により義援金品を受入れる。 
（１）義援金 

市 

１  受入窓口 
（１）一般からの受入窓口は、出納班（会計課）とする。 
（２）国又は地方公共団体から市長あての見舞金は、総合企画部総務班で受入れる。 
２  現金の受入れ 
（１）一般から直接受領した義援金等については、寄託者等へ現金受領書を発行し、歳

入歳出外現金の「災害見舞金」の口座に入金する。 
（２）国又は地方公共団体からの見舞金は、「一般会計」歳入口座に入金する。 
３  義援金等の管理 
（１）一般からの義援金は、歳入歳出外現金の災害見舞金として管理する。 
（２）国又は地方公共団体から市長あての見舞金は、「一般会計」として管理する。 

日 
 
赤 

１  一般からの受入窓口を開設する。 
２  一般から直接受領した義援金については、寄託者への受領書を発行する。 
３  振込口座を設定する。 

（２）義援物資 

市 

１  受入・管理照会窓口 
物資の受入れ・管理及び照会窓口は、産業振興部物資供給班とする。 

２  集積場所、受入保管及び運び出し 
（１）救援物資の集積場所は、災害の規模・被害状況等を勘案しその都度指定する。受

入保管及び運び出しは、産業振興部物資供給班が主体となり行うものとする。ただ

し、必要な場合は、受入配送を新潟県トラック協会へ委託する。 
（２）救援物資は、分類別に区分し、保管管理表等の添付により表示して保管するとと

もに、受払簿を備え授受の状況を記録する。 
３  救援物資の配給計画は、産業振興部物資供給班が行う。 

 
５５    義義援援金金品品のの配配分分  

（１）義援金の配分 
ア  市は、日本赤十字社新潟県支部柏崎市地区、柏崎市社会福祉協議会等の義援金受付団体

に寄託された義援金について、「義援金配分委員会」を組織し、義援金受入額及び被災状況

等を考慮し、義援金の性格を踏まえ、公平性・迅速性・透明性を確保しながら、配分対象・

基準・時期・方法等を定めた配分計画を決定する。 
イ  義援金配分委員会の構成 
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市（市民生活部）、日本赤十字社新潟県支部柏崎市地区、柏崎市社会福祉協議会、その他

義援金受付団体等 
（２）義援物資の配分 

産業振興部物資供給班は、自己調達物資、応援要請物資等と調整し、義援物資の効果的な

配分を行う。
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第第４４５５節節  災災害害救救助助法法にによよるる救救助助対対策策                                

 
災害時に災害救助法（以下「法」という。）を適用し、法に基づく救助を実施するための基準及び手続等 

は、別に定めるもののほか、本対策の定めるところによるものとする。 

 
１１  法法のの適適用用及及びび担担当当部部、、班班  

（１）市長は、災害時において２の法適用の基準に達する被害が発生した場合には、知事に対し

て災害救助法の適用を要請する。 
（２）市における担当部、班は、次のとおりとする。 

部 班 担    当    内    容 

危機管理部 総合調整班 ・災害救助法等の適用申請に関すること。 

（３）法が適用された場合に、知事の委任を受けて市長が実施する救助は、次のとおりとする。 
ア 避難所の設置 
イ 応急仮設住宅 
ウ 炊き出しその他による食品の給与 
エ 飲料水の供給 
オ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 
カ 医療及び助産 
キ 被災者の救出 
ク 被災した住宅の応急修理 
ケ 生業資金の貸付（事実上停止） 
コ 学用品の給与 
サ 埋葬 
シ 死体の捜索 
ス 死体の処理 
セ 障害物の除去 
ソ 応急救助のための輸送 
タ 応急救助のための賃金職員等 
チ 実費弁償 
ツ 救助に要した事務費 

（４）市長は、災害の事態が急迫し、知事が救助を実施できない場合にあっては、知事から委任

されている救助以外の救助業務であっても、災害救助法施行令、県災害救助条例施行細則及

び市災害救助規則に定めるところにより救助を実施する。 
 
２２  法法適適用用のの基基準準  

法による救助は、市の区域単位に、原則として同一原因により市の被害が次の程度に達した

場合で、かつ、被災者が現に救助を要する状態にあるときに行われるものである。 
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（１）基準の内容 

法による救助は次により行う。 

ア 適用単位は、市町村の区域単位とする。 

イ 同一災害によることを原則とする。 

例外として 

（ア）同時点又は相接近して異なる原因による災害 

（イ）時間的に接近して、同一市町村の別の地域での同種又は異なる災害による場合でも社

会的混乱の同一性があれば法適用の対象とする。 

ウ 市町村又は県の人口に応じ一定の被害世帯以上に達した場合で、かつ、被災者が現に救

助を必要とする状態にあること。 

（２）適用基準 
   次のア～オのいずれか一つに該当する場合は法を適用する。 

ア 住家の滅失した世帯数が当該市町村の人口に応じ、災害救助法施行令別表１の世帯数以

上であるとき。 
イ 県下の住家滅失世帯数が２，０００世帯以上であって、市の区域内の住家滅失世帯数が

「アの２分の１」以上であるとき。（令第１条第１項第２号） 
ウ 県下の住家滅失世帯数が９，０００世帯以上であって、市の区域内の住家滅失世帯数が

多数であるとき。内閣総理大臣事前協議（令第１条第１項第３号前段） 
エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする内閣府

令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の住家が滅失したとき。内閣総理大臣事

前協議（令第１条第１項第３号後段） 
オ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣

府令に定める基準に該当するとき。内閣総理大臣事前協議（令第１条第１項第４号） 
 
３３  救救助助法法のの事事務務手手順順及及びび救救助助法法のの適適用用にに係係るる事事務務手手順順  

救助法に係る事務手順は、別表１に示すとおりである。 
（１）災害救助法に係る事務手順（別表１） 

事項 
 

段階 

市 町 村 に お け る 実 施 事 項 
留 意 事 項 

項  目 内        容 

事 
 
前 
 
対 
 
策 

避難予定場所の確保 学校、公民館、民間の建造物の利用又は野外仮設物の
設置準備 

 

救助物資調達先の準備 １ 備蓄物資の確保 
２ 商工会等との事前打合せ 

 

被害状況報告体制の確立 

１ 事前に担当区域を指定した調査班の設定 
２ 市各地区に情報連絡責任者及び調査班に調査責任
者の設定 

３ 調査用紙、報告用紙を常備し、記載方法、被害程
度の判定基準、報告要領の説明、周知 

 
 

被災者台帳（第６
号様式） 
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事項 
 

段階 

市 町 村 に お け る 実 施 事 項 
留 意 事 項 

項  目 内        容 

災 
害 
発 
生 
時 
点 

被害状況の把握 １ 被害地区情報連絡責任者よりの報告 
２ 調査班の出動 
３ 被災者台帳の作成 
（１）被害程度（人的、物的） 
（２）家族の状況 
（３）課税状況、世帯類型、必要な救助 

被災者台帳の（２）
（３）については、
状況によって段階
的に処理するこ
と。 

被害状況の報告 
（発生報告） 

県危機対策課へ報告 被害状況調 
（第１号様式） 

災 
害 
救 
助 
法 
の 
適 
用 
時 
点 
以 
降 

第 
一 
段 
階 

災害救助法の適用要請 １ 市町村（責任者）当局よりの救助法適用要請 
２ 県職員等の応援要請 

 

避難勧告・指示 
避難所の開設 

１ 避難所への誘導、整理職員の派遣 
２ 避難状況の把握 
３ 避難所の維持管理 

 

り災者の救出 １ 救出のための要員（消防団員）の動員、機械等の
借上げ 

２ 必要に応じ関係機関への援助要請 

 

炊き出しその他による食品
の給与 

１ 食料の応急調達 
２ 炊き出し所への責任者派遣 
３ 婦人会等への炊き出し協力要請（協力命令） 
４ 給与状況の把握 

１ 避難所収容者
以外の者に対し
ても給与でき
る。 

２ 消防団、市町
村職員、応急要
員分は別にす
る。 

３ 協力活動に対
する報酬は、支
払わない。 

飲料水の供給 １ 給水車の確保 
２ 機械器具の借上げ 

 

救護班の編成（公立病院等
の協力） 

１ 日赤救護班の派遣要請 
２ 病院又は診療所に移送 

協力活動に対する
報酬は支払わな
い。 

死体の捜索と処理及 
び埋葬 

１ 死体捜索（機械器具借上要員の動員－消防団、自
衛隊等の協力） 

２ 死体処理（洗浄、縫合、消毒、検案、一時保存、
救護班等の活動） 

３ 埋葬（埋葬火葬の実施、棺、骨つぼ代支給） 

 

第
二
段
階 

被害状況の調査確認の完全
化 

  

中間報告 とりあえず電話報告、後で文書報告（被害状況添付） （第５号様式） 
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事項 
 

段階 

市 町 村 に お け る 実 施 事 項 
留 意 事 項 

項  目 内        容 

災 
害 
救 
助 
法 
の 
適 
用 
時 
点 
以 
降 

第 
二 
段 
階 

応急救助実施 
状況報告 

救助日報に基づき毎日報告する。 （第２号様式） 

被服寝具その他生活必需品
の給与 

物資購入（配分）計画作成→購入→給与  

学用品の給与 物資購入（配分）計画作成→購入→給与  

障害物の除去 １ 対象世帯の選定 
２ 実施計画（人夫雇上げ、機械借上げ業者委託も可） 

障害物の存在、場
所及び経済的能力
により対象を定め
ること。 

義援金品の受付開始   

第
三
段
階 

中間報告 とりあえず電話報告、後で文書報告（被害状況、救助
実施状況、救助費概算額調添付） 

 

各種救援救助の実施継続   
応急仮設住宅の設置 必要戸数の決定→敷地の確保→工事施工→入居  
住宅の応急修理 対象世帯の選定→実施計画→大工左官等の雇上げ（業

者委託も可） 
 

救助の特別基準申請 各救助内で特別基準申請の必要のあるものについての
要請（救助期間内に電話要請→文書は事後で可） 

 

災害弔慰金等の支給 １ 災害弔慰金の支給 
２ 災害障害見舞金の支給 

 

災害援護資金の貸付 災害援護資金の貸付申請受付開始  
完了報告 文書報告（被害状況、救助実施状況、救助費概算調添

付） 
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（２）法の適用事務図解 

災害発生 
被害調査 

→ 市町村 
発生報告 

→ 県 
発生報告 

→ 国 
 適用要請 適用協議 

 

救助実施 ← 
 

市町村 ← 
適用通知 

県 ← 
ＯＫ 

国 
  公 示 

      

救助期間 
の延長等 

 
← 

 
市町村 

 特別基準認定申請 
→ 

県 
 同  左 

→ 
国 

← 
 

← 
 

 認定通知  同  左  
 
 

市町村 
中間報告 

→ 県 
中間報告 

→ 国 
完了報告 決定報告 

 
経費繰替 
支弁 

← 
 
市町村 

繰替支弁交付申請 
→ 県 

国庫負担金交付申請 
→ 国 ←  ←   基金から支弁  負担金支払  

  
４４  災災害害救救助助法法にによよるる救救助助のの程程度度、、方方法法及及びび期期間間並並びびにに実実費費弁弁償償のの基基準準等等  

災害救助法による救助の内容は、別表２のとおりとする。ただし、災害救助法による救助に

関する災害応急対策活動を実施する各班においては、各対策に具体的に実施すべき内容を定め

てあるので、各対策も参照すること。 
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別表２ 
ア 避難所の設置 

１ 実施者 市長 
２ 救助対象者 １ 災害によって現に被害を受けた者 

（１）住家が被害を受け、居住の場所を失った者 
（２）現に災害を受けた者（旅館の宿泊人、下宿人、一般家庭の来訪者、通行人等） 
２ 災害によって、現に被害を受けるおそれのある者 
（１）避難指示・勧告が出た場合 
（２）避難指示・勧告は出ていないが、緊急に避難する必要がある場合 

３ 救助の方法 １ 避難所の設置 
（１）既存建物利用（学校、公民館、神社、寺院、旅館、工場、倉庫等） 
（２）野外仮設（仮設建物、天幕借上げ） 
２ 避難所の設置予定場所については、事前に定めて市民に周知しておくこと。 
３ 避難所を設置したときは、速やかに被災者に場所を周知させ収容保護すること。 
４ 市長は、各避難所に責任者を派遣して、被災者の保護及び避難所の管理に当たること。 

４ 費用の範囲 １ 賃金職員雇上費（設置、維持及び管理の賃金） 
２ 消耗器材費（上敷ゴザ、床又は間仕切用の板、釘、ブロック、ロウソク、掃除用具） 
３ 建物器物等使用謝金 
４ 燃料費（採暖、湯茶を沸かす薪炭、石炭、ガス、電気等の経費） 
５ 仮設便所、炊事場の設置及び臨時電灯設備費等 
６ 衛生管理費（手洗用クレゾール石けん代等） 

５ 費用の限度 １ 基本額 １人１日当たり ３２０円以内 
２ 加算額 冬季（１０月～３月）については、別に定める額を加算する。 
３ 高齢者等の要配慮者等に供与する「福祉避難所」を設置した場合、当該地域における実

費を支出でき、上記を超える額を加算できる。 
６ 救助の期間 災害発生の日から７日以内 
７ 特別基準 １ 避難所開設期間の延長。延長の期間は、通常の場合基準期間である7日以内 

２ 限度額の引上げ 
８ 実施状況報告 １ 避難所の開設状況報告（開設後直ちに） 

（１）開設の日時及び場所 
（２）箇所数及び収容人員 
（３）開設期間の見込み 
２ 避難所収容状況報告（日報） 

収容人員（避難所別） 
３ 避難所閉鎖報告（閉鎖後直ちに） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 避難所用物資受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 避難所設置費（第９号様式） 
４ 避難所設置に要した支払証拠書類及び物品受払証拠書類 

１０ その他 １ 避難所へ収容する者は、居住地の有無には全く関係ない。 
２ 冬期、夏期の判定は、災害の発生した日をもって決定する。 
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イ 応急仮設住宅 

１ 実施者 知事（事務委任した場合は、市長） 

２ 救助対象者 １ 住家が全焼、全壊又は流出した者であること。 
２ 居住する住家がない者であること。 
３ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない者であること。 
４ 該当者の選考については選考委員会（市職員、民生委員・児童委員、町内会長、福祉団

体の長）により適正な選考をする。 

３ 救助の方法 １ 原則として県において設置するが、災害の規模等により市長の設置が可能なときは、市

長に事務委任する。 
２ 工事は、実施者の直営又は業者に請負わせて実施する。 
３ 設置基準は、２９．７㎡（９坪）を基準とする。構造は１戸建又はアパート式建築のい

ずれでもよい。 
４ 市長は、建設戸数に対応する土地を選定の上、私有地については２箇年程度の土地使用

契約をする。 
５ 入居については、入居契約書を徴して入居させ、後日立ち退き等についての問題の生じ

ないよう配慮すること。 
６ 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを実施し、これらに収容するこ

とができる。 

４ 費用の範囲 １ 敷地費、建築費、付帯工事費、賃金職員雇上費及び建築事務費等の一切の経費 
２ 直営工事の場合の事務費 
３ 民間賃貸住宅の場合は家賃、敷金、礼金 

５ 費用の限度 
 

１戸当たり２９.７㎡を基準とし ５，６１０，０００円以内 

（１）１戸当たりの基準２９.７㎡は当該応急仮設住宅の平均がおおむね２９.７㎡以内であ

ればよいことであり、家族数により基準面積を若干上下することは差し支えない。 
（２）同一敷地内等におおむね５０戸以上設置した場合は、集会等に利用するための施設を

設置できる（規模、費用は別に定めるところによる） 

６ 救助の期間 １ 着工期間 災害発生の日から２０日以内 
２ 竣工期間 着工後速やかに竣工する。 

７ 特別基準 １ 着工期間の延長。延長の期間は必要最小限度の期間とする。 
２ 限度額の引上げ 
３ 貸与期間の延長 

８ 実施状況報告 １ 入居該当者の報告 
２ 設置戸数の協議 
３ 着工報告（日報） 
４ 竣工報告（日報） 
５ 市長に事務委任した場合は新潟県災害救助実施要領による。 

９ 整備書類 １ 応急仮設住宅建設関係資材受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
２ 応急仮設住宅設置台帳（第１０号様式） 
３ 応急仮設住宅建築のための工事代金支払等証拠書類 
４ 建築のための工事（契約書、設計書、仕様書等）関係書類 
５ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
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６ 応急仮設住宅敷地貸借契約書 
７ 応急仮設住宅使用貸借契約書 

１０ その他 １ 貸与期間は、工事完了の日から２箇年以内 
２ 高齢者等の要配慮者等を数人以上収容する「福祉仮設住宅」を設置できる。 
３ 民間賃貸住宅の借上げによる設置も対象となる。 

ウ 炊き出しその他による食品の給与 

１ 実施者 市長 

２ 救助対象者 １ 避難所に収容された者であること。 
２ 住家の被害が全壊、全焼、半壊、半焼又は床上浸水等のため炊事のできない者 
３ 旅館の宿泊人、一般家庭の来訪者 
４ 被害を受け、一時縁故先等に避難する者 
５ 床下浸水ではあるが自宅において自炊不可能な者 

３ 救助の方法 １ 炊き出し及び弁当等 
２ 食料の供給に当たっては、長期化に対応してメニューの多様化、適温食の提供、栄養

バランスの確保、高齢者や病弱者に対する配慮等、質の確保についても配慮する。 
３ 炊事所に責任者（市職員）を派遣し、円滑な救助の実施を図る。 

４ 費用の範囲 １ 主食費 
（１）米穀販売業者及び食料事務所等から購入した米穀 
（２）業者から購入した弁当等 
（３）一般の食料品店その他から購入したパン、乾パン、うどん、インスタント食品等 
２ 副食費 調味料を含み、品目及び数量については、制限なし 
３ 燃料費               同上 
４ 雑 費 
（１）器物（炊飯器、釜、なべ、やかん、杓子、バケツ等）の使用謝金又は借上料 
（２）にぎり飯の包装紙類、茶、はし、使い捨て食器等の購入費 
（３）備品類の購入は認められない。 

５ 費用の限度 １ １人１日当たり １，１４０円以内 
２ 主食、副食、燃料、雑費等の一切を含む。 

円≧総経費÷（総延給食費÷３） 

６ 救助の期間 １ 災害発生の日から７日以内 
２ 被災者が一時縁故先等へ避難する場合は、３日以内を旅程に応じ現物を支給すること

ができる。 

７ 特別基準 １ 給与期間の延長。延長の期間は、通常の場合基準期間である７日以内 
２ 限度額の引上げ 

８ 実施状況報告 １ 炊き出し開始報告 
２ 炊き出し終了報告 
３ 炊き出し場所数（日報） 
４ 炊き出し場所別給与人員（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 炊き出しその他による食品給与用物資受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき
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書類６） 
３ 炊き出し給与状況（第１１号様式） 
４ 炊き出し用品借用簿 
５ 購入代金等支払状況証拠書類 

１０ その他 １ 基準以外の分（費用の限度額を超えた場合、市職員、消防団員、応援要員等の食べた

分）は市の負担 
２ 配分漏れ、重複支給のないよう注意する。 
３ 実際に、り災者に支給した分のみであり、輸送途中で亡失した分は負担金の対象とな

らない。 
４ 学校給食法に基づくものは、対象とならない。 
５ 食品給与のための総経費を延給食日数で除した金額が限度額範囲内であればよい（１

食１/３日） 

エ 飲料水の供給 

１ 実施者 市長 

２ 救助対象者 災害のため、現に飲料水を得ることができない者 
（１）住宅等に重大な被害を受けなくても、水源地の汚染、水道の破壊等による場合も考え

られる。 
（２）住家等にはほとんど被害がなく、法が適用されていない地域で飲料水が得られないと

いった場合には、他市町村その他からもらい水が可能である場合が多く、飲料水の供給

だけを行うため法を適用することは少ないものと考えている。 

３ 救助の方法 １ ろ水器等による浄水の供給及び飲料水中に直接投入する浄水剤の交付 
２ 被災地近くの水源地から飲料水を運搬して供給する。 

４ 費用の範囲 １ ろ水器その他給水に必要な機械、器具の借上費、修理費及び燃料費 
（１）機械…運搬する車、ポンプ等 

器具…バケツ、ポリタンク、ビン等 
（２）燃料費とは、ろ水器、自動車等のガソリン代であり、採暖料ではない。 
２ 浄水用薬品及び資材費 
（１）薬品費とは、被災者が直接飲用する水を浄水するカルキ等に要する費用に限られ、一

般に防疫上の見地から散布する薬品は含まれない。（防疫対策費として支出すべきもの） 
（２）資材費とは、ろ水器等に使用するフィルター等の経費 

５ 費用の限度 １ 供給必要量をろ水又は運搬する直接、間接の経費（基準はない） 
２ 機械器具の借上料、修繕費及び燃料費並びに浄水用の薬品及び資材の費用は、その地域

の通常（平時）の実費とする。 

６ 救助の期間  災害発生の日から７日以内 

７ 特別基準 供給期間の延長。延長の期間は、通常の場合基準期間である７日以内 

８ 実施状況報告 飲料水の供給地区、対象人員、供給水量及び供給方法（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 給水用機械器具、燃料、浄水用薬品資材受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべ

き書類６） 
３ 飲料水の供給簿（第１２号様式） 
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４ 支払関係証拠書類及び物品受払関係書類 

１０ その他 飲料水供給のための恒久的対策は、負担金の対象として認められない。 
（１）ボーリング等による新水源発見の費用 
（２）送水するための配水管を敷設する費用 
（３）水道の修繕費、井戸さらいの場合の人件賃、資材費等は原則的には認められない。 
（４）輸送費、人件費は別途計上 

オ 被服寝具その他生活必需品給与又は貸与 

１ 実施者 知事（事務委任した場合は、市長） 

２ 救助対象者 １ 災害により住家に被害（床上浸水以上）を受けた者 
２ 被服寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者 
３ 被服寝具その他生活必需品物資がないために、直ちに日常生活を営むことが困難である

者 

３ 救助の方法 被災者台帳（第６号様式）に基づき、割当計画を作成し、被災者の被害区分に応じた受領書

を徴して支給する。 

４ 費用の範囲 １ 寝具（就寝に必要な最小限度の毛布、布団等） 
２ 外衣（普通衣、作業衣、婦人服、子供服等） 
３ 肌着（じゅばん、シャツ、ズボン下、パンツ等の下着類） 
４ 身回り品（タオル、手ぬぐい、靴下、地下足袋、サンダル、傘等） 
５ 炊事道具（炊飯器、なべ、かま、包丁、コンロ、バケツ、ガス器具等） 
６ 食器（はし、茶碗、皿、汁碗等） 
７ 日用品（石けん、ちり紙、歯ブラシ、歯ミガキ粉、上敷ゴザ等） 
８ 光熱材料（マッチ、ロウソク、薪、木炭、プロパンガス等） 
以上、８種類に限定されるのが原則であるが、内容の個々の品目については、各人の被害

状況に応じ、現に必要とするものを選定して支給する。 

５ 費用の限度 １ 全壊、全焼又は流失世帯                                         （単位：円） 

 世帯 
季別 

1人 
世帯 

2人 
世帯 

3人 
世帯 

4人 
世帯 

5人 
世帯 

6人以上1人を

増すごとに 
 

夏期（4月～9月） 18,500 23,800 35,100 42,000 53,200 7,800 

冬期（10月～3月） 30,600 39,700 55,200 64,500 81,200 11,200 

 
２ 半壊、半焼又は床上浸水世帯                  （単位：円） 

 
 

世帯 
季別 

1人 
世帯 

2人 
世帯 

3人 
世帯 

4人 
世帯 

5人 
世帯 

6人以上1人を

増すごとに 
 

夏期（4月～9月） 6,000 8,100 12,200 14,800 18,700 2,600 

冬期（10月～3月） 9,800 12,800 18,100 21,500 27,100 3,500 

  

６ 救助の期間 災害発生の日から１０日以内 
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７ 特別基準 １ 給貸与の期間延長。延長期間は、通常の場合、基準期間である１０日以内 
２ 季別の変更申請は、給与する前を原則とするが、給与期間中でもよい。 
３ 限度額の引上げ 

８ 実施状況報告 １ 世帯構成員別被害状況 
２ 給与状況報告（日報） 
３ 給与完了報告 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 被服、寝具等受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 物資の給与状況（第１３号様式） 
４ 救助物資受領書 
５ 救助物資給与関係調達、支払証拠書類 

１０ その他 １ 被災者の世帯構成人員は、実際に給与する時点の人数によること（死亡行方不明は、除

く。）。 
２ 季別の区分は、災害発生の日をもって決定する。 
３ 旅館の宿泊人が被災した場合、必要があれば給与して差し支えない。 
４ 備蓄物産の価格は、年度当初の評価額 
５ 現物給付に限ること 

カ 医療及び助産 
（ア）医療 

１ 実施者 知事（事務委任した場合は、市長） 

２ 救助対象者 １ 医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のために医療の途を失った者で応急的

に医療を施す必要がある者 
（１）医療を必要とするに至った原因を問わない。 

（２）傷害を受け、又は疾病にかかった日時を問わない。 
（３）患者自身の経済的能力は問わない。 
（４）被災者のみに限定されない。 
２ 応急に医療を施す必要がある者で、次のような者は対象とならない。 
（１）災害発生の混乱時に強いて治療しなくてもよいような疾病 
（２）就職等のための健康診断 
（３）予防注射等の防疫上の措置 

３ 救助の方法 原則として救護班によって行う。 
ただし、命に関わるような急迫した事情があり、真にやむを得ない場合には、病院又は診療

所において応急的に行う医療に限り、法による利用として行う場合もある。 

４ 費用の範囲 １ 診察 
２ 薬剤又は治療材料の支給 
３ 処置、手術その他の治療及び施術 
４ 病院又は診療所への収容 
５ 看護 

５ 費用の限度 １ 救護班による場合 
使用した薬剤、治療材料及び医療器具の修繕費の実費 

２ 一般病院等又は診療所による場合 
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（１）国民健康保険の診療報酬の額以内 
（２）診療点数は、当該医療機関が採用しているものとする。 
３ 施術者による場合 

当該地域内における協定料金の額以内 

６ 救助の期間 災害発生の日から１４日以内 

７ 特別基準 医療期間の延長。延長の期間は、通常の場合、基準期間である１４日以内 

８ 実施状況報告 １ 救護班の派遣の必要性 
２ 救護班の開始報告 
３ 診療人員及び実施状況（日報） 
４ 救護班終了報告 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 医薬品衛生材料受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 救護班活動状況（第１４号様式） 
４ 病院診療所医療実施状況（第１５号様式） 
５ 医療関係支払証拠書類 

１０ その他 １ 法による医療の優先（他法に優先して医療費を支出することができる。） 
国民健康保険、健康保険、共済組合保険等に加入している者であって、すべてこれらの社

会保険に優先して本法が適用されるので、留意すること。 
このことは治療に当たる者又は機関に対して事前に十分知らしめ、それらが請求間違いあ

るいは二重請求することのないよう指導すべきである。 
２ 患者の移送費は別途計上 

（イ）助産 

１ 実施者 知事（事務委任した場合は、市長） 

２ 救助対象者 １ 災害のため、助産の途を失った者であること。 
２ 被災者であると否とを問わない。 
３ 本人の経済的能力を問わない。 
４ 災害の発生の日以前又は以後７日以内に分娩した者でなければならない。 
５ 出産のみでなく、死産及び流産を含み、現に助産を要する状態にある者 

３ 救助の方法 １ 救護班によって行われることが望ましいが、助産婦によることもできるものとする。 
２ 救護班及び助産師のほか、産院又は一般医療機関で行っても差し支えない。 

４ 費用の範囲 １ 分娩介助に要する経費 
陣痛の開始から胎盤排出までの間の必要な介助 

２ 分娩前、分娩後の処置に要する費用 
出産前の準備及び処置並びに出産後の新生児に対する沐浴等を含む事後措置 

３ 脱脂綿、ガーゼその他衛生材料 
その他の衛生材料としては、ネル、サラシ、油紙、アマニ油、リゾール、シッカロール 

５ 費用の限度 １ 救護班、産院その他の医療機関による場合は、使用した衛生材料及び処置費（救護班の

場合を除く。）薬剤の実費 
２ 助産師による場合は、当該地域における慣行料金の８割以内の額とする。 
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６ 救助の期間 分娩した日から７日以内 

（例） 災害発生の日  ９月 ５日 

Ａの分娩日       ９月 ５日 

Ｂの分娩日       ９月１１日 

Ａの助産期間                           Ｂの助産期間 

9/1       9/5      9/7                 9/5       9/11        9/17 

○    ◎    ○                  ◎     ○          ○ 

  ３日間   ７日間  

７日間 １３日間 

７ 特別基準 助産期間の延長。延長の期間は、通常の場合、基準期間である７日以内 

８ 実施状況報告 助産の実施状況（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 医薬品衛生材料受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 助産台帳（第１６号様式） 
４ 支払関係証拠書類 

１０ その他 １ 非常災害に遭遇したことのショックにより異常出産等も考えられるので、生命の安全に

ついては、特に配慮すること。 
２ 妊婦等の移送費は別途計上 

キ 被災者の救出 

１ 実施者 市長 

２ 救助対象者 １ 災害のため、現に生命身体が危険な状態にある者 
（１）火災の際に、火中に取り残されたような者 
（２）地震の際に、倒壊家屋の下敷きになったような場合 
（３）水害の際に、流失家屋とともに流された、孤立した地点に取り残された、又は山津波

により生き埋めになった場合 
２ 災害のため、生死不明の状態にある者 
（１）行方不明の者で、諸般の情勢から生存していると推定される者 
（２）行方は分かっているが、生命があるかどうか明らかでない者 
３ 災害にかかった原因は問わない。 
４ 人の救出だけに限定されている。 

３ 救助の方法 生命の保全を第一義とし、災害の状況に応じて最も的確かつ迅速に実施できる方法をとる。 

４ 費用の範囲 １ 借上費 
（１）船艇その他救出のために必要な機械及び器具借上費 
（２）直接捜索及び救出作業に使用したものに限る。 
２ 修繕費 

救出のために使用した機械及び器具の修繕費 
３ 燃料費 
（１）機械及び器具を使用する場合に必要なガソリン代、石油代 
（２）捜索や救出作業を行う場合の照明の灯油代 
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（３）救出した者を蘇生させるための採暖用の燃料費 
４ 救出のための賃金職員等雇上費及び輸送費は、経理上救出費から分離し、「輸送費」及び

「賃金職員等雇上費」として一括計上すること。 

５ 費用の限度 救出に要した経費が有効かつ適切なものであった場合において、当該地域の通常の実費と

する。 

６ 救助の期間 災害発生の日から３日以内（４日以後は、死体の捜索として取り扱う。） 

７ 特別基準 救出期間の延長。延長の期間は、通常の場合、基準期間である３日以内 
（１）現に救出を要する者が眼に見えるようなとき。 
（２）家屋等の下敷きや土砂に埋没した者が助けを求め、又は生きていることが明瞭である

ようなとき 
（３）災害の発生が継続しているとき。 

８ 実施状況報告 救助の実施状況報告（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 被災者救出用の機械、器具、燃料受払簿（救助の種目別物資受払状況） 
（整備すべき書類６） 

３ 被災者救出状況記録簿（第１７号様式） 
４ 救出費用支払及び物品関係証拠書類 

１０ その他 １ 船舶の遭難 原則的には、水難救護法によって救護されることになるが、同法にて不十

分な場合は、本法が適用されることもある。 
２ 輸送費、人件費は別途計上 

ク 被災した住宅の応急修理 

１ 実施者 知事（事務委任した場合は、市長） 

２ 救助対象者 １ 災害によって、住家が半壊又は半焼し、そのままでは当面の日常生活を営むことができ

ない者 
（１）半壊、半焼したものに限定し、全壊（全焼）、流出及び床上浸水は含まれない。 
（２）災害に起因するものであること。 
２ 自らの資力をもってしては、応急修理ができないものであること（内容は、応急仮設住

宅に準ずる。）。 
３ 対象世帯の選定については、応急仮設住宅の設置方法に準ずる。 

３ 救助の方法 １ 救助の実施機関である知事（委任→市長）が各対象世帯個々の修理計画を作成し、現物

給付をもって実施すること。 
（注）現物給付というのは、木材、釘、トタン板等の材料を支給する意味でなく、実施機関

が大工等を雇って実施することをいう。 
２ 実施者が調査の上、作成した修理計画（仕様書）に基づいて業者に請負わせるか又は直

営工事とすること。 
３ 日常生活に必要欠くことのできない部分の応急的修理とすること。 
（１）居室  （２）炊事場  （３）便所等 

４ 費用の範囲 １ 修理の規模については、坪数の制限はないが、居室、炊事場 、便所等日常生活に欠くこ

とのできない最小限度の補修費 
（土台、壁、窓、戸、天井、屋根等） 
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２ 応急修理の原材料費 
（木材、トタン、釘、ガラス、必要最小限度の畳等） 

３ 大工、左官等の労務費 
４ 材料の輸送費、工事事務経費等 
５ 法第２４条の規定による従事命令の場合の実費弁償費 

５ 費用の限度 １世帯当たり ５８４，０００円以内 

６ 救助の期間 １ 着工期間 災害発生後できるだけ早い時期 
事務委任した場合は、委任完了後速やかに着工する。 

２ 完了期間 災害発生の日から１箇月以内 

７ 特別基準 １ 限度額引上げ 
２ 完了期間の延長 

延長の期間は、通常の場合、基準期間である１箇月以内 

８ 実施状況報告 １ 住宅応急修理の該当者の報告 
２ 修理戸数の協議 
３ 着工及び竣工報告（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 住宅応急関係資材等受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備書類６） 
３ 住宅の応急修理台帳（第１８号様式） 
４ 修理のための工事関係書類（契約書、設計書、仕様書等） 
５ 工事代金等支払関係証拠書類 

１０ その他 １ 市に事務委任した場合、新潟県災害救助実施要領による。 
２ 同一住家に２以上の世帯が居住している場合は、１世帯とみなす。 

ケ 生業資金の貸与 
生活福祉資金、災害援護資金等各種貸付制度等が充実された現在、これらの制度を活用す

ることとし、この生業資金の貸与制度は、事実上停止している。 

コ 学用品の給与 

１ 実施者 市長 

２ 救助対象者 １ 災害によって、住家に被害（全壊（焼）、半壊（焼）、流失、床上浸水）を受けた児童生

徒であること。 
２ 高校生又は小・中学生に限ること。（特別支援学校を含む。） 
３ 学用品がなく就学に支障を生じている場合に給与する。 

３ 救助の方法 １ 校長、市教育委員会等の協力を得て、児童生徒の確実な人員数、学年別数を把握するこ

と。 
２ 高校・中学校・小学校の学年別に配分計画表を作成し、必要量に限って調達するこ 
と。 

（１）なるべく学年別によって、同一規格、同一価格のものを購入し、事務的煩雑を防ぐこ

と。 
（２）多量の場合は、各品目別に購入価格の平均額を決めることもやむを得ない。 
３ 支給に当たっては、親権者の受領書を徴しておくこと。 
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４ 費用の範囲 １ 教科書（文部科学省検定教科書又は文部科学省著作教科書に限る。） 
２ 教材 

県又は市教育委員会に届出又は承認を受けて使用している準教科書及びワークブック

（辞書、図鑑等は、除外するのが適当である。） 
３ 文房具（ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等） 
４ 通学用品（運動靴、カバン、傘、ゴム靴等） 

文房具及び通学用品の品目は例示であり、これ以外の品目で特に必要のあるものについ

ては、変更して差し支えない。 

５ 費用の限度 １ 教科書及び教材 実費 
２ 文房具及び通学用品 
（１）小学生   １人当たり ４，４００円以内 
（２）中学生   １人当たり ４，７００円以内 
（３）高校生   １人当たり ５，１００円以内 

６ 救助の期間 １ 教科書 災害発生の日から１箇月以内に支給完了 
２ 文房具及び通学用品 災害発生の日から１５日以内に完了 

７ 特別基準 給与期間の延長 
（１）教科書及び教材。期間延長は、通常の場合、１箇月以内 
（２）文房具及び学用品。期間延長は、通常の場合、１５日以内 

８ 実施状況報告 １ 学年別被災児童生徒数 
２ 支給状況別報告（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 教科書及び学用品等受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 学用品の給与状況（第２０号様式） 
４ 学用品購入関係支払証拠書類 

１０ その他 １ 小学校児童、中学校生徒又は高校生徒の判定は、原則として災害発生の日によるものと

する。ただし、学年末等の場合は、実情に則した判定をして差し支えない。 
２ 備蓄物資は評価額。 
３ 入進学時の場合は、個々の実情に応じて支給する。 

サ 埋葬 

１ 実施者 市長 

２ 救助対象者 １ 災害時の混乱の際、死亡したものであること。 
（１）死因及び場所は問わない。 

（２）災害発生の日以前に死亡した者でまだ埋葬が終わっていないもの 
２ 災害のために埋葬を行うことが困難な場合であること。 
（１）緊急に避難を要するため、時間的にも労力的にも埋葬を行うことが困難であるとき。 
（２）墓地又は火葬場が浸水又は流失し、個人の力では埋葬を行うことが困難であるとき。 
（３）埋葬を行うべき遺族がいないか、又はいても高齢者、幼児等で埋葬を行うことが困難

であるとき。 
（４）経済的機構の一時的混乱のため、遺族又は扶養義務者の資力の有無にかかわらず、棺、

骨つぼ等の入手ができないとき。 

３ 救助の方法 １ 埋葬の程度は、応急仮葬であり、土葬又は火葬を問わない。 
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２ 救助の実施機関が現物給付をして実施することを原則とする。 
３ 民間の第三者が埋葬を行った場合には、例外的措置として、費用の限度内で実費を補償

することができる。 

４ 費用の範囲 １ 埋葬の際、使用する棺、骨つぼ等（応急仮葬であり、いわゆる一般の葬祭とは異なるの

で、供花、供物、酒代等の類は認められない。） 
２ 火葬料、埋葬料及びこれに伴う輸送費及び賃金職員等雇上費 

５ 費用の限度 １ 大人（満１２歳以上） １体当たり ２１１，３００円以内 
２ 小人（満１２歳未満） １体当たり １６８，９００円以内 

６ 救助の期間 災害発生の日から１０日以内 

７ 特別基準 埋葬期間の延長。延長の期間は、通常の場合、基準期間である１０日以内 

８ 実施状況報告 埋葬救助の実施状況報告（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 埋葬資材受払状況（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 埋葬台帳（第２１号様式） 
４ 埋葬、支払関係証拠書類 

１０ その他 １ 法の適用地域の死体が法の適用されない地域へ漂着した場合。その死体が当該災害によ

るものと推定される場合には、適用市町村へ連絡するとともに、県に対しても報告し、指

示を受けること 
２ 災害発生の日以前に死亡した者であっても対象となる。 

シ 死体の捜索 

１ 実施者 市長 

２ 救助対象者 １ 行方不明の状態にある者で、周囲の事情により、既に死亡していると推定される者 
（１）行方不明になってから既に相当な時間を経過している場合 
（２）災害の規模が非常に広範囲にわたり、特定の避難所等の地域以外は壊滅してしまった

ような場合 
２ 死亡した原因は問わない。 
３ 死亡した者の居住地の法適用の有無及び死亡した者の住家の被害状況は、関係しない。 

３ 救助の方法 多数の死亡者の死体を判明しないまま放置することは、人道上からも人心の安定を図る上

からも許されるべきではないので、市民の労力奉仕等により捜索に必要な機械器具等を借り

上げて実施する。 

４ 費用の範囲 １ 借上費 
（１）船艇その他の捜索に必要な機械及び器具の借上費 
（２）直接捜索作業に使用したものに限る。 
２ 修繕費 

捜索のために使用した機械及び器具の修理費 
３ 燃料費 

機械及び器具を使用する場合に必要なガソリン代、石油代及び捜索作業を行う場合の照

明用の灯油代等 
４ 死体捜索のための賃金職員等雇上費及び輸送費は、経理上捜索費から分離し、「輸送費」

及び「賃金職員等雇上費」に一括計上すること。 
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５ 費用の限度 捜索を実施するに、真にやむを得ない上記に要する費用の通常の実費 

６ 救助の期間 災害発生の日から１０日以内 

７ 特別基準 捜索期間の延長。延長の期間は、通常の場合、基準期間である１０日以内 

８ 実施状況報告 捜索状況報告（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 捜索用機械、器具、燃料受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 死体の捜索費（第２２号様式） 
４ 捜索費用支払及び物品関係等証拠書類 

１０ その他 １ 被災者の救出と死体の捜索とを区分することが極めて困難である場合は、災害発生後３

日間は救出とし、３日以降は捜索として扱うのが適当である。 
２ 輸送費、人件費は、別途計上。 
３ 災害発生後３日を経過したものは一応死亡した者と推定している。 

ス 死体の処理 

１ 実施者 市長 

２ 救助対象者 １ 災害の際、死亡した者について、その遺族等が混乱期のため死体識別等のための洗浄、

縫合、消毒の処理、死体の一時保存又は検案を行うことができない場合 
２ 通常、死体の発見から埋葬に移る過程において行われる処理であり、埋葬を前提とした

ものである。 

３ 救助の方法 １ 救助の実施機関が現場給付として行うものであること。 
（１）死体の一時保存のための施設等の設置 

（２）死体の洗浄、縫合、消毒、検案等の役務の提供 
（３）処理に必要な物資の調達 
２ 刑事訴訟法及ぶ検視規則等他の法令規定に該当するものは、該当法令に基づいて実施す

ること。 
（１）死亡の原因が明らかでない変死体等 
（２）警察官が発見した死体又は警察官に届出がなされた死体等 
３ 検案については、原則的には救護班が実施する。 

４ 費用の範囲 １ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用 
２ 死体の一時保存のための費用 
（原則的には、輸送費及び賃金職員等雇上費を含む。） 

３ 救護班によらない場合の検案料 

５ 費用の限度 １ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 
１体当たり ３，４００円以内 

２ 死体の一時保存 
（１）既存建物を利用する場合 

借上げに要する通常の実費 
（２）野外仮設の場合 

１体当たり ５，３００円以内 
３ 検案（救護班によらない場合） 

当該地域の慣行料金の額以内で検案書代を含まない。 
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６ 救助の期間 災害発生の日から１０日以内 

７ 特別基準 処理期間の延長。延長の期間は、通常の場合、基準期間である１０日以内 

８ 実施状況報告 死体処理実施状況（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 死体処理物資受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 遺体処理台帳（第２３号様式） 
４ 死体処理費支出関係証拠書類 

１０ その他 １ 死体の捜索、埋葬等との関係に留意すること。 
２ 検案は原則として救護班。 
３ 輸送費、人件費は、別途計上。 
４ 死体の一時保存にドライアイスの購入費等が必要な場合は当該地域における通常の実

費を加算できる。 

セ 障害物の除去 

１ 実施者 市長 

２ 救助対象者 １ 当面の日常生活が営み得ない状態にあること。 
２ 日常生活に欠くことのできない場所（居室、炊事場、便所等）に運び込まれた障害物の

除去に限られること。 
３ 自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないものであること。 
４ 住家の半壊又は床上浸水したものであること。 
５ 対象世帯の選定については、応急仮設住宅の設置方法に準ずること。 

３ 救助の方法 １ 市長が現物給付をもって実施すること。 
除去に必要な機械、器具の借上げにより賃金職員及び技術者等を動員して障害物を除去

すること。 
２ 日常生活に欠くことのできない場所の障害物を応急的に除去するものであり、原状回復

することではない。 

４ 費用の範囲 除去に必要な機械、器具（ロープ、スコップ等）等の借上費、輸送費及び賃金職員雇上費 

５ 費用の限度 １世帯当たり １３５，４００円以内 

６ 救助の期間 災害発生の日から１０日以内 

７ 特別基準 処理期間の延長。延長の期間は、通常の場合、基準期間である１０日以内 

８ 実施状況報告 １ 障害物除去対象数 
２ 障害物除去実施状況（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 障害物除去関係物資等受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 障害物除去の状況（第２４号様式） 
４ 除去のための工事関係書類（契約書、仕様書等） 
５ 除去費支払関係書類証拠書類 

１０ その他 １ 住家の所有権に関わりなく実施して差し支えない。 
２ 業者に一括して請負わせて差し支えない。 
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ソ 応急救助のための輸送 

１ 実施者 知事（事務委任した場合は、市長） 

２ 救助対象者 １ 当面の日常生活が営み得ない状態にあること。 
（１）避難命令に基づき避難する市民の輸送 
（２）被災者を誘導するための人員、資材等の輸送 
（３）警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の応援した場合は、認められない。 
（４）災害の予防又は拡大の防止のための人員、物資、資材の輸送は、認められない。 
（５）避難所から帰宅する際の輸送は、原則的には認められない。 
２ 医療及び助産のための輸送 
（１）重症患者又は産婦を救護班の仮設する診療所、病院、産院等に入院、通院させる場合

の輸送 
（２）救護班に関する人員の輸送 
（３）退院又は分娩後の帰宅の際の輸送は、原則的には認められない。 
３ 被災者救出のための輸送 
（１）救出された被災者の輸送 
（２）救出のために必要な人員、資材等の輸送 
（３）災害の拡大防止、早急な解消策のための人員、物資の輸送は含まない 
４ 飲料水供給のための輸送 
（１）飲料水そのものの輸送 
（２）飲料水を確保するために必要な人員及び飲料水供給に必要な機械、器具、資材等の輸

送 
５ 救済用物資の輸送 
（１）被服、寝具その他生活必需品の給与のための輸送 

（２）炊き出し用食料等の輸送 
（注：被災者の応急救助の目的のために直接使用される一切の物資を救済用物資とい

う。） 
（３）学用品支給のための輸送 
（４）救護班の使用する医薬品、衛生材料等の輸送 
（５）その他被災者救援のために直接使用される一切の物資の輸送 

（注：１０その他欄に記載したものを除く。） 
６ 死体の捜索のための輸送 

死体の捜索のために必要な人員、資材等の輸送 

  

 ７ 死体の処理（埋葬を除く。）のための輸送 
（１）死体の消毒、縫合、洗浄等の処理及び検案のための救護班員等の人員の輸送 
（２）死体の処置のための衛生材料等の輸送 
（３）死体発見場所から一時安置所までの輸送 
（４）死体の移動に伴う死体そのものの輸送 
（５）死体を輸送するための人員の輸送 

生存 

死体 

発見 

救出のための輸送 

死体処理又は 
埋葬の輸送 

注：死亡が推定  

される者 
（行方不明者） 
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３ 救助の方法 １ 県、市町村等所有の自動車、船舶等を使用して実施する。 
２ 輸送業者等から借り上げて実施する。 

契約する際、条件を明確にし、最も有効かつ適切な方法をとるよう配慮すること。 
３ 輸送業者以外から借り上げて実施する。 

４ 費用の範囲 １ 運送費（運賃） 
２ 借上料 
３ 燃料費 
４ 消耗器材費 
５ 修繕費 

５ 費用の限度  当該地域の通常の実費とすること。原則的には、国土交通省の許可を受けている料金の額

以内とすること。 

６ 救助の期間  各救助種目別の定められている救助期間の範囲内とすること。 
（種目ごとの救助の期間が特別基準の承認を得た場合は、その期間とする。） 
（１）被災者の避難については、救助の種目の中では特に規定されていないが、災害発生又

は発生しようとする一両日中に限定される。（避難所の開設期間７日以内と同一のもので

はないこと。） 
（２）救済用物資の輸送については、救援物資等の内容により、救助の種目別給与品目（例

えば、被服類なら１０日以内、学用品なら１５日以内、食品類なら７日以内）に準ずる

こと。 

７ 特別基準 １ 輸送期間の延長。各救助種目の救助期間が延長されれば、その救助に伴う輸送の期間も

自動的に延長される。ただし、各救助の期間延長はされないが、輸送期間だけの延長もす

ることができる。 
２ 輸送の特例 
（１）埋葬のための輸送：市の火葬場が使用できず、遠距離のものを使用するような場合 
（２）その他の輸送：避難所開設及び仮設住宅設置のための人員、資材等を遠方から輸送す

るような場合 

８ 実施状況報告  輸送状況報告（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 
２ 燃料及び消耗品等受払簿（救助の種目別物資受払状況）（整備すべき書類６） 
３ 輸送記録簿（第２５号様式） 
４ 輸送に関する支払関係証拠書類 

１０ その他  広義の救済用物資であっても次の場合には、各救助の基準額の中に包含されているので、

原則として輸送費に計上しないこと。 
（１）避難所設置の際の仮設便所、炊事場等の建築に要する資材の輸送 
（２）応急仮設住宅建築の際の資材の輸送 
（３）住宅の応急修理用資材の輸送 
（４）埋葬の棺、骨つぼ等の輸送 
（５）死体保存のための仮設安置所設置資材の輸送 
（６）障害物除去のための資材の輸送 

 

タ 応急救助のための賃金職員等 

１ 実施者 知事（事務委任した場合は、市長） 
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２ 救助対象者 １ 被災者を避難させるために雇い上げたもの 

２ 医療及び助産における移送 

（１）重傷患者又は産婦を救護班、病院又は産院に運ぶ際のもの 

（２）救護班の移動に伴い、医師、看護婦等を移動させるためのもの 

（例）救護班員を背負って急流を渡る場合等 

３ 被災者の救出 

（１）被災者を救出するもの 

（２）救出する機械、器具その他の資材を操作するもの 

４ 飲料水の供給 

（１）飲料水を供給するために要するもの 

（２）飲料水を供給するための機械、器具の運搬、操作等に要するもの 

（３）飲料水を浄水するための医薬品等の配布に要するもの 

５ 救済用物資の整理、輸送及び配分 

（１）救済物資を区分し、整理し、保管するためのもの 

（２）救済物資を送達するための荷物の積み下ろし、上乗り及び運搬するためのもの 

（３）輸送された物資をり災者に配分するためのもの 

６ 死体の捜索 

（１）死体を捜索するために必要なもの 

（２）捜索に要する機械、器具その他の資材を操作するために必要なもの 

７ 死体の処理 

（１）死体の洗浄、消毒等の処理をするためのもの 

（２）死体を安置所まで輸送するために必要なもの 

３ 救助の方法 １ 知事、市長等が正当な方法で雇い上げて実施する。 

２  仕事の量及び質の両面から検討し、必要最小限度の人数とする。 

４ 費用の範囲 この業務を行うために３の方法で雇い上げた賃金職員等に支払う賃金 

５ 費用の限度 当該地域の通常の実費とすること。（職業安定所の業種別標準賃金を基礎とするのが 

適当である。） 

６ 救助の期間 救助の種類実施期間の範囲内とする。 

り災者の避難及び救助用物資に関する期間は、「ソ 応急救助のための輸送」に掲げられる

輸送日を認めた期間とする。 

７ 特別基準 雇い上げ期間の延長、各救助種目の期間以上に残務整理のための延長もできる。 

雇い上げの特例 

（１）埋葬のためのもの 

（２）炊き出しのためのもの 

（３）遠距離から資材等を輸送するためのもの 

８ 実施状況報告 雇い上げの実施状況（日報） 

９ 整備書類 １ 救助実施記録日計票（第８号様式） 

２ 雇上げ記録簿（第３１号様式） 

３ 雇上げた賃金職員等に対する賃金に関する支払関係証拠書類 

１０ その他 救済用物資として認められないものの範囲は、輸送費に準ずる 

チ 実費弁償 



地震災害対策編 
第１編第３章第４５節 

「災害救助法による救助対策」 

- 376 - 

１ 範囲 災害救助法施行令第４条第１号から第４号までに規定する者 

２ 費用の限度 災害救助法第７条第１項の規定により救助に関する業務に従事させた都道府県知事の総

括する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して定

める。 

３ 期間 救助の実施が認められる期間内 

４ その他 時間外勤務手当及び旅費は、別に定める。 

 
 ツ 救助に要した事務費 

１ 事務費の対象

となる経費 
１ 旅費 
（１）県への打合せ旅費 
（２）救助物資の調達 
（３）輸送の旅費等 
２ 時間外勤務手当 

県及び市職員に限られる。 
３ 賃金 

臨時に雇い上げた職員の賃金 
４ 消耗品費 
（１）文具 
（２）用紙及び消耗器材 
５ 燃料費 
（１）燃料（暖房用灯油等） 
（２）自動車燃料 
６ 食料費 
（１）職員に対する炊き出しの賄料 
（２）応急救助対策打合せ会の賄料 
７ 印刷製本費 
（１）各種帳簿、台帳、諸用紙類 
（２）被災証明書 
８ 光熱水費 

電灯料、水道料、ガス代等 

 ９ 通信運搬費 
（１）通信料 
（２）運搬料 
（３）近距離のバス、電車、船舶等の回数券 
10 使用料及び賃借料 
（１）土地、家屋の借上料 
（２）自動車及び船舶の借上料 
（３）機械器具の借上料 
11 修繕費 
（１）自動車、船舶及び自動車等交通連絡の手段として使用した輸送機械器具に限られる。 
（２）原状回復であって、改良、改善は含まれない。 
12 委託料 
  職員の行う事務の業務委託等 
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２ 事務費の範囲 １ 法第４条に規定する応急救助の事務を行うに必要な経費に限られるものとする。 
２ 事務費として認められる経費は、応急救助の実施に必要な事務に要した費用である。 
３ 応急救助を実施する機関の経費である。 

３ 事務費を支出

できる機関 
災害発生の日から救助期間内に支出したものに限られる。この場合の支出とは、債務の確

定をいうものであり、事実上の支払の意味ではない。 

４ 精算事務費の

取扱い 
１ 精算の事務を行うに必要な経費については、精算事務終了の日までの間、その必要な経

費が認められる。 
２ 事務費の対象となる範囲は、応急救助に要する事務費と同じである。 

５ 整備書類 １ 救助事務一覧表（第３２号様式） 
２ 事務費に関する支払関係証拠書類 

 
５５  関関係係諸諸様様式式  

救助法事務に必要な書類の諸様式を次に示す。 
災害救助法第１号様式：被害状況調 

災害救助法第２号様式：救助日報 

災害救助法第５号様式：災害救助費調書 

災害救助法第６号様式：被災者台帳 
災害救助法第８号様式：救助実施記録日計票 

災害救助法第９号様式：避難所設置費 

災害救助法第１０号様式：応急仮設住宅設置費 

災害救助法第１１号様式：炊出しその他による食品の給与費 

災害救助法第１２号様式：飲料水供給費 

災害救助法第１３号様式：被服、寝具その他生活必需品の給与費 

災害救助法第１４号様式：医療費（救護班分） 

災害救助法第１５号様式：医療費（病院診療所分） 
災害救助法第１６号様式：助産費 

災害救助法第１７号様式：被災者の救出費 

災害救助法第１８号様式：住宅の応急修理費 

災害救助法第２０号様式：学用品の給与費 

災害救助法第２１号様式：埋葬費 

災害救助法第２２号様式：死体の捜索費 

災害救助法第２３号様式：死体の処理費 

災害救助法第２４号様式：障害物の除去費 

災害救助法第２５号様式：輸送記録簿 

災害救助法第３１号様式：雇上賃金職員等勤務状況表 
災害救助法第３２号様式：救助事務費一覧 
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第第１１編編（（地地震震災災害害対対策策編編））第第４４章章    復復旧旧・・復復興興計計画画  

第第１１節節  民民生生安安定定化化計計画画                                            
 
この計画は、災害により被害を受けた市民の自力復興を促進し、安定した生活の早期回復を図

るため、市、県及び関係機関は、被災者からの生活相談の受付、職業のあっせん、生活関連物資

の安定供給のための措置、租税の徴収猶予措置、公共料金の特例措置等を実施する。 
 
１１    被被災災者者ののたためめのの相相談談、、支支援援  

市及び県、国は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができ

るよう、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被

災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。 

（１）被災者支援体制の整備 

   市は、大規模災害が発生したときは、円滑な被災者生活再建支援を実施するため、速やか

に被災者支援室等の組織、体制の整備を図る。 
（２）相談所の開設 

市及び県は、避難所及び市庁舎などに被災者のための相談所を速やかに開設する。 

（３）相談所の運営 
市及び県は、被災者からの幅広い相談に応じるため、必要に応じて他の防災関係機関と連

携し、相談業務を実施する。 
（４）被災者情報の把握、情報の共有化 
   市及び県は、被災者台帳などの積極的な作成・活用により被災者情報を共有化し、迅速か

つ的確な支援に努める。また、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や

支援・サービスを容易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を避

難元と避難先の都道府県及び市町村が共有する仕組の円滑な運用・強化を図る。 
（５）被災者等の生活再建等の支援 
  ア 市及び県は、被災者生活再建支援法の適用条件に満たない規模の自然災害が発生した際

に、同法の趣旨を踏まえ、必要な措置を講じる。 
  イ 市は、被災者生活再建支援金の支給に関する被災者からの申請を迅速かつ的確に処理す

るため、体制の整備等を図る。 
  ウ 市、県及び国は、被災者の働く場の確保のため、即効性のある臨時的な雇用創出策と、

被災地の特性を踏まえた産業振興の方向性に沿って、職業訓練を通じた労働者の技能向上

等による中長期的な雇用創出策を組み合わせて実施するものとする。併せて、自営業、農

林水産業、中小企業等に対する経営の維持・再生、起業等への支援策の充実を図るものと

する。 
エ 市は、「大規模災害時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドラ

イン」等を踏まえ、平時から、災害時に迅速・的確な被災者生活再建支援を行うための体
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制整備に努める。県は、研修の実施等により、市町村の体制整備や市町村間の応援体制構

築の支援に努める。また、県と市町村は、被災者生活再建支援の円滑化に資するため、シ

ステムの導入等の検討に努める。 
（６）被災中小企業への相談窓口等の設置 
   市、県及び国は、被災中小企業等に対する補助、助成措置について、広く被災者に広報す 

るとともに、相談窓口等を設置する。 
 
２２    りり災災証証明明書書のの発発行行 

市は、発災後迅速に、住家の被害認定調査の実施体制及びり災証明書の発行体制を確立し、

被災者に対し遅滞なく、り災証明書を発行する。また、平時からの住家の被害認定調査の担当

者育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援受入体制の構築、業務を支援

するシステムの活用等を計画的に進める。 
県は、市が行う被害認定調査及びり災証明書の発行に関する技術的・人的支援を行うととも

に、必要に応じて市町村間の支援を調整する。また、共通の調査・判定方法にばらつきが生じ

ることのないよう、必要な研修の実施に努めるとともに、研修参加者の名簿への登録、他の都

道府県や民間団体との応援協定の締結により、応援体制の強化を図る。 
 
３３    雇雇用用のの安安定定  

柏崎公共職業安定所長は離職者の発生状況、求人・求職の動向等の状況を把握するとともに、

必要に応じ次の措置を講じる。 
（１）特別相談窓口等の設置 

ア  被災者のための特別相談窓口を設置する。 
イ  公共職業安定所に出頭することの困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回相

談を実施する。 
ウ  近隣の公共職業安定所と連携を図り、応援職員の確保を図る。 

（２）被災者の雇用促進 
ア  被災求職者に対する綿密な相談を実施するとともに、近隣の公共職業安定所を通じ、更

には全国の公共職業安定機関を通じて、住居確保に配慮しつつ求人を確保し、広域にわた

る職業紹介を行う。 
イ  市において行われる公共事業に失業者が優先的に雇用されるように配意し、被災者の復

興事業への雇用を促進する。 
（３）特例措置の要請及び実施 

ア  雇用保険失業給付の特例支給 
（ア）証明書による失業の認定 

柏崎公共職業安定所長は、災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対し

て、事後に証明書により失業の認定を行い、失業給付を行う。 

（イ）激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 
柏崎公共職業安定所長は、災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す
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る法律（昭和３７年法律第１５０号）第２５条第１項に定めた措置を適用される場合は、

災害による休業のための賃金を受けることができない雇用保険の被保険者（日雇労働被

保険者は除く）に対して、失業しているものとみなして基本手当を支給する。 
イ  雇用調整助成金の特例適用の要請 

労働局長は、被災地域の事業主が次の休業等をさせる場合、休業手当にかかる賃金負担 

の一部（大企業２／３、中小企業３／４）を助成できるよう厚生労働省へ要請する。 

（ア）事業主が労働者を休業させる場合。 
（イ）被災地域以外の災害関連下請事業所が労働者を休業させる場合。 
（ウ）事業主が新卒者等の内定取消しの回避を図る場合。 

ウ  労働保険料の申告・納付期限の延長 
災害により労働保険料を所定の期限で納付することができない事業主に対して、必要が 

あると認めるときは概算保険料の延納の特例措置、延滞金、若しくは追徴金の徴収免除又 

は労働保険料の納付の猶予を行う。 

 
４４    応応急急金金融融対対策策  

災害時、被災地域における通貨の円滑な供給、金融の迅速かつ適切な調整を行い、民生の安

定を図るため、日本銀行新潟支店は、必要に応じて次のような応急金融対策を実施する。 
（１）銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

ア  通貨の円滑な供給の確保 
被災地域における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ被災地所在の金融

機関に臨時に発行元銀行券を寄託し、あるいは既存の寄託発行元銀行券の活用を図るほか、

金融機関の所要現金の確保について必要な措置を講ずる。 
なお、被災地域における損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについては、状況に応じ職員

を派遣する等必要な措置を講ずる。 
イ  輸送、通信手段の確保 

被災地域に対する現金供給のため、緊急に現金を輸送し、又は通信を行う必要があると

きは、関係行政機関等と密接に連絡をとった上、輸送、通信手段の確保を図る。 
  ウ 通貨及び金融の調節 

災害発生時等において、必要に応じ適切な通貨及び金融の調節を行う。 

（２）資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 
ア 決済システムの安定的な運行に関する措置 

災害発生時等において、金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図るため、必

要に応じ、日本銀行金融ネットワークシステムその他の決済システムの安定的な運行に関

する措置を実施する。また、必要に応じ、関連する決済システムの運営者等に対し、参加

者等の業務に支障が出ないよう考慮し適切な措置を講ずることを要請する。 
イ 資金の貸付け 

災害発生時等において、金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図るため、必

要に応じ、資金の貸付けを行う。 
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（３）金融機関の業務運営の確保 
日本銀行新潟支店は、関係行政機関と協議の上、被災金融機関が早急に営業を開始できる

よう、必要な措置を講ずるほか、必要に応じ金融機関に対し、営業時間の延長又は休日臨時

営業の実施に配慮するよう要請する。また、災害の状況に応じ必要の範囲で適宜業務時間の

延長又は休日臨時営業を行う。 
（４）金融機関による金融上の措置の実施に関する要請 

ア  被災者の便宜を図るため、財務省関東財務局新潟財務事務所及び日本銀行新潟支店は、

必要に応じ関係行政機関と協議の上、金融機関又は金融機関団体に対し、次に掲げる措置

その他の金融上の措置を適切に講ずるよう要請する。 
（ア）預金通帳を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。 
（イ）被災者に対して定期預金、定期積立金等の期限前払戻し又は預貯金を担保とする貸出

等の特別取扱いを行うこと。 
（ウ）被災地の手形交換所において、被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出を認

めるほか、不渡処分の猶予等の特別措置をとること。 
（エ）損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。 

（オ）(必要と認められる災害復旧資金の融通について、迅速かつ適切な措置をとること。 

イ 被災者の便宜を図るため、財務省関東財務局新潟財務事務所は、災害発生後速やかに県 
 災害対策本部と情報共有を図り、必要に応じて証券会社・生命保険会社及び損害保険会社

等に対し、次に掲げるなどの金融上の措置を可及的速やかに要請する。 
（ア）有価証券、保険証券、届出印鑑等を喪失した契約者等に対し、可能な限り便宜措置を

とること。 
（イ）預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申出があった場合は可能な限りの便

宜措置をとること。 
（ウ） 保険金の支払については、できる限り迅速に行うよう配慮し、保険料の払込みについ

ては、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置をとること。 
（５）各種措置に関する広報 

災害応急対策に関する情報について、新聞、放送、インターネットその他の適切な方

法により、迅速に市民に提供するよう努める。 

財務省関東財務局新潟財務事務所及び日本銀行新潟支店は、被災者に対して、（３）

及び（４）に定める要請を行ったときは、関係行政機関と協議の上、金融機関及び放送

事業者と協力して速やかにその周知徹底を図る。 
  
５５    生生活活関関連連物物資資のの需需給給・・価価格格状状況況のの調調査査・・監監視視及及びび情情報報のの提提供供  

（１）調査・監視及び情報の提供 
県は、生活関連物資の供給の確保及び価格の安定を図るため、需給・価格状況の調査・監

視を行い、需給・価格状況等の情報提供を行う。 
（２）物資の指定等 
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ア  県は、生活関連物資の価格が著しく上昇し、若しくはそのおそれがあり、又は供給が著

しく不足し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、当該生活関連物資を特別の調査

を要する物資（以下「指定物資」という。）として指定する。 
イ  県は、指定物資を供給する事業者、店舗等を調査し、適正な価格で売り渡すよう指導し、

必要に応じて勧告・公表を行う。 
 
６６    住住宅宅対対策策  

（１）住宅復旧のための木材調達 
県は、県内稼働製材工場に対し復旧住宅用の資材を優先的に製材するよう要請するととも

に、製材に必要な原木の確保に努める。更に、必要に応じ近県に対して製材品の供給要請を

行う。 
（２）被災者入居のための公営住宅の建設 

災害により滅失した住宅に住んでいた低所得者に対する住宅対策として、市及び県は必要

に応じて災害公営住宅（激甚災害の場合にあっては「罹災者公営住宅」）を建設し、賃貸する。 
この場合において、滅失住宅が公営住宅法に定める基準に該当するときは、市及び県は滅

失住宅の状況を速やかに調査して国土交通省に報告するとともに、災害公営住宅建設計画を

作成し、災害査定の早期実施が得られるよう努める。 
（３）国有財産の活用 

財務省関東財務局新潟財務事務所は必要に応じ、市を通じ、公務員宿舎の空き室につい

て無償で貸付けを行う。 

また、更地である国有財産についても、仮設住宅用地その他の必要に応じ、無償で貸付

けを行う。 

 

７７  保保険険やや共共済済制制度度のの活活用用  

  地震を対象とした保険や共済制度は、地震による被災者の生活の安定に寄与することを目的

とした制度であり、被災者の住宅再建にとって有効な手段であることから、市はそれらの精度

の普及促進に努める。 
 
８８    租租税税のの期期限限延延長長、、徴徴収収猶猶予予、、減減免免等等のの特特例例措措置置  

（１）国税の特例措置（柏崎税務署） 
ア 国税通則法の規定に基づき、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収

に関する期限を延長する等の措置を行う。 
イ 被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定に基づき、被災者の納付す

べき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算の特別措置若しくは徴収の猶予等の措

置を行う。 
（２）県税の特例措置（柏崎地域振興局県税部） 

県は、被災した納税者又は特別徴収義務者（以下「納税者等」という。）に対し地方税法 

又は新潟県県税条例により、県税の納税緩和措置として、期限の延長、徴収猶予、減免等そ
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れぞれの実情に応じて、適切な措置を行う。 

（３）市税の特例措置（財務部税務課） 
被災者の市税について、申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付若しくは納入に関

する期限を延長、徴収猶予、減免等について市税条例の定めるところにより必要な措置を行

う。 
 
９９    そそのの他他公公共共料料金金のの特特例例措措置置  

（１）郵政業務 
ア  被災者に対する通常葉書・郵便書留の無償交付 

支店長が決定する。 
イ  被災者の差し出す郵便物の料金免除 

日本郵便㈱信越支社長が決定する。 
ウ  被災地あて救助用郵便物の料金免除 
（ア）日本郵便㈱信越支社長が決定する。 
（イ）地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募金連合会にあてた小包又は現金

書留に限る。 
（ウ）郵便窓口取扱い時間外でも引き受ける。 

（２）電信電話事業 
ア  避難勧告等により、実際に電話サービスを受けられない契約者の基本料金の減免 

避難勧告の日から同解除の日までの期間（１か月未満は日割り計算）とする。 

イ  被災者の電話移転工事費の減免 
災害による建物被害により、仮住居等へ電話を移転する契約者の移転工事費に限る。 

（３）電気事業 
   各電気事業者が被害状況を見て特例措置の実施及び内容を判断する。 

原則として災害救助法適用地域の被災者を対象とし特例措置の実施に当たっては経済産業

大臣の許可が必要。 
ア  電気料金の支払期限の延伸 
イ  不使用月の基本料金の免除 
ウ  建て替え等に伴う工事費負担金の免除（被災前と同一契約に限る） 
エ  仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 
オ  被災により使用不能となった電気設備相当分の基本料金の免除 
カ  被災に伴う引込線・メーター類の取付け位置変更のための諸工料の免除 

（４）都市ガス事業 

   ガス供給事業者で被害の状況を見て判断する。 

  ア 被災者のガス料金の納期の延伸 

イ 被災者が同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事費の免除（関東経済

産業局長の認可が必要） 

ウ 不使用月のガス料金（基本料金）の免除 
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１１００    制制度度のの周周知知及及びび利利用用者者へへのの広広報報  

市、県及び防災関係機関は、被災者に対する各種相談、施策等を実施する場合は、次のよう

な広報手段により、周知を図る。 
（１）防災行政無線（戸別受信機を含む）、ＦＭピッカラ等 
（２）広報車、広報紙、チラシ等 
（３）町内会、地区コミュニティ協議会 
（４）報道機関との協力による、放送、新聞広報等
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第第２２節節  貸貸付付・・融融資資そそのの他他資資金金等等にによよるる支支援援計計画画                        

 
災害により被害を受けた市民が、その痛手から速やかに再起更生できるよう貸付・融資等の金

融支援を行い、被災者等の生活確保又は事業経営安定の措置を講ずる。 
また、災害により死亡した者の遺族に対し弔慰金を、著しい障害を受けた者には見舞金を支給

する。 
 
１１  支支給給・・貸貸付付・・融融資資そそのの他他資資金金等等のの概概要要  

区分 資 金 名 等 主な対象者 窓    口 担当課 

支 
 
 
 
給 

１  災害弔慰金 災害により死亡した者の遺族 市 危機管理部 
防災・原子力課 

２  災害障害見舞金 災害により著しい障害を受けた者 市 危機管理部 
防災・原子力課 

３  被災者生活再建支援金 災害により住宅が全壊又は大規模半

壊、中規模半壊世帯 
（公財）都道府県

センター 
危機管理部 
防災・原子力課 
市民生活部 
市民活動支援課 

貸 
 
 
 
 
 
 
 
 
付 

４  災害援護資金 災害により被害を受けた世帯の世帯主 市 危機管理部 
防災・原子力課 

５  生活福祉資金 
ア  福祉費（災害臨時経

費） 
イ  福祉費（住宅改修等 
経費） 

低所得世帯等 市 
（民生委員・児童

委員） 

福祉保健部 
福祉課 

６  母子父子寡婦福祉資金 母子家庭、父子家庭、寡婦 新潟県地域振興局

健康福祉（環境）

部 

福祉保健部 
福祉課 

７  住宅金融支援機構資金 
（災害復興住宅） 

住宅金融支援機構が指定した災害

で被害を受けた住宅の所有者等 
住宅金融支援機構

受託金融機関 
都市整備部 
建築住宅課 

８ 災害復興住宅資金貸付

金利子補給金交付要綱 

住宅金融支援機構又は金融機関の災害

復興住宅資金の借入者 
市 

９ 天災融資制度 被害農林漁業者で市町村長の認定を受

けた者 
農協、森林組合、

漁協、銀行 
産業振興部 
農林水産課 
農政課 

10  日本政策金融公庫資金 被害農林漁業者 日本政策金融公庫

受託金融機関 

11  中小企業融資 中小企業及びその組合 市 
金融機関 
県信用保証協会 

産業振興部 
商業観光課 
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２２    貸貸付付・・融融資資等等のの名名称称及及びび内内容容  

  各貸付・融資等は次のとおり。なお、各制度の対象となる災害、貸付額等詳細は「資料編３ 

  応急救助及び被災者支援等に関する資料」を参照。 

（１）災害弔慰金 

災害により死亡した者の遺族に対し支給する。 
なお、市は、必要に応じて、災害による関連死かどうか判定するため、「災害弔慰金支給審

査委員会」を設置するものとする。審査委員会は、医師、弁護士、行政職員等４～５人のメ

ンバーで構成するものとする。 
（２）災害障害見舞金 

災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し支給する。 
（３）被災者生活再建支援金 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して支給し、その生活の再建を

支援する。 
（４）災害援護資金の貸付 

 災害により家財等に被害があった場合、生活の建て直しの資金を貸し付ける。 

（５）生活福祉資金貸付（問い合わせ窓口：福祉保健部福祉課） 
   災害救助法の適用に至らない小災害時に家財等に被害があった場合に生活の立て直し資金      
  として貸し付ける。 
（６）母子父子寡婦福祉資金貸付（問い合わせ窓口：福祉保健部福祉課） 

 母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費

を貸し付ける。災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、償還金の

支払猶予等の特別措置を講じる。 
（７）住宅金融支援機構資金(災害復興住宅資金の貸付)（問い合わせ窓口：都市整備部建築住宅課） 

災害により住家に被害を受けた被災者が住家の建設・購入等を行う場合に貸し付ける。 
なお、貸付には罹災証明が必要なため、市及び県は、被災地の滅失又は損失した家屋の状況 

を調査し、被災者に対し当該資金の融資が円滑に行われるよう、制度広報を行うとともに被 
害率の認定を早期に実施して災害復興住宅資金の借入の促進を図る。 

（８）新潟県災害被災者住宅復興支援事業（問い合わせ窓口：都市整備部建築住宅課） 

災害被災者の住宅の再建を円滑に行うため、知事が指定する災害により自ら居住する住宅

に被害を受け、被災住宅の再建資金を借り入れた者に対し、金利軽減のための利子補給を行

うとともに一定額以上の借入れを行う者に低利の上乗せ融資を行う。 
（９）天災融資制度（問い合わせ窓口：産業振興部農林水産課） 

市及び県は、地震災害等で被害を受けた農林漁業者又は農協等の組合に対し、その再生産

に必要な低利の経営資金を被害農林漁業者に、事業資金を被害組合に対して融通し、その経

営の安定を図るとともに、「天災による被害農林漁業者に対する資金融資に関する暫定措置法」

に基づいて、農協等系統金融機関・銀行等の融資機関に対し、利子補給及び損失補償 
を行うものとする。 

（10）日本政策金融公庫資金（農林水産事業） 
被害農林漁業者に対し農林漁業用施設等が被害を受けた場合にはその復旧に要する資金を 
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被害のために資金を導入しなければ経営の維持が困難な場合は、経営資金等の融資並びに既

往貸付期限の延期措置を行うものとする。 
（11）中小企業融資（問い合わせ窓口：産業振興部商業観光課） 

関係行政機関と政府系金融機関、及び民間金融機関との密接な連絡の下、被害の状況、再建のための

資金需要等の的確な把握に努め、融資等各種金融制度の効果的運用を図るものとする。 

 

 
３３    制制度度のの市市民民へへのの広広報報  

市及び県は、被災者等に対する弔慰金等の支給及び金融支援制度の周知について、次の方法

により実施する。 
（１）相談窓口の周知 

市及び県の災害対策本部は、金融機関等と連携を図り、報道機関の協力により新聞及び放

送媒体による周知並びに広報紙・チラシ等お知らせ版臨時号の配布等により支援制度の相談

窓口等の周知を行う。 
（２）制度内容の周知 

市及び県の災害対策本部は金融機関等と連携を図り、広報紙・チラシ等お知らせ版臨時号

の配布及び新聞紙面により各制度の概要を周知し、また、新聞等報道機関の協力を得て周知

を図る。 
ア  県災害対策本部が実施するもの 
（ア）広報紙・チラシ等お知らせ版臨時号の作成、配布 
（イ）新聞紙面による周知 
イ  市災害対策本部が実施するもの 
（ア）広報紙・チラシ等お知らせ版臨時号の作成、配布 

（県等の支援制度及び市個別制度の周知） 
（イ）防災行政無線、ＦＭピッカラ等の活用 
ウ  金融機関等 

広報紙・チラシ等お知らせ版臨時号による所管制度の周知 



地震災害対策編 
第１編第４章第３節 

「公共施設等災害復旧計画」 

- 388 - 

第第３３節節  公公共共施施設設等等災災害害復復旧旧計計画画                                    

 
１１  計計画画のの方方針針  

公共施設等の災害による被害を早期に復旧するため的確に被害状況を調査把握し、速やかに

災害復旧の基本方向を決定するとともに復旧計画を策定して災害査定を受け、早期に事業実施

できるよう一連の手続を明らかにする。また、激甚災害の指定を受けた場合とそれ以外の場合

の復旧に対する助成制度・財政援助の 内容とそれぞれの担当窓口を明確にし、併せて市民及

び関係団体等に対する災害復旧計画及び復旧状況に関する必要な情報提供に努める。 
県は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置された災害（以下「特 

定大規模災害」という。）等を受けた市から要請があり、かつ市が行う工事の実施体制等の地

域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、この事務の遂行に

支障のない範囲で、権限代行制度により、被災地方公共団体に対する支援を行う。また、高度

の技術又は機械力を要する工事等について、必要に応じ国に権限代行制度による支援を要請す

る。 
 
２２  計計画画のの体体系系  

 
３３    被被害害状状況況調調査査及及びび集集計計  

（１）被害状況調査 
災害により被害が発生した場合、施設管理者はその被害状況を迅速かつ的確に把握し、所管部局を経

由して市災害対策本部（防災・原子力課）にその状況を速やかに報告する。 

（２）被害状況の集計 
被害報告を受けた市災害対策本部（防災・原子力課）は、集計結果を速やかに県災害対策

本部（危機対策課）に報告する。 
（３）被害状況総合集計 

被害状況調査及び集計 

復旧の基本方向の決定 

災害査定の促進 

激甚災害指定の促進 

災害復旧事業に係る助成及び財政援助 

市民及び関係団体等に対する情報提供 

被害状況調査、報告、集計 

災害復旧の基本方向の決定 

災害復旧計画書作成、災害査定の促進 

激甚災害指定のための調査、報告 

助成・財政援助の内容及び担当窓口 

情報提供の分担及び方法 
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県災害対策本部（危機対策課）は県全体の集計を行い、国（消防庁）に報告するとともに、

関係機関及び関係者に情報提供する。 
（４）災害復旧事業の窓口 

災害復旧事業名 対象施設等 関係省庁 県の窓口 
１  公共土木施設災害復旧事業 
（公共土木施設災害復旧事業費

国庫負担法） 

河川 国土交通省 土木部河川管理課  防災係 
（地域振興局地域整備部） 

海岸 国土交通省 
 
 
農林水産省 

土木部河川管理課  防災係 
交通政策局港湾整備課 建設防災係 
（地域振興局地域整備部） 
農林水産部漁港課  計画建設係 

 砂防設備 国土交通省 土木部砂防課  砂防係 
（地域振興局地域整備部） 

 林地荒廃防止施設 農林水産省 農林水産部治山課技術管理・災害班 
（地域振興局農林（水産）振興部） 

 地すべり防止施設 国土交通省 
 
農林水産省 

土木部砂防課  地すべり係 
（地域振興局地域整備部） 
農林水産部治山課 技術管理・災害班 
（地域振興局農林（水産）振興部） 
農地部農地建設課  防災係 
（地域振興局農業振興部） 

 急傾斜地崩壊防止施設 国土交通省 土木部砂防課  地すべり係 
（地域振興局地域整備部） 

 道路 〃 土木部道路管理課  維持管理係 
（地域振興局地域整備部） 

 港湾 〃 交通政策局港湾整備課  建設防災係 
（港湾事務所）（地域振興局地域整備

部） 
 漁港 農林水産省 農林水産部漁港課  計画建設係 

（地域振興局地域整備部） 
 下水道 国土交通省 土木部都市局下水道課 

（流域下水道事務所） 
 公園 国土交通省 土木部都市局都市整備課 

（地域振興局地域整備部） 
２  農林水産業施設等災害復旧事

業 
（農林水産業施設災害復旧事業

費国庫補助の暫定措置に関する

法律） 

農地・農業用施設 農林水産省 農地部農地建設課  防災係 
（地域振興局（支局）農林（水産）

振興部・農業振興部） 
林業用施設 農林水産省 農林水産部林政課  林道係 

（地域振興局農林（水産）振興部） 
漁業用施設 農林水産省 農林水産部水産課  資源対策係 
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災害復旧事業名 対象施設等 関係省庁 県の窓口 
共同利用施設 
（農業用共同利用施設） 
 

農林水産省 
 

農林水産部農業総務課団体指導検査

室   指導第1係 
（地域振興局農業（水産）振興部・

農業振興部） 
（林業用共同利用施設） 
 
（漁業用共同利用施設） 

 農林水産部林政課 計画調整係 
（地域振興局農業（水産）振興部） 
農林水産部水産課 資源対策係 

３  文教施設等災害復旧事業 
（公立学校施設災害復旧費国庫

負担法） 

公立学校施設 文部科学省 教育庁財務課 財務管理係・助成係 
 

（激甚法） 公立社会教育施設 文部科学省 教育庁生涯学習推進課 青少年家庭

教育係・成人教育係 
（激甚法） 私立学校施設 文部科学省 総務管理部大学・私学振興課支援班

（私学担当） 
（予算措置） 文化財 文部科学省 観光文化スポーツ部文化課文化財係 
４  厚生施設等災害復旧事業 

（社会福祉施設等災害復旧費国

庫補助金） 

社会福祉施設等 厚生労働省 福祉保健部福祉保健総務課保護係 

保護係 

（地域振興局健康福祉（環境）部） 

福祉保健部高齢福祉保健課 施設福

祉係 

（地域振興局健康福祉（環境）部） 

福祉保健部障害福祉課 自立支援係 

（地域振興局健康福祉（環境）部） 

福祉保健部少子化対策課 保育支援

係  

福祉保健部児童家庭課 家庭福祉係  

（地域振興局健康福祉（環境）部） 

 

（医療施設災等害復旧費補助金） 医療施設等 厚生労働省 福祉保健部地域医療政策課地域医療

整備室  

（地域振興局健康福祉（環境）部） 

（上水道施設災害復旧費及び簡

易水道施設災害復旧費補助金） 

水道施設 厚生労働省 福祉保健部生活衛生課  営業・水道

係 

（地域振興局健康福祉（環境）部） 

（保健衛生施設等災害復旧費国

庫補助金） 

感染症指定医療機関 厚生労働省 福祉保健部感染症対策・薬務課感染

症対策班 

（地域振興局健康福祉（環境）部） 

（廃棄物処理施設災害復旧費補

助金交付要綱） 

廃棄物処理施設 環境省 県民生活・環境部廃棄物対策課 資

源循環推進係 

（地域振興局健康福祉環境部） 

５  都市災害復旧事業（都市施設 街路、都市排水施設等 国土交通省 土木部都市局都市整備課 市街地整
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災害復旧事業名 対象施設等 関係省庁 県の窓口 
等）、堆積土砂排除事業 

（都市災害復旧事業国庫補助に

関する基本方針） 

（都市排水施設、公園

等の施設） 

市街地の堆積土砂 

備係            

（地域振興局地域整備部） 

６  公営住宅等災害復旧事業 

（公営住宅法） 

災害公営住宅の建設 

既設公営住宅 

国土交通省 土木部都市局建築住宅課 住宅整備

係       

（地域振興局地域整備部） 

 

７  その他の災害復旧事業 
①空  港 
（空港法） 
②工業用水道 
（予算措置） 
③中小企業 
（激甚法） 

 
空港施設 
 
工業用水道施設 
 
中小企業共同施設 

 
国土交通省 
 
経済産業省 
 
経済産業省 

 
交通政策局空港課  整備・調整担当 

 
企業局施設課  土木施設・電機施設

班 
産業労働観光部産業政策課 経営支

援室 
８  災害復旧に係る市に対する財

政支援措置 
①特別交付税に関する業務 
②普通交付税に関する業務 
③地方債に関する業務 

  
 
総務省 
総務省 
総務省 

 
総務管理部 
市町村課   財政班（財政担当） 
市町村課 財政班（交付税担当） 
市町村課 財政班（理財担当） 

  

４４  復復旧旧のの基基本本方方向向のの決決定定  

市は、被災の状況及び地域の特性並びに被災施設管理者及び市民の意向等を勘案しつつ、迅

速な原状復旧又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的な振興計画等に配慮し、復旧の基本

方向を定めるものとする。施設管理者はこの基本方向に基づき、速やかに災害復旧事業計画書

を作成するものとし、必要な場合には、関係機関が各々で復興計画を策定するものとする。 

なお、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害防止の観点から、

可能な限り改良復旧を行うものとする。 

  

５５    災災害害査査定定のの促促進進  

（１）災害査定 

復旧事業費の早期決定により円滑な事業実施を図るため、市は県と協議しながら査定計画 

をたて査定が速やかに行えるよう努める。 

また、被害の状況により特に緊急を要する場合は、緊急に査定が実施されるよう必要な措 
置を講じる。 

（２）事務手続 

災害復旧事業の執行手続は、それぞれの法令、要綱等に基づき進めるものとする。 
  

６６    激激甚甚災災害害指指定定のの促促進進 
県は著しく激甚である災害が発生した場合、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律」（以下この節においては「法」という。）に基づく激甚災害又は局地激甚災害の指
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定を受けるため、被害の状況を調査し、早期に指定が受けられるよう措置し、復旧が円滑に行

われるよう努める。 
ア  知事は、市の被害状況等を検討の上、激甚災害又は局地激甚災害の指定を受ける必要が

あると思われる事業について関係部局に必要な調査を行わせる。 
イ  市は、県が行う激甚災害又は局地激甚災害に関する調査等について協力する。 
ウ  関係部局は、法に定める必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害の指定が受けら

れるよう措置する。 
エ  激甚災害の指定基準 

適用すべき措置 指定基準 

法第２章（３条～４条） 
公共土木施設災害復旧事業

等に関する特別財政援助 
 
 
 

 

次のいずれかに該当する災害 
①イ）査定事業費＞当該市町村の標準税収入×５０0％ 

 （ただし、当該査定事業費１０,０００千円未満は除外） 

 ロ）当該市町村の標準税収入が５０億円以下であり、かつ、当該市

町村が負担する査定事業費が２億５千万円を超える市町村 

   査定事業費＞当該市町村の標準税収入×２０％ 

 ハ）当該市町村の標準税収入が５０億円を超え、かつ、１００億円

以下の市町村 
   査定事業費＞当該市町村の標準税収入×２０％ 
         +（当該市町村の標準税収入-５０億円）×６０％ 

ただし、当該査定事業費の額を合算した額がおおむね１億円未満で

ある場合を除く。 
②査定見込額からみて①に掲げる災害に明らかに該当することが見

込まれる災害（ただし、当該災害に係る被害箇所の数がおおむね１０

未満のものを除く） 

法第５条 
農地等の災害復旧事業等に

関する補助の特別措置 

次のいずれかに該当する災害 
Ａ基準 
査定見込額  ＞  全国農業所得推定額  ×  ０．５％ 

Ｂ基準 
査定見込額  ＞  全国農業所得推定額  ×  ０．１５％ 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上 

(1)都道府県内査定見込額  ＞  当該都道府県の農業所得推定額  × 

４％ 

又は 

(2) 都道府県内査定見込額  ＞   １０ 億円 

法第６条 
農林水産業共同利用施設災

害復旧事業費の補助の特例 

次のいずれかにに該当する災害。 

(1)  法第５条の措置が適用される場合 又は 

(2) 農業被害見込額  ＞  全国農業所得推定額  ×  １．５％ 

で法第８条の措置が適用される場合 

（ただし、(1)(2)とも、当該被害見込額が５千万円以下の場合は除く。） 

ただし、上記に該当しない場合であっても、水産業共同利用施設に関する
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ものについて、当該災害の漁業被害見込額が農業被害見込額を超え、かつ次

のいずれかに該当する激甚災害に適用する。 

(3) 漁船等の被害見込額＞全国漁業所得推定額×０．５％    又は 

(4) 漁業被害見込額＞全国漁業所得推定額×１．５％で法第８条の措置が

適用される場合 
（ただし、(3)(4)とも、水産業共同利用施設の被害見込額が５千万円以

下の場合を除く。） 

法第８条 
天災による被害農林漁業者

等に対する資金の融通に関

する暫定措置の特例 

次のいずれかに該当する災害。ただし、高潮、津波等特殊な原因による激

甚な災害であって、災害の態様から次の基準によりがたい場合は、被害の実

情に応じて個別に考慮 
Ａ基準 
農業被害見込額  ＞  全国農業所得推定額  ×  ０．５％ 

Ｂ基準 
農業被害見込額  ＞  全国農業所得推定額  ×  ０．１５％ 
かつ、次の要件に該当する都道府県が１以上 
１つの都道府県の特別被害農業者  ＞  当該都道府県内の 

農業者  × ３％ 

法第１０条 

 土地改良区等の行うたん水

排除事業に対する補助 

法第２条第１項の規定に基づき、激甚災害として政令で指定した災害によ

るもの 

浸水面積（１週間以上）３０ha以上の区域 

排除されるたん水量３０万㎥以上 

最大たん水時のたん水面積の５０％以上が土地改良区等の地域であるこ

と。 

法第１１条の２ 
森林災害復旧事業に対する

補助 

次のいずれかに該当する災害 
Ａ基準 
林業被害見込額      ＞  全国生産林業所得推定額  ×  ５ ％ 
（樹木に関するもの）      （木材生産部門） 

Ｂ基準 
林業被害見込額      ＞  全国生産林業所得推定額  ×１．５ ％ 
（樹木に関するもの）      （木材生産部門） 
かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上 
(1) 都道府県林業被害見込額 

＞  当該都道府県生産林業所得推定額×６０％ 
(2) 都道府県内林業被害見込額 

＞  全国生産林業所得推定額  ×  1 ％ 

法第１２条 

中小企業信用保険法による

災害関係保証の特例 

附則（平成２５ 年６月２１日

法律第５７ 号）第９条旧設備

資金貸付事業及び旧設備貸与

事業の災害関係特例 

次のいずれかに該当する災害 

Ａ基準 

中小企業関係被害額  ＞  全国中小企業所得推定額  ×０．２ ％ 

Ｂ基準 

中小企業関係被害額  ＞  全国中小企業所得推定額  ×０．０６％ 

かつ、次の要件に該当する都道府県が１以上 

１つの都道府県の中小企業関係被害額 

＞  当該都道府県の中小企業所得推定額  ×  ２ ％ 

  又は    ＞ １，４００億円 
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法第１６条 
公立社会教育施設災害復旧

事業に対する補助 
法第１７条 
私立学校施設災害復旧事業

の補助 
法第１９条 
市町村施行の感染症予防事

業に関する負担の特例 

法第２章の措置が適用される場合適用 
ただし、当該施設に関する被害又は当該事業量が軽微であると認められる

場合は除外 

法第２２条 
罹災者公営住宅建設事業に

対する補助の特例 

次のいずれかに該当する災害 
Ａ基準 
被災地全域滅失住宅戸数  ≧  ４，０００ 戸 

Ｂ基準 
次の１、２のいずれかに該当する災害 
１  被災地全域滅失住宅戸数  ≧  ２，０００ 戸 
かつ、次のいずれかに該当するもの 
(1)  １市町村の区域内の滅失住宅戸数  ≧  ２００ 戸 
(2)  １市町村の区域内の滅失住宅戸数  ≧  １０ ％ 

２  被災地全域滅失住宅戸数  ≧  1,200 戸 
かつ、次のいずれかに該当するもの 
(1)  １市町村の区域内の滅失住宅戸数  ≧  ４００ 戸 
(2)  １市町村の区域内の滅失住宅戸数  ≧  ２０ ％ 

法第２４条 
小災害債に関する元利償還

金の基準財政需要額への算

入等 

１  公共土木施設及び公立学校施設小災害に関する措置については、法第２章

の措置が適用される場合適用 
２  農地農業用施設等小災害に関する措置については、法第５条の措置が適用

される場合適用 

上記以外の措置 災害発生のつど、被害の実情に応じて個別に考慮される。 

オ  局地激甚災害指定基準 

適用すべき措置 指定基準 

法第２章（第３条～４条） 
公共土木施設災害復旧事業等

に関する特別財政援助 
法第５条 
農地等の災害復旧事業等に

関する補助の特別措置 
法第６条 
農林水産業共同利用施設災害

復旧事業費の補助の特例 

査定事業費  ＞  当該市町村の標準税収入  ×  ５０ ％ 
（ただし、当該査定事業費 １０，０００ 千円未満は除外） 
ただし、当該査定事業費の額を合算した額がおおむね１億円未満である場

合を除く。 
又は、査定見込額からみて明らかに基準に該当することが見込ま

れる場合（ただし、当該災害に関する被害箇所の数がおおむね 10 未

満のものを除く） 
次のいずれかに該当する災害 

①当該市町村の区域内における農地等の災害復旧事業に要する経費 

の額＞当該市町村の農業所得推定額×１０％ 

（ただし、災害復旧事業に要する経費が１０，０００ 千円未満は除外） 

ただし、該当する市町村毎の当該経費の額を合算した額がおおむね

５０，０００ 千円未満である場合を除く。 
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又は当該市町村の漁業被害額＞農業被害額 

かつ、漁船等の被害額＞当該市町村の漁業所得推定額の10％ 

（ただし、当該漁船等の被害額が１０，０００ 千円未満は除外） 

ただし、該当する市町村毎の当該漁船等の被害額を合算した額がお

おむね５０，０００ 千円未満である場合を除く。 

② ①の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて①に

掲げる災害に明らかに該当すると見込まれる災害。ただし、当該災

害に関する被害箇所の数がおおむね１０ 未満のものを除く。 

法第１１条の２ 
森林災害復旧事業に対する

補助 

林業被害見込額  ＞当該市町村の生産林業所得推定額  × １５０ ％ 
ただし、林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得推定額のおおむね０．

０５％ 未満の場合は除く。 
かつ、要復旧見込面積が大火による災害にあっては、おおむね３００ha、

その他の災害にあっては、当該市町村の民有林面積（人工林に関するもの）

のおおむね25％を超える場合。 
 

法第１２条 
中小企業信用保険法による

災害関係保証の特例 
附則（平成25 年６月21日法

律第57 号）第９条旧設備資金

貸付け事業及び旧設備貸与事

業の災害関係特例 

中小企業関係被害額 
＞  当該市町村の中小企業所得推定額   ×  １０％ 

（ただし、被害額が １０，０００千円未満は除外） 
に該当する市町村が１以上。 
ただし、上記に該当する市町村の被害額を合算した額がおおむね５０，０

００千円未満である場合を除く。 

法第２４条 
小災害債に関する元利償還

金の基準財政需要額への算

入等 

法第２章又は第５条の措置が適用される場合適用 

 
７７    災災害害復復旧旧事事業業にに関関すするる助助成成及及びび財財政政支支援援  

（１）災害復旧事業に関する助成  

市民生活の安定と産業活動の回復を早期に図るため、災害復旧事業を迅速かつ円滑に実施

するには臨時的に多大な経費を必要とすることから、県は国からの助成を受けるため各種災

害復旧事業制度等に基づく必要な措置を講ずる。 
（２）災害復旧事業に関する財政援助 

災害復旧事業の実施による臨時的な財政負担により、財政の健全性及び計画的な行政運営

が損なわれないよう、県は地方財政措置制度に基づく必要な措置を講ずる。 
 
地方財政措置制度の概要 
（１）普通交付税 

ア  繰上交付 【交付時期の特例（交付税法第１６条第２項）（普通交付税に関する省令第５

４条）】 
 公共施設被害額  ×  ０．８  繰  上  交  付 
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 被災市町村の基準財政需要額  （次期交付額の合算の割合） 

市 
町 
村 

１０ ～ ５０％ ３０％ 

５０ ～ ７０％ ５０％ 

７０ ％   超  ７０％ 

県 

２０ ～ ５０％ １０％ 

５０ ～ ７０％ １５％ 

７０ %   超  ２５％ 

【注】(ｱ)上記基準に該当しない場合でも、災害救助法適用の場合は、最低の交付率を適用 
(ｲ)公共施設被害額とは、県内被災市町村のうち繰上交付を要する市町村の当該災害に

よる公共施設被害額の合算額 
(ｳ)被災市町村の基準財政需要額とは、県内被災市町村のうち繰上交付を要する市町村

の当該年度基準財政需要額の合算額（未決定の間は前年度額に全国平均伸び率（交

付団体分）を乗じた額） 
(ｴ)通常の交付時期  年４回（①４月、②６月、③９月、④１１月） 

イ  災害復旧費に関する地方債の元利償還金の算入 
（ア）補助災害復旧事業債 -----------------------------   元利償還金の   ９５．０％ 
（イ）単独災害復旧事業債 -----------------------------       〃         ４７．５ ～ ８５．５％ 
（ウ）かんまん災害復旧事業債 -----------------------       〃         ５７．０％ 

（２）特別交付税 
ア  災害に関する配分項目  【特別交付税に関する省令】 

区    分 算定基礎・数値 算入率 

① 現年災 

 (災害復旧) 

国庫補助負担金を伴う災害復旧事業費・災害対策事業費及び国の

行う災害復旧事業費の合算額 
２．０％ 

② 現年災 

 (応急対策) 

被災世帯数、全壊・半壊家屋戸数、浸水家屋戸数、農作物被害面

積、死者・行方不明者数、障害者数 
措置単価 

③ 現年災 

 (その他) 

現年災（災害復旧）  ×  ０．５   ＋  現年災（応急復旧）  ×  

０．２ 
－ 

④  大火災 焼失住宅の世帯数 措置単価 

⑤  公共施設火災 市町村有の施設の火災の焼失面積（小・中・高等学校、大学、庁

舎、その他） 
措置単価 

⑥  渇水対策 渇水対策に関する一般財源所要額 措置率 

⑦ 災害応援 被災した地方団体の要請等により行った災害応援経費 措置率 

⑧  干害・冷害・ひょう害等 農作物被害額 措置単価 

⑨  営農資金利子補 

 給 

天災融資法に基づく、被災農林漁業者等に対する利子補給、損失

補償に要する市町村負担額 
８０％ 

⑩  災害特例債 災害対策基本法第１０２条第 １項に規定する地方債（歳入欠か ５７％ 



地震災害対策編 
第１編第４章第３節 

「公共施設等災害復旧計画」 

- 397 - 

ん債等）の元利償還金 

⑪  連年災 連年災害を受けた団体 措置率 

⑫  公営企業災害復旧 次の事業の災害復旧事業に関する地方債の元利償還金の補てん

のため一般会計から当該特別会計に繰り入れた額 

ア  病院、上水道、下水道、簡易水道事業 

イ  激甚災害被災市町村のガス、上水道（アを除く）、軌道、自動

車運送業者 

５０％ 

（３）地方債制度 
ア  激甚災害以外 

区  分 対    象    事    業 充当率等 備    考 

1)補助災害復旧

事業債及び直

轄災害復旧事

業 

①  公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第３条に基

づく災害復旧事業 

②  農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置

に関する法律第３条に基づく災害復旧事業 

③  公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法第３条に基

づく災害復旧事業 

④  公営住宅法第８条第３項に基づく災害復旧事業 

⑤  国庫補助の対象となる都市施設に関する災害復旧事

業 

⑥  その他 

※  補助事業の災害関連事業に対する起債は、公共事業等

債で措置（充当率９０％） 

(1) 公共土木等 

地方負担額の 

現年分  １００％ 

過年分   ９０％ 

 

(2)農地・農林漁業

施設 

地方負担額の 

現年分  ９０％ 

過年分  ８０％ 

 

普通交付税 

 

元利償還金の 

９５％ 
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2)一般単独災害

復旧事業債 

公共施設及び公用施設に関する災害復旧事業の

うち、補助・直轄災害復旧事業債の対象とならな

かったもので、その他の災害復旧事業債の対象と

なったものを除いたもの並びに単独の災害関連事

業で次に掲げる事業 

①  補助災害復旧事業の採択基準に満たない事業 

②  災害復旧について国庫補助制度はあるが、補助災害復

旧事業債の対象としない施設（保育所、養護老人ﾎｰﾑ等

社会福祉施設、公民館・図書館等社会教育施設） 

③  災害復旧について国庫補助制度がない施設の災害復

旧事業（庁舎・各種試験場等の公用施設等） 

④  災害応急復旧工事 

⑤  災害関連工事 

⑥  維持上又は公益上、特に必要と認められる河川、港湾、

漁港の埋塞に関するしゅんせつ工事 

⑦  維持上又は公益上、特に必要と認められる天然の海

岸、河岸の決壊に関する災害復旧工事 

⑧ 災害復旧事業に伴って施設の移転建て替えを

やむを得ない理由により行う場合における旧施設

の解体撤去工事及び移転先の用地取得事業（被災

前面積が上限） 

※  対象外 

・ 農地（ただし、激特法第５条の措置が適用さ

れたもののうち、１箇所の工事費が４０万円

以上のものは対象） 

・ 維持工事費、著しい維持管理の不備が原因、施工 

粗漏、申請漏れ工事、設計不備 

・ 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災

害に係るもの 

・ 小災害債の対象となるもの 

※  災害応急復旧工事は特別の事情がある場合に限り採

択されるものであること。 

(1) 公共土木施設

等対象事業費

の 

１００％ 

(2) 農地・農業漁

業施設対象事

業費 

６５％ 

 

普通交付税 

 

元利償還金の 

４７．５～ 

８５．５％ 

 

 

3)公営企業等災

害復旧事業

債 

地方債計画上の公営企業債に関する災害復旧事業 

※  災害復旧について補助制度があるものは、補助査定で

災害が認定されたものに限る。 

 

対象事業費の 

１００％ 

 

特別交付税 

元利償還金補

填のための一

般会計繰出し

金の５０．

０％ 

（上水道、下

水道、簡易水

道、病院、ガ

ス、軌道事業、

自動車運送事

業） 

4)火災復旧事業 被災原因が火災である公共施設及び公用施設の災害復 対象事業費の  
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債 旧事業 

施設の原型復旧に要する経費（応急復旧費及び備品購

入費を含む） 

※ 地震や大規模災害等の災害並びに放火等災害に準ず

る原因に基づく火災については、一般単独災害復旧事

業債の対象となる。 

１００% 

イ  激甚災害【災害による特例債】 

区  分 対  象  団  体 起債対象 充当率 留意事項・交付税措置 

1)歳入欠かん

債 
Ａ又はＢのいずれかの団体 
 
Ａ【災害対策基本法第１０２

条第 １項第 １号】 
公共土木施設、公立学校

施設及び農地農業用施設の

激甚補助災害復旧事業費の

合計額が標準税収入額を超

える団体 
Ｂ【災害対策基本法第１０２

条第 １項第 ２号】 
激甚災害の指定を受け災

害救助法第２３条第１項又

は第２項に規定する救助が

行われた市町村で、救助費

用として県が支弁した額が

当該市町村の標準税収入額

の１％相当額を超える団体 

議会議決、条例、規則に

より減免された次のもの

（災害のための減免で生じ

た財政収入の不足分） 
①  地方税法第４条第２項

及び第３項又は第５条第

２項及び第３項の規定に

よる普通税 
②  使用料（公営企業に関

するものを除く）及び手

数料 
③  分担金、負担金 

対象減収

額の 
１００％ 

(1) 起債の１件限度 
人口３０万人以上の市 

５，０００ 千円 

人口１０万人以上の市 

３，０００ 千円 

人口 ５万人以上の市 

１，５００ 千円 
その他の市町村 

８００ 千円 
（災害対策債と合算で適 
用） 

 

(2) 交付税措置 
 ①歳入欠かん債 
  普通交付税 
  元利償還金の４７．５

～８５．５％ 
 ②災害対策債 

特別交付税 
元利償還金の５７％ 

2)災害対策債 国庫補助負担金の交付を

受けて行う次の対策に要す

る経費(災害救助予防対策

費等に関する地方単独額を

措置。従って単独事業、継

ぎ足し単独事業は対象外) 
①  水防対策 
②  災害救助対策 
③  伝染病予防対策 
④  病虫害駆除対策 
⑤  農作物種子対策 
⑥  たん水排除対策 
⑦  災害廃棄物処理対策 
⑧ その他これらに類する

対策 

地方負担

額の 
１００％ 

3)小災害

債 
① 
公 
共 
土 
木 
等 
小 
災 

ａ 
公 
共 
土 
木 
施 
設 
災 

【激甚災害に対処する

ための特例法第２４条

第 １項】 
公共土木施設、公立学

校施設及び農地農業用

施設の激甚補助災害復

旧事業費の合計額が当

該団体の標準税収入額

激甚地として

の特定地方公

共団体であっ

て公共土木施

設小災害債が

１件限度を超

える地方公共

団体 

国庫負担法

の 対 象 施

設・事業で

１ヵ所の工

事費が３０

０千円以上

６００千円

未満（県・

対象事業

費の 
１００％ 

(1) 起債団体は激甚特別

法による総務大臣告示団体 
・公共土木等 

施行令 ４３ ② 

・農地等 

施行令 ４４ ② 

・被害甚大地 

施行令 ４５ ② 
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害 
債 

害 
債 

を超える団体で、公共土

木施設小災害債と次の

公立学校施設小災害債

の合計額が１件限度を

超える地方公共団体 

指定都市は

800 千円以

上 1,200 千

円未満） 

 
(2) 起債の１件限度 
県・指定都市  

８，０００千円 

人口３０万人以上の市 

４，０００千円 
人口１０万人以上の市 

２，５００千円 

人口 ５万人以上の市 

１，５００千円 

その他の市町村 

８００千円 

県  ８，０００千円 
 

(3) 交付税措置 
普通交付税 
元利償還金の 
・公共土木等 

６６．５～９５．０％ 

・農地等 

１００％ 

  ｂ 
公 
立 
学 
校 
施 
設 
小 
災 
害 
債 

激甚地として

特定地方公共

団体であって

公立学校施設

小災害債が１

件限度を超え

る地方公共団

体 

１学校毎の

工事費が １
００千円を

超えるもの 

 

 ② 
農 
地 
等 
小 
災 
害 
債 

【激甚災害に対処するための

特別法第２４条第２項】 

農地、農業用施設、林道の

激甚補助災害復旧事業費及び

同小災害復旧事業費の合計額

が８，０００千円を超える市

町村であって、農地・農業用

施設、林道小災害債の合計額

が１件限度を超える市町村 

暫定法の対象

施設・事業で

１ヵ所の工事

費が１３０千

円以上４００

千円未満のも

の 

対象事業費の 

・農地 

一般被災地 ５０％ 

被害激甚地 ７４％ 

・農業用施設 

一般被災地 ６５％ 

被害激甚地 ８０％ 

・林道 

一般被災地 ６５％ 

被害激甚地 ８０％ 

 
８８    市市民民及及びび関関係係団団体体等等にに対対すするる情情報報提提供供  

市及び県は市民及び関係団体に対し、掲示板、広報紙、ラジオ・テレビ、ＦＭピッカラ等の

放送媒体及び新聞等により、市民生活や産業活動に密接に係わる復旧計画（復興計画）及び復

旧状況に関する情報を提供する。
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第第４４節節    災災害害復復興興計計画画                                                

 

１１  計計画画のの方方針針  

被災地の復旧・復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧

等を図り、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指す。 

災害により壊滅的な被害を受けた地域の社会経済活動及び被災者の生活を緊急かつ健全で円

滑な再建・復興を図るため、市及び県は、市民、民間事業者及び施設管理者等と連携して、速

やかに復興基本方向を定め、復興計画を作成する。更に市、県及び公共施設管理者は、復興計

画に基づき、市民の合意を得るよう努めつつ、再度災害防止とより快適な都市環境を目指した、

効果的な復興対策及び防災対策を早急に実施する。 

また、災害により地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、可能な限り迅速かつ円滑

な復旧・復興を図る。 

 

２２  復復興興対対策策のの手手順順  
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３３  復復興興基基本本方方向向のの決決定定及及びび復復興興計計画画のの作作成成  

（１）組織・体制の整備 

ア 被災直後の救助と応急復旧中心の体制から復興対策の体制へ円滑に移行ができるよう、   

 市及び県は、復興本部等の総合的な組織・体制の整備を図る。 

イ 復興対策の円滑な実施をきすため、市及び県は、自治体内部だけでなく外部の有識者や

専門家及び市民を含めた、復興計画作成のための検討組織の設置を図る。 

ウ  復興対策の遂行に当たり、市及び県は、必要に応じ国及び他の自治体からの職員派遣、

その他の協力を得る。他の自治体に対し、技術職員の応援を求める場合においては、復旧・

復興支援技術職員派遣制度を活用する。 

（２）復興基本方向の決定 

市及び県は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速

な原状復旧を目指すか、又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計

画的復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方向を定める。 

被災地の復旧・復興は、市及び県が主体となって市民の意向を尊重しつつ共同して計画す

る。その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進

する。併せて、障害者、高齢者等の要配慮者の参画を促進する。 

（３）復興計画の作成 

ア 大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、

被災地域の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係す

る高度かつ複雑な大規模事業となり、これを可及的速やかに実施するため、市及び県は、

復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を進める。 

イ 市及び県は、復興計画の迅速・的確な作成と遂行のため体制整備（市及び県との連携、

国との連携等）を行う。 

ウ 市は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針等

に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施する

ことにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における

円滑かつ迅速な復興を図る。  

エ 県は、特定大規模災害等を受けた市から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して必要

と認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、市に代わって、円滑かつ迅速な

復興を図るために必要な都市計画の決定等を行う。 

オ 県は、特定大規模災害からの復興のために必要な場合、関係行政機関又は関係地方行政

機関に対し、職員の派遣を要請する。同様に市は、必要な場合、関係地方行政機関に対し、

職員の派遣を要請する。県は、必要に応じて、職員の派遣に関するあっせんに努める。 

カ 復興計画作成に当たり、市及び県は、総合計画等の上位計画との調整を図る。 

（４）機動的・弾力的推進手法の検討 

   市及び県は、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をきめ

細やかに、かつ、機動的・弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の

設立等、機動的・弾力的推進の手法について検討する。 
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４４  防防災災ままちちづづくくりり  

（１）市民の合意形成 

ア 市及び県は、再度災害防止と快適な都市環境を目指し、市民の安全と環境保全等にも配

慮した復興計画を作成し、その際、まちづくりは現在の市民のみならず将来の市民のため

のものという理念の下に、都市のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのない計画とするこ

ととし、市民の理解を得るよう努める。 

イ 市及び県は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュール、被災者サ

イドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を、市民に対し行い、迅速な合意形成に努める。 

ウ 市及び県は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の

健康の維持を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、

その維持・回復や再構築に十分に配慮する。併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反

映されるよう、環境整備に努める。 

エ 復興計画のうち、幹線道路や公園などの都市施設や土地区画整理事業、市街地再開発事

業などの計画については、市及び県は、民主的な計画決定のプロセスを確保するとともに

事業着手までの間の建築規制などの市民の協力を得るため、都市計画決定を行う。 

オ 市及び県は、防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、避難路、避難場所、延焼遮断

帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾、空港等の骨格的な都市基盤

施設及び防災安全街区の整備、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝

の整備等、ライフラインの耐震化等、建築物や公共施設の耐震・不燃化、耐震性貯水槽の

設置等を基本的な目標とする。この際、都市公園、河川等のオープンスペースの確保等は、

単に避難場所としての活用、臨時ヘリポートとしての活用など防災の観点だけでなく、地

域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観形成に資するものであり、その点を十

分市民に対し説明し理解と協力を得るように努める。 

カ 市及び県は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進

し、安全・安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形

成を図る。 

（２）土地区画整理事業等の面的整備事業の推進による防災まちづくり 

ア 防災まちづくりにおいて市は、住宅地、業務地等の民有地の整備改善と、道路、公園、

河川等の公共施設の整備に換地手法を用いて、総合的、一体的に取り組む土地区画整理事

業等の面的整備事業を積極的に活用する。 

イ 土地区画整理事業等による都市基盤の整備に併せて、国、市等の関係機関との相互連携

により、医療、福祉、行政、備蓄等の機能を有する公共・公益施設を集中整備し、災害時

における防災の拠点となる「防災安全街区」の整備を積極的に図る。 

ウ 既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その問題の重要性を市民

に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進により、その解消に努める。 

（３）被災市街地復興特別措置法等の活用 

市及び県は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法
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等を活用するとともに、市民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向について

できるだけ速やかに市民のコンセンサスを得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開

発事業等の推進により合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 
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第第２２編編（（津津波波災災害害対対策策編編））第第１１章章    総総    則則  

第第１１節節  計計画画のの趣趣旨旨等等                                                

  
１１  計計画画のの目目的的 
  この計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある津波災害に対処す

るため、市、県、指定行政機関、指定公共機関、指定地方行政機関、指定地方公共機関等の防

災関係機関並びに自主防災組織及び市民がその有する機能を有効に発揮して、市における津波

災害の予防、応急対策及び災害復旧・復興を実施することにより市民の生命、身体及び財産を

津波災害から保護することを目的とする。 
  なお、本編は、平成２４（２０１２）年１０月１６日の新潟県津波対策検討委員会（以下「県

委員会」とする。）において了承された内容を踏まえて策定された新潟県地域防災計画（津波災

害対策編）を反映したものであり、今後の県委員会の議論の結果及び県計画の修正等を踏まえ、

適宜この内容を修正する。 
また、津波防災地域づくりに関する法律(平成２３年法律第１２３号)に基づく対応方針につい 

 ては、第７節において記載するものとするが、同法及び津波対策の推進に関する法律(平成２３
年６月２４日法律第７７号)の趣旨に沿って、必要な津波対策を継続的に検討することとする。 

 
２２  計計画画のの性性格格及及びび構構成成  

  本編は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき、柏崎市防

災会議が作成する「柏崎市地域防災計画」のうち津波災害に関する計画であり、市域における

津波対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有するものである。 

  なお、柏崎市地域防災計画は本編の「津波災害対策編」及び「第 1 編地震災害対策編」並び

に別冊の「風水害等対策編」、「個別災害対策編」、「原子力災害対策編」及び「資料編」で構成

し、この計画に定めのない事項は、新潟県地域防災計画に準ずる。 
 
３３  計計画画策策定定のの前前提提  

本編は、津波災害に関し、関係機関の防災業務の実施責任を明確にし、かつ、相互間の緊密 
な連絡及び調整を図る上での基本的な大綱を示すもので、その実施細目等については、更に関

係機関において別途具体的に定めるものとする。 
また、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 
（平成２５年法律第９５号）、水防法（昭和２４年法律第１９３号）及び同法に基づく「柏崎市  
水防計画」等、他の法律に基づく防災に関する計画と十分な調整を図るものとする。 

 
４４  計計画画のの修修正正  

この計画は、各防災関係機関が作成する実施計画等により具体化を図るものとするが、災害 
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対策基本法第４２条の規定に基づき、毎年検討を加えるとともに進捗状況、実効性等の確認を

行い、必要があると認めるときは、これを修正するものとする。 
 したがって、各防災関係機関は、防災会議が指定する期日（緊急を要するものについてはそ

の都度）までに計画の修正案を防災会議に提出するものとする。 
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第第２２節節市市民民及及びび防防災災関関係係機機関関等等のの責責務務とと処処理理すすべべきき事事務務又又はは業業務務のの大大綱綱                    
  

１１  基基本本理理念念  

  自然条件、社会条件の変化により、災害発生要因は複雑・多様化する傾向を見せており、災

害の根絶には限界があることから、災害の発生を常に想定するとともに、災害による人的被害

等を軽減する減災のための備えを一層充実する必要がある。 
したがって、「減災のための自助・共助・公助の総合的推進」を基本理念とし、たとえ被災し

たとしても人命が失われないことを最重視し、災害時の社会的経済活動への影響を最小限にと

どめる。 
災害対策の実施に当たって、市民、地域、行政（防災関係機関含む）は、それぞれの機関の

果たすべき役割を的確に実施するとともに、相互に密接な連携を図る。併せて、市及び県を中

心に、市民一人ひとりが自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織や地域

の事業者が連携して行う防災活動を促進することで、市民、地域、行政（防災関係機関含む）

等が、一体となって最善の対策をとる。 
本計画においては、自然災害に対する施設能力や行政主導の避難対策には限界があることを

理解した上で、市民、地域、行政（防災関係機関含む）の各主体がそれぞれ責任を果たすこと

を前提に、各主体の能力の不足を外部からの支援と相互協力により補完し、もって災害の予防、

応急対策、復旧・復興のための活動が円滑に実施できるよう体制構築を目指す。 
たとえ、最大クラスの津波が発生しても、「ハード（施設・設備等）・ソフト（情報・知識、

意識・行動等）の総合力」で危機的・壊滅的な状況に陥らせない「災害に強い柏崎市」を実現

していく。 
（１）防災意識の啓発 

災害の際、その被害を軽減するためには、市民一人ひとりが防災に対して正しい知識を持

ち、どのように対処すればよいのかを認識していることが不可欠である。 
そのため、防災に対する市民の意識の高揚及び行動力の育成を図るための防災訓練・教育・

広報が重要となってくる。 
したがって、今後、防災に関する各種の広報、啓発活動を積極的に行うとともに、防災訓

練指導体制を強化して、市民の防災対応力の修得を目標にした実践的な体験訓練の推進に努

めるとともに、市民も研修会、訓練等に積極的に参加するものとする。 
（２）訓練・教育と防災体制の整備 

災害時にあっては、市及び防災関係機関の初動対応がその後を大きく左右する。このため、

関係職員の訓練、教育等を通じて防災意識の向上に努めるとともに、災害発 生時における

初動体制及びこれに続く対策が適切かつ迅速に行えるよう平素からその体制整備を図ってい

くものとする。 
（３）自主防災組織の育成・ボランティア活動の促進 

災害に有効に対処するためには、市をはじめとする防災関係機関の防災体制を整備するだ

けでなく、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という自助・共助の連帯の精神
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に基づく、自発的な防災活動を通じて地域防災力を向上させることが重要である。 
現在、市における自主防災組織は、ほぼ全ての町内会や地区コミュニティ協議会で結成さ

れており、今後は組織の育成や防災リーダーの育成をはじめとする自主防災活動の強化・推

進に重点を置き、その活動支援については、市、消防機関等が全面的に協力するものとする。 
また、学校、病院、企業等多数の人が勤務し、出入りする施設については、防火管理者を

主体とした自衛消防組織の育成、指導を図るとともに、それら施設に対する消防機関の指導

体制の強化に努めるものとする。 

一方、災害時におけるボランティアの有効性に着目し、ボランティア活動の促進のための

組織の強化、体制の整備に一層努めるものとする。 

（４）情報の収集、伝達体制の整備 

あらゆる災害において、その災害、被害その他諸々の情報を迅速かつ的確に把握すること

が被害を最小限にくい止め、その後の応急対策並びに復旧計画を有効に進める前提となる。

よって、関係機関との情報交換を含む連携強化をはじめとし、更なる情報収集体制の強化に

ついて推進するものとする。 

一方、市民に対し適切な情報を伝達、指示することにより、その後の対応をより円滑かつ

効果あるものとし、併せて人心に安定をもたらすことが望まれることから、情報伝達手段、

方法、体制について整備、拡充に努めるものとする。 

（５）交通網の整備、確保 

災害に強いまちづくりを目指し、道路等の交通網の整備を進めるとともに、災害時におけ

る救助活動、復旧活動を円滑に進めるため、道路をはじめとした交通網を迅速に確保するよ

う努めるものとする。 

（６）相互協力体制の推進 

災害により、市単独では対応が困難となることが予想されることから、国、県及び関係機

関との協力連携体制の充実を図るとともに、近隣市町村、県外市町村と災害時相互応援協定

を締結し、広域的な対策が可能となるよう体制の整備を推進するものとする。 

（７）地震・津波災害対策の推進 

市では、昭和３９（１９６４）年の新潟地震による被害、平成２（１９９０）年の新潟県

南部地震、平成１６（２００４）年の新潟県中越地震及び平成１９（２００７）年の新潟県

中越沖地震による被害が発生している。市は、特定観測地域に指定されており、長岡地震の

ような直下型地震が発生した場合、大きな被害が出ることが予想される。したがって、今後

とも、住宅等の耐震性向上及び避難体制の整備について推進していくものとする。 

また、市は、４２㎞に及ぶ長い海岸線を有するので、地震に起因する津波災害がきぐされ

る。津波対策は瞬時の判断が何よりも大切であるため、情報の迅速かつ的確な伝達と市民の

津波に対する知識啓発等を推進していくものとする。 

（８）防火対策の推進 

最近の都市化の進展により、密集市街地の形成、各種危険物の混在等大火災発生の潜在的

危険度は、高まる傾向にある。 

市においては、これまでも防火対策が進められてきたが、津波災害時の二次的被害となる
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火災にも対応できるよう消防力を強化するとともに、火災予防運動を通じ、防火思想の普 及

に努めていくものとする。 

（９）感染症対策の推進 

   令和２（２０２０）年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所におけ

る避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

（10）避難行動要支援者対策の推進 

障害者、傷病者、高齢者、外国人等の要配慮者が増加している。このうち、特に避難行動

支援が必要とされる者については、避難行動要支援者として名簿作成を行っている。この避

難行動要支援者については、防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導、救護・救済対

策等防災の様々な場面で、きめ細かな施策を他の福祉施策等と連携しながら推進していくも

のとする。 

（11）非常用備蓄の促進 

災害の発生場所、規模等により被災者に一時的に、飲料水、食料及び生活必需品等の供給

が途絶えることが予想される。このため、最低限度の非常時における物資の備蓄を図るもの

とし、必要最低限の備蓄以外は、民間企業の保有する流通在庫を活用し、被災者への迅速な

物資の供給ができる体制整備に努める。また、市民は、交通状況を含む物資等流通機能の回

復が見込まれるまでの最低３日間、推奨１週間分の飲料水、食料及び生活必需品等について、

自ら備蓄することに努める。 

（12）災害からの立ち直りの早い体制整備 

不幸にして災害が発生した場合でも、災害応急対策や災害復旧対策を迅速かつ適切に行う

ことによって、被害の軽減、民生の安定及び社会経済活動の早期回復が可能になることから、

各機関等それぞれが災害対応を想定し、教育・研修・訓練参加等の充実による体制整備に努

め、各機関等の連携を緊密にするとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用で

きるような仕組みの構築について、平時から努めるものとする。 

また、各機関等における継続的に必要となる最低限の業務や、復旧時間と対応策など包括

的な行動計画として定める業務継続計画（ＢＣＰ）の策定など、危機管理体制の整備、庁舎・

設備・施設・装備等の整備に努める。 

（13）人材・財産の有効活用 

   市、県及び防災関係機関は、発災後の円滑な応急対策、復旧・復興のため、退職者の活用

や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保に関する方策をあらかじめ整えるよう努める。 

また、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定、備蓄倉庫など、防災に関する諸活動の推

進に際して、公有財産等の有効活用を図るものとする。 

  

２２  各各機機関関等等にに求求めめらられれるる役役割割  

 （１）市民等に求められる役割 
ア 津波による人的被害を軽減する方策は市民等の避難行動が基本となることから、強い 
 揺れや弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、自らの判断で迷うことなく、

迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難を開始する。 
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   イ 自ら避難することが地域住民の避難につながるとともに、ともに声をかけ合いながら

迅速に避難するなど、避難の呼びかけ並びに率先避難に努めなければならない。 
ウ 市民及び事業者は、災害又はこれにつながるような事象への関心を高め、市民等が主

体となって「自らの命は自らが守る」という意識を持ち行動するよう努める。 
エ 市民及び事業者は、自らの責任において自身及びその保護すべき者の災害からの安全

を確保し、自らの社会的な責務を果たせるよう努めなければならない。 
オ 市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区におけ

る防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避

難支援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、当該

地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、市の助言を受けるなど、市と連

携した防災活動を行う。 
（２）地域に求められる役割 

   ア 自ら避難することが地域住民の避難につながるとともに、ともに声をかけ合いながら

迅速に避難するなど、地域が一体となって、避難の呼びかけ並びに率先避難を行う。 
イ 津波浸水想定区域内にある消防団は、気象庁から大津波警報、津波警報又は津波注意

報（以下「津波警報等」という。）の情報を入手するまでは原則として避難を優先し、ま

た、津波が想定される場合の消防団員の活動上の安全を確保するため、水門等の閉鎖活

動の最少化に努める。 
ウ 市民又は事業者は、災害で困窮した隣人に無関心であってはならず、地域において「自

らの地域は自らで守る」意識を共有するよう努める。 
エ 市民は、その居住地域における安全確保のために相互に助け合い、災害の予防・応急

対策を共同で行うよう努める。 
オ 事業者は、その立地地域において、市民の行う防災活動への協力に努める。 

（３）市、県及び防災関係機関に求められる役割 
ア 市、県及び防災関係機関は、災害時の市民等の安全確保と被災者の救済・支援等の応

急対策全般を災害発生時に迅速かつ有効に実施できるよう、以下により災害対応能力の

維持・向上に努める。 
   （ア）専門知識を持った職員の養成・配置と災害時の組織体制の整備 
   （イ）業務継続計画の策定など危機管理体制の整備、また庁舎・設備・施設・装備等の整 
     備 
   （ウ）職員の教育・研修・訓練による習熟 
   （エ）国の研修機関並びに県及び市の研修制度の充実、大学の防災に関する講座等との連    
     携 
   （オ）緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みの平時からの構 
     築 
      （カ）指定緊急避難場所及び指定避難所の指定、備蓄倉庫など、防災に関する諸活動の推

進に当たっての公共用地・国有財産の有効活用 
   イ 市、県及び防災関係機関は、平時から、市民等が主体的かつ適切に避難をはじめとす 
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る行動がとれるように支援の強化・充実を図る。 
ウ 市、県及び防災関係機関は、市民及び事業者が公の支援を遅滞なく適切に受けられる

よう確実に周知しなければならない。 
   エ 市、県及び防災関係機関は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応

経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備

に努める。また、市、県は退職者の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方

策をあらかじめ整えるよう努める。 
   オ 市、県及び防災関係機関は、相互の連携・協力のための体制を整備し、広域的な応援・

受援体制の強化・充実を図る。 
   カ 市、県及び防災関係機関は、平時から被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、

被災者支援の仕組みの整備等に努める。 
   キ 市、県及び防災関係機関は、市民及び事業者による自らの安全を確保するための取組

の推進について、啓発と環境整備等に努める。 
   ク 市は、地域住民及び当該地区に事業所を有する事業者が策定した地区防災計画等につ

いて助言を行う。 
   ケ 市及び県は、津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を実施するため、

津波対策にデジタル技術を活用するよう努める。 
（４）支援と協力による補完体制の整備 

    市、県及び防災関係機関は、自らの対処能力が不足した場合、国、他の地方公共団体か

らの支援や、ＮＰＯ、ボランティア、事業者・団体等の協力を得ながら十分に対応できる

よう事前の体制整備に努める。 
（５）計画の実効性の確保 

市、県及び防災関係機関は、本計画の防災対策の実効性を担保するため、連携して以下

のとおり取り組む。 

ア 過去の災害対応の教訓の共有を図るなど、実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を

実施する。 

イ 関係する施設・資機材の整備、物資の備蓄、組織・体制の整備、関係機関との役割分

担の確認などを平常時から行うよう努める。 

ウ 研修や訓練を通じて非常時の意思疎通に齟齬を来さないよう「顔の見える関係」を構

築し信頼関係を醸成するよう努めるとともに、計画内容への習熟を図る。 

  
３３    各各機機関関等等のの責責務務  

  市、県並びに市の区域を管轄し、若しくは区域内に所在する指定地方行政機関、指定公共機

関、指定地方公共機関及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者（以下「防災関係機関」

という。）は、所管事項について、おおむね次の事務又は業務を行うものとし、相互に協力す

るよう努めなければならない。 

（１）市 
市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、津波災害から市域並びに
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市民の生命、身体及び財産の保護及び被災者の救済・支援等の応急対策全般を迅速かつ的確

に実施するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体

及び市民の協力を得ながら津波防災活動を実施する。 
また、消防機関など防災対応や避難誘導に当たる者の危険を回避するため、退避ルールの

確立と津波災害時の消防団活動等を明確化させ、津波到達時間内での防災対応や避難誘導に

関する行動ルールを定める。 
災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

男女共同参画の視点からも、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共

同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化して

おくよう努める。 

なお、本計画において消防本部とは消防本部及び署を表し、消防機関とは、消防本部、署

及び消防団を表す。 
（２）県 

県は、市町村を包含する広域的地方公共団体として、津波災害から県域並びに地域住民の

生命、身体及び財産を保護及び被災者の救済・支援等の応急対策全般を迅速かつ的確に実施

するため、以下の対策を講ずる。 
ア 政府、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体、ＮＰ 
Ｏ、ボランティア、事業者・団体及び市民の協力を得て防災活動を実施する。 

  イ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

ウ 災害時対応における女性の視点についての理解が促進されるよう、平常時から防災担当

部局と男女共同参画担当部局が連携し、市町村へ情報提供するなど周知啓発を図る。また、

女性センター・男女共同参画センター等（以下「男女共同参画センター」という。）が、

災害対応力を強化する女性の視点に関する学びの機会の提供等の周知啓発活動ができるよ

う、男女共同参画担当部局は、支援に努める。 

エ 市の防災活動を支援し、かつその調整を行う。 
オ 平時から自主防災組織やＮＰＯ、ボランティア団体等との活動支援やリーダーの育成 
を図る。 

カ この計画の実効性を高め、災害の軽減を図るための具体的な計画を策定する。 
（３）指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、津波災害から市域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護及び

被災者の救済・支援等の応急対策全般を迅速かつ的確に実施するため、市、県及び他の指定

地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行わ

れるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 
（４）指定公共機関及び指定地方公共機関 
   指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に考慮し、自ら防災

活動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 
（５）公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るととも
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に、災害時には災害応急措置を実施する。また、市、県その他の防災関係機関の防災活動に

協力する。 
（６）自衛隊 

自衛隊は、大規模災害から市域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するため、市、

県及びその他の防災関係機関に協力し、津波防災活動を実施するものとする。 
（７）市民・自主防災組織・事業者等 

「自らの身の安全は自分で守る。自分たちの地域の安全は自分たちで守る。」ことが防災の

基本であり、市民及び自主防災組織はその自覚を持ち、強い揺れや弱くても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じた場合、自らの判断で迷うことなく、迅速かつ自主的にできるだけ高い

場所に、声を掛け合いながら率先して避難するとともに、平時から災害に備えるための手段

を講じておくことが重要である。 
市民・事業者は、発災時には自らの身の安全を守るよう行動するとともに、市、県、国そ

の他防災関係機関の実施する防災活動に参加・協力するという意識の下に積極的に自主防災

活動を行うものとする。 
事業者は、各事業等において継続的に必要となる最低限の業務や、復旧等を想定した対応

策をあらかじめ定める業務継続計画（ＢＣＰ）等の策定に努めるなど、災害発生時に速やか

に事業等が再開できるよう努める。 
 
４４    各各機機関関のの事事務務又又はは業業務務のの内内容容  

各機関等の事務又は業務の内容は、第１編第１章第２節「防災関係機関等の責務と処理すべ

き事務又は業務の大綱 」『２ 各機関の事務又は業務の内容』を準用する。 
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第第３３節節  津津波波防防災災地地域域づづくくりりのの推推進進にに関関すするる対対応応方方針針                                
  

１１  基基本本方方針針  

本節は、津波防災地域づくりに関する法律、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指

針（以下、「基本指針」という。）等を踏まえた対応方針について記載する。 
（１）津波災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大 
クラスの津波を想定し、その想定結果に基づき対策を推進するものとする。 

（２）津波の想定に当たっては、地震調査研究推進本部が行っている地震活動の長期評価、地震

動及び津波の評価を踏まえ、古文書等の資料の分析、津波堆積物調査、海岸地形等の調査な

どの科学的知見に基づく調査を通じて、できるだけ過去にさかのぼって津波の発生等をより

正確に調査するものとする。 
（３）自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定やシナリオには一定の限界がある 
ことに留意しながら、被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎とする 
ため、具体的な被害を算定する被害想定を行うものとする。 

（４）津波災害対策の検討に当たっては、以下の２つのレベルの津波を想定することを基本 
とする。 
ア 最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもた 
らす津波（Ｌ１津波） 

イ 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 
（Ｌ２津波） 

（５）最大クラスの津波に対しては、県民等の生命を守ることを最優先として、県民等の避難を

軸に、そのための県民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、浸水を防止する機能を

有する交通インフラ等の活用、土地の嵩上げ、避難場所（津波避難ビル等を含む。）、避難路・

避難階段の整備及び確保等の警戒避難体制の整備、及び津波浸水想定を踏まえた土地利用・

建築制限等ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」による地域

づくりを推進するとともに、臨海部の産業、物流機能への被害軽減等、地域の状況に応じた

総合的な対策を行うものとする。 
（６）比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加え、市民財産の保護、 
地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備 
を進めるものとする。 

 
２２  基基礎礎調調査査のの実実施施  

県は、津波対策の基礎となる、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定（以

下、「津波浸水想定」という。）設定等のため、海域・陸域の地形、土地利用の状況等の調査

（以下、この節において「基礎調査」という。）を国や市と連携・協力して計画的に実施するも

のとする。 
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なお、県は、基礎調査の実施に当たり、広域的な見地から必要なものとして国が実施する調

査（航空レーザ測量等）の成果をできる限り活用するものとする。 
 
３３  津津波波浸浸水水想想定定のの設設定定  

（１）県は、基本指針に基づき国が都道府県に示した断層モデル等を踏まえ、津波浸水想定（津

波により浸水するおそれのある土地の区域及び浸水した場合に想定される水深）を設定し、

公表するものとする。 
（２）津波浸水想定は、基礎調査の結果を踏まえ、最大クラスの津波を想定して設定するも 

のとする。また、海岸保全施設等の整備を進めるための基準となる発生頻度の高い一定程 
度の津波についても、国の動向を踏まえて浸水シミュレーションを検討する。 

（３）津波浸水想定の公表に当たっては、県の広報、印刷物の配布、インターネット等によ 
り十分な周知が図られるよう努めるものとする。 

 
４４  津津波波災災害害警警戒戒区区域域等等のの指指定定  

県は、津波浸水想定を踏まえ、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域については、津波

災害警戒区域の指定について検討を行うとともに、津波による危険の著しい区域については、

人的災害を防止するため、津波災害特別警戒区域や津波災害警戒区域の指定について検討を行

い、市及び県は必要な措置を講ずるものとする。 
 
５５  津津波波防防災災地地域域づづくくりりをを総総合合的的にに推推進進すするるたためめのの計計画画のの作作成成等等  

（１）市は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に

推進するための計画（以下この節において「推進計画」という。）を作成し、海岸保全施設等、

海岸防災林や避難施設の配置、土地利用や警戒避難体制の整備等についての総合ビジョンを

示すことに努める。 
（２）市は、津波災害特別警戒区域又は津波災害警戒区域の指定があったときは、市地域防災計

画において、当該区域ごとに、津波に関する情報、予報及び警報伝達に関する事項、避難場

所及び避難路に関する事項、津波避難訓練に関する事項、地下街等又は主として防災上の配

慮を要する者が利用する要配慮者利用施設、学校、医療施設の名称及び所在地等について定

める。 
（３）市は、市地域防災計画において、津波災害特別警戒区域又は津波災害警戒区域内の主とし

て防災上の配慮を要する者が利用する要配慮者利用施設、学校、医療施設については、津波

発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、津波に関する情報、

予報及び警報の伝達方法を定めるよう努める。 
（４）市は、市地域防災計画に基づき、津波に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難路、円

滑な警戒避難を確保する上で必要な事項並びに津波災害特別警戒区域又は津波災害警戒区域

について市民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を

取るものとする。 
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（５）市は、津波災害特別警戒区域内又は津波災害警戒区域内の避難促進施設に関する避難確保

計画の作成及び避難訓練の実施に関する必要な助言等を行い、施設所有者又は管理者による

取組の支援に努める。 
（６）市は、津波災害特別警戒区域内又は津波災害警戒区域内において、津波浸水想定に定め 
る水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して、必要と認めら 
れる値を加えて定める水位（基準水位）以上の場所に避難場所が配置され安全な構造であ 
る民間等の建築物について、津波避難ビル等の避難場所として確保する場合には、管理協 
定の締結や指定をすることなどにより、いざというときに確実に避難できるような体制の 
構築に努める。 

（７）市及び県は、津波災害特別警戒区域又は津波災害危険区域において、要配慮者が利用す 
る施設等の建築物の津波に対する安全性の確保を促進する。 

（８）市は、津波災害特別警戒区域又は津波災害警戒区域内では、市地域防災計画に要配慮者 
が利用する施設の所在地を定めること等から、当該情報も活用して救助・救急活動に努め 
る。 
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第第４４節節  津津波波浸浸水水想想定定                                              
１１  県県独独自自のの津津波波浸浸水水想想定定  
県は、東日本大震災を踏まえ、学識者、国、県、市町村等による新潟県津波対策検討委員会

を平成２３（２０１１）年５月に設置し、津波を発生させる地震の断層モデル（以下「断層モ

デル」という。）、津波の規模、浸水範囲等について、技術的見地から検討を行い、津波浸水想

定図の見直しを行った。 
なお、要警戒区域を含む津波浸水想定図等は、別に定める。 

（１）断層モデル（想定地震） 
想定地震として、震源域が海域にある地震だけでなく、震源域の一部が海域にかかる地震

のほか、複数の領域による連動発生地震についても検討を行い、次の 6 地震を想定地震とす
る。 
①佐渡北方沖地震(Aパターン)  Mw 7.80 
②佐渡北方沖地震(Bパターン) Mw 7.80 
③新潟県南西沖地震 Mw 7.75 
④新潟県北部沖地震（粟島付近の地震） Mw 7.56 
⑤長岡平野西縁断層帯地震（弥彦－角田断層） Mw 7.63 
⑥高田平野西縁断層帯地震 Mw 7.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）断層モデル（参考地震） 

連動発生地震については、その発生に関して科学的根拠は乏しいものの、津波対策を検討

する上で看過できないことから、予測の不確実性を考慮し、連動地震そのものは参考扱いと

するが、津波対策を検討する上では３連動地震も含めて検討を行うものである。 

⑦連動発生地震（同時）（秋田県沖、山形県沖、新潟県北部沖）Mw 8.09 

⑧連動発生地震（時間差）（秋田県沖、山形県沖、新潟県北部沖） 
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（３）断層モデルの諸元 

想定地震及び参考地震の諸元は、それぞれ次のとおりである。 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
 
２２  津津波波防防災災地地域域づづくくりりにに関関すするる法法律律にに基基づづくく津津波波浸浸水水想想定定  

（１）津波浸水想定の経緯・位置づけについて 
平成２３（２０１１）年３月１１日に発生した東日本大震災などを踏まえ、平成２３（２

０１１）年１２月に「津波防災地域づくりに関する法律（以下、この節において「法」とい

う。）が制定・施行された。 

国では、津波を発生させる津波の断層モデルを設定することとなり、これを踏まえて、都

道府県では津波防災地域づくりを実施するための基礎となる、法に基づく津波浸水想定を設

モーメント
マグニチュード

緯度 経度 深さ 走向 傾斜角 滑り角 長さ 幅
食い違い量
（すべり量）

ｄ θ δ λ L W U
（Mｗ) （°） （°） (km) （°） （°） （°） (km) (km) (cm)

① 7.80 38°20’ 138°31’ 2 16 30 90 140 34 384

② 7.80 37°58’ 138°15’ 2 16 30 90 140 34 384

③ 7.75 37°11’ 137°45’ 2 0 35 90 100 38 400

④ 7.56 38°44’ 139°25’ 0 189 56 90 80 30 330

⑤ 7.85 38°04’ 138°53’ 0 180 45 90 60 28 600

⑥ 7.25 37°17’ 138°15’ 0 178 45 90 30 18 300

⑦ 8.09
秋田県沖の地震、山形県沖の
地震、新潟県北部沖の地震の
地震モーメントの和として算定

⑧

秋田県沖の地震 7.43 39°43’ 138°55’ 2 22 45 90 70 24 296

山形県沖の地震
（南側断層）

7.86 38°30’ 138°54’ 0 40 60 119 70 40 795

山形県沖の地震
（北側断層）

7.76 38°59’ 139°25’ 0 11 60 90 50 40 795

新潟県北部沖の地震 7.48 38°44’ 139°25’ 0 189 56 90 60 30 330

その他備考

秋田県沖の地震、山形県沖の地震、新潟県北部沖の地震が同時に発生した場合
（個別の地震の諸元は、下記のとおり）

断層位置については、調査等
により位置が特定されているも
のではなく、津波による影響を
考慮し、影響があると思われる
位置に想定するもの

南側断層と北側断層の地震
モーメントの和として算定

佐渡北方沖地震（Aパターン）

佐渡北方沖地震（Bパターン）

新潟県南西沖地震

粟島付近の地震

長岡平野西縁断層帯
（弥彦－角田断層）

秋田県沖の地震により発生した津波が、山形県沖の地震の波源域に達したときに山形県沖の地震が発生し、その津
波が新潟県北部沖の地震の波源域に達したときに新潟県北部沖の地震が発生した場合
（時間差をおいて、3地震が発生した場合）（個々の地震の諸元は、下記のとおり）

連動発生地震（Aパターン）

連動発生地震（Bパターン）

高田平野西縁断層帯



津波災害対策編 
第２編第１章第４節 
「津波浸水想定」 

- 419 - 

定することとなった。 

平成２５（２０１３）年１月に国土交通省・内閣府・文部科学省において、日本海側最大

クラスの津波断層モデルを検討するため、学識者による「日本海における大規模地震に関す

る調査検討会」が設置され、平成２６（２０１４）年８月に、新たな知見による津波断層モ

デル（６０断層）が公表された。 

県ではこれより以前に、津波対策を進めるため、学識者や関係行政機関による「新潟県津

波対策検討委員会」を立上げ、平成２５（２０１３）年１２月には県独自の最大クラスの津

波浸水想定を公表していたところであるが、国が公表した新たな知見に基づく津波断層モデ

ルを踏まえ、新たな津波浸水想定を作成した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書（平成２６年８月） 
 
（２）津波断層モデルについて 

今回の津波浸水想定では、国が公表した６０断層モデルのうち新潟県に影響が大きい７ 断

層及び、平成２５（２０１３）年１２月に県が公表した津波浸水想定調査で採用した津波断

層モデルのうち、陸域から海域に伸びる２断層の計９断層を選定した。 
津波浸水想定図等では、９断層の中から、地域ごとに影響の大きい津波断層を選定し、津

波断層１２モデルごとの計算結果を算出し、津波対策上、最大となるエリアや値を表示して

いる。 
 

【津波浸水想定で選定した津波断層モデル】 
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ア 国公表による津波断層モデル 
F30(秋田・山形沖)、F34(県北・山形沖)、F35(佐渡北)、F38(越佐海峡)、F39(佐渡西)、F41(上
越・糸魚川沖)、F42(佐渡西方・能登半島北東沖） 
イ 県が平成２５（２０１３）年１２月に公表した津波浸水想定調査で採用した津波断層モ

デルのうち、今回の津波浸水想定でも採用した津波断層モデル。長岡平野西縁断層帯（弥

彦－角田断層）、高田平野西縁断層帯 
 

津波断層モデルの位置図 
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（３）市における最高津波水位、影響開始時間及び浸水面積 
 
 最高津波水位 

（全海岸線）※1 
影響開始時間 
※2 

浸水面積 
(浸水深 1㎝以上) 

津波水位 
(沿岸代表 20地点)
※3 

柏崎市 2.5～6.7ｍ 5～10分 184ha 2.5～5.8m 
 
※１ 最高津波水位（全海岸線）～市における、海岸線から沖合約３０ｍの各地点（全海岸

線）の津波水位の最高値。 
※２ 影響開始時間～沿岸２０の代表地点（標高 T.P.－5m 程度の地点）において初期水位

から２０cm 上昇又は低下したときの市町村別の最短時間。 
※３ 最高津波水位（沿岸代表地点（２０地点））～市における、各代表地点（標高 T.P.－

1m 程度の地点）における津波水位の最高値。 
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第第５５節節  地地形形特特性性にに応応じじたた対対策策のの方方向向性性                                              
１１  対対策策のの方方向向性性  

（１）新潟県の地形特性及び地域の類型化の必要性 
   新潟県の海岸の総延長は６３５．０㎞であり、次のような地形特性を有する。 
  ア 海岸部に砂丘列が形成され、天然の海岸堤防の役目を果たしている。  
  イ 背後に急峻な崖地が迫っており平野部は極端に狭くなっている地域がある。 
  ウ 水資源が豊かであるため、大規模から中小規模河川まで数多くの河川がある。 
  エ 新潟はその名の由来のとおり、標高が低い地域に、過去には湿地帯であった場所が 

広がっている。 
  オ 佐渡島（佐渡市）、粟島（粟島浦村）といった離島を有している。 

上記の地域特性を勘案すると、地域を一律にとらえて対策を考えることは適切でなく、地

域特性に応じた類型化を行い、その上で対策を講じる必要がある。 
津波災害対策においては、緊急対応、応急対策、復旧対策、予防活動、啓発活動等の対策

を考える際に、それぞれの地域特性における被害の様子を具体的に想起しながら、対策を検

討する必要がある。 
また、沿岸の広い範囲での被害発生が想定されることから、広域的な支援体制を検討する

必要がある。 
（２）地域の類型化 
地域特性に応じた対策を検討するため、県内を以下の４つの地域に区分する。 

 ア 海沿い・川沿い地域（緊急避難地域） 

（ア）海沿い地域 

    背後地に崖、斜面が迫っているなど、平地部が狭く、海岸沿いに集落が所在し、道路が

整備されている地域であって、地震発生から短時間のうちに津波の直撃を受け、海岸道路

が長距離にわたって浸水するほか、道路が決壊した場合には集落の孤立が発生するおそれ

がある地域。 

（イ）川沿い地域 

    地震の揺れによって、堤防等が沈下し、津波の到達前でも浸水が発生するおそれがあり、

続いて、河川を遡上してきた津波の影響により堤防が破壊され、被害が更に拡大するおそ

れがある地域。 

 イ 河川遡上地域（早期避難地域） 

大きな河川や湖沼をはじめ、中小河川に津波が遡上し、海岸から離れていても津波の破壊

力や浸水の影響が及ぶ可能性があり、内陸部での浸水や家屋の破壊が及ぶ地域。 

ウ 低平地浸水地域（長期湛水地域） 

背後に広範な低平地があるため、河川遡上による越流などにより浸水被害が発生すると、

広い範囲で、かつ長期間にわたって湛水状態が継続する可能性がある地域。 

エ 津波避難者受入地域 

津波による浸水の影響がないことが想定される地域。 
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（現在の知見では想定することが困難な地震発生により、浸水の危険が全くないわけでは

ない。） 

 

【地域類型と浸水開始時間の目安】 

地域類型と浸水開始時間は完全には一致しないが、概ねの目安は以下のとおりである。 

 

地域類型 浸水開始時間の目安 

海沿い・川沿い地域（緊急避難地域） 浸水開始時間 30 分未満 

河川遡上地域（早期避難地域） 浸水開始時間 30 分以上 120 分未満 

低平地浸水地域（長期湛水地域） 浸水開始時間 120 分以上 

津波避難者受入地域 浸水なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域特性に応じた対策の方向性 
 ア 海沿い・川沿い地域（緊急避難地域）における対策の方向性 

（ア）想定される事態 

a  被害 

     (a)  海沿い地域では、集落等が海岸線沿いに集中し、地震発生後すぐに津波が到達し、大

きな被害を受ける。 

     (b)  川沿い地域では、地震の揺れによって堤防等が沈下し、津波の到達前でも浸水が発生

し、続いて、河川を遡上してきた津波の影響により堤防が破壊され、被害が更に拡大

する。 

      (c)  地震・津波等の被災による道路の損壊が発生する。 

(d)  避難場所等の孤立することが予想される。 

b  避難情報伝達 
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防災行政無線（戸別受信機を含む）の機能喪失によって、津波警報等の情報の伝達が

遅れる。 

c  避難行動 

    (a)  津波の直撃を受けることが想定され、一刻も早く高台等へ避難が必要となるが、避難

の遅れが想定される。 

     (b)  走行中の自動車内においては情報の伝達が困難であり、逃げ遅れが発生する危険性が

ある。 

   (c)  海水浴客などの地域になじみのない観光客の滞在が予想され、津波災害への知識   

不足から避難の遅れが想定される。 

（イ）対策 

a  避難情報伝達 

(a)  情報の発信者から受信者までの一連の情報伝達体制の強化 

 (b)  多様な情報伝達体制の整備 

b  二次災害の防止 

(a) 孤立した避難場所への対応 

(b) 津波により浸水するおそれがある避難場所の耐浪化の検討 

c  避難行動 

(a) 津波ハザードマップの整備、津波浸水の状況等について市民等に対する十分な周知及

び避難等に関する意識啓発 

(b)  避難場所、避難所の選定・見直しの実施、整備の検討 

(c)  避難経路の検討 

(d)  高台への避難路の整備の検討 

(e)  避難路の誘導案内方法の検討 

(f)  具体的な避難路と避難先を想定した実践的な訓練 

(g)  要配慮者の避難支援対策の検討 

(h)  避難手段の検討 

 イ 河川遡上地域（早期避難地域）における対策の方向性 

（ア）想定される事態 

a  被害 

    (a) 堤防道路や橋りょうは、被害の発生が予想されるので避難路としては使えない。 

    (b) 河川に近い地域については甚大な被害が予想される。 

     (c) 河川管理施設が被災する。 

b  避難情報伝達 

市街地から離れた河川の上流部においては、避難情報の伝達が遅れる可能性が高い。 

c  避難行動 

津波警報や避難情報を受け取っても、避難行動に結びつかない場合が想定される。 

（イ）対策 

a  河川管理施設等の対応 
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(a)  河川管理施設等の水門・樋門等を閉める／閉めない、誰が閉める／閉めないなどのル

ール化 

 (b)  河川遡上の浸水域、浸水深を地域で確認する手段の検討 

b  避難情報伝達 

堤防道路、橋りょうなどの車や人の往来がある場所等における情報伝達手段の検討 

c  避難行動 

(a)  津波ハザードマップの整備、津波浸水の状況等について市民等に対する十分な周知及

び避難等に関する意識啓発 

(b)  避難場所、避難所の選定・見直しの実施、整備の検討 

(c)  避難経路の検討（河川周辺を避け、場合によっては通常の避難経路とは異なる避難経

路の検討） 

(d)  避難に際して、河川沿いを避けた避難となるため、避難経路を誘導案内する仕組みの

検討 

(e)  具体的な避難路と避難先を想定した実践的な訓練 

(f)  要配慮者の避難支援対策の検討 

(g)  避難手段の検討 

 ウ 低平地浸水地域（長期湛水地域）における対策の方向性 

（ア）想定される事態 

a  被害 

(a)  海岸部では、津波の直撃を受ける一方で、内陸部の低平地や地盤が沈降した地域では

浸水した水の排水対策を行わなければ、長期間湛水が継続する。 

     (b)  地震動等より堤防が沈下・破壊した場合、一定の時間が経過後、一挙に浸水深が増す

ことが考えられ、浸水の危険に対する認知度が低いと思わぬ被害を引き起こすおそれが

ある。 

     (c) 浸水範囲が内陸奥部も含め広範囲になり、有効な排水対策が行われない場合は、湛水

状態が長期になることが想定され、避難生活が長引く。 

     (d)  避難が遅れると、広範囲に浸水するため避難が困難となり、多くの箇所が孤立する。 

     (e)  物資の配給や救助に陸路だけでない手段の検討が必要となる。 

     (f)  湛水しているために、復旧に遅れが生じ、停電期間や情報機器の使用不能期間が長く

なることが予想される。 

     (g)  防災拠点（行政機関、消防・警察、医療・保健・福祉施設等）や生活拠点（物流拠点、

流通拠点）が被災する。 

     (h)  浸水の広がりによっては、避難者数が膨大になる。 

b  避難情報伝達 

津波により浸水するおそれがあるという情報の伝達が遅れる可能性がある。 

c  避難行動 

津波警報や避難情報を受け取っても、避難行動に結びつかない場合が想定される。 

（イ）対策 
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a  排水対策 

(a)  迅速な緊急排水体制の構築 

 (b)  排水ポンプ車の配置計画を事前検討 

(c)  堤防をはじめとした河川管理施設や排水機場等の耐震化・耐浪化の促進 

 (d)  津波による排水機能の低下の防止 

b  拠点の被害対策 

ボートなど水上での支援ツールの確保 

c  避難情報伝達 

(a)  確実に避難してもらうための避難情報等の伝達内容・方法の検討 

(b)  避難し遅れがないよう、避難場所や津波避難ビル、浸水する可能性の低い場所を知ら

せる仕組みの検討 

d  避難行動 

(a)  津波ハザードマップの整備、津波浸水の状況等について市民等に対する十分な周知及

び避難等に関する意識啓発 

(b)  避難場所、避難所の選定・見直しの実施、整備の検討 

(c)  避難手段の検討 

 エ 津波避難者受入地域における対策の方向性 

（ア）想定される事態 

a  被害 

(a)  津波浸水はなくても、揺れによる被害が発生する。 

(b)  津波浸水区域からの多数の者が避難してくる。 

（イ）対策 

a  市町村同士の相互応援の仕組みの構築 

b  広域支援体制の整備 

c  応援職員等の派遣体制の整備 

d  避難者の受入体制の整備 

（４）地域分類及び対策の方向性 
市は、地域分類上、「海沿い・川沿い地域（緊急避難地域）」及び「津波避難者受入地域」

に分類される。この分類において、想定される事態等を踏まえ、災害予防計画をはじめとし、

必要な対策を講ずるものとする。 
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第第６６節節  複複合合災災害害時時のの対対策策                                          

 
 複合災害時の対策については、第１編第１章第４節「複合災害時の対策」を準用する。 

 

第第７７節節  地地震震被被害害のの想想定定                                           

 
地震被害の想定については、第１編第１章第５節「地震被害の想定」を準用する。 

 

第第８８節節  緊緊急急地地震震速速報報とと地地震震情情報報                                         

 
緊急地震速報と地震情報については、第１編第１章第６節「緊急地震速報と地震情報」を準用す

る。 
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第第２２編編（（津津波波災災害害対対策策編編））第第２２章章    災災害害予予防防計計画画  

第第１１節節  防防災災教教育育計計画画                                                  

  
防災教育計画については、第１編第２章第１節「防災教育計画」を準用する。  

 

第第２２節節  防防災災訓訓練練計計画画                                              

 
防災訓練計画については、第１編第２章第２節「防災訓練計画」を準用する。 

 なお、津波災害を想定した訓練を実施する際は、、最大クラスの津波や想定より津波の到達時間が早くなる可能性を踏

まえた具体的かつ実践的な訓練を行うよう努めることとする。 

 

 



津波災害対策編 
第２編第２章第３節 

「自主防災組織育成計画」 

- 429 - 

第第３３節節  自自主主防防災災組組織織育育成成計計画画                                      
 

大規模災害発生時においては、通信、交通の途絶等により、行政、警察、消防等関係機関の防

災活動（公助）だけでは限界があり、地域住民自らが自分の命を自分の努力によって守るという

意識を持ち自らの判断で避難行動をとる（自助）とともに、地域や近隣の人々が集まって、互い

に協力し合いながら、防災活動に組織的に取り組むこと（共助）が必要であり、「自助」「共助」

「公助」が有機的な連携が図ることにより効果的に災害被害の軽減を図ることができる一方で、

地域の自然的、社会的条件や市民の意識等は、地域によって様々であり、活動の具体的範囲及び

その内容を画一化することは困難である。 

 そこで、地域の実情に応じた自主防災組織の結成が進められることが必要であり、市民の連帯

意識に基づく自主防災組織及び企業、工場、小売店舗等における自衛消防組織（以下「自主防災

組織等」という。）の整備育成に努めるものとする。 

 なお、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を

図るため、防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制

を確立する必要がある。 

１１  自自主主防防災災組組織織のの活活動動内内容容  

 自主防災組織は、おおむね次の活動を行うものである。 

（１）平時の活動 

ア 情報の収集伝達体制の確立 

イ 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

ウ 避難所運営訓練等の実施 

エ 火気使用設備器具の点検 

オ 防災用資機材等の整備及び管理 

カ 避難行動要支援者に関する情報収集・共有 

（２）災害時の活動 

ア 初期消火の実施 

イ 地域内の被害状況等の情報収集、地区災害対策本部及び市への情報伝達 

ウ 要配慮者等の安否確認及び避難誘導 

エ 救出救護の実施及び協力 

オ 地域住民に対する避難指示等、その他防災関係機関からの情報伝達 

カ 地域住民に対する避難誘導 

キ 給食給水及び救援物資等の配分 

ク 避難所運営への協力 

 

２２  各各実実施施主主体体のの取取組組  

（１）市民 

市民は、「自分たちの地域は自分たちで守る」との意識を持ち、町内会活動等を通じて、積
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極的に組織づくりを進めるとともに、日ごろから防災訓練をはじめとする自主防災組織の活

動に積極的に参加し、防災知識及び技術の習得に努める。 

（２）市 

ア 意識啓発及び防災資機材の整備支援 

    市は、「強い揺れを感じたとき又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、

自らの判断で迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所へ避難を開始することを

周知し、徹底するほか、自主防災組織の意義等を啓発し、地域の実情に応じた組織づくり

を積極的に働きかけるとともに、県等の助成事業を活用しながら自主防災組織における防

災資機材等の整備を促進する。 

イ 訓練の支援 

市は、自主防災組織の参加に配慮した総合防災訓練を実施するとともに、自主防災組織

が行う防災訓練に対し、訓練内容に関する助言及び訓練時における技術指導等を行い、防

災活動に必要な知識・技術の習得支援を支援する。 

ウ 防災リーダーの養成 

    市民の自発的な活動である自主防災活動の取組の推進するためには、その中核となるべ

きリーダーの見識や熱意に依存するところが大きいことから、防災に関する専門知識を有

する「防災士」の資格取得等を通じ、防災情報を正しく理解し、説明できる防災リーダー

を育成する。その際、女性の参画の促進に努める。 

（３）県 

県は、市が実施する自主防災組織及び防災リーダーの育成に積極的に協力し、市が行う防

災資機材等の整備及び訓練活動等の支援、研修会等の開催に対して助成を行うほか、県の広

報誌等による普及啓発や講演会の開催などにより、自主防災組織の育成の推進に取り組むも

のとする。 

  

３３  自自主主防防災災組組織織とと消消防防団団ととのの連連携携  

 消防団は、地域住民により構成される消防機関であり、消防団と自主防災組織の連携等を通

じて、地区コミュニティの防災体制の充実を図るものとする。また、多様な世代が参加できる

ような環境整備などにより、これらの組織の日常化、訓練の実施を促すものとし、市民は、地

域の防災訓練など自発的な防災活動に参加するよう努めるものとする。



津波災害対策編 
第２編第２章第４節 
「防災都市計画」 

- 431 - 

第第４４節節  防防災災都都市市計計画画                                             

 
１１  計計画画のの方方針針  

（１）基本方針 
災害に強いまちづくりを推進するには、国、県、市及び各種機関が相互に協力し、総合的

なまちづくりの施策を展開することが必要である。 
ア 災害に強いまちづくりの計画的な推進 
イ 計画的な土地利用の規制、誘導 
ウ 防災上危険な市街地の解消 
エ 都市における積極的な緑化の推進と緑地の保全 
オ 災害に強い宅地造成の推進 
カ 防災性向上のための根幹的な公共施設の整備 

（２）要配慮者に対する配慮 
あらゆる人にやさしく、誰もが安全に、安心して暮らせるまちづくりを推進し、要配慮者

が安全で円滑に移動できるよう避難所、避難場所及び避難路等都市施設のユニバーサルデザ

イン化を図る。 
（３）積雪地での対応 

公共施設の計画及び整備に当たっては、地形や土地利用状況等を踏まえ、必要に応じて、

積雪に配慮した構造及び設備等を設ける。 
  

２２  市市民民・・企企業業等等のの役役割割  

（１）市民・企業等の役割  

都市防災の基本は、個々の建築物の耐震性確保であることを理解し、自らの責任で住宅等 

の耐震化に努める。また、効果的な防災性の向上を図るため、市民が主体となって合意を形 

成し、相互に協力しながらまちづくりに取り組むことが求められている。 

ア 日ごろからの地域の防災上の課題等の把握 

イ 災害に強い、防災まちづくりを実現するための、県民一人一人がアイディアを出し合い実 

践することなどによる自発的なまちづくりへの参加 

（２）地域の役割 

市民合意により、その地域にふさわしく防災性の向上につながる建築のルール化や地区施  

設の配置等を定める地区計画を策定するなど、地域の個性を生かした災害に強いまちづくり

を推進する。 

（３）企業・事業所等の役割 

宅地開発等を行う場合、良質な宅地水準を確保するため公共施設や排水設備など必要な施 

  設を整備する。また、企業は宅地開発等を行う地域及びその周辺の防災に関する情報をでき 

  るだけ開示するよう努める。 

なお、各法令に基づき指定される特別警戒区域等の災害危険区域内など、開発行為に適当 
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でない区域は開発計画に含めないようにする。また、含める場合は、必要な安全対策を行う

こととする。 

  

３３  市市及及びび県県のの役役割割 

（１）津波に強いまちの形成 

ア 市及び県は、津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による避難を原則と

して、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるようなまちづくり

を目指すものとする。特に、津波到達時間が短い地域では、津波到達時間等を考慮して津

波から避難する方策を十分に検討する。 

  イ 市及び県は、浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画、できるだ

け短時間で避難が可能となるような避難場所（津波避難ビル等を含む。）及び避難路・避難

階段等の整備など、都市計画等と連携した避難関連施設の計画的整備や民間施設の活用に

よる避難関連施設の確保、建築物や公共施設の耐浪化等により、津波に強いまちの形成を

図るものとする。 
ウ 市及び県は、地域防災計画、都市計画、立地適正化計画等各種関連する計画相互の有機

的な連携を図るため、関係部局による共同での計画作成、まちづくりへの防災専門家の参

画、都市計画等を担当する職員に対する防災教育など、津波防災の観点からのまちづく

りに努め、日常の計画行政の中に防災の観点を取り入れるよう努めるものとする。 
エ  市及び県は、津波による浸水実績及び津波浸水想定を公表し、津波発生時の警戒避難体
制の整備を行う。 
オ 市及び県は、行政関連施設、要配慮者利用施設等については、できるだけ浸水の危険性

の低い場所に立地するよう整備するものとし、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地

する場合には、垂直避難が可能となる施設整備に加え、建築物の耐浪化、非常用電源の設

置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄等により施設の防災拠点化を図る

とともに、中長期的には浸水の危険性のより低い場所への誘導を図るものとする。庁舎、

消防本部・消防署、警察署等災害応急対策上重要な施設の津波災害対策については、特に

万全を期するものとする。 
カ  市及び県は、最大クラスの津波に対して、市民等の生命を守ることを最優先としつつ、
生活や産業への被害を軽減する観点からのまちづくりを進めるものとする。 

キ 市及び県は、河川堤防の整備等を推進するとともに、水門等の自動化・遠隔操作化や内

水排除施設の耐水機能の確保に努めるものとする。 
ク 市及び県は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、空港、港湾等の主要な拠

点と高規格道路等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシス

テム、道路防災対策等を通じて強靭で信頼性の高い道路網の整備を図るとともに、緊急ヘ

リポートの確保に努めるものとする。また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路

を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定し

て道路の占用の禁止または制限を行うとともに、国が促進する一般配送事業者、電気通信

事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る。 
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ケ  市及び県は、港湾又は空港施設等津波の危険性の高い地域で働かざるを得ない人員の命
を守る施設の整備を検討するものとする。 
コ 市は、主として防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設等の

要配慮者利用施設については、津波発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確

保が図られるよう、津波に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定めるものとする。 
（２）避難関連施設の整備 

ア 市は、指定緊急避難場所等の整備に当たり、これらを津波からの緊急避難先として使用 

できるよう、できるだけ浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立せず、津波 
の襲来状況によってはさらなる避難が可能となるような場所に整備するよう努めるものと

する。 
イ  市は、緊急避難場所等として利用可能な道路盛土等の活用について検討し、活用できる
場合には、道路管理者等の協力を得つつ、避難路・避難階段の整備に努めるものとする。 
ウ 市及び県は、市民が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、避難路・避難階段を整

備し、その周知に努めるとともに、その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・改

善に努めるものとする。 
なお、避難路の整備に当たっては、地震の揺れによる段差の発生、避難車両の増加、停

電時の信号滅灯などによる交通渋滞や事故の発生等を十分考慮するとともに、地震による

沿道建築物の倒壊、落橋、土砂災害、液状化等の影響により避難路等が寸断されないよう

耐震化対策を実施し、安全性の確保を図るものとする。 
（３）建築物の安全化 

ア 市及び県は、地下街、劇場・駅等不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設

等の応急対策上重要な施設、要配慮者が利用する社会福祉施設、医療施設等について、耐

震耐浪化など津波に対する安全性の確保に特に配慮するものとする。 
   イ 市、県及び学校設置者は、津波浸水想定地域における児童生徒等の安全確保のため、各

主体が所管する施設等において、高台等へ通じる避難路等の整備や建物の高層化など、各

地域の実情等を踏まえた学校の津波対策について努めるものとする。 
（４）ライフライン施設等の機能確保 

ア 市及び県は、上下水道、工業用水道、電気、ガス等のライフライン関連施設の耐浪性の

確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を

進めるものとする。 
なお、ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては、必要に応じ、大規模な

津波が発生した場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の耐浪化、災害後の

復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行うものとする。特に、三次医療機関等の人命に関わ

る重要施設へのライフラインの津波に対する安全性の確保を重点的に行うものとする。 
イ 市及び県は、関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設としての 
共同溝・電線共同溝の整備等を図るものとする。 

（５）危険物施設等の安全確保 

市及び県は、石油コンビナート等の危険物施設等、火災原因となるおそれのある薬品を管 
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理する施設、ボイラー施設等について、津波に対する安全性の確保、護岸等の耐津波性能の

向上、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的な実施等を促進するものとする。 
 

４４  ラライイフフラライインン事事業業者者のの役役割割  

    ライフライン事業者は、上下水道、工業用水道、電気、ガス等のライフライン関連施設の耐

浪性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保

を進めるものとする。 
なお、ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては、必要に応じ、大規模な津波

が発生した場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の耐浪化、災害後の復旧体制

の整備、資機材の備蓄等を行うものとする。特に、三次医療機関等の人命に関わる重要施設へ

のライフラインの津波に対する安全性の確保を重点的に行うものとする。 
  

５５  防防災災関関係係機機関関のの役役割割  

  国土交通省北陸地方整備局 

災害に強く安全性の高いまちづくりを推進するため、市及び県の協力を得て、総合的なま

ちづくり施策を展開する。



津波災害対策編 
第２編第２章第５節 

～第６節 

- 435 - 

第第５５節節  集集落落孤孤立立対対策策計計画画                                           

 
集落孤立対策計画については、第１編第２章第５節「集落孤立対策計画」を準用する。ただし、

準用節中「地震の際」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれ

があるとき、又は」と読み替えるものとする。 
 

第第６６節節  建建築築物物等等災災害害予予防防計計画画                                      

  
１１  計計画画のの方方針針  

地震又は津波により、建築物に甚大な被害が発生した場合、市民の生命をはじめ、生活基盤 
や社会基盤に与える影響は非常に大きいこと、また地震又は津波が発生した後の建築物等によ

る二次被害も予想されるため、防災上重要な公共建築物、不特定多数の人が出入りする多様な

施設及び一般建築物の災害予防対策について定める。 
（１）基本方針 
ア 防災上重要な公共建築物等の災害予防 
市及び県は、行政関連施設、要配慮者利用施設、防災上重要な公共建築物等については、

一層の耐震性、耐浪性及び不燃性の確保を図ることとする。また、できるだけ浸水の危険

性の低い場所に立地するよう整備するものとし、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立

地する場合は、建物の耐浪化、非常用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要

な物資の備蓄などに努めるものとする。 
その他、防災上重要な建築物等の災害予防については、第１編第２章第７節「建築物災

害予防計画」の『１ 防災上重要な建築物の災害予防』を準用する。 
イ 不特定多数の者が利用する施設等の災害予防 
市、県、国及び施設管理者は、駅等不特定多数の者が利用する施設等について、津波に 
対する安全性の確保に配慮するものとする。 

（２）要配慮者に対する配慮及び積雪地域での対応 
要配慮者に対する配慮及び積雪地域での対応については、第１編第２章第７節「建築物等

災害予防計画」の『要配慮者に対する配慮』及び『積雪地域での対応』をそれぞれ準用する。 
 
２２  市市民民・・事事業業者者、、市市、、県県及及びび防防災災関関係係機機関関のの役役割割  

市民・事業者、市、県及び防災関係機関は、計画の方針に基づき必要な災害予防に努めるほ 
か、それぞれの主体がその役割を担うこととし、その役割については、第１編第２章第７節「建

築物等災害予防計画」の『市民・企業等の役割』、『市の役割』、『県の役割』及び『防災関係機

関の役割』をそれぞれ準用する。 
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第第７７節節  公公共共土土木木施施設設等等災災害害予予防防計計画画                                
 

公共土木施設等災害予防計画については、第１編第２章第８節「公共土木施設等災害予防計画」

を準用する。ただし、準用節中「地震発生等の非常時」又は「震災時」とあるのは、「地震又は津

波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき、又は」と読み替えるものとする。 
また、同節中「３ 道路施設災害予防計画（４）道路付帯施設」に、次に掲げる事項を加える。 
 エ 避難階段等の設置 
   津波発生時において、道路等の公共土木施設を一時的な避難場所として活用できるよう

にするため、避難の安全性を検討した上で、施設周辺の避難階段等の整備を進める。 
 

第第８８節節  鉄鉄道道施施設設災災害害予予防防計計画画                                      
 

鉄道施設災害予防計画については、第１編第２章第１８節「鉄道施設災害予防計画」を準用す

る。ただし、準用節中「地震」とあるのは、「地震又は津波」と、「地震発生時」とあるのは、「地

震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき、又は」と読み替えるもの

とする。 

 

第第９９節節  防防災災通通信信施施設設災災害害予予防防計計画画                                  

 
防災通信施設災害予防計画については、第１編第２章第９節「防災通信施設災害予防計画」を

準用する。 

 

第第１１００節節  電電気気通通信信施施設設災災害害予予防防計計画画                                

 
電気通信施設災害予防計画については、第１編第２章第１０節「電気通信施設災害予防計画」

を準用する。 

 

第第１１１１節節  電電力力施施設設等等災災害害予予防防計計画画                                    

 
電力施設等災害予防計画については、第１編第２章第１１節「電力施設等災害予防計画」を準

用する。
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第第１１２２節節  ガガスス施施設設災災害害予予防防計計画画                              
 

ガス施設災害予防計画については、第１編第２章第１２節「ガス施設災害予防計画」を準用す

る。ただし、準用節中「地震防災対策」とあるのは、「地震・津波防災対策」と、「地震」とある

のは、「地震又は津波」と、「地震発生時直後」又は「地震発生時」とあるのは、「地震又は津波が

発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第１１３３節節  上上水水道道施施設設災災害害予予防防計計画画                                  

 
上水道施設災害予防計画については、第１編第２章第１３節「上水道施設災害予防計画」を準

用する。ただし、準用節中「大規模な地震の発生直後」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若

しくは津波災害が発生するおそれがあること」と、「地震による」とあるのは、「地震又は津波に

よる」と読み替えるものとする。 

 

第第１１４４節節  公公共共下下水水道道・・農農業業集集落落排排水水施施設設等等災災害害予予防防計計画画                              

 
公共下水道・農業集落排水施設等災害予防計画については、第１編第２章第１４節「公共下水

道・農業集落排水施設等災害予防計画」を準用する。ただし、津波発生時において点検する施設

は、津波浸水区域内の施設を対象とする。 

また、準用節中「地震発生」とあるのは、「地震又は津波」と、「地震による」とあるのは、「地

震又は津波発生による」と読み替えるものとする。 

 

第第１１５５節節  危危険険物物施施設設等等災災害害予予防防計計画画                                  

 
危険物施設等災害予防計画については、第１編第２章第１５節「危険物施設等災害予防計画」

を準用する。ただし、準用節中「震災等」とあるのは、「地震又は津波」と、「耐震改修」とある

のは「耐震及び耐浪改修」と読み替えるものとする。 

また、県及び市町村は、危険物施設等の管理者に対して、津波に対する安全性の確保及び防災

訓練の実施を促進するものとする。
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第第１１６６節節  火火災災予予防防計計画画                                              

  
火災予防計画については、第１編第２章第１６節「火災予防計画」を準用する。ただし、準用

節中「地震発生時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれが

あるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第１１７７節節  水水防防管管理理団団体体体体制制整整備備計計画画                                  

 
水防管理団体体制整備計画については、柏崎市地域防災計画（風水害対策編）第２編第１章第

１節「水防管理団体等の体制整備計画」を準用する。 

  

第第１１８８節節  廃廃棄棄物物処処理理体体制制整整備備計計画画                                    

 
廃棄物処理体制整備計画については、第１編第２章第１７節「廃棄物処理体制整備計画」を準

用する。ただし、準用節中「大規模地震や津波発生後」又は「震災時」とあるのは、「地震又は津

波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

  

第第１１９９節節  救救急急・・救救助助活活動動体体制制整整備備計計画画                                

 
救急・救助活動体制整備計画については、第１編第２章第１９節「救急・救助活動体制整備計

画」を準用する。ただし、準用節中「地震及び津波等の災害が発生し」とあるのは、「地震又は津

波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるときは、」と読み替えるものとする。 

 

第第２２００節節  医医療療救救護護体体制制整整備備計計画画                                    

 
医療救護体制整備計画については、第１編第２章第２０節「医療救護体制整備計画」を準用す

る。ただし、準用節中「震災」とあるのは、「地震又は津波災害」と読み替えるものとする。 
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第第２２１１節節  避避難難体体制制整整備備計計画画                                        

  
１１  計計画画のの方方針針  

（１）基本方針  

地震又は津波による人的被害を最小限に抑えるため、避難者の適切な収容並びに避難の途

中及び避難先での安全確保を対策の主眼とし、市、県、防災関係機関及び市民は、下記の事

項に留意して各自の責任で災害に備える。 

ア 浸水、地盤の液状化、地域の潜在的な危険の事前周知 

イ 警報、避難情報（避難指示等）等情報伝達体制の整備 

ウ 客観的な基準に基づく、迅速・適切な避難情報の発出 

エ 避難誘導体制の整備 

オ 指定緊急避難場所・避難経路の確保・周知及び指定避難所の機能・環境の整備 

（２）要配慮者に対する配慮 

   要配慮者の安全確保のため、特に次の事項に配慮する。 

  ア 避難行動要支援者の居住状況、必要な支援内容等の事前把握・共有、避難行動要支援者

名簿の整備 

  イ 早期避難のための迅速・確実な方法による避難に関する情報等の伝達 

  ウ 防災、福祉関係者、避難支援等関係者（消防団、民生委員・児童委員及び自主防災組織

等）及び地域住民による避難支援体制の整備 

  エ 避難先での安否確認及び生活面の配慮 

  オ 避難行動要支援者への支援を中心とした避難訓練の実施 

（３）積雪期の対応及び広域避難への配慮 

   冬期間の積雪・寒冷・悪天候を考慮し、特に次の事項に配慮する。 

  ア 避難者全員を収容できる避難所等の確保 

  イ 避難所での暖房確保等の寒冷対策 

  ウ 雪崩危険箇所等冬期間特有の危険箇所の市民等への事前周知 

  エ 積雪期における避難訓練の実施 

  

２２  市市民民のの役役割割  

（１）市民・事業所等に求められる役割  

ア 市民・事業者所の役割 

自らの責任において自身及びその保護する者の安全を確保するため、最低限、次の事項

について平時から努めるものとする。 

（ア）ハザードマップ・防災マップ等により、浸水、地盤の液状化、土砂災害等、地域の潜

在的な危険に関する情報を事前に知っておくこと。 

（イ）避難所、避難場所及び安全な避難路、避難に要する時間等をあらかじめ確認しておく

こと。 
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（ウ）災害時の家族・社員等の連絡方法をあらかじめ決めておくこと。 

（エ）携帯ラジオ等、緊急時の情報入手手段を事前に用意すること。 

（オ）避難情報の意味を正しく理解しておくこと。 

（カ）強い揺れ（震度４以上）を感じたとき又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感

じた場合、自らの判断で迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難を開

始すること。 

（キ）自ら避難することが地域住民の避難につながることを意識し、避難をする際は、とも

に声を掛け合いながら迅速に避難するなど避難を呼びかけるとともに、率先して避難す

ること。 

（ク）徒歩による避難が原則であることを理解しておくこと。 

イ 多数の者が利用・所在する施設の管理者等の責務 

下記の事項に十分留意した上、各施設の消防計画等に基づき、各自の責任において避難・

誘導等の安全確保対策を講じる。 

（ア）学校、病院、要配慮者利用施設等、児童生徒や要配慮者が主に利用・所在する施設の 
 管理者 
a  施設の立地環境上、発生しやすい被害をあらかじめ予測し、対策を講じておくこと。 

b  気象官署や行政の発表する情報の入手手段を用意すること。 

c  災害時の情報伝達・避難誘導体制を整備し、施設内外の安全な避難先を確認するこ 

と。 

d  近隣の事業者、自主防災組織等から避難の際に支援・協力を得られるよう、事前に 

協議すること。 

e  保護者に対する入所者等の安否情報の連絡や引渡し方法等をあらかじめ定め、関係 

者に周知すること。 

（イ）その他の不特定多数の者が利用する公共・商業用施設の管理者 

a  施設の立地環境上、発生しやすい被害をあらかじめ予測し、対策を講じておくこと。 

b  気象官署や行政の発表する情報の入手手段を整備すること。 

c  施設外の状況を的確に利用者に伝え、緊急時に施設外へ安全に退去させるための情 

報伝達及び避難・誘導体制を整備すること。 

（２）地域に求められる役割 

ア 市民の役割 

相互の協力の下、自主防災組織等の活動により安全に避難できるよう、下記により平時

から努める。 

（ア）地域の危険箇所、避難経路、避難所及び避難場所等を事前に確認すること。 

（イ）要配慮者の居住状況、必要な支援内容等の情報の把握・共有に努め、避難・誘導に協

力できる関係を築くこと。 

（ウ）避難所運営を市と共同で行えるよう、訓練の実施及び体制整備を行うこと。 

（エ）避難時において避難を呼びかけ、率先して避難すること。 

（オ）避難行動要支援者の避難を支援すること。 
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（カ）水防団員（消防団員）の活動上の安全を確保すること。 

イ 事業者等の役割 

地域社会の一員として、次により地域の避難対策への協力に努める。 

（ア）避難行動要支援者等の避難を支援すること。 

（イ）必要に応じて施設を帰宅困難者や地域住民等に避難場所として提供すること。 

  

３３  県県のの役役割割  

（１）津波避難計画策定指針の策定 

県は、津波対象地域の指定、初動体制、防災事務に従事する者の安全の確保、津波情報の

収集・伝達、避難指示等の発令、平時の津波防災啓発及び避難訓練等を定めた津波避難計画

を策定する際の指針を定め、市に提示する。 
（２）情報収集・連絡体制の整備 
ア 県は、非常参集体制の整備を図るとともに、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整

理した応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 
イ 県は、市、他の都道府県、国その他防災機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよ

う、情報伝達ルートの多重化及び情報収集・連絡体制の明確化等による体制の確立に努め

るものとする。 
ウ 県は、災害時の情報通信手段について、平時よりその確保に努めるものとする。 
エ 県は、非常通信体制の整備や、新潟県総合防災情報システムを含む有・無線通信システ

ムの一体的運用等により、災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする。 
オ 県は、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報の形式を標準化

し、新潟県総合防災情報システムに集約できるよう努めるものとする。 
（３）市民への防災に関する情報の提供 
ア 地震及び津波に関する基礎的な知識と避難に当たっての注意事項などの普及・啓発を行

う。 
イ 県の設置した震度計の震度情報等、気象庁を通じて市民に提供する。 
ウ 県の防災専用ホームページにより防災情報を市民に提供する。 

（４）市の避難体制整備の支援 
ア 地域の危険情報の市への提供 
（ア）津波による浸水予想区域図を策定・提供する。 
（イ）重要水防箇所等、河川等の危険箇所の情報を市と共有する。 
（ウ）土石流、地すべり、がけ崩れの土砂災害警戒区域図等を提供する。 
（エ）雪崩危険箇所の危険区域図を策定・提供する。 
イ 市による避難情報の早期発出・伝達体制整備の支援 
（ア）県から市への津波警報等の迅速な伝達体制を維持する。 
（イ）市の避難情報発出の判断を支援するため、広域的又はスポット的な観測情報を提供す 
る。また、必要に応じ専門的な助言を付して提供する。 
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（ウ）前記の情報収集・提供を行う県危機管理センターを拠点として、市への情報支援体制

を確立する。 
（エ）県内の放送機関と協議し、通信網の混乱時等に市の発する避難情報伝達に協力が得ら

れるよう、事前に手続等を定める。 
ウ 避難所等の確保への協力 
（ア）市の避難所等に県立学校等、県の施設を提供し、備蓄のためのスペースや通信設備の

整備等に努める。 
（イ）県の所管する公園整備等に当たり、指定緊急避難場所として活用できるよう配慮する。 
エ 輸送機関との情報交換体制の整備 
避難住民及び緊急物資の輸送に関する車両等の状況について、関係機関と情報交換の上、

市に情報提供を行う。 
オ 避難所及び避難場所が孤立した場合の搬送支援 
津波浸水等の事情により市民が避難した避難場所等が孤立した場合において、中長期的

な避難先となる避難所等へ避難者を搬送するための体制を整備する。 
（ア）介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ同種の施設やホテル等の民間施

設等と施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め、併せてその内

容を県に登録するよう要請する。 
（イ）あらかじめ介護保険施設、障害者支援施設等に対して災害時に派遣可能な職員数の 
登録を要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことによ

り、介護職員等の派遣体制の整備に努める。 
（ウ）避難住民及び緊急物資の運送に関する車両等の状況について、運送機関と情報交換の

上、市に情報提供を行う。 
（５）広域避難に関する市町村間の調整等 
ア 他市町村への広域避難の発生に備えるための市の体制整備の支援 
市民が迅速に避難できるよう、情報伝達体制の整備や、避難住民の移送に必要となる車

両等の状況について、関係機関と情報交換の上、市に情報提供を行う。 
イ 広域避難の受入れに備えるための市の体制整備の支援 
市民が避難を迅速に行えるよう、あらかじめ受入能力（施設数、施設概要等）等を把握

する。避難先としての旅館及びホテルの借上げについては、県が必要な協定を締結する。 
ウ 県は、大規模広域災害時に、円滑な広域避難が可能となるよう、他の都道府県との広域

避難に係る応援協定の締結や、被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協

定の締結など、発災時の具体的な避難方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。 
エ 県は、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ国又は他の都

道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共

有を徹底するなど、必要な準備を整えておくものとする。 
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４４  市市のの役役割割  

市は、津波災害時に市民等が自主的に避難できるよう、県が提示する津波避難計画策定指針

に基づき津波避難計画を策定するとともに、防災知識・危険情報の事前周知、避難の判断・情

報伝達・避難誘導体制等の整備を行う。 
（１）津波避難計画の策定 
   県が提示する津波避難計画策定指針を参考とし、これまで個別に進めてきた津波対策を点

検し、対象地域、避難所・避難場所、避難路、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示の具

体的な発表基準、避難訓練の内容等を記載した、具体的かつ実践的な津波避難計画を策定し、

その内容を市民等に周知徹底を図る。 
（２）津波に関する知識や地域の危険に関する情報の事前周知 
  ア 市民・企業等に対し、地域の特性を踏まえた津波に関する基礎的な知識と避難に当たっ

ての注意事項等の普及・啓発を行う。 
  イ 県等から提供される津波浸水予測情報及び出水期・融雪期等の高い河川水位の情報を基

に、津波ハザードマップを作成し、市民等に配布して周知を図る。 
（３）情報伝達体制の整備 
ア 県（特に柏崎地域振興局）と連携しながら、夜間・休日を含めた津波警報等の受信・対

応体制を整備する。 
イ 要配慮者、災害により孤立する危険のある地域の被災者、在宅での避難者、応急仮設住

宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者等、情報が入手困

難な被災者等に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るものとする。 
ウ 災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用や関係事業者の協力を得つつ、防災行政無

線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ（ケーブルテレビを含む。）、ラジオ

（コミュニティＦＭ放送を含む。）携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を

用いた伝達手段の多重化、多様化を図るものとする。 
エ 情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し、新

潟県総合防災情報システムに集約できるよう努めるものとする。 
オ 外国人旅行者等の避難誘導の際に配慮を要する要配慮者への情報伝達体制等の整備に努

めるものとする。 
カ 避難情報の意味及び市民等のとるべき行動について、正しい知識の普及を図る。 

（４）避難情報の発令基準 
   市における避難情報の発令基準は、次のとおりとし、状況に応じて、迅速に市民等に伝達

する。 
区 分 発表時の状況等 対象となる地域 求める行動 

避難指示 

市の沿岸部に津波注意報が発

表されたとき 
海岸堤防等より海側

の地域 
直ちに海岸から離れ

る 
市の沿岸部に大津波警報、津

波警報が発表されたとき 
浸水が想定されてい

る地域 

直ちに避難所・避難場
所（高台等の安全な場
所）に避難する 

なお、避難指示の解除基準は、市の沿岸部における津波注意報、津波警報又は大津波警報



津波災害対策編 
第２編第２章第２１節 
「避難体制整備計画」 

- 444 - 

が解除されたときとする。 
（５）避難誘導体制の整備 
ア 津波発生時の避難については、徒歩による避難を原則とすることの周知に努めるととも

に、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、避難者が自動車で安全かつ確実

に避難できる方策をあらかじめ検討する。 
イ 消防職団員（水防団員）、警察官、市職員など防災対応や避難誘導・支援に当たる者の危

険を回避するため、津波到達時間内での防災対応や避難誘導・支援に関する行動ルールや

退避の判断基準を定め、市民等に周知する。 
ウ 高齢者や障害者等の要配慮者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、自主防災組織、

民生委員・児童委員等の避難支援等関係者、地域住民、介護保険事業者、障害福祉サービ

ス事業者及びボランティア団体等の多様な実施主体の協力を得ながら、平時より要配慮者

に関する情報を把握の上、関係者との共有に努める。また、要配慮者への対応を強化する

ため、情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施について、一層の充実

を図る。 
エ 学校等が保護者との間で、「学校防災マニュアル作成の手引き」等を参考にしながら、災

害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう

促す。 
オ 小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保

育園等の施設と市及び近隣施設間の連絡・連携体制の構築に努める。 
カ 情報の収集・連絡体制の整備を図り、その際の役割・責任等の明確化に努めるとともに、

夜間、休日の場合等においても対応できる体制の整備を図る。 
（６）広域避難に関する体制の整備 

ア 他市町村への広域避難の発生に備えた体制整備 
（ア）市は、避難の際に必要となる市民への情報伝達を迅速に行えるよう、体制整備に努め 

る。 
（イ）市は、国・県及び他市町村と連携し、避難住民を迅速に把握し、避難者が避難先で必 
要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備に努める。 

イ 広域避難の受入れに備えた体制整備 
（ア）市は、避難所等を指定する際に併せて広域避難の用にも供することについても定める

など、他の市町村からの避難住民を受入れることができる施設等をあらかじめ決定して

おくよう努める。 
（イ）市は、避難住民への情報伝達や支援・サービスを行うため、自主防災組織、防災関係

機関等の協力を得るとともに、必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に行うこと

のできる体制の整備に努める。 
（７）住民避難誘導訓練の実施 
ア 地区別にあらかじめ定めた避難誘導体制に従い、避難指示等が発出された際、市民が集

団で避難できるよう訓練を実施する。 
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イ 地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事

業者、ボランティア団体、学校等と協力し、要配慮者の参加を重点に置いた訓練を実施す

る。 
ウ 浸水、地盤の液状化、土砂災害警戒区域等や避難所等を記したハザードマップを作成し、

市民等に配布して周知を図るとともに、避難所やマップを活用した訓練を行う。なお、防

災マップの作成に当たっては、市民も参加する等の工夫により、災害からの避難に対する

市民等の理解の促進を図るよう努める。 
 
５５  関関係係機機関関のの役役割割  

（１）北陸地方整備局 

  ア 市が避難情報の客観基準を設定するに当たり、必要な情報を提供し、助言及び技術的支

援を行う。 

  イ 過去の津波災害の記録等や、「液状化しやすさマップ」等の技術資料を公表し、市民に対

して津波災害の危険に関する注意を喚起する。 

（２）新潟地方気象台 

  ア 市民や施設管理者等が津波情報（注意報・警報）を受信したときの適切な対応行動など、

津波情報（注意報・警報）についての普及・啓発に努める。 

  イ 津波情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに、報道機関やインターネット等

を通じて、津波に関する基本的な知識や、市民が身を守るために必要な情報等を随時提供

する。 

  ウ 市が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関し、技術的

な支援・協力を行う。 

（３）福祉関係者 

   民生委員・児童委員、介護事業者等の福祉関係者は、「柏崎市要配慮者避難支援全体計画（資

料編４－１１参照）」にのっとり、要配慮者の避難支援を実現するため、市と連携し、対応で

きる体制構築に努める。 
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第第２２２２節節  文文教教施施設設等等災災害害予予防防計計画画                                    
 

文教施設等災害予防計画については、第１編第２章第２２節「文教施設等災害予防計画」を準

用する。ただし、準用節中「大規模な地震が発生した場合」とあるのは、「地震又は津波が発生し、

若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

また、市及び県は、津波浸水想定地域における児童生徒等の安全確保のため、高台等へ通じる

避難路等の整備や建物の高層化など、各学校の実情等を踏まえた津波対策に取り組むものとする。 

 

第第２２３３節節  文文化化財財災災害害予予防防計計画画                                      

 
文化財災害予防計画については、第１編第２章第２３節「文化財災害予防計画」を準用する。

ただし、準用節中「地震災害」とあるのは、「地震又は津波災害」と、「地震時」とあるのは、「地

震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第２２４４節節  要要配配慮慮者者のの安安全全確確保保計計画画                                  

 
要配慮者の安全確保計画については、第１編第２章第２４節「要配慮者の安全確保計画」を準

用する。 

 

第第２２５５節節  食食料料・・生生活活必必需需品品等等のの確確保保計計画画                              

 
食料・生活必需品等の確保計画については、第１編第２章第２７節「食料品・生活必需品等の

確保計画」を準用する。  
 

第第２２６６節節  ボボラランンテティィアア活活動動計計画画                                    
 

ボランティア活動計画については、第１編第２章第２５節「ボランティア活動計画」を準用す

る。 
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第第２２７７節節  事事業業所所等等のの事事業業継継続続                                      

  
事業所等の事業継続については、第１編第２章第２８節「事業所等の事業継続」を準用する。 
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第第２２８８節節  行行政政機機関関等等のの業業務務継継続続                                    
  

１１  計計画画のの方方針針  

災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる 
人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を

図る必要があることから、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るものとする。 
実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・ 
点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・

検証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 
なお、行政機能の保全に関して、本節に記載のない事項については、第１編第２章第２９節

「行政機関等の業務継続」を準用する。 

  
２２  市市及及びび県県のの取取組組  

（１）防災拠点の整備  

ア 市及び県は、行政関連施設について、設置基準を明確にし、できるだけ浸水の危険性の

低い場所に立地するよう整備するものとし、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地す

る場合には建築物の耐浪化、非常用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な

物資の備蓄等により施設の防災拠点化を図るとともに、中長期的には浸水の危険性のより

低い場所への誘導を目指す。 
イ 市及び県は、津波災害に対して、それぞれ防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び

安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点の整備に努める。 
ウ 市及び県は、防災拠点の被災を想定し、又は想定を超えた被害の発生に備え、代替の施

設の確保を検討し、また、県は、広域で甚大な災害の発生を想定した人的又は物的資源、

並びに情報の集積拠点とともに、広域防災拠点の設置を検討するものとする。 
（２）防災中枢機能の確保 
ア 市及び県は、津波災害に対して、それぞれ防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び

安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点の整備に努めるとともに、災害時に地域に

おける災害対策活動の拠点となる施設の整備にも努めるものとする。 
イ 市及び県は、防災中枢機能を果たす施設・設備について、代替エネルギーシステムの活

用を含め自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期

間の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い、平時から点検、訓練等に努めるものと

する。 
ウ 市及び県は、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備

蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途絶時に備えた衛星携帯電話等の非常用通信手段の確

保を図るものとする。 
（３）業務継続性の確保 
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ア 市及び県は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災

害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制

と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等により、業務継

続性の確保を図るものとする。 
イ 特に、市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担

うことから、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な代行順

位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・

食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバ

ックアップ並びに非常時優先業務の整理について定めておくものとする。 
ウ 市及び県は、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等

を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等

を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等と踏まえ

た改訂などを行うものとする。 
エ 市及び県は、職員の派遣要請やニーズを迅速に把握し、速やかに職員派遣調整ができる

よう自己完結型の職員派遣に関する体制及び制度の充実について検討するものとする。 
オ 市及び県は、あらかじめ災害対応に必要な資格又は経験を有する人材の情報を集約する

仕組みの構築を検討する。 
カ 市及び県は、機能喪失した行政機能の補完方法を検討する。 
キ 県は、効果的な全国避難者情報システムを検討するとともに、避難元と避難先の自治体

間における被災者情報を共有し、その運用を検討する。 
（４）データの保全 

ア 市及び県は、災害対応におけるＩＣＴ部門の重要性を認識し、職員のＩＣＴリテラシー

向上を図るとともに、市民に対してＩＣＴリテラシーの向上を図るものとする。 
イ 市及び県は、ＩＣＴ環境を整備し、行政データのバックアップポリシーの確立を検討す

るものとする。 
ウ 市及び県は、業務継続計画に基づき、業務に必要となる行政データの保存を行い、複製

の別途保存を含め、必要なバックアップ体制を整備するものとする。また、速やかに復元

できるよう、併せて必要な体制を整備するものとする。 
エ 市及び県は、他の市町村、通信事業者、基幹データ産業との連携を検討するとともに、

県外自治体との連携強化検討するものとする。 
  

３３  防防災災関関係係機機関関のの取取組組  

防災関係機関は、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための 
事前の準備体制と事後の対応力の強化を図るため、業務継続計画の策定等により、業務継続性

の確保を図るものとする。 
また、実効性のある業務継続体制を確保するために必要な資源の確保や教育、訓練等を通じ 

 た体制整備に努める。 
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第第２２編編（（津津波波災災害害対対策策編編））第第３３章章    災災害害応応急急対対策策  

第第１１節節  災災害害対対策策本本部部のの組組織織・・運運営営対対策策                                

  
災害対策本部の組織・運営対策については、第１編第３章第１節「災害対策本部の組織・運営

対策」を準用する。                    
 

第第２２節節  職職員員のの配配備備・・招招集集対対策策                                            
 

職員の配備・招集対策については、第１編第３章第２節「職員の配備・招集対策」を準用する。  
 

第第３３節節  防防災災関関係係機機関関のの相相互互協協力力体体制制                                  
 

防災関係機関の相互協力対策については、第１編第３章第３節「防災関係機関の相互協力体制」

を準用する。 

  

第第４４節節  防防災災通通信信施施設設応応急急対対策策                                             

 
防災通信施設応急対策については、第１編第３章第４節「防災通信施設応急対策」を準用する。

ただし、準用節中「地震発生時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生

するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第５５節節  被被災災状状況況等等収収集集伝伝達達対対策策                                                

 
被災状況等収集伝達対策については、第１編第３章第５節「被災状況等収集伝達対策」を準用

する。 

 

第第６６節節  広広報報対対策策                                                  

 
広報対策については、第１編第３章第６節「広報対策」を準用する。ただし、準用節中「地震

発生時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」

と読み替えるものとする。 
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第第７７節節  津津波波避避難難対対策策                                              
  

１１  計計画画のの方方針針  

（１）基本方針 

  ア 迅速な避難 

強い揺れ（震度 4 以上）を感じたとき、又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感

じたときは、迷うことなく迅速かつ自主的に、直ちに海岸及び河川から離れ、急いで高台

等のできるだけ高い安全な場所に避難する。また、津波警報が発表されたときも、同様と

する。 

避難に当たっては、徒歩によることを原則とする。 

自ら率先した避難行動を取ることが、他の地域住民の避難を促すことを理解し、迅速に

避難する。その際、声掛けをするなどして、避難を促すよう努める。 

  イ 津波に対する理解 

津波は、第一波より第二波、第三波など後続の波が大きくなる可能性があることや、第

一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、津波が発生後、数時間から場

合によっては１日以上にわたって継続する可能性があることを理解するとともに、強い揺

れを伴わず危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地津波の発生の可

能性などにも留意し、津波警報等が解除されるまでは避難を継続する。 

    また、地震及び津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、特に地震発生

直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があることや、避難場所・避難所の孤

立やそれら自体の被災もあり得ることから、津波に関する想定及び予測には不確実性があ

ることを理解する。 

 ウ その他 

    地震又は津波の被害により孤立した市民を、ヘリコプター又はボートを活用して避難さ

せる。 

（２）要配慮者に対する配慮 

  ア 情報伝達及び避難行動に制約がある要配慮者は、近隣住民が直接避難を呼びかけ、避難

支援等関係者（民生委員・児童委員及び自主防災組織等。以下、本節において同じ。）の支

援の下、安全な場所に避難させる。 

  イ 市は、「柏崎市要配慮者避難支援全体計画」に基づき、消防、県警察、避難支援等関係者、

介護事業者等の福祉関係者等の協力を得ながら、要配慮者の避難誘導に当たる。 

  ウ 市は、避難先で必要なケアが提供できるよう手配する。 

  エ 県は、避難後の要配慮者のケアについて、受入施設の提供、人員の派遣等、市を支援 

   する。 

（３）積雪期の対応 

  ア 屋外では音声情報を伝わり難くなるため、確実に避難に関する情報等を伝達するよう留 

意する。 
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  イ 足場が悪く、避難行動の制約が大きくなるため、特に避難行動要支援者の避難支援につ 

   いて地域住民等の協力を求める。 

 ウ 倒壊家屋の増加、雪崩の発生、屋根雪の落雪等により生き埋め者が多発する可能性があ

るため、地域住民による捜索・救助活動を強化する。 

  

２２  各各実実施施主主体体のの責責務務  

（１）市民の責務 

ア 強い揺れ（震度４以上）を感じたとき、又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感

じたときは、迷うことなく迅速かつ自主的に直ちに海岸及び河川から離れ、急いで避難所・

避難場所に避難する。また、津波警報等が発表されたときも同様とする。 

イ 自ら避難することが地域住民の避難につながることを意識し、避難をする際は、ともに

声をかけ合いながら迅速に避難するなど避難を呼びかけるとともに、率先して避難をする。 

ウ 市が発表する避難に関する情報を正しく理解し、的確に行動する。 

区 分 発表時の状況等 対象となる地域 求める行動 

避難指示 

市の沿岸部に津波注意報が発

表されたとき 
海岸堤防等より海側

の地域 
直ちに海岸から離れ

る 
市の沿岸部に大津波警報、津

波警報が発表されたとき 
浸水が想定されてい

る地域 
直ちに避難所・避難場

所（高台等の安全な場

所）に避難する 
※避難指示の解除基準は、市の沿岸部における津波注意報、津波警報又は大津波警報

が解除されたときとする。 
エ 避難に当たっては、徒歩によることを原則とする。要配慮者などが自動車で避難する場

合には、事前の取り決めに従い迅速に避難する。 
オ どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることか 
ら、市は、高齢者等避難は発令せず、基本的には避難指示のみを発令する。 
また、緊急安全確保は基本的には発令しない。 

カ 大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なる。 
（２）企業・事業所等の責務 

不特定多数のものが利用する施設においては、利用者を的確に避難誘導する。 
（３）市の責務 
ア 津波警報等を迅速かつ的確に、市民等に伝達する。伝達に際しては、市防災行政無線（戸

別受信機を含む）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有

システム）、テレビ（ＮＨＫデータ放送含む）、ラジオ（コミュニティＦＭ含む）、携帯電話

（緊急速報メール機能含む）等の多様な情報伝達手段を活用して行う。 
イ 津波警報等を覚知した場合、速やかに的確な避難指示を行う。市は、指示を行った場合

には県に報告する。 
なお、津波警報等に応じて自動的に避難指示の情報を発表する場合においても、市民等

の円滑な避難や安全確保の観点から、避難行動を補完する情報を市民等に伝達する。 
ウ 避難指示の発表に当たっては、居住者等が短時間に認識できる情報量を考慮して定め、



津波災害対策編 
第２編第３章第７節 
「津波避難対策」 

- 453 - 

伝達文例やひな形を整理するなど、具体的でわかりやすい内容で発表する。このとき、高

齢者や障害者等の要配慮者や一時滞在者に配慮する。 
エ 避難指示をしようとする場合において、必要があると認められるときは、指定地方行政

機関又は県に対し助言を求める。 
オ 消防職員、消防団員、市職員など防災対応に当たる者の安全が確保されることを前提と

した上で、予想される津波到達時間も考慮しつつ、避難誘導や要配慮者の避難支援等の緊

急対策を行う。 
カ 避難の必要がなくなったとき（津波警報等が解除されたとき）は、避難指示の解除を公

示し、県に報告する。 
キ 二次災害（※）の危険性がある場合は、速やかに当該地区の市民等に避難を指示又は勧

告を行う。 
    ※津波、浸水、土砂災害、雪崩、火災の延焼、危険物等の漏洩等  
（４）県の責務  
ア 津波警報等を、県防災行政無線その他の方法により、市に伝達するほか、防災関係機関

に伝達する。  
イ 市が行う避難情報の発令に関し、時機を失することなく避難指示等が発令されるよう、

積極的に助言する。  
ウ 地震の規模、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項

を公表する。  
エ 知事は、市長が実施すべき避難の指示等を実施できなくなった場合、市に代わって、避

難の指示等を実施する。  
オ 震度情報、津波に関する情報等、避難の判断材料となる情報を収集・集約し、市に随時

提供する等の支援を行う。  
カ 前記の情報収集・提供を行う拠点を危機管理センターとし、市への情報支援体制を確立

する。  
キ 市の避難に関する情報の発表状況を踏まえ、被害状況を集約し、総務省消防庁に報告す

るとともに、報道機関や県ホームページを通じて公表する。  
ク 知事は、避難住民の輸送や救出のため、市長からの要請又は職権に基づき、消防の広域

応援、緊急消防援助隊の派遣、自衛隊の災害派遣、第九管区海上保安部（上越海上保安署）

の協力等を要請する。  
ケ 関係機関に協力を要請し、孤立して危険な状態に置かれている市民をヘリコプター等に

より輸送する。  
コ 被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、輸送事業者である指定公

共機関又は指定地方行政機関に対し、輸送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示し

て、被災者の輸送の要請を行う。また、輸送事業者である指定公共機関又は指定地方行政

機関が正当な理由がなく要請に応じないときは、被災者の保護の実施のために特に必要が

あるときに限り、当該機関に対し当該輸送を行うべきことを指示する。  
（５）県教育委員会の責務  
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所管する県立学校の避難所としての使用に協力する。 
（６）その他防災関係機関等 

新潟地方気象台は、津波警報等を発表したときは、直ちにその警報事項を関係機関に通知

しなければならない。 
警察官又は海上保安官は、市長による避難の指示ができないと認めるとき又は市長から要

請があったときは、必要と認める地域の居住者等に避難のための立ち退きを指示することが

できる。 
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、市長から避難指示等の安全確保措置を指

示しようとする場合に助言を求められたときは、その所掌事務に関して必要な助言をするも

のとする。 
 

３３  大大津津波波警警報報・・津津波波警警報報・・津津波波注注意意報報等等のの伝伝達達  

（１）大津波警報・津波警報・津波注意報 

   気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに推定し、これらをもとに沿岸

で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報

又は津波注意報（以下これらを「津波警報等」という。）を津波予報区単位で発表する。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。

ただし、地震の規模がマグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては津波警報等発表

の時点では、その海域における最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表する。その場合、

最初に発表する大津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」と

いう言葉を用いて発表し、非常事態であることを伝える。予想される津波の高さを「巨大」

などの言葉で発表した場合には、その後、地震の規模が精度良く求められた時点で津波警報

等を更新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等

の種類 発表基準 

発表される津波の高さ 
想定される被害と
取るべき行動 数値での発表 

（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震

の場合の

発表 

大津波警報 
※ 

予想される津波

の高さが高いと

ころで 3ｍを超
える場合 

10ｍ超 
（10ｍ＜予想高さ） 

巨大 

（巨大） 
木造家屋が全壊・流
出し、人は津波によ
る流れに巻き込ま
れる。沿岸部や川沿
いにいる人は、直ち
に高台や避難ビル
など安全な場所へ
避難する。 
警報が解除される
まで安全な場所か
ら離れない。 
（高い） 
標高の低いところ
では津波が襲い、浸
水被害が発生する。

10ｍ 
（5ｍ＜予想高さ≦10ｍ） 

5ｍ 
（3ｍ＜予想高さ≦5ｍ） 

津波警報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで 1ｍを超
え、3ｍ以下の場
合 

3ｍ 
（1ｍ＜予想高さ≦3ｍ） 高い 
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人は津波による流
れに巻き込まれる。
沿岸部や川沿いに
いる人はただちに
高台など安全な場
所へ避難する。警報
が解除されるまで
安全な場所から離
れない。 

津波注意報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで 0.2ｍ以
上、1ｍ以下の場
合であって、津

波による災害の 
おそれがある場

合 

1ｍ 
（0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ） 

(表記し
ない) 

海の中では人は速
い流れに巻き込ま
れ、また、養殖いか
だが流出し小型船
舶が転覆する。海の
中にいる人は直ち
に海から上がって、
海岸から離れる。海
水浴や磯釣り 
をしている人は、海
岸から離れる。 
注意報が解除され
るまで海に入った
り海岸に近付いた
りしない。 

  ※大津波警報を特別警報に位置づけている。 
注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその点

に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高

さをいう。 
（２）津波警報等の留意事項 
   沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わ 
ない場合がある。 

   津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さを基に、更新する場合が

ある。 
   津波による災害のおそれがなくなったと認める場合、津波警報等の解除を行う。このうち、 
津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の

高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して

解除を行う場合がある。 
  
４４  津津波波情情報報  

（１）津波情報の発表 

   気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想さ

れる津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。 
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津波情報の種類と発表内容 
 

情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報 
 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津

波の高さを５段階の数値（メートル単位）又は「巨

大」や「高い」という言葉で発表 
［発表される津波の高さの値は、表（津波警報等の

種類と発表される津波の高さ等）参照］ 
各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１） 

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測

値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを

津波予報区単位で発表（※２） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

（※１）津波観測に関する情報の発表内容について 
ア 沿岸で観測された津波の第一波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測された

最大波の観測時刻と高さを発表する。 
イ 最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、

観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到

達中であることを伝える。 
ウ 最大波の観測値の発表内容 

警報・注意報の

発表状況 観測された津波の高さ 発表内容 

大津波警報 
1ｍ超 数値で発表 

1ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報 （全ての場合） 数値で発表（津波の高さがごく小

さい場合は「微弱」と表現） 

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

ア 沖合で観測された津波の第一波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大

波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される

沿岸での推定値（第一波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報

区単位で発表する。 
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イ 最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を

考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表中

の津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」

（沖合での観測値）及び「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中で

あることを伝える。 

ウ 沿岸からの距離が１００㎞を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付け

が難しいため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大級の観測値については数値では

なく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

エ 沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容 
発表中の 
津波警報等 沿岸で推定される津波の高さ 発表内容 

大津波警報 

3ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推

定値とも数値で発表 

3ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、

沿岸での推定値は「推定中」

と発表 

津波警報 

1ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推

定値とも数値で発表 

1ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、

沿岸での推定値は「推定中」

と発表 

津波注意報 （全ての場合） 沖合での観測値、沿岸での推

定値とも数値で発表 
  
（２）津波情報の留意事項等 
ア 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 
（ア）津波到達予想時刻は、津波予報区の中で最も早く津波が到達する時刻である。同じ予

報区の中でも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れ

て津波が襲ってくることがある。 
（イ）津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局

所的に予想される津波の高さより高くなる場合がある。 
イ 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 
津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合が

ある。 
ウ 津波観測に関する情報 
（ア）津波による潮位変化（第一波の到達）が観測されてから、最大波が観測されるまでに

数時間以上かかることがある。 
（イ）場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達している

おそれがある。 
エ 沖合の津波観測に関する情報 
（ア）津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸では更に高くなる。 
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（イ）津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津

波が到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情

報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。 
 
５５  津津波波予予報報  

津波予報 
気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津

波予報で発表する。 
津波予報の発表基準とその内容 

 
情報の種類 発表内容 

津波予報 

津波が予想されないとき  

（地震情報に含めて発表）  

津波の心配なしの旨を発表  

 

0.2ｍ未満の海面変動が予想

されたとき（津波に関するそ

の他の情報に含めて発表）  

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため

被害の心配はなく、特段の防災対応の必要が

ない旨を発表  

津波注意報解除後も海面変

動が継続するとき  

（津波に関するその他の情

報に含めて発表）  

津波に伴う海面変動が観測されており、今後

も継続する可能性が高いため、海に入っての

作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留

意が必要である旨を発表  
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（３）地震及び津波に関する情報発表の流れ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

 ※上記の図は、以下の気象庁ホームページに掲載されています。 

  hhttttpp::////wwwwww..ddaattaa..jjmmaa..ggoo..jjpp//ssvvdd//eeqqeevv//ddaattaa//jjoohhoo//sseeiissiinnffoo..hhttmmll  

  

６６  避避難難にに関関すするる情情報報（（避避難難指指示示））のの発発令令等等基基準準  

（１）発令基準 
   市沿岸部に大津波警報、津波警報又は津波注意報が発表されたとき 
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（２）解除基準 
      市沿岸部の大津波警報、津波警報又は津波注意報が解除されたとき 
  

７７  市市ににおおけけるる情情報報伝伝達達かからら避避難難誘誘導導・・孤孤立立対対策策ままででのの業業務務のの体体系系  

  ■ 津波警報等の伝達 
  ↓ 
  ■ 避難に関する情報の発表、伝達 
  ↓ 
  ■ 避難場所（高台や避難ビルなど安全な場所）への避難 
  ↓ 
  ■ 避難誘導 
  ↓ 
  ■ 孤立対策 
 
８８  市市ににおおけけるる情情報報伝伝達達かからら避避難難誘誘導導・・孤孤立立対対策策ままででのの業業務務のの内内容容  

（１）津波警報等の伝達対策 
   市長は、関係機関からの津波警報等の伝達を受けたときは、直ちにその内容に応じ、警報

等発表時の情報伝達体制により、適切な方法で所在官公庁及び市民に周知するとともに、的

確な防災及び避難対策等の必要な措置を講ずる。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
      ※大津波警報・津波警報が発表されたときに、気象庁から緊急速報メールを携帯電

話事業者を通じて関係するエリアに配信される。 
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（２）避難指示の実施 
ア 地震の規模、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項

並びに予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生したときの円滑な避難を確

保するために必要な事項について、公表する。 
イ 地域の特性等を踏まえつつ避難指示の意思決定を迅速かつ的確に実施するため、避難指
示等の具体的な判断基準を策定するとともに、必要に応じて見直す。 
ウ 地震又は津波が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、市民の生命又は
身体を津波等から保護し、津波等の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、

必要と認める市民、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示することができ

る。このとき、必要があると認めるときは、その立ち退き先を指示する。なお、これらの

指示を行ったときは、速やかに県に報告する。 
エ 必要と認める地域の居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内
の屋外に面する開口部から離れた場所での退避（緊急安全確保）を指示する。なお、これ

らの指示を行ったときは、速やかに県に報告する。 
オ 避難指示をしようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関、指
定地方行政機関又は県に対し、助言を求める。 
カ 避難の必要がなくなったときは、その旨を公示し、県に報告する。 
キ 避難指示の発令に当たっては、居住者等が短時間に認識できる情報量を考慮して定め、
広報文例やひな形を整理するなど、具体的でわかりやすい内容で発令する。このとき、高

齢者や障害者等の避難行動要支援者や一時滞在者に配慮する。 
ク 避難指示を発令する場合、市民等に対して、防災行政無線（戸別受信機を含む）、全国瞬
時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有システム）、テレビ（ケーブ
ルテレビを含む。）、有線放送、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急

速報メール機能を含む。）、ワンセグ、広報車等の多様な情報伝達手段を使用し、あるいは

報道機関等を通じて、迅速かつ安全に避難できるよう周知徹底を図る。 
ケ 地震又は津波が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、市民等の生命
又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、

災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止

し、又は当該区域からの退去を命ずる。 
コ 避難指示の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努めるものとする。 

（３）避難場所への避難 
   市民等は、揺れを感じたとき又は津波警報等を見聞きしたときは、迷うことなく迅速かつ

自主的に、指定緊急避難場所等に避難する。 
   津波による被害のおそれのある場所に、津波に対して安全な構造に整備された施設等に避

難する場合は施設管理者の開設を待つことなく避難者自身が迅速に開設し避難する。 
（４）避難誘導 
ア 具体的なシミュレーションや訓練の実施等を通じて、また、市民や自主防災組織、消防

機関、警察、学校等の多様な主体の参画により、具体的かつ実践的な避難行動に関する計



津波災害対策編 
第２編第３章第７節 
「津波避難対策」 

- 462 - 

画の策定を推進し、併せて、消防団員等の避難誘導・支援に当たる者の危険を回避するた

め、気象庁が発表する津波の第一波の到達予測時刻までの行動ルール、待避の判断基準も

定める。 
イ 避難誘導や防災対応に当たる者の安全が確保されることを前提とした上で、気象庁が発

表する津波の第一波の到達予測時刻も考慮しつつ、水門・陸閘の閉鎖や避難行動要支援者

の避難支援等の緊急対策を行う。 
ウ 津波警報又は津波注意報が発表された場合、若しくは津波による浸水が発生すると判断

した場合は、速やかに的確な避難指示を行い、安全かつ効率的な避難誘導を行う。その際、

対象者にもれなく実施し、避難行動要支援者にも配慮したわかりやすい伝達及び避難誘導

に心がけるものとする。 
また、防災対応に当たる者の安全が確保されることを前提とした上で、予想される津波

到達時間も考慮しつつ、避難誘導や要配慮者の避難支援等の緊急対策を行う。 
（５）避難場所等の確保 
ア 地震又は津波が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、必要に応じて、指定避

難所を開設し、市民等に対し周知徹底を図る。 
イ できるだけ浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立せず、津波の襲来状況に

よってはさらなる避難が可能となるような場所を指定緊急避難場所又は指定避難所として

指定する。やむを得ず津波による被害のおそれのある場所を指定緊急避難場所又は指定避

難所に指定する場合は、建築物の耐震・耐浪化を図る。 
ウ 各地域において、避難可能場所の現状を把握し、整備するとともに、道路管理者等の協

力を得て、避難経路、津波避難ビル等避難関連施設の整備又は確保を検討する。 
エ 避難所の開設が必要な場合、「避難所運営マニュアル」の定めるところにより、避難所を

開設する。 
オ 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤

立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置し、維持することの適否を検討す

る。 
  また、県は、関係機関に協力を要請し、地震又は津波の被害により孤立して危険な状態

に置かれている市民をヘリコプター又はボート等を活用して輸送する。 
（６）避難所相互の移送 
   市は、市民が一時的に避難した避難場所から、一定程度の期間の避難生活を送るための避

難所等に移送するときのルール化及びその移送方法を検討する。 
（７）広域避難対策 
  ア 市 
    市は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等により、市域外への広域的な避

難及び避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合において、県内の他の

市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村（災害協定

締結自治体を除く）への受入れについては、県に対し当該受入れに関する協議を求める。 
  イ 県 
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  （ア）県は市からの協議の要請があった場合、他の都道府県と被災者の受入れ等に関する協

議を行う。また、市の行政機能が著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待

ついとまがないと認められるときは、市町村の要求を待たず、広域一時滞在のための協

議を当該市町村に代わって行う。 
  （イ）県は、市から求めがあった場合には、受入先の候補となる自治体及び当該自治体にお

ける被災住民の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避難について助言する。 
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第第８８節節  避避難難所所運運営営対対策策                                            

 
避難所運営対策については、第１編第３章第７節「避難及び避難所対策」のうち、次の項を準

用する。 

【準用箇所】 

  ９ 避難所の開設及び管理 

１０ 男女共同参画の視点に立った避難所運営 

１１ 外来者、一時滞在者への支援について 

１２ 積雪期の避難対策 

１３ 広域避難への対応 

１４ 避難指示の解除の公示と県等への報告 

１５ 整備書類 

ただし、この場合において、上記準用節中「地震災害時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、

若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

なお、避難所及び避難場所は、資料編「４―１ 避難所及び避難場所」のとおりとする。 

 

第第９９節節  避避難難所所外外避避難難者者のの支支援援対対策策                                        

 
避難所外避難者の支援対策については、第１編第３章第８節「避難所外避難者の支援対策」を

準用する。 

 

第第１１００節節  救救急急・・救救助助活活動動対対策策                                                

 
救急・救助活動対策については、第１編第３章第９節「救急・救助活動対策」を準用する。た

だし、準用節中「地震により」とあるのは、「地震又は津波により」と、「震災時」とあるのは、

「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものと

する。 

 

第第１１１１節節  自自衛衛隊隊のの災災害害派派遣遣対対策策                                                

 
自衛隊の災害派遣対策については、第１編第３章第１０節「自衛隊の災害派遣対策」を準用す

る。ただし、準用節中「地震による災害発生時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは

津波災害が発生するおそれがあるとき」と、「大規模な地震発生時」とあるのは、「大規模な地震

又は津波発生時」と読み替えるものとする。 
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第第１１２２節節  輸輸送送対対策策                                                

 
輸送対策については、第１編第３章第１１節「輸送対策」を準用する。 

なお、浸水等により孤立した地域等については、船舶、ヘリコプター又は航空機等を利用した

輸送を行う。 

 

第第１１３３節節  交交通通規規制制及及びび警警備備・・保保安安対対策策                                                

 
交通規制及び警備・保安対策については、第１編第３章第１２節「交通規制及び警備・保安対

策」を準用する。 

 

第第１１４４節節  火火災災対対策策                                                

 
火災対策については、第１編第３章第１３節「火災対策」を準用する。ただし、準用節中「地

震により」又は「地震が発生した場合」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害

が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第１１５５節節  水水防防活活動動計計画画                                          

  
１１  計計画画のの方方針針  

   津波又は地震により、堤防、護岸、水門、樋管など、河川、海岸又はため池等の施設に被害

が生じ、又は生じるおそれがあるときで、水防活動を行う必要がある場合、市（水防管理団体）、

市消防団及び県は必要な措置をとるものとする。 

このとき、水防活動に従事する者の避難時間など、安全を確保した上で、避難誘導及び水防

活動を実施しなければならない。 

 

２２  業業務務のの内内容容  

  津波に対する水防活動については、柏崎市水防計画（資料編４－９参照）の定めるところに

よる。 

 

３３  水水防防警警報報及及びび水水防防情情報報のの伝伝達達をを受受けけるる河河川川  

水防警報及び水防情報の伝達を受ける河川については、柏崎市水防計画の定めるところによ

る。
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第第１１６６節節  医医療療救救護護活活動動対対策策                                              

 
医療救護活動対策については、第１編第３章第１４節「医療救護活動対策」を準用する。 

 

第第１１７７節節  防防疫疫保保健健衛衛生生対対策策及及びびこここころろののケケアア対対策策                                

 
防疫保健衛生対策及びこころのケア対策については、第１編第３章第１５節「防疫保健衛生対

策及びこころのケア対策」を準用する。 

 

第第１１８８節節  廃廃棄棄物物のの処処理理対対策策                                            

 
廃棄物の処理対策については、第１編第３章第１６節「廃棄物の処理対策」を準用する。 

 

第第１１９９節節  トトイイレレ対対策策                                                  

 
トイレ対策については、第１編第３章第１７節「トイレ対策」を準用する。 

 

第第２２００節節  入入浴浴対対策策                                                        

 
入浴対策については、第１編第３章第１８節「入浴対策」を準用する。 

 

第第２２１１節節  食食料料品品・・生生活活必必需需品品等等のの供供給給対対策策                                        
 

食料品・生活必需品等の供給対策については、第１編第３章第１９節「食料供給対策」及び同

第２０節「生活必需品等供給対策」を準用する。ただし、準用節中「地震発生」とあるのは、「地

震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第２２２２節節  要要配配慮慮者者のの応応急急対対策策                                        

 
要配慮者の応急対策については、第１編第３章第２１節「要配慮者の応急対策」を準用する。
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第第２２３３節節  建建物物のの応応急急危危険険度度判判定定対対策策                                        

 
建物の応急危険度判定対策については、第１編第３章第２２節「建物の応急危険度判定対策」

を準用する。 

 

第第２２４４節節  宅宅地地等等のの応応急急危危険険度度判判定定対対策策                                      

 
宅地等の応急危険度判定対策については、第１編第３章第２３節「宅地等の応急危険度判定対

策」を準用する。 

 

第第２２５５節節  文文教教施施設設等等災災害害応応急急対対策策                                  

 
文教施設等災害応急対策については、第１編第３章第２４節「文教施設等災害応急対策」を準

用する。ただし、準用節中「大規模な地震」又は「地震発生」とあるのは、「地震又は津波が発生

し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第２２６６節節  文文化化財財施施設設災災害害応応急急対対策策                                  

 
文化財施設災害応急対策については、第１編第３章第２５節「文化財施設災害応急対策」を準

用する。ただし、準用節中「地震発生」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害

が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第２２７７節節  障障害害物物のの処処理理対対策策                                            

 
障害物の処理対策については、第１編第３章第２６節「障害物の処理対策」を準用する。ただ

し、準用節中「地震及び津波」又は「震災時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津

波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 
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第第２２８８節節  行行方方不不明明者者及及びび遺遺体体等等のの捜捜索索・・処処理理・・埋埋葬葬対対策策                                        
 

行方不明者及び遺体等の捜索、処理、埋葬対策については、第１編第３章第２７節「行方不明

者及び遺体等の捜索・処理・埋葬対策」を準用する。ただし、準用節中「大規模な地震」とある

のは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるも

のとする。 

 

第第２２９９節節  愛愛玩玩動動物物のの保保護護対対策策                                            

 
愛玩動物の保護対策については、第１編第３章第２８節「愛玩動物の保護対策」を準用する。 

 

第第３３００節節  放放送送施施設設のの応応急急対対策策                                          

 
放送施設の応急対策については、第１編第３章第２９節「放送施設応急対策」を準用する。 

 

第第３３１１節節  電電気気通通信信施施設設応応急急対対策策                                        

 
電気通信施設応急対策については、第１編第３章第３０節「電気通信施設応急対策」を準用す

る。ただし、準用節中「地震災害の発生」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災

害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第３３２２節節  電電力力施施設設等等応応急急対対策策                                          

 
電力施設応急対策については、第１編第３章第３１節「電力施設等応急対策」を準用する。 

 

第第３３３３節節  ガガスス施施設設応応急急対対策策                                        
 

ガス施設応急対策については、第１編第３章第３２節「ガス施設応急対策」を準用する。ただ

し、準用節中「地震発生後」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生する

おそれがあるときは、」と読み替えるものとする。 
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第第３３４４節節  給給水水・・水水道道施施設設応応急急対対策策                                          
 

給水・水道施設応急対策については、第１編第３章第３３節「給水・水道施設応急対策」を準

用する。ただし、準用節中「震災」又は「地震」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは

津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第３３５５節節  公公共共下下水水道道・・農農業業集集落落排排水水施施設設等等応応急急対対策策                                        

 
公共下水道・農業集落排水施設等応急対策については、第１編第３章第３４節「公共下水道・

農業集落排水施設等応急対策」を準用する。ただし、準用節中「震災」とあるのは、「地震又は津

波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第３３６６節節  危危険険物物施施設設等等応応急急対対策策                                            

 
危険物施設等応急対策については、第１編第３章第３５節「危険物施設等応急対策」を準用す

る。ただし、準用節中「地震時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生

するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第３３７７節節  鉄鉄道道施施設設応応急急対対策策                                       

 
鉄道物施設応急対策については、第１編第３章第３６節「鉄道施設応急対策」を準用する。た

だし、準用節中「地震が発生した場合」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害

が発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第３３８８節節  公公共共土土木木施施設設等等災災害害応応急急対対策策                                        

 
公共土木施設等災害応急対策については、第１編第３章第３７節「公共土木施設等災害応急対

策」を準用する。ただし、準用節中「震災」、「地震発生時」、「震災直後」又は「地震後」とある

のは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそれがあるとき」と、また「地震

後」とあるのは、「津波発生後」と読み替えるものとする。 
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第第３３９９節節  農農林林水水産産業業等等応応急急対対策策                                   

 
農林水産業等対策については、第１編第３章第３８節「農林水産業等応急対策」を準用する。

ただし、準用節中「震災時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生する

おそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第４４００節節  商商工工業業応応急急対対策策                                            

 
商工業応急対策については、第１編第３章第３９節「商工業応急対策」を準用する。ただし、

準用節中「地震などに遭遇した場合」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が

発生するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第４４１１節節  住住宅宅等等応応急急対対策策                                            

 
住宅等応急対策については、第１編第３章第４０節「住宅等応急対策」を準用する。ただし、

準用節中「地震災害時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波災害が発生するおそ

れがあるとき」と読み替えるものとする。 

 

第第４４２２節節  海海上上ににおおけけるる応応急急対対策策                                          
 

海上における応急対策については、第１編第３章第４１節「海上における応急対策」を準用す

る。ただし、準用節中「大規模地震発生時」とあるのは、「地震又は津波が発生し、若しくは津波

災害が発生するおそれがあるとき」と、また「地震」とあるのは、「地震又は津波」と読み替える

ものとする。 

 

第第４４３３節節  ボボラランンテティィアア等等受受入入れれ対対策策                                      

 
ボランティア等受入れ対策については、第１編第３章第４２節「ボランティア等受入れ対策」

を準用する。 
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第第４４４４節節  労労務務供供給給対対策策                                              

 
労務供給対策については、第１編第３章第４３節「労務供給対策」を準用する。 

 

第第４４５５節節  義義援援金金品品のの受受入入れれ・・配配分分対対策策                              

            
義援金品の受入れ・配分対策については、第１編第３章第４４節「義援金品の受入れ・配分対

策」を準用する。ただし、準用節中「大規模な地震災害」とあるのは、「地震又は津波が災害」と

読み替えるものとする。 

 

第第４４６６節節  災災害害救救助助法法にによよるる救救助助対対策策                                    

 
災害救助法による救助対策については、第１編第３章第４５節「災害救助法による救助対策」

を準用する。 
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第第２２編編（（津津波波災災害害対対策策編編））第第４４章章    復復旧旧・・復復興興計計画画  

第第１１節節  民民生生安安定定化化計計画画                                                  

民生安定化計画については、第１編第４章第１節「民生安定化計画」を準用する。 

第第２２節節  貸貸付付・・融融資資そそのの他他資資金金等等にによよるる支支援援計計画画                                              

貸付・融資その他資金等による支援計画については、第１編第４章第２節「貸付・融資その他

資金等による支援計画」を準用する。 

第第３３節節  公公共共施施設設等等災災害害復復旧旧計計画画                                      

公共施設等災害復旧計画については、第１編第４章第３節「公共施設等災害復旧計画」を準用

する。 

この場合において、「第１編第４章第３節「公共施設等災害復旧計画」」中「地震」とあるのは

「地震又は津波」と読み替えるものとする。 

第第４４節節  災災害害復復興興計計画画                                               

災害復興計画については、第１編第４章第４節「災害復興計画」を準用する。 

この場合において、「第１編第４章第４節「災害復興計画」」中「避難路、避難場所、延焼遮断

帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾、空港等の骨格的な都市基盤施設及

び防災安全街区の整備、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等、ラ

イフラインの耐震化等、建築物や公共施設の耐震・不燃化、耐震性貯水槽の設置等」とあるのは

「浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画の策定や、できるだけ短時間で

避難が可能となるよう避難場所・津波避難ビル等、避難路・避難階段等の避難関連施設を都市計

画と連携して計画的に整備すること等」と読み替える。 

また、同節中「２ 防災まちづくり」に、次に掲げる事項を加える。 

（４）津波に強いまちづくりのための検討 

  市及び県は、津波による被害を受けた被災地について、津波に強いまちづくりを図る観点 

から、市民等の参画の下、高台移転も含めた総合的な市街地の再整備を行うものとする。そ 

の際、時間の経過とともに被災地域への再移転が行われないよう、津波防災地域づくりに関 

する法律に基づく津波災害特別警戒区域等による土地利用制限や建築制限を行うことについ 

ても検討するものとする。 
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